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5001 5001A001 株式会社　ヒロ 1
「濃縮音泉水」を温泉法に基づ
く温泉と同等に扱ってもらいた
い。

．「濃縮温泉」は人為的に手を加え製造しているので
その性情の健康が大きいと回答されているので、こ
れに関しての基準値、測定手段、測定機器類を明確
に示してください。　．温泉利用許可施設の温泉は、
その性情の変更が小さいと回答されたが、温泉利用
施設（浴槽）における性情について、加温、加水、ろ
過循環、塩素投入、タンクロ－リ－による温泉受給
等々は何を基準にして性情の変更が小さいか基準を
お示し下さい。　　　　．濃縮温泉は製造していると回
答されていますが、「製造」の定義をお示し下さい。

．「濃縮温泉」は、湧出する源泉をそのままの成分
を維持させ、水分のみを一時的に除去し、「濃縮
温泉」を利用する場所において所定の倍率に水で
希釈すればほぼ（95％程度）元の源泉温泉に戻
り、温泉の効能、効果はほぼ源泉のとおりにな
る。（清潔装置）　　　　　　　　　．源泉温泉を、コン
パクトにして、温泉地に出向くことができない方々
のために製品コスト並びに輸送コストを下げて、誰
にも温泉を利用してもらえるよう事業化するもので
ある。　　　　．濃縮温泉は天然温泉の温泉成分を
生かし、医師による温泉療法を家庭で行い健康増
進に役立つ。

．温泉利用許可施設における浴槽内の温泉水は、温
泉法に基づく温泉ではない。　．多くの温泉法に基づく
温泉利用許可施設の浴槽内温泉は、温泉法による偽
りの温泉を、温泉法及び公衆浴場法によって保護され
ている。　　．新規に開発したもの（濃縮温泉）は認めな
いための理由を苦労して考えて作り出している。
．「濃縮温泉」に関して、成分のデ－タ－（温泉成分分
析結果書）等の提出をさせて、何ら支障がない場合
は、温泉法に基づく温泉として認めるべきである。　　.
違法である温泉利用許可は取り消しすべきである。法
の平等

．温泉法
１．第２条
２．第１３条
３．第１４条
４．同施工規則
第５条
第６条
第７条
．温泉利用許可
．公衆浴場法
．同指導要領

. 環境省
．厚生労働省
．都道府県知

事

5002 5002A001
米国先進医療技
術工業会

1
現行の医療機器「耐用期間』
の表示義務

現行の各製品毎の「耐用期間」の表示義務の解除を
要望します。

表示義務解除は患者の機器利用の増加を促し業
界のR&Dコストを下げます。全ての製品ごとに「耐
用期間」を設定し表示をする為には大規模な追加
テスト並びに管理業務が必要となります。更に解
除によって病院の大きなコスト負担が除去されま
す。　解除されなければ保持状態が良好であろう
となかろうと買い換えなければならないからです。

世界中で機器の「耐用期間」に関する表示を義務つけ
ている国はありません。この義務は新製品の日本市場
への導入コストを高める事になります。そして患者の安
全を高める事には貢献致しません。従来どおり病院が
メーカーと相談しながら機器の通常の使用寿命に関し
ての判断を行うべきだと考えます。

薬食発第０３１０
００３号　平成１７
年３月１０日付け
「医療機器の添
付文書の記載要
領について」　別
添　２　記載項目
および記載順序
１３）貯蔵、保管
方法及び使用期
間。

厚生労働省
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5002 5002A002
米国先進医療技
術工業会

2
医療機器に残留する滅菌ガス
濃度限度値に関する規制の緩
和

医療機器の滅菌に使用するエチレンオキサイドガス
について、医療用具中に残留する濃度限度値の取り
扱いを定めた通知にて、ガイドライン（案）を別添とし
て参照しています。このガイドライン（案）の流れ図に
て、「循環血液接触 or 粘膜接触か」の問いを削除し
ていただきたく存じます。これにより、循環血液接触
又は粘膜接触する医療用具の残留濃度限度値を、
現行の「25μg/g」から「250μg/g」へと規制緩和し、
一元化してくださいますよう要望いたします。

現在、輸入医療機器は、海外製造元において本
邦向けの輸出製品に対しての特別な滅菌手順や
長期荷置期間を設定しており、国際基準に調和し
ていません。要望事項が実現することにより、国
際的な基準により基づいた製品流通を行うことが
可能となり、過剰な荷置期間や処理が無くなるこ
とで、医療用具を早急に国民の皆様に供給するこ
とができると考えます。

現在の本邦の規制は、10年以上前のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）を
準用し、国際的基準に調和していません。このため、
多くの輸入医療用具が限度値25μg/gの規制対象とな
り、海外製造元において本邦向け輸出製品に対して特
別な滅菌手順や長期荷置期間を設定しています。一
方、ISO10993-7及びAAMI TIR No.19基準はこの限度
値を250μg/gとしており、米国FDAはこれを認知基準
として受け入れています。さらに、昨今の文献にて2500
μg/gの残留量にて、顕著な溶血・刺激作用を引き起
こさないことが示されています。よって、現行ガイドライ
ン（案）を見直す必要があると考えます。

「エチレンオキサ
イドガス滅菌にお
ける残留ガス濃
度の限度値の取
扱いについて」厚
生労働省医薬安
全局審査管理課
長通知、医薬審
第353号（平成10
年3月31日）　別
添「残留エチレン
オキサイドガス滅
菌における残留
ガス濃度に関す
るガイドライン
（案）」

厚生労働省

＜参照1＞ V.P.Anand, et al,
Reevaluation of ethylene
oxide hemololysis and
irritation potential, 「ｴﾁﾚﾝｵｷ
ｻｲﾄﾞの溶血作用と刺激性に
関する再評価」 J. Biomedical
Materials Research Part A
Volume 64A, Issue 4 , Pages
648 - 654, 2003
＜参照2＞ ANSI/AAMI/ISO
10993-7:1995 「医用機器の
生物学的評価 第7部 酸化ｴ
ﾁﾚﾝ滅菌処置残留物」
＜参照3＞ AAMI TIR19
"Guidance for
ANSI/AAMI/ISO 10993-
7:1995"

5003 5003A001 個人 1
権利義務又は事実証明に関す
る書類の作成についての行政
書士による独占の廃止。

権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業と
することを，一般に認めていただきたい。

当該規制の緩和によって，法律行為の媒介を業と
する会社等（不動産取引業者，職業紹介業者等）
が当事者のために書類又は電磁的記録を作成で
きることとなり，当事者に対するより円滑かつ安全
なサービスの提供が可能となる。
なお，当該規制は不明確かつ広範にわたってお
り，多分野での同様の効果が予想される。

1　現実の取引社会において，権利義務又は事実証明
に関する書類（以下「権利義務関係書類」という。）の
作成は，記帳代行業者や不動産取引業者といった行
政書士以外の者によって一般的に行われており，既に
行政書士法（以下「同法」という。）第1条の2第1項は形
骸化している。仮に，同条同項を厳格に適用すれば，
社会生活が混乱し，かえって同法の目的でもある「国
民の利便」を害する結果となる。
2　権利義務又は事実の証明手段については，民事訴
訟手続上は何らの制限もなく（自由心証主義；民事訴
訟法第247条），およそあらゆる文書が直接的又は間
接的に権利義務関係書類に該当しうるにも関らず，そ
の作成が特定の資格者のみに独占されているかのよ
うな法規が存在することは，国民の経済的活動や法律
的行為を無用に萎縮させるものである。
3　同法第1条の2第1項における行政書士業務の包括
的な規定振りは，国民が行政書士と弁護士との業務
範囲を混同する原因ともなっている。事件性のある法
律事務は弁護士法第72条により規制されており，それ
よりも形式的に範囲の広い権利義務関係書類の作成
業務を重ねて規制することは，過剰な規制である。
4　実体法上の意思決定をも伴う代理人としての契約
関係書類の作成(同法第1条の3第2号)が非独占とされ
ているにもかかわらず（同法第19条第1項本文反対解
釈），単純な事実行為に過ぎない書類作成のみの業務
を専門資格者の独占とすることは，法律上の均衡を欠
く。

行政書士法第1
条の2，第19条第
1項

総務省
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5004 5004A001 山田貢 1
ライト・トローリング釣　禁止の
解除

ロッド（釣竿）とリールを用い、ライン（抗張力：湿った
状態で30ポンドの重さがその糸にかかれば切れてし
まう糸）で１本のロッドに付き１個の疑似餌をひく釣を
ライト・トローリングと呼称し禁止されているひき縄釣
とは、別の釣法と位置つける。これを竿釣の中の１種
として許可するか、（ルアー釣は竿釣で許可と思われ
る）あるいは新たにライト・トローリング釣として全国で
許可してほしい。　　　　　　各都道府県に対して漁業
調整規則等に基づく禁止対応を即刻解除する指針
（ガイドライン）を策定し農林水産庁長官からの技術
的助言として都道府県に通知するよう要望する。

ライト・トローリング大会

ひき縄釣とトローリングとは、本来別の釣法であるが漁
具を曳航して行う漁法として漁民以外には、トローリン
グを日本では全面禁止してきている。世界的には、禁
止は日本だけであり、非文明国、不思議な国に映るだ
けである。トローリングは小さな魚を獲らず資源保護に
もなる。四面を海に囲まれた日本の海洋レジャー、ス
ポーツフィッシュングの普及をすすめ地域活性化を図
りたい。　　平成１４年１２月１２日付け指針（ガイドライ
ン）にひき縄釣に係る規制処置の見直しが示されては
いるが、漁業調整委員会に遊漁民の代表の参加が認
められておらず、又ガイドラインにある海面利用協議会
に、及び広く意見を聞くが大きくは実施されておらず、
遊魚民の声が届く制度になっていない為実態として
は、トーローリングは実施されている所があるが、ト
ローリングの禁止が解除されるのはずうっと何年も先
も見込めない。よって即、ライト・トローリングの禁止解
除を要望する。

釣り人のトローリングを禁止
する法的根拠は各都道府県
の「漁業調整規則」の中にあ
る。　　　　　　　　　　　例：非漁
民の漁具漁法の制限
次に掲げ魚具又は漁法以外
の漁具又は漁法により水産動
植物を捕獲してはならない。
（１）竿釣及び手釣
（２）たも網及び又手網
（３）投網（船を使用しないもの
に限る）
（４）やす及びは具
（５）歩行徒手捕獲
に根拠する。改正すべき根拠
は　　　　　　　　　　　　　平成１
４年１２月１２日付け
遊魚と漁業調整のガイドライ
ン　　　　　　　　　　　　関係都
道府県知事殿　　　　　　　　水
産庁長官
海面における遊魚と漁業との
調整について
（３）ひき縄釣に係る規制処置
の見直し　            引き縄釣
り（トローリング）は、ほとんど
の都道府県で遊漁での利用
を禁止されてきたが、近年地
方公共団体、漁業協同組合
の後援や協力のもとに、カジ
キ類の引き縄釣り大会が開催
され、漁業者団体が開催の一
翼を担っている事例や、漁業
者が兼業している遊漁船業に
おいても利用される事例が見
受けられる。このように実態に
則さないものになっている規
制については、漁業調整上の
支障がない範囲で遊漁に対
する引き縄漁法の全面的な禁
止措置を見直す必要がある。
と示されているが現在の状況
は、要望理由にあるとおりで
あり即ライト・トローリング禁止
解除の指針（ガイドライン）を
だすしかない。

農林水産庁

5004 5004A002 山田貢 2

ヨット、カヌーについての安全
を進めるため、１海里以内にお
いての動力使用について免許
等不要とする規制改革

ヨット、カヌーについて沿岸から１海里地域において、
法廷舟長５ｍ以内についても、動力１．５ＫＷ、２馬力
以内動力使用において免許、船検、船舶登録不要と
してほしい。

規制改革による小型ヨットへの動力併用の普及に
よる安全対策、及びヨットレース、大会、ヨット教室

ヨットの陸からの出入りについては、近年の海洋レ
ジャーの進展に伴い､他船の出入りもあるなか、無風
でヨットが動かなかったり、弱風でのろのとしか動けな
い、又風利用のため風向きによってはジグザグにしか
動けないなど危険が多くなってきている｡そのため法船
長３ｍ、動力１．５ＫＷ、あるいは２馬力以下にこだわら
ず舟長５ｍ以下についても免許不要、船検不用、船舶
登録不要とし１海里以内は制限なく動力を使用可能に
して海の安全対策を進めてほしい。　　　　　　１海里以
内においても無風状態でヨットが動けない状態、及び
急に海が荒れてきた、強風になったため帆が使えない
時、など緊急に避難するための安全対策のため上記
の免許不要等処置等をおこなってほしい。　　　　　　カ
ヌーについても強風になったためこいでも進まないなど
のため同様である。

小型船舶免許
長さ３ｍ未満で出
力１．５ＫＷ未満
で次の条件をす
べて満たすもの
以外は免許必要
である。
①長さ（登録長）
３ｍ未満
②推進機関の出
力１．５ＫＷ未満
（約２馬力）である
もの。       ③直
ちにﾌﾟﾛﾍﾟﾗの回
転を停止すること
ができる機関を
有する船舶
小型船舶登録に
関する法律
推進機関を有す
るもので､3m以上
(登録長)のもの登
録必要

国土交通省
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5005 5005A001
社会保険労務士
中村紳一

1
雇用保険関係の届出はどこの
職安でも受付可能にすべきで
ある

現在、雇用保険の被保険者に関する届出は、事業所
を管轄する公共職業安定所でしか手続きが出来な
い。
しかしながら、被保険者の資格取得、資格喪失、離
職票の発行などは職安のコンピュータでオンラインで
全国的に結ばれており、事業所を管轄する公共職業
安定所のみでしか手続きができないのは、利便性の
面から著しく不適当である。したがって、どこの公共
職業安定所でも手続きができるようにするべきであ
る。

雇用保険法施行規則第６条、第７条の規定から
「その事業所の所在地を管轄する」という規定を削
除する。

雇用保険法施行規則第６条、第７条は、手続きが電子
申請可能になった現在では、手続きをする公共職業安
定所を管轄地に限定する規定は意味をなさなくなって
いる。また、公共職業安定所によっては来客が多いと
ころとそうでないところがあり、このような規制がなくな
れば、手続きがより迅速になり、よって国民の利便性
に資するものである。

雇用保険法施行
規則第６条、第７
条

厚生労働省

5006 5006A001

日本化学工業協
会　経済委員会
規制緩和検討部
会

1
　「火気を取り扱う施設」とし
て、非防爆の電気設備の適用
除外

　高圧ガス保安法　「コンビナート等保安規則第５条１
項１４号」に係る、「火気を取り扱う施設」に非防爆の
電気設備が含まれることの「通達の一部改正につい
て（平成12年3月28日付け立局第1号）」について、電
気設備の適用除外を要望する。

  電気設備については、従来から「独立行政法人 産業
安全研究所  技術指針　工場電気設備防爆指針」を基
に、可燃性ガス設備周囲の危険度の高い区域に応じ
て、防爆エリア、一定の保安距離の確保及び防爆機能
を設定しており保安確保は図られている。
改正により、工場電気設備防爆指針に関わらず、上乗
せ的に８ｍの距離確保の規制がかかることは必要な
く、防爆指針の実施で十分と考える。

高圧ガス保安法
「コンビナート等
保安規則第５条１
項１４号」、
可燃性ガスの製
造設備と火気を
取り扱う施設との
距離
「通達の一部改
正について（平成
12年3月28日付
け立局第1号）」
コンビナート等保
安規則の運用及
び解釈の改正に
ついて

経済産業省
原子力安全・
保安院保安
課
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5007 5007A001
社団法人
東京都柔道接骨
師会

1
診療放射線技師免許を有する
柔道整復師の四肢の整復業
務にＸ線検査を認められたい

Ｘ線機器は１００万電子ボルト未満に限定し、技師免
許者が適切に操作するものとし、その危険性は低く
する。また、Ｘ線撮影の負傷部位も柔道整復業務範
囲の四肢に限定し、その専門性を活用して、患者の
メリットに寄与しようとするものである。また、Ｘ線機器
も移動型（ポータブル）等の軽装備のものでよいので
ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上の事項を実
現するため診療放射線技師の免許を有する柔道整
復師が施術所においてＸ線検査を出来るよう要望す
ることは昭和４５年３月３１日参議院社会労働委員会
の附帯決議にも沿うものである。

要望事項が実現したときは、診療放射線技師の
免許を有する柔道整復師の施術所にて診断のた
めＸ線検査を行う

柔道整復師は、骨折、脱臼、打撲、捻挫に徒手技術を
もって、無血の施術を行うことにより、負傷の治癒回復
を図る職種である。
法律により骨折、脱臼の施術は、応急手当を除き、医
師の同意を要する。
骨折、脱臼は、視診、触診等により、負傷の状況を鑑
別、判断し、施術を行っている。
ここに、手技療法の鑑別、判断の精度を高め、患者の
治療に誤りなきを期すため、Ｘ線検査が認められること
は、ＥＢＭが求められる現今の医療に合致していると
言える。
Ｘ線撮影のメリットは、患者の負傷部位の施術前と後
の状況が画像情報として、比較できること、医師の同
意を求める根拠となること、単に伝統的手技療法から
ＥＢＭの実践となることである。

柔道整復師法
診療放射線技師
法

厚生労働省

5008 5008A001 佐藤智 1
診療科名標榜の規制を緩和
し、「緩和科」（仮称）の標榜を
許可する

　がん死亡は死因の第一位であり、年々増加してい
る。それに伴って緩和医療のニーズが高まる中、医
師不足や医療用麻薬の普及の遅れなど量的質的な
立ち遅れが浮き彫りになっている。その結果適切な
緩和医療をもとめて戸惑う末期がんの「がん難民」が
生じている。
　原因は末期医療には、例えば「外科」「小児科」とい
うように、その専門性を標榜する診療科がないことに
ある。そのため①「末期医療を志しても標榜できない
ので開業できない、勤務医として就職も難しい」から
成手が少なく医師不足である②広告ができないので
国民に周知されない。また現在の緩和医療体制上①
緩和ケア病棟でも「緩和科医」は存在せず、多くは他
科から転向した医師または他科と兼務する医師に
よって運営されているのが実態である。②医学部に
緩和医療の講座がないため通常の診療科として備え
るべき教育・研究の場がなく、専門医はおろか認定
医制度すらないという問題も生じている。
　このため、末期医療をになう診療科「緩和科」（仮
称）を標榜科とし、それを専門とする医師と教育の場
を確保することが急務である。
　そこで、標榜許可に関わる手順を定めた医療法第
70条第三項、同四項の規制を緩和し、緩和医療・ホ
スピスケアなど末期医療を専門とする「緩和科」（仮
称）の標榜を許可していただきたい。この際必要であ
れば麻酔科標榜医にならって一定の資格基準（麻酔
科：二年以上の修練または300例以上の麻酔経験）
を設定し審査することも一法である。

効果は直ちに「緩和科」を標榜する医師数、同医
師を配置する施設数（診療所･病院・緩和ケア病
棟）、同科を受診する患者数の増加として量的な
普及が現れる。
　質的には①医療用麻薬の消費量増加②医学部
講座新設③適切な末期医療が選択されまた在宅
末期医療が普及する結果として医療費（入院料、
抗癌剤料）抑制効果、が期待できる

　特例による規制緩和が必要な理由：
標榜科の許可にあたっては、医療法第70条第三項、
同四項により厚生労働大臣は学術団体（日本医学会
など）および医道審議会の意見を聴かなければならな
いとされている。実際には関連学会が日本医師会傘下
の日本医学会に加盟してその分科会となること、及び
厚生労働省の医道審議会という2つの関門を通過する
ことが求められる。しかし緩和医療学会（平成8年創
設）はこの関門をとおる見込みはない。なぜなら、①多
職種が参加するという末期医療の特性から医師会員
の割合が十分でない（平成17年4月現在54.8％、通常
は80％以上が求められる）②毎年、20～30の学会が
日本医学会加盟を申請しながら１学会しか加盟が認め
られない③日本医学会加盟後も標榜科申請待ち学会
が多数あるからである。
　従って、特例による規制緩和で「緩和科」の標榜を許
可することが必要である。

医療法第70条第
三項、第四項

厚生労働省

【修練のための施設の例】
１、大学医学部付属病院緩和ケア病棟
東北大学、昭和大学、藤田保健衛生大学、和歌
山県立大学、久留米大学
２、全国の緩和ケア病棟のうち受け入れ可能な
施設
３、在宅緩和ケアを専門とする診療所のうち受け
入れ可能な施設など
【添付資料】
１、①厚生労働省人口動態統計：主な死因別に
みた死亡率の年次推移②ホスピス･緩和ケア白
書：緩和ケア病棟承認施設の推移
２、岩手日報2005.5.9：からだホットライン「薬剤
もっと使って」
３、岩手日報2005.5.30：①「末期がん蘇生断念
も、厚労省報告書、患者の同意前提」②「トラブル
続発も背景、末期がん医療報告書、判断悩む医
師多く
４、毎日新聞2005.6.9：「がん難民」
５、医療法第70条、施行令第5条の3：診療科名
６、医療法第69条
７、医療法第70条
８、厚生省医務局長通知、昭和35、3.、14医発
183：麻酔科の標榜の許可について
９、①日本医師会ホームページ：日本医学会につ
いて
　　②平成16年度日本医師会入会申込書より：日
本医学会分科会一覧
　　③日本医師会雑誌134：242：日本医学会代議
員会議事録より「日本医学会加盟申請について」
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5009 5009A001
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

1 投資（助言）対象の拡大
投資顧問業者の投資（助言）対象の拡大および行う
ことのできる取引の明確化

投資顧問業者が資産運用の専門家としての特長を十
分発揮できるように、証券取引法上の有価証券以外に
も、例えば投信法で規定される特定資産を投資対象と
して組入れることを可能として頂きたい。また、為替
オーバーレイ、セキュリティーズ・レンディング等の多様
な取引・投資手法を自由に取扱えるようにして頂きた
い。なお、金融審議会第1部会が5月27日に公表した中
間整理（議論の叩き台）では、投資商品の定義として
「可能な限り幅広い金融商品を対象とすべきである。」
とされているほか、業務範囲についても「外国為替取
引について付随業務と位置付けることにより業務の自
由度を高めることが適当である。」と提言されており、こ
の議論の方向性に沿った規制緩和をお願いしたい。

投資顧問業法第
2条、投信法第2
条、同施行令第3
条

金融庁

5009 5009A002
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

2
役員又は重要な使用人の住所
に関する公衆縦覧の廃止

投資顧問業者登録簿における役員又は重要な使用
人の住所を公衆の縦覧に供することは、廃止して頂
きたい。

当要望については、平成15年に「他の登録業者の実
態を踏まえたうえで検討する。」との回答が示された
が、依然として投資顧問業者の登録簿における役員又
は重要な使用人の住所は公衆の縦覧に供されてい
る。本年4月より個人情報の保護に関する法律が全面
施行され、個人情報の適正な取扱いを確保するため
官民挙げて取り組んでいる現状を踏まえ、本件につい
ても速やかな対応をご検討頂きたい。

個人情報保護
法、投資顧問業
法第5条、同第6
条

金融庁
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5009 5009A003
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

3
投資顧問業者の登録・認可手
続における規制の緩和

投資顧問業者の登録および認可手続における重複
規制や過剰規制を見直して頂きたい。

登録事項変更時の届出は2週間以内とされているが、
大型連休時など実務上対応困難なケースもあり、「遅
滞なく」届け出ることとして頂きたい。また、役員又は重
要な使用人の届出は登録、認可の各手続で煩雑かつ
重複していることから、届出事項を見直し簡素化して頂
きたい。

投資顧問業法第
8条、同施行規則
第4条、同第27条

金融庁

5009 5009A004
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

4
投信・投資顧問併営会社にお
ける規制の見直し

投信・投資顧問の併営会社における各々の法令に
基づく重複規制等非効率な規制を見直して頂きた
い。

投信・投資顧問の併営会社は現状60社を超えている
が、各々の法令に基づく二重の届出や、それぞれ細目
が異なる届出が必要とされるなど実務面で非効率であ
る。具体的には、役員・重要使用人の（変更）届出手続
において、同一の関係書類をそれぞれ提出することが
必要とされているほか、営業報告書における貸借対照
表、損益計算書の一部細目が異なることや、利害関係
人の定義・届出有無が異なるなど、実務面における負
荷は無視しえないものがあり、より効率的な規制体系
に見直して頂きたい。

投資顧問業法施
行規則第4条、第
6条、第27条、投
信法施行規則第
11条

金融庁
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5009 5009A005
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

5 利害関係人の範囲の明瞭化
投資顧問業法施行令に規定される投資顧問業者の
利害関係人および密接な関係を有する者の範囲を、
簡潔明瞭な規定として頂きたい。

利害関係人および密接な関係を有する者の範囲につ
いては、複雑かつ広範で、投信法施行令や証券取引
法施行令における利害関係人（密接な関係を有する
者）の定義と比較しても過重な規定であることから、投
資顧問業者にとって業務遂行上過大な負荷となってお
り、当該規定の簡潔明瞭化をお願いしたい。なお、本
件は「規制改革・民間開放推進3か年計画（改定）」（平
成17年3月閣議決定）において、平成17年度に「所要
の措置を講ずる」ことが明記されており、速やかな対応
をお願いしたい。

投資顧問業法施
行令第8条、同施
行令第10条、投
信法施行令第20
条、証券取引法
施行令第15条の
4

金融庁

5009 5009A006
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

6
投資顧問業者の営業保証金
の見直し

投資顧問業者の参入要件である営業保証金制度を
廃止頂くか緩和して頂きたい。

投資顧問業者の参入要件として、投資助言業者は主
たる営業所に500万円、従たる営業所に250万円、認可
投資顧問業者については追加として主たる営業所に
2000万円、従たる営業所に1000万円営業保証金の供
託が必要であるが、投資顧問業者は顧客資産の預託
が禁じられていることから、当該規定は過剰と考える。
また、証券会社がラップビジネスを展開する際、支店で
業務の内容を説明・勧誘するための行為であれば営
業所には該当しないとされているが、専業の認可投資
顧問業者では同様の業務のみに携わっている支店に
ついても営業保証金の供託が義務付けられており、イ
コールフッティングの観点からも営業保証金制度の見
直しが必要と考える。

投資顧問業法第
10条、同施行令
第4条

金融庁
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5009 5009A007
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

7
認可投資顧問業者の兼業制
限規制の緩和

認可投資顧問業者の兼業を届出で行えるようにして
頂きたい。

認可投資顧問業者が、投資一任業務以外の業務につ
いて兼業承認ではなく届出によって行えるようにするこ
とで、迅速かつ効率的なビジネス展開に資するものと
考えられる。なお、金融審議会第1部会が5月27日に公
表した中間整理（議論の叩き台）においても、「業務の
自由度を高める観点からは、届出による兼業業務につ
いても、兼業の実態を踏まえつつ、幅広く規定すること
が適当」とされている。

投資顧問業法第
31条

金融庁

5009 5009A008
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

8
インターナルクロス取引に関す
る規制の緩和

パッシブ・ファンド間においてインターナルクロス取引
を行う場合には、個別の取引毎に双方の顧客の事前
同意を不要とするか、もしくは包括事前同意による取
引を可能として頂きたい。

認可投資顧問業者がインターナルクロス取引を行う際
には、個別の取引毎に双方の顧客の同意が必要とさ
れているが、パッシブ・ファンド間の取引等投資判断者
の恣意的裁量が入る余地のないケースでは、インター
ナルクロス取引の効率的活用の観点から、取引毎の
個別事前同意を不要とするか、もしくは包括事前同意
による取引を可能として頂きたい。

投資顧問業法施
行規則第29条の
2

金融庁
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5009 5009A009
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

9
16条書面交付義務免除の承
認規定の拡大適用

証券業または信託業務を営む投資顧問業者以外の
投資顧問業者に対しても、16条書面交付義務免除の
承認規定を適用することとして頂きたい。

証券業または信託業務を営む投資顧問業者には、一
定の条件の下で16条書面交付義務が免除されてい
る。それ以外の投資顧問業者についても、イコールフッ
ティングの観点に加え、投資顧問業者の自己資本の
増加･充実に伴い効率的な資産運用のニーズが高まっ
ていることから、一定の要件を満たす場合には16条書
面交付義務免除の適用を検討して頂きたい。なお、認
可投資顧問業者については、16条書面交付が免除さ
れたとしても、32条書面に規定される報告書交付が義
務付けられており、投資者保護については支障ないも
のと考えられる。

投資顧問業法第
16条

金融庁

5009 5009A010
社団法人　日本証
券投資顧問業協
会

10 赤字・赤枠規制の廃止
投資顧問業法第14条ならびに第15条に規定する書
面の交付について施行規則に定める赤字・赤枠規制
を廃止して頂きたい。

投資一任契約において、「当該書面の内容を十分に読
むべき旨」のみ赤字・赤枠で記載されることが必要とさ
れているが、当該箇所にあえて赤字・赤枠規制を適用
する意義は乏しいと考えられる。又、商品投資顧問業
者や商品投資販売業者については、既に赤字・赤枠
規制が課されていない現状に鑑み、当該規定は他法
令との比較においても過剰規制であると考える。本件
は「規制改革・民間開放推進3か年計画（改定）」（平成
17年3月閣議決定）において、平成17年度に「検討を行
う」ことが明記されており、速やかな対応をお願いした
い。

投資顧問業法施
行規則第17条、
第18条　商品投
資顧問業者に関
する省令第3条、
第4条　商品販売
業者の業務に関
する命令第3条、
第4条

金融庁
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5010 5010A001

学校法人　武蔵野
東学園　武蔵野東
技能高等専修学
校

1
高等専修学校の「専修高等学
校」名称使用に関する特例

高等専修学校は、高等学校と同様後期中等教育機
関であるが、中学校３年生にとって卒業後の進路の
選択肢としてなかなか認知されていない現状があ
る。まず専修学校は、学校教育法８２条の２に位置づ
けられており、高等学校卒業以上を対象とする専門
課程（専門学校）と中学校卒業以上を対象とする高
等課程（高等専修学校）と社会人（学歴を問わない）
一般課程とが混在する。また、平成１６年度全国にあ
る高等専修学校は５９１校あり、校名に「高等専修学
校」の呼称を使用している学校は１３４校（２２．６％）
に過ぎない。専門課程を併設している学校のほとん
どは「専門学校」の呼称を使用しているのが現状なの
である。このような背景の中、専門学校が主体となっ
ている現状の中で、高等専修学校は社会的認知度も
低く非常にわかりにくい学種となっている。そこで、中
学校卒業後の進路の選択肢の一つとして明らかにす
るために、一般化している「高等学校」という言葉を入
れ、「専修高等学校」という名称を使用することができ
るよう規制を緩和する。

名称変更手続きを執った後、公立中学校・教育委
員会・中学校長会との連携を求めることにより、中
学校３年生・保護者・中学校教員に対し、中学校
卒業後の進路の選択肢として認識して頂ける活
動を展開していく。そうすることにより、職業教育・
人間教育を柱に教育を展開する高等専修学校の
存在が明らかになり、より活性化が図られていく。
不登校を経験した生徒や障害のある生徒など
様々な個性の生徒にとっての居場所となるべく存
在を示す努力を展開すると共に高校中退者の予
防に繋げていく。次に、在校生・卒業生が高等学
校ではない学校であることを周囲になかなか説明
しにくい現状があったが（中には引け目を感じてい
たという声もあった）、「専修高等学校」の名称を使
用することにより胸を張って自分の学校の説明が
容易になり、理解が促進され、彼らの精神的な効
果へと波及する。また、せめて高等学校だけは行
かせたいという保護者の強い願いから生まれた通
信制高等学校との技能連携制度は必要性がなく
なり、保護者の授業料負担の軽減が図られること
につながっていく。つまり、高等専修学校の認知
度が高まり、正しい進路選択の中で高等専修学
校を必要とする生徒が増え、個に即した有為な人
材育成を図ることにつながっていく。

高等専修学校は、中学校卒業後の進路先として高等
学校と同様存在しているが、学校教育法第８２条の２
に専修学校として位置づけられている。平成１６年度、
全国の高等専修学校は５９１校あり、４８，９８７人の生
徒が在籍している。専修学校には高等学校卒業以上
を対象とする専門課程（専門学校）と中学校卒業以上
を対象とする高等課程（高等専修学校）と社会人（学歴
を問わない）一般課程とが混在する。また、「高等専修
学校」の呼称を使用している学校も少ない状況もふま
えて、専門学校が主体となっている現状下で、社会的
認知度も低く非常にわかりにくい学種となっている。そ
のためになかなか中学校卒業後の進路の選択肢に挙
げられない。その要因として、名称の問題が大きな要
因となっている。専修学校＝専門学校という固定概念
によって、高等専修学校が高等学校と同様後期中等
教育機関であることが認識困難であり、誤解も生じて
いる。また、３年制の高等専修学校のほとんどは大学
入学資格付与指定校となっており、卒業後の進路につ
いては高等学校卒業者と同等となっている。その中で
も就職に関しては、平成１６年度より、ハローワークに
おける高等専修学校卒業予定者に係る職業紹介業務
の取り扱いが、高等学校卒業予定者と同様のものに
なったという最近での規制が緩和された事例もある。し
かし、高等学校と同等であることが、なかなか理解しが
たいものとなっている。このことにより、高等専修学校
で学びたいと思っていても出願を断念せざるを得ない
事例が非常に多いのが現状である。よって、高等学校
と同様後期中等教育機関であることの理解を得るため
に高等専修学校を「専修高等学校」という名称を使用
することによって実現していきたい。あくまでも名称使
用の問題であり、私立高等学校と同様の経常費補助
を求めるところではない。つまり中学校３年生の進路の
選択肢の一つとして正しい認知を獲得するためにのみ

①学校教育法
②学校教育法施
行規則
③専修学校設置
基準
④高等学校設置
基準

文部科学省

添付資料①：「今後の専修学
校教育の充実・振興につい
て（案）」に対する意見本校教
員の一部　　添付資料②：東
京都高等専修学校概要２００
６年度版
添付資料③：高等専修学校
進学ガイド
添付資料④：路．みち第３２
号

5012 5012A001
社団法人　日本人
材派遣協会

1
労働者派遣事業における「複
合業務」の受入期間制限の判
断基準見直し【新規】

　派遣労働者の雇用の安定のため、複合業務におい
て、派遣受入期間の制限がある業務の割合が1割以
下である場合に、期間制限を受けない業務として取
り扱うとした現行の基準を、「主たる業務が派遣受入
期間の制限のない業務である場合に、全体として派
遣受入期間の制限のない業務として取り扱って差し
支えない」と改めるべきである。

　いわゆる26業務等の派遣受入期間の制限のな
い業務と、派遣受入期間の制限のある業務を併
せて行う場合（以下「複合業務」という。）におい
て、派遣受入期間の制限のある業務の割合が通
常の場合の1日当たりまたは1週間当たりの就業
時間数で1割以下の場合には、全体として派遣受
入期間の制限を受けない業務として取り扱って差
し支えないとされている。
　なお、この場合には、労働者派遣契約におい
て、それぞれの業務の内容及びそれぞれの業務
の通常の場合の1日当たりまたは1週間当たりの
就業時間数又はその割合を定めることが必要とさ
れている。

①いわゆる26業務等派遣受入期間制限のない業務に派遣労働者を受入れた場合でも、そ
の業務を遂行するためには、業務取扱要領に記される内容以外の付随的業務等も現実的
には必要となり、明記された業務以外は派遣受入期間制限のない業務にあたらないとする
解釈は実態にそぐわない。本来これら典型的２６業務は、労働者派遣法施行当時から類型
的に専門的又は特殊な雇用管理を要するものとして規定されたものであって、当然明記され
た業務以外の付随的な業務は含まれていたはずである。そうでなければ派遣労働者が独立
して派遣業務をできず、正社員が付随業務をバックアップするという就労形態としては異例
なことになるからである。文言上２６業務に該当しなかったとしても、派遣労働者は個々の現
場において「常識」に則った判断により派遣先の業務指示に従い多くの場合円滑に業務を遂
行しており、派遣労働者の無用の混乱を防止するためにも、類型的に個々の２６業務の想
定している付随的業務は、少なくても２６業務に含まれると解釈すべきである。例えば、チー
ム業務の中で、チームリーダーの指示のもと各派遣労働者が契約上の業務を遂行すること
を解釈上認めているが、派遣先との業務上の打ち合わせ等を行うチームリーダー業務は文
言上２６業務に該当しないものであるが、派遣業務遂行上当然想定できる付随的業務であ
るから２６業務として認められたと解釈することができる。
②いわゆる２６業務で雇用契約申込み義務が発生するのは、派遣先が就業場所ごとの同一
業務に同一派遣労働者を３年超受け入れている場合において、派遣先が当該同一業務に
労働者を雇用しようとするときであるが、その同一業務か否かの判断は、２６業務に主として
従事する労働者を新たに雇おうとするときと解釈されている。解釈の同一性からいえば、２６
業務か否かの解釈は、主たる業務が２６業務か否かで判別すべきであり、一律的な時間換
算による判断は困難である。
③また複合業務の具体的な判断が困難な点も指摘できる。派遣労働者の立場からいって
も、いわゆる２６業務の派遣受入期間の制限のない業務として、３年超同一就業場所で働け
ると思ったにもかかわらず、派遣受入期間の制限のある業務と評価され、３年未満で同一就
業場所での就業ができなくなるのは、不意打ちによる終了となり、安心して就業ができない。
特に、派遣就労を継続したいとする派遣労働者の雇用の安定が図られず、問題である。

「労働者派遣事
業関係業務取扱
要領」　第9　派遣
先の講ずべき措
置等　―　4　派
遣受入期間の制
限の適切な運用
―　（3）派遣受入
期間の制限を受
ける業務の範囲
―　ニ

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課
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5014 5014A001
社団法人不動産
証券化協会

1
資産対応証券の募集取扱要
件の緩和

資産対応証券の発行時において、特定資産の譲渡
人（オリジネーター）が自ら資産対応証券の募集等を
行うか否かに係らず、現在検討されている投資サー
ビス法の勧誘・販売行為の考え方を踏まえ、投資
サービス業者が資産対応証券の募集等を行えるよう
にしてほしい。

資産対応証券は証券取引法上の有価証券であり、原
則、証券業者による募集・販売等が義務付けられてい
る。例外的に特定資産の譲渡人が届出後に募集等を
行なう場合のみ、証券取引法の適用除外となってい
る。
しかし、特定資産の譲渡人が必ずしも特定目的会社の
設立発起人ではないため、特定資産の譲渡人が資産
対応証券の募集をする制度を利用できないことがあ
る。一般投資家への影響が低いと思われる「私募」の
場合に限り、第二証券業的な位置付けとなる投資サー
ビス業者が、資産対応証券の発行時において資産対
応証券の募集等が出来るようになれば、事業の促進と
コストの削減に繋がると思われ、より一層投資家利益
に資することとなる。

資産の流動化に
関する法律第150
条の2

金融庁総務
企画局市場
課

5014 5014A002
社団法人不動産
証券化協会

2
特定持分信託の信託法第58
条から適用除外を明確化

資産流動化法の特定持分信託に関わる法文におい
て、信託法第58条の適用が除外されることを法文上
明らかにするか、あるいは、当局の解釈を一般に対
して明確化することを要望する。

特定持分信託は、その制度主旨上、当然の要請とし
て、信託契約は解除できないものとすることが求めら
れ、法文上も「委託者または受益者が、信託期間中に
解除を行わないこと」という条件を付すことが求められ
ている。ただし、信託契約書にこのような条項を入れた
としても、信託法第58条の適用があるのかどうかは明
らかでなく、制度主旨が充分に活かされていない。そ
のため実務上は、信託法第58条の適用を避けるため
に、受益者を複数にするという、制度主旨からすれば、
およそ本質的でない手当てを求められることも多く、徒
にスキームを煩雑化させている。

資産の流動化に
関する法律第31
条の２

金融庁総務
企画局市場
課
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5014 5014A003
社団法人不動産
証券化協会

3
投資法人の資金調達手段の
多様化

投資法人が発行できる債券として、投資法人債に加
え、ＣＰの発行を可能とすることを要望する。

投資法人の資金ニーズに柔軟に対応できること、且つ
低利での資金調達ができるように、資金調達手段とし
てＣＰを加えることを要望する。短期資金の調達にあ
たっては、ＣＰであれば現状の借入に比べ調達コスト
が低いことから利益が向上し、ひいては投資家への配
当原資の増加になり、投資家利益の拡大につながる
ためである。
昨年度の回答にあった、「ニーズや投資家保護の観点
を踏まえ、投資法人のＣＰの発行については、平成17
年度中に検討を行う。」について、①実施時期につい
て、その時期となる理由も含め具体的に示されたい。
②実施した調査内容の公表を行った上、一般の借入
金利よりＣＰの方が有利と判明した場合には、ＣＰの発
行が可能になるよう早期にご対応いただきたい。

投資信託及び投
資法人に関する
法律

金融庁総務
企画局市場
課

5014 5014A004
社団法人不動産
証券化協会

4
投資法人の規約変更手続の
緩和

租税特別措置法等において、軽減措置を受ける条件
として、投資法人の規約への記載が求められる改正
があり規約変更が必要となった場合にでも、投資法
人が規約へ記載しなければならない租税特別措置
法等で求められている要件を既に満たしている場合
については、暫定措置として次期投資主総会までの
間は官報等へその旨を掲載するか、投資主への通
知を行う事により、本軽減措置の適用が可能となる
よう要望する。

投資法人の規約変更は、投資主総会の承認を要し、
租特法等の改正が行われた場合に機動的な規約変更
が出来ない。租税特別措置法等において求められて
いる要件を既に満たしている場合に、規約へその旨を
記載するためだけに、投資主総会を開催することは、
投資主総会開催の手間・コスト等を考えた場合、か
えって投資主の利益を損なう可能性について否定でき
ない。①投資家のガバナンスに係ることがない租特法
上の改正に伴い投資家の利益につながる事が明らか
である。②官報等へその旨を掲載するか、投資主への
通知をする事等の措置を講じる。以上２つの要件を満
たす場合には、次期投資主総会での決議事項とする
事で、本軽減措置の適用が可能となるよう要望する。

投資信託及び投
資法人に関する
法律第140条

金融庁総務
企画局市場
課
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5014 5014A005
社団法人不動産
証券化協会

5 大量保有報告制度の導入
一般の株式等と同様に、証券取引法に規定する大
量保有報告制度（５％ルール）を投資法人の投資証
券にも適用されるよう要望する。

証券取引法で大量保有の５％保有者は大量保有報告
書を提出しなければならない（証券取引法第27条の
23）、と規定されており、その会社は比較的早く大量保
有者の保有割合等を把握することができる。しかし、対
象となる有価証券の範囲に投資法人の投資証券が含
まれていないために、現状では投資法人の投資証券
の大量保有者は期末まで判明しない。制度の趣旨・目
的（株価に影響を及ぼしやすい株券等の大量保有の
情報を公開する事により、市場の公正性、透明性を確
保し、投資家保護を図る）からすると、まだ株券等と比
較し流通数の低い投資証券において、大量保有報告
制度（５％ルール）が投資家保護に資する貢献度は高
いと考える。

証券取引法第27
条の23

金融庁総務
企画局市場
課

5015 5015A001 夏目享之 1
放射線障害防止法の一部改
正後における下水道の適正な
維持管理

　このたびの「放射性同位元素等による放射線障害
の防止に関する法律」の一部改正により、規制対象
外となった者や基準以下の放射性同位元素を新たに
使用などする者が使用等した放射性同位元素を下
水道に流入させた場合には、下水道を維持管理する
事業者の健康への影響や放流先の公共用水域など
を汚染するおそれがあることから、これを未然に防ぐ
ため、下水道法の一部改正や通達等を出すなどの
措置を行うことを強く要望します。

　下水道の施設・機能の保全や公共用水域の水
質の保全を図るため、悪質下水の流入防止策とし
て、例えば、①下水道法施行令第9条、第9条の9
第1項（除外施設の設置等に関する条例の基準）
に、改正前の「放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律」等で定めた基準を超える
放射性同位元素を流入させないことを追加するな
ど、下水道法令の一部を改正したり、②放流水及
び下水道汚泥中の放射性同位元素濃度の定期モ
ニタリングの実施をするなどして、改正後の放射
線障害防止法で定める基準を超えるおそれのあ
る場合には関係省庁へ連絡したりするなど、通達
等で注意を喚起する措置をとられたい。

　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（以下、「放射線障害防止法」と
いう。）の一部改正等により、17年6月1日以降、同法令等で規制されていた放射性同位元素
の基準が緩和され、場合によっては、下水道の維持管理者の知らない物質が下水道へ流入
するおそれがでてきました。
　例えば、①放射線障害防止法に基づく廃止届出により規制対象外となった者や同法の基
準以下の放射性同位元素を新たに使用などする者が使用等した放射性同位元素を下水道
に流入させた場合には、下水道を維持管理する事業者の健康への影響や放流先の公共用
水域などを汚染するおそれがあること、②下水道汚泥を有効利用している場合は、利用先
における放射能汚染が考えられること、③17年5月11日、文部科学省の「パブリックコメント
で提出された意見等に対する回答」のp.9-p.11によると、液体状の放射性同位元素で汚染さ
れたものを一般排水、下水などとして廃棄することは問題ないと回答しているような節であ
り、明確な回答となっていないこと、④放射線障害防止法で許可を受けた事業者であって
も、同法の許可区域外で作業した時に、発生した個体状の放射性同位元素で汚染されたも
のの処理方法のみしか言及していないことから、液体であれば廃棄してもいいことなどが考
えられます。
　そこで、下水道の施設・機能の保全や公共用水域の水質の保全を図るため、悪質下水の
流入防止策として、例えば、①下水道法施行令第9条、第9条の9第1項（除外施設の設置等
に関する条例の基準）に、改正前の「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律」等で定めた基準を超える放射性同位元素を流入させないことを追加するなど、下水道
法令の一部を改正したり、②放流水及び下水道汚泥中の放射性同位元素濃度の定期モニ
タリングの実施をするなどして、改正後の放射線障害防止法で定める基準を超えるおそれ
のある場合には関係省庁へ連絡したりするなど、通達等で注意を喚起する措置を強く要望し
ます。
　この措置により、①悪質下水の流入を未然に防ぐことができること、②下水道の施設・機能
の保全や公共用水域の水質の保全を維持できること、③下水道関連事業の労働者への健
康被害を未然に防止できることなどの効果が期待できると考えられます。

○放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する
法律　第2条第2項、第28条第
1項、第51条第1項
○放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する
法律施行令　第1条
○放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する
法律施行規則　第26条第1項
○放射線を放出する同位元
素の数量等を定める件（平成
12年科学技術庁告示第5号）
○下水道法　第1条、第12条、
第12条の10
○下水道法施行令　第9条、
第9条の9
○毒物及び劇物取締法施行
令等の一部を改正する政令
について（昭和41年日建都下
発第16号）
○有害物質の流出事故に対
する公共下水道管理者等の
対応方法等について（昭和63
年日建設省都下管発第12号）
○平成17年5月11日文部科学
省「パブリックコメントで提出さ
れた意見等に対する回答」
p.9-p.11

国土交通省
添付資料
・概要
・参考
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5015 5015A002 夏目享之 2
放射線障害防止法の一部改
正後における廃棄物の適正処
理

　このたびの「放射性同位元素等による放射線障害
の防止に関する法律」の一部改正により、規制対象
外となった者や基準以下の放射性同位元素を新たに
使用などする者が使用等した放射性同位元素を産
業廃棄物や一般廃棄物などとした場合には、処理業
者の健康被害や生活環境・公衆衛生に影響を及ぼ
すおそれがあることから、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律の一部改正や通達等を出すなどの措置
を行うことを強く要望します。

　廃棄物の適正処理、廃棄物処理に従事する人
の健康、生活環境の保全及び廃棄物の有効利用
の促進などに影響を与えないため、例えば、①改
正前の「放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律」等で定めた基準を超える放射
性同位元素で汚染された廃棄物を、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律における「特別管理産
業廃棄物又は特別管理一般廃棄物」として追加し
たり、それを収集、運搬、処分等する場合の基準
（委託基準を含む。）を新設したり、②改正前の
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に
関する法律」等で定めた基準を超える放射性同位
元素で汚染された廃棄物を適正に処理する場合
の留意事項を通知したりするなどの措置をとられ
たい。

　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（以下、「放射線障害防止法」と
いう。）の一部改正等により、17年6月1日以降、同法令等で規制されていた放射性同位元素
の基準が緩和され、廃棄物処理業者や廃棄物の有効利用先に影響を及ぼしたり、ごみ量を
増加させたりするおそれがでてきました。
　例えば、①放射線障害防止法に基づく廃止届出により規制対象外となった者や放射線障
害防止法の基準以下の放射性同位元素を新たに使用などする者が使用等した放射性同位
元素を産業廃棄物や一般廃棄物などとした場合には、処理業者の健康被害や生活環境・公
衆衛生への影響を及ぼすおそれがあること、②焼却灰やし尿・浄化槽汚泥を有効利用して
いる場合は、利用先における放射能汚染が考えられること、③17年5月11日、文部科学省の
「パブリックコメントで提出された意見等に対する回答」のp.9-p.11によると、液体状の放射性
同位元素で汚染されたものを排水することは問題ないと言っている様子であり、し尿処理施
設、汚泥再生処理センターなどが汚染されるおそれがあることが考えられます。
　そこで、廃棄物処理に従事する人の健康、生活環境の保全、廃棄物の有効利用の促進な
どに影響を与えないため、例えば、①改正前の放射線障害防止法等で定めた基準を超える
放射性同位元素で汚染された廃棄物を、廃棄物処理法における「特別管理産業廃棄物又
は特別管理一般廃棄物」として追加したり、それを収集、運搬、処分等する場合の基準（委
託基準を含む。）を新設したり、②改正前の放射線障害防止法等で定めた基準を超える放
射性同位元素で汚染された廃棄物を適正に処理する場合の留意事項を通知したりするなど
の措置を強く要望します。
　この措置により、①今までどおりの生活環境の保全や公衆衛生の向上を図れること、②廃
棄物の適正処理、廃棄物の減量化を維持できること、③廃棄物処理業に従事する者への健
康被害を未然に防止できることなどの効果が期待できると考えられます。

○放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する
法律　第2条第2項、第28条第
1項、第51条第1項
○放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する
法律施行令　第1条
○放射性同位元素等による
放射線障害の防止に関する
法律施行規則　第26条第1項
○放射線を放出する同位元
素の数量等を定める件（平成
12年科学技術庁告示第5号）
○廃棄物の処理及び清掃に
関する法律　第1条、第2条、
第2条の3、第3条
○廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令　第1条、
第2条の4、第4条の2、第4条
の3、第6条の5、第6条の6、第
6条の12
○平成17年5月11日文部科学
省「パブリックコメントで提出さ
れた意見等に対する回答」
p.9-p.11

環境省
添付資料
・概要
・参考

5015 5015A003 夏目享之 3
検査結果の報告による浄化槽
法定検査の緩和措置

　水質汚濁防止法に定める特定事業場において、浄
化槽の方流水を特定施設の汚水等と併せて排水処
理施設で処理し、公共用水域等へ排出する場合は、
浄化槽の清掃・保守点検の記録及び排出水の汚染
状態の測定結果を事業者自ら都道府県へ報告した
場合には、浄化槽の法定検査を行ったと見なすこと
ができるよう要望します。

　例えば、浄化槽法第11条の一部改正により、た
だし書きを追加したり、平成7年6月20日衛浄第33
号・第34号、平成8年3月25日衛浄第17号中、検査
結果の判定などの事項において、「水質汚濁防止
法に定める特定事業場において、浄化槽の方流
水を特定施設の汚水等と併せて排水処理施設で
処理し、公共用水域等へ排出する場合は、浄化
槽の清掃・保守点検の記録及び排出水の汚染状
態の測定結果を事業者自ら都道府県へ報告した
場合には、浄化槽の法定検査を行ったと見なすこ
とができる」などを追加したりされたい。

　浄化槽法に定める浄化槽管理者には、清掃、保守点
検、法定検査を行うなどして、適正な維持管理を行うこ
とが義務付けられています。また、水質汚濁防止法に
定める特定事業場は、排出水の汚染状態を測定する
義務や排水基準、上乗せ排水基準等が課せられてお
り、基準を超過した場合には直罰となります。
　こうした状況にあって、浄化槽の方流水を特定施設
の汚水等と併せて排水処理施設で処理し、公共用水
域等へ排出する場合であっても、浄化槽法に定める法
定検査と水質汚濁防止法に定める排出水の汚染状態
を測定することとなりますが、公共用水域等への排出
水等による環境への負荷を考えた場合には、水質汚
濁防止法に定める排出水の測定を行うのみで十分と
考えられます。
　①浄化槽の清掃、保守点検は、有資格者である清掃
業者（市町村長の許可を得た者）や保守点検業者（都
道府県知事等の登録を受けた者等）によって適切に行
われていること、②浄化槽の法定検査の項目と水質汚
濁防止法の排水基準の項目とは重複する事項がある
こと、③浄化槽の方流水の水質には直罰規定がない
こと、④水質汚濁防止法の排水基準等には直罰規定
があることから、当該事例の場合には、浄化槽の清
掃・保守点検の記録及び排出水の汚染状態の測定結
果を事業者自ら都道府県へ報告した場合には、浄化
槽の法定検査を行ったと見なすことができるように要
望します。
　この措置により、①法定検査の事業者の負担を軽
減、②検査結果の報告により、事業者の社会的責務
や環境保全への取組姿勢を提示することによる事業
者の意識の高揚、③都道府県等は、浄化槽や特定施
設の維持管理状況をさらに把握可能となるなどの効果
が期待できると考えられます。

○浄化槽法　第
11条
○通知
①平成7年6月20
日衛浄第33号厚
生省生活衛生局
水道環境部長通
知
②平成7年6月20
日衛浄第34号環
境省大臣官房廃
棄物・リサイクル
対策部廃棄物対
策課浄化槽推進
室長通知
③平成8年3月25
日衛浄第17号環
境省大臣官房廃
棄物・リサイクル
対策部廃棄物対
策課浄化槽推進
室長通知

環境省
添付資料
・概要
・参考

15/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5015 5015A004 夏目享之 4 浄化槽管理者の義務の軽減

　浄化槽法に定める浄化槽管理者には、清掃・保守
点検・法定検査により適正な維持管理を行うことが義
務付けれています。このうち、法定検査の内容につ
いては、大別して書類検査、外観検査、水質検査の
３種類があり、外観検査については、保守点検の内
容とほぼ同じとなっています。
　そこで、浄化槽の清掃・保守点検を適正に実施して
いる浄化槽管理者については、法定検査の内容のう
ち、清掃・保守点検の実績でもって、外観検査を省略
することができるよう要望します。

　浄化槽法の法定検査（第11条関係）について、
平成7年6月20日衛浄第33号・第34号、平成8年3
月25日衛浄第17号中、外観検査の事項におい
て、「清掃・保守点検が適正に行われている場合
には、外観検査を省略することができる」などを追
加されたい。

　浄化槽法に定める浄化槽管理者には、清掃・保守点
検・法定検査により適正な維持管理を行うことが義務
付けれています。このうち、法定検査の内容について
は、大別して書類検査、外観検査、水質検査の３種類
があり、外観検査については、保守点検の内容とほぼ
同じとなっています。
　このたびの法の一部改正により、浄化槽の維持管理
が強化されましたが、全国約880万基の浄化槽の法定
検査を適正に行うためには、法定検査の内容を整理
する必要があるかと考えられます。
　そこで、浄化槽の清掃・保守点検を適正に実施して
いる浄化槽管理者については、法定検査の内容のう
ち、清掃・保守点検の実績でもって、外観検査を省略
することができるように要望します。
　この措置により、①検査項目の削減により、法定検
査料金値下げの実施が可能、②法定検査料金の値下
げによる法定検査実施件数の増加により、浄化槽の
適正な維持管理の徹底を推進、③法定検査料金の値
下げによる受検が容易になることが予想されるため、
浄化槽法の一部改正による浄化槽の維持管理の強化
を支援、④検査項目の軽減により、指定検査機関が行
う検査件数が増加、⑤検査項目の削減により、保守点
検業者と指定検査機関とのトラブルを解消、⑥都道府
県は、指定検査機関の報告により、多くの浄化槽の維
持管理状況が把握できることから、不適正な浄化槽に
対する行政指導が一層充実するなどの効果が期待で
きると考えられます。

○浄化槽法　第
11条
○通知
①平成7年6月20
日衛浄第33号厚
生省生活衛生局
水道環境部長通
知
②平成7年6月20
日衛浄第34号環
境省大臣官房廃
棄物・リサイクル
対策部廃棄物対
策課浄化槽推進
室長通知
③平成8年3月25
日衛浄第17号環
境省大臣官房廃
棄物・リサイクル
対策部廃棄物対
策課浄化槽推進
室長通知

環境省
添付資料
・概要
・参考

5015 5015A005 夏目享之 5
浄化槽の適正な維持管理への
支援

　このたびの浄化槽の一部改正（平成17年5月20日
公布、平成18年2月1日施行）により、浄化槽の維持
管理について強化されることとなりましたが、特に、
法定検査（浄化槽法第7条、第11条の水質検査）の
受検率が低いところにあっては、指定検査機関を整
備等するなどの所要の措置を講じなければならない
と考えられます。
　そこで、浄化槽の適正な維持管理への支援として、
環境省関係浄化槽法施行規則第55条第1項第5号に
定める検査員を置き、同施行規則第57条第3号で定
める検査の手数料（法定検査料金）で法定検査を実
施し、その結果を都道府県知事へ報告する場合に
は、当分の間（概ね3年間）、計量法第107条で都道
府県知事へ登録した計量証明事業者においても、法
定検査を行うことができることを要望します。

　浄化槽法の第7条、第11条または昭和60年9月
27日衛環第137号厚生省生活衛生局水道環境部
長通知の記６に「環境省関係浄化槽法施行規則
第55条第1項第5号に定める検査員を置き、同施
行規則第57条第3号で定める検査の手数料（法定
検査料金）で法定検査を実施し、その結果を都道
府県知事へ報告する場合には、当分の間（概ね3
年間）計量法第107条に定める都道府県知事へ登
録した計量証明事業者においても、浄化槽の法
定検査を実施できる」などを追加されたい。

　浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質検査（法
定検査）は、都道府県知事が指定する指定検査機関
が実施することとなっています。このたびの浄化槽の
一部改正により、浄化槽の維持管理について強化され
ることとなりましたが、特に、法定検査の受検率が低い
ところにあっては、指定検査機関を整備等するなどの
所要の措置を講じなければならないと考えられます。
　そこで、浄化槽の適正な維持管理への支援として、
環境省関係浄化槽法施行規則第55条第1項第5号に
定める検査員を置き、同施行規則第57条第3号で定め
る検査の手数料（法定検査料金）で法定検査を実施
し、その結果を都道府県知事へ報告する場合には、当
分の間（概ね3年間）、計量法第107条に定める都道府
県知事へ登録した計量証明事業者においても、法定
検査を実施できることを要望します。
　この措置により、①法定検査を実施できる機関が増
えるため、浄化槽管理者が容易に法定検査を受検、②
法定検査の受検率が向上し、浄化槽の適正な維持管
理の実施のみならず、生活排水対策へ貢献、③法定
検査を実施する計量証明事業者は、検査員を置くこと
を条件とすることから、浄化槽の適正な維持管理ので
きる人材を雇用、創出、④浄化槽法の一部改正による
浄化槽の維持管理の強化を支援、⑤都道府県は、計
量証明事業者からの報告により、多くの浄化槽の維持
管理状況が把握できることから、不適正な浄化槽への
行政指導が一層充実し、公共用水域の水質環境を向
上させることができるなどの効果が期待できると考えら
れます。

○浄化槽法　第7
条、第11条、第57
条第1項
○環境省関係浄
化槽法施行規則
第55条第1項第5
号、第57条第3号
○通知
　昭和60年9月27
日衛環第137号
厚生省生活衛生
局水道環境部長
通知　記６(2)、(3)

環境省
添付資料
・概要
・参考

16/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧
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5016 5016A001 国分寺市長 1
条例により設置する附属機関
以外の要綱等による審議会等
の設置に関して法的根拠

市民の意見を市政に反映することを目的に，市民参
加をより拡充していかなかればならないと考えるが，
地方自治法第138条の４第３項に基づき，条例設置し
た附属機関に市民公募委員を選任するといった従来
型の手法では，それらに対応し得なくなってきてい
る。そのために附属機関に類似する機関を要綱等に
よって設置し，市民，識見者によって協議検討してき
た経過がある。
よって，これらの機関を附属機関とは別な機関とし，
規則により設置することの法的な措置を要望するも
のである。

規則による機関の設置が，法的根拠をもてれば，
市民意見を反映するための市民参加の方法も多
様な形態をとることができ，より一層の拡充を図る
ことも可能となる。しかし，条例によらないことで，
容易に，また無秩序にこうした機関を設置していく
ものではないことは当然のことであり，また附属機
関と同様，真に必要のある場合に設置をしていく
ものである。

市政運営のあらゆる場面において，今や市民参加によ
る意見反映は必要不可欠となっている。この目的を実
現するために規則，訓令等により懇談会，協議会等を
設置して運用してきている。
その委員は市民（報酬，謝礼はなし。），識見者（謝礼
を支給。）で組織し，その任務，所掌事項には計画策
定のための案を検討すること，策定された計画の進
ちょく状況を管理・評価すること，条例案の協議・検討
を行うことなどがある。首長はそこでの検討内容や結
果を参考に政策・施策・事業の意思決定をしていくとい
う手法が日常的に行われてきている。しかしこうした機
関が，条例に基づいて設置されていないことを理由
に，違法であるという見解があり，早急にその法的対
応措置を講ずる必要がある。

地方自治法（昭
和22年法律第67
号）第138条の４
第３項

総務省

5018 5018A001 横浜市 1
行政に対する問合せ専用番号
としての３桁電話番号の割り当
て【新規】

横浜市ではひとつの電話番号で市民からの問合せ
に一元的に応対するコールセンターを設置していると
ころであるが、０Ａ～Ｊの10桁の電話番号では国民が
比較的覚えにくく、その利用の都度電話番号を調べ
なければならないという不便等があることから、国民
に対し覚えやすく利用しやすい電話番号として行政
向けの問合せ専用の電話番号として３桁の電話番号
の創設・割り当てを要望する。
さらに、現在他のいくつかの地方自治体でもコールセ
ンターを設置し又は設置を予定しており、潜在的需要
は大きいものと考えられる。

３桁の電話番号を割り当てれば、国民が覚えやす
く利用の都度番号を調べる必要がなくなるほか、
横浜市のように外部委託でコールセンターを行っ
ている場合、その委託先が変更になった場合でも
番号を変更する必要がなく恒常的に利用すること
ができるようになり、番号の変更によるサービスの
低下を防ぐことができる。

電話番号は有限な資源であるため、総務省において
電気通信事業法及び電気通信番号規則に基づき電気
通信事業者に対し電気通信番号を割り当てているとこ
ろであり、３桁の行政向けの電話番号を創設するため
には、電気通信番号規則においてその旨の番号を設
定するための規定を整備し、具体的に番号を割り当て
ることが必要。

電気通信事業法
第５０条
電気通信番号規
則

総務省

○米国では行政のコールセ
ンター用の番号として「３１１」
という３桁の電気通信番号を
割り当てている。
○別添資料として、横浜市の
コールセンターの概要を添付
する。
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5019 5019A001 横須賀市 1
都市計画決定権限の中核市
への移譲（区域区分）

都道府県が有している区域区分の都市計画決定権
限について、中核市に移譲すること

区域区分（市街化区域及び市街化調整区域）で、隣接
市町や農林漁業との調整を必要としないものについて
まで国の関与のもとに都道府県が都市計画決定権限
を有する必要性は低い。
行財政能力のある中核市に都市計画決定権限を移譲
すべきである。

都市計画法第15
条

国土交通省

①都道府県決定の都市計画
について、都道府県が多くの
時間を費やして国土交通省
又は関係省庁と協議・同意し
決定等しなければならないこ
とは、市にとってタイムリーな
土地利用転換誘導や迅速な
市街地整備の障害になって
いる。地方分権をより推進し
市民に軸足をおいたまちづく
りを推進するうえで、政令指
定市に次ぎ行財政能力のあ
る中核市に政令指定市と同
様に都市計画決定権限を包
括的に移譲すべきである。こ
の権限移譲は、市民にとって
は土地利用の規制改革につ
ながるものであることから、
強く要望する。
②都市計画区域が一地方自
治体の区域内で構

5019 5019A002 横須賀市 2
都市計画決定権限の中核市
への移譲（三大都市圏内にお
ける用途地域）

都府県が有している三大都市圏内の用途地域の都
市計画決定権限について、中核市に移譲すること

①三大都市圏内の用途地域の変更で、隣接市町との
調整を必要としないものについてまで国の関与のもと
に県が都市計画決定権限を有する必要性は低い。行
財政能力のある中核市に都市計画決定権限を移譲す
べきである。
②用途地域の都市計画決定権限は、三大都市圏内は
都府県であるが、これら区域以外の市町村には既に
権限移譲されている。

都市計画法第15
条
都市計画法施行
令第９条、第10条

国土交通省

①都道府県決定の都市計画
について、都道府県が多くの
時間を費やして国土交通省
又は関係省庁と協議・同意し
決定等しなければならないこ
とは、市にとってタイムリーな
土地利用転換誘導や迅速な
市街地整備の障害になって
いる。地方分権をより推進し
市民に軸足をおいたまちづく
りを推進するうえで、政令指
定市に次ぎ行財政能力のあ
る中核市に政令指定市と同
様に都市計画決定権限を包
括的に移譲すべきである。こ
の権限移譲は、市民にとって
は土地利用の規制改革につ
ながるものであることから、
強く要望する。
②都市計画区域が一地方自
治体の区域内で構
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5019 5019A003 横須賀市 3
都市計画決定権限の中核市
への移譲（重要港湾区域内の
臨港地区の変更）

都道府県が有している重要港湾区域における臨港
地区の都市計画決定権限のうち、当該港湾の管理
者と中核市の長が同一であり、都市計画区域が当該
市の区域のみで設定されている場合における変更に
あっては、その都市計画決定権限を中核市に移譲す
ること

①中核市である本市は、重要港湾を有しており、その
管理者は市長である。重要港湾区域内の臨港地区の
変更については、当該港湾管理者が当該市の長であ
り都市計画区域が当該市の区域のみで設定されてい
る場合で、かつ、隣接市との調整を必要としないものに
ついてまで国の関与のもとに都道府県が都市計画決
定権限を有する必要性は低い。
②また、臨港地区は、港湾管理者である市長が国土
交通省関与のもとに定めた港湾計画に基づくものであ
ることから、当該市の権限で都市計画決定又は変更で
きることにすべきである。

都市計画法第15
条
都市計画法施行
令第９条、第10条

国土交通省

①都道府県決定の都市計画
について、都道府県が多くの
時間を費やして国土交通省
又は関係省庁と協議・同意し
決定等しなければならないこ
とは、市にとってタイムリーな
土地利用転換誘導や迅速な
市街地整備の障害になって
いる。地方分権をより推進し
市民に軸足をおいたまちづく
りを推進するうえで、政令指
定市に次ぎ行財政能力のあ
る中核市に政令指定市と同
様に都市計画決定権限を包
括的に移譲すべきである。こ
の権限移譲は、市民にとって
は土地利用の規制改革につ
ながるものであることから、
強く要望する。
②都市計画区域が一地方自
治体の区域内で構

5019 5019A004 横須賀市 4

都市計画決定権限の中核市
への移譲（４車線以上の市道、
市が整備する面積10ヘクター
ル以上の公園及び市街地開
発事業の決定又は変更）

都道府県が有している４車線以上の道路、面積10ヘ
クタール以上の公園及び一定規模以上の市街地開
発事業の都市計画決定権限のうち、市が整備するも
ので隣接する市町村との調整を必要としない都市計
画については、その決定権限を中核市に移譲するこ
と

道路、公園及び市街地開発事業の都市計画決定又は
変更のうち、市が整備するもので隣接する市町村との
調整を必要としないものについてまで国の関与のもと
に都道府県が都市計画決定権限を有する必要性は低
い。
行財政能力のある中核市に都市計画決定権限を移譲
すべきである。

都市計画法第15
条
都市計画法施行
令第９条、第10条

国土交通省

①都道府県決定の都市計画
について、都道府県が多くの
時間を費やして国土交通省
又は関係省庁と協議・同意し
決定等しなければならないこ
とは、市にとってタイムリーな
土地利用転換誘導や迅速な
市街地整備の障害になって
いる。地方分権をより推進し
市民に軸足をおいたまちづく
りを推進するうえで、政令指
定市に次ぎ行財政能力のあ
る中核市に政令指定市と同
様に都市計画決定権限を包
括的に移譲すべきである。こ
の権限移譲は、市民にとって
は土地利用の規制改革につ
ながるものであることから、
強く要望する。
②都市計画区域が一地方自
治体の区域内で構
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5019 5019A005 横須賀市 5

都市計画決定権限の中核市
への移譲（面積10ヘクタール
以上の風致地区・特別緑地保
全地区の決定又は変更）

都道府県が有している面積10ヘクタール以上の風致
地区・特別緑地保全地区の都市計画決定権限のう
ち、隣接する市町村との調整を必要としない都市計
画については、その決定権限を中核市に移譲するこ
と

面積が10ヘクタール以上の風致地区・特別緑地保全
地区で、隣接する市町村との調整を必要としないもの
についてまで国の関与のもとに都道府県が都市計画
決定権限を有する必要性は低い。
行財政能力のある中核市に都市計画決定権限を移譲
すべきである。

都市計画法第15
条
都市計画法施行
令第９条、第10条

国土交通省

①都道府県決定の都市計画
について、都道府県が多くの
時間を費やして国土交通省
又は関係省庁と協議・同意し
決定等しなければならないこ
とは、市にとってタイムリーな
土地利用転換誘導や迅速な
市街地整備の障害になって
いる。地方分権をより推進し
市民に軸足をおいたまちづく
りを推進するうえで、政令指
定市に次ぎ行財政能力のあ
る中核市に政令指定市と同
様に都市計画決定権限を包
括的に移譲すべきである。こ
の権限移譲は、市民にとって
は土地利用の規制改革につ
ながるものであることから、
強く要望する。
②都市計画区域が一地方自
治体の区域内で構

5019 5019A006 横須賀市 6
風致地区内行為の規制条例
制定権限の中核市への移譲

都道府県が有している面積10ヘクタール以上の風致
地区内行為の規制条例制定権限を中核市に移譲す
ること

風致地区内行為の規制条例は、面積が10ヘクタール
以上の風致地区にあっては都道府県が制定し、10ヘク
タール未満のものは市町村が制定することになってい
る。一方、行為許可は、風致地区の面積にかかわらず
中核市にその権限が移譲されている。条例内容は許
可を行う際の基準であるとともに、許可は当該市及び
当該風致地区の特性等をも考慮して行う必要があるこ
とから、面積が10ヘクタール以上の風致地区に係る条
例制定権限も行為許可権限と一対で移譲すべきであ
る。

都市計画法第58
条
都市計画法施行
令第９条
風致地区内にお
ける建築等の規
制に係る条例の
制定に関する基
準を定める政令
第２条

国土交通省

上記提案（面積10ヘクタール
以上の風致地区の都市計画
決定権限の移譲）に関連す
る事項
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5020 5020A001 個人 1
建築確認申請のワンストップ
サービス

現在の建築確認申請は、各法令による諸手続きが
必要であり都市計画課、建築指導課、農業委員会、
道路管理課など複数のセクションで事前協議をした
り、諸手続きを踏まなければならない。そこで、窓口
を1箇所にして効率的に建築確認申請を行う。

書類審査が1箇所で済むこと及び書類審査・効率
化・許可について官民競争が行うこと。

建築確認申請をするために複数のセクションに足を運
ばなければならない。また、各自治体ごとに書式も異
なるため処理に時間がかかるため。このために多くの
公務員を配置している現状があり、これらを解決するこ
とにより効率化を目指す。

国土交通省
農林水産省
厚生労働省
総務省

１．現状について　２．問題点
３．要望　　　　　　　４．効果

5021 5021A001 青森県弘前市 1
地方公務員に係る懲戒減給処
分の公平化

地方公務員のうち企業職員・単純労務職員の懲戒減
給処分について、労基法第91条の適用があるものと
して取り扱われている運用（規制）を緩和してほしい。
具体的には、労基法第91条に優先して地公法第29
条及び同条に基づく条例が適用されるものとして一
般行政職員と均衡を失しない減給処分が可能として
ほしい。
または労基法第91条による減給額の上限について、
不良製品１個等に対する制裁と職場規律違反・対外
的信用失墜に対する制裁と分離して定める等の見直
しをして、企業職員等の重大な非違行為は一般行政
職員と均衡を失しない減給処分が可能となるよう上
限を緩和してほしい。

地方公務員の中で人事交流がある一般行政職
員、企業職員、単純労務職員という職員区分にか
かわらず、同一事由による懲戒処分を受ける場
合、同程度の量定・効果にすることが可能となる
公平、公正な人事管理体制を確立することで、地
方公共団体における規律と秩序を維持する。

人事交流により企業職員となった者が一般行政職員
であった期間に起こした非違行為に係る懲戒減給処分
を受けることがある。この場合、処分時点で企業職員
であるため、労基法第91条による減給制限を受け、同
一の非違行為を行った一般行政職員と減給の効果額
が最大36倍余となる等の不均衡が生じている。国家公
務員の企業職員及び現業職員は、地方公務員の企業
職員及び現業職員と同様の法形式で形式的に労基法
が適用されるが、懲戒減給処分は労基法第91条に優
先して行える。国家公務員について労基法第91条の
規定の適用がないことを是認した東京地裁判決があ
る。

地方公務員法第
５８条第３項、地
方公営企業法第
３９条第１項、地
方公営企業等の
労働関係に関す
る法律附則第５
項、労働基準法
第９１条

総務省

厚生労働省
（労基法）

○自治省宮川氏研究稿
○要望理由説明資料
○関係法令抜粋
○富岡営林署減給事件東京
地裁判決
○行政実例
○地方公務員法関係資料
○仙台市行政機構図
○病院・下水道事業法適用
資料
○企業職員数資料
○16年6月要望時総務省回
答
○経営法曹会議提出意見
○労務管理要覧
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5022 5022A001
社団法人日本船
主協会

1
港湾関係諸税ならびに諸料金
の適正化

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資産
税）並びに諸料金（入港料、公共岸壁使用料等）の徴
収の目的ならびに考え方を明確にした上で、諸外国
と同等となるよう制度の適正化を図ること。

外航船はわが国港湾への入港毎に港湾関係諸税であ
る「とん税」、「特別とん税」が課されている（さらに日本
籍船には固定資産税が課されている）。また、税では
ないが、殆どの港では、環境整備負担金として「入港
料」が別途設定され徴収される等二重三重の負担と
なっている。諸外国では、このような二重・三重の負担
はなく、さらに、徴収する場合であっても、その徴収目
的が港湾の維持・改修費用など使途が明確化されて
いる。しかし、わが国では、目的も使途も全く不明確で
あり、さらに、「とん税」は国税（財務省）、「特別とん税」
は地方贈与税（港湾所在の市町村）、「入港料」は港湾
管理者と関係者が多岐にわたるため、先ずは、徴収の
目的ならびに問題点（とん税は国税であるにもかかわ
らず、複数港への入港の都度徴収されている）や考え
方を整理し、諸外国と水準が同等となるよう制度改正
を行うなどの適正化を図るべきである。物流コストの削
減ならびにわが国港湾の国際競争力回復のためにも
制度改正は必要である。

とん税法第1条、
特別とん税法第1
条、地方税法389
条、港湾法第44
条2項等

財務省、総務
省、国土交通
省等

5022 5022A002
社団法人日本船
主協会

2
外貿埠頭公社の埠頭等貸付
料の適正化

原価主義に基づく料金の妥当性の検証及び、荷動き
の実態や公共埠頭料金との格差等を勘案した、より
弾力的で国際競争力のある料金設定を可能とするこ
と《２００４年１０月より５回に亘り開催されたスーパー
中枢港湾選定委員会｢港湾の管理・運営のあり方に
関する検討部会」で取り纏められた施策を速やかに
実施する》

外貿埠頭公社における岸壁等の貸付料の額は減
価償却、修繕費、管理費、災害復旧引当金、貸倒
引当金、支払利息等の費用額の合計を基準とし、
かつ、岸壁等に係る外貿埠頭の建設に要した資
金の償還を考慮して、埠頭公社が定めている。

昭和55年12月16日の港湾審議会答申では外貿埠頭
公団の業務の移管に関して、『・・・・・外貿埠頭の管理
運営という公共的かつ国家的に重要な業務を行うもの
であるので前述の通りこれを適切かつ確実に運営して
いくことが出来るような財団法人を国が指定するととも
に、指定された財団法人に対しても法人の指定に伴う
通常の監督のほか、国の海運政策及び港湾政策との
整合性の取れた外貿埠頭の整備及び管理が行われる
よう国の監督措置が必要となる。たとえば、貸付料の
適正な水準の確保、外貿埠頭施設の処分などの制
限、需給バランスと港湾間の機能分担を考慮した外貿
埠頭の整備などの為の措置が挙げられる。』とした。国
はこの答弁を充分尊重し、原価主義に基づく料金の妥
当性の検証、及び荷動きの実態や公共埠頭料金との
格差等も充分勘案、弾力的で国際競争力を有する料
金設定とするように各埠頭公社を指導すべきである。

外貿埠頭公団の
解散及び業務承
継に関する法律
施行規則第５条
第１項

国土交通省

昨年度にスーパー中枢港湾
選定委員会のＷ／Ｇ｢港湾の
管理・運営のあり方に関する
検討部会」において、船社側
主張がある程度認められ｢公
社ターミナル料金については
公社ターミナルのコスト低減
化に真剣に取り組むことが必
要になってきており、そのた
めには、原価回収主義の柔
軟な運用も視野に入れてい
く」との方針が示されたので、
今回は検討部会で規制緩和
の方針が出されたとの事実
を括弧書で追記して規制緩
和の実現を迫る
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5022 5022A003
社団法人日本船
主協会

3
船舶不稼動損失保険の海外
付保の自由化

1996年4月より、日本籍船の船体保険は海外直接付
保が自由化されたが、不稼動損失保険は海外直接
付保が自由化されていない。このため不稼動損失保
険についても海外付保を自由化する。

船体保険と不稼動損失保険を一体で付保する場合
は、安いコストでの付保が可能であるが、不稼動損失
保険については海外付保ができないため、船体保険
の海外付保のメリットがほとんど生かされていない。こ
のため日本籍船の不稼動損失についても、海外付保
を自由化すべきである。

保険業法186条、
同施行令第19
条、同施行規則
第116条

金融庁

5022 5022A004
社団法人日本船
主協会

4
船舶の建造許可に当たっての
手続きの一層の簡素化

船舶の建造許可申請手続きの簡素化については、
現在検討が進められているOECD造船協定が発効し
た際に、臨時船舶建造調整法の改廃を含む建造許
可制度の抜本的見直しを行うとのことであるので、同
協定発効後速やかな見直しをお願いしたい。

当該規則は、「我が国の国際海運の健全な発展に資
することを目的とした臨時船舶建造調整法（昭和28年）
に基づき、造船事業者が総トン数2,500トン以上又は長
さ90ｍ以上で、遠洋区域又は近海区域を航行区域と
する鋼製の船舶を建造しようとするときは、その建造の
着手前に国土交通大臣の許可を受けなければならな
い。」とされているものである。本法制定時には意義が
あったものと思われるが、近年の近隣諸国の造船所の
発展もあり、我が国においてのみ本法に基づき需給調
整を行うことの意義は、もはやないものと思われる。

臨時船舶建造調
整法第2条及び
第4条

国土交通省
海事局造船
課
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5022 5022A005
社団法人日本船
主協会

5
解撤等のために輸出される船
舶のバーゼル法に基づく輸出
手続きの廃止

現在「特定有害物質等の輸出入等の規制に関する
法律」（以下、「バーゼル法」）を所管する各省庁は、
平成11年5月の通達により、解撤等を目的とした日本
籍船の輸出について当該船舶がアスベスト等の有害
廃棄物を含む場合、輸出申請等の手続きが必要とし
ている。このバーゼル法に基づいた輸出申請等手続
きの廃止を要望する。

有害廃棄物の国境移動を規制するバーゼル条約は、
その制定当時国境を越えて自由に活動する船舶をそ
の対象とすることが考慮されていなかったため、船舶
に適用した場合、安全運航に必要な船舶の構造や設
備機器に含まれる有害物質の除去を求められることが
あるなど、多くの実行・実効上の問題が生じる。このた
めバーゼル条約締約国会議では同条約を船舶に適用
することについて明確な結論を出しておらず、国際海
事機関、国際労働機関と協調しつつ環境上適切な船
舶解撤のための現実的な解決策を検討することとして
いる。このような状況下、多くの国が慎重な対応をとる
中、わが国では、平成11年5月の通達により同条約の
日本籍船への適用を決定しており、実質的に同籍船
の解撤目的での輸出が困難となっている。従って、日
本籍船につきまとうこのハンディキャップを除去し円滑
な解撤を確保するために、同通達の廃止を求める。

バーゼル法第2
条1項、輸出貿易
管理令別表第2
の35の2、バーゼ
ル法代4条1項、
外国為替及び開
国貿易法第48条
第3項、関税法第
67条、および関
係通達

環境省、経済
産業省

5022 5022A006
社団法人日本船
主協会

6 日本籍船でのカジノの自由化
日本籍船では現行刑法が適用されるため、公海上で
あってもカジノが禁止されているが、カジノの運営が
非合法とならないよう所用の法整備を行う。

国民への健全な娯楽を提供し、クルーズ客船事業の
振興を図るため、日本籍船でのカジノの自由化を行う
こと。

刑法第185条、
186条

警察庁、法務
省、総務省、
財務省、経済
産業省、国土
交通省
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5022 5022A007
社団法人日本船
主協会

7
内航輸送用トレーラー・シャー
シの車検制度の緩和

モーダルシフトに資する海上輸送用のトレーラー・
シャーシに対する車検制度を現行の1年から3年にす
る。

モーダルシフトに資する海上輸送用のトレーラー・
シャーシに対する自動車検査証の有効期限は、毎日
陸上輸送している一般のトラック同様1年である。主に
海上輸送用であるトレーラー・シャーシは、本船船内ま
たは港頭地区駐車場に停車している状態が長く、陸上
走行距離が短いものとなっている。また、シャーシ自体
は動力を持たず、トレーラー（ヘッド）に牽引されるだけ
である。このような使用実態に即し、モーダルシフトに
資する海上輸送用のトレーラー・シャーシに対する車
検制度を現行の1年から3年にすべきである。

道路運送車両法
第61条（自動車
検査証の有効期
限）

警察庁国土
交通省

5022 5022A008
社団法人日本船
主協会

8
内航輸送用トレーラー・シャー
シの車庫に関する規定の見直
し

内航輸送用シャーシ運用上においては、登録用車庫
確保の負担が所有者に強いられる一方、その車庫
はほとんど利用されておらず、現在の規制は利用実
態にそぐわないため、内航輸送用シャーシについて
は、車庫一台のスペースで複数台登録できるように
するべきである。さらに、こうしたトレーラー・シャーシ
の特殊性から港頭地区の公共バースの後背地およ
びフェリー・RORO船の船内のスペースを車庫として
認めるべきである。

自動車の保有者は車庫法により保管場所を確保しなく
てはならないが、海上輸送用トレーラー・シャーシにつ
いても一般のトラック同様、同法が適用されている。し
かし、内航輸送用シャーシの車庫の利用実態は、船内
及び港頭地区の駐車場に限られ、かつ運用上常時海
上輸送のものもある。トレーラーヘッド、シャーシ夫々1
台ずつの車庫取得に加え、港頭地区におけるヤードの
確保が仕出し地／仕向け地両方で必要となり、実質取
扱いトレーラー・シャーシの約4倍の車庫の確保が必要
となる。このため、モーダルシフトに資する海上輸送用
に利用されるシャーシについては、利用実態に合せて
車庫に関する規制を見直し、車庫一台のスペースで複
数台数登録できるようにすべきである。また、こうしたト
レーラー・シャーシの特殊性から港頭地区の公共バー
スの後背地およびフェリー・RORO船の船内のスペース
を車庫として認めるべきである。

車庫法第3条、貨
物自動車運送事
業法第4条

国土交通省
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5023 5023A001
情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
産業協会

1
配置技術者の工事現場への
専任を要しない期間を認める
工事種類の追加

『監理技術者制度運用マニュアル』三（２）③『橋梁、
ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事
であって、工場製作のみが行われている期間』の、専
任を要しない期間を認める工事の具体例として、電
気通信関連機器を追加戴きたい。

前年度の回答で、電気通信工事における工場製作期
間が、『専任を要しない期間を認める事例に該当する
ことは明らかである』との回答を得ているが、電気通信
工事は他の建設工事に比較しても、工場製作期間が
占める割合の多い建設工事であるため、『監理技術者
制度運用マニュアル』に記載する実例として加えてい
ただきたい。

国総建第３１８号
『監理技術者制
度運用マニュア
ル』三（２）

国土交通省
総合政策局
建設業課

5023 5023A002
情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
産業協会

2
建設業「経営管理者」資格要
件の緩和

既に建設業の許可を受けている法人又は個人がそ
の免許を更新する場合においては、①許可を受けて
いる建設業に関しては3年、他の建設業に関しては5
年以上の経営業務管理責任者経験②同種の建設業
の5年以上の経営管理者に準ずる地位にあって経営
業務を補佐した経験を有するもの。と緩和いただきた
い。

1.昨今、上場企業はいわゆる「執行役員」制を採るケー
スが多く、従前と比べ役員の数も少なく且つ社外を含
めた非常勤役員がその過半数を占ている。又、その任
期は役員・いわゆる「執行役員」とも1年となっている企
業が多く、建設業を兼業とする法人では常勤の役員が
建設業法第7条の経験年数を満たすことが著しく困難
な状態である。
2.許可制度が導入された昭和46年、建設業告示第351
条が告示された昭和47年、この三十数年の間に、商法
改正を始め経営環境は著しく変化し、又、建設業の工
期も大幅に短縮されている。その実態に建設業法第7
条の経験年数がそぐわなくなっている。
3.既に建設業免許を取得している法人又は個人が、そ
の免許を更新する場合においては、たとえ役員がその
経験年数を積んでいなくとも組織として5年以上の事業
経験を積んでいる。このことと上記を勘案し、建設業免
許の更新に限り経験年数の緩和をお願いしたい。

「建設業法7条第
1号」及び「建設
業法第7条第1号
イに掲げる者と同
等以上の能力を
有する者を定め
る件（昭和47年建
設省告示第351
号）」

国土交通省
総合政策局
建設業課
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5023 5023A003
情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
産業協会

3
許可基準の営業所専任技術
者の配置に関する規制緩和

消費者が請負契約の締結や履行に際して、技術面
での適切なサービスを受けられる事を担保した営業
所の技術者は、特定の営業所に専任を求めるのでな
く、営業しようとする工事種類ごとに営業しようとする
営業所の数に応じた技術者の配置を許可の要件と
改正する。　この技術者は特定の営業所の専任とい
う扱いでなく、国内であれば当該建設業者のどの拠
点にいても、又、当該建設業者のどの営業所の建設
工事案件に対してでもその職務を遂行できるものと
する。

①建設業者の営業規模(営業しようとする工事種類ご
との営業所数)応じて営業所に技術者の配置を義務づ
けている現行の許可制度は、不良・不適格業者の参
入を規制する上で、また建設業者が消費者に対し適切
な技術サービスを提供する上でも一定の役割を果たし
ていると理解している。
②しかしながら、情報伝達手段が貧弱であった時代は
ともかく、電子メールやＦａｘなどその情報伝達ツールが
広く普及し、かつ、交通手段が整備された今日におい
て、技術者が特定の営業所に専任する意義は極めて
薄い。　むしろ、地域性や季節性の高い建設業者に
とって、特定の営業所で建設工事の引合いが集中した
時などに、消費者へのサービスの停滞を防止すべく、
他の営業所の技術者を有効的に活用できる施策が必
要である。
③規制の現状で記述した②の施策は、消費者への技
術的サービスを行なう事だけに専任していた技術者
が、工事現場の技術者としてその技術を研鑚できる機
会が得られた事、又その業務量の変動に応じて業務
の内容を選択する事が出来るようになった訳であっ
て、この施策についても②の背景より特定の営業所で
契約した建設工事に拘る事無く適用を拡大すべきであ
る。
以上、制度の主旨に沿いながら、消費者の利益保護と
建設業者の資質向上という法の本来の目的に、より資
する内容であり早急な改正が必要である。

建設業法第七
条、同第十五条、
同第三条、同第
二条、「建設業許
可事務ガイドライ
ンについて」
H13.4.3日国総建
第九七号、「営業
所における専任
の技術者の取扱
いについて」
H15.4.21日国総
建第十八号

国土交通省
総合政策局
建設業課

5023 5023A004
情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
産業協会

4
連結親子会社間における技術
者の流動化について

一定の条件を満たす親会社－連結子会社間におい
て、出向社員を出向先会社が工事現場に主任技術
者または監理技術者として配置する場合、直接雇用
の例外として、出向社員と出向先会社の間に直接的
かつ恒常的な雇用関係があるものとして、取り扱うこ
ととしていただきたい。（一定の条件とは、当該連結
子会社がペーパーカンパニーまたは不良・不適格建
設業者でないことが客観的に明らかな場合をいう。）

現在、民間企業では経営の自由度を高める観点から積極的に分社化を推進しており、それ
ぞれの子会社は自律的に建設業を事業として営む一方、下請として親会社の実施する建設
工事を支援している。また人的交流面でも、親会社から社員が子会社に出向し建設業に従
事する場合やその逆もある。
現状において、親会社と、その連結子会社の関係にある建設業者間においては、不良・不
適格建設業者の排除の観点から、一定の条件に限定して技術者の流動化が認められてい
るが、次のような制約がある。
まず、この取扱が適用される企業集団と認められる条件として、経営事項審査を受けている
会社が、親会社のみか連結子会社のみかのいずれかに限られている。このため、一つの企
業集団において建設業を営む親会社および連結子会社がそれぞれ経営事項審査を受審し
ている場合にはこの取扱が適用されず、技術者の流動化は認められない。
また、この取扱により技術者を配置した建設工事には、同一企業集団に属する別の企業を
下請として起用してはならないことになっている。しかし、特に公共工事においては、指名競
争入札により受注した親会社が同一の企業集団に属する連結子会社と元請－下請関係を
構築したうえで施工を行うことが大半であり、この取扱に則った場合、施工が著しく困難とな
る。
これらの制約は、親会社および連結子会社の双方が自律的かつ有機的に建設業を営んで
いるＩＴ業界においては、実情にそぐわず問題といわざるをえない。
一方、分社化によって設立された連結子会社には、実際に建設業を専門の事業として営
み、良好な財政状態、経営成績等を有しているものも少なくはなく、それらをペーパーカンパ
ニーや不良・不適格建設業者と同一視することは適切とはいえない。
したがって、技術者の直接的・恒常的雇用の原則はこれを保持しながらも、企業集団に属す
る連結子会社であってペーパーカンパニーや不良・不適格建設業者でないことが客観的に
明らかである会社※と親会社との間においては、例外として技術者の流動化を認めるべき
である。これは技術者配置のあり方として不適切とはいえず、むしろ、企業集団としての経
営の自由度と建設工事の質的向上を両立させる観点から有効かつ必然なものと考える。
 ※ペーパーカンパニーや不良・不適格建設業者でないことが客観的に明らかである場合と
しては、次のような要件を具備していることが考えられる。
　　・有価証券報告書提出企業（上場企業）であること
　　・ＩＳＯ９００１認証取得企業であること
　　・建設業退職金共済（建退共）制度加入企業であること
   また、ある一定以上の規模（資本金、売上高等）を有する親会社が、上記のような
観点からペーパーカンパニーや不良・不適格業者ではないものとして当局に申請
した連結子会社も、客観的に明らかである場合に準じて取り扱われることが望まれる。

主任技術者およ
び監理技術者の
設置について
建設業法第２６条
現行の技術者流
動化に関する取
扱について
「親会社及び連
結子会社の間の
出向社員に係る
主任技術者又は
監理技術者の直
接的かつ恒常的
な雇用関係の取
扱い等について」
（平成１５年１月２
２日国総建第３３
５号）

国土交通省
総合政策局
建設業課
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5023 5023A005
情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
産業協会

5
電気通信工事監理技術者資
格要件の拡大

電気通信工事監理技術者資格要件として電気・電子
技術士に加えて、既存資格の電気通信主任技術者
と1級電気工事施工管理技士の双方を取得している
者とする。
また、昨年度の1次回答では「電気通信工事において
建設業法に基づき配置することとされている主任技
術者の要件について、他の既存資格の試験内容等
を踏まえ検討し、平成16年度中に結論をえる」と頂い
ております。併せてこの進捗についてもお伺いした
い。

当初、電気通信工事監理技術者資格要件の拡大は電
気通信工事監理技術者向けの新たなる技術検定を創
設要望した。それに対して、電気通信工事に対する新
たな技術検定種目を設けることは困難と却下された。
次に資格要件に既存資格「電気通信主任技術者（1
種）、（2種）、（線路）、1級電気工事施工管理技士」の
いずれかに該当する事を要望した。それに対して、既
存の国家資格のうち、電気通信主任技術者について
は、現在、主任技術者としての適否を検討しているとこ
ろであり、現在、監理技術者資格として認める事は適
切ではないと却下された。
今回、電気工事監理技術者の資格である1級電気工
事施工管理技士と電気通信分野での最高資格である
電気通信主任技術者の双方を取得していることを資格
要件として要望する。　これは１つの既存国家資格で
電気通信工事監理技術者の要件に対応するものが無
い為、複数の既存国家資格を組合せる事により電気
通信工事監理技術者の要件にしたものである。　１級
電気工事施工管理技士資格の施工管理部門と電気通
信主任技術者資格の電気通信技術部門の組み合せと
考える。

建設業法第15条
の二
建設業法第26条
第2項
建設業法第27条
の一
建設業法施行令
第27条の三
昭和63年6月6日
建設省告示第
1317号

国土交通省
総合政策局
建設業課

5023 5023A006
情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
産業協会

6
監理技術者・主任技術者の専
任義務基準の変更

　監理技術者・主任技術者を専任としなければならな
い工事金額の条件を、「請負代金の額が2,500万円
以上のもの」から、土木請負工事工事費積算要領に
基づいて「請負金額に占める一般管理費、共通仮設
費、現場経費、消費税などを除く直接工事費が2,500
万円以上のもの」に変更する。

電気通信工事の場合、請負金額に占める直接工事費
の割合が低い。技術者の専任が必要かどうかの判断
は請負金額全体ではなく、現場での対応が必要となる
直接工事費の金額のみを基準とすることが適当である
と考える。

建設業法第２６条
3項
建設業法施行令
第２７条１項
土木請負工事工
事費積算要領
（平成元年２月８
日建設省技調発
第５２号）
建築工事積算基
準（平成９年９月
２６日建設省営計
発第８７号）

国土交通省
総合政策局
建設業課
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5023 5023A007
情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
産業協会

7
電気通信工事を伴わない「ＩＴ
設備関連案件」の適用除外事
例取扱要望

昨年の本要望時の、『建設業とは明らかに進歩のス
ピードが異なるＩＴ関連の工事を建設業法の中で括る
ことに対して、IT設備設置等の適用除外の例示が可
能かどうかも含め、今後どう対応していくかの見解を
示されたい。』に対して、貴省より、『「ＩＴ設備関連案
件」であっても、作業の内容が建設工事であれば建
設業法上の建設工事に該当すると考えられるが、「Ｉ
Ｔ設備関連案件」の今日の実態を踏まえ、どのような
部分を建設工事とすることが適当か、検討を行って
参りたい。』との回答を得た。
実際に工事として発注された事例としては、①コン
ピュータ（パソコン）機器設置作業／接続作業／調整
作業②ネットワーク機器設置作業／接続作業／調整
作業③（配管が施工済みの）ＬＡＮ配線作業④ＩＴ機器
のラック（筐体）への取り付け作業／ストッパー設置
（固定）作業⑤ソフトインストール作業⑥これら機器の
保守や改修⑦その他があり、客観的にみても工事と
は解釈できず、これらの事例を電気通信工事業の適
用除外事例として扱って頂きたい。また｢工事｣につい
ての定義が不明確であることが発注者の解釈にバラ
ツキを起していると考えられ、工事の定義を明確にし
ていただきたい。

ＩＴ設備関連工事とは、情報処理装置（パーソナルコン
ピュータ、サーバやその周辺装置）を設置もしくは既存
の情報処理装置にソフトウエアをインストールし、通信
装置（ルータやＬＡＮスイッチ等）及び通信装置間を接
続する配線（無線の場合もあり）により構成される通信
ネットワークを介して、情報処理装置間を相互に通信
することにより、情報の収集/配信、処理を行う情報シ
ステムの構築に関わる工事であると考える。しかしな
がら、要望内容で示したような事例において、工事の
行為がなされないにも関わらず、工事に関わる技術者
（監理（主任）技術者、現場代理人など）を作業現場に
常駐を求められると、ｅ－Ｊａｐａｎ計画の推進によりＩＴ
設備関連工事が増大する状況下、膨大数の技術者を
必要とすることが、官公庁や地方自治体の情報化進
展の阻害要因になりかねない。貴省でのより公正な工
事に対する発注方法を指導する面からも有意義な措
置と考える。また不要な技術者の配置が、技術者不足
に拍車をかけることとなり、業界への大きな負担として
圧し掛かり、ｅ－Ｊａｐａｎ計画等の推進にブレーキを掛
けかねないと思料する。

建設業法第２条
第１項、同法別表
第１
「建設業法第２条
第１項の別表の
上欄に掲げる建
設工事の内容」
（昭和４７年建設
省告示第３５０
号）
「建設業許可事
務ガイドラインに
ついて」（平成１３
年国総建第９７
号）

国土交通省
総合政策局
建設業課

5023 5023A008
情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ
産業協会

8

専任技術者や監理技術者の
指導監督的実務経験に該当す
る建設工事の請負代金要件見
直し

専任技術者や監理技術者の資格要件として認めら
れる「指導監督的な実務経験」を積むためには、現行
では請負代金４，５００万円以上の建設工事に従事し
なければならないとされているが、これを請負金額
２，５００万円以上に改めていただきたい。

専任技術者の資格要件としては、技術士（電気・電子
部門）資格の取得者、もしくは２年以上の指導監督的
実務経験を有する者とされている。実態的には、実務
経験を通じて技術者資格を得る方が圧倒的に多いが、
その為には請負代金４５００万円以上の建設工事に従
事することが求められている。
しかし、機器や工事のコストダウンによって請負金額は
年々減少傾向にあり、専任技術者の資格要件とされる
指導監督的実務経験が認められる請負金額４５００万
円以上の工事案件は減少傾向にある。その結果、２年
以上の指導監督的実務経験を経て専任技術者資格を
取得することが従来に比して困難になりつつある。
一方e-Japan等ＩＴ化の進展によってＩＴ設備関連工事は
比較的小規模な請負金額で短い工期案件が増加傾向
にある一方、営業所に配置する専任技術者は団塊世
代社員からの世代交代時期にある。
こうした技術者の育成と需要のアンバランスを解消し、
円滑なＩＴ設備関連工事の施工のためにも指導監督的
実務経験を積むために従事すべき建設工事の請負金
額について、現行の４５００万円以上を２５００万円以上
に引き下げていただきたい。なお、昨今の請負金額の
減少が専ら機器等のコストダウンによるものであり、２
５００万円以上に引き下げたとしても、専任義務を課せ
られていることから、これらの工事を通じて総合的な指
導監督的経験を積むことは可能である。ましてや特定
建設業者の場合は、法第二十四条の六（下請負人に
対する特定建設業者の指導等）としており、専任技術
者の資格要件として何ら過不足ないものと思われる。

建設業法　第１５
条
政令　第５条

国土交通省
総合政策局
建設業課
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5024 5024A001
ＮＰＯ法人　全国
鉄道利用者会議

1
既設路線を活用した夜行列車
運行事業参入の規制緩和

　既に鉄道輸送サービスが提供されている路線にお
いて、深夜帯など運行頻度の比較的少ない時間帯に
限定して第２種鉄道事業を経営しようとする鉄道事
業者について、参入手続及び審査を下記の通り規制
緩和する。
(1)鉄道事業法第５条第２項の国土交通省令で定め
る要件に、上記に該当するケースを追加し、第２種鉄
道事業参入許可における審査基準から「事業計画が
経営上適切であること」を除外する。
(2)第２種鉄道事業参入許可申請に必要とされる、鉄
道事業法施行規則第２条第２項第８号「鉄道線路の
譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し」を不
要とし、第１種又は第３種鉄道事業者との協議の記
録で足りるものとする。
(3)鉄道事業法第７条第１項ただし書の国土交通省令
で定める軽微な変更に、上記に該当するケースを追
加し、鉄道線路を使用させる第１種又は第３種鉄道
事業者の変更許可申請を不要とする。

　長距離交通機関のうち、旅客輸送は航空と高速バ
ス、貨物輸送はトラックが、最近では主要な位置を占
めている。その一方で、寝台特急や貨物列車などのい
わゆる「夜行列車」は、廃止・縮小が相次いでいる。安
全性や環境保全性に優れ、旅客に関しては横に寝て
移動できる特性を持つ夜行列車は、適正な活用により
潜在需要を吸収してネットワークを充実化できる可能
性を持つが、それができないのは、鉄道事業参入には
航空や道路運送よりも不利な法令規制があることが、
原因の１つである。
　航空法では、航空事業者が空港の発着枠を調整し
つつ、新規路線を自由に開設する。道路運送法では、
運送事業者が道路を自由に使用し、バス輸送、トラック
輸送を行う。これに対し鉄道事業法では、夜行列車を
第２種鉄道事業として運行させようとすると、最初に鉄
道線路を保有する第１種・第３種事業者と線路使用の
契約を結ぶことが必要で、第２種事業者の参入認可の
他、第１種・第３種事業者の変更認可も必要となる。本
規制改革の要望は、夜行列車のような小規模第２種
鉄道事業の参入を、航空事業や道路運送事業の参入
と同レベルにまで緩和することにより、鉄道事業の活
性化と交通事業者間の自由競争を促すことを目的とす
る。
　寝台特急や貨物列車等、夜行列車の運行は、１日１
～数往復程度の小規模な事業であり、使用する路線も
運行実績を十分積み上げている場合がほとんどであ
る。また、仮に経営が失敗して鉄道事業廃止に至った
としても、並行する航空路線、高速バス路線等の代替
交通が整備済である場合がほとんどであり、生活交通
が著しく阻害される事態には至らない。従って、第２種
鉄道事業参入の経営に関わる審査と、第１種・第３種
事業者に関わる手続の規制緩和は可能と考える。運
輸政策審議会答申第16号にも、規制緩和の必要性が

根拠法令等
(1)鉄道事業法第
５条第２項、鉄道
事業法施行規則
第６条の２第１項
(2)鉄道事業法施
行規則第２条第２
項第８号
(3)鉄道事業法第
７条第１項、鉄道
事業法施行規則
第８条第１項
　条文は資料２参
照。

国土交通省

添付資料
　資料１　旅客鉄道分野にお
ける需給調整規制廃止に向
けて必要となる環境整備方
策等について（運輸政策審
議会鉄道部会答申第16号；
抄）
　資料２　根拠法令の該当条
文（抄）

5025 5025A001 千葉県千葉市 1
社会保険診療報酬支払基金
が取り扱う審査支払業務の範
囲拡大

社会保険診療報酬支払基金の業務は、社会保険診
療報酬支払基金法、国の告示及び局長通知により
業務範囲が特定されている。現在市が実施している
乳幼児医療費助成制度の審査支払業務は、対象外
とされているため告示に伴う局長通知の改正により、
社会保険診療報酬支払基金が取り扱える業務範囲
とするよう要望する。なお、母子家庭等医療費助成
制度と心身障害者（児）医療費助成制度について
は、現在償還払い方式で実施しているが、今後現物
給付化した際には、乳幼児医療費助成制度同様に
要望する。

乳幼児医療費助成制度の審査支払事務を社会保
険診療報酬支払基金に委託する。現在、社会保
険分については、保険給付分はレセプトで社会保
険診療報酬支払基金に、医療費助成分は国民健
康保険団体連合会に請求している。

乳幼児医療費助成制度の審査支払業務を社会保険
診療報酬支払基金に委託することにより、各医療費助
成制度における実施主体は下記の問題点を解消す
る。
①医療機関は、社会保険分のレセプト作成以外に医
療費助成分の請求書作成があり、事務処理が二重の
手間の負担になっている。
②レセプトの査定減などがあっても、医療費助成分が
レセプトと連動できず、公費の過払いが発生している。

社会保険診療報
酬支払基金法第
１３条及び同条第
３項の規定による
告示及び局長通
知

厚生労働省

①告示に伴う厚生省保険局
長通知文
②１４大都市乳幼児医療・母
子家庭等医療主管課長会議
による要請文
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5026 5026A001
社団法人日本産
業機械工業会

1
事業系一般廃棄物（パレット等
木くず）の処理に関する規制の
見直し

事業系一般廃棄物（木くず）について、一定量以上の
排出がある場合には、産業廃棄物と同等の処理方
法が適用されるよう、規制の見直しを要望します。

廃棄物処理法が改正され、「一般廃棄物」は「一般廃
棄物許可業者に委託すること」が明文化され、昨年１２
月に施行された。
一方、当会会員企業は、循環型社会形成を目指して、
パレットなどの木くずをリサイクル業者（産業廃棄物処
理許可業者）に処理を委託している。
今回の改正で、従来のリサイクル業者が一般廃棄物
の許可を持っていれば問題ないが、一般廃棄物処理
業の許可を持っていない例もある。また、自治体の中
には、木くずを「30cm以下」にすれば処理を引き受ける
（あまり汚れている場合には処理してもらえない）ケー
スもあるが、その際も殆どの自治体では単純焼却処理
であり、有効にリサイクルされず、今まで資源循環に勤
めた企業側の努力が無駄になってしまう。

「廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律の一部を
改正する法律」
（平成１５年法律
第９３号）
廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律施行令の一
部を改正する政
令（平成１５年政
令第４４９号）

環境省

5026 5026A002
社団法人日本産
業機械工業会

2
廃プラスチック焼却に関する許
可対象の見直し

ダイオキシン類の発生を十分に抑制できる小型焼却
炉が開発されていることから、廃プラスチック焼却設
備の許可対象となる処理能力100kg/日以上の規制
を緩和していただきたい。
具体的には、一般廃棄物焼却炉の許可対象が処理
能力200kg/時以上であることから、廃プラスチックは
100kg/時以上に規制緩和していただきたい。

従来までの認識では、排ガス処理装置を設けていない
小型焼却炉は、発熱量の高いプラスチック類を焼却す
ると有害物質を排出し、安定した焼却ができないとし
て、焼却不適切と考えられている。しかし、廃プラス
チック類を焼却しても「ダイオキシン類対策特別措置
法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の厳
しい規制をクリアし、ダイオキシン類等の発生を十分に
抑制できる小型焼却炉が既に開発されている。
そこで、廃プラスチックの焼却能力が100kg/日以上、
火格子面積が2平方メートル以上と非常に小さな焼却
炉までが許可対象となっている規制を緩和していただ
きたい。

廃棄物処理及び
清掃に関する法
律施行令（政令）
第7条（産業廃棄
物処理施設）

環境省

参考資料１：要望書「優良小
型焼却炉に対するご支援と
技術的観点からの法改正に
ついて」（１．廃プラスチック焼
却炉の対象規模の取り扱い
について[p2.3]）

参考資料２：優良小型焼却炉
機能評価報告書
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5026 5026A003
社団法人日本産
業機械工業会

3

小型焼却炉における廃プラス
チックと一般雑芥の混合焼却
に関する自治体運用の違いの
是正のお願い

一定量以下の廃プラスチックと一般雑芥を混合焼却
する小型焼却炉については、プラスチック専焼炉とせ
ず、許可対象とならないよう、周知徹底をお願いした
い。

多くの自治体では、プラスチックを1kgでも一般雑芥と
混合焼却すると、その焼却炉はプラスチック専焼炉と
みなされ、現在の規制（100kg/日以上）のもと許可対
象となり、現実的には使用禁止の状況にある。
一方で、廃プラスチック類を焼却してもダイオキシン類
等の発生を十分に抑制できる小型焼却炉が既に開発
されている。
また、プラスチック類を混合焼却した場合、木くずや紙
くずだけを焼却するよりも天然資源（灯油等の助燃材）
の消費を抑えるという省エネ効果も確認されている。ま
た、廃プラスチックは埋め立て処分されている状況が
多く、ごみの減量化による最終処分場の延命という観
点からも、小規模事業所から排出される少量の廃棄物
（廃プラスチック類を含む）や病院等の感染性医療系
廃棄物を小型焼却炉により焼却処理することは有効な
手段である。
そこで、一定量以下の廃プラスチック焼却物を一般雑
芥と混合焼却する場合はプラスチック専焼炉とせず、
許可対象とならないよう各自治体の廃プラスチックの
運用を法律にのっとり統一するよう周知徹底願いま
す。

廃棄物処理及び
清掃に関する法
律施行令（政令）
第7条（産業廃棄
物処理施設）

環境省

参考資料１：要望書「優良小
型焼却炉に対するご支援と
技術的観点からの法改正に
ついて」（１．廃プラスチック焼
却炉の対象規模の取り扱い
について[p2.3]）

参考資料２：優良小型焼却炉
機能評価報告書

5026 5026A004
社団法人日本産
業機械工業会

4
小型焼却炉における廃棄物焼
却炉の火床面積による施設規
模の規制方法の見直し

小型焼却炉のうち、最もダイオキシン類等の発生を
十分抑制できる乾留ガス化燃焼方式と従来型の直
接燃焼方式の焼却施設が同じ規制（火床面積0.5立
法メートル以上又は焼却能力50kg/時以上）で設置
許可が必要になっている。
燃焼方式毎の規制を区分するとともに、乾留ガス化
燃焼方式については、大気へ排出する時間当たりの
排ガス量（CO2排出量）等の観点から、火床面積の
基準の廃止を要望します。

ダイオキシン類対策特別措置法により定める廃棄物焼
却炉の施設規模の算出方法は、従来型の直接燃焼方
式を対象としていると思われる。しかし、ダイオキシン
類等の発生を直接燃焼方式より抑制できる乾留ガス
化燃焼方式の焼却炉は、その性格上、同一火床面積
であっても直接燃焼方式の半分以下の焼却能力しか
有しておらず、両燃焼方式を同じ思想のもと法律で規
制することは、有効な処理方式の導入や転換を困難と
させている。

ダイオキシン類対
策特別措置法
施行令（政令）第
1条

環境省

参考資料１：要望書「優良小
型焼却炉に対するご支援と
技術的観点からの法改正に
ついて」（２．２．ダイオキシン
類対策特別措置法の火床面
積に関する要望[p4]）

参考資料２：優良小型焼却炉
機能評価報告書
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5026 5026A005
社団法人日本産
業機械工業会

5
グループ企業内信託におけ
る、知的財産活用に関する制
度の見直し

信託業法が改正され、知的財産も信託の対象になっ
たが、信託を用いたグループ企業の知的財産の集中
管理・活用を円滑に行うことができるよう、関連諸制
度を整備いただきたい。

グループ企業内で知的財産を集中管理・活用するに
は信託を用いた手法が有効であるが、特許侵害者に
対する損害賠償請求や実施権の取得等を親会社等の
受託者が行えない問題がある。グループ企業内信託
で特許権を円滑に活用できるよう、特許法や信託業法
の改正を講じていただきたい。

「特許法」（平成１
６年１２月１日法
律第１４７号）
信託業法（平成１
６年法律第１５４
号）

金融庁
特許庁

参考資料３：「決議」（平成17
年5月19日 社団法人日本産
業機械工業会 通常総会）２．
製造業の競争力強化対策
（４）[p.2]

5027 5027A001
社団法人　電子情
報技術産業協会

1
配置技術者の工事現場への
専任を要しない期間を認める
工事種類の追加

『監理技術者制度運用マニュアル』三（２）③『橋梁、
ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事
であって、工場製作のみが行われている期間』の、専
任を要しない期間を認める工事の具体例として、電
気通信関連機器を追加戴きたい。

前年度の回答で、電気通信工事における工場製作期
間が、『専任を要しない期間を認める事例に該当する
ことは明らかである』との回答を得ているが、電気通信
工事は他の建設工事に比較しても、工場製作期間が
占める割合の多い建設工事であるため、『監理技術者
制度運用マニュアル』に記載する実例として加えてい
ただきたい。

国総建第３１８号
『監理技術者制
度運用マニュア
ル』三（２）

国土交通省
総合政策局
建設業課
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5027 5027A002
社団法人　電子情
報技術産業協会

2
建設業「経営管理者」資格要
件の緩和

既に建設業の許可を受けている法人又は個人がそ
の免許を更新する場合においては、①許可を受けて
いる建設業に関しては3年、他の建設業に関しては5
年以上の経営業務管理責任者経験②同種の建設業
の5年以上の経営管理者に準ずる地位にあって経営
業務を補佐した経験を有するもの。と緩和いただきた
い。

1.昨今、上場企業はいわゆる「執行役員」制を採るケー
スが多く、従前と比べ役員の数も少なく且つ社外を含
めた非常勤役員がその過半数を占ている。又、その任
期は役員・いわゆる「執行役員」とも1年となっている企
業が多く、建設業を兼業とする法人では常勤の役員が
建設業法第7条の経験年数を満たすことが著しく困難
な状態である。
2.許可制度が導入された昭和46年、建設業告示第351
条が告示された昭和47年、この三十数年の間に、商法
改正を始め経営環境は著しく変化し、又、建設業の工
期も大幅に短縮されている。その実態に建設業法第7
条の経験年数がそぐわなくなっている。
3.既に建設業免許を取得している法人又は個人が、そ
の免許を更新する場合においては、たとえ役員がその
経験年数を積んでいなくとも組織として5年以上の事業
経験を積んでいる。このことと上記を勘案し、建設業免
許の更新に限り経験年数の緩和をお願いしたい。

「建設業法7条第
1号」及び「建設
業法第7条第1号
イに掲げる者と同
等以上の能力を
有する者を定め
る件（昭和47年建
設省告示第351
号）」

国土交通省
総合政策局
建設業課

5027 5027A003
社団法人　電子情
報技術産業協会

3
建設業「経営管理者」資格要
件の執行役員への適用

建設業法第七条で経営業務管理責任者の要件につ
いて、“法人である場合においては役員のうち常勤で
あるものの一人が、イ）許可を受けようとする建設業
に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経
験を有する者、ロ）国土交通大臣がイに掲げる者と同
等以上の能力を有するものと認定した者”という条件
が課せられている。　また、国総建発３５６号におい
て、「執行役員」その他の商法等の法令上で権限及
び責任等が定められた地位にない場合について、建
設業法七条第一号の基準に適合するものの取り扱
いが示されている。資本金や売上高が一定以上であ
ることなど、ある一定規模の企業であることを条件
に、その“執行役員”を建設業法七条で定められた
『常勤役員』として認めることを要望する。
国総建発356号において、いわゆる“執行役員”の取
り扱いが示されているが、そこでは”執行役員”を商
法の定める役員に準ずる立場にあるものとして明記
しているのにとどまっている。本要望は、いわゆる執
行役員が、経営業務管理責任者としてその任に当た
る事ができる役員として認められることを求めるもの
である。

近年、執行役員制度を導入する企業が増加するなど、
企業経営の実態に変化がみられる。規模の大きな企
業において、これらの変化の結果設置された執行役員
は、業務執行上、商法の定める役員と同等の責任を有
していると考えられる。このため、建設業の経営業務
管理責任者の選定にあたっては、執行役員は商法の
定める役員と同等に取り扱われることが妥当だと考え
る。

建設業法第七条
第一項第一号
建設省告示第三
百五十一号

国土交通省
総合政策局
建設業課
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5027 5027A004
社団法人　電子情
報技術産業協会

4
許可基準の営業所専任技術
者の配置に関する規制緩和

消費者が請負契約の締結や履行に際して、技術面
での適切なサービスを受けられる事を担保した営業
所の技術者は、特定の営業所に専任を求めるのでな
く、営業しようとする工事種類ごとに営業しようとする
営業所の数に応じた技術者の配置を許可の要件と
改正する。　この技術者は特定の営業所の専任とい
う扱いでなく、国内であれば当該建設業者のどの拠
点にいても、又、当該建設業者のどの営業所の建設
工事案件に対してでもその職務を遂行できるものと
する。

執行役員制度導入の際に、商法上の役員（取締
役執行役）を大きく減らし、執行役員に充てるケー
スがみられるが、このような企業運営の変化に即
した制度の構築を求めるものである。

①建設業者の営業規模(営業しようとする工事種類ご
との営業所数)応じて営業所に技術者の配置を義務づ
けている現行の許可制度は、不良・不適格業者の参
入を規制する上で、また建設業者が消費者に対し適切
な技術サービスを提供する上でも一定の役割を果たし
ていると理解している。
②しかしながら、情報伝達手段が貧弱であった時代は
ともかく、電子メールやＦａｘなどその情報伝達ツールが
広く普及し、かつ、交通手段が整備された今日におい
て、技術者が特定の営業所に専任する意義は極めて
薄い。　むしろ、地域性や季節性の高い建設業者に
とって、特定の営業所で建設工事の引合いが集中した
時などに、消費者へのサービスの停滞を防止すべく、
他の営業所の技術者を有効的に活用できる施策が必
要である。
③規制の現状で記述した②の施策は、消費者への技
術的サービスを行なう事だけに専任していた技術者
が、工事現場の技術者としてその技術を研鑚できる機
会が得られた事、又その業務量の変動に応じて業務
の内容を選択する事が出来るようになった訳であっ
て、この施策についても②の背景より特定の営業所で
契約した建設工事に拘る事無く適用を拡大すべきであ
る。
以上、制度の主旨に沿いながら、消費者の利益保護と
建設業者の資質向上という法の本来の目的に、より資
する内容であり早急な改正が必要である。

国総建発３５６号
国土交通省
総合政策局
建設業課

5027 5027A005
社団法人　電子情
報技術産業協会

5
連結親子会社間における技術
者の流動化について

一定の条件を満たす親会社－連結子会社間におい
て、出向社員を出向先会社が工事現場に主任技術
者または監理技術者として配置する場合、直接雇用
の例外として、出向社員と出向先会社の間に直接的
かつ恒常的な雇用関係があるものとして、取り扱うこ
ととしていただきたい。（一定の条件とは、当該連結
子会社がペーパーカンパニーまたは不良・不適格建
設業者でないことが客観的に明らかな場合をいう。）

現在、民間企業では経営の自由度を高める観点から積極的に分社化を推進しており、それ
ぞれの子会社は自律的に建設業を事業として営む一方、下請として親会社の実施する建設
工事を支援している。また人的交流面でも、親会社から社員が子会社に出向し建設業に従
事する場合やその逆もある。現状において、親会社と、その連結子会社の関係にある建設
業者間においては、不良・不適格建設業者の排除の観点から、一定の条件に限定して技術
者の流動化が認められているが、次のような制約がある。まず、この取扱が適用される企業
集団と認められる条件として、経営事項審査を受けている会社が、親会社のみか連結子会
社のみかのいずれかに限られている。このため、一つの企業集団において建設業を営む親
会社および連結子会社がそれぞれ経営事項審査を受審している場合にはこの取扱が適用
されず、技術者の流動化は認められない。また、この取扱により技術者を配置した建設工事
には、同一企業集団に属する別の企業を下請として起用してはならないことになっている。し
かし、特に公共工事においては、指名競争入札により受注した親会社が同一の企業集団に
属する連結子会社と元請－下請関係を構築したうえで施工を行うことが大半であり、この取
扱に則った場合、施工が著しく困難となる。これらの制約は、親会社および連結子会社の双
方が自律的かつ有機的に建設業を営んでいるＩＴ業界においては、実情にそぐわず問題とい
わざるをえない。一方、分社化によって設立された連結子会社には、実際に建設業を専門
の事業として営み、良好な財政状態、経営成績等を有しているものも少なくはなく、それらを
ペーパーカンパニーや不良・不適格建設業者と同一視することは適切とはいえない。した
がって、技術者の直接的・恒常的雇用の原則はこれを保持しながらも、企業集団に属する連
結子会社であってペーパーカンパニーや不良・不適格建設業者でないことが客観的に明ら
かである会社※と親会社との間においては、例外として技術者の流動化を認めるべきであ
る。これは技術者配置のあり方として不適切とはいえず、むしろ、企業集団としての経営の
自由度と建設工事の質的向上を両立させる観点から有効かつ必然なものと考える。※ペー
パーカンパニーや不良・不適格建設業者でないことが客観的に明らかである場合としては、
次のような要件を具備していることが考えられる。・有価証券報告書提出企業（上場企業）で
あること　・ＩＳＯ９００１認証取得企業であること・建設業退職金共済（建退共）制度加入企業
であること
また、ある一定以上の規模（資本金、売上高等）を有する親会社が、上記のような観点からペ

主任技術者およ
び監理技術者の
設置について
建設業法第２６条
現行の技術者流
動化に関する取
扱について
「親会社及び連
結子会社の間の
出向社員に係る
主任技術者又は
監理技術者の直
接的かつ恒常的
な雇用関係の取
扱い等について」
（平成１５年１月２
２日国総建第３３
５号）

国土交通省
総合政策局
建設業課
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5027 5027A006
社団法人　電子情
報技術産業協会

6
電気通信工事監理技術者資
格要件の拡大

電気通信工事監理技術者資格要件として電気・電子
技術士に加えて、既存資格の電気通信主任技術者
と1級電気工事施工管理技士の双方を取得している
者とする。
また、昨年度の1次回答では「電気通信工事において
建設業法に基づき配置することとされている主任技
術者の要件について、他の既存資格の試験内容等
を踏まえ検討し、平成16年度中に結論をえる」と頂い
ております。併せてこの進捗についてもお伺いした
い。

当初、電気通信工事監理技術者資格要件の拡大は電
気通信工事監理技術者向けの新たなる技術検定を創
設要望した。それに対して、電気通信工事に対する新
たな技術検定種目を設けることは困難と却下された。
次に資格要件に既存資格「電気通信主任技術者（1
種）、（2種）、（線路）、1級電気工事施工管理技士」の
いずれかに該当する事を要望した。それに対して、既
存の国家資格のうち、電気通信主任技術者について
は、現在、主任技術者としての適否を検討しているとこ
ろであり、現在、監理技術者資格として認める事は適
切ではないと却下された。
今回、電気工事監理技術者の資格である1級電気工
事施工管理技士と電気通信分野での最高資格である
電気通信主任技術者の双方を取得していることを資格
要件として要望する。　これは１つの既存国家資格で
電気通信工事監理技術者の要件に対応するものが無
い為、複数の既存国家資格を組合せる事により電気
通信工事監理技術者の要件にしたものである。　１級
電気工事施工管理技士資格の施工管理部門と電気通
信主任技術者資格の電気通信技術部門の組み合せと
考える。

建設業法第15条
の二
建設業法第26条
第2項
建設業法第27条
の一
建設業法施行令
第27条の三
昭和63年6月6日
建設省告示第
1317号

国土交通省
総合政策局
建設業課

5027 5027A007
社団法人　電子情
報技術産業協会

7
監理技術者・主任技術者の専
任義務基準の変更

　監理技術者・主任技術者を専任としなければならな
い工事金額の条件を、「請負代金の額が2,500万円
以上のもの」から、土木請負工事工事費積算要領に
基づいて「請負金額に占める一般管理費、共通仮設
費、現場経費、消費税などを除く直接工事費が2,500
万円以上のもの」に変更する。

電気通信工事の場合、請負金額に占める直接工事費
の割合が低い。技術者の専任が必要かどうかの判断
は請負金額全体ではなく、現場での対応が必要となる
直接工事費の金額のみを基準とすることが適当である
と考える。

建設業法第２６条
3項
建設業法施行令
第２７条１項
土木請負工事工
事費積算要領
（平成元年２月８
日建設省技調発
第５２号）
建築工事積算基
準（平成９年９月
２６日建設省営計
発第８７号）

国土交通省
総合政策局
建設業課
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5027 5027A008
社団法人　電子情
報技術産業協会

8
電気通信工事を伴わない「ＩＴ
設備関連案件」の適用除外事
例取扱要望

昨年の本要望時の、『建設業とは明らかに進歩のス
ピードが異なるＩＴ関連の工事を建設業法の中で括る
ことに対して、IT設備設置等の適用除外の例示が可
能かどうかも含め、今後どう対応していくかの見解を
示されたい。』に対して、貴省より、『「ＩＴ設備関連案
件」であっても、作業の内容が建設工事であれば建
設業法上の建設工事に該当すると考えられるが、「Ｉ
Ｔ設備関連案件」の今日の実態を踏まえ、どのような
部分を建設工事とすることが適当か、検討を行って
参りたい。』との回答を得た。
実際に工事として発注された事例としては、①コン
ピュータ（パソコン）機器設置作業／接続作業／調整
作業②ネットワーク機器設置作業／接続作業／調整
作業③（配管が施工済みの）ＬＡＮ配線作業④ＩＴ機器
のラック（筐体）への取り付け作業／ストッパー設置
（固定）作業⑤ソフトインストール作業⑥これら機器の
保守や改修⑦その他があり、客観的にみても工事と
は解釈できず、これらの事例を電気通信工事業の適
用除外事例として扱って頂きたい。また｢工事｣につい
ての定義が不明確であることが発注者の解釈にバラ
ツキを起していると考えられ、工事の定義を明確にし
ていただきたい。

ＩＴ設備関連工事とは、情報処理装置（パーソナルコン
ピュータ、サーバやその周辺装置）を設置もしくは既存
の情報処理装置にソフトウエアをインストールし、通信
装置（ルータやＬＡＮスイッチ等）及び通信装置間を接
続する配線（無線の場合もあり）により構成される通信
ネットワークを介して、情報処理装置間を相互に通信
することにより、情報の収集/配信、処理を行う情報シ
ステムの構築に関わる工事であると考える。しかしな
がら、要望内容で示したような事例において、工事の
行為がなされないにも関わらず、工事に関わる技術者
（監理（主任）技術者、現場代理人など）を作業現場に
常駐を求められると、ｅ－Ｊａｐａｎ計画の推進によりＩＴ
設備関連工事が増大する状況下、膨大数の技術者を
必要とすることが、官公庁や地方自治体の情報化進
展の阻害要因になりかねない。貴省でのより公正な工
事に対する発注方法を指導する面からも有意義な措
置と考える。また不要な技術者の配置が、技術者不足
に拍車をかけることとなり、業界への大きな負担として
圧し掛かり、ｅ－Ｊａｐａｎ計画等の推進にブレーキを掛
けかねないと思料する。

建設業法第２条
第１項、同法別表
第１
「建設業法第２条
第１項の別表の
上欄に掲げる建
設工事の内容」
（昭和４７年建設
省告示第３５０
号）
「建設業許可事
務ガイドラインに
ついて」（平成１３
年国総建第９７
号）

国土交通省
総合政策局
建設業課

5027 5027A009
社団法人　電子情
報技術産業協会

9

専任技術者や監理技術者の
指導監督的実務経験に該当す
る建設工事の請負代金要件見
直し

専任技術者や監理技術者の資格要件として認めら
れる「指導監督的な実務経験」を積むためには、現行
では請負代金４，５００万円以上の建設工事に従事し
なければならないとされているが、これを請負金額
２，５００万円以上に改めていただきたい。

専任技術者の資格要件としては、技術士（電気・電子
部門）資格の取得者、もしくは２年以上の指導監督的
実務経験を有する者とされている。実態的には、実務
経験を通じて技術者資格を得る方が圧倒的に多いが、
その為には請負代金４５００万円以上の建設工事に従
事することが求められている。
しかし、機器や工事のコストダウンによって請負金額は
年々減少傾向にあり、専任技術者の資格要件とされる
指導監督的実務経験が認められる請負金額４５００万
円以上の工事案件は減少傾向にある。その結果、２年
以上の指導監督的実務経験を経て専任技術者資格を
取得することが従来に比して困難になりつつある。
一方e-Japan等ＩＴ化の進展によってＩＴ設備関連工事は
比較的小規模な請負金額で短い工期案件が増加傾向
にある一方、営業所に配置する専任技術者は団塊世
代社員からの世代交代時期にある。
こうした技術者の育成と需要のアンバランスを解消し、
円滑なＩＴ設備関連工事の施工のためにも指導監督的
実務経験を積むために従事すべき建設工事の請負金
額について、現行の４５００万円以上を２５００万円以上
に引き下げていただきたい。なお、昨今の請負金額の
減少が専ら機器等のコストダウンによるものであり、２
５００万円以上に引き下げたとしても、専任義務を課せ
られていることから、これらの工事を通じて総合的な指
導監督的経験を積むことは可能である。ましてや特定
建設業者の場合は、法第二十四条の六（下請負人に
対する特定建設業者の指導等）としており、専任技術
者の資格要件として何ら過不足ないものと思われる。

建設業法　第１５
条
政令　第５条

国土交通省
総合政策局
建設業課
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5028 5028A001
（社）日本建設機
械工業会

1

一体で使用する建設機械を、
許可寸法内におさめるため
に、分けられた少数の構成要
素の一括輸送可能化

特殊車両通行許可を取得したセミトレーラによる建設
機械の輸送において、本来一体で使用する建設機
械を、許可された寸法（高さ・巾・長さ）の範囲内にお
さめるために分けられた、少数の構成要素を、許可さ
れた総重量以下であり且つ総重量44ｔ以下の場合に
おいて、一括輸送することを認めていただきたい。

(1) 建設機械の構成要素複数個を同一車両で輸送し
積載効率、輸送効率を向上したい。同時に環境負荷軽
減（CO2削減他）、環境汚染軽減、省エネルギー、交通
量緩和に貢献できる。

(2) 「単なる物品を複数個積載する場合」と「本来一体
として用いる製品を、許可された寸法の範囲内に抑え
ることを目的に分け、その結果、複数となるものを積載
する場合」とは区別し、後者につき配慮いただきたい。

(3) ４４ｔの数値は、平成１５年１０月から施行の特例８
車種で４４ｔまで認められた複数物積載と同じであり、
道路への負荷は同等である。

(1) 保安基準第55
条
(2) 道路法第47の
2第1項
(3) 車両制限例第
12条
(4) 自動車交通局
長
依命通達「基準
緩和自動車の認
定要領」第3(1)

国土交通省

(1) 一括輸送の対象とする主
な構成要素は　作業機類、
運転室、マフラー、履帯・タイ
ヤ、トラックフレーム、エンジ
ン等、および　それらを除い
た建設機械本体である。

(2) 一括輸送する数は少数
（例えば５要素以下）とする。

5028 5028A002
（社）日本建設機
械工業会

2
制限外積載許可の一括申請
可能化

制限外積載許可申請において、運転手・車両・経路
が複数となる場合に、一括し１件で申請することを可
能としていただきたい。

(1) 「制限外積載許可」の申請は、運転手・車両・経路
のいずれかが異なれば、それぞれに申請書の提出が
必要である。そして、工場から港湾や販売店への輸送
の場合、「制限外積載許可」期間が３ヶ月間としても年
４回の申請となるので、事務処理負担が大きい。また
申請時提出する資料には重複するものがある（特殊車
両通行許可証のコピー）。
運転手・車両・経路について複数のものの一括申請が
可能となれば、申請側・審査側双方の事務処理作業を
簡素化できる上、提出資料枚数も削減できる。

(2)「特殊車輌通行許可」申請では、複数経路につき一
括して申請することが認められている。

道路交通法第58
条

警察庁

ここで、経路とは「車両毎に
特殊車両通行許可証で許可
された全経路の内の一部、
または全部」を考えていま
す。
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5029 5029A001 都銀懇話会 1
生命保険の募集に関わる構成
員契約規制の撤廃

生命保険の募集に関わる構成員契約規制を撤廃す
る

構成員契約規制は、優越的地位の濫用や圧力募集の
防止を目的として設けられた規定であるが、その実態
に係らず、事前かつ一律に募集を禁止する過剰規制。
形式基準のため、顧客申出による場合も保険の販売
が出来ず、顧客利便性の観点で問題。顧客勤務先の
特定が困難なケースも多いなど（同名企業の存在
等）、実務上の負担大。また、損害保険や第三分野商
品では規制がなく、生命保険だけに適用される規制で
あり、妥当性に欠く。さらに、銀行による保険商品の募
集にあたっては、圧力募集防止のための弊害防止措
置が検討されており、構成員契約規制は二重規制

保険業法300条
第1項9号、保険
業法施行規則
234条第1項2号、
平成10年大蔵省
告示238号

金融庁

5029 5029A002 都銀懇話会 2
保険募集における非公開情報
保護措置の撤廃

非公開情報保護措置については、個人情報保護法
に一体化する方向で見直しを行い、保険業法施行規
則の規定は撤廃する

銀行が保険を販売する際にのみ適用される規制であ
り妥当性がない（銀行以外の代理店、例えば証券会社
等は対象外。銀行が保険以外の商品を販売する場合
は対象外）。現状、非公開情報の範囲は明確ではな
く、銀行が保険募集を行う際には、非公開情報利用の
事前同意を得ることが必須。しかし、募集、商品説明
等を行う前に事前同意を取得することは他に例がない
こともあり、顧客の理解を得るのが難しい

保険業法第275
条第1項第1号、
保険業法施行規
則第211条第1項
第2号

金融庁
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5029 5029A003 都銀懇話会 3

銀行並びに銀行子会社等及び
銀行持株会社の子会社等によ
る保険商品の販売規制の更な
る緩和

銀行、銀行子会社、銀行持株会社の子会社等による
保険商品の販売を早期に全面解禁する。また、解禁
当初から、可能な限り幅広い商品について販売を可
能とする。また、銀行窓販の保険商品拡大に伴う弊
害防止措置については、顧客の利便性向上並びに
銀行実務の観点から過度の規制とならないよう、必
要なものに限定し、販売状況等に応じて見直しを行う

銀行による保険窓販は、保険商品の販売チャネルの
多様化・効率化に資するとともに、利用者のワンストッ
プ・ショッピングに対するニーズに応えるものであり、窓
販可能な保険商品を幅広く解禁することで、顧客の利
便性の飛躍的な向上が期待できる。弊害防止措置に
ついては、それが過度の規制となれば、銀行の管理面
での負担が大きく、顧客の利便性を損なうとともに、販
売にあたって顧客理解を得られないなど実務的にワー
クしない虞がある。銀行による保険販売の状況をモニ
タリングしつつ、必要に応じて見直しを行うことが必要

保険業法第275
条、保険業法施
行規則第211条、
第211条の2、第
211条の3、保険
業法施行令第38
条、銀行法第16
条の2第1項第8
号、同条第2項第
4号、第52条の23
第1項第7号、銀
行法施行規則第
17条の2第1項第
2号、第17条の3
第2項第3の4号

金融庁

5029 5029A004 都銀懇話会 4
都銀等による信託業務に関わ
る規制緩和

不動産売買の媒介、貸借の媒介・代理等の不動産
関連業務等を、都銀本体、信託銀行子会社、信託代
理店に解禁する

都銀本体、信託銀行子会社および信託代理店に対し
て、併営業務の一部を制限することの理論的根拠は
不明確。顧客財産の総合運用管理サービスの充実を
通じた顧客利便性の一段の向上のためには、不動産
関連業務を含めた信託業務の解禁が不可欠

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律第1条
第1項、金融機関
の信託業務の兼
営等に関する法
律施行令第3条、
金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律施行
規則第3条

金融庁
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5029 5029A005 都銀懇話会 5
不動産投資顧問業者等の資
産運用アドバイス業者の銀行
による子会社化の解禁

投資信託及び投資法人に関する法律施行令（以下
「投信法施行令」という）第38条に定める「特定資産
に係る投資に関し助言を行う業務」の銀行の子会社
の業務範囲への追加

銀行の子会社たる投資信託委託業者による「特定資
産助言業」の兼業も特段の問題はなく、また、「特定資
産助言業」を営む会社を銀行の子会社としても支障な
いものと思われる。金融資産に対する総合的な運用ア
ドバイス業務は15年度に銀行に解禁されたが、金融資
産とそれ以外の資産を総合的に考慮して運用を行う投
資家も相応に多いと考えられることから、金融資産に
限らない総合的な資産運用アドバイスを銀行の子会社
が行うことにより、顧客利便性を高めるべき

銀行法第16条の
2第1項各号、銀
行法施行規則第
17条の3、中小・
地域金融機関向
けの総合的な監
督指針（Ⅲ-2-7-
1（3）③）

金融庁

5029 5029A006 都銀懇話会 6
証券子会社との弊害防止措置
の更なる緩和

①証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条
第1項第2号における適用除外となる有価証券に、
「上場・登録株券」を加える、②証券会社の役職員が
親銀行等の役職員を兼ねること及び証券会社の役
職員が子銀行等の役職員を兼ねることを解禁、③非
公開情報の授受に係る内閣府令の廃止、④電子情
報処理組織の共有に係る内閣府令の廃止

①上場・登録株券は市場で株価が形成され、発行者に
は事業年度毎の有価証券報告書の作成が義務付けら
れることで、格付が付与されている有価証券と同様に
引受審査等における客観性も担保されている、②本規
制は、金融持株会社の活用等によりグループ経営を
推進する際の人的資源の効率配分やグループ経営の
枠組み構築の妨げになっている、③本規制の趣旨は、
インサイダー取引規制や金融機関の守秘義務、チャイ
ニーズウォールの設定等で対応可能、④金融機関の
自己責任を重視するとの観点から、過剰な規制は撤
廃すべき

①証券会社の行
為規制等に関す
る内閣府令第12
条第1項第2号、
②i）証券取引法
第32条第1項、同
条第2項、i③同内
閣府令第12条第
1項第7号、④同
内閣府令第12条
第1項第8号

金融庁
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5029 5029A007 都銀懇話会 7 代理店に係る規制緩和
法人代理店における100％出資規制の撤廃、並びに
代理店の取扱い可能な業務の銀行法第10条、11
条、12条に定める業務全般への拡大

代理店は顧客ニーズを満たしつつ、ローコストオペレー
ションを可能とする有人拠点であり、その活用は有用。
しかし、代理業務の制限によって多様な顧客ニーズへ
の対応が不十分なほか、法人代理店については、出
資規制によって機動的な設置が困難。これらの規制撤
廃により、顧客ニーズを充足する代理店の機動的な設
置及び組織的な管理が可能となり、顧客利便性が向
上

銀行法施行規則
第9条の3第2項
第6号、第8号、同
施行規則第10
条、平成11年4月
1日金融監督庁
告示第10号第2
条（最終改正：平
成14年3月29日
金融庁告示第33
号）

金融庁

5029 5029A008 都銀懇話会 8
子会社等による法人向け債権
への保証業務の解禁

銀行等の子会社が営むことのできる業務として『債務
の保証のうち、事業者に対する事業の用に供する資
金に関するもの』を認める

現在、金融機関は個人事業者や中小企業事業者の資
金ニーズに積極的に応えるべく、資金供給チャネルや
貸出商品の多様化に懸命に努めているところ。グルー
プ内の保証会社も含めた信用保証業務の活用が解禁
されれば、柔軟かつ迅速な商品設計、金融サービスの
提供に貢献し、個人事業者や中小企業事業者を中心
に資金調達の円滑化に繋がる

金融監督庁・大
蔵省告示第9号
（平成10年11月
24日）第1条、中
小・地域金融機
関向けの総合的
な監督指針　Ⅲ-
2-7-1

金融庁
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5029 5029A009 都銀懇話会 9
銀行等が取り扱う電子マネー
のプリカ法適用除外

銀行等が発行体となる電子マネー（オフラインデビッ
トにおける電子カードを含む）につき、「前払式証票の
規制等に関する法律」（プリカ法）の適用除外とする

プリカ法の立法趣旨は利用者の保護であり、発行保証
金の供託を義務付けること等により、前払式証票の発
行者の倒産への備えや、悪意を持って発行見合資金
を搾取しようとする事業者を排除することを企図してい
る。一方、銀行等による電子マネーの発行は、銀行法
上の“業務”として位置付けられており、発行者たる銀
行には種々の監督規制が課せられている。斯かる観
点を踏まえれば、銀行等に対してプリカ法を適用する
必然性は乏しく、適用除外とすべきである

前払式証票の規
制等に関する法
律第2条第1項第
1号、同第3条

金融庁

5029 5029A010 都銀懇話会 10
コミットメント・ラインの対象企
業の拡大

コミットメント・ライン契約（特定融資枠契約）に係る手
数料が利息制限法及び出資法上のみなし利息の適
用除外となる借主の対象を拡大し、以下のような借
主を追加する。①中小企業（資本金3億円以下等）
等、②地方公共団体、③独立行政法人、④学校法
人、⑤医療法人、⑥共済組合、⑦消費生活協同組
合、⑧市街地再開発組合、⑨特別目的会社

コミットメント・ライン（特定融資枠契約）は、既に制度が
導入されている大企業等のみならず、中小企業や地
方公共団体等にとっても有益な資金調達手段。経済的
弱者保護という本法の当初の趣旨は首肯できるもの
の、現環境下においては、借主の範囲に中小企業等
を一律に排除していることは適切ではない。また、地方
公共団体・独立行政法人・国立大学法人等について
は、金融機関の優越的地位濫用は問題とならず、コ
ミットメント・ライン契約を可能とすることによって、資金
調達の多様化・安定化等に資すると考えられる

特定融資枠契約
に関する法律第2
条

金融庁、法務
省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5029 5029A011 都銀懇話会 11 銀行社債の商品性改善
銀行社債の商品性の改善（売出発行を認める、割引
発行を可能とするための税制優遇に係る規定の整
備）

平成11年10月1日に普通銀行による普通社債の発行
が解禁されたが、長信銀等が発行する金融債と普通
社債との間で商品性の違いが存在。店頭で発行代り
金と引き換えに、即、券面が受け取れるという利用者
利便の観点から、普通社債について売出発行を認め
るなど商品性の改善が望まれる。これは、個人金融資
産の運用多様化にも資する

商法第306条、租
税特別措置法第
41条の12

金融庁

5029 5029A012 都銀懇話会 12
債権流動化における債権譲渡
禁止特約の対外効の制限

売掛債権等の一定の種類の指名債権に限定し、か
つ①「信託業法」又は「金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律」に基づく信託営業者に対する信託
が譲り受ける場合、②特定目的会社及び「証券取引
法施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3項に規
定する有価証券を定める内閣府令」に定める有価証
券を発行する法人並びにそれに準ずる外国の法人
が譲り受ける場合、③金融機関（①を除く）が譲り受
ける場合に限り、譲渡禁止特約の対外効を制限する

譲受人を信託営業者等一定の免許業者等に限定する
ことにより、民法第466条第2項の目的は十分達成でき
る。現在の譲渡禁止特約の対外効は、原債務者に保
護を与える手段としては過剰規制であり、逆に原債権
者の資金調達を妨げる要因となっているなど弊害が多
く、緩和されるべきである。一方で譲渡禁止特約つき債
権も、最高裁判例で既に差押及び転付命令の対象と
認められている点と照らし合わせれば、より広く原債権
者の資金調達のために活用されるべきである。我が国
の債権譲渡関連法制を国際的な趨勢に適合させるこ
とにより、我が国の債権流動化市場の拡大を図ること
ができる

民法第466条第2
項、債権譲渡の
対抗要件に関す
る民法の特例等
に関する法律

金融庁、法務
省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5029 5029A013 都銀懇話会 13
資産流動化に際しての信託宣
言の許容

信託法第1条に第2項を新設し、「別途法律に定めの
ある場合においては自己を一定の目的に従い財産
の管理又は処分を為さしむることを得」と規定する

貸出債権等の流動化における債務者の抵抗感の払拭
により、貸出債権等の流動化の促進が期待でき、金融
市場の活性化に資する

信託法第1条
金融庁、法務

省

5029 5029A014 都銀懇話会 14
貸金業規正法に基づく書面交
付義務に係る規制緩和（1）

①兼営認可を受けた金融機関等が債権流動化を目
的として譲受人になるなど、債務者保護に適切な配
慮がなされている場合、②預金保険法第2条に定め
る金融機関から会社分割等によって設立された子会
社が保有する「会社分割等の際に当該金融機関から
承継した債権」及び「当該債権の債務者に対する会
社分割等の後に発生した債権」を譲渡する場合、に
おいて、貸金業者の貸金債権譲渡契約時における
債権譲受人の債務者に対する通知義務を不要とす
る扱い

本規制は、債務者の関知しないところで不良業者等に
債権が譲渡されるリスクから債務者を保護するための
ものであり、その趣旨は首肯できるものであるが、一方
で、債権譲受人にとって手続が煩雑であることから、多
大な人的負荷・システム負荷がかかっており、貸出債
権の流動化を行う際の大きな障害となっている。貸出
債権流動化市場の活発化を促すには、債務者保護に
適切な配慮がなされている場合について通知を不要と
することが必要

貸金業の規制等
に関する法律第
24条第2項

金融庁
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5029 5029A015 都銀懇話会 15
貸金業規正法に基づく書面交
付義務に係る規制緩和（2）

債権者と債務者の双方が合意する場合に限り、
キャッシング契約等の締結・貸付・返済時において、
書面交付に加えて、｢インターネットなどの情報通信
機を用いた電磁的方法｣による通知を認める

債権者と債務者の双方の合意がある場合、貸金業者
につき、書面交付の代わりに電子手法の活用による債
務者への通知を認めたとしても、債務者保護の観点で
問題はない。加えて、電子手法の活用による機動的な
対応を可能となることで、顧客利便性の向上にも資す
る。わが国の個人向け金融市場が大きく変化する中
で、消費者金融市場に対するニーズは拡大している。
銀行はその関連会社などでコンシューマーファイナン
ス事業に取り組むことも多く、消費者金融市場の健全
な発展にも寄与

貸金業の規制等
に関する法律17
条、18条、43条

金融庁

5029 5029A016 都銀懇話会 16
銀行による優先株の保有規制
の緩和

銀行法、独禁法上の5％ルールの例外として規定さ
れている、「優先株の普通株への転換」について、
「銀行による請求による場合」も、銀行が「転換後の
処分計画」を策定し、それについて事前の承認・認可
を受けた場合は、計画期間中の一定の議決権保有
比率までの保有を可能とする

銀行の保有する優先株のExitの１つとして、転換可能
期間中に普通株に転換して、市場売却等を行うことが
考えられる。この時に、銀行の請求により普通株に転
換しようとしても、現行規制では5％を超えて普通株へ
の転換ができない。その結果、優先株のExitに関する
機動的な運営が難しくなり、優先株を活用した事業再
生への制約となる可能性もある。転換された株式は、
銀行として処分方針の株式であり、事業支配や一定の
取引分野の競争制限を行う意図はないのは明らかで
あることから、売却まで一時的に保有することの実質
的な問題はないと考えられる

銀行法第16条の
３、銀行法施行規
則第17条の6

金融庁
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
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要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
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具体的
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5029 5029A017 都銀懇話会 17
自己競落会社の対象物件等
に係る規制緩和

競落対象物件を拡大し、親会社に配当のあるものだ
けでなく、子会社、関係会社に配当のあるものも可と
する

不良債権の処理は、銀行本体のみならず、グループ
全体にとって喫緊の課題。本規制緩和は、関係会社の
不良債権処理を促進する上で極めて有効。その実効
性を確保するためには、競落対象物件の拡大を実現
することが不可欠

中小・地域金融
機関向けの総合
的な監督指針
Ⅲ-2-7-2

金融庁

5029 5029A018 都銀懇話会 18
ファクタリング業務に係る規制
緩和

債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー
法）第2条に定める「特定金銭債権」の15号関係（ファ
クタリング債権関係）に、保証ファクタリング業務の保
証履行債権を加える

ファクタリング業務は、都市銀行では関連ファクタリン
グ会社を通じて提供されており、近年は、一括決済方
式などを通じて、喫緊の課題である中小企業金融の円
滑化にも貢献。ファクタリング会社が取扱う保証ファク
タリング業務の保証履行債権が特定金銭債権に含ま
れれば、ファクタリング会社の保証サービス業務が拡
大し、更なる中小企業金融の円滑化に資するととも
に、中小企業の回収業務の効率化（回収業務のアウト
ソーシング）が一層促進される

債権管理回収業
に関する特別措
置法第２条

法務省
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要望事項
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その他
（特記事項）

5029 5029A019 都銀懇話会 19
信用保証協会保証付債権の
譲渡範囲拡大

譲渡の相手方に、債権管理回収に関する特別措置
法に基づき法務大臣の許可を得た債権回収会社（以
下、「サービサー」という）を加えるとともに、サービ
サーが特定資産の管理及び処分を行っている資産
の流動化に関する法律に規定する特定目的会社（以
下、「SPC」という）を加える

官民あげて中小企業に関わる事業再生への取り組み
が進められているが、保証付債権が存在する債務者
向けの債権は本規制により譲渡先に制限が課されて
おり、民間の枠組みの中で活用できない状況が続いて
いる。本規制の撤廃は、機動的な事業再生に貢献。ま
た、譲渡先をサービサーおよびサービサーに業務委託
をするSPCに限定することにより、中小企業への不適
切な対応（強引な回収等による代位弁済請求等）が発
生する懸念は小さい

中小企業信用保
険法施行令第1
条の3

経済産業省

5029 5029A020 都銀懇話会 20
従属業務を営む子会社の収入
依存度規制の緩和（1）

銀行法施行規則第17条の3第1項第19号～第21号に
定める業務（現金・小切手等輸送業務、集配業務、
有価証券の受け渡し業務）について、当該銀行及び
その子会社の収入依存度規制を撤廃

集配金業務は、銀行業務の遂行に必要な業務である
が、アウトソースニーズが高い業務である。また、金融
機関によっては、既存インフラの余剰能力を活用しビ
ジネスとしての展開を図れる業務であり、積極的にイン
ソースするニーズがある。当該銀行及びその子会社か
らの収入に縛られることなく集配金事務を柔軟に委託・
受託できることにより、顧客利便性の向上を図りつつ
銀行経営の効率化を図ることができる

中小・地域金融
機関向けの総合
的な監督指針
Ⅲ-2-7-1、金融
庁告示第34号、
36号、38号（収入
依存度規制告
示）

金融庁
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要望事項
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5029 5029A021 都銀懇話会 21
従属業務を営む子会社の収入
依存度規制の緩和（2）

銀行持株会社（又はその子会社）のために従属業務
を営む会社で、主として銀行以外のために従属業務
を行う会社について、「銀行若しくは長期信用銀行又
は銀行業を営む外国の会社のいずれかからの収入
があること」の要件を撤廃

銀行持株会社又はその子会社のために従属業務を営
む子会社については、銀行からの収入依存度規制を
撤廃しても、銀行グループとの一体性は確保可能。銀
行持株会社（又はその子会社）のために従属業務を営
む会社で、主として銀行以外の会社のために従属業
務を行う会社であっても、銀行から何らかの収入があ
ることが必要となるため、グループ全体としての業務運
営において非効率な契約／業務が発生

平成14年3月29
日金融庁告知第
34号

金融庁

5029 5029A022 都銀懇話会 22
証券取引法等における「子法
人等」等の定義の改正

① 証券取引法における「親法人等」「子法人等」の定
義を、財務諸表等規則、銀行法等における「親会社」
「子会社」の定義と同一にする、② 主要株主の定義
を銀行法の定義と同一にする

証券取引法と銀行法上の「親法人等」あるいは「子法
人等」の定義、また「主要株主」の定義が異なることに
より、金融機関の管理並びに届出事務が大きな負担と
なっている。また、証券会社に関する内閣府令第33条
第1号により、証券会社は「関係会社（親法人等、子法
人等）に関する報告書」を毎営業年度経過後4カ月以
内に金融庁長官等に提出しなければならず、その事務
負担も大きなものとなっている

①証券取引法第
32条第5項、第6
項、②証券取引
法施行令第15条
の3第1項第1号、
同条第2項第1号

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5029 5029A023 都銀懇話会 23 証券外務員登録の簡素化
銀行持株会社の子会社である銀行間異動において
は、出向・転籍を問わず、外務員登録の維持を可能
とする（抹消及び新規登録申請手続を不要とする）

金融グループ内で機動的な人材配置を行っていく中
で、銀行持株会社の子会社である銀行間異動は、今
後ますます増加していく見込であり、日数に係わらず
証券業務従事に支障が生じる（証券外務員としての業
務を行えない期間が発生する）状況は、早期に改善さ
れるべきである

証券取引法第64
条の6第3項

金融庁

5029 5029A024 都銀懇話会 24
銀行持株会社及び銀行による
届出手続きの簡素化

銀行持株会社及び銀行による届出手続きの簡素化

子会社・関連会社の設立等の事由に対して、銀行持株
会社と銀行が各々届出を行うのは、二重作業が多く非
効率で、実務的な負荷が大きい。届出手続きについて
は原則一本化を図るべきである

銀行法第53条、
銀行法施行規則
第35条

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5030 5030A001
東京海上日動火
災保険株式会社

1
生命保険の構成員契約規制
の廃止

規制を撤廃していただきたい。

これまで実質的に制限を受けていた法人代理店
による構成員契約の取扱が可能となることで消費
者利益の向上を図ることが出来るとともに、日本
損害保険協会や募集代理店においても事務精査
ロード等の削減による効率化を図ることが出来
る。

現在、企業代理店においては生命保険取扱を謳って
いるにも関わらず、こと構成員の生命保険募集につい
ては一律禁止となっており、構成員からの生命保険の
照会を受けた場合、ライフプランに合わせた保険設計
などの十分な対応を行うことができず、顧客対応として
問題がある（消費者利益の向上に悖る）状況にある。

保険業法第300
条第1項5号、同
法施行規則第
234条、事務ガイ
ドライン
2-2(3)、大蔵省告
示第238号

金融庁

5031 5031A001
有限会社
板　倉　工　業

1
水質改善と　　　　　『りん』抽出
との　　連携事業

①水質改善　　　②自然の再生　　③資源と各産業の
再生　　　　　　　④災害時生活用水確保
⑤『りん』『アオコ』の再利用　　　　　⑥雇用の創出

①浄化秀水プラントによる水質改善事業（新工法）
②レナ・ビオトープ（循環式せせらぎ流浄化型）に
よる自然再生事業　　　③複流水による湖沼全体
の浄化により魚資源の活性化及び関連産業の再
生事業　　　　　　　④浄化レベルを上げる事で生
活用水確保事業（自走式浄化装置の活用）　　⑤
浄化中に発生する副産物の活用　　⑥以上に於
ける雇用の創出

国土交通省土浦工事事務所、茨城県庁や水戸市、
霞ヶ浦周辺自治体（土浦市，霞ヶ浦市）牛久沼周辺自
治体（龍ヶ崎市、牛久市）その他、千葉県庁、我孫子市
などに出向き趣旨を説明するも個個では出来ないとの
事、国、県、周辺市町村で一つに整えた連携事業とし
て欲しいです。河川・湖沼の悪化が進み改善が見られ
ない為従来工法の見直しが必要とおもいます。
さらに、地域再生の為の雇用創出及び連携事業での
経済効果、　　　　地震などの災害対策（地域住民によ
る活動）生活環境の保全や公衆衛生を図るため、
自然再生による住民生活の向上　　　　　　　　　　など

災害時用の生活
用水の確保に於
ける関係諸法令
（湖沼内に浄化
処理水を溜める
事が出来るよう
に）

国土交通省
環境省
文部科学省
農林水産省
経済産業省
総務省
自治省
厚生労働省
財務省

千葉県環境部エコテク・サ
ポート、千葉県土木部都市河
川課　県単河川環境整備委
託（河川浄化施設機能調査）
分析資料（一部抜粋）を添
付、浄化期間約二年間。
秀水プラント　　特許取得
自走式浄化装置　特許公開
２件特許資料　　新聞資料
（霞ヶ浦対策、牛久沼の水質
保全数値目標、リンの規制）
自然再生ビオ・トープ資料及
び写真を添付
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A001
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

1
信用金庫連合会の為替取引
に係る制限の撤廃

信用金庫連合会の為替取引に係る制限の撤廃
信用金庫連合会が行う為替取引について、「会員
のためにする｣という制限を撤廃する。

　為替取引は、その性質上、取引対象を制限すること
にはなじまない業務であり、信用金庫連合会以外の金
融機関についてはすべて制限が元来存在しないか、
過去において制限が撤廃されている。

信用金庫法第５４
条第１項

金融庁 新規

5032 5032A002
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

2
認可対象子会社の営業報告
書の総会への提出の廃止

　認可対象子会社の営業報告書の総会への提出の
廃止

認可対象子会社の営業報告書を総会に提出する
ことを不要とし、または営業報告書の提出に代え
てその要約を提出すれば足りることとする。

営業報告書は、子会社の状況に関する事項を記載し
た大部の書類であり、その内容は詳細にすぎるため、
親法人である金庫の会員にはかえって分かりにくいも
のとなっている。

信用金庫法第５４
条の１５第７項、
信用金庫法施行
規則第１０条の１
２

金融庁 新規
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A003
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

3 劣後債の発行
（信用金庫法による規制の撤廃）自己資本の充実策
として、社債の一種である劣後債の発行を認める。

劣後債は、資金の出し手との相対交渉によって決
まる劣後ローンに比べて流通性が高く、投資家も
投資しやすい。また、環境変化に対応した資金調
達手段の多様化の観点から、劣後債の発行につ
いて法整備を図る。劣後債の発行は、信用金庫
の協同組織性を阻害するものではなく、資本調達
力及び資金供給力をさらに高めるものである。

信用金庫の自己資本充実策としては、普通出資、優先
出資、劣後ローンの３種類となっているが、このうち劣
後ローンについては、資金の出し手である投資家が流
通性の点から投資に難色を示す傾向が高まってきて
いる。
また、現行のＢＩＳ規制のみならず、２００６年度末から
適用を予定している新ＢＩＳ規制においては、リスクバッ
ファーとしての自己資本を起点としたマネジメントが重
視される傾向にある。　そこで、協同組織制度の根幹
に抵触しない範囲で、資本充実手段の多様化に向け
た環境整備を図る必要がある。
これにより、信用金庫の資本政策がより柔軟になり、
会員向け金融サービスがより充実できるようになる。

信金法に社債発
行の規定もしくは
商法の社債に関
する規定の準用
がない。

金融庁 継続

5032 5032A004
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

4 普通出資の消却
（信用金庫法による規制の撤廃）普通出資の消却制
度は、協同組織の互恵互助の機能をより高めていく
ものである。

「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別
措置法」で一部手当てされているが、組織再編成
に限らず、商法第２１２条、第２１３条の趣旨を準
用し、普通出資金の消却ができるよう、信用金庫
法に手当てを行う。

信用金庫は、会員による互恵互助を基本とした協同組
織金融機関である。したがって信用金庫の資本政策
上、普通出資の増強が必要となる場合には会員に増
口を依頼することとなる。しかしその後、資本が充実し
余剰資金がある場合には、それを増口に応じた会員に
返却する（消却）ことは、会員の自益権を害するもので
はなく、また協同組織の運営上もありうる選択肢であ
る。また、会員は口数にかかわらず１個の自益権を有
していることから、余剰資金の範囲内でかつ健全性が
中長期的にも維持できる範囲内で、普通出資の消却
が可能となれば、信用金庫の資本政策の選択肢も広
がることとなるので、早急に手当てをしていただきた
い。

信金法第１６条、
第２１条、第５１
条、第５２条、（参
考条文）商法第４
８条、第２１２条、
第２１３条

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A005
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

5 出資による配当の導入
（信用金庫法の規制の緩和）現金配当のほか、出資
による配当も選択できるようにする。

総(代)会の決議で出資による配当を可能とする。

信用金庫は、会員による互恵互助を基本とした協同組
織金融機関である。したがって、会員による自治に基
づき、総(代)会の決議において、現金配当のほか出資
による配当ができるようになれば、会員による自治が
より強固なものとなる。

信金法第５７条、
（参考条文）信金
法第５５条の２、
商法第２９３条ノ
２

金融庁 継続

5032 5032A006
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

6 会員の法定脱退事由の拡大
（信用金庫法の規制の緩和）協同組織の原点である
「会員による自治」を活かした枠組みとする。

会員の法定脱退事由に「定款に定める事由の発
生」を追加する。

信用金庫は、会員による自治に基づいて運営されてい
る協同組織金融機関である。したがって、総(代)会決
議によって定められる定款に、例えば「行方不明債権
者」会員などを法定脱退事由として定めることは、協同
組織の本質と整合性がある。また、現行の法定脱退事
由では「破産」のみを規定していることから、民事再生
法等再建型倒産法制を活用して再起を図る場合、引き
続き会員として残ることとなる。この場合でも法定脱退
とすれば借入金を減らすことができるようになる。なお
民事再生決定後は、改めて会員になることで資金調達
に支障が生じなくなる。

信金法第１７条、
（参考条文）商法
第８５条第１号

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A007
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

7
協同組織金融機関が発行する
優先出資に係る1口に満たな
い優先出資制度の創設

（優先出資法の規制の撤廃）右記同様
協同組織金融機関が発行する優先出資に関し
て、端株制度に準じた1口に満たない優先出資の
制度を創設する。

協同組織金融機関の発行する優先出資については、1
口に満たない優先出資の制度がないため、優先出資
の分割を実施するにつき支障を生ずるおそれがある。
なお、会社法制の現代化のための商法改正により、端
株制度が廃止され、単元株制度に一本化された場合
には、優先出資について単元株に相当する制度の創
設を検討すべきである。

協同組織金融機
関の優先出資に
関する法律

金融庁 継続

5032 5032A008
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

8
商法第280条ノ2第5項および
同法第280条ノ3ノ2の優先出資
への準用

（優先出資法の規制の緩和）右記同様

協同組織金融機関の優先出資発行に係る決定事
項および公告・通知事項のうち発行価額について
は、市場価格がある優先出資を公正な価額で発
行する場合には、株式会社と同様、発行価額の決
定方法を定めれば足りることとする。

平成13年10月1日に施行された改正商法により、新株
発行に係る取締役会決議事項および公告・通知事項
のうち発行価額については、市場価格がある株式を公
正な価額で発行する場合には、具体的な発行価額ま
で決定･公告等をする必要はなく、その決定の方法を
定めれば足りることとされた。これらの規定が優先出
資の発行にも準用されることとなれば、発行価額の決
定から払込みまでの期間を相当短縮して、その期間内
の価格変動リスクを軽減することができる。現在行わ
れている公募増資の実務では、ブックビルディング方
式により発行価額を決定する旨を定める方法で短縮し
た発行スケジュールを採用することが一般的になって
いる。

協同組織金融機
関の優先出資に
関する法律

金融庁 継続
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A009
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

9
新優先出資予約権および新優
先出資予約権付債券の発行
解禁

（優先出資法の規制の撤廃)右記同様
協同組織金融機関が発行する優先出資に関し
て、株式会社が発行する新株予約権および新株
予約権付社債に相当する制度を導入する。

株式会社については、従来から転換社債および新株
引受権付社債の発行が認められ、また、平成14年4月
からは新株予約権の発行が解禁されている。協同組
織金融機関についても、新優先出資予約権および新
優先出資予約権付債券の発行を解禁することにより、
資金調達手段の多様化等を図ることができる。

協同組織金融機
関の優先出資に
関する法律

金融庁 継続

5032 5032A010
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

10
生命保険の構成員契約規制
等の撤廃

（保険業法の規制の撤廃）生命保険の構成員契約規
制を撤廃する。

業務上の地位等を不当に利用するなどの圧力募
集を未然に防止する観点で設けられている生命
保険の構成員契約規制については信用金庫への
適用を除外する。

信用金庫における保険募集は、通常の生命保険募集
人と異なり、非公開情報保護措置、優越的地位を利用
した募集禁止、他の金融取引への影響の排除など、
事前に様々な行為規制が保険業法等で適用されてお
り、業務上の地位等を不当に利用する等の圧力募集
を未然に防止する措置が既にとられている。

大蔵省告示第２３
８号

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A011
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

11
信用金庫の債務保証に係る大
口信用供与規制の緩和

（信用金庫法の規制の緩和）信金中金代理貸付制度
における信用金庫の債務保証分を大口信用供与規
制の対象から除外する。

信金中央金庫代理貸付に係る債務保証につい
て、大口信用供与規制の対象から除外する。

信金中央金庫は金庫の親金融機関といった性格を有
し、その安全性は個別の信用金庫とは比較できないく
らい安定している。信金中金代理貸付制度は、系統金
融機関特有の制度であり、この仕組は、信金中金と信
用金庫とによる二重の審査及び期中管理により、信用
リスクの縮減効果が高いものとなっている。

信金法施行規則
第１６条の２第１
項第２号

金融庁 継続

5032 5032A012
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

12
コミットメントライン契約の適用
対象企業の拡大

（特定融資枠契約法の規制の緩和）対象企業を拡大
する。

コミットメントライン契約（特例融資枠契約）の適用
対象を拡大し、①中小企業（資本金３億円以下
等）、②地方公共団体や特別法で定められた地方
公社等をその範囲に含める。

コミットメントライン契約（特例融資枠契約）に係る手数
料が利息制限法及び出資法上の「みなし利息」の適用
除外となるのは、借手が資本金が３億円を超える株式
会社ーなどに限定されており、中小企業（資本金３億
円以下等）、地方公共団体等には認められていない。
地域金融機関のメイン取引先がほぼ当該契約の対象
外であることは、我が国の制度とに定着していないた
めに借手側のニーズも希薄とならざるを得ない。また、
「ヤミ金融問題」と信用金庫等の預金取扱金融機関を
同列で議論する必要はないように思われる。したがっ
てコミットメントライン契約（特例融資枠契約）の適用対
象を拡大することにより、中小企業の資金調達の多様
化が図られることになるため、規制の緩和を検討いた
だきたい。

特定融資枠契約
に関する法律第
２条

金融庁、法務
省

継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A013
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

13 員外貸出先の拡充
（信用金庫法の規制の緩和）地公体事業に準ずるＰ
ＦＩ事業に係る貸出を員外貸出として認める。

ＰＦＩ法上の「選定事業者」を信金法施行令第８条
による員外貸出先のひとつに加える。

民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して公共
施設等の建設、維持管理、運営等を行うため、平成１
１年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等
の促進に関する法律」（いわゆる「ＰＦＩ法」）が制定され
た。このように、ＰＦＩ法の枠組みで創設される「選定事
業者」は極めて公共性の高い事業を営む者であるこ
と、地域経済の活性化に貢献するという地域密着型金
融の推進に沿うものであること、さらには会員に対する
業務の遂行を妨げるものでもないことから、「選定事業
者」への貸出については、地方公共団体や地方住宅
供給公社に準じた扱いとする。

信金法第５３条第
２項、信金法施行
令第８条、告示

金融庁 継続

5032 5032A014
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

14
定款への従たる事務所の記載
の廃止

（信用金庫法の規制の撤廃）定款の絶対的記載事項
を見直す。

信用金庫の本店（主たる事務所）のみを、定款の
絶対必要記載事項とする。

事務所を定款の絶対的必要記載事項とするのは、会
員による自治によって事務所を設定すべきであるとの
趣旨である。しかし、市場原理に基づく監督行政が行
われるようになった現在では、出店、廃店、統合を迅速
にすすめることができない等、これまでの法益を守るこ
とによる弊害が生じてきている。また、絶対的必要記載
事項とせずとも、会員をメンバーシップとする協同組織
である限り、実質的に会員のニーズを無視した店舗政
策はあり得ない。したがって店舗政策は、会員から経
営陣に委託している範囲内で経営の自由度を高めた
ほうが、会員のニーズに沿う経営ができるものと考え
る。

信金法第２３条第
２項　（参考条文）
商法第１６６条

金融庁 継続

58/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A015
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

15 事業用不動産の有効活用 事業用不動産の有効活用に関する規制を撤廃する。
事業用不動産の有効活用については原則自由で
あることとし、 他業禁止規制の観点から活用でき
ない事例を明示する。

金融他業の金融業への進出が図られているなか、金
融機関のみに事業用不動産の有効活用を制限する理
由が乏しくなっているため、明らかに他業禁止規制が
必要な事例のみを明示する。

監督指針Ⅲ－２
－２

金融庁 継続

5032 5032A016
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

16
信用金庫法に基づく証券業務
に関する業務内容方法書の廃
止

信用金庫が国債等の募集の取扱い業務の認可
又は有価証券に係る引受け、募集若しくは売出し
の取扱い、売買その他の業務の認可を受けようと
するときに、当該業務の内容及び方法を記載した
書類（業務内容方法書）を定めて認可申請書に添
付することは不要とする。

信用金庫が証券取引法第６５条第２項に定める証券
業務を行おうとするときは、信用金庫法上の認可のほ
かに、証券取引法上の登録申請書に業務内容方法書
等を添付して内閣総理大臣の登録を受けることとされ
ており（認可又は変更届出もあり）、証券取引法に基づ
く業務内容方法書に信用金庫法に基づく業務内容方
法書の内容は包含されていることから、信用金庫法に
基づく業務内容方法書を存置させる必要性はない。

信金法第５３条第
９項、第１１項、信
用金庫法施行規
則第８条の３

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A017
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

17
有価証券指数先物取引の対
象有価証券の範囲拡大

右記同様
株価指数先物取引の対象有価証券に協同組織
金融機関の発行する優先出資証券を加える。

投資家による有価証券投資の対象は多様化が進んで
いることから、株券以外の有価証券についても有価証
券指数の対象として認めることが望ましい。

証券取引法第2
条第２１項、証券
先物取引等に関
する内閣府令第1
条

金融庁 継続

5032 5032A018
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

18
確定拠出年金の受給権を担保
とした借入れの許容

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様
確定拠出年金の受給権を担保とした借入れがで
きるようにする。

確定拠出年金制度は、一部の例外を除き中途換金が
できない制度であることを勘案すると、加入者が受給
資格を満たす時期までに生活困窮等に陥り生活資金
を必要とするケース等を想定しておくことが肝要であ
る。

確定拠出年金法
附則第３条

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A019
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

19

確定拠出年金企業型年金の
資格喪失者に対する個人型年
金加入者としての継続加入条
件の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様
確定拠出年金企業型年金の資格喪失者について
も個人型年金の加入者として継続的に掛金の拠
出を行うことを選択できるようにする。

個人型年金の運用指図者は、それまで積み立てた資
産を個人型年金に移換したうえで引き続き資産の運用
を行うことはできるが、新たに掛金を拠出することはで
きないため、個人型運用指図者にならざるをえない転
職者は、当初の資産形成プランを実現できないことは
もちろんのこと、拠出期間を長期に分散させることによ
る運用リスクの軽減化を図ることもできず、健全な資産
形成に支障をきたす懸念がある。

確定拠出年金法
第６２条第１項

金融庁 継続

5032 5032A020
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

20
確定拠出年金運営管理業務
にかかる金融商品営業担当者
による兼務禁止の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様

金融機関の金融商品営業担当者について、確定
拠出年金運営管理業務のうちの運用関連業務の
兼務禁止を緩和する。兼務禁止の緩和に際して
は、営業担当者が加入者に対して中立的な立場
で運用関連業務を行うことを前提とする。

確定拠出年金業務を取り扱う金融機関の体制整備に
おいて、本兼務禁止措置の緩和は、確定拠出年金の
普及に資するものと考えられる。

確定拠出年金運
営管理機関に関
する命令第１０条
第１号

厚生労働省 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A021
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

21
確定拠出年金の年金資産の
中途引出し要件の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同様

現状の脱退一時金制度のほか、加入者が一定の
課税条件（ペナルティ課税）を負うことにより、任意
で確定拠出年金の資産の中途引出しを行うことを
可能とする。

確定拠出年金は、国民が公的年金に上乗せして自己
の老後生活資金を確保するため税制優遇措置を付し
て設けられている制度であるため、受給は原則６０歳
以降とされており、中途引出しは、諸条件を満たしたう
えで脱退一時金を受け取る以外にはできない。　しか
し、現実には、長期に渡る加入期間中に不測の事態が
生じても中途引出しができないことに不安感を抱き、加
入希望者であっても加入を躊躇するケースが考えられ
る。　さらに、特に企業型年金の場合は、企業の退職
給付制度の一つであるにもかかわらず、６０歳前に退
職した場合は原則６０歳に到達するまで受給を待たな
ければならない。　今般、年金資産が５０万円までであ
れば受け取れるようにする等の脱退一時金の緩和措
置が図られたところだが、この脱退一時金制度とは別
に、金額や時期にかかわらず、加入者の任意で中途
引出しができるように制度を緩和すれば、女性や若年
層を含むより多くの国民が安心して確定拠出年金に加
入するようになり、国民の老後生活に対する不安感の
軽減につながるものと考えられる。また、企業型年金
は、企業の退職給付制度としての性格をより強めるこ
とができ、普及促進ができる。

確定拠出年金法
附則第３条

厚生労働省 継続

5032 5032A022
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

22
信金法に基づくリスク管理債
権の開示と金融再生法に基づ
く資産査定の開示の一本化

（各法で定められている情報開示の一本化）情報開
示を一本化する。

信金法に基づくリスク管理債権の開示を廃止し、
金融再生法に基づく資産査定の開示に一本化す
る。

信金法に基づくリスク管理債権と、金融再生法に基づ
く資産査定とでは、開示の対象となる債権とその開示
基準が異なっており、事務上煩雑であるとともに、顧客
にとってもわかりにくい開示内容となっている。

信金法第８９条で
準用する銀行法
第２１条
信金法施行規則
第２０条の２から
第２０条の４
金融再生法第６
条、第７条
金融再生委員会
規則第２条から
第６条

金融庁 継続
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A023
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

23 業務方法書の廃止
（信金法の規制の撤廃）信用金庫法で定める業務方
法書を廃止する。

信用金庫法で定める業務方法書を廃止する。

業務方法書は、規制監督の手段として協同組織金融
機関に限り設けられている制度である。また、金融機
関に対する規制監督のあり方が、各金融機関の自己
責任原則の観点から、当局指導型から事後監視型に
移行しているなかにあって、現状では業務方法書を存
続させる必要性は乏しいため、これを廃止する。

信金法第３１条、
信金法施行規則
第４条

金融庁 継続

5032 5032A024
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

24 信託業務の拡大
（信託兼営法による規制の撤廃）信託代理店（信金
本体の場合も同様。以下同じ。）の取扱い業務とし
て、不動産関連業務を解禁する。

信託業務の取り扱い拡大により、と会員・顧客の
ライフプランに応じた最適なバランスシートづくり
が可能となる。

信用金庫では、金融商品の多様化を受け、顧客起点
のビジネスとして、会員・顧客のライフステージにあっ
た最適なバランスシートづくりを基本としている。信託
代理店の取扱い業務として不動産関連業務の取扱い
が可能とならなければ、こうしたサービス提供が完結し
ない。

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律第1条
第1項、同法施行
令第2条の2、同
法施行規則第2
条の2第1項

金融庁 変更
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A025
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

25
信用金庫の子会社等による信
用保証業務の拡大

（信用金庫法による規制の撤廃）信用金庫の子会社
等で信用保証業務を営む会社の事業範囲につい
て、事業性資金に係る保証業務を解禁する。

子会社等において事業性資金に係る信用保証業
務が可能となることにより、会員である中小企業
者のニーズに即した柔軟な商品設計が可能とな
る。また親金庫で培った中小企業金融に関するノ
ウハウが子会社等でも活用でき、信用コスト及び
コミットメントコストの縮減化にもつながってくるも
のと考えられる。

現在の監督指針では、子会社等による信用保証業務
は、原則として住宅ローン等消費者ローンに限定され
ている。しかし、「地域密着型金融の機能強化の推進
に関するアクションプログラム」の要にもなっている中
小企業金融（個人事業主も含む）の再生を図るために
は、他の保証機関との連携だけではなく、自金庫のグ
ループ会社である信用保証会社の経営資源も有効に
活用することによって、担保・保証に過度に依存しない
融資の仕組みを開発することができる。

信用金庫法施行
規則第１０条の５
第２項第３号、告
示第３３号（平成
１４年３月２９
日）、中小・地域
金融機関向けの
総合的な監督指
針Ⅲ－2－7－1
（3）①

金融庁 継続

5032 5032A026
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

26
従属業務における収入依存度
規制の緩和

（信用金庫法による規制の緩和）親金庫からの５０％
収入依存度規制を緩和する。

例えば、信用金庫と会員中小企業等との協働事
業として従属業務を営むことができるようにする。

信用金庫と会員中小企業等との協同事業として、従属
業務子会社による協働事業が行えるようになれば、よ
り効率的な地域貢献ができるようになる。

信用金庫法第５４
条の１５第８項、
告示第１６号（平
成１６年３月３１
日）

金融庁 継続
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5032 5032A027
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

27
独立行政法人の余裕金の運
用先に係る制限緩和

（独立行政法人通則法の運用の緩和）右記同様

全ての独立行政法人の余裕金の運用先として、
「銀行その他の主務大臣の指定する金融機関」の
条項に「信用金庫及び信用金庫連合会」を加え
る。

独立行政法人通則法第４７条第２号によると、独立行
政法人の業務上の余裕金の運用方法については、
「銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
または郵便貯金」となっており、「信用金庫及び信用金
庫連合会」は、案件が発生する都度、主務大臣による
指定が必要となっている。政府関係機関等の余裕金
の運用先の拡大については、「規制緩和推進３か年計
画」において「信用金庫及び信用金庫連合会」を追加
する旨の閣議決定がなされていること、どこの金融機
関と取引を開始するかどうかは当該独立行政法人が
決定すべきこと等から、銀行が指定されている現行告
示を改正するとともに、今後指定される告示について
も、「信用金庫及び信用金庫連合会」を明記するように
要望する。

独立行政法人通
則法第４７条に基
づく告示

総務省 継続

5032 5032A028
社団法人全国信
用金庫協会・信金
中央金庫

28
一般職員の兼業・兼職制限の
廃止

（信金法の規制の撤廃）一般職員について兼業及び
兼職の制限を廃止する。

一般職員について兼業及び兼職の制限を廃止す
る。

信用組合では、協同組合による金融事業に関する法
律第５条の２で、代表理事と常務役員が兼職・兼業禁
止の対象となっている。また、銀行では、銀行法第７条
で、常務取締役が対象となっている。このように、預金
取扱い金融機関のうち一般職員の兼業及び兼職の制
限が課せられているのは、信用金庫及び信用金庫連
合会（以下「金庫」という。）だけであるが、金庫につい
てのみ厳格な規制を課す理由はなく、一般職員の兼業
及び兼職の制限を廃止する。

信金法第３３条、
（参考条文）協同
組合による金融
事業に関する法
律第５条の２、銀
行法第７条

金融庁 継続
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5033 5033A001
株式会社バッファ
ロー

1
UWB無線システムの早期開放
と5GHz帯無線アクセスシステ
ム等との共用条件の検討

UWB無線システムは現在、情報通信審議会 情報通
信技術分科会 UWB無線システム委員会において議
論が進められております。ユビキタス社会の実現に
向けて有効な技術の一つであるUWB無線システムの
製品化が早期に実現できる事を切に希望いたしま
す。同時に、5GHz帯無線アクセスシステム等と相互
に干渉を起こすことの無い様有効な共用条件の設定
を希望いたします。

ユビキタス社会の実現に向けてさまざまな技術開発が
進められている中で、本年5月に行われました5GHz帯
無線アクセスシステム開放は、近年急速に普及してき
た無線LANシステムを大きく成長させるきっかけとなろ
うとしております。新たにUWB無線システムが加わるこ
とはユーザーの選択を広げ利便性を拡大することに有
効であり大いに推進いただきたいと思います。しかしな
がら、これらの有効な技術が相互に干渉を起こす事は
ユーザーに無用の混乱を与え、システムの普及を妨げ
ることとなります。新しいUWB無線システムにおいては
5GHz帯無線アクセスシステム等と共存を図ることがで
きる方策のご検討をお願いいたします。

電波法 総務省

5034 5034A001
（社）関西経済連
合会

1
労働者派遣受入期間の制限
規制、直接雇用への切り替え
規制の撤廃

労働者派遣受入期間の制限規制、直接雇用への切
り替え規制を撤廃していただきたい。

・派遣契約期間や直接雇用への切り替え等は本来、
当事者間の契約の自由に委ねるべきである。
・企業が経営状況に対して機敏に対応できるようにす
る必要がある。
・会社側では、基幹業務以外は長期的に外部労働者
を活用したいというニーズがあり、派遣社員側でも、派
遣で長期的に安定して働きたいという希望がある。企
業の人事政策や働き方の多様化に適応すべき。

労働者派遣事業
の適正な運営の
確保及び派遣労
働者の就業条件
の整備等に関す
る法律（労働者派
遣法）

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5034 5034A002
（社）関西経済連
合会

2
労働者派遣受入期間制限の
緩和

・派遣期間の制限のない26業務と制限のある業務
（自由化業務）を同一の派遣社員が行う場合、主たる
業務が26業務の場合は、派遣期間の制限を撤廃し
ていただきたい。

・中高年（45歳以上）における派遣期間制限撤廃

・何を根拠に自由化業務の割合が１割を超えると派遣
期間を制限するのか、根拠が不明である。また、26業
務の付随業務として行う「コピー」や「庶務」と、自由化
業務としての「コピー」や「庶務」の区別がつきにくく、混
乱をまねいている。

・雇用形態の多様化ニーズや高齢者人口の増加等時
代変化に応じて、柔軟に見直されるべきである。

労働者派遣事業
の適正な運営の
確保及び派遣労
働者の就業条件
の整備等に関す
る法律（労働派遣
法）

厚生労働省

5034 5034A003
（社）関西経済連
合会

3
派遣における事前面談の自由
化

派遣における事前面談を自由化していただきたい。

・事前面接により、スキルと業務内容とのミスマッチが
少なくなり、中途解約の減少につながる。派遣先が事
前面接をした場合で、派遣元が雇用するか否かを決定
する権限を有していれば、派遣元の雇用責任は果たさ
れる。
・平成17年度中に検討を開始することとしているが、議
論を先延ばしにせず、早急に結論を得られるべく検討
が進められることを期待する。

労働者派遣法
派遣者派遣元、
派遣元指針、派
遣先指針

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5034 5034A004
（社）関西経済連
合会

4
労働時間法制の見直し（エグ
ゼンプション制の導入等）

全職種に裁量労働制を導入させるべき。少なくともホ
ワイトカラーについては、年収など一定の条件を満た
す場合について、労働時間規制の対象から除外する
しくみ（エグゼンプション）の導入など、弾力的な運用
を目指すべきである。

これほど成果主義を唱えている企業の発想に労働行
政側が追いついていない。過労死の問題解決は避け
られないにせよ、競争力のある企業を育てるには、労
働＝時間という工場労働者（ブルーカラー）にのみ適用
可能な労働基準法の大幅な改正が不可欠である。企
業の実態を無視した労働基準法は、百害あって一利な
し。労働行政が企業活動をあまりにも制約している。
ホワイトカラーなどは、労働の負荷や仕事の成果が必
ずしも労働時間の長さに比例しないことから、処遇の
公平性や納得性、企業全体の生産性向上の観点か
ら、一律的な労働時間規制の対象とするには問題が
ある。

労働者基準法 厚生労働省

5034 5034A005
（社）関西経済連
合会

5 請負と派遣の区別の見直し

外部労働力の利用の一形態として、業務のアウト
ソーシングが増えている。しかし、派遣と請負（アウト
ソーシングなど）との区分基準において、請負と認定
されるための条件が厳しすぎるため、請負の要件を
緩和していただきたい。

請負と認定されるためには、「1．請負業者がその労働
者を直接指導命令すること」の他に、「2．請負業者が
業務遂行のための設備、資材などを用意すること」が
求められており、この２つの要件を満たさない場合は、
派遣とみなして、労働者派遣法を適用するとしている。
労働者保護の観点からいえば、１の要件を満たしてい
れば請負として認めるべきである。

労働者派遣法、
労働者派遣事業
と請負により行わ
れる事業との区
分に関する基準
（労働省告示）

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5034 5034A006
（社）関西経済連
合会

6

特定金融会社等、銀行議決権
大量保有者、保険議決権大量
保有者の資本金額の変更に
係る届出の見直し

新株予約権方式によるストック・オプション制度を導
入している会社や新株予約権付社債等を発行してい
る会社については、各根拠法令における資本金額の
増加による変更届出を以下のとおり見直していただ
きたく、要望する。１．新株予約権の発行等を新たに
変更届出事項とし、これにより新株予約権の行使時
における資本金の変更は変更届出事項から除外す
る。またそうした場合は、決算期末の資本金額のみ
を当該期末日から1ヶ月以内に届け出ることとする。
２．（１が難しい場合）新株予約権の行使等による資
本金の変更を、「変更のあった場合の毎月末日時点
の資本金額について当該末日から1ヶ月以内」に届
け出ることとする。

１について、 新株予約権の発行時点からの一定期間
内において、新株予約権の行使により株式を発行する
場合の発行価額の総額や資本に組入れざる額等につ
いて届け出することとすれば、その範囲内での将来の
資本金の増加が予測される。従って、新株予約権が行
使されたことによる資本金の変動（増加）がある都度、
変更届出をする意義は乏しくなり、一定の資本要件の
充足を確認するという法の目的に照らして妥当である
と思われる。実際の資本金額については、期末の資本
金額を届け出することで把握される。２について、 会社
の登記事項において変更があったときのその変更登
記は「変更のあった日から２週間以内」（商法第188条
第４項、第67条準用）であるのに対し、資本金の変更
登記について、新株予約権の行使等による場合は商
法上の特則（商法第280条の37第4項、第222条の7準
用）があり、「変更のあった日の毎月末日現在より２週
間以内」に登記をすればよいことになっており、変更の
事由に応じた合理的な取扱いとなっている。（新株予
約権の行使は行使可能期間においては随時行われる
ため、その都度、状況把握し届け出することは実務上
難しく、変更のあった毎月末日を基準とする期日設定
が現実的である。）現行の各根拠法令では新株予約権
の行使等による資本金額の変更届出については、資
本の変更のあった日を期日設定の基準日としているた
め、現在の実務にそぐわない。また、変更届出には、
添付書類として、資本金の変更が反映された登記簿謄
本の添付が要求されることがある。通常登記簿謄本が
出来上がってくるのが月末から2週間では間に合わな
いため、変更届出を行った時点（変更届出書）と変更
登記の完了時点（登記簿謄本）の２回にわたって書類
の提出が必要となっている。資本金の増加による変更
届出については、法の目的からして、特にそれが即時
性を要求されるものではないと考えられることから、

金融業者の貸付
業務のための社
債の発行等に関
する法律第7条、
第4条第1項第2
号、銀行法第52
条の3第1項、第
52条の2第1項第
3号、保険業法第
271条の4第1項、
第271条の3第1
項第3号

金融庁

5034 5034A007
（社）関西経済連
合会

7

有価証券届出書等における、
株式や新株予約権の発行時
における「価格」の用語の「価
額」への変更

現在、有価証券届出書や発行登録書・追補書類の
フォームを規定する、企業内容等の開示に関する開
示府令では、新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格を記載することとなってい
る。一方、商法第280条の20第2項において記載があ
るとおり、商法上は、新株予約権の行使に因り新株
を発行する場合におけるその新株の発行「価額」に
関して規定がされおり、証券取引法における各種提
出書類においても、当該商法の規定と合わせた価額
での開示を要望するもの。

商法や開示府令、証券取引所の適時開示ルールにお
ける「価格」「価額」等の用語の定義が不統一であり、
開示手続き上の混乱が生じる可能性がある（最近で
は、証券会社の手数料が発行価額に含まれる事例も
多いことから、実務上、価格＝投資家が払い込む金
額、価額＝発行会社が受取る金額と解釈されるケース
も多い。）

企業内容等の開
示に関する内閣
府令第2号様式
等、商法第280条
の20

金融庁、法務
省

69/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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5034 5034A008
（社）関西経済連
合会

8
「証券取引法上の適格機関投
資家の範囲拡大」

現在、適格機関投資家は銀行等の金融機関や一部
の事業会社に限定されている。このうち、事業会社に
ついては、以前は貸借対照表の「有価証券」及び「投
資有価証券」の金額が100億円以上のもので金融庁
長官に届出を行ったものとされている（過去は金額制
限が500億円以上であったが、金融審議会での議論
を踏まえ引き下げられた）。適格機関投資家の範囲
拡大は17年度検討事項とされているが、この範囲
を、事業法人については保有有価証券の金額制限を
更に5億円程度へと引下げ、また個人投資家につい
ても資力や能力に一定の制限（例：1億円以上）をつ
けた上で、届出を行ったものについては適格機関投
資家の資格を付与するべき。

わが国資本市場の一層の発展と経済活性化のために
は、様々なニーズに対応した金融商品の普及が不可
欠。現行の公募ルールでは新しい商品に対する柔軟
性に欠けるため、まずは私募市場の拡大が喫緊の課
題と考えるが、従来の金融機関では積極的なリスクテ
イクに限界があり、資力とその意志ある投資家を増や
すことが市場の厚みに繋がる。なお、個人については
米国でも、資産規模等の制限をつけた上で適格機関
投資家の範囲に含めている。金融改革プログラムにお
いても見直しの検討を行うこととされていることから、早
急な検討をお願いしたい。投資者保護の観点は必要
であるものの、一定の資格要件に基づく届出制により
自己責任原則は確保されるものと思われる。

証券取引法第2
条に規定する定
義に関する内閣
府令第4条

金融庁

5034 5034A009
（社）関西経済連
合会

9
「株式の市場公募時における、
安定操作人リストの提出廃止」

株式を市場公募するに際し、証券会社、証券取引所
に対して提出することとなっている「安定操作人リス
ト」の提出について、証券会社以外に安定操作人を
設けない場合は、子会社、関係会社及びその役員等
のリストの提出を求めないこととしていただきたい。

株式を市場公募するに際し、証券会社、証券取引所に
対して「安定操作人リスト」の提出が必要とされてい
る。密接な関係にある会社とその役員は安定操作取
引が可能となっているため、実際にはそれらを安定操
作人として予定していない場合においても、実務上は
発行会社の全ての子会社、関係会社及びその役員の
リストを作成しなければならないこととされている。その
ため、海外まで含めて膨大な人名リストの作成が必要
となり、募集までの限られた時間内で膨大な作業負担
となっている。しかし一方で、安定操作取引自体を子会
社、関係会社及びその役員を通じて実施することは極
めてまれなこととなっており、幹事証券会社を通して安
定操作取引を行うことが通例となっている。また、提出
されたリストに掲げられた全てのものの取引について、
証券会社、証券取引所が現実的に監視を行っていると
も思われない。現代において意味を持たなくなった実
務であることが明らかであり、当然に廃止するか、少な
くとも実際に安定操作を予定しているもののみに限定
したリスト作成を要求されるべきである。

証券取引法施行
令第二十条及び
内閣府令各証券
取引所の規制？

金融庁、各証
券取引所
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5034 5034A010
（社）関西経済連
合会

10
「中小企業者に対する債務保
証制度の見直し」

信用保管制度の対象の拡大について、迅速な検討
対応を要望する。本件については、平成17年度検討
事項として、「信用保管制度のあり方に関する検討小
委員会」でも議論されているが、中小企業者向けに
実績・経験のある事業会社に関する対象拡大につい
て出来るだけ早急に検討し、結論に達していただき
たい。

信用保管制度における対象者を特定の金融機関等に
限定する現行の制度について見直しの必要性は認識
されており、ここ数年検討を行うものとはされているも
のの、これまで結論に至っていない。

中小企業金融公
庫内規、信用保
証協会法、中小
企業信用保険法

経済産業省、
中小企業庁

5034 5034A011
（社）関西経済連
合会

11
「外為法に基づく「外国投資
家」規制の適用除外」

「外国投資家」の定義のうち、「非居住者である個人」
または「外国法令に基づいて設立された法人その他
の団体または外国に主たる事務所を有する法人そ
の他の団体」により直接または間接に保有される議
決権の合計が50％以上を占める法人に関し、適用範
囲の見直しを行っていただきたい。株式公開企業で
極めて多数の外国機関投資家が株式市場で株式を
取得したことによって、その保有比率合計が50％以
上となってしまったような場合には、実質的に外国人
が事業を支配している場合に当たらないことから、何
らかの適用除外を検討いただきたい。例えば、上場
会社の場合、いずれの特定の外国人（企業支配や議
決権行使について共通の意思をもった一団）の議決
権比率が20％未満である場合などは、規制趣旨の
範囲外であるものと思われ、適用除外とする措置を
検討いただきたい。

本来この規制は、外国人による日本企業への経営支
配を管理するのが目的であるものと思われる。その法
の趣旨に鑑みれば、実質的に外国人が支配している
場合に当たらないケースで、この規制を適用する必要
性は無いものと考えられる。また、株式公開企業にお
いて株主状況が把握できるのは半期毎であり、たまた
まその時の市場での株式売買の結果、形式的に外人
保有比率が50％を超えたかどうかで、対内直接投資
の届出の必要性や対外直接投資の届出の必要性が
変動するとすれば、いたずらな混乱を招くものと考えら
れる。資本市場の国際化の実態に見合った対応が望
まれる。

外国為替及び外
国貿易法第26条
第1項（外国投資
家の定義）、第27
条（事前届出）、
第55条の5（事後
報告）

財務省、日本
銀行（国際局
国際収支課）
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5034 5034A012
（社）関西経済連
合会

12
県外産業廃棄物搬入にかかる
事前協議制度について

県外産業廃棄物の搬入にかかる事前協議を必要と
するのは、「最終処分を目的としたもの」に限定し、
「リサイクルを目的としたもの」は事前協議を不要にし
てもらう各地方行政に指導していただきたい。

各種リサイクル法の施行などによる社会的背景もあ
り、排出事業者によるリサイクルへの取り組みが活発
化している。しかし、「県外産業廃棄物の搬入にかかる
事前協議制度」が足かせとなり、県外の処理業者に委
託すればリサイクルできる産業廃棄物を止む無く県内
の最終処分業者に処理委託しているケースがある。今
後、より一層リサイクルを推進するために、リサイクル
を目的とした県外産業廃棄物の搬入については、事前
協議を不要にする必要がある。

都道府県条例ま
たは都道府県指
導要綱

環境省　大臣
官房　廃棄
物・リサイク
ル対策部

5034 5034A013
（社）関西経済連
合会

13
産業廃棄物収集運搬業許可
取得の緩和

許可を都道府県単位、または全国単位として許可の
簡素化と費用の軽減をしてほしい。また、越県回収に
ついても規制の緩和をお願いしたい。

全国１００を超える行政の許可が必要で現在、順次、
個々の行政に対して申請し、許可をうけていますがそ
の簡素化が要望の趣旨です。また、新規取得での手
数料も高額であり５年毎の更新も必要なので、この手
数料の減額も要望します。

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第１４条

環境省
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5034 5034A014
（社）関西経済連
合会

14 技術者等の入国規制緩和

中国をはじめ日本に入国する際に規制を受ける国で
あっても、来日の目的が研修、技術会議、設備・装置
の確認等であることが確認できる技術者の場合、ビ
ザを不要としてほしい。また、その際の手続き・承認
等にかかる時間を短縮できるよう、諸々の整備をお
願いしたい。

ジャストインタイム、必要とされる時間に来日が可能と
なれば、スケジュール組みに自由度が得られ、仕事効
率も向上し、時間管理、効率活用、信頼等のため

出入国管理及び
難民認定法

警察庁、法務
省、外務省、
厚生労働省

5034 5034A015
（社）関西経済連
合会

15
中国を始め東南アジアからの
サービス産業従業員の入口規
制緩和

現在フードサービス業に従事する人口は４００万人を
超える状況ですが、特に若者がIT関連分野に転職す
るものも多く、全体的に人手不足であり、今後の少子
化を含め重要な問題である。

調理分野・サービス分野の労働者の人口管理規制を
緩和して欲しい。

出入口管理・難
民認定法

外務省、厚生
労働省
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5034 5034A016
（社）関西経済連
合会

16
ワーキングビザ及び観光ビザ
発給の緩和

ワーカー不足傾向は明らかであり、FTA絡みの対フィ
リピンワーカーへのワーキングビザ発給等の緩和が
望まれる。又、中国人に対するビザ発給も実質的に
様々規制があり取引に支障がある。

要望内容の通り 出入国管理法 外務省

5034 5034A017
（社）関西経済連
合会

17
内航船の乗組員の国籍に関す
る規制緩和（外国人の雇用解
禁）

内航船の乗務員として外国人船員の雇用を許可して
いただきたい。

外国人船員を雇用することでコスト合理化を図ってき
た外航船と違い、内航船には外国人の雇用が認めら
れていない。このため人件費の高い日本人船員を雇
用せざるを得ず、内航船のコスト高を助長する要因の
一つとなっている。人件費の安いといわれる外国人船
員を起用することで、物流コスト（船運賃）の削減を可
能ならしめ、海運会社の収益を改善するとともに、荷主
企業のコスト圧縮を図り産業競争力を高めることが可
能となる。

船員法（ただし、
外国人船員の禁
止条項は同法令
に定めるもので
はなく、国防上の
理由等により閣
議決定されたも
のである）

国土交通省
海事局　船員
労働環境課
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5034 5034A018
（社）関西経済連
合会

18
医療法人（社団）による有料老
人ホーム運営禁止の見直し

有料老人ホームをすべての医療法人が運営すること
ができるよう、医療法第４２条を見直す。

有料老人ホームは身のまわりの生活に不安のある高
齢者や介護を要する高齢者が利用する施設であって
医療と関連があると言え、また現に介護保険制度にお
いて特定施設入所者生活介護として指定を受ければ
介護保険サービスとなると定められている。厚生労働
省が進めつつある、病院の病床削減施策とそれに伴う
が患者の受け皿や介護・医療サービスを付加できる住
まいの機能の拡充が求められており、有料老人ホーム
はその機能のひとつとして有効である。また医療法人
と似た性格を持つと言える、同じ厚生労働省所管の社
会福祉法人では、有料老人ホームを運営できうること
となっている。これらのことから考慮して、医療法人に
有料老人ホーム運営を禁止する正当な理由が見つか
らない。

医療法第４２条２
項

厚生労働省
（担当課は不
明）

5034 5034A019
（社）関西経済連
合会

19 大学設置基準等の見直し

大学設置基準等による制約(校地が必要)により、都
会から大学が郊外へと移転し、各都心部での若者の
空洞化が目立つ為、校地を必要としない様、規制緩
和を行い、大学等の都心回帰が都心部の活性化に
繋がる様にお願いしたい。（大学院における大学院
設置基準では校地に関する制約が無い為、都心の
ビルにも徐々に開設されつつある）

都心への大学等の設置を契機に、若者の都心への通
学・移住等による都市活性化促進が図られ、経済の活
力増加に繋がるのではないかと考える。

大学設置基準等 文部科学省
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5034 5034A020
（社）関西経済連
合会

20
宅地開発等指導要領の見直し
に関する指針について

市町村等の合併に供う新たな指針を出される場合
は、国からの通達通り指導して欲しい。（国からの通
達は魅力的な内容となっている。）

魅力ある街づくりのためのプランニングが各種制約に
より変更させられることが多く、魅力ある街づくりが出
来ない。

都市計画法（平
成７年１１月７日
建設省経民発第
４５号建設小住街
発第９４号）

国土交通省

5034 5034A021
（社）関西経済連
合会

21
建築行為に係る開発許可申請
の見直し

市街地開発事業により整備された大規模宅地を一敷
地として利用する場合において、集合住宅・工場・業
務施設等の建設を目的とした行為については、法令
の適用を除外する。

市街地開発事業の施行による住宅用地・工場用地・誘
致施設用地等は、そもそも当該施設等立地を目的に
宅地造成したものであることから、開発許可の適用は
除外されても良いのではないかと考えられる。

都市計画区域又
は準都市計画区
域内において開
発行為をしようと
する者は、あらか
じめ、国土交通省
令で定めるところ
により、都道府県
知事（指定都市
等の区域内に
あっては、当該指
定都市等の長。）
の許可を受けな
ければならない。
（都市計画法第
29条）
※市街化区域内
で民間事業者が
1,000㎡以上の区
域で開発行為を
行う場合は、都道
府県知事の許可
が必要。

国土交通省

76/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容
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その他
（特記事項）

5034 5034A022
（社）関西経済連
合会

22
「建設業における工事可能規
模拡大等の規制緩和につい
て」

建設工事においては、現行、3,000万円以上の建設
工事については「特定建設業許可」を取得することが
要件となっている。（3,000万円以下については、「一
般建設業許可」。）「特定建設業許可」取得の要件の
ひとつに、財産的基礎があることとして、その建設業
の欠損の額が資本金の２０％以下、流動比率が７
５％以上あることが挙げられている。そもそも、財産
的基礎を設ける意義は、その企業の健全性（その会
社が倒産しないこと）を立証するためのものであるの
ならば、「資金繰りの健全性」等、他の指標も加味す
べきではないかと認識している。「特定建設業許可」
のために、参入の障壁となっている現状を踏まえ。そ
の障壁を緩和するためにも、「特定建設業許可」の要
件について、別の指標も加味する、もしくは、「一般建
設業許可」でも工事参入可能とすることが必要と考え
る。特に、情報通信業界においては、国家のu-Japan
政策を推進すべく、デジタルデバイド解消および均衡
あるブロードバンドの提供を実現するよう、利益追求
よりも地元住民や地元行政への貢献を行なうべくイ
ンフラ構築の責任を一元的に全うしている。「ｕ-
Japan」環境の構築を、早期に普及させ、また低予算
で実現するためには、地元の大小さまざまな通信工
事会社への工事参入機会を拡大し、門戸を広げるこ
とが重要と考えている。

「特定建設業許可」の要件、「財産的基礎」にかかる要
件の見直し、もしくは、「一般建設業許可」を持って工
事を請け負うことができる工事規模を拡大して欲しい。

建設業法　第７
条、第８条、第１５
条。建設業許可
事務に関するガ
イドライン。ICT政
策大綱

総務省、国土
交通省

5034 5034A023
（社）関西経済連
合会

23
官公需法による過度な中小建
設業者保護について

1．制定時に比べれば倍近くまで上がっている官公需
契約目標率が適正かどうかの見直しが必要ではない
か。
２．発注規模及び工種を細分化をする際には、飽くま
で工期短縮、コストダウンを第一義にした上で検討願
いたい。

1．目標数値達成の為、発注ロットの細分化を無理に
行い、地元中小企業に発注しているケースが見受けら
れる。
２．発注規模の細分化はコストアップ及び工期の長期
化が不可避であり、非効率である。

官公需について
の中小企業者の
受注の確保に関
する法律　地方
自治法及び関連
通達

経済産業省、
国土交通省、
自治省、財務

省
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管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
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要望事項
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具体的
要望内容
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その他
（特記事項）

5034 5034A024
（社）関西経済連
合会

24
砂防法に係る砂防指定地域の
見直し

砂防法の適用区域内において、防災措置及び砂防
検査が完了している土地においては、砂防申請行為
の適用除外とする。

砂防法の適用地域においては、適用地域の見直し規
定がないため、砂防検査完了後であっても宅地の切り
直し等において新たな砂防申請行為が必要となってい
る。また、砂防法適用地域は宅地造成規制区域と大部
分が重なっており、煩雑な手続きとなっている。
防災調整池や河川改修等、防災上の施設が整えられ
た地域においては、砂防法を適用する必要性がなく
なっていると思われるため。
（宅地造成規制法による許認可による制限で、宅地等
の安全性は確保されていると思われる。）

　砂防設備ヲ要ス
ル土地又ハ此ノ
法律ニ依リ治水
上砂防ノ為一定ノ
行為ヲ禁止若ハ
制限スヘキ土地
ハ国土交通大臣
之ヲ指定ス
（砂防法第2条）
　都道府県知事
（指定都市等の
区域内にあって
は、当該指定都
市等の長。）は、
（中略）関係市町
村長（特別区の
長を含む。以下
同じ。）の意見を
聞いて、宅地造
成に伴い災害が
生ずるおそれの
著しい市街地又
は市街地となろう
とする土地の区
域を宅地造成工
事規制区域とし
て指定することが
できる。
（宅地造成規制
法第3条）

国土交通省

5034 5034A025
（社）関西経済連
合会

25
建設業許可の基準となる経営
業務の管理責任者の実務経
験規定の緩和

建設業許可の取得に際し、経営業務の管理者の実
務経験年数を５年以上又は大学卒業後３年以上等と
する規定があるが、これについて期間短縮、資格試
験制度や講習受講によるみなし規定を設ける等の規
制を緩和する。

本規定は、建設事業者の専門工事子会社の分社化や
新規事業者の参入等において、障害となっている。経
営業務管理者の適正判断は、実務経験以外の方法で
も可能である。

建設業法第７条 国土交通省
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号

要望事項
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要望
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5034 5034A026
（社）関西経済連
合会

26
監理技術者の資格取得条件
の緩和

電気通信工事業においては多種にわたる工事知識
を必要とする「技術士」以外での資格取得制度がな
く、実質的に規定の実務経験年数（最大１２年）を有
することが必要となり、ハードルが高くなっている。
一方、電気工事業など一部の工事業においては、該
当分野の工事に特化した試験資格（一級電気工事
施工管理技士）が建設業法において設置されてお
り、若い世代の資格取得が容易となっている。
電気通信工事業においても、能力のある若い世代が
監理技術者となれるよう、管理技術者要件を改革す
る。例えば、特化した監理技術者資格試験制度（例：
一級電気通信工事施工監理技士）を新設することも
考えられる。

電気通信工事業においては、ＩＴ関連技術の進展が速
く、実務経験による取得のように最長で12年以上の経
験年数を必要とする現在の制度だけでは、若い人材
の取得が困難であるうえ、システム系工事などにおい
ては従前の技術では、技術監理上実態と合っていない
ケースが散見されるため。

建設業法　第２６
条及び７条第二
号イ、ロ又はハ

国土交通省

5034 5034A027
（社）関西経済連
合会

27
企業年金における柔軟な制度
運用について

各年金制度における給付引下げについて、基本的に
労使合意さえあれば、給付引下げの理由は問わない
ものとしていただきたい。

現状の制度では、給付引下げの許可基準が厳しいた
め、現在のような低迷する運用環境下においても高い
予定利率を維持しなければならず、事業主の負担が
非常に大きくなってきている。従業員の雇用を守るた
めにも、基本的に合意さえあれば、各企業労使が自主
的に給付引下げの意思が決定ができる基準の検討を
お願いしたい。

・確定給付企業
年金法施行規則
第５条、第６条
・昭和４1年９月２
７日年発第３６３
号厚生年金基金
設立認可基準 第
三

厚生労働省
年金局
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管理番
号

要望事項
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事項
補助
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要望
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号
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（事項名）
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5034 5034A028
（社）関西経済連
合会

28
登記手続き電子化と証明書類
貼付の省略

登記手続きの電子化は既に行なわれているところで
あるが、これを早期に完了させ、その上で登記済み
の事項に関する証明書の提出を省略できるようにす
る。

電子化が完了すれば全国のどの法務局の情報でも瞬
時に検索できるので、その証明書を申請者が提出する
ことは無駄であるため

商業登記法、不
動産登記法

法務省、各法
務局

5034 5034A029
（社）関西経済連
合会

29
大型店舗酒類小売業免許の
制限の緩和

大型店舗酒類小売業免許を取得してから３年間は国
産ビール及び５００ｍｌ以上の清酒を販売することが
できない。これを改め、大型店舗酒類小売業免許取
得後、直ちに国産ビール及び５００ｍｌ以上の清酒を
販売できるようにするべきである。

当該規制は、公平、公正な競争を阻害し、消費者の利
便性を著しく損なっている。また、当該規制は、「規制
改革・民間開放推進３か年計画」（平成１７年３月）にお
いて、平成１７年度までに検討し、結論を得ることとさ
れており、早期に結論を得て緩和すべきである。

酒税法第９条、第
１０条、酒税法及
び酒類行政関連
法令等解釈通達
の制定について
（平成１１年６月２
５日）

国税庁
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管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
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その他
（特記事項）

5034 5034A030
（社）関西経済連
合会

30 C重油輸入規制の撤廃
関税の引き下げ、撤廃、及び備蓄義務の規制軽減、
廃止

C重油には、高硫黄品で３,２０２円／Kと他の石油製品
を大幅に上回る輸関税がかかっている。又、C重油を
輸入する場合９０日分の備蓄義務も課せられているこ
とから、実質、高硫黄C重油の輸入は、国内の石油精
製会社に限定されている。一般需要家がC重油を輸入
することは困難な状況であることから、日本の高硫黄C
重油の価格は、海外諸国と比べ割高となっている。規
制を軽減、撤廃することで輸入が促進され、日本の高
硫黄C重油価格が海外と同等の水準となれば、日本の
エネルギーの国際競争力も高まる。

関税暫定措置法
第２条第１項、石
油の備蓄の確保
等に関する法律

経済産業省、
資源エネル
ギー庁（担当
課は不明）

5035 5035A001 千葉県野田市 1
保育所認可定員の弾力的運
用について

保育所の定員については、待機児童の解消を図るた
め、平成10年2月13日付厚生省児童家庭局長通知
「保育所への入所の円滑化について」の「保育所へ
の入所円滑化対策実施要綱」に基づく児童家庭局保
育課長通知により、年度当初は認可定員に概ね
15％を乗じて得た員数の範囲内、年度途中から9月
までは認可定員に25％を乗じて得た員数の範囲内、
年度後半（10月以降）は、認可定員に25％を乗じて
得た員数を超えても差し支えないこととされている
が、公立の保育所については、児童福祉施設最低基
準（昭和23年12月29日厚生省令第63号）及びその他
の関係通達に定める基準の範囲内で、年度当初か
ら認可定員を越えた保育が行えるよう規制改革する
ことを要望する。

児童福祉施設最低基準及びその他の関係通達に
定める基準の範囲内で、年度当初から定員を超
えた保育を行うことにより、一層の待機児童の解
消を図る。

当市においても待機児童が発生している状況から、
「保育所への入所の円滑化について」により定員を超
えた保育を行っているが、4～9月はこれを超えた入所
希望があり、待機児童が発生している状況が続き、10
月に待機児童が減少する傾向があるため、現行通達
による運用では待機児童の解消ができないのが実情
である。このため、児童福祉施設最低基準及びその他
の関係通達に定める基準の範囲内で、年度当初から
定員を超えた保育を実施することにより、より一層の待
機児童の解消を図りたいことから要望するもの。

平成10年2月13
日付厚生省児童
家庭局長通知
「保育所への入
所の円滑化につ
いて」

平成10年2月13
日付厚生省児童
家庭局保育課長
通知「保育所へ
の入所の円滑化
について」

厚生労働省
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5035 5035A002 千葉県野田市 2
文化財保護法による発掘調査
事務権限の市町村への拡大
について

土木工事等の目的で周知の遺跡内において発掘を
行う場合、文化財保護法第93条第1項により、事業者
は工事を着手する60日前までに市町村教育委員会
を経由し、都道府県教育委員会に届け出をしなけれ
ばならない。また、県教育委員会はこの届け出に対
し、同法第93条第2項により「当該発掘前における埋
蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施」
等の指示を行うこととなっているが、現行規定による
運用では、発掘調査の遅延による工事着手の遅延
等、良好な経済活動を阻害する要因となっていること
から、同法施行令第５条第２項により権限が認めら
れている「指定都市」の適用範囲を拡大し、独自の対
応が可能な市町村についても届け出の受理及び指
示の権限を持たせるよう規制改革することを要望す
る。

市町村教育委員会の権限により、文化財保護法
第93条による土木工事等の目的で周知の遺跡内
において発掘を行う場合の届け出の受理、及び
「当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成
のための発掘調査の実施」等の指示を行うことに
より、当該発掘調査の事務の迅速化を図り、もっ
て事業者の工期等への負担の軽減、地権者の利
益の保護等、良好な経済活動の促進を図る。

当該発掘調査については、事業者による法の認識不
足等により工事着手の60日前までという届け出期限が
守られず、その結果、都道府県からの指示が工事着
手直前になされ、工事着手に間に合わないケースが発
生している。また、事業者が工事に着手する60日前ま
でに届け出を出したとしても、遺跡の内容よっては充分
な調査期間を確保することが困難な場合もある。この
ような場合、事業者の協力により成り立つという埋蔵文
化財行政の性質から、事業者の工期等への負担軽減
に配慮することが求められるとともに、工事着工の遅
延等により発生する経費の増大や、場合によっては事
業者の撤退につながり、事業者に土地を提供した地権
者の不利益になるなど、良好な経済活動を阻害する要
因になりかねない。このような問題を解決するために
は、法の周知徹底はもとより、届け出に関する事務の
迅速化が必要と考えられるが、文化財保護法施行令
第5条第2項により権限が認められている「指定都市」
の適用範囲を拡大し、独自の対応が可能な市町村に
おいては、届け出の受理及び指示の権限を持たせるこ
とが有効と考えられることから要望するもの。

文化財保護法第
93条及び同法施
行令第5条第2項

文部科学省

5038 5038A001 諏訪光司（個人） 1 高速道路の無料化

高速道路の無料化は、山崎養世氏が指摘するよう
に、現在の道路４公団の約40兆円の高金利（4.0%程
度）の財政投融資からの借金を、低金利の国債（30
年国債で2.0%程度）への借り替えで実現できるわけ
で、新規の高速道路建設は有料道路制度によるもの
ではなく、国交省の直轄で道路財源を投入して行う
べきで、必要性の無くなる道路公団は廃止すべきで
す。無料化は一見、高速道路建設までも道路財源に
頼るので、大幅な増税が必要なように思われるが、
実際は高速道路が有効利用されることによって渋滞
緩和目的の国道バイパス等の建設が不要になり、

その資金が新規高速道路建設に回せるようにな
る事と、借り替えによって借金の利払い分の無駄
になってしまう財源が抑制されるため、それで浮い
た財源も高速道路建設に回せるようになる。現状
のままでは無駄なことだらけである。外国では高
速道路は無料なのが普通です。高速道路の無料
化は次の大きなメリットがある。　①現状では多く
の車が高速道路の通行料金を避けて一般道路ば
かりが混雑するが、高速道路はガラガラの状態に
なっていて、一般道路が四六時中渋滞する地域で
かろうじて利用されるという有様で、高速道路が有
効利用されていない。

高速道路は歩車分離、高速に対応した道路規格の
為、一般道路と比べて単位交通量当たりの交通事故
発生率が非常に低いので、多くの車が高速道路にシフ
トすれば交通事故の減少にもつながり、一般道路の混
雑緩和にもつながる。　②山崎養世氏も力説するよう
に自動車交通に依存する地方においては経済活性化
の起爆剤になる。　等です。

国土交通省、
財務省

82/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5038 5038A002 諏訪光司（個人） 2

既存の一般道路の改築によ
る、交通安全と高速走行を両
立させた「快速国道」の導入と
その関連法見直し

特に北海道の一般道路は積雪に対応する為元々道
路幅が広く作られているためか、冬季以外の郊外の
幹線道路では流れが80～90km/hはあるが、その流
れに乗る派と法定速度遵守派との間での無理な追い
越しが日常茶飯事になっている実態がある。それに
原因すると思われる対向車線はみ出し衝突死亡事
故が北海道は特に多い。そこで、自動車、道路関連
フリージャーナリストの清水草一氏は既存の一般道
路に一定間隔で中央分離帯付の追越車線を設けて
自専道とし、制限速度も80km/h程度にする（積雪時
除く）、市街地や信号の手前では制限速度を下げ安
全性を確保。

という「快速国道」の提案をしています。私は対面
２車線部にも簡易中央分離帯(「ブロック・ポスト
コーン」高速道路の暫定２車線開通区間にあるよ
うな）を付ければ安全性は更に高まると考えます。
北海道に限らず、一般道路の渋滞とは無縁な交
通需要甚少地域に安全性が高いと巨費を投じて
有料高速道路を建設しても結局誰も利用しないの
で全く意味が無く、無駄を作り続けているのが日
本の現在の道路行政です。このような地域は新規
の高速道路建設よりも一般道路の「快速国道」へ
の改築のほうがコストが安く、交通安全性も高まり
はるかに有益です。

既存の一般道路は設計速度が60km/hだからこのよう
な道路改築をしても制限速度緩和は出来ない”と警察
庁は反論するでしょうが、しかしこの設計速度で決めら
れている基準というのはカーブ半径、坂の勾配、見通
しの距離（道路構造令　第十四条～二十五条）でここ
で直線部に限ればカーブ半径は関係が無く、あとは坂
の勾配と見通しの距離ですが、平野部で見通しの良い
道路ならば80km/h基準は楽にクリアーするはずです。
したがって、直線部のみの80km/h制限への緩和は設
計速度上も問題ないわけです。

外国では直線部
とカーブ部の
20km/h差以上の
制限速度設定は
当たり前で、無い
のは日本だけで
す。日本では皮
肉にもスピード競
争を強いられて
いる鉄道路線に
おいてはその設
定が行われ過
ぎ、先日のＪＲ福
知山線の事故を
起こしてしまいま
した。さすがに
50km/h差は行き
過ぎです。20～
30km/h差が妥当
でしょう。また、一
度供用した道路
の自動車専用道
路への指定を阻
んでいる道路法
第四十八条の二
の条項を改正す
べきです。

国土交通省、
警察庁

5040 5040A001
社団法人全国信
用組合中央協会

1
自己資本比率算出の際の貸
倒引当金の繰入限度額の引
上げ

貸倒引当金について、自己資本算出上の分子（自己
資本額）算入割合を国際統一基準行と同レベル（１.２
５％）まで緩和すること。

貸倒引当金の計上は国内基準、国際統一基準にかか
わらず企業会計に基づき計上することとされ、また金
融検査マニュアルの償却・引当基準が厳格化されたこ
とにより、貸倒引当金が従来より増加している。

大蔵省告示第１９
２号（平９．７．３
１）

金融庁
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5040 5040A002
社団法人全国信
用組合中央協会

2
協金法第２条第３項に基づく
「自己資本率規制」の廃止

金融機関の健全性の確保の観点から、金融機関に
は資産に対する自己資本の額が４％以上（国際基準
を採用する金融機関は８％以上）とする統一された
「自己資本比率規制」がある。敢えて二重に規制する
必要性はないため、これを廃止すること。

信用組合の場合、協金法第６条第１項による銀行法第
１４条の２の準用により「自己資本比率規制」が適用さ
れ、また、この「自己資本比率」は他の金融機関と同
様、ディスクロージャー誌に掲載し、広く預金者等に周
知することが法律で義務付けられている。一方、「自己
資本率規制」は、信用組合にのみ規定されているが、
その目的は信用組合の健全性の確保にあるとされ、
「自己資本比率規制」と同じであり、二重の規制となっ
ている。

協同組合による
金融事業に関す
る法律（協金法）
第２条第３項

金融庁

5040 5040A003
社団法人全国信
用組合中央協会

3
脱退組合員の出資持分の一
時取得について

信用組合においても組合員の脱退（自由脱退）に際
し、当該組合員の出資金を譲り受ける者がいない場
合、信用金庫と同様に、一時的にその出資金を譲り
受けることができるようにすること。

組合員の出資金を信用組合が取得することは、脱退
者の一時取得を含め、中小企業等協同組合法第６１
条により禁止されている。信用金庫においても、持分
の取得は原則禁止されているが、自由脱退の場合に
限り、定款で定める範囲内で、一時取得が認められて
いる。

中小企業等協同
組合法第６１条

金融庁
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5040 5040A004
社団法人全国信
用組合中央協会

4
事業報告書の総（代）会承認
制の廃止

商法上の株式会社と同様に、事業報告書の総(代)会
承認を不要とし、報告事項とすること。（商法第２８１
条では、営業報告書を作成し取締役会の承認を受け
ることが規定されており、さらに第２８３条において総
会に報告することが定められている）

事業報告書は、商法上の会社の営業報告書と同様に
信用組合の事業運営に関する事実を記載するもので
あり、承認を要するものではない。

協金法第５条の４
第１項、第７項

金融庁

5040 5040A005
社団法人全国信
用組合中央協会

5
附属明細書の総（代）会への
報告の廃止

商法上の株式会社と同様に、附属明細書の総(代)会
への報告を不要とすること。

商法第２８１条では、付属明細書を作成し取締役会の
承認を受けることが規定されているが、同第２８３条で
は総会報告事項として定められていない。

協金法第５条の４
第１項、第７項

金融庁
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5040 5040A006
社団法人全国信
用組合中央協会

6
定款への従たる事務所の記載
の廃止

商法第１６６条第１項第８号と同様に主たる事務所の
みの記載とすること。

中企法第３３条では、事務所の所在地について定款の
絶対必要事項として規定されているが、商法第１６６条
第１項第８号では主たる事務所のみの記載とされてい
る。

中企法第３３条 金融庁

5040 5040A007
社団法人全国信
用組合中央協会

7
営業用不動産の有効活用に
関する規制緩和の徹底

営業用不動産の有効活用については、原則自由で
ある旨、運用上徹底する。

店舗の廃止等により生じた遊休不動産を賃貸すること
が営業用不動産の有効活用に該当するかどうかの基
準が不明確である。

金融庁
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5040 5040A008
社団法人全国信
用組合中央協会

8
業務取扱い時間変更届出の
簡素化

インストアブランチなど出店先の営業時間の変更に
伴う業務取扱い時間変更届出については、届出不
要、もしくは半期ごとの一括届出の対象とすること。

インストアブランチなど出店先の営業時間の変更に伴
う業務取扱い時間の変更に弾力的に対応できるように
するため。

協金法施行規則
第１６条第１項第
７号、第１６条第４
項

金融庁

5040 5040A009
社団法人全国信
用組合中央協会

9 業務方法書の廃止

業務方法書は、規制監督の手段として協同組織金融
機関に限り設けられた制度である。金融機関に対す
る規制監督のあり方が、各金融機関の自己責任原
則の観点から、事前調整型から事後監視型に移行し
た現状にあって、業務方法書を存続させる必要性は
乏しいため、これを廃止すること。

業務方法書は、規制監督の手段として協同組織金融
機関に限り設けられた制度である。金融機関に対する
規制監督のあり方が、各金融機関の自己責任原則の
観点から、事前調整型から事後監視型に移行した現
状にあって、業務方法書を存続させる必要性は乏しい
ため。

協金法第３条第１
項第８号

金融庁
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5040 5040A010
社団法人全国信
用組合中央協会

10
信用協同組合等の子会社の
範囲等にかかる規定の変更

信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が
債務の保証業務を営むことについて、事業者に対す
る事業の用に供する資金に関するものを排除する定
めを「信用協同組合又は信用協同組合連合会の子
会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を
定めた金融庁告示（最終改正：平成14年３月29日 金
融庁告示第33号）」の規定から削除する。

信用組合業界については、当会の子会社である「全国
しんくみ保証株式会社」の保証により多くの信用組合
が消費者ローンを取扱っているものの、事業性資金の
保証については、上記金融庁告示により認められてい
ないため、信販会社または消費者金融会社等（以下
「信販会社等」という。）と保証業務に係る契約を締結
のうえ取扱うこととなる。この場合、一定の取扱いが見
込めるなど個別信用組合が信販会社等と契約すること
について消極的な向きもあり、契約には至っていない
のが実情である。中小企業への円滑な資金供給を
行っていくうえでも、子会社について事業性資金の保
証業務が可能となるよう要望する。

中小企業等協同
組合法第９条の８
および９
協同組合による
金融事業に関す
る法律施行規則
第３条の２第２項
第３号
金融庁告示第33
号第１条

金融庁

5040 5040A011
社団法人全国信
用組合中央協会

11
コミットメントライン契約の適用
対象企業の拡大

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）の適用対
象を拡大し、中小企業（資本金３億円以下等）、地方
公共団体や特別法で定められた地方公社等をその
範囲に含めること。

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）の適用対象
を拡大し、資金調達手段の多様化を図ることが必要で
ある。

特定融資枠契約
に関する法律第
２条

金融庁
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5040 5040A012
社団法人全国信
用組合中央協会

12
全国信用協同組合連合会の
会員以外の者に対する貸付限
度にかかる規定の変更

全国信用協同組合連合会の会員以外の者に対する
貸付限度の定めを根拠法である中小企業等協同組
合法の規定から削除する。

全国信用協同組合連合会における会員以外の者に対
する貸出限度は、根拠法である中小企業等協同組合
法において規定されているものの、他の系統中央金融
機関である信金中央金庫および労働金庫連合会は、
それぞれの根拠法である信用金庫法、労働金庫法に
規定されておらず、「業務方法書」の「業務の方法」に
それぞれの経営実態等に照らし合わせ定められてい
る。

中小企業等協同
組合法第９条の
９、中小企業等協
同組合法施行令
第８条

金融庁

5040 5040A013
社団法人全国信
用組合中央協会

13
全国信用協同組合連合会の
会員以外の者に対する債務保
証又は手形の引受けの取扱い

全国信用協同組合連合会の会員以外の者に対する
債務保証又は手形の引受けの定めを「中小企業等
協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合
連合会の事業に関する内閣府令」の規定に追加す
る。

①中小企業等協同組合法において、全国信用協同組
合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付、手形
の割引については、会員に対する資金の貸付等を妨
げない限度において行わなければならなく、また、これ
を行う場合、当局の認可が必要であり、全国信用協同
組合連合会の会員以外の者に対する貸付先は、国、
公共法人、公益法人、証券取引所に上場されている株
式会社などが認可されている。②債務の保証、手形の
引受けは、会員のためやその他内閣府令（国民生活
金融公庫等の業務の代理として行う債務の保証、外
国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受
け、子会社に対する債務の保証又は手形の引受け、
会員である信用協同組合の組合員のためにする債務
の保証又は手形の引受け）で定められているものの、
会員以外の者に対する貸付として認可されている先へ
の債務の保証又は手形の引受けは認められていな
い。
これに対して、他の系統中央機関である信金中央金庫
においては、会員以外の者に対する貸付として認可さ
れている先に対しても債務保証等が可能となってい
る。

中小企業等協同
組合法第９条の
９、中小企業等協
同組合法による
信用協同組合及
び信用協同組合
連合会の事業に
関する内閣府令
１条の２

金融庁
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5040 5040A014
社団法人全国信
用組合中央協会

14
生命保険募集人登録の簡素
化

生命保険募集人登録に際して、登録申請者の住民
票又はこれに代わる書類の提出を不要とすること。

登録対象者、登録金融機関双方にとって事務負担が
大きい。

保険業法第２７７
条、第２８０条、保
険業法施行規則
第２１４条第１項
第３号

金融庁

5040 5040A015
社団法人全国信
用組合中央協会

15
生命保険の構成員契約規制
の廃止

生命保険の募集において、法人募集代理店の役員・
従業員又は当該法人募集代理店と密接な関係を有
する法人の役員若しくは使用人に対する募集禁止の
規制（構成員契約規制）を廃止しすること。

法人募集代理店として生命保険の募集を行う際に障
害となっている。

保険業法第３００
条第１項第９号、
保険業法施行規
則第２３４条第２
号

金融庁
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5040 5040A016
社団法人全国信
用組合中央協会

16

中小企業等協同組合法を設立
根拠とする組合が行う共済商
品を信用組合の窓口で取扱う
ことについて

中小企業等協同組合法第９条の２第１項３号の規定
等に基づき、協同組合等が行う共済契約について、
信用組合の窓口で募集の取扱いができるようにする
こと。

火災共済協同組合が行う火災共済や協同組合等が行
う生命共済等の共済事業において、これと類似する保
険が、保険業法により信用組合において販売できるに
も拘らず、信用組合が火災共済、生命共済等共済商
品を窓口で取扱うことができないため。

中小企業等協同
組合法第９の２第
１項３号、第９条
の７の２

金融庁

5040 5040A017
社団法人全国信
用組合中央協会

17
協金法に基づく業務内容方法
書の廃止

協金法上の業務内容方法書を独立させて存在させ
る必要は乏しいので、これを廃止すること。

証券業務に関する業務内容方法書には、協金法に基
づく業務内容方法書と証取法に基づく業務内容方法
書の２種類があり、前者の内容は後者の内容に包含さ
れている。

協金法第３条第１
項第４号、第３条
第２項

金融庁

91/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5040 5040A018
社団法人全国信
用組合中央協会

18
確定拠出年金制度における営
業職員による運用関連業務の
兼務禁止の撤廃

営業職員による運用管理業務（運用の方法に係る情
報提供）と運用商品の販売等の事務の兼務禁止を
撤廃すること。

営業職員による運用管理業務（運用の方法に係る情
報提供）と運用商品の販売等の事務の兼務が禁止さ
れているため、加入者の利益が阻害されている。

確定拠出年金法
第１００条第７号、
確定拠出年金運
営管理機関に関
する命令第１０条
第１号

厚生労働省

5040 5040A019
社団法人全国信
用組合中央協会

19
企業型年金におけるマッチン
グ拠出の解禁

企業型年金の掛け金拠出において、加入者の自己
負担による追加拠出（マッチング拠出）ができるよう
にすること。

企業型年金の掛け金拠出は、事業主が行うこととされ
ており、加入者の自己負担による追加拠出（マッチング
拠出）ができない。

確定拠出年金法
第１９条

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5040 5040A020
社団法人全国信
用組合中央協会

20
確定拠出年金の拠出限度額
引上げ

既存の退職給付制度からの移行や加入者の自主的
な努力を支援するためにも、拠出限度額の引き上げ
を行うこと。

既存の退職給付制度からの移行や加入者の自主的な
努力を支援するため。

確定拠出年金法
第２０条、第６９
条、確定拠出年
金法施行令第１１
条、第３６条

厚生労働省

5040 5040A021
社団法人全国信
用組合中央協会

21
運営管理機関登録に係る変更
届提出対象事項の緩和

軽微な変更事項については、年１回等の変更届出書
提出とする。

変更届出書提出対象事項の変更有無の管理事務負
担が大きいため。
企業または加入者等の運営管理機関の選定等に及ぼ
す影響が少ないと認められる事項（非常勤役員の変
更、資本金額の小額変更等）については、加入者保護
の観点からも、変更の都度届け出る必要性は低いと考
えられるため。

確定拠出年金法
第９２条第１項

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5040 5040A022
社団法人全国信
用組合中央協会

22
協金法に基づくリスク管理債
権の開示と金融再生法に基づ
く資産査定の開示の一本化

協金法に基づくリスク管理債権の開示と金融再生法
に基づく資産査定の開示を一本化すること。

協金法に基づくリスク管理債権と、金融再生法に基づ
く資産査定とでは、開示の対象となる債権とその開示
基準が異なっており、事務上煩雑であるとともに、わか
りにくい開示内容となっている。

協金法第６条で
準用する銀行法
第２１条、協金法
施行規則第１２条
の２～第１２条の
４、金融再生法第
６条、第７条、金
融再生委員会規
則第２条～第６条

金融庁

5040 5040A023
社団法人全国信
用組合中央協会

23
地方道路公社及び地方住宅
供給公社等の余裕金運用につ
いて

地方道路公社及び地方住宅供給公社等の余裕金に
ついて取扱いを可能とすること

地方道路公社及び地方住宅供給公社等の余裕金の
運用範囲に信用組合が含まれていない。

地方道路公社法
第３１条、地方住
宅供給公社法第
３４条（建設大臣
の指定）

国土交通省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5041 5041A001
日本電気株式会
社

1
撤去自転車の返還業務におけ
る防犯登録参照業務の効率化

主に都市部で問題となっている放置自転車対策業務
は自治体が行っている。一方、自転車の防犯登録に
関する諸情報データは警察が管理している。自治体
は、撤去収容した自転車の所有者を把握するため
に、その都度、警察へ防犯登録番号から所有者の照
会をかけている。この照会業務を効率的にかつ正確
に行うため、オンラインで自治体から警察のデータを
参照できる権限を認めていただきたい。撤去した自
転車について、被害届けが出ているか否かを確認す
る必要があるので、業務上、警察と自治体の連携は
必須である。迅速な盗難自転車発見により、警察に
おいては被害届けの迅速な取り下げ（犯罪件数の減
少）という効果が見込め、自治体は住民サービスの
向上（放置自転車ではないので、無償で所有者に返
還）、自転車所有者は盗難自転車の早期還付など、
それぞれ効果が見込める。

現在、紙ベースで行っている照会業務を、オンライ
ンによる即時参照（若しくは、オンラインによる電
子媒体での受け渡し）で実現する。個人情報保護
法も考慮したデータの暗号化のようなセキュリティ
対策も合わせて実現する。また、撤去自転車の集
積所では、業務ＰＣへのアクセスコントロールを必
須とし、警察からの防犯登録番号一覧（所有者情
報が入ったもの）は、自治体庁舎内の業務ＰＣに
のみ送られるようなセキュリティを考慮した仕組み
とする。

《照会業務の効率化》 ・紙ベースでの参照に要する時
間（１０日から２ケ月程）→オンライン化で即日まで短縮
化、手書きリストや引取り通知作成時の作業負担や転
記ミスの防止、紙リストの搬送時の紛失防止　・年間に
全国の自治体や警察が処理する件数 撤去自転車総
台数　２５０万台×７０％（防犯登録率）＝１７５万件
《波及効果》 ・所有者へ迅速に引き取り通知を行い、自
転車の返還率向上（現在、平均５２％） ・自治体が負
担する引取に来ない自転車の廃棄費用の削減 ・放置
自転車の撤去サイクルの短縮化（所有者へ早く返せる
ので保管スペースが空き、次の自転車を撤去収容でき
る）し、放置行為の抑止力となる ・放置自転車問題の
軽減の実現、都市問題の改善へ（放置自転車→緊急
車両や歩行者の通行障害盗難やゴミ捨てなどモラル
低下、都市美観を損なう）　《将来構想》 ①防犯登録業
務の自治体窓口対応→自治体庁舎や駐輪場でも登録
受付を行い、加入率を向上させる。転居に伴う防犯登
録情報の更新も合わせて行う。 ②地域防犯パトロー
ルで、盗難自転車と放置自転車のチェック業務の同時
実施。駐輪場内への盗難自転車放置の早期発見な
ど、盗難自転車の捜索業務の民間委託による、警察
業務の選択と集中の実現

法令根拠は不明
だが、兵庫県西
宮市、尼崎市、伊
丹市など、ごく一
部でフロッピー
ディスクでの照会
業務を行っている
のみで、紙ベース
での情報公開が
原則。

・内閣府～国
家公安員会
～警察庁
・総務省（地
方自治体）

添付資料 ： 撤去自転車の管
理業務改善イメージ

5043 5043A001
学校設置会社連
盟設立準備会

1
学校における収容定員規制の
撤廃

現在、学校の定員は全て第三者による認可が必要と
されている。しかしそもそも収容定員は生徒や学生
の希望に基づいて各当事者が自主的な判断で決定
すべきものである。
したがって、学校経営者がこれを自由に決定すること
ができるよう当該規制条項を撤廃すべきである。

学校運営の戦略的計画策定及び新規参入の促
進

文部科学省は教育の質の保証・学生保護の観点から
収容定員制度は必要であると判断している。
しかし収容定員制度は質の保証の観点から適当でな
いばかりでなく、経営状態の芳しくない学校にまで一定
数の学生を割り振るという点で学生保護にも適当では
ない。
よって適正な経営手法を導入するためにも、収容定員
規制は撤廃すべきである。

学校教育法施行
令第二十三条第
一項第十一号

文部科学省

添付資料：
「小・中・高・大学・大学院に
おける収容定員規制の撤
廃」
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5043 5043A002
学校設置会社連
盟設立準備会

2
大学事業における「学年進行
期間の完成」定義の明示

大学等設置に係る年次計画履行状況報告を行う期
間の定義が不明確であり、大学事業の運営計画立
案に支障を来たしているため定義を明示すべきであ
る。
具体的には、「学年進行期間の完成」の定義を「全学
年に学生が在籍すること」と明文化されたい。

学校運営の円滑化

文部科学省通知では履行状況報告は「学年進行期間
の完成」まで、と記されているが、文部科学省はこれを
１年でも完成可能であると解釈している。一般的に考
えられているものとは異なる定義でこれを用いている
のであれば、その定義を明文化すべきである。

平成十五年文部
科学省告示第四
十四号（大学設
置基準第四十五
条の規定に基づ
く新たに大学等を
設置する場合の
教員組織、校舎
等の施設及設備
の段階的な整備）
大学等の設置に
係る年次計画履
行状況報告及び
年次計画に変更
を加えようとする
場合の取扱いに
ついて（通知）

文部科学省

添付資料：
「大学事業における「学年進
行期間の完成（完成年度）」
定義の明示」

5043 5043A003
学校設置会社連
盟設立準備会

3
学校設置会社の設置する学校
に対する建築基準法緩和

一般の事務棟をキャンパスとして利用する学校に適
用される校舎の建築基準は、立法趣旨に照らして過
度な規制であり、運営の支障となっている。
よって法令で定めるところの特殊建築物から当該校
舎を除外し、学校設置会社が設立する学校を建築基
準法の定める「学校」に該当しないよう定義を変更さ
れたい。

学校設置会社による学校設立事業促進

学校建築物は建築基準法により特殊建築物に指定さ
れている。その為多くの基準を満たす必要性に迫られ
ることとなり参入阻害要因となっている。
国土交通省は学校建築物の用途に応じた基準として
いるとの見解を示しているが学生や高齢者が頻繁に
使用するという点は高齢化の現代においては通常の
オフィスビルでも同等であり、学校に特筆されるべき事
項ではない。
よって、当該規制を緩和すべきである。

建築基準法第二
条第二号、第二
十八条、建築基
準法施行令第百
十四条第二項

国土交通省

添付資料：
「学校設置会社の設置する
学校に対する建築基準法緩
和」
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5043 5043A004
学校設置会社連
盟設立準備会

4 教育再生機構の設立

少子化の進行に伴い、経営破たんに陥る教育機関
が増加すると考えられるが、現行の支援制度ではこ
れらを十分に支援することができない。
少しでも早期に介入することを可能にするために教
育機関の利用しやすい支援制度を設ける必要があ
る。
そのために、産業界における産業再生機構に類似し
た教育再生機構を設立されたい。

教育機関のセーフティネット整備

破たんの危機に瀕した学校や学校法人が取り得る選
択肢として、破産宣告、民事再生、他法人との吸収合
併が考えられるが、現在のところは諸問題が存在する
ために破産宣告以外の選択肢を取ることができる可能
性は高くない。
少しでも破産宣告に至るリスクを軽減することが、教育
機関のセーフティネットには重要であると考えられるの
で、教育再生機構を設立することによって破産リスクを
軽減すべきである。

－ 文部科学省

添付資料：
「教育機関のセーフティネット
の整備について」
１．はじめに
２．学校財政の透明性確保
３．経営悪化時の支援制度

5043 5043A005
学校設置会社連
盟設立準備会

5
企業による「学校Ｍ＆Ａ」の認
可

破たんの危機に瀕した教育機関に対して民間資金
の注入を可能にするために、企業による「学校Ｍ＆
Ａ」を認可すべきである。
具体的には、私立学校法に、①企業が学校法人を合
併できるようにすること、②企業が学校法人を合併し
た場合の存続団体は学校設置会社となること、③企
業と学校法人の合併に際しては学校設置会社の設
立と同等の認可審査が必要となること、の３点を加え
られたい。

教育機関のセーフティネット整備

教育機関のセーフティネットは、民間資金を活用可能
な制度としておかなければ、膨大な税金の注入以外の
手段がなくなってしまう恐れがある。
現行法では学校法人は学校法人か学校設置法人に
限り合併吸収され得るとなっており、学校再生に民間
資金を用いることは困難である。
そこで、企業による学校Ｍ＆Ａを認めることで、民間資
金の活用を図るべきである。
なお、学校設置会社の設立時と同等の認可審査を要
件とすることで、単なる投機対象となることはないと考
える。

私立学校法第五
十条第一項第四
号、第五十六条

文部科学省
添付資料：
上に同じ
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5044 5044A001
株式会社東京
リーガルマインド

1
大学設置・学校法人審議会に
おける委員構成の公平性・中
立性確保

現在、大学設置・学校法人審議会の委員は、既存大
学の学長や教授が殆どを占めている。既存大学と新
設大学は競合関係にあるので、利害関係にある者が
審議会に含まれる現在の委員構成は公正中立とは
言い難い。
よって、委員構成を公平性・中立性が確保されるよう
私立学校審議会に類似のものに改変すべきである。

株式会社による大学設置

新設大学の認可を審議する審議会であるにも関わら
ず、その構成委員の大半を競合関係にある者が占め
ている現状では、公正な判断が下されることは期待で
きない。
「規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（改定）」において
も「審査対象者と直接の利害関係がある者を含むこと
は、私立学校審議会の公正な運営の観点から好ましく
ない」とされている。
大学設置・学校法人審議会についても同様のことが言
えるので、委員構成について公平性・中立性を保てる
よう改変すべきである。

大学設置・学校
法人審議会令第
二条

文部科学省 －

5044 5044A002
株式会社東京
リーガルマインド

2
民間保育所の社会福祉法人
会計基準に基づく書類作成の
免除

民間企業等に認可保育所の経営を委託した趣旨
は、企業会計基準による財務計算のみで達成可能
なものである。
よって社会福祉法人会計基準に定める「資金収支計
算書」等を作成することは不要であり、負担にすぎな
いのでこれを免除すべきである。

株式会社による認可保育所の経営

当該事業の委託趣旨は、①官業の保育園の経営効率
化・合理化の達成、②自治体の財政状況改善、であ
る。
この目的達成は企業会計基準による財務内容算出で
足るものであり、これに加えて社会福祉法人会計基準
に定める「資金収支計算書」等を作成することは不要
である。
よってこれらの保育所に係る義務を免除すべきであ
る。

社会福祉法第二
条第三項第二号
社会福祉法人会
計基準第一条第
一項（平成１２年
２月１７日・社援
第３１０号）

厚生労働省 －
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5044 5044A003
株式会社東京
リーガルマインド

3
教職員初任者研修にかかる規
制緩和

教育公務員特例法の改正により、公立学校教職員
初任者研修の主体及び実施期間に柔軟性を持たせ
る。具体的には　　①当該初任者と同じ学校に所属
する教員以外の者が校内研修の指導者となることを
認める。　　　　②初任者研修の対象を採用の日から
3年以内の者とする。

現行の初任者研修の問題点を解消し実効性を高
めることで、今後の教育を担う教員の質を向上さ
せ、教育環境の充実をはかる。

現行の教職員初任者研修は主として都道府県ごとに
一律に、採用後１年間に集中して行われるため、初任
者各人や地域・学校ごとの課題に対応しにくく、児童生
徒と接する時間が削られる等の問題を生じている。ま
た校内研修の指導者が当該初任者と同じ学校に所属
する現役教員に限られ、指導側にも負担となるとともに
校外との連携を困難にしている。こうした問題を解消
し、研修に関する選択肢を拡げて学校外との協力・連
携を容易にすべきである。

教育公務員特例
法23条

文部科学省

添付資料：
「教職員初任者研修に関す
る規制緩和について」
１わが国の教職員研修制度
と規制緩和
２具体的提案内容
３教職員研修の目的
４現行研修制度の問題点
５初任者研修の選択肢拡大
の必要性
６補論　制度の趣旨について

5044 5044A004
株式会社東京
リーガルマインド

4
求職者からの職業紹介手数料
徴収に関する規制の撤廃

職業安定法32条３の規制を撤廃し、求職者からの職
業紹介手数料徴収を全面的に容認する

求職者からの職業紹介手数料徴収を可能にする
ことで、多様な職業支援サービスの提供を可能に
し、ミスマッチのない効果的な雇用・就業を実現す
る

現在は年収700万円以下の求職者からの手数料徴収
が認められないため、最も就職に困難を感じている低
年収の労働者が民間のきめ細かな、かつ効果の高い
充実した就業紹介サービスを享受できていない。手数
料徴収についての要件を撤廃し、求職・就職の方法に
関する選択肢を増やすことが必要である。

職業安定法第32
条3

厚生労働省

添付資料：
「求職者からの職業紹介手
数料徴収容認についての提
案書」
１わが国の雇用状況とその
変化
２わが国の雇用に関する緊
急対策
※求職広告の活用について
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管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
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要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5045 5045A001
（社）日本フラン
チャイズチェーン
協会

1

酒類の販売免許の付与の緩
和
（審査基準の見直し）

酒類の販売免許を付与できない条件として酒税法第
１０条９号（取締上不適当と認められる場所に販売場
を設けようとする場合）に飲食店が挙げられている
が、その付与不許可条件を緩和していただきたい。
また同条１１号には免許申請者が酒場、旅館、料理
店等酒類を扱う接客業者でないこととされているが、
これらを不許可とした合理的な理由が一切示されて
ないほか、そもそも業種によって参入を阻害する意
図が不明確であり、特定の業種に著しい不利益を課
してまで、この審査基準を遵守する必要性があるか
甚だ疑問である。
これらの不許可条件を緩和したとしても、何ら社会的
に悪影響を及ぼすものではないことは明らかであり、
「取締上不適当と認められる場所」や「酒類の販売業
免許を与えることが適当でない場合」に当たらないと
考えます。

飲食店で気に入った酒類のボトルなどを買い、持
ち帰ることが可能になる。
ファーストフードのテイクアウトなどでも、缶ビール
などを売ることができ、
個人のライフスタイルに合わせた消費が期待でき
る。

飲食店の場所においても酒類販売免許の交付を行っ
ていただきたい。
また、酒場、旅館、料理店等酒類を扱う接客業者にお
いても、酒類販売免許の
審査対象に入れていただきたい。

酒税法第１０条９
号、 同１１号

国税庁

5045 5045A002
（社）日本フラン
チャイズチェーン
協会

2
軽飲食店営業許可証の店内
調理基準策定について

・CVS加盟店で取得している軽飲食店営業許可にお
いては、各自治体により、見解が異なり、首都圏で特
定のオペレーションをするとしても、軽飲食店営業許
可の範囲であると許可をいただいたり、範囲を越えて
いるとの指摘を受けたりするため、厚生労働省で統
一した基準を作成していただきたい。（神奈川県で
は、食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する
条例、神奈川県食品衛生法施行細則にあたるもの）

・ 厚生労働省で許可した基準策定をすることによ
り、全国においての基準を明確にし、同一レベル
のサービスを可能にする。
・ 加盟店はベンダー、メーカー加工度の低いもの
を仕入れ、原材料費を抑え、店内でトッピング等
の加工をし、低価格で提供する。
例えば、出来たてのホットドッグを提供するなら、
ドッグバンズ、フランク、ケチャップ、フレッシュ玉ね
ぎを別々に仕入れ、店内で組み合わせて、最終加
熱をすることにより、手作り、出来たてを低価格で
お渡しすることが可能となる。

・ 安全に提供できるバックボーンがあるにも関わらず、
軽飲食店営業許可では、各管轄保健所での所見によ
り、店内での加工度の許可が変わってくる可能性があ
る。詳細な規定が各自治体に委ねられている点が問
題である。
・ 各管轄保健所へ確認することが必要となり、商品担
当、品質管理担当部署の業務が煩雑となり、負荷がか
かる。

厚生労働省
各管轄保健
所
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号

要望事項
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補助
番号

要望主体名
要望
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その他
（特記事項）

5046 5046A001
（社）日本損害保
険協会

1
保険会社による信託契約代理
業等

①保険会社による信託契約代理業務を認めていた
だきたい。
②信託契約代理店を兼営する保険代理店を対象とし
て、信託契約代理業の事務支援を行うことを認めて
いただきたい。

①保険商品に関連する信託業サービスを提供で
きることにより、顧客利便性の向上が図られる。ま
た保険会社の営業拠点は全国的に展開されてい
ることから、高品質な金融サービスの均質的な提
供が可能となる。
②信託銀行等が保険代理店に対し信託契約代理
店を委託する場合、既に保険代理店とその所属
損害保険会社との間にある情報連絡ネットワーク
を利用して研修教材を送付する等、信託契約代理
業務に係る連絡等を行うことが可能となり効率的
である。

・保険会社に認められている業務には年金信託や遺
言信託等、信託業との親近性･補完性があり、保険会
社による信託契約代理業の兼営が可能になれば、顧
客に対する幅広いサービスの提供に資する。
・監督上の問題については、第一に他の金融機関の
代理代行を行うに当たりご当局の認可が必要であるこ
と、第二に免許事業者である信託業者からの委託・監
督を常時受けることから、十分なチェック機能が働くも
のと考えられる。また他業リスクの混入についても、代
理業として行う限り考慮する必要性は低い。
・信託業務に対する幅広い参入を意図した今般の信託
業法改正の趣旨に鑑みると、保険会社にのみこれを
認めない明確な理由は存在しないと言うべきである。

保険業法99条ま
たは98条1項1号
同法施行規則51
条

金融庁

5046 6046A002
（社）日本損害保
険協会

2
保険会社による銀行代理店業
務

金融庁において銀行代理店規制のあり方の検討が
なされているところ、保険会社は現行でも資金の貸
付けの代理・代行を行うことが認められており、資金
の貸付け以外の業務についても保険会社による銀
行代理店業務を認めていただきたい。

保険会社による銀行代理店業務の兼営により、
保険商品自体に加えて関連する金融業サービス
を提供できることとなり顧客利便性の向上が図ら
れる。また保険会社の営業拠点は全国的に展開
されていることから、高品質な金融サービスを均
質的に提供することが可能となる。

・保険会社による銀行業務の受託は、顧客利便性向上の観点から解禁されるべきと考え
る。
・銀行代理店制度に関する金融審議会の論点整理では、「証券・保険といった銀行以外の
他業態の金融機関が、顧客保護、安定的な業務の遂行を図る観点からの一般的な要件を
満たせば、銀行代理仲介業者になることができうるようにする必要がある」との意見が掲載
されている。
・銀行代理仲介業については、金融庁策定の事務ガイドライン（第二分冊・保険会社関係）１
－６－５（１７）に示された保険会社の付随業務として認められる４つの要件を、以下のとおり
いずれも満たしている。
（１）本件業務が、保険会社が固有業務を遂行する中で正当に生じた余剰能力の活用に資
すること。
銀行代理仲介業は、保険会社の営業店に設置されている顧客相談窓口を使用し、固有業
務に従事している保険会社の役職員等が銀行代理仲介業を行うにあたり必要となる知識を
修得すれば、現行業務の延長線上で行うことができる業務であり、本件業務のために人員
を増強したり、設備投資を別途行う必要はないものと考えられる。
（２）本件業務について、保険業との機能的な親近性やリスクの同質性が認められること。
保険会社の業務は、リスクヘッジを担う立場から顧客の資産に深く関わるものであり、銀行
業との親近性・補完性を強く有している。また、本件業務により発生するリスクについては代
理業であることや、銀行本体への責任が明確化されることにより、保険業に伴う事務リスク
等と異質のリスクが生じることはないものと考えられる。
（３）本件業務の規模が、本件業務が付随する固有業務の規模に対して過大なものとなって
いないこと。
本件業務は、保険会社が固有業務である保険引受を遂行する中で当該顧客へあわせて行
われるものであり、付随的に行う仲介代理業が保険引受との規模の面で過大になることは
ないものと考えられる。
（４）本件業務が、保険業法第９７条及び第９８条第１項各号に掲げる業務に準ずること。
現行でも、保険会社は、銀行業を含む金融機関を行う者の資金の貸付けの代理代行を行う
ことが認められており、預金、為替といった銀行業務についても、保険会社の業務と類似し
ているものと言える。

保険業法98条1
項1号
同法施行規則51
条

金融庁
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管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
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要望主体名
要望
事項番
号
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具体的
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具体的事業の
実施内容
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5046 5046A002
（社）日本損害保
険協会

3
保険会社による投資信託委託
会社の業務の代理の解禁

保険会社の付随業務として、投資信託委託会社（以
下委託会社）が行う投資信託の商品提案等の業務
の代理を行うことを認めていただきたい。

・顧客サービスの充実のため、投信窓販を行う金
融機関または確定拠出年金（DC）制度上の運営
管理機関等に対して、委託会社に代わって商品
提案等の業務を行う。

【規制の現状】
・保険会社は、付随業務として他の金融業を行う者の
業務代理等を行うことができることとされており、その
具体的内容は保険業法施行規則第51条に規定されて
いる。

【要望理由】
・保険会社は、DC制度において、元本確保型保険商
品を供給している。保険会社が元本確保型保険商品
の販売活動を行うにあたり、DC制度上の主な投資商
品である投資信託の提案を委託会社に代わって行うこ
とは、当該DC制度のラインナップにつながり、顧客利
便性の向上に資するものである。委託会社の商品提
案等の業務の代理を行うことは、保険会社の保険販売
という本来業務に付随して行いうるものであり、本業と
の関連性・親近性を有している。
・保険会社がその顧客である証券会社や登録金融機
関に対し投信会社等の投信商品を提示できることとな
れば、顧客利便性の向上、保険会社の既存の資産の
活用の観点から極めて有効であり、一層の顧客基盤
の拡充と当該投信会社の経営効率化が促進される。

・保険業法第98
条第1項および保
険業法施行規則
第51条

金融庁

5046 6046A003
（社）日本損害保
険協会

4
代理代行子会社の兼営可能
業務の拡大

代理代行子会社が「金銭の貸付」業務を兼営できる
ようにしていただきたい。

出資面における子会社政策の自由度が向上する
ことにより、経営の効率化を図るための選択肢が
多様化する。

・代理代行子会社については保険会社の業務を行う以
上、他業によるリスクの混入を防ぐため保険業との親
近性が強い業務についてのみ兼営することが出来ると
解されている。金銭の貸付については保険会社本体
にも認められている業務であることから、これを代理代
行子会社に禁ずることは過剰規制であると考えられ
る。
・保険会社の事務代行（住宅ローン保証保険・火災保
険などの異動・解約・質権設定の裏書承認など）と金
銭の貸付業との間には業務の共通性が認められ、こ
れらを併せて行うことが可能となれば保険会社の経営
効率化に資する。

保険業法第106
条第1項第9号
保険業法施行規
則56条の2第2項
第13号

金融庁
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5046 5046A003
（社）日本損害保
険協会

5
保険会社による資産別運用比
率規制の撤廃

保険会社の資産別運用比率規制（いわゆる３－３－
２規制）を撤廃する。

・資産運用の自由度が向上することにより、資産
運用ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの向上が期待される。
・当局への報告等の事務が軽減される。

現行規制は取得原価での総資産対比の規制であり、
実質的には意義が薄れている。また、監督上はｵﾌｻｲ
ﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが導入・強化されており、同規制の代替が
図られていることから、撤廃しても問題ないと考えられ
る。
なお、IAISの基本原則では資産別規制が必要とされて
いるが、より実効性の高いｵﾌｻｲﾄ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞという制度
によって同原則の趣旨は充たされていると考えられ、
同原則の存在を根拠に現行規制を存続させる理由は
ないと考える。

保険業法第97条
の2第1項
同法施行規則第
48条

金融庁

5046 6046A004
（社）日本損害保
険協会

6
保険会社本体によるビジネス
マッチング業務の解禁

保険会社のその他付随業務として、既に銀行等で行
われているビジネスマッチング業務を行うことをを認
めていただきたい。

保険会社の顧客情報ネットワークを活用し、顧客
同士の需要と供給をマッチングさせることにより、
双方の利便性を向上させる。
【例】
・物流合理化を図るメーカー、商社等への物流業
社の紹介
・フリート契約者への車両管理アウトソーサーの紹
介
・株式公開希望企業へのベンチャーキャピタルの
紹介

保険会社の顧客情報ネットワークの活用は、固有業務
に付随するものであり、かつ、顧客サービスに資すると
ともに、経済活動の円滑化・活性化に資するものであ
る。

保険業法98条1
項
事務ガイドライン
1-6-5（16）

金融庁
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5046 5046A004
（社）日本損害保
険協会

7
金融業を行う者の資金の貸付
の代理または資金の貸付に係
る事務の代行の認可の撤廃

資金の貸付の代理または資金の貸付に係る事務の
代行については認可不要とする。

・取引を機動的に行うことが可能となり、収益性向
上に資する。
・銀行とのイコールフッティングが図られる。

・同一業務にもかかわらず、銀行法上は認可が必要と
されておらず、均衡を欠く。
・認可手続に時間と手間を要すると、取引の成立に支
障を来し、収益機会を逸する懸念がある（協調融資に
ついては、包括認可となっており、既に認可を取得して
いるため個別認可は不要となっているが、今後、個別
の融資の代理代行や融資のアレンジャー業務等を行
うケースも想定され、その場合は機動性が失われるこ
とになる）。

・ 業法第98条第1
項1号、2項
・ 施行規則51条
第3号

金融庁

5046 6046A005
（社）日本損害保
険協会

8
金融サービス業へのホワイトカ
ラーエグゼンプションの導入等

①金融サービス業に従事するホワイトカラーについ
て、労働時間制の適用除外とすべく、ホワイトカラー
エグゼンプション制度を導入して欲しい。
②ホワイトカラーエグゼンプション制度の導入が困難
な場合には、企画業務型裁量労働制の対象業務の
要件を緩和し、金融サービス業に従事するホワイトカ
ラーが全て対象となるようにして欲しい。

・金融サービス従事者の勤務形態の自由度が高
まり、効率化が図れる。
・従業員の価値観が多様化する中で、裁量労働
制の拡大により業務遂行の手段や時間配分に対
して自らがコントロールし主体的に業務を遂行して
行くことが可能となり、企業としての生産性の向上
にも資する。

現行の裁量労働制は、対象業務やみなし労働時間な
どさまざまな規制がなされており、極めて限定的な運
用しかできていないのが実態である。そもそも裁量労
働制は労働時間にとらわれず、仕事の成果を重視す
べき制度であり､金融サービス業のホワイトカラーはそ
のようなコンセプトに合致するため、労基法第41条の
管理監督者のような労働時間規制の適用除外として
欲しい。また、ホワイトカラーエグゼンプション制度の導
入が困難な場合でも、企画業務型裁量労働制の対象
業務の要件を緩和することで、金融サービス従事者の
勤務体系の自由度が高まり、効率化に繋がる。

労働基準法第４１
条、同法第38条
の4第1項第1号
および同条項に
関する指針

厚生労働省
労働基準局
賃金時間課
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5046 5046A005
（社）日本損害保
険協会

9
確定拠出年金の加入対象者
の拡大（第３号被保険者、公務
員）

確定拠出年金制度において、個人型年金への専業
主婦、公務員の加入を認めていただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られる。専業主
婦、公務員個人の自助努力による老後資金形成
の促進に寄与する。少子高齢化の進展、高齢期
の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にか
んがみ、国民の高齢期における所得の確保に係
る自主的な努力を支援し、国民の生活の安定と福
祉の向上に寄与する効果がある。

確定拠出年金制度に加入できないものが存在すること
により、確定拠出年金のポータビリティーが確保され
ず、十分なものとならない。
（現状）
確定拠出年金において、個人型への専業主婦（第3号
被保険者）、公務員の加入が認められていない。

確定拠出年金法
第62条、法人税
法、所得税法

厚生労働省、
財務省

5046 6046A006
（社）日本損害保
険協会

10
確定拠出年金の企業型におけ
る拠出限度額の枠内での個人
による上乗せ拠出の容認

（要望）拠出限度額の枠内で企業型に対する個人の
上乗せ拠出を認めていただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られる。従業員の
自助努力による老後資金形成の促進に寄与す
る。少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化
等の社会経済情勢の変化にかんがみ、国民の高
齢期における所得の確保に係る自主的な努力を
支援し、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与
する効果がある。

（理由）
・拠出限度額の枠内で、個人による自助努力を認める
ことによって確定拠出年金制度の普及を促進する。米
国の確定拠出年金では個人による上乗せ拠出が認め
られている。
・現状、中小企業を中心として、企業型の拠出額は拠
出限度額の一部に止まっており、勤労者の老後の資
産形成ニーズを満たすためには、拠出限度額の枠内
での自助努力による個人の上乗せ拠出が必要なた
め。
（現状）
　企業型の場合、企業による拠出しか認められておら
ず、個人が上乗せ拠出できない。

確定拠出年金第
１９条、第２０条、
確定拠出年金法
施行令第１１条,
法人税法、所得
税法

厚生労働省、
財務省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5046 5046A006
（社）日本損害保
険協会

11
確定拠出年金の経済的困窮
時における年金資産取り崩し
の容認

経済的困窮時においては、米国の401k制度の様に、
①税のペナルティを課した上での年金資産の取り崩
し、②年金資産を担保としたローン制度を認めるよう
にしていただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られる。少子高齢
化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済
情勢の変化にかんがみ、国民の高齢期における
所得の確保に係る自主的な努力を支援し、国民
の生活の安定と福祉の向上に寄与する効果があ
る。

確定拠出年金では６０歳までは高度障害時を除き理由
の如何を問わず、年金資産の取り崩しが認められてい
ない。
困窮時の年金資産取り崩しニーズは高く、このままで
は確定拠出年金普及を阻害する。

確定拠出年金法
第２８条、法人税
法、所得税法

厚生労働省、
財務省

5046 6046A007
（社）日本損害保
険協会

12
確定拠出年金の拠出限度額
の更なる拡大

確定拠出年金の拠出限度額を更に拡大していただき
たい。特に、個人型の第２号被保険者について、少
なくとも企業型（企年無）と同額となるよう限度額の拡
大を認めていただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られる。
少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の
社会経済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢期
における所得の確保に係る自主的な努力を支援
し、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する
効果がある。

（理由）
2004年10月より拠出限度額が拡大したが、例えば個
人型(2号）は180,000円から216,000円へ拡大したに過
ぎない。少なくとも企業型(企年無）と同額となるよう限
度額の拡大によって確定拠出年金制度の普及を促進
する。
（現状）
現行の年間拠出限度額は以下のとおり。
企業型（企年有）276,000円
企業型（企年無）552,000円
個人型（１号）　816,000円
個人型（２号）　216,000円

確定拠出年金法
第２０条、第６９条
確定拠出年金法
施行令第11条お
よび第36条、法
人税法、所得税
法

厚生労働省、
財務省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5046 5046A007
（社）日本損害保
険協会

13
確定拠出年金の老齢給付金
の支給要件の緩和

老齢給付金の通算加入者等期間による受給開始年
齢の制限を撤廃していただきたい。現在の法令で
は、通算加入者等期間が１０年に満たない場合に
は、６０歳から老齢給付金の支給を受けることができ
ない。

制度の普及に寄与する。

制度導入時において、５０歳以上の従業員の加入を阻
害する要因になる。また、本来企業の退職金制度の一
環として導入した制度であるのに、従業員からすると６
０歳で定年退職した際に受給権がないというのは制度
の趣旨に反する。

確定拠出年金法
第３３条

厚生労働省
金融庁

5046 6046A008
（社）日本損害保
険協会

14
確定拠出年金の原簿記録事
項の緩和

企業型年金実施事業主または加入者・運用指図者
から通知を義務付けている他年金等の資格の得喪
および支給に関する情報に関し、原簿の記録事項か
ら除外してほしい。

確定拠出年金におけるコストの削減に繋がり、手
数料等の引き下げが可能となる。

退職所得の課税計算に使用するとされるこれらの事項
は、実際には退職所得の受給に関する申告書の提出
を受けた際に本人から確認すればよい事項であり、制
度加入時に事業主・加入者等に提出を求めかつ記録
関連運営管理機関が長期にわたって記録を保存しな
ければならないのは、制度を煩雑にし、かつ記録関連
コストの増加につながり加入者利益に反する。

確定拠出年金法
第１８条、第６７条
確定拠出年法施
行規則第１５条、
第５６条

厚生労働省
金融庁
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5046 5046A008
（社）日本損害保
険協会

15 自動車盗難対策の強化

自動車盗難対策については、政府の国際組織犯罪
等対策推進本部の下、関係省庁と民間団体による官
民合同プロジェクトチームによる様々な盗難防止対
策が取られ、その効果が現れて来ている。このような
状況のもと、自動車盗難犯罪の根絶に向けて、法整
備、イモビライザの普及促進等に加え、以下のような
制度の見直し等を図ることが必要である。
①中古車通関時における、輸出抹消仮登録証明書
または輸出予定届出書の厳密な確認（輸出抹消仮
登録証明書または輸出予定届出書の申請者が輸出
者本人と同一であることの確認）
②税関または第３者証明機関によるコンテナー内貨
物の現物確認の強化
③インターネットオークションにおける盗難自動車の
流通阻止（古物営業法21条の3の申告義務違反に対
する行政処分・罰則の制度化）

これらの盗難防止対策を施すことにより、自動車
盗難件数が減少すれば社会的損失の低減に大き
く寄与することになる。（定量的評価は困難である
が、03年度の自動車盗難保険金は約583億円で
あり、車両保険の普及率35％で単純に計算すると
日本全体でおよそ1,600億円の被害と推定できる。
仮に被害が1%削減された場合でも、約16億円の
効果となる。）また、盗難防止対策が進めば、暴力
団等国内の犯罪集団のみならず、海外のテロ組
織とのつながりも懸念される国際犯罪組織への資
金源を絶つことが可能となり、日本ひいては世界
の治安全体にいい影響を及ぼすと考えられる。

2004年（暦年）の自動車盗難件数は58,737件を数え、
前年よりは減少したものの、5年続けて60,000件前後
の高い発生件数を記録している。また、自動車盗難に
関する支払保険金は毎年600億円弱に達し、経済的な
面からも深刻な社会問題となっている。
①道路運送車両法の改正により、7月から中古車輸出
時には輸出抹消仮登録証明書を取得するか、一時抹
消中の車については輸出予定届出書を取得し、税関
において輸出時にそれらを確認することになった。
これまでは外国船員が中古車を持ち出す場合、旅具
通関での取り扱いが可能であったが、新制度では日本
に居住しない外国船員は輸出抹消仮登録証明書ある
いは輸出予定届出書を取得することができないことか
ら、従来のように旅具として中古自動車を輸出すること
はないと思われる。ついては、7月以降、外国船員が輸
出抹消仮登録証明書付きの中古車を譲り受けて旅具
通関をするなど、道路運送車両法等の主旨に合致しな
い行為があれば厳正に対応(拒否)願いたい。
②コンテナーへの積み込みに際し、盗難車を他の貨物
と偽って、または車両本体を解体して積み込むことに
より、不正輸出する手口がある。道路運送車両法の改
正で正規の輸出ルートの審査が厳しくなり、コンテナー
を利用した不正輸出が増加する恐れがある。コンテ
ナーを使用する不正輸出を防ぐためには、コンテナー
の内容物を確認して、盗難自動車が紛れ込んでいな
いかどうかを厳重に確認することは極めて効果的であ
る。例えば、仕向地、輸出業者(不特定多数の荷主を
扱うなど)を限定するなどして、税関におけるコンテナー
内貨物の現物確認を促進されたい。また、第３者証明
機関の立会いを指導し、同機関によるコンテナー確認
の徹底をすることでも、大幅な改善が図られるものと考
える。
③インターネットオークションに、書類や車台番号のな

①道路運送車両
法第１５条の２
②関税法基本通
達67-1-20（輸出
貨物コンテナー
扱い）
③古物営業法第
２１条の３

内閣府国際
組織犯罪等
対策推進本
部

財務省関税
局監視課、業
務課

国土交通省
警察庁

5046 6046A009
（社）日本損害保
険協会

16
自賠責保険の実務に関する各
種規制の緩和

①異動の申し出を受けた場合、証明書に直接異動事
項を記載するのではなく、後日、異動承認書を交付
することを可能として欲しい（契約者はオリジナルの
証明書と当該異動承認書を携行する）。
②検査対象車種については、当該契約の終期にか
かわらず、他の契約が車検期間を満たしている場合
は（つまり、終期が車検満了日よりも遅い場合は）、
当該契約を解約できることとして欲しい。

①異動手続きの利便性向上により、迅速な異動
手続きを可能と出来る。
　異動処理発生件数　約２３万件／年
②契約者の利便性向上
　重複契約の解約件数　約２万件／年

①契約者は異動手続き期間中でも車両の運行が可能
となるというメリットが認められる。
②契約者が終期の遅いほうの契約を解約することを希
望するケースがある。検査対象車種については、解約
されない自賠責が車検期間を満たしていることを前提
とすれば無保険車が発生することは考えられず、本規
制の必要性は認められない。

①自賠法第７条
第２項
②自賠法第２０条
の２第１第三号

国土交通省
金融庁
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5046 5046A009
（社）日本損害保
険協会

17
公共工事の前払い金保証事
業への損保の参入

①公共工事の前払い金保証、すなわち「公共工事を
受注した企業が債務不履行に陥った場合に、発注者
が支出した前払い金が損失とならないように保証す
る」制度への参入。
②併せて、資金使途確認に係る実務負担を軽減す
る。

　国及び地方自治法が請負者に対して納付を義
務付ける契約保証金について、損害保険会は、履
行保証保険、履行ボンドの引き受けにより契約保
証金に代替する保証措置を提供しています。
　損保として、現行の履行保証保険・ボンドのノウ
ハウを活かすことのできる、前払い金保証の分野
に参入したい。

①現状、 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」
で、原則、保証者の兼業が禁止（銀行のみ可）されて
おり、損保による取り扱いはできない。
　損保が前払い保証分野へ参入することで、同分野に
市場原理に基づく競争性を導入し、サービス内容の充
実・向上を図ることできる。

②「公共工事の前払金保証事業に関する法律」第２７
条で「保証事業会社は、保証契約の締結を条件とし
て、発注者が請負者に前払金を支払った場合におい
ては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に
使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わな
ければならない。」と定められており、前払保証会社で
は、資金使途確認の手段として「前払金使途内訳明細
書」と「支払先が確認できる書類（下請契約書、注文請
書、下請届、施工体系図、施工体制台帳等）」を建設
業者から取り付け、内容に問題がないことを確認したう
えで、金融機関に対して前払金の払出承認をし、承認
を受けた金融機関は下請・資材業者に対して直接前
払金の振り込みを実施する実務となっています。しか
し、保証事業を健全に運営するうえでは現行の「前払
金の使途」に焦点をあてた確認実務に拘る必然性はな
く（むしろ建設業者の破綻リスクが重要）、また使途確
認作業自体が建設業者にとって事務処理上の負担と
なっているため、画一的義務となっている当該使途確
認は廃止することが適当である。

「公共工事の前
払金保証事業に
関する法律」19
条、27条、28条
「公共工事の前
払金保証事業に
関する法律施行
令」5条

国土交通省

5046 6046A010
（社）日本損害保
険協会

18
原付二輪車の届出関係事務
の統一とワンストップサービス
への取り込み

原付の届出・変更等に関して市町村ごとに差異のあ
る書類の名称や様式、手続きを統一したうえで、届出
事項・廃車申告・標識返納などの手続きや証明書類
の取り寄せが容易となるよう、ワンストップサービス
のインフラに市町村が加われる仕組みを検討して頂
きたい。

自賠責保険の異動・解約事務の必要書類の取り
寄せが確実・簡易に行えることにより、契約者
サービスの向上と事務効率化が図られる。

自賠責保険の異動・解約においては、証明書ととも
に、異動・解約事由を証明する書類を求めている。原
付の場合、登録ではなく、届出市町村ごとに管理され
ており、様式や請求方法も統一されいないこともあっ
て、転居・移転を伴う場合や契約者が遠方の場合など
取り付けに支障を来すことがある。たとえば、廃車によ
る解約では、市町村で「廃車申告受付証」を証拠書類
として取り付けているが、名称が異なる場合がある。直
接の窓口が市町村であっても、実務上の便宜のため
に統一を図るとともに、市町村をネットワークでつなぐ
ことは主務官庁により検討、働きかけが可能な事柄と
考える。自賠責保険が国による強制保険制度であるこ
とを踏まえ、省庁間での、あるいは市町村との連携を
お願いしたい。

各市町村の条例 総務省
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5046 5046A010
（社）日本損害保
険協会

19

独禁法上の議決権保有割合
規制（10％規制）における総株
主等の議決権の算定方法の
緩和

・議決権保有割合規制については、従来発行済株式
数だった分母が議決権株式数となったことに伴って、
特に自己株式の取得による分母の減少を考慮する
必要があるが、一方で、非上場会社の中には、自己
株式の取得の把握、すなわち正確な「総株主等の議
決権」の把握が困難なケースもあることから、議決権
株式数の算定方法について、運用上の対応を緩和
する。
・具体的には、小規模非上場会社等で株主総会等の
召集通知に「総株主等の議決権」の記載がなく、把握
が困難な場合には、「発行済株式等の総数」等を「総
株主等の議決権」とみなすことを可能とする。

議決権保有割合点検作業の効率化

議決権保有割合規制の遵守については、発行会社か
らの株主総会等の召集通知等の開示資料を基に点検
を行っているが、非上場会社については、上場会社と
異なり開示資料の中で「総株主等の議決権」が記載さ
れていないケースも散見され、また、発行会社へのア
ンケート調査も実施しているが未回答や誤回答のケー
スもあり、総株主等の議決権をすべて正確に把握する
のは困難な状況である。（従って、開示資料やアン
ケート調査等、一定の対応を行った上で、それでも「総
株主等の議決権」の把握が困難なケースでは、「発行
済株式等の総数」等を「総株主等の議決権」とみなすこ
とを可能とするようしていただきたい（保険業法の事務
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ別紙様式25の記載要領の中では、上記みな
し規定が設けられている）。）

独占禁止法第十
一条（金融会社
の株式保有の制
限）

公正取引委
員会

5047 5047A001 新潟県 1
特別豪雪地帯における高床式
農家民宿の各種設置基準の
緩和（消防法、建築基準法）

平成１６年１２月１０日付けで全国展開された農家民
宿の消防用設備等に関する特例基準では、各客室
から直接外部に容易に避難できる等の場合には、
「誘導灯」「誘導標識」「消防機関へ通報する火災報
知設備」の設置を要しないとされ、一般住宅を活用し
た農家民宿開業に向けた規制緩和が図られた。
　しかし、特別豪雪地帯においては、雪で埋没してし
まう1階部分を基礎コンクリート造りにして車庫や作
業場とし、2階、３階部分に居住するという高床式住
宅が多数見られ、この多くは延べ床面積が300㎡以
上に該当し、自動火災報知設備の設置が義務付け
られ多額の投資が必要になるなど大きな障害となっ
ている。
　特別豪雪地帯の高床式農家民宿については、住宅
用火災警報器や避難はしごの設置等により各客室
から安全に避難できる等の条件を満たす場合、「自
動火災報知設備の設置判断に用いる延べ床面積か
ら居室に供しない１階基礎部分を除外する。」

　自動火災報知設備の設置基準は、雑居ビル火災を
契機に平成15年10月に規制強化（500㎡⇒300㎡以
上）されたもので、市街地の建築物と同様の厳格な規
制が農家民宿にも適用されている。
　これは、火災発生初期における警報到達性の悪い雑
居ビルを想定した規制と考えられ、1階基礎部分を居
室に供しない高床式住宅には過大な設備であり、現行
制度では特別豪雪地帯の農家民宿開業の大きな障害
になっている。
　本規制緩和により特別豪雪地帯における農家民宿
の開設の可能性が拡大することで、都市と農山村との
交流がさらに促進し、中山間地域の新たなビジネス
チャンスとして地域の活性化が期待される。

消防法第１７条第
１項

総務省消防
庁

○添付資料1:新潟県におけ
る高床式住宅の状況写真
○添付資料2:特別豪雪地帯
の高床式住宅比較図（構造、
避難経路）
○添付資料3:豪雪地帯及び
特別豪雪地帯地図
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5047 5047A002 新潟県 2
特別豪雪地帯における高床式
農家民宿の各種設置基準の
緩和（消防法、建築基準法）

　都市と農村交流の１形態として、一般住宅を活用し
た農家民宿を開業するケースが増えており、平成１７
年1月17日付けの「農家民宿等に係る建築基準法上
の取り扱い（技術的助言）」において、各客室から直
接外部に容易に避難できる等の場合には、旅館に該
当しないとされ、住宅を活用した農家民宿開業に向
けた規制緩和が図られた。
　しかし、特別豪雪地帯の高床式住宅の３階部分を
客室として利用する小規模な農家民宿であっても、
建築基準法の規定により、耐火構造物とする必要が
生じ、多額の投資が必要になるなど大きな障害に
なっている。
　特別豪雪地帯の高床式住宅については、３階部分
の客室に避難施設等を設置するなど、各客室からの
避難の安全性が確保される場合、「建築基準法第２
７条の階の算定において居室の用に供しない高床基
礎部分を除外する。」

　近年、特別豪雪地帯において新築される住宅のほと
んどは、冬季間の排雪・堆雪場所の確保及び快適性
（１階部分が堆雪により埋まる）等の理由から、基礎部
分を高くしている。
　しかし、一般的な３階建て建築物とは異なる利用形
態であり、避難施設等の設置により通常の2階建て住
宅と同等に避難の安全性が確保できると考えられる。
　前回の特区提案の際は構造規定の緩和は採用され
なかったため、3階部分を客室として利用する場合は、
建物を耐火建築物とすることが求められており、農家
民宿開業の大きな障害になっている。
　積雪地域の住宅形態と避難設備の整備等が考慮さ
れ、本規制緩和が行われることにより、特別豪雪地帯
における農家民宿開設の可能性が拡大することで、都
市と農山村との交流がさらに促進し、中山間地域の新
たなビジネスチャンスとして地域の活性化が期待され
る。

建築基準法第27
条

国土交通省

○添付資料1:新潟県におけ
る高床式住宅の状況写真
○添付資料2:特別豪雪地帯
の高床式住宅比較図（構造、
避難経路）
○添付資料3:豪雪地帯及び
特別豪雪地帯地図

5048 5048A001 東京都 1 保育所制度における規制緩和
大都市住民のニーズに即した新たな保育所として、
都が創設した認証保育所を制度的に認めること。

・現在の認可保育所では応えきれていない、大都市の
保育ニーズに対応できる。
・多様な事業者の参入とサービスの競い合いを促す制
度に改めることにより、多様化する保育ニーズに応え
ることができる新しい保育所設置が可能となる。

・児童福祉法 厚生労働省
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5048 5048A002 東京都 2 保育所制度における規制緩和

　現行の認可保育所制度について、「保育に欠ける」
要件を利用者の実態に即して見直すとともに多様な
事業者の参入を促進し、利用者本位の制度となるよ
う改革すること。
①保育所利用方法について、利用者が施設と直接
契約できる制度とすること
②保育料を一定の基準の下に、保育所が自由に設
定できるようにすること
③施設整備について、民間事業者も次世代育成支
援対策施設整備交付金の対象とすること
④保育所設置基準を緩和すること

①、②保育所の入所の決定権が区市町村にあるた
め、利用者の選択権に実効性がなく、施設の努力とは
関わりなく児童が入所するしくみとなっている。利用者
本位のサービス提供を実現するため、事業者が競い
合いを通じてサービス向上していくしくみとする必要が
ある。
③認可保育所は、設置主体に制限はなく、株式会社等
でも設置できることとされているが、株式会社は施設整
備交付金の対象にならない。
④保育所の設置認可権限は都道府県知事にあるもの
の、その基準は全国一律の最低基準を必ず満たさな
ければならないこととなっている。そのため、利便性の
良い市街地での保育所整備が進みにくい。また、職員
定数のすべてに保育士資格を求めており、保育士以
外の資格者の活用による柔軟なサービス提供ができ
ないほか、調理員について常勤職員配置が原則とされ
ているため、短時間勤務職員の導入ができない。保育
所における調理業務は、給食の安全・衛生や栄養等
の質の確保が図られていることを前提に、平成１０年
に委託が認められたが、調理業務の全部を委託する
場合に限られている。

・児童福祉法
・児童福祉施設
最低基準
・憲法

厚生労働省

5048 5048A003 東京都 3
認知症高齢者グループホーム
の設置促進を目的とした規制
の緩和

厚生労働省令に定める、認知症高齢者グループ
ホームの指定に係るユニット数の制限（２ユニット以
内）を緩和し、地域特性を考慮した柔軟な対応を図る
こと。

全国一律の規制であり、地域特性を考慮したものと
なっていない。

・指定居宅サービ
ス等の事業の人
員、設備及び運
営に関する基準
（厚生労働省令
第２８号）

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5048 5048A004 東京都 4
特別養護老人ホームの設置促
進を目的とした規制等の緩和

老人福祉法に定める特別養護老人ホームの設置・
運営主体に関する規制を緩和し、多様な事業者の参
入を促進する。

構造改革特区等で民間事業者による特別養護老人
ホーム運営が行われているところであるが、いわゆる
公設民営方式のみという状況であり、多様な事業者の
参入が図られるものとなっていない。

・老人福祉法 厚生労働省

5048 5048A005 東京都 5
障害児施設における調理業務
の外部委託の容認

障害児施設における調理業務の外部委託を認める
こと

・身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設等
の調理業務については第三者への委託が可能とされ
ているが、障害児施設においては施設の職員により行
われるものとされている。
・肢体不自由児施設及び知的障害児通園施設につい
ては、構造改革特別区域法に基づく計画の認定を受
けた場合、調理業務の外部委託が可能となっている。
・しかし、運営面でのより一層の効率化を図るため、構
造改革特区の対象事業にかかわらず、障害児施設に
ついて成人施設と同様、第三者への委託を認められた
い。

・児童福祉法第４
５条
・児童福祉施設
最低基準
・保護施設等にお
ける調理業務の
委託について（昭
和62.3.9社施策
38）
・構造改革特別
区域における「肢
体不自由児施設
等における調理
教務の外部委託
事業」について
（平成15.3.27障発
第0327015号）

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5048 5048A006 東京都 6
児童福祉施設等の運営におけ
る規制緩和

すべての児童福祉施設及び児童相談所における一
時保護施設の調理業務について、外部委託を認める
こと

･保育所の調理業務については第三者への委託が可
能とされているが、その他の児童福祉施設等において
は、施設の職員により行われるものとされている。
・運営面でのより一層の効率化を図るため、すべての
児童福祉施設及び児童相談所における一時保護施設
について第三者への委託を認められたい。

・児童福祉法
・児童福祉施設
最低基準

厚生労働省

5048 5048A007 東京都 7
社会保険診療報酬支払基金
が取り扱う審査支払業務の範
囲拡大

都が実施している「心身障害者医療費助成制度」及
び区市町村が実施している「ひとり親家庭医療費助
成制度」、「乳幼児医療費助成制度」（以下「医療費
助成制度」という。）の審査支払業務を社会保険診療
報酬支払基金が取り扱える業務範囲とすること。

支払基金の業務範囲は法令等で定められており、医
療費助成制度の審査支払業務は対象外のため、社会
保険分はレセプトで支払基金に、医療費助成分は国
民健康保険団体連合会に請求。そのため、以下の問
題がある。　　　①医療機関は、社会保険分のレセプト
作成に加え医療費助成分の請求書作成の事務処理を
負担。　　　　②レセプトの査定減等があっても、医療費
助成分と連動できず、公費の過払いが発生。
③高額療養費は、実施主体が一旦全額支払後、保険
者や患者本人と連絡調整して清算しており、事務処理
が煩雑化。

・社会保険診療
報酬支払基金法
第15条及び同条
第３項の規定に
よる告示及び局
長通知

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5048 5048A008 東京都 8 カジノ実現に必要な法整備

・カジノを実現するために、必要な法整備を行うこと。
・その際に、地域の実情に即したカジノ運営を可能に
するしくみとするなど、地方自治体の意向を十分踏ま
えるよう留意すること。

カジノ開設

・カジノは、有力な観光資源であり、新たなゲーミング
産業として、経済波及効果や雇用創出効果が大いに
期待できる。
・カジノは、現行法では、刑法の賭博および富くじに関
する罪で規制されており実施することができない。

・刑法第１８５条
～１８７条（賭博
および富くじに関
する罪）

内閣府
法務省
国土交通省
経済産業省

5048 5048A009 東京都 9
外国人旅行者に対する査証手
続きの緩和

・観光目的で来訪する旅行者に対しては、一定要件
（出入国管理及び難民認定法別表第一に掲げる「短
期滞在」の場合、往復予約済航空券を所持している
場合等）の下での査証の免除を行うこと。
・愛知万博期間中における、韓国及び台湾から観光
目的で来訪する旅行者に対する一時的な査証免除
については、期間終了後も継続し、将来的にはその
恒久化を図ること。

日本を訪れる外国人旅行者は、日本人海外旅行者の
４分の１に過ぎなかったという状況に対し、都は、千客
万来の世界都市・東京の実現を目指して、「東京都観
光産業振興プラン」を策定し、外国人旅行者を増加さ
せるための具体的な施策を展開している。
今後、外国人旅行者数の拡大を図るためには、不便を
来たしている現在の査証制度を改善することが必要で
ある。

・出入国管理及
び難民法
・外務省設置法

法務省
外務省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5048 5048A010 東京都 10 来日外国人・組織犯罪の防止

　在留資格審査の一層の厳格化を図るとともに、既
にアメリカで実施されているバイオメトリックス（生体
認証技術）を活用した入国審査の実施など、早期に
入国審査を厳格化すること。

　退去強制した不法滞在者の水際での再入国阻
止などによる来日外国人犯罪の抑止

・出入国管理法の改正により、在留資格取消制度の創
設や不法残留罪の罰金額引上げが行われ、不法滞在
者に対する取締りは一定の措置が講じられた。
・また、バイオメトリックスを含めた入国審査の厳格化
についても、平成18年の通常国会に法案を提出する
方向で検討中とのことであり、一定の評価はできる。
・しかしながら、不法入国の手法が、より悪質巧妙化し
ている状況下、一日も早い入国審査の厳格化を求め
る。

・出入国管理及
び難民認定法施
行規則

法務省

5048 5048A011 東京都 11 脱法ドラッグ対策の推進
乱用薬物の麻薬への追加指定について積極的な運
用を図ること。

脱法ドラッグの乱用は、拡大･深刻化が懸念されてお
り、乱用実態や危険性、青少年に及ぼす広範な悪影
響などは看過できない状況にあることから、脱法ドラッ
グ規制の実効性を上げるための対策が必要である。

・麻薬及び向精
神薬取締法第２
条別表第１第７５
条及び別表第２
号第４号
・麻薬、麻薬原料
植物、向精神薬
及び向精神薬原
料を指定する政
令第１条及び第２
条
・無承認無許可
医薬品の指導取
締りについて(昭
和46年6月1日
薬発第476号)各
都道府県知事あ
て厚生省薬務局
長通知

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5048 5048A012 東京都 12
ディーゼル車の使用過程車対
策の抜本的な見直し

①自動車ＮＯｘ・ＰＭ法では車検制度によって、基準
を満たさない車両は対策地域に登録することができ
なくなるが、当該地域の環境改善のため、地域外か
らの流入車を規制の対象とするなど、抜本的な使用
過程車対策を実施すること。

②車検の時の使用過程車規制について、実効性あ
る対策を実施するため、大気汚染防止法に基づく車
検時の規制対象項目にＮＯxやＰＭを加えること。

・都における深刻な大気汚染の根本的な原因は、国の
自動車排出ガス規制の遅れにある。
・大気汚染を改善し、都民、国民の生命と健康を守る
ためには、国の責任で使用過程車対策の抜本的な見
直しを行う必要がある。

・自動車ＮＯｘ・Ｐ
Ｍ法
・大気汚染防止
法

環境省
国土交通省

5048 5048A013 東京都 13 不正軽油対策
不正軽油製造等を根絶するため、関係省庁が一体と
なった実効性のある対策を講じること。

・平成16年度の廃棄物処理法の改正では硫酸ピッチ
の保管基準等の強化等がなされ、平成16年度の地方
税改正では、軽油引取税の脱税にかかる罰則の引き
上げ及び不正軽油の譲受に関する罰則の創設等が盛
り込まれた。
・しかし現行制度では不正軽油を製造する行為や硫酸
ピッチの不法投棄を根絶することは極めて困難であ
る。

・地方税法
・廃棄物処理法

総務省
経済産業省
環境省

117/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5048 5048A014 東京都 14
ディーゼル排出微小粒子の環
境基準の設定

大気汚染の原因であるディーゼル排出微粒子など微
小粒子（ＰＭ2.5）についての環境基準を設定するこ
と。

・微小粒子については、その濃度と呼吸器や循環器系
疾患などと強い関連性を示す報告がある。
・ディーゼル排出微粒子のほとんどが微小粒子と言わ
れている。
・微小粒子についての環境基準の設定を行うなど、微
小粒子状物質等による大気汚染から都民の健康と生
命を守る実効性のある対策をとる必要がある。

・大気汚染防止
法

環境省

5048 5048A015 東京都 15 船舶からの排出ガス対策

マルポール条約の批准に伴い改正海洋汚染防止法
が本年5月19日に施行されたところであるが、①既存
船は窒素酸化物規制の対象とならないこと。②粒子
状物質は規制対象としていないこと。③燃料の硫黄
分は4.5％以下としていること（国内の実勢は硫黄分
3.0％以下）などから、船舶からの排出ガスについて、
より抜本的な対策が必要である。
ついては、使用燃料の良質化等、有効な船舶排ガス
対策について積極的に検討し早期に対策を講じるこ
と。特に硫黄分の基準見直しなど、実効性のある環
境対策を講じること。

東京港周辺の二酸化窒素や二酸化硫黄の大気環境
濃度は、長期間継続して高い状況にある。これは港湾
地域が抱える共通の問題であり、本年、マルポール条
約の批准に伴い海洋汚染防止法の改正が行われたと
ころであるが、国の責任において、船舶からの排出ガ
スについてより抜本的な対策を講じる必要がある。

・海洋汚染及び
海上災害の防止
に関する法律

国土交通省
環境省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5048 5048A016 東京都 16 行政財産に対する制限の緩和

・自治体が所有する公有財産のうち行政財産につい
ては、法律により私権の設定が禁止され、民間への
貸付けができないなどの制約がある。
・公有財産の管理等については、各自治体がそれぞ
れの状況に応じ、更に有効活用できるよう、法律によ
る一律の規制を見直すべきである。
・ついては、行政財産に対する制限を緩和し、弾力的
に活用できるよう、法律の規定を整備すること。

　組織の統廃合等により庁舎等の一部に空き床
が生じているが、これを民間事業者等に貸し付け
ることにより、有効活用を図る。

　現在、行政財産の貸付けが認められているのは、地
方自治法施行令第１６９条に掲げられる国、地方公共
団体庁舎の合築の場合等に限られており、民間企業・
団体等の民間事業者に対しての貸付けは認められて
いない。このため、民間事業者に庁舎等の空き床を使
用させようとした場合には、目的外使用を許可する以
外に方法はない。この目的外使用許可は、行政目的を
妨げない範囲に限られ、使用は最小限度に留められ
ることから、財産を有効活用する手段としては限界が
ある。このため、行政財産のより有効活用が図られる
ように、貸付け等が可能となるような地方自治法の規
定改正を要望する。

・地方自治法 総務省

5048 5048A017 東京都 17
地方公共団体の基金の運用
に関する規制の緩和

地方公共団体の基金に属する有価証券について、
信託銀行等に対する信託を可能とすること

運用有価証券信託による基金の運用

 運用有価証券信託は、保有する国債等の有価証券
を、受託者である信託銀行の固有財産との分別保管
を前提とし、安全性が確認できる金融機関等に限定し
て貸し出し手数料を得ることを目的として信託するもの
である。
 現状では、地方自治法により基金に属する有価証券
を信託することは認められていないが、より効率的な
運用を図るため、これを信託銀行等に対して信託する
ことを可能とするよう法改正を要望する。

・地方自治法第
237条第3項、第
238条の5第2項
・地方自治法施
行令第169条の3

総務省
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5048 5048A018 東京都 18
職業能力開発校の設置・運営
基準の見直し

職業能力開発校については、職業能力開発促進法
第１６条で都道府県が設置することとされている。ま
た、この場合の管理運営に関して明文の規定はない
が、設置者が当然管理運営を行なうべき法意と解さ
れている。
このことについて、職業能力開発校の設置・管理運
営は、各都道府県の責任と判断に基づき、主体的に
行えるようにすること。

時代の変化や、地域の実情とニーズの変化に、柔軟な
対応を可能とするため。

・職業能力開発
促進法第１６条

厚生労働省

5048 5048A019 東京都 19 職業訓練の基準の見直し

職業訓練の基準については、職業能力開発促進法
第１９条および施行規則１０条から２１条で定められ
ている。
このことについて、地域の実情に応じた柔軟な訓練
が実施できるよう、法令で定める基準は訓練の水準
を維持する上で必要な最低限のものとし、設備の細
目等については都道府県の裁量に任せるなど、訓練
基準の大幅な緩和を行うこと。

技術の変化や、地域の実情とニーズの変化に、柔軟な
対応を可能とするため。

・職業能力開発
促進法第１９条お
よび施行規則１０
条から２１条

厚生労働省
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5051 5051A001
NPO法人ニュー・
パートナーシップ
研究所

1 専門中学校制度
学習指導要綱に基づく、総合的な教科配分の規定の
緩和を行い、専門的な職業学習コースを中心とする
「専門中学校制度」を創設する。

中学校に職業専門課程を置くことにより、専門分
野における基礎的な職業能力を習得し、各職業分
野で将来の中核となる人材を養成することを目的
とする。専門中学では、指導要綱の授業時間配分
にとらわれず、専門課程で必要な技術や知識習
得の観点に立った教科と授業時間数の設定を行
う。これらの専門技術や知識の習得を目的とした
必修教科の授業設定をすることにより、必要な一
般知識の習得を可能とするよう配慮することにす
る。現在の中学校は義務教育課程として、中学校
学習指導要領で必修教科と授業時間が定めら
れ、これに基づいて総合的学習を柱とする中学校
の制度が行われている。私立中学の中には、この
指導要領の基礎の上に専門教科の授業時間を設
定して専門能力の向上を目的とするものがある
が、その殆どは音楽学校に併設された中学校にと
どまっていて、幅広い職業分野が選択できる専門
コースは見られない。そこで、例えば伝統的な工
芸技術や芸術、機械技術、電気技術、その他の
中学卒業年齢から従事することがその分野にお
ける熟練技術者養成につながる分野で、これまで
のカリキュラムにとらわれない自由な教科設定が
できる専門コースの中学校を設置する。

現在全国で小学校や中学校の不登校児童が年々増
加しつつあり、10万人以上が不登校状態とされ、毎年
多数がそのままで成年に達する状態にある。また、不
登校児童はフリーターなど定職につかない若者の供給
源のひとつであり、今後のわが国を支えていく次世代
の健全な育成を図るためにはこの問題に早急に対応
する必要がある。不登校にいたる原因は各人様々で
明確なものが把握されていないが、その多くのケース
で見られる現象は無気力、無関心、意欲の欠如など、
積極的に生きる姿勢の欠如、人間として生きる目的の
喪失である。これらは、家庭環境に問題がある場合も
少なくない。一方では、教育投資の増大、大学進学率
の上昇が見られるが、経済界では大学卒業生の再教
育が不可欠で人材育成機関として十分な機能を果たし
ていないのが現状である。必要な人材とは学歴とは別
の、個人の能力が産業において活用できるかどうかに
かかっている。かつては中卒者の就職がごく普通で、
この中から日本企業の誇る職人的なわざが継承され、
世界的技術につながり、現在のわが国の繁栄に寄与
してきた。特に職人的な専門技術分野では、技術の継
承が困難となり、今後は日本の特色や優位性が低下
することが懸念されている。そこでこのような人材を育
成する新たな教育体系として、専門中学校制度を提案
する。上で述べた不登校児問題と、専門的技術継承の
二つの課題に対応できる教育機関として、専門中学校
の仕組みが効果を発揮すると考えられる。

中学校学習指導
要領

文部科学省

5052 5052A001
石油化学工業協
会

1
ボイラー等連続運転認定にお
ける類似新設機器への適用

ボイラー等の連続運転認定要領（４年連続運転に係
る要件関係）において、新規に予備機や同一使用条
件の機器を増設する場合には既存機器における性
能実績の提示により、４年認定を取得できるようにす
る。

ボイラー等の連続運転認定要領（４年連続運転に
係る要件関係）ではボイラー、第一種圧力容器の
更新製作に関しては、交換前と「同種同型式」、
「材料及び性能が同等程度」、「使用条件が同等
程度」であれば、４年認定を継続できる。

しかし、新規に予備機や同一使用条件の機器を
増設する場合には、新たな機器として１年目、２年
目の性能確認を受ける必要があり、機器の停止
が伴う。

認定機器の交換については「同種同型式」、「材料及
び性能が同等程度」、「使用条件が同等程度」であれ
ば４年認定の継続が認められており、これと「同種同型
式」、「材料及び性能が同等程度」、「使用条件が同等
程度」の新設機器についても、安全性は同等と考えら
れるため、４年認定を認めていただきたい。

【効果】事業者の国際競争力の強化に寄与する。

労働省労働基準
局長通達（Ｈ
14.3.29 基発第
0329020号）

厚生労働省
労働衛生部
安全課
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5052 5052A002
石油化学工業協
会

2
消防法完成検査認定制度にお
ける運用改善

本来の自主検査制度を目指し、以下の運用改善を
図る。
１．完成検査報告は結果一覧表のみとし、認定申請
内容に沿って検査記録が作成・管理されているのを
事後確認する。
２．申請書類は通常の申請書に一致させる。
３．完成検査報告書提出時点で装置を稼動できると
する。
４．検査手数料の減額。

認定優良事業者が行う一定範囲の変更工事につ
いて、自主完成検査結果を活用する制度がある。
しかし、自主検査結果の報告を受理し書類審査し
た上で使用許可が出る、という形式であり、事業
者に完成検査の責任を委ねたものではない。この
ため、次の問題がある。
１．書類審査のための提出書類が多い。
２．市によっては完成検査報告書提出の翌日でな
いと許可が下りない。（自主検査でなく官庁立会い
検査では口答で使用許可が下りる。）

以上の結果として、事業者による自主的検査の充
実や自主保安の推進を図るという、制度の本来の
趣旨が発揮されていない。

認定制度により事業者の自主保安を図る効果が発揮
されていない。
市によって異なるが、認定事業所の自主検査の方が
申請書類が増えたり、また自主検査終了後翌日でない
と稼動できない等、従来の官庁検査と較べて合理化が
図れない面がある。
認定制度制定当初の消防庁と業界の合意とは齟齬が
生じており、自主保安推進という本来の立場から制度
の運用面の改善を図り、その趣旨を市町村に再徹底し
て頂きたい。
また検査料は自主検査へ移行したことに伴い減額され
るのが合理的と考える。

消防危第２２号
（平成１１／３／１
７、危険物施設の
変更工事に係る
完成検査等につ
いて）

総務省消防
庁危険物規
制課

5052 5052A003
石油化学工業協
会

3
内航ケミカルタンカーに従事す
る船員の国籍フリー化

内航海運に従事する船員の国籍を日本人に限定せ
ず、フリー化する。
完全フリー化が一挙に無理なら、先ず、人員数の限
定もしくは国際経済援助の観点からアジア諸国の国
籍者に限定する。

内航船員の国籍は日本人に限定されている。
平成１７年４月から船員法改正により、船員数、労
働時間等の条件が厳しくなり、特に、3K職場のケ
ミカルタンカーの船員確保は難しい。

従来から課題となっている、内航船員の高齢化、人員
確保難、運行コスト等の問題は改善策がないまま現在
に至っている。
更に、内航船の老朽化、IMO対応による船型要件の格
上げ等による船腹不足の予想もあり、輸送環境が悪
化しないような可能性を考えるべき時期にある。
アジア諸国の船員費はわが国船員の１０～５０%と言わ
れている。既に、外航船では外国船員が主流であり、
安全面、航海技術面でも問題の無い水準に達してい
る。
要望を実現することで大きい経済効果が得られる。

船員法(国土交通
省)
第７次雇用対策
基本計画(平成４
年７月閣議決定)
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5052 5052A004
石油化学工業協
会

4
県境を跨いで排水を運搬する
ことについての規制緩和

工場が両県に跨いで立地している場合でも、排水処
理施設は、次のような理由で両県に設置している。
①他県の排水を処理し、最終的には排出県とは異な
る県に運ぶことに対してコンセンサスが醸成されてい
ないため。②発生した排水を処理する場所が他の県
である場合、排出元の県と処理する県との協議及び
申請が必要であるため。

両県にまたがって立地している場合、一方の県に対
してのみの申請、報告等の手続きを認めてほしい。
（ひとつの工場とみなす対応）

環境保全は地球規模での環境負荷低減が必要となっ
ている。両県に跨る工場の排水処理において、隣接工
場の効率運営は競争力向上にも重要である。煩雑な
手続き（設置許可申請等）が不要で一体運営できれ
ば、工場基盤強化にも繋がるものと思われる。具体的
なメリットとしては次のものが考えられる。
①排水処理設備を１つの県に集約できる。②一方の県
の排水処理施設能力に余裕があれば、相互に排水を
運搬し、増強工事が不要になる。③官庁等への手続き
も一体化されれば、申請・届出・報告を省力化し、迅速
対応が可能になる。

水質汚濁防止法

瀬戸内海環境保
全特別措置法

環境省

5052 5052A005
石油化学工業協
会

5
瀬戸内海環境保全特別措置
法に基づく特定施設の設置許
可申請の緩和

瀬戸内海環境保全特別措置法（内海法）において
は、特定施設の設置及び特定施設の構造等の変更
について、府県知事の許可を受けなければならない
と定めている。特定施設の設置又は特定施設の構
造等の変更によって、公共用水域へ排出する汚水等
の汚濁負荷量が増大しない場合は、現行の府県知
事の許可制より届出制とするように内海法第５条、第
８条を改正すべきである。

複数の特定施設を有する事業所において、特定施設
の改善や廃止による汚濁負荷量の減少分を新規特定
施設の設置又は他の特定施設の汚濁負荷量の増分と
差し替えることにより、トータルとして事業所からの公
共用水域への排水口での汚濁負荷量が増加しない場
合においては、届出とすることで、事務手続きの負荷
及び期間を軽減短縮したい。

瀬戸内海環境保
全特別措置法

環境省
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5053 5053A001
(社）日本経済団
体連合会

1
有料職業紹介事業の手数料
徴収に係る対象職業制限と年
収制限の撤廃

　さらなる規制緩和として、対象職業と年収に関する
制限を撤廃すべきである。

①民間の職業紹介サービスの高度化により、ユー
ザー満足度やマッチング率の向上が見込め、事業運
営が健全化する。
②手数料の徴収額に一定の制限があれば、問題は生
じない。
③「規制改革・民間開放推進３か年計画」（改定）(2005
年3月25日）の中でも「有料職業紹介事業者が求職者
から手数料を徴収できる範囲について、平成16 年３月
１日からの新制度の施行状況等を踏まえ、更なる拡大
に関し、検討を行う」と回答されている。

職業安定法第32
条の３
職業安定法施行
規則第20条
「職業安定法施
行規則第20条第
２項の規定に基
づき厚生労働大
臣の定める
額」（2003年12月
25日：厚生労働
省告示第442号）

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　有料職業紹介事業者は、
厚生労働省令で定める場合
を除き、求職者から手数料を
徴収してはならない。厚生労
働省令では、芸能家、モデル
のほか、科学技術者、経営
管理者、熟練技能者であっ
て、年収700万円を超える仕
事についた場合には、就職
後６ヶ月以内に支払われた
賃金の100分の10.5を上限と
して手数料の徴収ができるこ
ととされている。

5053 5053A002
(社）日本経済団
体連合会

2
派遣労働者への雇用契約申
込義務の廃止

　派遣受入期間の制限のある業務の場合も、派遣受
入期間の制限のない業務の場合も、派遣先は、一定
期間経過後、一定要件のもと、派遣労働者に対し
て、雇用契約の申込みをしなければならないが、この
雇用契約申込み義務を廃止すべきである。特に特定
労働者派遣事業の場合は、既に雇用の安定が図ら
れているため早期に廃止すべきである。
また、派遣受入期間の制限のない業務についても、
法違反がないにも関わらず、３年を超えて受入れて
いる業務に労働者を直接雇用しようとする場合、３年
を超えて受入れている派遣労働者への雇用契約申
込みを義務づけることについても早急に廃止すべき
である。さらに、一定要件を満たさない場合でも、労
働者派遣法第48条を拡大解釈し、直接雇用の申込
についての行政指導がなされているが、法48条の指
導、助言及び監督に雇用契約の申込に関することが
含まれないことを通達等で明確にすべきである。

（要望理由の続き）
⑥また、直接雇用の申込は法40条の４、法40条の
５で具体的に規定されている要件に当てはまらな
い限り強制されることは絶対に認められるべきで
はなく、法の定めない事項を行政として指導すべ
きではない。
⑦「規制改革・民間開放推進３か年計画」（改定）
(2005年３月25日）の中でも「雇用契約の申込み義
務については、その実施状況等を踏まえ、必要な
検討を行う」とされており、廃止に向けて早急に結
論を出すべきである。

①雇用契約申込義務は判例でも認められる事業主の
労働者の採用の自由を侵害し、働き方の選択肢を狭
めるものであることから廃止すべきである。
②雇用契約申込は、当事者間で決めるべきことであっ
て、直接雇用の労働者と派遣労働者の人材活用を別
個に考える会社が多い現実を考えても法律で一律に
義務付けることは馴染まず、企業・労働者双方にとっ
て、雇用機会を縮小する要因にもなるため廃止すべき
である。
③特に、特定労働者派遣事業の場合は、既に法律の
目的である雇用の安定が満たされており、雇用契約の
申込義務は必要ないため廃止すべきである。
④また、派遣期間の制限のない業務の場合について
は、新入社員を採用するときであっても雇用契約申込
み義務が発生するため、新入社員の採用をためらう要
因ともなり、人事の適切な配置が困難となるケースも
頻発しているため、早急な廃止が必要である。
⑤実態として、この雇用契約申込み義務が派遣先に
課されることによって、派遣先がこの義務を回避するた
め、３年超継続して就業した派遣労働者の交替を要求
するケースが出てきており、期間制限のない業務であ
るにもかかわらず現実的には派遣労働者として継続し
て働くという働き方が認められにくくなっている。

労働者派遣法第
40条の４、第40条
の５

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　いわゆる自由化業務のよう
に派遣受入期間の制限のあ
る業務の場合、派遣先は、派
遣受入期間制限に抵触する
日以降も、派遣停止の通知
を受けた派遣労働者を使用
しようとするときは、抵触日の
前日までに、派遣先に雇用さ
れることを希望する派遣労働
者に対し、雇用契約の申込
みをしなければならない。ま
た、派遣受入期間の制限の
ない業務の場合、派遣先は、
①派遣先の事業所その他派
遣就業の場所ごとの同一の
業務に同一の派遣労働者を
３年を超えて受け入れてお
り、②その業務に新たに労働
者を雇い入れようとするとき
は、その派遣労働者に対し、
雇用契約の申込みをしなけ
ればならない。
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5053 5053A003
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3
派遣労働者を特定することを
目的とする行為の禁止の撤廃

  派遣労働者を特定することを目的にする行為は、
現在紹介予定派遣の場合のみ許されているが、これ
を通常の労働者派遣についても、解禁すべきであ
る。特に派遣労働者を特定することを目的にする行
為に、個人を特定するのではなく若年者に限ることと
する等一般的属性を特定する場合も含まれるとする
解釈は、早急に改めるべきである。

（要望理由　右下の続き）④欧米諸国でも事前面
接等を禁止している例はない。
⑤派遣就労開始前に事前面接等をすることにつ
いては、厚生労働省が2002年に調査した派遣労
働者調査でも、登録型派遣労働者は、「場合に
よっては認められてよい」を含めて89.4％が解禁
するべきと回答しており、事前面接等に対する
ニーズは高い。
⑥派遣先が講ずべき措置に関する指針で、若年
者に限ること等も派遣労働者の特定行為に該当
するとされているが、客観的な認定が困難であ
り、拡大解釈される懸念もあるため、この場合の
特定という概念については、個々人を選考するこ
とに限定すべきである。
⑦法律では努力義務規定であるにもかかわらず、
指針は義務規定になっており、矛盾が生じている
ため、早急に指針を見直すべきである。
⑧「規制改革・民間開放推進３か年計画」（改定）
(2005年３月25日）の中でも「事前面接の解禁のた
めの条件整備等について、可及的速やかに検討
を行う」とされており、解禁に向けて早急に結論を
出すべきである。

①派遣就労開始前に事前面接等をすることは、雇用
のミスマッチや派遣就業開始後のトラブルを防止する
ことによる雇用機会創出効果があり、派遣労働者、派
遣元、派遣先にとって好ましいものであるから、法律で
一律に禁止すべきではない。
②近年の業務の多様化、専門化に伴い、派遣元を介
した情報提供だけでは不十分なケースが増加し、ミス
マッチのリスクが高まっている現状を勘案し、派遣労働
者と派遣先が相互に条件を評価できる事前面接等は
認められるべきである。③派遣労働者を特定すること
を目的とする行為の禁止の趣旨は、事前面接等を認
めると派遣先と派遣労働者との間に雇用関係が成立
し、労働者供給に該当する可能性があること、また職
業能力以外で例えば年齢等に基づく選別が行われ、
派遣労働者の就業機会が不当に狭められると指摘さ
れるが、事前面接等が行われたとしても最終的に派遣
元が派遣労働者と雇用契約を結び雇用責任を果たす
限り、労働者供給に該当することはない。

労働者派遣法第
26条第７項
派遣先が講ずべ
き措置に関する
指針
派遣元が講ずべ
き措置に関する
指針

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　派遣先は、労働者派遣契
約を締結するに際し、派遣労
働者を特定することをしない
よう努めなければないとされ
ている（紹介予定派遣の場合
は除く）。「派遣労働者を特定
することを目的とする行為」
には、派遣先がその受け入
れる派遣労働者を選別する
ために行う事前面接や履歴
書の送付要請等のほか、若
年者に限定すること等が該
当する。しかし、派遣労働者
または派遣労働者になろうと
する者が、派遣就業を行う派
遣先として適当であるかどう
かを確認する等のため、自ら
の判断の下で派遣就業開始
前に事業所を訪問すること等
は許されている。

5053 5053A004
(社）日本経済団
体連合会

4
労働者派遣のいわゆる自由化
業務の派遣受入期間制限の
撤廃

　派遣受入期間の制限のあるいわゆる自由化業務
について、継続して派遣労働者を受け入れることが
できるよう制度を一本化し、派遣可能期間の制限を
早期に撤廃すべきである。
　また、早期に撤廃できない場合は、少なくとも、一律
に過半数組合等の意見聴取なしに派遣可能期間を３
年まで延長すべきである。

（要望理由　右下の続き）⑤会社の人事政策は経
営上の重要事項であり、労働組合等への意見聴
取を法律で義務付けるべきではない。
⑥今後の少子高齢化による労働力人口減少問題
や多様化する働き方ニーズへの対応、更なる国
際競争の激化を考えた場合、国内産業の維持・発
展や雇用の拡大を図るためにはフレキシブルな労
働力需給システムが必要であり、労働市場の活
力をそぐ。
⑦また、高齢者雇用安定法の改正によって継続
雇用制度の導入が義務付けられ、高齢者の継続
雇用のためグループ会社の労働者派遣会社を設
立して継続雇用を図ろうとする企業が増えている
が、現行法では60歳から３年を超えた以降、同一
業務への派遣が不可能になる。高齢者の雇用の
安定のためにも派遣可能期間制限を撤廃すべき
である。

①労働者の職業選択の自由から派遣労働者だけに働
く期間を制限する理由はなく、派遣労働者として継続し
て働くことを希望する労働者の希望、ライフスタイルを
尊重し、同一の業務に従事する期間を法律で制限する
べきではない。
②派遣可能期間経過後は、別の派遣先で派遣就労す
ればよいので、職業選択の自由を侵害していないとの
反論がありえようが、派遣先の選択は、派遣労働者の
自由であり、現行の規制は、派遣労働者の意思が無
視され、働き方の選択肢が制限されるものとなってい
る。
③派遣可能期間が満了した業務については、直接雇
用の労働者を活用する、あるいは業務委託を活用する
等の対応が必要になるが、そもそも直接雇用の労働
者と派遣労働者では人材活用の考え方が異なる。しか
も、業務委託では労働者に対する指揮命令ができず、
派遣先の生産性や業務品質の確保に影響を与えてい
る。
④派遣可能期間の制限は、正社員の代替防止を理由
にしているが、働き方の多様化を図るためには、派遣
労働者として働くことを希望する労働者の希望を尊重
すべきである。

労働者派遣法第
40条の２

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　 派遣受入期間の制限のあ
るいわゆる自由化業務につ
いては、派遣先の事業所そ
の他派遣就業場所ごとの同
一業務について、派遣可能
期間が原則１年、派遣先の
労働者の過半数で組織する
労働組合ないしその労働組
合がない場合には、労働者
の過半数を代表する者（以下
「過半数組合等」という）の意
見聴取によって延長しても、
最大３年までに制限されてい
る。派遣労働者、派遣元を変
えたとしても派遣を継続する
ことはできない。派遣契約を
更新する場合は、３ヶ月を超
える空白期間を空けなけれ
ばならない。
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5
物の製造業務派遣の派遣受
入期間制限の撤廃ないし延長

　物の製造業務派遣の派遣受入期間制限を撤廃す
べきである。少なくとも、早急にいわゆる自由化業務
と同じように派遣可能期間を１年から３年に延長すべ
きである。

《要望理由　右下の続き）
④業務委託によるアウトソーシングが馴染まない
比較的小規模な製造業の派遣先においては、特
に労働者派遣のニーズが高く、中小企業の雇用
機会創出・拡大、中小企業の事業のさらなる活性
化を推進するため製造業務についても派遣期間
制限は撤廃すべきである。
⑤製造業務での派遣労働者の雇用を守るととも
に派遣労働者の安全衛生が労働者派遣法の下で
確保されるよう、当面の対応としては、製造業務
の派遣において、雇用管理を行う現場責任者を派
遣元が駐在させている業務の労働者派遣を政令
で定める業務（労働者派遣法第40条の２第１項第
１号）に加えるべきである。

①物の製造業務の派遣受入期間制限は、2007年２月
末まで１年に制限されているが、１年という期間は、よ
うやく技能・技術を習熟できる期間であり、派遣労働者
にとっても技能・技術が身についたところで派遣先が変
更されるということになり、雇用創出効果が期待しにく
く、安定雇用にもつながらない。激変緩和措置期間を
待たずとも早期に期間延長・撤廃を求める声は強い。
②１年に制限されている限り、単純作業でしか労働者
派遣の活用ができず、早急な見直しがされない限り、
企業は業務の海外移転等を検討しなければならない。
③労働者派遣は多様な働き方の選択肢を提供し、雇
用機会の創出・拡大を果たす労働力需給調整のしくみ
であり、フリーター、ニート等の若年者対策に貢献でき
るにもかかわらず、派遣受け入れ期間が過剰に制限さ
れることでその機能が有効に働いていない。

労働者派遣法附
則第５条
労働者派遣法施
行令第４条

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　物の製造業務派遣は、
2004年３月１日より解禁され
たが、派遣受入期間は、
2007年２月末まで、1年に制
限されている。派遣契約を更
新する場合は、３ヶ月を超え
る空白期間を設けなければ
ならない。

5053 5053A006
(社）日本経済団
体連合会

6 派遣禁止業務の解禁

　①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務、④病
院等における医療関係の業務（当該業務について紹
介予定派遣をする場合を除く）についても、労働者派
遣を解禁すべきである。

《要望理由　右下の続き）
③警備業務については、公安委員会の厳正な審
査を受け、警備業務の適正な実施を確保する体
制の整った警備業者が、警備員指導教育責任者
の現任教育を受講した派遣警備員を活用するも
のであるから、適用対象業務として適当でないと
判断されることは納得性が低く、人命や財産保護
等警備業務の目的を遂行するための警備要員の
フレキシブルな調整ができるよう、労働者派遣を
解禁すべきである。
④病院等における医療関係の業務は、病院等か
らの要望も多く、医師等の過疎地帯の人手不足対
策としても期待でき、労働者派遣の需給調整機能
が期待される業務であるため労働者派遣を解禁
すべきである。
⑤病院等における医療関係の業務への派遣を禁
止している理由に、労働者派遣を入れた場合、
チーム医療が害され、患者の生命身体に害を及
ぼすおそれがあるとする意見があるが、現在でも
手術の際、大学の医局から医師が派遣される
ケースがあることを踏まえると、チーム医療が害さ
れるという指摘はあたらない。医療関係業務は、
国家資格に基づき業務がなされるのであって、雇
用形態によって医療の内容が左右されるものでは
なく合理的な理由とはいえない。

①国民の職業選択の自由は憲法に保障されており（憲
法第22条第１項）、雇用形態によって差を設ける合理
的理由はなく、派遣労働者だけを差別することは不適
当であることから、派遣労働者であっても、多様な働き
方の選択肢が認められ、他の労働者と同様にあらゆる
業務に自由に就労できるよう禁止業務を撤廃すべきで
ある。
②港湾運送業務については、港湾労働法に基づく港
湾労働者派遣制度、建設業務については、今国会に
提出されている改正建設労働者雇用改善法に基づく
建設業務労働者就業機会確保事業の運用状況をみ
て、速やかに一般制度に移行することを検討すべきで
ある。

労働者派遣法第
４条
労働者派遣法施
行令第１条、第２
条

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　労働者派遣法では、①港
湾運送業務、②建設業務、
③警備業務、④病院等にお
ける医療関係の業務（当該
業務について紹介予定派遣
をする場合を除く）について、
労働者派遣を行ってはならな
いとされている。
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5053 5053A007
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体連合会

7 士業者派遣の解禁【新規】
　全ての士業について、有資格者・登録資格者の労
働者派遣を認めるべきである。

　企業再生やM&A等が頻繁に発生する中で、企業は
短期限定的に弁護士や会計士、中小企業診断士や社
労士といった専門家やその補助者といった人材を集中
的に必要とするケースが多くなっており、こうした現場
に相応しいプロフェッショナルを供給しうるよう、各種士
業者の労働者派遣・紹介を認めるべきである。企業に
直接雇用され、活躍する各種士業者がいる中で、労働
者派遣を禁止する合理性根拠はなく、多様な働き方の
選択肢の拡大という観点からも、士業者の労働者派遣
を解禁すべきである。

労働者派遣法第
４条
労働者派遣法施
行令第１条、第２
条
労働者派遣事業
関係業務取扱要
領 第二 ３

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　弁護士、外国法事務弁護
士、司法書士、土地家屋調
査士、公認会計士、税理士、
弁理士、社会保険労務士及
び行政書士の業務について
は、資格者個人がそれぞれ
業務の委託を受けて当該業
務を行う（当該業務について
は指揮命令を受けることがな
い）ことから、労働者派遣の
対象とされていない。

5053 5053A008
(社）日本経済団
体連合会

8

派遣労働者の直接雇用申し込
みについて厚生労働大臣が行
う指導及び助言に関する規定
の見直し【新規】

　労働者派遣法第40条の２の派遣受入期間の制限
を超えて派遣労働者を受け入れている派遣先に対し
て、厚生労働大臣が派遣労働者を雇い入れるよう指
導又は助言、勧告を行う場合の「指導又は助言、勧
告」の内容が、期間の定めのない雇用である必然性
はない旨を明らかにするため、労働者派遣事業関係
業務取扱要領第９、４．（7）を速やかに削除または改
正すべきである。

（要望理由　右下の続き）
③直接雇用としての期間の定めのない雇用と期
間の定めのある雇用は、企業に保障されている採
用の自由の下で、個々の企業の採用方針に従っ
てそれぞれ申し入れがなされるべきものであっ
て、こうした企業の実情を無視して一律に「期間の
定めのない雇用」を指導又は助言、勧告（これに
従わなかった場合にはその旨の公表もなされ得
る）することは、法の趣旨を超えた契約の自由・私
的自治への過剰な干渉である。
④この点の記載を見直したとしても、法令に矛盾
することはなく、他の直接雇用申し込みの場合と
の一貫性も保つことができ、また、上記記載と同
様の記載をすることにより申し込みに係る労働条
件の内容が不利になることはないよう歯止めをか
けることができるため、特に不都合はない。

①派遣先の派遣労働者に対する雇用契約の申込義務
を定める労働者派遣法第40条の４ないし同40条の５に
おいても、厚生労働大臣の指導及び助言並びに勧告
を定める第48条及び第49条の２においても、派遣労働
者に提示する雇用条件が期間の定めのない雇用（す
なわち正規社員としての地位）でなければならないとい
う法令上の根拠はなく、また、どのような雇用条件を提
示するかは契約自由の原則その他の私的自治に委ね
られるべき領域であり、必要以上の行政の関与は認め
られるべきではない。
②取扱要領に係る直接雇用申込義務の記載は、上記
趣旨を反映して、一貫して、「労働条件は、当事者間で
決定されるべきものであるが、派遣先と派遣労働者と
の間で、派遣就業中の労働条件や、その業務に従事
している派遣先の労働者の労働条件等を総合的に勘
案して決定されることが求められる」とされているにも
かかわらず、厚生労働大臣の指導及び助言並びに勧
告に関わる記載においてのみ、「期間の定めのない雇
用となるよう」とされており矛盾している。

労働者派遣事業
関係業務取扱要
領第９、４．（7）
「派遣受入期間
の制限を超えて
労働者派遣の役
務の提供を受け
た場合の取扱い」
労働者派遣法第
48条、49条の２

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　労働者派遣事業関係業務
取扱要領第９、４．（7）「派遣
受入期間の制限を超えて労
働者派遣の役務の提供を受
けた場合の取扱い」では、労
働者派遣法第48条、第49条
の２に基づき「派遣先に対し
派遣労働者を雇い入れるよう
に指導又は助言、勧告する
際には、当該派遣労働者の
希望による場合を除き、期間
の定めのなき雇用になるよう
指導又は助言、勧告する」と
されている。
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5053 5053A009
(社）日本経済団
体連合会

9
労働者派遣法上のいわゆる26
業種の見直し【新規】

　労働者派遣法上の業務区分については、制度が煩
雑化しており理解が困難であるという問題を認識し、
一本化を図ってあらゆる業務について派遣期間の制
限を撤廃すべきである。少なくとも現在派遣期間制限
のない業務とされているいわゆる26業務の内容につ
いて、現状の実態にあったものとなるよう内容を見直
すべきである。
具体的には労働者派遣法施行令第４条の26業種を
全面的に見直し、現代の業務形態に合致した業務に
改めるべきである。特に、以下の各号の業務定義を
見直すべきである。
・24号業務は商品、権利若しくは役務に関する説明
等やその売買契約等の締結等に限定せず認める
・25号業務はセールスエンジニアの営業に限定せ
ず、一般機械の保守、点検、修理業務等も認める

　労働者派遣法は制度が複雑で正しく理解することが
難しい。その根本的な原因は、労働者派遣法独自の
業務区分が設けられ、その業務によって派遣期間制
限等の取り扱いが細かく異なっている点である。雇用
機会の創出・拡大が図られるためには、この根本原因
を解消する必要があることから、労働者派遣法上の業
務区分を撤廃して一本化し、派遣期間制限も撤廃すべ
きである。特に第24号は、特殊な雇用管理を要するも
のであることを理由に電話その他の電気通信を利用し
て行うものに限定して、商品、権利若しくは役務に関す
る説明等やその売買契約等の締結等を認めているも
のであるから、消費貸借契約に基づく弁済計画の見直
しを含む契約の更改に関わる業務等についても同様
であり、特に売買契約等に限定する必然性は認められ
ない。25号業務も、機械等の保守及びアフターサービ
スの業務が明確に除外されているが、高度の知識・技
術と経験が要求され、トレーニング等が必要である点
では、機械の保守、点検、修理も同様であり、特に25
号業務を営業関係に限定する必然性は認められな
い。例えば、MRＩやCTといった操作に高度の専門性が
要求される医療機器の場合、営業に限らず、保守･点
検･修理業務にあたっても、電気工学や電子工学など
一定の知識を必要とし、放射線作業主任者等一定の
資格保有が望ましいとされている。適時適切な対応に
ついてのニーズが高いことも考慮し、認めるべきであ
る。

労働者派遣法第
40条の２第１項第
１号
同施行令第４条

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　労働者派遣法第40条の２
第１項第１号、同施行令第４
条では、派遣受入期間の制
限のない業務として26業種
が列挙され、26業種に該当し
ない業務については派遣受
入期間の制限が課されると
共に一定条件のもと派遣先
に直接雇用申込義務が発生
する。

5053 5053A010
(社）日本経済団
体連合会

10
労働者派遣事業と請負により
行われる事業との区分の見直
し【新規】

①単に肉体的な労働力の提供ではないことの条件と
して、「自己の責任・負担で調達した機械、設備、材
料等で業務を処理すること」が規定され、賃貸借契約
による確保までを求めているが、これは労働者派遣
と請負事業の区分基準としての本質的な要素ではな
い。賃貸借契約については実務的な負担が大きくな
ると共に、賃貸借する機械・設備等の分割・金額評価
が不可能で、賃貸借料金の税務との整合性を図るこ
とも困難であるから削除すべきである。②資金面で
厳しい状況にある委託先が増えているため、請負業
務に要する関連経費については委託元からの無償
提供を早急に認めるべきである。具体的には以下の
ような取り扱いを認めるべきである。
ア）機械、設備を無償貸与すること
イ）材料、部品を無償供給すること
ウ）安全、機密管理の必要性から作業服・帽子・作業
靴等を無償供与すること
エ）受託者が就業管理するのに必要な出勤簿・勤怠
ｼｽﾃﾑを無償貸与すること

ア．設計・SE業務
　発注元がカスタムメイドした開発環境の中でシス
テムのオペレーションを委託する場合、システムを
請負業者に準備させることはできず、賃貸借契約
についてもシステムを切り分けることが困難なた
め形式的なものになる。また、ベンチャー企業、中
小企業等が多い請負業者の資金面の実情を考え
ると、設備の賃貸借料金は高額であり、負担を強
いることは経営の圧迫になるため、せっかく独自
の高度な技能・技術を持っていても活かされない
ケースが多くなってしまう。
イ．製造工程業務
請負業者の独立性は、請負業者の技術・技能の
レベルで判断するべきものであって、資金面の経
済的独立性を要件とし、設備の賃貸借契約や材
料供給の伝票処理等の負担を強いることは、請
負業者に対して資金面で大きな負荷をかけること
になり、公正な競争、生産性等の観点から好ましく
ない。
高額かつ特殊な機器を使う業務を委託するケー
スも多く、請負事業者が機器を準備することは難
しく、賃貸借契約を締結した場合は、資金調達と
支払いの間に生じる金利手数料等が高額になる
ことも懸念され、独自の高度な技能・技術が活か
される機会が不当に制限される。

①請負は仕事完成義務を負うものであって、請負業者
が労働力をいかに活用するかは、本来請負業者の自
由であり、請負業者の条件としては不要であるため、
削除すべきである。
②高度な技術、技能を有していても、経費負担の資力
がなければ請負業者として認められないという現行基
準は、請負取引を著しく制限するものである。また、請
負事業別の要望理由として以下の点が挙げられる。

労働者派遣事業
と請負事業の区
分に関する基準
（1986年４月17日
労働省告示・第
37号）

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　労働者派遣事業と請負に
より行われる事業との区分に
関する基準（昭和61年４月17
日労働省告示第37号）にお
いて、請負事業となる条件と
して、請負事業者の雇用する
労働者の労働力を自ら直接
利用するものであることの他
に、並列的に請け負った業務
を契約相手から独立して処
理するものであることが求め
られており、具体的には自ら
の責任による資金の調達、
事業主としてのすべての責
任を負うこと、単に肉体的な
労働力を提供するものでない
ことが条件とされている。単
に肉体的な労働力の提供で
はないことの条件としては、
自己の責任・負担で調達した
機械、設備、材料等で業務を
処理すること、または自らの
企画または専門技術・経験
に基づいて業務を処理するこ
とが求められている。
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5053 5053A011
(社）日本経済団
体連合会

11

労働者派遣事業における「複
合業務」の受入期間制限の判
断基準の見直し
【新規】

　いわゆる複合業務において、派遣受入期間の制限
を受けない業務以外の業務の割合が１割以下である
場合に期間制限を受けない業務として取り扱うとした
現行の基準を、「主たる業務が派遣受入期間の制限
のない業務である場合に、全体として派遣受入期間
の制限のない業務として取り扱うことができる」よう改
めるべきである。

（要望理由　右下の続き）
④派遣期間制限のない業務として契約している場
合に、派遣期間制限のない業務以外の業務の割
合が１割を超えていることを指摘し、派遣期間制
限のある業務として捉え、派遣期間制限を超えて
派遣労働者を受入れていることのみを理由に派
遣労働者の雇入れを指導するケースが多く見られ
るが、派遣期間制限の抵触日通知がない限り、派
遣労働者の受入れ停止を指導すべきである。⑤
現実的でない複合業務解釈基準が、労働者派遣
の活用の阻害要因になり、活用する派遣先に不
安を与え、多様な働き方の選択肢を狭め雇用の
拡大を阻害している。

①専門的26業務等派遣期間制限のない業務につく派
遣労働者として、派遣労働者を受入れた場合でも、そ
の業務を遂行するためには、業務取扱要領に記される
内容以外の作業も現実的には必要となり、明記された
作業以外は期間制限のない業務にあたらないとする
解釈は実態にそぐわない。②チーム業務の中で、各派
遣労働者が契約上の業務を遂行することを考えれば、
業務取扱要領に記される内容以外の作業は派遣期間
制限のない業務に当たらないとすることは不自然であ
り、派遣期間制限のない業務か否かを厳密に区分す
ることは意味がなく、また困難である。③例えば電話応
対時間を派遣期間制限のない業務以外の業務として
１割以下か否かを判断し、場合によっては期間制限の
ある業務への契約変更を指導されるケースもあるが、
電話応対の業務時間と通話時間が必ずしも一致する
とは限らず、派遣期間制限のない業務か否かを厳密
に区分することは非常に困難である。

「労働者派遣事
業関係業務取扱
要領」　第９　派
遣先の講ずべき
措置等　―　４
派遣受入期間の
制限の適切な運
用　―　（3）派遣
受入期間の制限
を受ける業務の
範囲　―　ニ

厚生労働省
職業安定局
需給調整事
業課

　26業務等の派遣受入期間
の制限のない業務と、派遣
受入期間の制限のない業務
以外の業務とを併せて行う場
合（いわゆる「複合業務」）に
おいて、派遣受入期間の制
限のない業務以外の業務の
割合が通常の場合の１日当
たりまたは１週間当たりの就
業時間数で1割以下の場合
には、全体として派遣受入期
間の制限を受けない業務とし
て取り扱うことができる。な
お、この場合には、労働者派
遣契約において、それぞれ
の業務の内容及びそれぞれ
の業務の通常の場合の１日
当たりまたは１週間当たりの
就業時間数またはその割合
を定めることが必要とされて
いる。
　また、派遣先は上記の制限
を遵守するため就業時間の
管理を的確に行う必要があ
る。

5053 5053A012
(社）日本経済団
体連合会

12
労働条件の明示の方法にか
かる電子メール等の解禁【新
規】

　派遣労働者に対して労働条件を明示する際に、派
遣労働者が希望する場合は、ファクシミリないし電子
メールでの通知方法を認めるべきである。

　労働者派遣事業では、派遣労働者に対して「就業条
件の明示」と「労働条件の明示」を一体的に通知してい
るのが一般的であり、実務的には「労働条件の明示」
の方法についてもファクシミリ又は電子メールの利用
が認められない限り、規制緩和のメリットが受けられな
い。ファクシミリや電子メールの利用が認められれば、
手続きの簡素化、派遣労働者に対する迅速な情報提
供を行うことが期待できる。

労働基準法第15
条
労働基準法施行
規則第５条

厚生労働省
労働基準局
監督課、職業
安定局需給
調整事業課

   労働者派遣法で規定され
ている「就業条件の明示」の
方法については、e-Ｊａｐａｎ
重点計画2004を踏まえ、労
働者派遣法施行規則が改正
され、2005年５月より、書面
交付に代えてファクシミリ又
は電子メールによる送信が
認められた。しかし、労働契
約を締結する際、使用者が
労働者に対して交付する「労
働条件（賃金及び労働時間、
その他厚生労働省令で定め
る事項）の明示」の方法につ
いては、依然として、書面で
交付することが義務付けられ
ている。
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5053 5053A013
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13 労働保険事務の見直し

 労働保険の包括的一括申請制度を導入し、可能な
限り本社で一元的に諸手続ができる仕組みを選択で
きるようにすべきである。手続きによって提出書類が
労働基準監督署や公共職業安定所などに分かれて
いるが、可能な限りワンストップで行なえるよう、2005
年度末を目途に行っている業務・システムの最適化
計画（レガシーシステムの刷新、労働基準行政・職業
安定行政）の策定作業に反映させるべきである。

　業務改革を推進するためのシステム構築により、給
与計算や要員管理などの事務処理を本社一括で行っ
ている企業も多く、企業の事務負荷が軽減される。ま
た、行政の事務・事業の簡素化につながることも期待
できる。

労働保険徴収法
第４条第２項、第
９条
同法施行規則第
10条
その他関連条項
（雇用保険法、労
働者災害補償保
険法含む）

厚生労働省
労働基準局、
職業安定局

　労働保険の適用は事業所
単位であり、事業所別に資格
取得・喪失・転勤等の手続書
類を作成し、所管の労働基
準監督署、公共職業安定所
に届出している。継続事業の
一括制度はあるが、一括でき
るのは保険料納付に係わる
部分であり、その際も一旦、
事業所単位で資格を取得し
なければならない。

5053 5053A014
(社）日本経済団
体連合会

14
障害者雇用率のグループ適用
における障害者雇用調整金・
報奨金の取扱い

　雇用率をグループ算定した場合、障害者雇用調整
金・奨励金は、親会社か特例子会社かの選択ではな
く、関係子会社も対象として、障害者雇用人数割等で
分割して授受することを可能とすべきである。

　親会社あるいは特例子会社が受給した調整金･報奨
金を関係子会社へ分配する際には、課税対象となるた
め、関係子会社が法定雇用率を達成している場合は、
課税面等でのデメリットのみが発生することになる。

障害者の雇用の
促進等に関する
法律　第44条第１
項、第45条第１
項、第50条

厚生労働省
職業安定局
高齢･障害者
雇用対策部
障害者雇用
対策課

　2002年の法改正で、障害
者雇用のために設けた特例
子会社を保有する企業が、
関係子会社も含めて障害者
雇用を進める場合に、企業
グループでの雇用率算定が
可能となった。また、2005年
の法改正で、障害者雇用率
を企業グループで算定した場
合の障害者雇用調整金・報
奨金は、親会社または特例
子会社のどちらかを選択して
授受する制度となる見込み
である（2005年10月１日施行
予定）。
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要望事項
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5053 5053A015
(社）日本経済団
体連合会

15
障害者の就労支援策としての
発注奨励制度の創設【新規】

　福祉工場に仕事の発注を行う企業に対し、発注額
に応じて発注元企業へ雇用率を還元するみなし雇用
制度を創設すべきである。

　福祉工場等における障害者の就労を安定させるため
には、欧米諸国の先進福祉社会制度を参考にした施
策が求められる。こうした施策を講ずることにより、①
障害者の雇用、就労、自立支援の維持向上、②多様
な働く場の提供、③在宅就労の普及、④知的、精神障
害者の雇用促進などが期待できる。

身体障害者福祉
工場設置運営要
綱
知的障害者福祉
工場運営要綱
障害者雇用促進
法

厚生労働省
社会・援護局
障害保健福
祉部

厚生労働省
職業安定局
高齢・障害者
雇用対策部

　厳しい雇用環境の中、障害
者を就労させるための社会
的雇用の場を担っている福
祉工場等の経営に、不可欠
な仕事を発注する企業にとっ
ては、メリットがないのが現
状である。

5053 5053A016
(社）日本経済団
体連合会

16
特定求職者雇用開発助成金
の給付条件の緩和

　特定求職者雇用開発助成金は、特定求職者を継
続して雇用する事業主に対して賃金の一部を助成す
るものである。したがって、「公共職業安定所等経由」
の条件を撤廃し、いかなる応募ルートであろうと、求
職者の実態に即して給付を可能とするべきである。
民間の企業が求人広告等による採用の後に申請す
ることで、助成金の給付を受けられるようにすべきで
ある。

　入職経路が最も多い求人広告を通じて各種給付が
行われることにより、助成金活用が進み、就職困難者
等の雇用が促進される。

雇用保険法施行
規則第110条

厚生労働省
職業安定局

  特定就職者雇用開発助成
金は以下の要件で給付され
ている。

１．以下の(1)から(7)にあげる
求職者（65歳未満であり、か
つ、重度障害者等以外の者
の場合は紹介日に雇用保険
被保険者でない場合に限る。
以下「対象労働者」という。）
を公共職業安定所又は有
料・無料職業紹介事業者（同
意書を提出し、標識の交付を
受けている事業者に限る。）
の紹介により、継続して雇用
する労働者として雇い入れ、
助成金受給後においても引
き続き相当期間雇用すること
が確実であること。
(1)60歳以上の者　(2)身体障
害者　(3)知的障(5)母子家庭
の母等　(6)重度身体障害者
(7)重度知的障害者害者　(4)
精神障害者
２．雇用保険の一般被保険
者として雇い入れること。
　つまり、受給できる事業主
は「公共職業安定所又は一
定の要件を満たす無料・有
料の職業紹介事業者の紹介
により雇い入れる事業主であ
ること」が条件づけられてい
る。
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17 解雇の金銭解決制度の導入

　現在行われている「今後の労働契約法制の在り方
に関する研究会」においても解雇の金銭解決の導入
について積極的な検討を行い、早期に結論を見出
し、速やかに制度を導入し、職場復帰より金銭解決
を求める当事者の意向を反映させ、柔軟かつ迅速な
紛争解決の選択肢を増やすべきである。

　金銭賠償の途を開くことにより労働力の流動化を図
り経済の活性化につなげるべきである。金銭賠償によ
る解決策が労使双方に提示されることにより、紛争の
解決方法の選択肢が増え、紛争の早期解決に資する
と共に、労働力の流動化、中長期的には経済の活性
化につながる。使用者側からの金銭解決の申し入れ
については、今後の労働法制の在り方に関する研究
会がその中間報告書において指摘するように、いかな
る解雇についても認めるのではなく、ネガティブリスト
により一定の解雇を除外するなどすれば、使用者によ
る濫用の懸念を払拭できるので不都合はない。

労働基準法第18
条の２

厚生労働省
労働基準局
監督課

　解雇については、解雇権濫
用法理によって厳しく制限さ
れている。また、争いが生じ
た場合、裁判では当該解雇
が有効であるか無効である
かの解決しかないため、柔軟
な紛争解決に至らず、紛争
処理も迅速とは言えない現
状がある。現在、厚生労働省
の「今後の労働契約法制の
在り方に関する研究会」にお
いても解雇の金銭解決制度
についての議論が行われて
おり、中間取りまとめが発表
され、本年秋を目途に報告書
が取りまとめられる予定とさ
れている。

5053 5053A018
(社）日本経済団
体連合会

18
ホワイトカラーエグゼンプション
制度の早期導入

　管理監督者に限らず、裁量性の高い労働者など一
定の要件を満たす労働者などについても労働時間規
制の適用除外とすべく、2004年度の海外事例の調査
結果等を踏まえ、米国における「ホワイトカラーエグ
ゼンプション制度」についての積極的な検討を行い、
早期に結論を見出し、速やかな導入を図るべきであ
る。

　多様な働き方を実現するために、職務の遂行手段や
方法、時間配分等に関して労働者の裁量に委ね、労
働時間にとらわれない自律的かつ自由な働き方が可
能となる労働時間制度をもっと積極的に検討すべきで
ある。裁量労働制は、未だ様々な規制が行われてお
り、対象となる業務も極めて限定的であると同時に、そ
の効果はあくまでも「みなし労働時間制」であり、「労働
時間の適用除外」とはなっていない。ホワイトカラーの
場合、業務の裁量性が高く、報酬も労働時間の長さで
はなく、仕事の成果に基づくことが適当であり、これま
での労働時間を中心とする考え方は、時代に適合する
とは言えない。「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改定）」（2005年３月25日）では、ホワイトカラーの従事
する業務のうち、裁量性の高いものについては、労働
時間規制の適用を除外することを検討する旨が記載さ
れており、現在、厚生労働省の「今後の労働時間制度
に関する研究会」において検討がなされているところで
あり、一定の要件を満たすホワイトカラーに対しては、
労働時間規制の適用を完全に除外するような制度を
早期に導入すべきである。

労働基準法第41
条

厚生労働省
労働基準局
総務課

　現行、労働時間に関する規
定の適用が除外されている
のは、労働基準法第41条に
定める、監督若しくは管理の
地位にある者又は機密の事
務を取り扱う者、監視又は断
続的労働に従事する者（行
政官庁の許可を受けたもの）
等ごく一部の労働者に限定さ
れている。
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5053 5053A019
(社）日本経済団
体連合会

19

１年単位の変形労働時間制に
おける変形期間途中の異動者
の時間外清算に関する適用除
外

　変形期間途中で他事業場に異動した場合でも、異
動前と同じ変形労働時間制の適用を受ける（年間カ
レンダーが変わらない）場合には、賃金清算の対象
としないことを認めるべきである。

①変形労働時間制適用労働者は、当初の予定に変更
がないので不利益は生じない。「全国規模の規制改
革・民間開放要望」に対する各省庁からの再回答につ
いて（2005年１月19日）において、厚生労働省は、「異
動前後の事業場間を通じて変形労働時間制を採用す
ることについては、労働者保護の観点から困難であ
る」と回答しているが、結果として当該期間において賃
金計算が適正に行われれば、労働者保護に欠けるこ
とはない。
②企業としても賃金清算にかかる事務負荷を軽減でき
る。
③事業場が異なっても、全社で統一的に労働時間を管
理すれば、適正な労働時間管理につながることが期待
できる。

労働基準法第32
条の４の２

厚生労働省
労働基準局
賃金時間課

　１年単位の変形労働時間
制では、変形期間途中の異
動者や退職者について賃金
清算が必要となっており、例
えば、異動後の部署で異動
前と全く同じ１年単位の変形
労働時間制が採用されてい
たとしても、賃金の清算が必
要となっている。

5053 5053A020
(社）日本経済団
体連合会

20
１年単位の変形労働時間制の
規制緩和【新規】

①区分された期間の労働日・労働時間の決定を、期
間の初日の１週間前までに緩和すべきである。
②対象期間における連続して労働させる日数の限度
を12日とすべきである（週に１日の休日を確保）。
③１週間の労働時間の限度を60時間とすべきである
（10時間×６日）。
④対象期間が３ヶ月を超える場合の労働時間週48時
間超の週に係る規制を撤廃すべきである。

　経営環境の変化が急速な中では、30日前に翌月の
負荷を正確に予測することは困難であり、不確実な見
通しにもとづいて変形労働時間を設定してアイドルや
過負荷が発生した場合、労使双方にとって負担とな
る。
　また就労環境・作業負荷の軽減が進むなかで、現行
の規制は厳格すぎて、業務の繁閑に柔軟に対応でき
ない。

労働基準法第34
条の４

厚生労働省
労働基準局
賃金時間課

　１年単位の変形労働時間
制については、対象期間を
区分した場合、区分された期
間の特定された労働日・労働
時間は、期間の初日の少なく
とも30日前に書面で定めな
ければならない。また、対象
期間における労働日数の限
度は280日、対象期間におけ
る連続して労働させる日数の
限度は６日が原則とされ、１
日及び１週間の労働時間の
限度は、１日については10時
間、１週間については52時間
となっている。また、対象期
間が３か月を超えるときは、
１週間の労働時間が48時間
を超える週が連続するのは３
週間以内に、対象期間を３か
月毎に区分した期間におい
て48時間を超える週は３週間
以内にしなければならない。
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5053 5053A021
(社）日本経済団
体連合会

21
管理監督者に対する割増賃金
支払義務の見直し

　厚生労働省の「今後の労働時間制度に関する研究
会」等で積極的に検討を行い、早期に結論を見出し、
管理監督者に対して深夜就業の割増賃金を支払わ
なければならないとする規定を撤廃すべきである。

　管理監督者については、労働基準法第41条におい
て、労働時間等に関する規定の適用除外となってい
る。したがって、労働が深夜であるという理由をもって
それに伴う割増賃金の支払いを義務付けるべきでは
ない。

労働基準法第37
条、第41条
「労働基準法関
係解釈例規につ
いて」（昭和63年
３月14日　基発
150号）
「労働基準法の
一部を改正する
法律の施行に関
する関係通達の
改廃について」
（平成11年３月31
日　基発168号）

厚生労働省
労働基準局
監督課

　労働基準法第41条第２号
によって、事業の種類にかか
わらず監督若しくは管理の地
位にある者又は機密の事務
を取扱う者（以下「管理監督
者」という。）に対しては、同
法の労働時間等に関する規
定の適用除外となっている
が、下記の通達によって、使
用者はこの管理監督者を同
法第37条に定める時間帯
（午後10時～午前5時）に労
働させる場合には、深夜業
の割増賃金を支払わなけれ
ばならないとされている。

5053 5053A022
(社）日本経済団
体連合会

22
労働時間に関する規定の適用
除外者の範囲拡大

 　厚生労働省の「今後の労働時間制度に関する研
究会」等で積極的に検討を行い、管理監督者の範囲
について、現在の企業の実態に適合するようにその
対象を拡大するとともに、明確な基準を示すべきであ
る。

　多くの企業において組織や職制の見直しや人事労務
管理諸制度の再構築が行われ、また従業員に対する
処遇も大きく変化する中で、上記通達等で示された管
理監督者の範囲は、こうした変化に対応していない。

労働基準法第41
条第１項第２号
「監督又は管理
の地位にある者
の範囲」（昭和22
年９月13日　基発
17号、昭和63年３
月14日　基発150
号）
「都市銀行の場
合」（昭和52年２
月28日　基発104
号の２）
「都市銀行等以
外の金融機関の
場合」（昭和52年
２月28日　基発
105号）

厚生労働省
労働基準局
監督課

　労働基準法第41条第１項
第２号では、事業の種類にか
かわらず監督若しくは管理の
地位にある者又は機密の事
務を取扱う者（以下「管理監
督者」という。）を、労働時間
の等に関する規定の適用除
外としている。この管理監督
者の範囲については、昭和
22年に出された解釈例規（昭
和63年に同旨の通達）、銀行
業務における判断（昭和52
年）がある。　しかし、企業ご
とに組織や職制が異なる、あ
るいは会社組織の変革が進
む中で、個々の企業の従業
員における同法の適否（適用
範囲）が不明確であり、通達
の内容を厳格に解釈すると、
この管理監督者の範囲は極
めて狭いものになってしま
い、企業の実態に適合しな
い。
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5053 5053A023
(社）日本経済団
体連合会

23
企画業務型裁量労働制に関す
る対象業務の拡大および手続
きの簡素化

①対象業務の大幅拡充もしくは対象業務の制限を原
則撤廃し、対象者の範囲を拡大すべきである。営業
職を含め、ホワイトカラー労働者の業務全般に広く適
用すべきである。
②労使委員会を設置せずに労使協定での導入を可
能とするなど、制度導入にあたっての手続きを簡素
化すべきである。③労基署へ届出ることが義務付け
られている「企画業務型裁量労働制に関する報告
書」の届出頻度を現行の半年に一度から一年に一度
に緩和すべきである。
④対象者の労働時間規制の除外を行うべきである。
⑤全社的に同一内容・同一形態の業務であれば、事
業場毎ではなく全社一括の労使委員会の決議でも制
度を導入できるようにすべきである。

　ホワイトカラー労働者に企画業務型裁量労働制を広
く適用することにより、労働者にとっては、自立的で自
由度の高い柔軟な働き方が可能となり、さらにその能
力や意欲をより効率的に発揮できるようになる。他方、
企業にとっても、労働者自身が「労働、即ち労働時間」
といったこれまでの意識を変革し、「仕事の質・成果」を
追求することにより、結果的に生産性の向上、競争力
の強化につなげることができる。　制度導入後の制度
運営については、基本的には労使自治に委ねるべき
であり、そうした観点から、煩瑣な届出については必要
最小限とするよう見直すべきである。
　「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（2005
年３月25日）においては、労使協定による導入の容認
の可能性および対象業務の範囲について見直しを検
討することが記載されているが、施行後約1年半が経
過したことから早期に方向性を示すべきである。

労働基準法第38
条の４

厚生労働省
労働基準局
監督課

　企画業務型裁量労働制
は、 労使委員会が設置され
た事業所において、 事業の
運営に関する事項に係わる
企画、立案、調査及び分析
の業務であって、当該業務の
性質上これを適切に遂行す
るにはその遂行の方法を労
働者の裁量に大幅に委ねる
必要があるため、当該業務
の遂行の手段及び時間配分
の決定等に関し使用者が具
体的な指示をしないこととす
る業務に、対象業務を適切
に遂行するための知識、経
験等を有する労働者を従事
させた場合にのみ適用され
ることになっている。2004年１
月に一部規制の緩和が行わ
れたものの、導入要件、対象
者の範囲、手続き面等で使
い勝手が悪い制度となってい
る。

5053 5053A024
(社）日本経済団
体連合会

24
従業員の個人情報の第三者
提供に関する扱いの見直し
【新規】

　従業員の出向、転籍など人事管理上あるいは施策
上必要な場合については、雇用管理に関する個人情
報をその都度当該従業員から同意を得なくても、就
業規則の定めや労働契約締結時の包括的同意があ
れば第三者への当該情報の提供を可能とするべき
である。

　従業員の出向等を検討する場合、出向先候補企業
が出向受入れの検討・判断をするためには、出向元従
業員の個人情報が必要になる。しかし、仮に情報提供
の都度、労働者の同意をとりつけることとした場合、労
働者はその提供に同意しないことで結果的に当該出
向人事に対する事実上の拒否権を持つこととなり、企
業の人事管理や施策に支障が生じる。

雇用管理に関す
る個人情報の適
正な取扱いを確
保するために事
業者が講ずべき
措置に関する指
針（平成16年７月
１日厚生労働省
告示第259号）

厚生労働省
政策統括官
付労働政策
担当参事官
室

　「雇用管理に関する個人情
報の適正な取扱いを確保す
るために事業者が講ずべき
措置に関する指針」におい
て、雇用管理に関する個人
情報を第三者に提供する
際、本人の事前同意につい
ては、第三者提供に係る本
人の意向が的確に反映され
るよう、可能な限りその都
度、当該意思確認を行うこと
が望まれるとされており、事
実上、就業規則の定めや入
社時（労働契約締結時）の包
括的な同意だけでは足りな
いとされている。
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5053 5053A025
(社）日本経済団
体連合会

25
女性の坑内労働禁止規定の
見直し

　厚生労働省の「女性の坑内労働に係る専門家会
合」において、「女性の坑内での就労を一律に排除し
なければならない事情は乏しくなってきていると考え
られる」との報告書が出されたが、この内容を踏ま
え、労働基準法第64条の２の女性の坑内労働禁止
規定の見直しの準備を早急に行い、女性技術者が
坑内工事の監督業務、監理業務および施行管理に
係わる業務に従事できることを認めるべきである。

　建設中のトンネルが「抗」にあたるとされているため、
建設業に従事する女性は現在もトンネル内に入れない
状況にある。つまり危険作業を伴わない技術者も含め
た全ての女性労働者は、トンネル工事に係る全ての業
務について従事することができない。しかしながら、建
設作業現場への女性の進出は顕著であり、坑内労働
を除く他の建設作業現場ではすでに性別による制限な
どは無いのが現状である。また、施工技術の進歩に伴
い、建設現場における安全・環境面は格段の改善が図
られており、女性の就労に対するリスクは大幅に減少
している状況も考慮に入れれば、トンネルを含む坑内
労働の禁止は実態にあっていない。

労働基準法第64
条の２
女性労働基準規
則第１条

厚生労働省
雇用均等・児
童家庭局雇
用均等政策
課

　労働基準法第64条の２に
おいて、使用者は、満18才以
上の女性を坑内で労働させ
てはならないとされている。
ただし、以下の業務について
は、例外措置が認められて
いる。
①医師の業務
②看護師の業務
③新聞又は出版の事業にお
ける取材の業務
④放送番組の制作のための
取材の業務
⑤高度の科学的な知識を必
要とする自然科学に関する
研究業務

5053 5053A026
(社）日本経済団
体連合会

26
深夜の割増賃金規定の見直し
【新規】

　時間帯による割増率の差異をなくすように、労働基
準法第37条第３項の深夜の割増賃金の規定の削除
を行うべきである。

　経済のグローバル化や24時間化が進展している現
代において、深夜における労働という理由をもって特
別の割増賃金の支給対象にすることは妥当でない。

労働基準法第37
条第３項

厚生労働省
労働基準局
賃金時間課

　労働基準法の第37条第３
項では、使用者が、午後十
時から午前五時まで（労働大
臣が必要であると認める場
合においては、その定める地
域又は期間については午後
十一時から午前六時まで）の
間において労働させた場合
においては、その時間の労
働については、通常の労働
時間の賃金の計算額の二割
五分以上の率で計算した割
増賃金を支払わなければな
らないとされている。
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5053 5053A027
(社）日本経済団
体連合会

27

時間外労働の上限が２時間に
制限される健康上特に有害な
業務の見直し
【新規】

　労働基準法施行規則第18条に定められている具体
的業務の見直しを行い、不必要な業務を削除すべき
である。

　労働基準法施行規則第18条８号の解釈において「抄
紙機を用いて紙を抄く作業」が該当することになってい
る。しかし、機械設備の性能向上などによって、機械操
作を隔離室にて行う状態でなくても、健康上特に有害
な作業にあたらない作業環境が確保される場合なども
ある。このように、規則制定時に比べ機械設備や作業
環境の向上などにより、健康上特に有害な業務に指定
する必然性がなくなった業務もある。

労働基準法第36
条第１項
労働基準法施行
規則第18条
「有害業務の範
囲」（昭和43年７
月24日　基発472
号、昭和46年３月
18日　基発223
号、昭和63年３月
14日　基発150
号、平成11年３月
31日　基発168
号）

厚生労働省
労働基準局
監督課

　労働基準法第36条第１項
では「坑内労働その他厚生
労働省令で定める健康上特
に有害な業務の労働時間の
延長は、一日について二時
間を超えてはならない。」とさ
れており、「厚生労働省令で
定める健康上特に有害な業
務」については労働基準法
施行規則第18条に該当する
10の業務が定められている。

5053 5053A028
(社）日本経済団
体連合会

28
有期労働契約に関する雇用期
間の上限の延長

　上限を民法の定める５年とすべきである。

　有期雇用契約であっても労働者からの雇用契約の
中途解約は事実上ほとんど制限されないのが実態で
あり、かつてのような「足止め」もまれになっていること
から、民法の原則どおりとしても問題はない。本件につ
いて厚生労働省は、法の附則に従い施行後３年を経
過した段階において検討を行う旨を回答している（「全
国規模の規制改革・民間開放要望」に対する各省庁か
らの再回答について（2005年１月19日））が、早期に見
直しに向けた検討に着手すべきである。

労働基準法第14
条

厚生労働省
労働基準局
監督課

　労働基準法では、労働契
約に期間の定めをおく場合
は、一定の事業の完了に必
要な期間を定めるものの他
は、３年（専門的知識であっ
て高度のものとして厚生労働
大臣が定める基準に該当す
る専門知識を有する労働者
等との労働契約にあっては５
年）を超える期間について締
結してはならない。
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5053 5053A029
(社）日本経済団
体連合会

29
労働安全衛生法第88条第１項
の改定【新規】

　労働安全衛生法第88条第１項における対象事業
場・機械等の区分を見直すべきである。

　大規模事業場ほど、当該機械等の設置件数は膨大
となり、法の定めに従い届出を行うことが困難な事業
場は多い。一方で、機械設備の性能及び安全装置等
の技術的向上が図られていることから、大規模事業場
のみを規制対象とする根拠が薄らいでいるものと考え
られる。
　上記の理由から、労働安全衛生法第88条第１項にお
ける対象事業場及び機械等の区分の見直しを求めた
い。　なお、法の規制の有無に関わらず、機械設備の
設置の際、安全管理上十分な検討と対策を取った上
で設置を行うことは、労働災害防止の観点から当然の
ことであり、企業としても引き続き適切に対応していく。

労働安全衛生法
第88条第１項
労働安全衛生法
施行令第24条

厚生労働省
労働基準局
安全衛生部
安全課

　労働安全衛生法第88条第
１項及び労働安全衛生法施
行令第24条の定めにより、
「電気使用設備の定格容量
の合計が300ｋＷ以上の製造
業の事業者は、1.5ｋＷ以上
の機械等を設置する場合、
30日前までに労働基準監督
署長に届け出る」こととされ
ている。

5053 5053A030
(社）日本経済団
体連合会

30
衛生管理者の巡視頻度の自
主的運用の推進【新規】

　事業場における衛生管理者の職場巡視について
は、現行の「毎週１回以上」という頻度を改め、各事
業場の実情に応じて自主的な運用が図れるよう改正
すべきである。

　厚生労働省が推進してきた快適職場形成がかなり進
んできた現在では、相当程度、安全設備や職場環境
が整備されてきている。衛生面についても一昔前に比
べて格段に改善が進んでいる。さらに、労働衛生に関
するニーズ、実情は各業種及び事業場によって区々で
あることから、その対応も異なるのが実情である。した
がって、衛生管理者の職場巡視の頻度については、各
事業場の実情に応じた自主的な運用に委ねるのが望
ましい。

労働安全衛生法
第12条
労働安全衛生規
則第11条第１項

厚生労働省
労働基準局
安全衛生部
労働衛生課

　労働安全衛生規則第11条
第１項により、「衛生管理者
は、少なくとも毎週１回作業
場等を巡視し、設備、作業方
法又は衛生状態に有害のお
それがあるときは、直ちに、
労働者の健康障害を防止す
るため必要な措置を講じなけ
ればならない」ことと定められ
ている。
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5053 5053A031
(社）日本経済団
体連合会

31
衛生委員会の開催に関する特
例措置【新規】

　たとえ業種を異にする別個の複数法人であっても、
次の要件を全て満たす場合には各法人の衛生委員
会を統合した形で開催することを認めるべきである。
　①同一の企業グループに属すること
　②物理的に単一のビルに入居していること
　③いずれも非製造業の事務所として操業しているこ
と
　④人事・総務等をはじめとする間接部門について法
人間で一定程度の統合の実態が認められること

　効率的な運営により人的・経済的資源の節約が図ら
れるほか、社員の健康管理についても各社横断的な
統一された対策の実施が可能となり、実質的に衛生委
員会の開催趣旨により適った形での運営が見込まれ
る。

労働安全衛生法
第18条
同法施行令第９
条

厚生労働省
労働基準局
安全衛生部
労働衛生課

　労働安全衛生法第18条及
び同法施行令第９条に基づ
き、「事業者は、常時50人以
上の労働者を使用する事業
場ごとに労働者の健康障害
防止対策等に関する事項を
調査審議させ、事業者に対し
意見を述べさせるため、衛生
委員会を設けなければなら
ない」こととされている。その
ため、業種を異にする別個の
複数法人である限りは、たと
え同一の企業グループに属
し、物理的にも単一のビルに
入居し、いずれも非製造業の
事務所として操業している場
合であっても、それらの法人
ごとに独立した衛生委員会
の開催が求められている。

5053 5053A032
(社）日本経済団
体連合会

32
外国人研修・技能実習制度の
見直し（１）

①過去数年に亘り研修生・技能実習生の受け入れ
実績があり、かつ不正行為等なく適正な運営を行
なっている企業を優良事業者として認定し、一定の
要件のもと、最長期間を５年に延長し、受け入れ人数
枠を緩和するべきである。②現地の技能者を多能工
として育成する必要性が生じていることから、企業単
独型であれば技能実習移行職種の認定を簡略化
し、その組み合わせ実習も可能にするなど、企業実
態にあわせて現行制度を柔軟に見直すべきである。
もしくは、海外現地法人の初級現場監督者クラスの
人材が日本国内で長期間（３年前後）の実務研修を
行なうことを可能とするよう在留資格を整備すべきで
ある。

　今日の急速なグローバル化の進展と技術や業務運
営の革新・複雑化に鑑み、より多くの外国人が長期
間、日本国内で実務研修を行なう必要性が生じてい
る。また、現地法人の現場スタッフを多能工として日本
国内で育成するケースもあるが、現行制度は単一の職
種という考え方が強く、多能工化には対応できていな
い。技能実習によって身につけた単一の技能では、帰
国後、現地法人で活かすことができず、指導的な職務
につくことができないことも考えられる。結果的に発展
途上国への技術移転という制度の趣旨に則った活動
が行なえない。第３次出入国管理基本計画（2005年３
月）では、「問題の少ない企業単独型研修は企業活動
の変化等に応じた基準緩和を検討し、技能実習の対
象職種も幅広く見直していく」とされており、見直しの際
には上記の観点を考慮に入れるべきである。企業のグ
ローバル展開によって現地スタッフの育成方法も多様
化しており、そうした動きに研修・技能実習制度が対応
できなければ、在留資格の改定、創設も含めて検討す
べきである。

技能実習制度に
係る出入国管理
上の取扱いに関
する指針
技能実習制度推
進事業運営基本
方針

法務省入国
管理局

　外国人研修・技能実習生制
度については、財団法人国
際研修協力機構（ＪＩＴＣＯ）が
中心となり、「技能実習制度
推進事業運営基本方針」に
沿って運営されている。研修
期間は技能実習と合わせて
最長３年、受け入れ人数は
当該受け入れ企業の常勤従
業員数の５％（中小企業特例
あり）となっており、技能実習
移行対象職種は62職種114
作業に限定されている。技能
実習を行なう際、当該職種の
作業はＪＩＴＣＯの指導により
全労働時間の６割以上でな
ければならない。
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5053 5053A033
(社）日本経済団
体連合会

33
外国人研修・技能実習制度の
見直し（２）【新規】

①外国人技能実習制度に関する在留資格の創設等
　同制度における非実務研修、実務研修、技能実習
の期間等について柔軟性を確保すべく、「技能実習」
を前提として在留する外国人については、在留期間
を通じた新たな在留資格を創設すべきである（例え
ば、新たな在留資格の下では、半年の研修と２年半
の技能実習や母国で一定の研修を終了した場合に
は更なる研修期間の短縮と技能実習期間の長期化
を可能とする）。②技能実習の対象職種の拡大
　技能実習の対象職種は、現在、その大半が製造業
に係る職種であるが、サービス業を含め開発途上国
等に高いニーズがあり、わが国において優れた知
見・技術が蓄積されている分野等（例えばチェーン展
開されている各種サービス事業等）について対象職
種を拡大すべきである。
③受入企業・技能実習生双方のニーズに基づく在留
資格の変更

（具体的内容　右下の続き）
研修・技能実習生の中には、研修・技能実習で得
た技能を母国において活かすのみならず、将来的
にわが国経済社会の発展にも活かしたいと希望
する者もおり、受入側にも担い手として引き続きの
滞在を希望する者は少なくない。そこで、わが国
の産業競争力、地域経済、国民生活の維持・強化
に必要な分野について、特に高度な技能等を修
得した者については、専門的・技術的分野の人材
としてわが国において就労を認めることにつき、検
討を進めるべきである。

　研修生から技能実習生への移行者が２万人を超える
等（2003年）、本制度がわが国および開発途上国にお
いて欠かせない制度となった今、研修・技能実習制度
を適正かつ円滑に推進し一層充実させていくために
は、運用の適正化とともに、制度自体の見直しも併せ
て行う必要がある。なお、日インドネシアEPAの協議に
おいて、インドネシア側からも、同制度の見直しについ
て、①研修期間における待遇の改善、②技能実習対
象業種の拡大、③実習後の就労等への要望が寄せら
れている。

出入国管理及び
難民認定法第７
条１項第２号の基
準を定める省令
在留資格「研修」
に係る基準省令
に関する法務省
告示
技能実習制度に
係る出入国管理
上の取扱いに関
する指針
技能実習制度の
基本的枠組

法務省入国
管理局ほか

　現行の研修・技能実習制度
は、①１年間の「研修（非実
務研修及び実務研修）」（生
活実費として研修手当を支
給）と２年間の「技能実習」
（労働の対価として賃金を支
給）の最長３年間で構成さ
れ、②「技能実習」の対象職
種は、技能検定等の対象と
なる62職種114作業に限定さ
れている。また、③技能実習
修了後の就労は認められて
いない。2005年３月29日に策
定された『第三次出入国管理
基本計画』では、同制度の見
直しとして、①技能実習に係
る在留資格の創設や実務研
修中における法的保護の在
り方、②国際貢献に資する観
点からの技能実習の対象職
種の幅広い見直し、等が指
摘されている。

5053 5053A034
(社）日本経済団
体連合会

34
レセプトの直接審査・支払に係
る基準の見直し【新規】

①レセプトの直接審査・支払を実施する際の厚生労
働大臣認可基準について、具体的に明示した指針も
しくはガイドラインを作成し、実現可能な環境整備を
図るべきである。
②調剤レセプトにおける、処方箋を発行した保険医
療機関の事前同意を要件から削除すべきである。

①医科・歯科レセプトにおける直接審査・支払の実施
例が一件もない（2005年６月６日現在）。その要因の１
つは、保険者の組合規約の変更が求められ、規約変
更には、厚生労働大臣の認可が必要となるが、その際
の認可基準（審査体制、紛争処理機能などの基準）が
不透明なことである。レセプトの直接審査・支払の実施
により、保険者機能が発揮され、国民医療費の抑制に
つながることが期待されることから、その実現のために
認可基準の明確化が求められる。②調剤レセプトにお
ける当該保険医療機関の事前同意については、必ず
しも保険医療機関ごとに保険薬局が特定されていない
ことから、実質的に実現困難である。

「健康保険組合
における診療報
酬の審査及び支
払に関する事務
の取扱いについ
て」（2002年12月
25日保発第
1225001号）
「健康保険組合
における調剤報
酬の審査及び支
払に関する事務
の取扱いについ
て」（2005年３月
30日保発第
0330005号）

厚生労働省
保険局保険
課

　レセプトの直接審査・支払
について、医科・歯科レセプト
が2002年12月に、調剤レセ
プトが2005年３月にそれぞれ
解禁になっている。しかし、医
科・歯科レセプトでは2005年
６月６日現在、直接審査・支
払の実施例が一件もない。
　また、調剤レセプトについて
は、処方箋を発行した保険医
療機関の事前同意が要件と
なっている。
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5053 5053A035
(社）日本経済団
体連合会

35
保険者と医療機関の直接契約
に係る基準の見直し

　①契約医療機関の運営状況、②各都道府県に設
置される委員会による審議、③契約医療機関におけ
る、当該契約健保組合加入者及び当該契約健保組
合加入者以外の患者に係る診療報酬の額及びレセ
プトの件数についての報告義務（毎月）など、契約条
件等の規制を緩和すべきである。
　2005年６月６日現在、直接契約が成立していない
現状に鑑みて、直接契約条件等について全般的に
見直す必要がある。

（要望理由　右下の続き）③地域関係者からの懸
念意見やフリーアクセス阻害要因に関する所見に
基づく認可取消要件の緩和等、契約の安定性の
確保と保険者の利便性の向上という視点に立っ
て、保険者と医療機関の直接契約が進められるよ
う、現行の契約条件等について過度な阻害要件
がないか等について保険者の意見を踏まえつつ、
条件の緩和について検討する」となっており、検討
スケジュールを明確化した上で、早急に検討すべ
きである。

　今般、保険者と医療機関の直接契約による割引契約
が可能となったことから、各医療機関のインフラ、医療
技術、サービス等の改善が期待される。よって、医療
費の効率的活用を一層促進する観点から、保険者側
で医療機関を評価できる場合には、当該委員会による
審議を簡略化するなど契約条件等を緩和すべきであ
る。　2005年３月25日に閣議決定された「規制改革・民
間開放推進３か年計画（改定）」では、「①フリーアクセ
スを阻害していないことを証明する資料提出内容の簡
素化・簡便化や認可後の月報や年報報告の簡素化等
により、保険者の事務負担を軽減する、②医療機関の
収支状況が一時的に赤字となった場合でも、その時点
で即座に契約認可を取消さず、一定の猶予期間を設
ける、

健康保険法第76
条第３項
「健康保険法第
76条第３項の認
可基準等につい
て」（平成15年５
月20日保発第
0520001号）

厚生労働省
保険局保険
課

　保険者が医療機関と契約し
医療費の割引契約を受けら
れる制度が、2003年５月に解
禁となった。しかし、契約条
件等として、①契約医療機関
の運営状況（直近２年間とも
経常損益が赤字の場合など
収支状況が良好でないと認
められる場合には認可しな
い）、②各都道府県に設置さ
れる委員会（地方社会保険
医療協議会）による審議、③
保険者は契約後、毎月、契
約医療機関における　ａ）当
該契約健保組合加入者に係
る診療報酬の額及びレセプト
件数、ｂ）当該契約健保組合
加入者以外の患者に係る診
療報酬の額及びレセプト件
数を地方厚生（支）局に報告
しなければならないなどの規
制がある。

5053 5053A036
(社）日本経済団
体連合会

36
営利法人による保険医療機関
の経営参入の容認

①株式会社等による医療機関経営の参入規制を撤
廃すべきである。
②第８回目の認定申請期間（2005年５月９日～18日）
に一件の申請が行われたが、特区申請において申
請数がごくわずかであることを踏まえ、医療の種類を
限定列挙するのではなく、地方公共団体が必要とす
る「高度医療」が幅広く認められるように参入要件を
緩和すべきである。

（要望理由　右下の続き）②わずか一件だけの認
定申請であるという現状からは、参入要件自体が
地方公共団体が望む住民への医療サービスを反
映していないものであると考えられる。地方公共
団体や民間事業者等の自発的な立案により、地
域の特性に応じた規制の特例を導入するという制
度の趣旨を踏まえて、参入要件を緩和すべきであ
る。

①ａ）民間企業の有する経営のノウハウと資本を活用
して医療サービスの効率化と質の向上が図られると同
時に、医療機関の経営を専門家に委ねることにより、
医師が診療に専念できることになる。配当分を確保す
るために、医療費の高騰を招くとの考え方は、現在の
医業経営のコスト構造を前提とした議論である。
　ｂ）営利法人による病院等の経営を認めても、実際に
診療行為を行うのは国家資格を有する医師であり、医
療の安全性や質の確保には影響がない。
　ｃ）経営主体が非営利法人であっても、不採算の医療
機関が経営を継続することは困難である。僻地医療や
緊急医療については、セーフティネットの観点から別
途、公的な関与が必要である。
　ｄ）患者選別や過剰診療等に対する懸念の払拭のた
めには、参入規制ではなく、現行の応召義務等の規制
や、情報公開の徹底等によって対応可能である。
　ｅ）現存の企業立病院に何ら弊害が生じていないば
かりか、地域の中核病院の役割を果たしている医療機
関もある。

医療法第７条第５
項、第54条、構造
改革特別区域法
第18条、「構造改
革特別区域法第
18条第１項に規
定する高度な医
療に関する指針」
（平成16年厚生
労働省告示第
362号）、「医療法
の一部を改正す
る法律の施行に
関する件」(昭和
25年８月２日発医
第98号)、「医療
機関の開設者の
確認及び非営利
性の確認につい
て」（平成５年２月
３日総第５号／指
第９号）

厚生労働省
医政局総務
課

　構造改革特別区域法の改
正により、株式会社は、構造
改革特区において、①自由
診療の分野で②「高度医療」
の提供を目的とする医療機
関を開設することが認められ
た。
　また、厚生労働省告示
（2004年10月１日施行）で
は、株式会社が特区内で開
設する医療機関における高
度医療の範囲は、ａ）高度な
画像診断ｂ）高度な再生医療
ｃ）高度な遺伝子治療ｄ）高度
な美容外科医療ｅ）高度な体
外受精医療などとなってい
る。
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5053 5053A037
(社）日本経済団
体連合会

37
営利法人による電子化された
診療録等の外部保存と情報活
用

　適切な外部保存に必要な技術及び運用管理能力
を有することを公正かつ中立的な仕組みにより認定
されている施設においては、営利法人であっても電
子化された診療録等を保存できるようにし、かつ患者
の利益につながるデータの解析等により、保険医療
サービスを提供できるようにすべきである。

　外部保存を幅広く認めることで、医療施設間の連携、
疾病の分析などが進み、医療の質的向上、医療費の
無駄を省くことが可能となる。個人情報保護について
は、個人情報保護法が2005年４月１日より全面施行さ
れ、医療分野については、「医療・介護関係事業者に
おける個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ
ン」が設けられて、法的な整備は進んでいる。適切な
外部保存に必要な技術及び運用管理能力を有するこ
とを公正かつ中立的な仕組みにより認定されている施
設については、外部保存について全面解禁すべきであ
る。

「診療録等の保
存を行う場所に
ついて」（2005年
３月31日医政発
第0331010号／
保発第0331006
号）
「民間事業者等
が行う書面の保
存等における情
報通信の技術の
利用に関する法
律等の施行等に
ついて」（2005年
３月31日医政発
第0331009号／
薬食発第
0331020号／保
発第0331005号）

厚生労働省
医政局研究
開発振興課

　「診療録等の保存を行う場
所について」（2005年３月31
日医政局長・保険局長通
知）、「民間事業者等が行う
書面の保存等における情報
通信の技術の利用に関する
法律等の施行等について」
（2005年３月31日医政局長・
医薬食品局長・保険局長通
知）により、電子化した診療
録等の保存場所は、病院、
診療所の医療機関、及び医
療法人等が適切に管理する
場所（医師会）に加えて、行
政機関が開設したデータセン
ター等、及び医療機関等が
震災対策等の危機管理上の
目的で確保した安全な場所
に置かれるものが追加され
たところである。しかし、営利
法人が設置したデータセン
ター等に保存することは認め
られていない。

5053 5053A038
(社）日本経済団
体連合会

38
特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影
の診療報酬における施設基準
の特定機能病院に対する緩和

　特定機能病院については、診療報酬上の特殊ＣＴ
撮影、特殊ＭＲＩ撮影の施設基準（共同利用率５％）
を適用除外、または共同利用率の解釈を変更するな
ど規制を緩和すべきである。

①大学病院等の特定機能病院の役割は先端医療を
担うことであって、特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影は診断
に多く用いられており、患者が集中している現状があ
る。共同利用率の規制については、特殊ＣＴ撮影、特
殊ＭＲＩ撮影の稼働率を高めることが目的であるにもか
かわらず、稼働率の高い特定機能病院に当該規制の
適用を求めることは本来の趣旨に反する。②2004年11
月の規制改革要望集中受付月間における厚生労働省
の回答では、「機器の共同利用率要件は、地域の医療
機関が診療を継続しながら、大病院等の機器を利用
することによって診療の充実を図る目的で設定されて
いるものであり、（中略）紹介率等をもって共同利用率
の要件を満たしているとすることは困難」とある。しかし
ながら、紹介率や逆紹介率については、地域医療の充
実への貢献度合いを測る指標である。大学病院等の
特定機能病院では制度上、紹介率30％以上が規定さ
れていることから、この基準の中に共同利用率５％が
包含されるとみなすことには合理性がある。
③大学病院等では、共同利用率５％の実証が困難で
あるため、診療報酬の低い単純ＣＴ撮影、単純ＭＲＩ撮
影の点数で請求されている現状がみられる。

「特掲診療料の
施設基準等」
（2004年２月27日
厚生労働省告示
第50号）
「特掲診療料の
施設基準及びそ
の届出に関する
手続きの取り扱
いについて」
（2003年２月27日
保険局医政局長
通知　）

厚生労働省
保険局、医政

局

　特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮
影の診療報酬を請求する場
合には、施設基準として他の
保険医療機関からの依頼に
よる撮影の症例数（共同利用
率）が、全体の５％以上とな
ることが要件となっている。
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5053 5053A039
(社）日本経済団
体連合会

39
医療機関及び医療用医薬品に
関する広告規制の緩和

　患者中心の医療の実現に向けて、虚偽広告や誇
大広告等に関する取締り強化や第三者的な評価機
能の充実を図りつつ、医療機関及び医薬品（特に医
療用医薬品）に関する広告規制を緩和すべきであ
る。
　特に、客観的に検証可能な事項は原則、広告可能
とすべきである（例えば、検査や画像診断の方法、導
入している医療用機器の種類など）。

①利用者が医療機関を選択する上で、情報公開の役
割は大きく、広告規制を緩和して、サービス提供者と利
用者との間の情報共有を図り、医療サービスを安心し
て受けられる環境を作る必要がある。患者自らが医療
機関を選択しやすいようにすべきである。
②医療用医薬品については、厚生労働省の通知によ
り、添付文書情報が一般消費者（患者）でも入手しや
すい環境は整備されたが、内容については十分に理
解できないことも予想される。医療用医薬品に関する
情報を一般消費者（患者）が十分入手できる体制が必
要である。

医療法第69条第
１項
薬事法第66条、
第67条、第68条
「医業若しくは歯
科医業又は病院
若しくは診療所に
関して広告するこ
とができる事項」
（平成14年３月29
日厚生労働省告
示第158号）
「医薬品等適正
広告基準につい
て」（昭和55年10
月９日薬発第
1339号）
「医療用医薬品
等の情報提供と
薬事法における
広告との関係に
ついて」（平成15
年３月28日医薬
監第0328006号）

厚生労働省
医政局総務
課

①医療機関が広告を行える
内容は、医療法第69条第１
項と厚生労働省告示第158
号で定める範囲に限定され
ており、定められている事項
以外は広告してはならないこ
とになっている。
②医療用医薬品（医師もしく
は歯科医師の処方箋が必要
な医薬品）については、医薬
関係者（医師または薬剤師
等）以外の一般人を対象とし
た広告はできない。一般人を
対象に医療用医薬品の添付
文書情報を製薬企業等の
ホームページ上で公開するこ
とは可能だが、広告について
は認められていない。

5053 5053A040
(社）日本経済団
体連合会

40
医療用具製造承認の一部変
更承認に伴う保険適用希望書
の簡略化

　一部変更が認められ、保険適用の希望内容に変更
がない場合、「保険適用希望書」については、簡略記
載の提出を認めるべきである。
　具体的には、「保険適用希望書」の備考欄に一部
変更の概要と保険適用希望内容の変更有無を記載
するだけで受理すべきである（ 「医療用具保険適用
希望資料」、 「類似機能区分及び類似機能区分選定
の根拠」、 「承認書の写し」 の添付は不要もしくは簡
略化）。

　保険適用の希望内容に変更がない場合、一部変更
承認の内容を確認し、保険適用内容に変更がないこと
を確認できれば良いと考えられる。一連の資料添付を
求める必要はなく、より迅速な審査が可能になるよう
に、添付資料のスリム化が求められる。

薬事法第12条、
第14条

厚生労働省
保険局医療
課

　医療用具製造承認の一部
変更が認められた場合、保
険適用の希望内容に変更が
なくても、「保険適用希望書」
を提出する規定となってい
る。
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5053 5053A041
(社）日本経済団
体連合会

41
在宅医療で使用する注射薬の
追加容認

　医師の指導により、患者等に取扱いを任せても安
全性が確保できると考えられるもので、例えば高圧
利尿剤や消化管機能異常治療剤など、中心静脈栄
養法において併用頻度の高い治療薬（注射薬）につ
いては、患者への投与を認めるべきである。

　2004年11月の規制改革要望集中受付月間における
厚生労働省の回答では、「在宅療養指導管理において
投与することができる注射薬は、効果が緩徐であるな
ど、患者が自分で使用できるものとして安全性が確保
できるものであって、それ以外の注射薬を投与する場
合には医師等の訪問診療により行われるべき」となっ
ている。しかし、2005年３月には対象注射薬として上記
の見解とは異なる新たな治療薬が２剤追加されてい
る。在宅医療は入院医療に代わる医療であり、患者の
ＱＯＬ（生活の質）の改善に役立つものとして期待され
ていることから、医師の指導により患者等に取扱いを
任せても安全性が確保できると考えられる治療薬（注
射薬）の範囲については今後も拡大すべきである。

保険医療機関及
び保険医療養担
当規則第20条第
２号

厚生労働省
保険局医療
課

　在宅で患者が自ら行う「在
宅中心静脈栄養法」において
は、高カロリー輸液の他に、
ビタミン剤、高カロリー輸液用
微量元素製剤、血液凝固阻
止剤に限って投与可能であ
り、その他の治療薬（注射
薬）の投与は認められていな
い。

5053 5053A042
(社）日本経済団
体連合会

42
受託給食事業者の管理栄養
業務における診療報酬上の評
価【新規】

　受託給食事業者に属する管理栄養士による栄養食
事指導について、診療報酬上の評価を認めるべきで
ある。

　病院における給食業務の委託は急速に増えており、
約50％となっている。しかし、受託給食事業者に属す
る管理栄養士によるベッドサイド等での栄養食事指導
は、診療報酬上、評価されない。そのために、この点で
の業務効率の改善が進めにくい状況になっている。
　診療報酬上、評価をすることにより、受託給食事業者
が有する多くの管理栄養士の有効活用を図ることが可
能となる。

「入院時食事療
養の基準等」（平
成16年２月27日
厚生労働省告示
第51号）
「入院時食事療
養の基準等に係
る届出に関する
手続きの取扱い
について（平成16
年２月27日保医
発0227004号）

厚生労働省
保険局医療
課

　食事療養受託事業者に属
する管理栄養士が患者に対
してベッドサイド等で行う栄養
食事指導等は、診療報酬の
上で評価されていない。
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5053 5053A043
(社）日本経済団
体連合会

43
一般小売店で販売が可能な医
薬部外品等の拡大【新規】

　人体に対する作用が比較的緩和な医薬品について
は、定期的にメーカーからの申請に基づき、医薬部
外品とする制度を創設すべきである。
　また、医薬部外品とすることの適否については、エ
ビデンスに基づくべきであることから、定期的に公の
場で検討する仕組みも併せて創設すべきである。

　現状でも、ドラッグストアで売られている医薬品の中
には、自己購入で売られているものがあり、そのような
医薬品に関しては薬剤師を常設しない一般小売店で
の販売を行っても問題はないと考えられる。常備薬切
れや夜間等における緊急の疾病時の対応など、消費
者の利便性が向上することから、そのような医薬品は
メーカーの申請に基づいて医薬部外品とし、一般小売
店で販売できる仕組みを設けるべきである。

薬事法第２条第２
項、第24条、第25
条、第26条
薬事法施行規則
第16条

厚生労働省
医薬局総務
課

　医薬品の一般販売業につ
いては、店舗ごとに都道府県
知事からの許可が必要であ
り、薬剤師の配置義務や構
造設備が定められている。こ
のため、一般小売店では医
薬品の販売はできない。
1999年3月31日よりドリンク剤
等の15製品群、2004年７月
30日より健胃薬等371品目が
医薬品から医薬部外品へ移
行され、一般小売店で販売
できる範囲は拡大されたもの
の、風邪薬等消費者からの
ニーズの高い医薬品は販売
できない状況である。　医薬
部外品は「①吐きけその他の
不快感又は口臭若しくは体
臭の防止②あせも、ただれ
等の防止③脱毛の防止、育
毛又は徐毛④人又は動物の
保健のためにするねずみ、
はえ、蚊、のみ等の駆除又
は防止－を目的とされてお
り、人体に対する作用が緩和
な物であって器具器械でない
もの及びこれらに準ずる物で
厚生労働大臣の指定するも
の（医薬品としての用途に使
用されることもあわせて目的
とされている物を除く）」 と法
律で定義されている。

5053 5053A044
(社）日本経済団
体連合会

44
難治療性疾患等の治療薬等
に関する審査制度の弾力化

　難治療性の疾患の治療薬等に関する迅速な承認
のために、申請に先立ち、申請資料のうち準備ので
きたものから順次提出し、審査が受けられる「先行審
査制度」を導入すべきである。

　現行の優先治験相談制度と優先審査制度に加え
て、難治療性の疾患等には、さらに一刻も早い治療薬
等の承認のための仕組みが求められている。「先行審
査制度」により承認までの時間は大幅に短縮が可能と
なることから、導入することが必要である。　2004年11
月の規制改革要望集中受付月間における厚生労働省
の回答では、「仮に逐次提出を認めたとしても、最終的
な承認の可否の判断は、結局のところ、添付資料全体
が提出された時点から開始せざるを得ないため（中
略）資するところは少ない」旨の内容である。しかし、最
終的な承認の可否を判断する前段階で、先行して提
出された資料を審査することにより、最終判断を早め
ることができる余地があると考えており、納得できるも
のではない。

薬事法第14条第
５項
薬事法施行規則
第18条の３

厚生労働省
医薬食品局
審査管理課

　医薬品医療機器総合機構
が2004年４月１日より発足
し、優先治験相談制度と優先
審査制度が整備された。しか
し、審査案件の処理が滞るな
ど、必ずしも審査期間の短縮
に結びついていないことか
ら、2005年４月に業務改善策
が公表された。
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5053 5053A045
(社）日本経済団
体連合会

45
販売業における管理薬剤師の
必置規制の見直し

　毒性もなく、薬理作用の少ない薬剤原料（プロピレ
ングリコール、グリセリン等）について、①商社、②販
売業における営業所、倉庫等では、一定以上の専門
知識を有する者に試験等を実施し、その合格者を管
理者として認めるべきである。

①商社を通して薬剤を販売する場合、薬剤自体は製
造元の工場から直接顧客に配送され、商社では伝票
処理だけという状態である。このように、毒性もなく、薬
理作用の少ない薬剤原料に関して、実態として医薬品
を取扱わず薬剤原料に触れることのない商社などでは
薬剤師の他に一定以上の専門知識を有する者に試験
等を実施し、その合格者もその管理者として認めるべ
きである。2004年11月の規制改革要望集中受付月間
における厚生労働省の回答では、「医薬品の品質管理
や運送管理等は当該医薬品を所有する業者において
行うことが必要である」から、医薬品の専門家である薬
剤師を配置する必要がある旨の内容である。毒性もな
く、薬理作用の少ない薬剤原料の場合、一定以上の専
門知識を有する者で、試験等の合格者についてもその
管理者と認める余地がある。
②販売業における営業所や倉庫等では、同様に、毒
性もなく薬理作用の少ない薬剤原料を扱うのであれ
ば、必ずしも薬剤師ではなく、一定以上の専門知識を
有する者を管理者として認めるべきである。

薬事法第８条、第
９条、第26条、第
27条

厚生労働省
医薬食品局
総務課

　薬事法では、販売業（卸売
販売業）において、管理薬剤
師の配置が義務付けられて
いる。

5053 5053A046
(社）日本経済団
体連合会

46
第三種医療機器製造販売業｢
総括製造販売責任者｣の資格
要件緩和【新規】

　一般医療機器の総括製造販売責任者の基準につ
いて、
①品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務
の経験は、「医薬品等」に限定することなく、一般的な
製造機器における経験も認めるべきである。
②業務に従事した経験年数を短縮すべきである。

　改正薬事法では、医療機器をリスクに応じて高度管
理医療機器、管理医療機器、一般医療機器にクラス分
けがされている。一般医療機器の定義は、薬事法第２
条第７項において、｢副作用又は機能の障害が生じた
場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるお
それがほとんどないものとして｣指定されることになって
いることから、高度管理医療機器（第一種）、管理医療
機器（第二種）に比べて、そのリスクは極めて小さいも
のといえる。総括製造販売責任者の要件について、高
度管理医療機器、管理医療機器に比べ、一般医療機
器（第三種）が学歴で緩和されているのと同様に、実務
経験においても、そのリスクの違いを考慮し要件緩和
が求められる。

薬事法第２条第７
項、第17条第１
項、第２項
薬事法施行規則
第85条第４項

厚生労働省
医薬食品局
審査管理課

　2005年４月１日施行の改正
薬事法により、新たに規定さ
れた製造販売業の許可要件
として｢総括製造販売責任
者｣の設置が義務付けられて
いる。一般医療機器（第三
種）製造販売業の｢総括製造
販売責任者｣の資格要件は、
｢旧制中学若しくは高校又は
これと同等以上の学校で、物
理学、化学、金属学、電気
学、機械学、薬学、医学又は
歯学に関する科目を習得し
た後、医薬品等の品質管理
又は製造販売後安全管理に
関する業務に３年以上従事し
た者」として学歴並びに実務
経験を求めている。
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5053 5053A047
(社）日本経済団
体連合会

47
医療機器販売業における本
社・本部での一括申請方式の
容認等【新規】

①高度管理用機器販売業の許可の申請、及び管理
医療機器販売業の届出について、本社・本部一括で
の許可申請、あるいは届出を認めるべきである。
②各営業所ごとに設置が求められている、販売を実
地に管理させる者（管理者）について、修了すること
が必要な講習会の実施方法・状況を改善すべきであ
る（例えば、受講者が一定規模で集まるような場合に
は受講者の希望に応じた場所で講習を開催する、講
習の実施主体そのものを民間に開放する）。

①例えば、フランチャイズチェーンにおいて、各個店ご
とに医療機器販売業の許可申請及び届出を行う体制
では、消費者の要望に迅速に応えることが困難とな
る。
②設置が義務付けられている管理者の要件として修
了が求められている、｢販売管理責任者講習｣について
は、厚生労働大臣への登録者が行うこととなっている。
現状では、開催の頻度が少ない、また開催場所が限
定されていることなどから、受講環境が良いとはいえな
い。講習会の実施方法・状況を改善すべきである。

薬事法第39条、
第39条の２、第39
条の３、薬事法施
行規則第162条、
第175条
「薬事法及び採
血及び供血あっ
せん業取締法の
一部を改正する
法律等の施行に
関する医療機器
の販売業及び賃
貸業に係る運用
等について」
（2004年７月９日
薬食機発第
0709001号）

厚生労働省
医薬食品局
審査管理課

　高度管理医療機器の販売
業又は賃貸業を行う場合は、
営業所ごとに都道府県知事
の許可を受けることが必要で
ある。また、管理医療機器の
販売業又は賃貸業を行う場
合には、営業所ごとに都道府
県知事への届出が必要であ
る。
　いずれの場合も営業所ごと
に販売を実地に管理させる
ために基準に該当する者を
置かなければならない。

5053 5053A048
(社）日本経済団
体連合会

48
食品の機能表示制約の見直し
【新規】

①科学的裏付けがある場合、当該食品の成分が持
つ機能等についての表示や広告を原則自由とすべき
である。
②一定の有資格者が、国民に正確な食品機能の情
報が伝えられるように法的根拠を早急に整備すべき
である。

①食品は健康の保持増進に寄与するものであるが、
薬事法上の規制により機能の表示や表現が極度に制
限されている。科学的な根拠に基づいた適切な情報が
消費者に届けられれば、適切な商品の選択が可能と
なり、健康増進の一助になる。
②厚生労働省は、2005年２月に「国民がさまざまな食
品の機能を十分に理解できるよう､正確で十分な情報
提供が行われることが必要」であると医薬食品局長通
知を出しているが、薬剤師､管理栄養士､ヘルスケアア
ドバイザー､大学等の研究者等の栄養や健康問題の
専門家であっても、商品については、薬事法上の規制
により科学的根拠に基づいた説明ができない現状にあ
る。食品機能の普及啓発を進めるためには､少なくとも
一定の教育を修了した者が科学的根拠に基づいた範
囲内で説明が早急に可能となるように法的根拠など環
境整備を図るべきである。

薬事法第２条第１
項、健康増進法
第26条、第32条
第１項、第２項
『「健康食品」に
係る制度の見直
しについて』
（2005年２月１日
薬食発第
0201001号）

厚生労働省
医薬食品局
審査管理課、
食品安全部
基準審査課
新開発食品
保健対策室

　2005年２月に「条件付き特
定保健用食品」の新設等に
係る省令の改正が行われた
ものの、薬事法上の規制に
より、保健機能食品として認
められて限定された表示以
外は、食品や食品成分につ
いて、身体の構造や機能に
影響を与えることに係る表示
や広告等はできない。
　また、薬事法上の規制によ
り、食品の機能に関する情報
提供は極めて困難な状況で
ある。
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5053 5053A049
(社）日本経済団
体連合会

49
「厚生労働大臣が定める福祉
用具貸与に係る福祉用具の種
目」の拡大

　安全衛生面など一定の基準を満たす高機能ポータ
ブルトイレについては、便座など肌に直接触れるもの
を除き、本体部分は貸与対象品にすべきである。

　福祉用具について、入浴、排泄に供するものは再利
用することに心理的抵抗感があるとして購入対象とし
ているが、一定の安全衛生基準を満たすことで使用者
の心理的な抵抗感をなくすことが可能であると考える。
ポータブルトイレは、近年、技術革新が進み、防臭機
能や水洗式でシャワー洗浄機能が付加されるなど清
潔なものが販売されるようになっている。快適なトイレ
環境は、ＱＯＬ（生活の質）を保つ上で重要である。 高
機能ポータブルトイレについて、便座など肌に直接触
れるものを除き、本体部分を貸与対象品に加えること
で、利用者が望む場合には、貸与を可能とする仕組み
が求められる。支給限度額（現行10万円）の範囲内で
購入できる程度のポータブルトイレを望むか、より高機
能なポータブルトイレの貸与を望むかの選択を利用者
に認める必要があると考える。また、副次効果として、
トイレのリフォーム費用など他の介護費用の削減にも
資することが期待される。

介護保険法第７
条第17項、第44
条第１項
「厚生労働大臣
が定める福祉用
具貸与に係る福
祉用具の種目」
（平成11年３月31
日厚生省告示第
93号、平成12年
厚生省告示第
479号）
「厚生労働大臣
が定める居宅介
護福祉用具購入
費等の支給に係
る特定福祉用具
の種目」（平成11
年３月31日厚生
省告示第94号、
平成12年厚生省
告示第480号）

厚生労働省
老健局振興
課

　介護保険では、貸与対象と
して12種類、購入対象として
５種類の福祉用具を定めて
いる。人の肌に直接触れるな
ど再利用することに心理的抵
抗感がある福祉用具は、貸
与対象品（レンタル）ではなく
購入対象品としており、ポー
タブルトイレは購入対象品に
該当している。

5053 5053A050
(社）日本経済団
体連合会

50
保育士試験の受験要件緩和
【新規】

　保育士試験について、高等学校卒業程度又はこれ
と同等以上の資格を有する者であれば受験を認める
べきである。

　女性の社会進出の進展に支えられ、都市部を中心に
保育所等が急速に整備されており、保育サービスを担
う保育士（保育士資格を持つ者）の確保が重要となっ
ている。しかし、改正により、1991年４月１日以降、高
等学校の普通課程を卒業しただけでは保育士試験を
受験することができなくなり、実態として保育士への道
が閉ざされている。受験資格が短期大学卒業程度に
引き上げられたものの、保育科等の専攻が求められて
いるわけではないことから、例えば、独学で勉強する
高等学校普通課程の卒業者に受験する機会自体を与
えないことは問題である。また、保育士という職種は、
特に若年女性に人気が高く、子育てを終えた専業主婦
のなかにも、いままでの育児経験をいかして保育士と
して再就職したいと考えている者がいる。有望な就職
先・再就職先を得る機会を奪うことにもなりかねないこ
とから、現行の受験資格について、早急な見直しが必
要である。

児童福祉法第18
条の６
「児童福祉法施
行規則の一部を
改正する省令の
施行について」
（1988年５月28日
児発第480号）

厚生労働省
雇用均等・児
童家庭局保
育課

　保育士試験の受験資格
は、1988年の改正により、高
等学校卒業程度から短期大
学卒業程度に引き上げられ
た。1991年４月１日以降、高
等学校の普通課程を卒業し
ただけでは保育士試験を受
けられなくなった（1996年３月
31日までに高等学校保育科
を卒業した者については特
例が認められている）。
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5053 5053A051
(社）日本経済団
体連合会

51
確定拠出年金における中途引
出し要件の緩和

①脱退一時金を受給できる要件を緩和すべきである
（死亡・高度障害以外の事由、例えば確定給付企業
年金法施行規則第30条と同様な一時金選択が可能
な特別条件の一部の容認、及び少額の脱退一時金
の拡充を図る）。
②60歳未満の加入者で、経済的困窮時には、個人
別管理資産を取り崩すことを可能とするか、あるい
は、個人別管理資産を担保とした融資を受けられる
ようにすべきである。

①ａ）60歳到達前に退社して、海外に居住する者や、確
定拠出年金制度がなく他の企業年金制度がある他社
に転職する者などの場合、ｂ）震災、風水害、火災その
他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他
の財産について著しい損害を受けたなど特別な事情を
考慮すべき場合、 ｃ）比較的短い期間の加入員が50万
円超の年金資産を持ったまま退職して専業主婦となる
場合、
いずれの場合も現行制度では、60歳に達するまで個
人型年金の運用指図者とならざるを得ないことから、
資産が目減りするリスクを回避しにくいという問題に対
処する必要がある。
②加入員の想定を超えたリスクが発生した場合、個人
別管理資産を活用することで対処可能となる。
　現行の要件は制度普及の阻害要因の一つになって
おり、利便性の向上により制度普及にも資することに
なる。

確定拠出年金法
第28条、第33条
確定拠出年金法
附則第３条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

①脱退一時金を受給できる
要件は、通算拠出期間が３
年以下の場合または資産額
が50万円以下で制度上掛金
を納められない場合となって
いる。
②60歳未満の加入者で給付
を受けられるのは、高度障害
（障害給付金）、死亡（死亡一
時金）の要件を満たした場合
に限られている。

5053 5053A052
(社）日本経済団
体連合会

52
確定拠出年金の加入対象者
の拡大

　確定拠出年金において、個人型への専業主婦の加
入を認めるべきである。

　確定拠出年金のポータビリティを拡充し、専業主婦の
加入を認めることで、制度普及が図られ、個々人の自
助努力による老後資金の形成に寄与する。

確定拠出年金法
第２条、第９条、
第62条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　確定拠出年金では、専業
主婦の加入が認められてい
ない。
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5053 5053A053
(社）日本経済団
体連合会

53
確定拠出年金における掛金の
拠出限度額の引上げ

　拠出限度額を大幅に引き上げるべきである。

　確定拠出年金における掛金の拠出限度額は、2004
年改正により厚生年金基金の上乗せ部分の望ましい
給付水準を掛金ベースに置き換えた金額に引き上げ
られたが、老後の安定した生活を保障するには十分で
はなく、また、退職一時金制度からの移行を促進する
観点からも十分ではない。自助努力、自己責任による
老後の生活保障の確保を支援するためには、拠出限
度額を大幅に引き上げるべきである。利便性の向上、
退職金の代替により制度普及に資することになる。

確定拠出年金法
第20条、第69条
確定拠出年金法
施行令第11条、
第36条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　企業型確定拠出年金につ
いては、①企業年金に加入し
ていない場合、月額４万６千
円②企業年金に加入してい
る場合、月額２万３千円であ
り、個人型確定拠出年金に
ついては、①自営業者の場
合、月額６万８千円②企業年
金、企業型確定拠出年金の
ない企業の従業員の場合、
月額１万８千円となっている。

5053 5053A054
(社）日本経済団
体連合会

54
企業型確定拠出年金における
掛金の本人拠出の容認

　企業型確定拠出年金について、事業主の拠出に加
えて本人拠出が可能となるようにすべきである。

　確定拠出年金法の趣旨を踏まえ、自助努力、自己責
任の意識醸成を支援するためには、本人拠出ができる
仕組みが必要である。また、財形年金制度からの移行
を進める観点からも本人拠出が求められる。本人拠出
を認めることにより、利便性が向上し、制度の普及にも
資することになる。

確定拠出年金法
第19条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　企業型確定拠出年金につ
いては、事業主からの拠出し
か認められず、本人拠出が
できない。
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5053 5053A055
(社）日本経済団
体連合会

55
確定拠出年金における加入者
資格喪失年齢の見直し【新規】

  公的年金支給開始年齢の引上げや、高年齢者雇
用安定法の改正等に伴う60歳以降の就労機会の拡
大等の環境変化を踏まえ、確定拠出年金の加入者
資格喪失年齢についても労使合意に基づく柔軟な設
定を可能とすべきである。

　高年齢者雇用安定法の改正により、企業には60歳
以降の就労機会確保が義務づけられることとなった
が、確定拠出年金については60歳到達に伴い一律的
に加入者資格を喪失させなければならず、柔軟性を欠
いた対応となっている。特に、処遇面で60歳前との連
続性を維持しつつ定年延長を行うような場合は、確定
拠出年金の掛金拠出のみが60歳時点で打ち切られる
こととなり、バランスを失した対応とならざるを得ない。
一方、確定給付企業年金においては、年齢による加入
者資格の喪失時期は特に定められておらず、老齢給
付金の給付に係る年齢要件が60歳以上65歳以下であ
ることを踏まえて、「65歳以下の規約で定める時期」と
しているのが実態である。

確定拠出年金法
第11条、第62条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

  企業型年金及び個人型年
金の加入者は、全員60歳に
到達した日に加入者資格を
喪失する。

5053 5053A056
(社）日本経済団
体連合会

56
確定拠出年金の掛金の拠出
時期の弾力化【新規】

①特段の事情によって拠出が翌月にできなかった場
合でも、労使の合意があれば、次回に２カ月分を納
付する等の遅れた拠出を認める弾力的運用とすべき
である。
②さらに、事情により翌々月に２カ月分を納付できな
い場合、遡及して拠出対象とする場合などが想定さ
れるため、１加入者について12カ月分の拠出額を超
えない範囲でキャリーオーバーを認めるべきである。

①掛金の拠出については、事業主にとって毎月の事
務負担が過大であり、何らかの理由で翌月末に納付
できないことが起こり得る。次回以降の追加拠出が認
められなければ、結果として、給与で支払われる可能
性が高く、所得税や社会保険料の対象となってしまう
ため加入者の手取額が減少してしまう。一方、手違い
による過剰拠出の場合には過剰分を返金させることが
できるということもあり、拠出洩れもしくは過少拠出によ
る不足分の追加拠出が認められていないのはバラン
スを欠いている。確定給付企業年金、厚生年金基金で
は遡っての修正が認められているように、確定拠出年
金においても同様の措置が図られるべきである。②ま
た、①に加えて、遡及して拠出対象とするなどの人事
的措置も想定されることから、加入者について年度で
12ヵ月を超えない範囲でキャリーオーバーを認めるべ
きである。

確定拠出年金法
第21条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　企業型確定拠出年金にお
いて、事業主は、毎月の事業
主掛金を翌月末日までに資
産管理機関に納付しなけれ
ばならない。何らかの理由に
より拠出できなかった場合
は、労使の合意によって「給
与として加入者に支払う等」
の拠出以外の補填措置がと
られることとなる。現実的に
は、月末の入社、新規事業
所設立など、事務的に対応し
きれない場合がある。
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A057
(社）日本経済団
体連合会

57
確定拠出年金における自社株
ファンドのインサイダー規制の
適用除外

　確定拠出年金制度において、自社株のみを投資対
象とするファンドを運用商品として選択し、それが一
定の計画に従い継続的に行われる場合は、証券取
引法第166条第６項第８号及び同第167条第５項第８
号に該当するものとして、いわゆるインサイダー規制
の適用除外とすべきである。「『全国規模の規制改
革・民間開放要望』に対する各省からの再回答につ
いて」（2005年１月19日　内閣府　規制改革・民間開
放推進室）によれば、インサイダー取引規制のあり方
を金融審議会での審議の中で検討を行うとのことで
あり、当要望について早期に議論を開始すべきであ
る。

　確定拠出年金制度を採用している企業においては、
自社株ファンドを運用商品の選択肢に加えたいという
要望がある。しかし現行では、持ち株会や株式累積投
資においてインサイダー規制の適用除外になっている
ものが、確定拠出年金制度を利用すると適用除外の
対象になっていない。
　インサイダー規制の適用除外が明確となれば、証券
市場の活性化にも資するものと予想される。

証券取引法第
166条、第167条
会社関係者等の
特定有価証券等
の取引規制に関
する内閣府令第
６条、第８条

金融庁総務
企画局企画
課

　確定拠出年金制度におい
て自社株のみを投資対象と
するファンドを定期的に購入
する場合、インサイダー規制
の適用除外になっていない。

5053 5053A058
(社）日本経済団
体連合会

58
確定拠出年金における投資信
託償還時の取扱いの明記【新
規】

　運用の方法として投資信託が提示されている場合
で、当該投資信託が投資信託及び投資法人に関す
る法律（以下「投信法」という。）に基づき償還される
場合、当該償還については企業型運用関連運営管
理機関等の意思に基づいたものとは認められないこ
とから、運用の方法の除外には該当しないこと、ま
た、当該投資信託に運用の指図を行っている加入者
等の同意取得は不要であることを省令等に明記すべ
きである。（例えば、企業型運用関連運営管理機関
等の説明責任を免れることとはならないため「企業型
運用関連運営管理機関等が当該事態につき、事業
主・加入者に事前に通知・説明することにより同意に
代えることができる」といった旨を明記する。）

　確定拠出年金制度における運用の方法として、投資
信託を提示している場合、投信委託会社の意思によ
り、投信法で規定される手続きにしたがって償還される
ケースが想定される。当該投信の償還については、企
業型運用関連運営管理機関等の意思によるものでは
なく、商品保有者の過半数の異議申し立てがない限
り、投信法で定める一連の手続き（「償還の公告」、「異
議申述」、「償還決定」、「買取期間」、「償還」）が進めら
れ、企業型運用関連運営管理機関等が専門的知見に
基づいて行う「運用の方法の除外」とは主旨を異にす
るものである。また、投資信託が償還された場合、企
業型運用関連運営管理機関等は当該投資信託を提
示し続けることはできず、同意を得るべき当該投信の
保有者も存在しないこととなる。 なお、企業型運用関
連運営管理機関等は、確定拠出年金法第24条の規定
に基づき、当該投資信託の保有者に対して、償還に対
する異議申述が可能である旨等の情報提供を行い、
加入者等からの異議申述を運用の指図として記録関
連運営管理機関・資産管理機関が連携し取り纏めるこ
とは可能であるが、当該加入者等全員の同意がないこ
とをもって当該投資信託の償還を差し止める権限は有
していない。以上より、投資信託の償還は確定拠出年
金法第26条に規定する「運用の方法の除外には該当
しないこと」を確認し、省令に明記することを要望する。

確定拠出年金法
第26条
確定拠出年金法
施行規則第20条
の２

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　確定拠出年金法第26条で
は、企業型運用関連運営管
理機関等が、提示運用方法
から運用の方法を除外しよう
とするときは、当該除外しよう
とする運用の方法を選択して
運用の指図を行っている加
入者等の同意を得ることとさ
れている。
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管理番
号

要望事項
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補助
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要望主体名
要望
事項番
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A059
(社）日本経済団
体連合会

59
中小企業退職金共済制度から
確定拠出年金への移行の容
認【新規】

　中小企業退職金共済制度の解約手当金を被共済
者に返還せず、移換できる対象に確定拠出年金も加
えるべきである。

　確定拠出年金の導入状況をみても適格退職年金か
らの資産移換が2005年２月末で50％を超えており、中
小企業退職金共済契約からの移換が可能となればさ
らに確定拠出年金の導入は促進される。

中小企業退職金
共済法第８条、第
17条
確定拠出年金法
第54条
確定拠出年金法
施行令第22条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課、
労働基準局
勤労者生活
部勤労者生
活課

　中小企業退職金共済制度
から確定拠出年金への解約
手当金の移換は認められて
いない。

5053 5053A060
(社）日本経済団
体連合会

60
確定給付企業年金および確定
拠出年金における加入者範囲
の見直し

①厚生年金適用事業所単位の適用を廃止し、加入
者の範囲については、当該企業及び従業員（労組）
との合意に基づき決定することを可能とすべきであ
る。
②法第25条の「実施事業所に使用される被用者年金
被保険者」の現行解釈を改め、実施事業所と雇用関
係にあり、実施事業所以外の事業所で厚生年金の
被保険者資格を取得している者（具体的には、企業
外への出向者）についても加入者と認めるべきであ
る。

　確定給付企業年金制度および確定拠出年金制度
は、退職金の一部として導入されることが多いにも関
わらず、企業外への出向者は一旦脱退扱いとなること
により、企業は当該従業員の出向期間について掛金
の拠出ができず、また、確定給付企業年金の場合は
従業員の掛金拠出も停止される。企業側、従業員側の
双方にとって不利益となるおそれがある。出向先事業
所を出向元事業所とともに確定給付企業年金の適用
事業所とする措置により対応することは可能である
が、ごく一部の出向者のために出向先を適用事業所と
することを行わないケースも多く、労使合意により出向
元での加入を要望する。

確定給付企業年
金法第２条、第25
条、第27条
確定拠出年金法
第２条、第９条、
第11条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　確定給付企業年金および
確定拠出年金は、企業と従
業員によりその制度内容を
決定する私的年金の一つで
あるにも関わらず、厚生年金
適用事業所単位の実施と
なっていることから、企業外
への出向者（出向先の厚生
年金被保険者資格を取得す
る者）は一旦脱退することと
なり、制度運営上の制約が
ある。
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管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A061
(社）日本経済団
体連合会

61
確定給付企業年金における加
入資格の弾力化

　確定給付企業年金について、勤続条件が５年以上
の場合でも、年齢条件が30歳以上の場合でも、加入
資格を付与しないことを可能とすべきである。

　実施中の退職一時金制度や適格退職年金制度に合
わせた柔軟な制度設計を認めることで、制度間の円滑
な移行を促進し、公的年金を補完する役割を担う各企
業年金制度の普及、拡充への基盤整備を図ることにな
る。

確定給付企業年
金法第４条、第26
条
確定給付企業年
金法並びにこれ
に基づく政令及
び省令について
（法令解釈）

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　適格退職年金では、加入
待機期間の設定を弾力的に
行うことが可能だが、確定給
付企業年金については、５年
を超える勤続条件や30歳を
超える年齢条件を加入資格
の要件として定めてはならな
いことになっている。

5053 5053A062
(社）日本経済団
体連合会

62
脱退一時金相当額の移換申
出期限に係る弾力的運用の容
認【新規】

  企業年金における脱退一時金相当額の移換申出
期限については、税法上等の特段の事情が無い限り
個別企業の状況を踏まえて法令の範囲内で労使合
意により定めるべきであり、一律的な規定は廃止す
べきである。

　脱退一時金相当額の移換は、企業の私的年金制度
における取扱いに係る問題であり、申出期限等その詳
細運用については基本的に各企業の状況を踏まえ労
使合意により決定すべきであり、法令等により一律的
に規定(規制)すべきものではない。また、移換先(再就
職先)が未定である等の事由により、退職時に一旦脱
退一時金の支給を留保した者について、移換を義務づ
ける(事情変更等による脱退一時金の支給は制限す
る)こと、等についても労使合意により可能とすべきで
あり、退職者本人のニーズが過度に優先されるべきで
はない。さらに、移換の申出がないまま、移換申出期
限を超過した場合の取扱いに関しては、企業の負担と
ならないよう配慮が必要である。

確定給付企業年
金法施行令第50
条の２、第65の
５、第73条、第88
条の２

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

①確定給付型企業年金間
(※)の移換申出について、
「移換元制度における加入者
資格喪失日から起算して１年
経過した日」または「移換先
制度における加入者資格取
得日から３カ月経過した日」
の何れか早い日までの間に
限って行うことができる。②
確定給付型企業年金から企
業年金連合会への移換申出
については、「移換元制度に
おける加入者資格喪失日か
ら起算して１年経過した日」
までの間に限って行うことが
できる。
③確定給付型企業年金から
確定拠出年金への移換申出
については、①と同様。
（※ 確定給付企業年金／厚
生年金基金）
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
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具体的事業の
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制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A063
(社）日本経済団
体連合会

63
企業年金制度における連合会
への脱退一時金相当額移換
対応義務の廃止【新規】

　企業年金は、私的年金である以上、原則、規約の
強制的変更があってはならない。脱退一時金相当額
の連合会への移換についても、移換元となる年金制
度において労使合意を得て、規約を定めてから実施
できるものとするべきである。
　なお、通算機能を担う組織は、純粋な私的年金の
みを対象とし、代行部分は含まず、財政の裏付けの
あることが望ましい。その役割を純粋な民間に開放
することやアメリカのようなIRAの導入を検討すべきで
ある。

　企業年金制度の運営は、各社の状況を踏まえて労
使合意に基づき運営するのが原則であり、強制される
ものではない。
　また、ポータビリティの運営は個人の自己責任を原
則とするべきであり、参加も制度や企業ベースでなく、
個人の自由意志でなされることが適当である。その通
算を担う組織も、独立性・透明性を重視した組織・ス
キームの構築を検討してゆくべきである。

確定給付企業年
金法第91条の２

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

  確定給付型の企業年金制
度(確定給付企業年金／厚
生年金基金)からの中途脱退
者については、一時金支払
先を企業年金連合会（以下
連合会）とする規約変更を
行った上で脱退一時金相当
額の連合会への移換を申し
出ることが可能であり、中途
脱退者から申し出を受けた
年金基金等は、対応しなけ
ればならないこととされてい
る。なお、連合会から他の確
定給付型年金制度や、連合
会を介しない年金制度同士
の移受換については、移換
元、移換先双方の規約に定
める場合に限り行うことがで
きる。（改正2004年６月11日
法律第104号による）

5053 5053A064
(社）日本経済団
体連合会

64
確定給付企業年金(老齢給付
金)における支給要件の弾力
化

①ａ）50歳未満で退職した者についても、50歳以上60
歳未満の規約に定める年齢に到達した時点で年金
の受給開始を可能とすべきである。
　ｂ）60歳から65歳までの到達日以外の、例えば退職
日などの規約に定める到達日から年金の支給開始
を可能とすべきである。
②加入期間が20年以上の場合でも、老齢給付金を
設定しない取扱いを可能とすべきである。
③65歳超で定年年齢が設定されている場合、65歳超
の規約で定める年齢に達した時点での受給開始を
可能とすべきである。

（要望の理由　右下の続き）
③2004年の高年齢者雇用安定法の改正により65
歳までの継続雇用が義務化され、65歳超の定年
年齢設定や定年制を廃止する企業もでることが想
定され、労使合意のもと、65歳超の企業の実情に
合った支給開始年齢が選択できるようにすべきで
ある。

①ａ）既に退職という事象が発生しており、かつ、50歳
以上の規約に定める年齢到達という要件を満たした状
態であるにもかかわらず、退職という事象の発生時期
の問題のみによって年金受給を制限されることは、受
給権者本人の納得が得られない。また、企業内におけ
る制度運営の観点から、50歳以上退職者との均衡を
図る必要がある。さらには、ライフサイクルなどの観点
からも、50歳未満退職者について、50歳～60歳の間に
おける年金受給ニーズは高いと考えられる。
　ｂ）年金は退職後の所得保障を目的とするため、在職
中に年金が開始することは制度の趣旨に合わない。ま
た、弾力化の措置により事務負担の軽減を図ることが
できる。
②加入期間が20年以上の場合であっても、年金受給
の資格を付与しないで、一時金だけの設定としたい
ニーズが強い。また、制度設計の自由化により、適格
退職年金など企業の退職金制度からの移行を促すこ
とが期待できる。

確定給付企業年
金法第36条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

①老齢給付金の支給開始
は、60歳～65歳の到達日で
あり、50歳以上で退職した場
合には、退職時から年金受
給が可能となっている。
　ａ）50歳未満で退職(加入者
資格の喪失)した場合は、60
歳到達時まで年金の受給が
できない。
　ｂ）企業の定年が、例えば
年齢満60歳の誕生日以降に
到来する３月末日である場合
は、年金の開始（60歳誕生
日）は在職中となってしまう。
②老齢給付金について、20
年を超える加入期間を受給
資格の要件として定めてはな
らないことになっている。
③老齢給付金の支給開始は
65歳超とできない。
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5053 5053A065
(社）日本経済団
体連合会

65
確定給付企業年金における老
齢給付金の給付額等の支給
弾力化【新規】

①加入期間から労働協約等に規定する休職期間を
控除する取扱いを可能とすべきである。
②老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を満たす
者に支給する脱退一時金の額について、老齢給付
金の受給権者になったときに支給する給付の現価相
当額と支給開始時点で比較する取扱いとすべきであ
る。

①資格喪失により加入期間から休職期間の控除は可
能ではあるが、受給権の発生等が伴うため、取扱いの
緩和により複雑な制度運営の負担の緩和を図ることが
できる。
②老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を満たす者
に支給する脱退一時金を繰下げする際に、付利は要
件とされていないため、取扱いの緩和により適格退職
年金など企業の退職金制度からの円滑な移行を促す
ことが期待できる。

確定給付企業年
金法第27条、第
36条、第41条
確定給付企業年
金施行令第23
条、第24条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

①加入期間について、休職
は資格喪失の取扱となり、脱
退手続をとることになるが、
加入年数によって、受給権が
発生してしまうことになる。現
状は、復職時に再加入させ、
従前の受給権を失権させた
うえで、休職前期間を通算す
ることとしている。②脱退一
時金の額について、老齢給
付金の支給年齢要件以外の
要件を満たす者に支給する
脱退一時金の額は、その者
が老齢給付金の受給権者に
なったときに支給する給付の
現価相当額を上回らないこと
とされているが、その比較時
点が脱退時点とされ、実態と
して繰下げに伴う付利が必
要となっている。

5053 5053A066
(社）日本経済団
体連合会

66
確定給付企業年金における
キャッシュバランスプランの選
択肢の拡充

　退職一時金制度や適格退職年金からの円滑な移
行を促進するために、以下のとおりキャッシュバラン
スプランに係る選択肢の拡充を行うべきである。
①給付額に下限を設けない制度の導入、あるいは、
下限を設ける場合はさらなる運営の弾力化を行うこと
②市場インデックスなどを用い、従前の再評価率と組
み合わせた再評価指標の拡大を行うこと

　キャッシュバランスプランは、運用リスクの年金財政
への影響軽減が可能となる有意義な方式であることか
ら、確定給付型の企業年金における一層の普及・充実
のためには、さらなる選択肢の拡充が必要である。
　特に、再評価率については、キャッシュバランスプラ
ンの魅力を高めるため、あるいは資産運用との連動性
を高めるためにも市場インデックスを組み入れた複合
ベンチマークの指標の採用を認めるべきである。

確定給付企業年
金法施行規則第
26条、第28条、第
29条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

①あらかじめ定めた給付を
算定する際の年金換算利率
は通常、下限予定利率を用
いるが、下限予定利率が低
下した場合において年金換
算利率の引下げを行うと、当
初の下限利率で定める最低
保証額を下回るケースがで
る。2003年５月30日厚生労働
省令の改正により、規約に改
定方法を示し、受給者の事
前同意を得るなどの一定条
件のもとで最低保証額の変
動が可能となっている。②再
評価率については、2003年５
月30日法令解釈（年発第
0530001号）の改正により、賃
金指数や物価指数も適用が
可能となったが、市場連動す
る評価率は採用されていな
い。
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5053 5053A067
(社）日本経済団
体連合会

67
確定給付型の企業年金におけ
る給付引下げに係る承認基準
及び手続きの緩和

　各年金制度における給付引下げについて、基本的
に労使合意さえあれば、給付引下げの理由は問わな
いものとすべきである。

　運用環境の低迷が長期化する中で、事業主の負担
が非常に大きくなってきている。本業である事業収益
以上の穴埋め負担は本末転倒であり、従業員の雇用
を守るためにも、各企業労使において、自主的に給付
引下げの意思決定ができる仕組みが必要である。

確定給付企業年
金法第５条、第６
条
確定給付企業年
金法施行令第４
条
同法施行規則第
５条、第６条
「厚生年金基金
の設立認可につ
いて」(昭和41年９
月27日年発第
363号)

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　現状の制度では、給付引
下げの認可基準が厳しいた
め、現行の運用環境下にお
いても高い予定利率を維持し
なければならない。

5053 5053A068
(社）日本経済団
体連合会

68
受給権者の給付減額手続きに
おける最低積立基準額相当の
支給の見直し

　給付減額時に受給（権）者が希望した場合の一時
金清算については、制度上の選択一時金額とするこ
とを認めるべきである。

　退職一時金からの移行が一般的である実態を踏ま
えると、希望者に対する一時金清算を行う場合、労使
が退職一時金として認識している制度上の選択一時
金を用いるのが妥当である。　現行の割引率を適用す
ると、最低積立基準額相当の支給額は、選択一時金
ベースと比較して過大になり過ぎる。このため、受給
(権)者の大多数が一時金清算を選択することが想定さ
れ、結果として、年金制度の維持という趣旨に合致しな
いだけではなく、年金財政に致命的な影響を及ぼしか
ねない。例えば、現在、厚生年金基金の解散時には、
当面の措置として「最低責任準備金以上、最低積立基
準額以下で規約に定める額(労使合意した額)」の資産
を保有していれば、一括拠出を行う必要がなく、最低
積立基準額以下で規約に定める額(労使合意した額)
から最低責任準備金を除いた金額を分配することが認
められている。したがって、制度を継続するためなど、
やむを得ない場合の給付減額時に、受給（権）者が希
望した場合の一時金清算については、労使の合意に
基づき制度上の選択一時金額とすることを認めるべき
である。

確定給付企業年
金法施行規則第
６条
「厚生年金基金
の設立認可につ
いて」(昭和41年９
月27日年発第
363号)

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　受給者等の給付減額を行う
場合、当該受給者等が希望
したときには、最低積立基準
額相当を一時金として受け取
ることができるなど、減額前
の最低積立基準額が確保さ
れる措置が義務付けられて
いる。
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5053 5053A069
(社）日本経済団
体連合会

69
確定給付企業年金における規
約の承認・認可申請手続きの
緩和

　一定の要件を充たす場合（例えば、転籍の発生に
伴うポータブルペンションの実施など）については、
事前の承認・認可手続きを緩和し、事後届出制の導
入及び届出を不要とする範囲の拡大を図るべきであ
る。
　また、事前の承認・認可手続を要する場合において
も、申請手続きに係る提出書類の簡素化が求められ
る。法令等の解釈の修正・追加、個別事例集もしくは
確定給付企業年金用Q&Aを作成するなど、規約の承
認・認可基準をできる限り明確化し、手続が効率化で
きるようにすべきである。

　現状の確定給付企業年金の承認・認可手続きにお
いては、原則として事前の承認・認可手続きが必要と
されており、過度の規制となっている。特に、適格退職
年金では大多数が自主審査を経て受託機関が国税庁
へ届出を行っているのに対し、確定給付企業年金で
は、事業主が厚生労働大臣へ承認・認可申請を行わ
なければならず、委託者の負担が増大している。その
際に、個別照会の必要があるケースも多く、あらかじめ
当局の法令解釈が明確化され、事例集やQ&Aなどで
今までの判断事例等が開示されていれば、あらかじめ
対処でき、承認・認可手続も効率化、迅速化することが
可能と思われる。厚生年金基金は、最多でも1,800基
金程度であったために、認可申請制度でも可能であっ
たと思われるが、適格退職年金（現在、50,000件以上）
の一定割合が確定給付企業年金へ移行するにあたっ
ては、スムーズな許認可運営を促すためにも、手続き
の緩和、効率化が不可欠である。

確定給付企業年
金法第５条、第６
条、第12条、第16
条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　確定給付企業年金制度で
は、規約（制度）の制定・変更
に係る承認・認可申請手続き
について、適格退職年金制
度からの移行の場合を含
め、原則として、厚生労働大
臣へ申請書を提出し、事前に
承認・認可を受ける手続きを
行わなければならない。
　また、申請に要する書類は
多岐に亘っている。
　さらに、事前に当局に個別
照会を行わなければならな
い事例が多く、規約の承認・
認可手続に時間を要してい
る。

5053 5053A070
(社）日本経済団
体連合会

70
確定給付企業年金等の財政
検証に伴う掛金追加拠出の要
件緩和

　代行返上等の制度間移行によって大幅に掛金負
担が増加することがないように、非継続基準に抵触し
た場合の積立期限を弾力化すべきである（掛金拠出
年数を延長する）。

　厳しい運用環境の中で、企業年金を維持していこうと
する基金や母体企業に対し、検証結果により新たな掛
金拠出を求めることは、かえって年金制度存続の道を
険しくすることに繋がるおそれがある。
　企業年金制度は長期にわたって継続されることに鑑
み、環境変動による制度運営負荷を軽減する観点か
ら、特に代行返上などの一時的な特殊事由に基づく非
継続基準抵触時の掛金拠出の要件緩和が求められ
る。

確定給付企業年
金法施行規則第
58条、第59条、第
63条
「厚生年金保険
の財政運営につ
いて」（平成８年６
月27日年発第
3321号）

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　確定給付企業年金及び厚
生年金基金は、決算時に財
政検証を実施し、制度間移
行等の有無に関わらず、非
継続基準の適用により一定
期間内の積立基準確保が求
められている。積立比率（積
立金額／最低積立基準額）
が0.8未満の部分は５年、0.8
以上0.9未満の部分は10年、
0.9以上の部分は15年で、そ
れぞれ不足分を解消する必
要がある。また、積立水準の
回復計画を作成する方法も
認められている。
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5053 5053A071
(社）日本経済団
体連合会

71
確定給付企業年金における企
業年金解散時の残余財産の
分配基準の改定【新規】

　まず一次的には年金残元本額基準の分配を行い、
更に残余財産がある場合に「最低積立基準額」基準
による追加分配を行うことができるようにすべきであ
る（通常、年金残元本額＝保証期間前死亡時の遺族
一時金）。
　具体的には、確定給付企業年金法施行令第57条
第１項第２号ロにある積立基準額、年金残元本額も
しくはその他合理的な方法として、労使合意に基づく
分配方法を可能とすべきである。

　確定給付企業年金法における企業年金はその大半
が退職金の一部又は全額を年金選択したものであり、
受給者にとっては解散時にその元本分がまず還ってく
るかどうかが重要である。現法基準では元本からの計
算ではなく年金額や終身か有期かが基準となる算式
であるため、給付利率その他の条件が変更になると、
受給者間でも利率の相違で「最低積立基準額」と一時
金原資の乖離度が異なってくる。したがって、「最低積
立基準額」基準による分配は必ずしも公平とはいえ
ず、受給者の既得権を保証するためには従前の一時
金原資を保証することが最も合理的である。更に残余
財産がある場合に「最低積立基準額」基準による追加
分配を行えば最も公平と思われる。

確定給付企業年
金法施行令第56
条、第57条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　確定給付企業年金法にお
ける解散時の残余財産の分
配は解散時における各人の
「最低積立基準額」の比率に
応じて分配することとされて
いる。これは同一の給付利
率の元においては公平な分
配方法といえるが、近年のよ
うに各年金基金や適格年金
で給付条件の変更が生じて
いる場合には、給付利率が
高くまた終身年金であるなど
の旧条件の受給者に有利と
なる算式であるため、残余財
産額が十分でない場合は不
公平な分配となる。

5053 5053A072
(社）日本経済団
体連合会

72
中小企業退職金共済制度から
の確定給付企業年金への移
行の弾力適用【新規】

　中小企業者が確定給付企業年金を導入する場合
にも、中小企業退職金共済制度の解約手当金を被
共済者に返還せず、確定給付企業年金の掛金に充
当することを認めるべきである。

　企業のアライアンスが活発化している現状において、
中小企業者が合併や営業譲渡などの組織変更を行う
ケースも多い。中小企業退職金共済制度を実施してい
る中小企業者が確定給付企業年金を実施している中
小企業者と合併するなど、確定給付企業年金に解約
手当金を充当したいとするニーズがある。

中小企業退職金
共済法第８条、第
17条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課、
労働基準局
勤労者生活
部勤労者生
活課

　現在、中小企業退職金共
済制度から確定給付企業年
金への移行は中小企業退職
金共済制度実施事業主が中
小企業者に該当しなくなった
ときのみに認められている。
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要望事項
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要望
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5053 5053A073
(社）日本経済団
体連合会

73

厚生年金基金、確定給付企業
年金及び適格退職年金の過
去勤務債務の一括償却【新
規】

　厚生年金基金、確定給付企業年金及び適格退職
年金の過去勤務債務の早期償却に向けて、一括償
却を含めた弾力的な措置を可能とすべきである。

　企業年金における年金財政の健全化及び受給権保
護の推進、企業会計における年金債務の開示の必要
性等の観点から、年金積立金を早期に充実させること
が必要不可欠である。このため、厚生年金基金、確定
給付企業年金及び適格退職年金の過去勤務債務の
早期償却に向けて、制度の財政状況及び事業主の負
担能力に応じて、一括償却等の一層の弾力的な償却
を可能とすべきである。

「厚生年金基金
の財政運営につ
いて」（平成８年６
月27日年発第
3321号）
確定給付企業年
金法施行規則第
46条
法人税法施行令
附則第16条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課
国税庁

　企業年金制度における過
去勤務債務の償却について
は、①厚生年金基金及び確
定給付企業年金では最短で
３年間、②適格退職年金で
は最大で過去勤務債務の額
の50％までの償却しか行うこ
とができない。

5053 5053A074
(社）日本経済団
体連合会

74
厚生年金基金の代行返上に
伴う基本部分の上乗せ部分の
一時金清算の容認

　基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）部分について
は、年金支給額と経済的に等価な一時金（財政上の
予定利率による過去分の給付現価）を支給する仕組
みを設けるならば、一律に一時金による清算を認め
るべきである。

　基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）部分について
は、選択による一時金給付の仕組みが設けられている
が、一時金給付を選択しない者が残り続ける限り、事
務的な負担は極めて重い。
　また、受給者等にとっても、年金として支給を受ける
ことが必ずしもプラスでない面もあり、一律に一時金給
付を行ったとしても、必ずしも不当な扱いになるとは言
えない。

「厚生年金基金
から確定給付企
業年金に移行
（代行返上）する
際の手続及び物
納に係る要件・手
続等について」
（平成15年５月30
日年企発第
0530001号・年運
発第0530001号）

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

　代行返上し、新型企業年金
に移行した場合、受給（権）
者の基本部分の上乗せ（い
わゆる薄皮）部分について
は、選択による一時金支給
（清算）が認められているが、
一律に一時金による清算が
認められていない。
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5053 5053A075
(社）日本経済団
体連合会

75
任意継続被保険者制度の見
直し

　任意継続被保険者の資格取得要件について、喪失
の日以前１年間に通算して６カ月以上の被保険者期
間とすべきである。

①被用者保険の給付率が統一されたことで制度間の
差がなくなり、任意継続被保険者制度の意義が薄れて
いる。同制度は、退職者保護の例外措置として、申請
により暫定的に被保険者になることを認めるものであ
り、仮に、申請しなければ、国民健康保険の被保険者
となる道も開かれている。
②昨年11月の規制改革要望集中受付月間において厚
生労働省からは、医療保険と雇用保険とは制度趣旨
が異なり、制度間の不均衡を論ずることは適当ではな
い旨の回答があった。
　しかし、傷病手当金は医療保険の中で所得保障の役
割を担っており、その点で、労働者が失業した場合の
所得保障である雇用保険制度と比較することは適当で
ある。資格取得要件について、制度間の不均衡を論じ
るべきである（雇用保険では、算定対象期間に通算し
て６カ月以上の被保険者期間が必要）。
また、２カ月の被保険者期間でありながら、最長１年６
カ月の間、傷病手当金が受給できる現行制度自体が、
不合理であると考える。
③現行制度を維持するための事務処理負担等が、健
保組合の運営を圧迫していることから、見直しが求め
られる。

健康保険法第３
条第４項、第37
条、第38条、第47
条、第165条
健康保険法施行
令第49条

厚生労働省
保険局保険
課

　継続して被保険者期間２カ
月以上の者が資格喪失後、
保険者に申し出ることで最長
２年間、任意継続被保険者と
して資格が継続される。
　現行制度では特に、被保険
者期間が２カ月であるにもか
かわらず、最長１年６カ月の
間、傷病手当金が受給可能
であるなど、合理的でない枠
組みになっている。

5053 5053A076
(社）日本経済団
体連合会

76
特例退職被保険者制度の資
格喪失要件の緩和

　現行の資格喪失要件に次の項目を加えるべきであ
る。
①特退制度加入者の保険料が、年間収入の1000分
の95を超える場合には、本人からの申出により資格
喪失を認めること
②2002年10月までの特退制度加入者に対しては、70
歳到達時点で資格喪失もしくは継続加入の手続きを
認めること

（要望理由　右下の続き）
②2002年10月以前の既加入者は、最長でも70歳
到達まで継続するとの制度説明を前提に加入して
いる。したがって、2002年10月以前の既加入者に
ついては、70歳到達時に資格喪失か継続加入の
選択権を与える必要がある。

　昨年11月の規制改革要望集中受付月間における厚
生労働省の回答では、「退職時に保険料負担額、付加
給付の有無などを勘案した上で、（中略）被用者保険
に残ることを自ら選択しており、自己都合による資格喪
失は認められない」とのことである。しかし、総報酬制
の導入や老人保健制度の加入年齢引上げは、特退制
度加入者にとって想定できない制度変更であり、加入
者本人に過重な負担を求める結果を生じている。次の
場合など、一定の要件を満たす場合には、自己都合に
よる資格喪失を認める必要があると考える。①保険料
は、規約により一律の設定をしているが、一定の範囲
内であれば規約により減額することも認められている。
しかし、一般被保険者の保険料負担上限が、健康保
険法で1000分の95になっているのに対して、特退制度
加入者の年収に差があることから、年金受給額の少な
い場合、1000分の120という事例もあり、国保制度との
負担の整合性が図られていない状況がある。

健康保険法附則
第３条第６項
健康保険法第38
条
国民健康保険法
第８条の２第１項
老人保健法第25
条

厚生労働省
保険局保険
課

　特例退職被保険者制度（以
下、特退制度という）におい
ては、ａ）死亡、ｂ）再就職、ｃ）
被扶養者資格を満たしたと
き、ｄ）海外に移住したとき、
ｅ）生活保護を受給したとき、
ｆ）老人保健制度に加入したと
きなどの事由以外に、脱退で
きない。
　また、保険料は、加入健保
の全被保険者（除、特例退職
被保険者）における前年の標
準報酬月額の平均額等の範
囲内で規約により定めること
ができる。
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5053 5053A077
(社）日本経済団
体連合会

77
新規事業所編入（同一健保組
合内事業所における会社設
立）に関する規約変更の緩和

　当該健保組合に既に加入している事業所が、会社
設立により新規に編入する場合は、厚生労働大臣の
認可を要しないことに変更すべきである（認可事項か
ら届出事項への変更）。
　また、添付書類は簡素化を図るべきである。

　2004年11月の規制改革要望集中受付月間において
厚生労働省からは、「健康保険組合は、（中略）加入事
業所には同一の企業や業種といった一定の共通基盤
を求めており、当該健保組合に既に加入している事業
であっても、会社設立により新たに加入する場合に
あっては、共通の基盤があるかどうか明らかでないこ
とから認可を求めている」旨の回答があった。
①同一健保組合における会社設立の場合、資本関係
や役員構成など共通基盤を有すると認められる一定
の要件を満たすならば、届出を認める余地がある。
②企業は国際競争力を維持するため、機動的な組織
再編を行っており、それに伴って、健保組合への設立
事業所の編入・統合が必要となる。とりわけ、同一健
保組合における会社設立については、認可の前提とな
る登記簿等（登記簿謄本、株主名簿、出資証明書、役
員名簿、定款）の準備の都合上、設立後に認可申請せ
ざるを得ないことから、被保険者への被保険者証交付
の遅れなどが生じ、多大な迷惑をかける状況にある。
　健保組合の認可手続きの負担が、企業の柔軟な組
織再編の妨げとならないようにすることが求められて
いる。

健康保険法第16
条
健康保険法施行
規則第５条第２項

厚生労働省
保険局保険
課

　健康保険組合の規約に関
して、健康保険法施行規則
第５条第２項に規定されてい
る事項（設立事業所の増加
または減少）を行う場合に
は、厚生労働大臣の認可を
要するとされている。

5053 5053A078
(社）日本経済団
体連合会

78
健康保険被保険者証(カード保
険証）の券面表示の見直し【新
規】

　ＩＣカード保険証の券面表示については、次の内容
で印字することを可能とすべきである。
①記　号：編入事業所の固有番号→全事業所の共
通番号
②名　称：編入事業所の固有名詞→○○健康保険
組合加入事業所
③所在地：編入事業所の所在地→○○健保所在地

　健保組合では、被保険者番号により全ての被保険者
に係わる情報をシステム管理し、また、被保険者番号
の取り扱いは、当該健保加入時に発番した番号を資
格喪失するまで継続使用している場合がある。この場
合には、当該健保内事業所間を人事異動しても、①事
業所記号、②事業所名、③事業所所在地は、データ
ベースでシステム管理され、事由発生時に更新してい
る。　現行の規制では人事異動の都度、カード保険証
の更新が生じることとなるが、制度の改善により継続
使用が可能となり、再発行のコストが軽減できる。ま
た、カードの券面表示を要望内容に変更しても、医療
機関等での事務処理に障害はないことから、固有名称
等の券面表示の必要性がない。

「健康保険法施
行規則第23条、
および健康保険
法施行規則等の
一部を改正する
省令」（平成13年
２月14日平成13
年厚生労働省令
第12号、様式６号
及び第23条関
係）

厚生労働省
保険局保険
課

　現在、ＩＣ カード保険証の発
行は、省令により次の規制を
受けている。
　一般被保険者が在籍する
事業所について、①記号（３
桁）、②名称、③所在地の印
字は、人事異動等で変更し
た場合、速やかに変更（保険
証の差し替え）することとなっ
ている。
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5053 5053A079
(社）日本経済団
体連合会

79
国民年金第３号被保険者の届
出方法の一部見直し

　第３号被保険者の住所変更届及び氏名変更届に
ついては、国民年金法第12条に基づく住民基本台帳
の届出があった際に当該届出があったものとみなす
べきである。

　2003年11月の規制改革要望集中受付月間における
厚生労働省の回答では、「仮に、住民基本台帳ネット
ワークから必要な情報の提供を受ける仕組みを構築
するとしても、被保険者記録の管理上基本となる基礎
年金番号との突合をどのように行うかという問題があ
る」とのことであるが、４つの情報（氏名、性別、生年月
日、住所）により、同一人物かどうかの確認は可能で
ある。
　また、届出漏れの対策として実施された法律改正の
趣旨自体が、事業主の納得が得られない。事業主を
経由しないことで、企業負担の軽減に資する。

国民年金法第12
条

厚生労働省
年金局

　2002年４月より、第３号被
保険者の届出はすべて、配
偶者が勤務している事業主
を通じて行うことになった。こ
のため、事業主は、第３号被
保険者の年金手帳を預かっ
たり、住所変更届を提出しな
ければならない。

5053 5053A080
(社）日本経済団
体連合会

80
大規模小売店舗立地法に係る
届出前の事前協議を求める運
用の廃止

　 経済産業省は、都道府県等との連絡会議などにお
いて、届出前の事前協議を求める地方自治体の運
用の改善を図るように周知徹底するとともに、必要に
応じて指導・勧告を行う等適切な措置を行うべきであ
る。

　「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対する各
省からの再回答について」（平成17年１月19日　内閣
府　規制改革・民間開放推進室）において経済産業省
は、「国としては、大規模小売店舗立地法に定められ
ていない事前相談に応じるかどうかはあくまで設置者
の任意であるべきで、義務化することがないよう、定期
的な連絡会議や研修において、都道府県等に周知徹
底を図っているところ」と回答しているが、実際には運
用の改善が図られていない。例えば、東京都では届出
前の計画概要書の提出を求めている。また、横浜市で
は届出前の計画事前説明書の提出だけでなく、市の
関係部署や警察署との事前協議も求めている。

大規模小売店舗
立地法
大規模小売店舗
立地法運用要綱
など（各地方自治
体）

経済産業省
商務情報政
策局流通産
業課

   多くの自治体では、大規模
小売店舗を設置しようとする
場合、もしくは店舗に係る諸
変更を行おうとする場合、届
出前に関係部局などとの協
議を義務付けている。
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5053 5053A081
(社）日本経済団
体連合会

81
通信販売酒類小売業免許にお
いて取扱い可能な酒類の制限
の撤廃

   通信販売酒類小売業免許における、取扱い可能な
酒類の制限を撤廃すべきである。

  ｢『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対する各
省庁からの再回答について」（平成17年１月19日　内
閣府規制改革・民間開放推進室）において国税庁は、
「通信販売酒類小売業免許については、酒類小売業
者の経営の改善等に関する緊急措置法の施行状況等
も踏まえ、幅広い観点から検討する」と回答している
が、緊急措置法は本年８月に失効することから、早期
に検討を開始すべきである。電子商取引の普及により
インターネットを活用した通信販売が伸長している中、
上記制限を撤廃することで消費者のニーズに対応する
ことができ、酒類販売業者の販売機会の拡大につなが
る。

酒税法第９条第１
項、第11条
酒税法および酒
類行政関連法令
等解釈通達

国税庁課税
部酒税課

　通信販売酒類小売業免許
で取扱い可能な酒類は、以
下のように制限されている。
１． 国産酒類
　カタログ等の発行年月日の
属する会計年度（４月から翌
年３月までの期間をいう。以
下同じ。）の前会計年度にお
ける酒類の種類ごと（品目の
ある種類の酒類については、
品目ごと）の課税移出数量
が、すべて1000Kl未満である
酒類製造業者が製造、販売
する酒類のうち以下のもの。
(１)清酒は、特定名称等（吟
醸酒、純米酒、本醸造酒、生
酒、生貯蔵酒、原酒、古酒及
び特殊な製法等により製造し
た、例えば樽酒、赤い酒、貴
醸酒をいう。）の清酒のうち、
前会計年度における課税移
出数量が100Kl未満の銘柄
のもの。
(２)清酒以外の酒類は前会
計年度における課税移出数
量が100Kl未満（ただし、しょ
うちゅう乙類は、200Kl）の銘
柄のもの。
２ ．輸入酒類
　カタログ等の発行年月日の
属する会計年度の前会計年
度における課税移出数量が
100Kl未満（ただし、しょうちゅ

5053 5053A082
(社）日本経済団
体連合会

82
しょうちゅう甲類・しょうちゅう乙
類の製造免許の規制緩和
【新規】

   既存事業者のみならず、新規事業者に対しても
しょうちゅう甲類及びしょうちゅう乙類の製造免許を付
与できるようにすべきである。

　国税庁課税部酒税課「酒のしおり」（平成17年２月）に
よると、2004年度までの10年間で国産しょうちゅう（甲
類、乙類）の課税移出数量は約40％増、輸入しょうちゅ
う（甲類、乙類）の数量は約10倍となっており、酒類全
体の課税移出数量（輸入含む）が約２％減少する中、
しょうちゅうの需要は大きく伸長している。
　新規参入を認めることで新製品の投入など事業者間
の創意工夫が発揮され、消費者の多様なニーズに対
応することができ、しょうちゅう市場の拡大につながる
ことが期待できる。

酒税法第10条、
第11条
酒税法及び酒類
行政関係法令等
解釈通達
連続式蒸留機の
新設及び拡張の
臨時制限に関す
る省令

国税庁課税
部酒税課

  しょうちゅう甲類としょうちゅう乙類の製造免許が
付与される場合は、以下の場合などに限定され
ている。
１．しょうちゅう甲類
　　しょうちゅう甲類製造者が、企業合理化を図る
ため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置し
て合成清酒を共同製造しようとする場合など

２．しょうちゅう乙類
　(１)かす取りしょうちゅう
　　清酒製造者が、自己の清酒の製造に際し生じ
た酒かす又は米ぬか等の副産物を主原料とし
て、当該清酒製造場又は自己の他の製造場にお
いてしょうちゅう乙類を製造しようとする場合など
(２)その他のしょうちゅう
　２以上のその他のしょうちゅう製造者が、企業合
理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製
造場を設置してその他のしょうちゅうを共同製造
しようとする場合など
また、「連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制
限に関する省令」によって連続式蒸留機をその製
造場に新たに設置し、又は既に設置されている
連続式蒸留機の拡張をしようとするときは、当分
の間、財務大臣の承認を受けなければならない
とされている。
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5053 5053A083
(社）日本経済団
体連合会

83
大型店舗酒類小売業免許の
需給調整要件の廃止

　大型店舗酒類小売販売免許に関する国産ビール
ならびに500ml以上の清酒の制限を廃止すべきであ
る。

 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成
17年３月25日　閣議決定）においては、「大型店舗酒類
小売業免許に係る免許取得後３年間の販売制限等の
特例措置について、酒類小売業者の経営の改善等に
関する緊急措置法の施行の状況等を踏まえ、見直しを
検討する」とされているが、緊急措置法は本年８月に
失効することから、早期に検討を開始すべきである。
　上記制限を撤廃することで消費者のニーズに対応す
ることができ、酒類販売業者の販売機会の拡大につな
がる。

酒税法第９条、第
10条
酒税法及び酒類
行政関係法令等
解釈通達

国税庁課税
部酒税課

　 大型店舗酒類小売業免許
を取得してから３年間は、国
産ビール及び500ml以上の
清酒を販売することができな
い。

5053 5053A084
(社）日本経済団
体連合会

84
加工原料用とうもろこしにおけ
る規格基準の新設　【新規】

　生食用とうもろこしとは別に、農薬の残留度合いに
着目した科学的根拠に基づく、加工原料用とうもろこ
しの基準値を設定すべきである。或いは澱粉・異性
化糖など製品の基準値を設定し、原料段階での基準
値の適用を免除すべきである。

　日本で食品として流通している約400万トンのとうもろ
こしの80%以上が、澱粉・糖化品等に加工される所謂加
工原料用とうもろこしである。
　加工原料用とうもろこしは分離、洗浄、加水分解工程
等を経て、最終製品である澱粉、糖化品となるが、加
工工程において残留農薬、カビ毒等は除去され、製品
ではその残留性は大きく減衰する。このことは、①国立
衛生試験所「とうもろこしの保存及びコーンスターチ製
造による収穫後使用農薬の減衰」（1994年９月16日受
理）、②米国FDA「FDA　Talk Paper」(T89-21
April.13,1989)により科学的に確認されており、「生食用
（スィートコーン等）」と加工工程を経た「原料用」に一律
の基準値を適用することは適当でない。加工原料用と
うもろこしは100%輸入に依存しているが、国内で最終
製品を製造する場合には、現行の基準値を満たす原
料を調達することが求められ、生産コストの押し上げ要
因となっている。一方、原料段階で特に強い規制のな
い外国において加工された低価格の製品が輸入され
ており、日本の澱粉・糖化品業界は不利な競争に晒さ
れている。 とうもろこしから生産される澱粉・糖化品
は、食品原料として極めて広範囲に亘って使用されて
いる。加工原料用とうもろこしの基準値を別途設定す
ることにより、国産の澱粉・糖化品などの価格競争力
の向上や素材供給の円滑化が期待できる。

食品衛生法 第11
条
食品、添加物等
の規格基準（昭
和34年12月28日
厚生省告示第
370号）

厚生労働省
医薬食品局
食品安全部
基準審査課

   食品衛生法および食品、
添加物等の規格基準では、
とうもろこしを含め様々な食
品に対し残留農薬等の規格
基準が定められている。
　このうち、とうもろこしについ
ては、生食用とうもろこしを
ベースとした単一の基準値
が設定されているのみであ
り、加工原料用とうもろこしに
ついての基準値は設定され
ていない。
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5053 5053A085
(社）日本経済団
体連合会

85
コップ自動販売機にて取扱い
可能な容器の規制緩和【一部
新規】

　コップ販売式自動販売機により調理される清涼飲
料水等を販売する際の、「当該自動販売機専用の
コップ以外のコップ」についての定義を明確にすべき
である。その際には、PETボトル、デカンタ、水筒、魔
法瓶等の使用を認めるべきである。

  消費者の環境保護への意識が高まる中、自動販売
機で清涼飲料水等を購入する際、基準緩和で認めら
れたコップ以外のPETボトル、デカンタ、水筒、魔法瓶
等を利用したいというニーズは高い。また、コップ以外
の容器を認めることで、持ち運び易くなるというメリット
もある。一部の自治体では、コップ以外の容器を使用
することが認められない運用がされているため、用い
ることができる容器についての解釈を明確にすべきで
ある。販売される清涼飲料水等の安全性を確保するた
め、調理の際に使用される攪拌棒（インペラ）など、コッ
プ等の中に収められた清涼飲料水等に触れる部品を
販売の都度洗浄し、必要に応じ殺菌したり、コップ等が
洗浄される構造とすることは技術的に可能であり、幅
広い容器の利用を認めるべきである。

食品衛生法第18
条
食品、添加物等
の規格基準（昭
和34年12月28日
厚生労働省告示
第370号）
「コップ販売式自
動販売機により
調理される清涼
飲料水等を販売
する際に使用す
るコップについ
て」（平成16年３
月31日　食安基
発第0331001号、
食安監発第
0331003号）

厚生労働省
医薬食品局
食品安全部
基準審査課、
監視安全課

   食品、添加物等の規格基
準では、清涼飲料水を販売
する際に用いる容器は、未
使用の紙製、合成樹脂製、
合成樹脂加工紙若しくはア
ルミニウム箔製容器又は組
合せ容器であって、かつ、殺
菌され、又は殺菌効果を有
する製造方法で製造され、使
用されるまで汚染されるおそ
れのないように取り扱われた
ものでなければならないとさ
れている。当該基準について
は、2005年３月、購入者自ら
が用意したコップを使用する
ことは差し支えないとされ、
当該自動販売機専用のコッ
プ以外のコップを使用する場
合は、販売される清涼飲料
水等がこぼれ出たり、攪拌棒
が容器の外部など不適当な
場所に接触したりすることを
防止するため、一回の販売
量、使用するコップに必要な
容積及び口の広さ並びに必
要な底の深さ等の注意事項
を購入者に対して周知する
等、必要な措置をとることとさ
れている。

5053 5053A086
(社）日本経済団
体連合会

86
保健所の営業許可におけるコ
ンビニエンスストアの施設基準
の設定

　全国一律に適用される、コンビニエンスストアの施
設基準を新たに定めるべきである。
　具体的には、①カウンターの天井や壁の仕上げを
特定のものに指定せず、売場と同じものでよいとする
こと、②倉庫等に大型冷蔵庫を置かなくてもよいこと
とするなど、実態に即した施設基準を定めるべきであ
る。

 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」(平成17
年３月25日　閣議決定)においては、平成17年度中に
「いわゆるコンビニエンス・ストアの軽微な調理施設に
ついて営業許可を取得する際の施設基準及びその運
用に係る要望内容を、各都道府県に周知する」とされ
ているが、早期に通知を発出し、周知徹底を図るべき
である。　コンビニエンスストアの施設基準がないた
め、飲食店など他の施設基準が適用されている。ま
た、その適用にあたっても、地域によって過剰な負担を
求められることがある。
　コンビニエンスストアのカウンター内における調理及
び販売は飲食店よりも露店等に近く、また、コンビニエ
ンスストアは全国に約５万店近くあるという実態を踏ま
え、コンビニエンスストアの施設基準を設けて全国一
律に適用すべきである。

食品衛生法第51
条、第52条
食品衛生法施行
令第35条

厚生労働省
医薬食品局
食品安全部
監視安全課
各都道府県
食品衛生課

  食品衛生法では、コンビニエンスストア独自の
施設基準は定められていない。各都道府県の条
例が定める施設基準は異なっており、同一都道
府県内でも保健所の営業許可における指導内容
が統一されていない場合がある。
　具体的には、例えば以下の通り、保健所によっ
てコンビニエンスストアは飲食店と同様に取扱わ
れ、カウンター内に手洗いやシンクなどの施設の
設置を要求されることがある。また、大型スー
パーと同様に、壁、床、天井の仕上げを指定する
保健所もある。　（１）カウンター内にシンクと手洗
いを、お客様には別途お手洗いを設けているにも
関わらず、さらに、売り場に手洗いを設けるよう保
健所に指導される地域がある。無駄なコストと共
にかえって不衛生な現場を生んでいる（新潟県、
愛知県、千葉県、宮城県、山形県、福島県等）。
(２）カウンター内を厨房とみなし、仕上げを特定
のものに指定する保健所があり、無駄なコストが
生じている（静岡県、京都市等）。
（３）保健所による許可基準として、原則として従
業員全員に検便を義務づけており、明らかに錯
誤している（愛知県）。
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5053 5053A087
(社）日本経済団
体連合会

87
電気通信工事業者における監
理技術者要件の拡大

　監理技術者の申請要件として、従来の電気・電子
部門とは別個に、電気通信工事業者に対する単独
の技術検定を創設・設置すべきである。

　建設業法の規定に基づく試験資格が許可等の要件
の対象となっている電気工事業など技術者の育成が
容易となっている業種もある中で、当該要件は一部の
事業に課せられた特別な規制となっている。電気通信
工事業者にとって高度かつ専門的な電気・電力業の知
識を必要とする資格を取得することは大変困難である
ため、電気通信工事に必要な有資格者が不足し、ＩＴ革
命推進に向けたインフラ整備の大きな障壁となってい
る（現実的には実務経験充足による資格取得を目指す
こととなるが、発注工事の小規模化が続く中、限られた
工事の実務経験者という要件のみでは有資格者の不
足は避けられない状況である）。本件は規制改革･民
間開放推進３か年計画(改定）（平成17年３月25日）で
も取上げられており､早期に要件を拡大すべきである。

建設業法第15条
第２項、第26条第
２項、第27条の１
建設業法施行令
第27条の３
「建設業法第15
条第２号イの国
土交通大臣が定
める試験及び免
許を定める件」
（昭和63年６月６
日　建設省告示
第1317号）

国土交通省
総合政策局
建設業課

①建設業法における特定建
設業に該当する許可を受け
るにあたり、工事業者は監理
技術者を配置しなければなら
ない。
②その要件としては、イ．国
土交通大臣が定める技術検
定又は免許の取得者、ロ．指
導監督的実務の経験者
（注）、ハ．大臣がイ.又はロ.
の該当者と同等と認めた者
のいずれかに該当することと
されているが、電気通信工事
業者にはイ.における技術検
定が単独では設置されてお
らず、代替として電気通信以
外の内容も含む「電気・電子
部門」の資格を取得すること
とされている。（注）電気通信
工事の発注者から直接請け
負い、その請負金額が45百
万円以上である工事に関し２
年以上指導監督的な実務の
経験を有する者。

5053 5053A088
(社）日本経済団
体連合会

88
主任技術者・監理技術者への
出向者の就任制限の緩和

　監理技術者・主任技術者の親子会社間の出向につ
いて､さらに規制を緩和し、親会社、子会社がともに
経営事項審査を受けている場合でも監理技術者・主
任技術者の出向を認めるべきである。

　当該企業が属する建設業種に要請される技術者とし
ての技量､経験､ノウハウを十分に保有する場合で､か
つ連結納税制度を適用している親子間会社における
出向者は出向先企業の指揮命令系統下で管理統率さ
れることから､当該企業の技術者として、その職責を全
うすることが十分可能である｡

建設業法第26条
第１項、第２項、
第３項
「親会社及びその
連結子会社の間
の出向社員に係
る主任技術者又
は監理技術者の
直接的かつ恒常
的な雇用関係の
取扱い等につい
て」(平成15年１月
22日　国総建第
335号)。

国土交通省
総合政策局
建設業課

　企業集団に属する建設業
者間(親会社とその連結子会
社)において､出向社員を出
向先が工事現場に主任技術
者又は監理技術者として配
置する場合、当該出向社員
と該当出向先の会社との間
に直接的かつ恒常的な雇用
関係があるものとして取り扱
うことが2003年１月に通知さ
れた。しかし、親会社又は連
結子会社(その連結子会社が
２つ以上ある場合には、それ
らのすべて)のいずれか一方
が経営事項審査を受けてい
ない者であることを、その要
件の一つとしている。
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5053 5053A089
(社）日本経済団
体連合会

89 公共工事標準請負契約約款
における現場代理人常駐の定
義の明確化

　｢公共工事標準請負契約約款｣第10条２項に関する
解釈通達を発布し､
①現場代理人は実工事期間のみ｢常駐｣すればよく、
契約工期全般に亘る必要はないこと
②｢常駐｣とは､24時間､365日にわたって現場に張り
付くことを要さないこと
を明確にすべきである｡
　公共工事に関する契約の大半が｢公共工事標準請
負契約約款｣に倣って作成されている現状に鑑みれ
ば､同約款の解釈を明確化する必要がある｡

（要望理由　右下の続き）
＜参考＞
｢監理技術者資格者証運用マニュアル｣(2004年３
月改正)では、監理技術者等の配置にあたっての
特例装置として、「請負約款締結後、現場施工に
着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材
の搬入または仮設工事等が開始されるまでの
間。）については、たとえ契約工期中であっても工
事現場への専任は要しない」との解釈が示されて
いる。現場代理人についても同様の措置が可能
である｡

①契約工期に比べ､現場における実工事期間が著しく
短いケースがある｡例えば､エレベータの設置工事の場
合､標準的な契約工期は１年であるが､そのうちの大半
が設計･工場における機器製作に充てられ､現場にお
けるエレベータ設置の実工事は1ヶ月程度である｡かか
る場合､実工事期間の１ヶ月間だけ現場代理人を｢常
駐｣させれば十分であり､何ら具体的な仕事がないにも
関わらず､契約工期全般に亘って｢常駐｣させることは､
受注者にとって人的資源の無駄遣いとなる。
②また、携帯電話の普及など連絡手段が発達した今
日､｢常駐｣を24時間･365日現場に張り付くことを意味す
ると捉える合理性は少なくなっている｡

公共工事標準請
負契約約款第10
条第２項

国土交通省
総合政策局
建設業課

　｢公共工事標準請負契約約
款｣第10条２項は､｢現場代理
人は、この契約の履行に関
し、工事現場に常駐し、その
運営、取締りを行う｣としてい
る｡この点に関して､｢常駐｣の
定義が不明確なため､①契
約工期全般にわたって現場
代理人の駐在を強いられる､
②現場代理人が24時間､365
日にわたって現場に駐在す
ることを強いられるといった
事態が生じている｡

5053 5053A090
(社）日本経済団
体連合会

90
監理技術者等の途中交代の
弾力的運用

　一定の基準(例えば当該契約期間中１回､あるい
は､当該事業年度中１回等)を条件に､監理技術者の
工事途中での交代を妨げるものではない旨の通達
等を発布することで監理技術者の交代が弾力的にで
きるよう措置すべきである｡

　監理技術者の途中交代が弾力的に行えることによっ
て､効率的な人員配置が可能となる｡

監理技術者制度
運用マニュアル
二-二(4)

国土交通省
総合政策局
建設業課

　監理技術者制度運用マ
ニュアル(平成16年３月１日)
二-二(4)では､監理技術者の
途中交代が認められる場合
として､監理技術者の死亡､
傷病または退職により真に
やむを得ない場合に加えて､
①受注者の責によらない工
期の延長の場合､②工場か
ら現地へ工事現場が移行す
る時点､③大規模工事で一つ
の工期が多年に及ぶ場合が
挙げられている｡しかし､これ
ら場合を除いて､発注者が工
事を請け負った建設業者に
対して工事途中での監理技
術者交代を認めることは殆ど
ないのが実情である｡
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5053 5053A091
(社）日本経済団
体連合会

91 建設業許可要件の緩和

① 一定規模以上の会社の役員(取締役)については､
経営業務を総合的に執行した経験年数(５年または７
年)の要件を短縮すべきである。
② 執行役員としての経験も役員と同等の扱いとすべ
きである。

　現行では､一定規模以上の会社の役員であっても､
個人事業主であっても､一律の要件（５年または７年の
経験）としているが、その質については､同レベルの経
験を有しているとは言い難い。
　少なくとも「株式会社の監査等に関する商法の特例
に関する法律」で定義する大会社等の取締役について
は､個人事業主と同一の要件（５年または７年）とする
のではなく､経験年数を短縮する緩和措置を講ずるべ
きである。
　また執行役員については昨年､経営業務の管理責任
者として認められ得る旨明確化され､一定の前進が見
られるものの､役員と同等の扱いとはなっていない。
取締役会を機動的な経営判断の場と位置付けその員
数を削減し､業務執行については､執行役員制度を導
入している企業が増加傾向にあるなかで､むしろ執行
役員の方が「経営業務の管理責任者」としての経験
（工事内容に応じた資金の調達､資材の購入､技術者・
下請負人の配置､下請契約の締結）を有している場合
もある。
　従って､実質的な審査により「経営業務の管理責任
者」と認められる執行役員については､役員と同等の
扱いとするべきである。

建設業法第７条
国土交通省
総合政策局
建設業課

　建設業においては、建設業
の経営業務について総合的
に管理した経験を有する「経
営業務の管理責任者」が許
可を受けようとする工事業種
ごとにいることが許可要件の
１つとされている。法人の場
合、経営業務の管理責任者
と認定されるためには、「許
可を受けようとする建設業に
関しては５年以上、許可を受
けようとする業種以外の建設
業に関しては７年以上、役員
または建設業法施行令第３
条に規定する使用人の地位
にあり、経営業務を総合的に
執行した経験を有すること」
または「許可を受けようとす
る建設業に関し、７年以上経
営業務を補佐した経験を有
すること」が求められている。

5053 5053A092
(社）日本経済団
体連合会

92
住居系用途地域における共同
住宅の附属駐車場の面積制
限及び階数制限の緩和

　共同住宅に必要な駐車場を全て確保できるよう､住
居系用途地域における共同住宅の附属駐車場の面
積制限及び階数制限を緩和すべきである｡

　共同住宅の附属駐車場の面積は、建物規模及び敷
地規模にかかわらず絶対面積で制限されている。従っ
て共同住宅の規模が大きい場合、①駐車場の設置率
を低くする､②敷地を細分化して利用する､③延べ面積
に算入されない平面式駐車場を多くする､といった計画
とせざるを得ない。その結果、①自動車が収容しきれ
ない､②土地の細分化が促進される､③敷地の大部分
を平面式駐車場とするため緑地面積が減る等の弊害
が生じている。また、共同住宅の附属駐車場の階数が
２階以下に制限されていることによっても同じ弊害が生
じている｡一団地認定を取得した場合の緩和措置はあ
るものの、その場合、絶対面積制限があるため上記の
弊害は生じている。住環境を保護する上で､共同住宅
等の規模に一定の制限を加えることは理解できるが､
一定規模の共同住宅の建設を認めておきながら､駐車
場に関する独自の規制が存在するために､共同住宅
の規模に見合った駐車場が確保できない､あるいは無
理矢理確保するために土地の利用効率の悪い平面式
駐車場を多くするといった事態が生ずることは本末転
倒である｡本件については規制改革・民間開放推進３
か年計画（改定）（平成17年３月25日　閣議決定）でも
触れられており､早急に結論を出すべきである｡

建築基準法第48
条、別表第２
建築基準法施行
令第130条の５、
５の２、５の５、７
の２

国土交通省
住宅局建築
指導課

　住居系用途地域において、
共同住宅の附属駐車場の面
積は低層住居系では600㎡
以下､中高層住居系では
3,000㎡以下に制限されてい
る。また階数についても､低
層住居系では１階のみ､中高
層住居系では２階以下に制
限されている。これらの制限
により､共同住宅に必要不可
欠な駐車場が確保できな
かったり､緑地面積が少なく
なる等の弊害が生じている
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5053 5053A093
(社）日本経済団
体連合会

93
建築基準法におけるＩＨクッキ
ングヒーターの取扱の明確化
【新規】

　IHクッキングヒーターをはじめとする電磁式調理器
等には裸火がないことから､法28条３項および法35条
の２は適用されないと解釈した上で､通達等を発布し
てその旨を明示すべきである｡（現在､地方自治体に
よって同法に該当するとしているケースと該当しない
としているケースがあり､取扱がまちまちである）

　ＩＨクッキングヒーターをはじめとする電磁式調理器等
を同法28条3項､35条2項の規定から外すことにより､多
様な換気の組合せ･内装プランニングが民間の創意工
夫により生み出される。
　また､必要に応じた換気設備の規模､内装仕上げを
選択することができるようになると､過剰な設備の導入
を回避でき､省エネやCO2の削減につながる。

建築基準法第28
条､第35条の２

国土交通省
住宅局建築
指導課

　建築基準法第28条３項は
「かまど､こんろ､その他火を
使用する設備若しくは器具を
設けたもの（政令で定めるも
のを除く。）には、政令で定め
る技術的基準に従って、換気
設備を設けなければならな
い」と定めている。
　また、同法第35条の２は
「かまど､こんろ､その他火を
使用する設備若しくは器具を
設けたものは、政令で定める
技術的基準に従って、その
壁及び天井(天井のない場合
においては、屋根)の室内に
面する部分の仕上げを防火
上支障がないようにしなけれ
ばならない」と定めている。

5053 5053A094
(社）日本経済団
体連合会

94
「地役権の登記の抹消」の申
請における共同申請主義の見
直し【新規】

　不動産登記法第60条を改正し､地役権の抹消登記
について、地役権者と地役権設定者の共同申請では
なく、登記義務者である地役権者単独でも申請でき
るようにすべきである。

　権利に関する登記の申請人は､申請情報と併せて登
記原因証明情報を提供しなければならない(不動産登
記法第61条)｡この登記原因証明情報については､申請
人のうち登記義務者の記名押印のみにより差し入れら
れたものでも有効とされている。
　登記原因証明情報の提供について､登記義務者の
みによる差し入れが有効とされることに鑑みると､地役
権の登記の抹消の申請についても申請人共同で行う
必要はなく､登記義務者たる地役権者のみにより単独
でできると考えてしかるべきである。

不動産登記法第
60条、第61条

法務省民事
局参事官室

　権利に関する登記の申請
については､不動産登記法第
60条により共同にて申請する
ことが原則となっており､地役
権の登記の抹消に係る申請
についても､登記義務者たる
地役権者と､登記権利者たる
土地所有者とが共同して申
請することとなっている｡(実
際､申請書類上も当事者双
方の住所､氏名の記載と､押
印が必要とされている)
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5053 5053A095
(社）日本経済団
体連合会

95
複合分譲マンションにおける商
業店舗の改修工事の要件緩
和

　通達等を発布し､「形状又は効用の著しい変更｣の
定義を明確化すべきである。特に､店舗のリニューア
ル等でファザード部分等に変更を加える場合､どのよ
うな変更が「形状又は効用の著しい変更｣に該当する
のかについて明示すべきである。

　 区分所有者及び議決権の各４分の３以上の議決が
要求される「その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いものを除き」との規定は、その解釈をめぐり意見の対
立を生む場合が多い。このため､ファザード部分等の
変更を行う場合、建物の構造には影響を与えないもの
であっても、外壁を構成するため、共用部分に変更を
加えたとして区分所有者及び議決権の各４分の３以上
の同意が必要とされ､手間取ることが多い。商業店舗
は競争激化に伴い、外壁等へのテナント工事の要望
は多く、改修のサイクルも短縮化する傾向にある。規
定の明確化により商業店舗のリニューアルが容易とな
り、店舗営業の活性化を図ることが可能となる。

建物の区分所有
等に関する法律
第４条、第17条

法務省民事
局参事官室

　建物の区分所有等に関す
る法律第17条は､建物の共
用部分の変更について、そ
の形状又は効用の著しい変
更を伴わないものを除き、区
分所有者及び議決権の各４
分の３以上の多数による集
会の決議が必要としている｡
この点に関し､「形状又は効
用の著しい変更｣の定義が不
明確なため､分譲マンション
内の商業店舗がファザード部
分等の変更を行う場合、建物
の構造に影響を与えないも
のであっても､共用部分に変
更を加えたとして、区分所有
者及び議決権の各４分の３
以上の多数による集会の決
議が必要となる場合がある。

5053 5053A096
(社）日本経済団
体連合会

96
分譲マンションにおける集会室
の容積率不算入　　　【新規】

　分譲マンションの集会室については、容積率の算
定外とすべきである。

　マンション管理については、2000年に「マンションの
管理の適正化の推進に関する法律」が公布され、これ
を受けた国土交通省告示「マンション管理適正化指
針」において、「管理組合を構成するマンションの区分
所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認
識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加
する等、その役割を適切に果たすよう努める必要があ
る」との記載があり､管理組合の活動の重要性が指摘
されている。分譲マンションにおける集会室は管理組
合の月１回ほどの理事会や年１～２回程度の総会を開
催するスペースとして重要性が高いにもかかわらず、
容積率の対象となっているため、100戸を超える大型マ
ンションでも、集会室を設置していない場合も少なくな
い。
　今後の管理組合の活動に資するため、容積率の対
象外とすることで、集会室設置に対するインセンティブ
を高める必要がある。

都市計画及び建
築基準法の一部
を改正する法律
の一部の施行に
ついて
（平成９年６月13
日　建設省住街
発第72号、同第
73号）
マンションの管理
の適正化の推進
に関する法律第
３条、第４条
マンションの管理
の適正化に関す
る指針
（平成13年８月１
日　国土交通省
告示第1288号）

国土交通省
住宅局建築
指導課

　共同住宅については、1997
年の建設省通達により、「共
用の廊下又は階段の用に供
する部分の床面積について
は、容積率算定上、その延
べ面積に算入しない」こととさ
れたが、集会スペースについ
ては対象外とされた。
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5053 5053A097
(社）日本経済団
体連合会

97
オフィスビルの住宅転用を目
的とした規制緩和

　共同住宅(耐火構造)についても､オフィスビル(耐火
構造)同様､５階以下の部分では､避難階の直上階に
ついては居室の床面積が400㎡を超える場合につい
てのみ２方向避難路の設置を義務付けるべきであ
る。

　 防災対策､安全対策が十分取られる必要性につい
ては、オフィスビルも共同住宅も全く同じであり､共同住
宅とオフィスビルとで２方向避難路の設置が義務付け
られる要件が同じとすべきである。重要なことは､安全
に避難階に達することができる設備が実質的に整って
いることであり､共同住宅(耐火構造)について居室の床
面積が200㎡を超えているというだけの理由で２方向
避難路の設置を義務付けるのはあまりにも画一的で
ある。建築ストックの有効活用が求められるなか、空室
を抱えた既存の事務所ビルを住宅に転用することは、
都市の活性化や省資源の観点からも有効な方策であ
る。現在、都心において中型オフィスビル(200㎡以上、
300㎡以下)の空室率が最も高く(約８％)、また、この程
度のオフィスビルが規模的にも住宅転用に適している｡
オフィスビルと共同住宅との防災･安全基準が異なって
いることが転用を妨げることないよう､措置すべきであ
る。

建築基準法施行
令第121条第１
項､２項

国土交通省
住宅局建築
指導課

　オフィスビル(耐火構造)に
おいては、５階以下の階で、
且つ避難階の直上階にあっ
ては、その階における居室の
床面積の合計が400㎡未満
の場合、2方向避難階段を設
置しないでよい｡しかし、共同
住宅(耐火構造)の場合、床
面積の合計が200㎡を超える
場合２方向避難階段の設置
が義務付けられている｡よっ
て、５階以下の階で、且つ避
難階の直上階の床面積合計
が200㎡以上400㎡未満のオ
フィスビルは、そのままでは
共同住宅への転用ができな
い｡

5053 5053A098
(社）日本経済団
体連合会

98 斜線制限の撤廃・緩和

　基準容積率の拡充に伴い最大50mに引き上げられ
た商業地域内の道路斜線の適用距離について､従前
どおり35m上限とする、あるいは､現在1.5と定められ
ている数値を引き上げることで容積率の充足を可能
とすべきである。

　基準容積率が引き上げられたにも関わらず､道路斜
線適用距離の引き上げによって容積率の充足が妨げ
られている。斜線規制は容積率の充足を妨げ､土地の
高度利用を妨げるばかりか､土地の規模によって建築
物の高さがまちまちになり､景観を損ねるという弊害を
孕んでいる。特に､50m道路に面した街区がほとんど存
在しないことに鑑みれば､50m上限自体が非現実的な
数値である。また、道路反対側での採光､通風確保が
可能な場合など､画一的な道路斜線制限自体が無意
味な場合も多々存在することに留意すべきである。

建築基準法第52
条１項３号、第56
条、別表第３

国土交通省
住宅局建築
指導課

　2003年１月の建築基準法
改正により､商業地域内の建
築物の基準容積率が1300％
まで拡大されている(建築基
準法52条１項３号)。一方で、
道路斜線の適用距離が従前
の35m上限から、容積率に応
じて最大50mまで引き上げら
れており(建築基準法56条､
同別表第３)､容積率の充足
の妨げとなっている。
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5053 5053A099
(社）日本経済団
体連合会

99
宅建業法上の仲介手数料の
規制緩和

　仲介手数料の上限規制を緩和すべきである。

　一定範囲内の報酬を支払うことで基本的サービスが
受けられることが重要であるが、いかにサービス内容
に付加価値をつけても仲介手数料は頭打ちということ
では､仲介業者としても「仕事の質はともかく数をこな
す｣方が有利ということになり、顧客志向と離れた結果
を招きかねない。そもそも仲介手数料はサービスの質
の対価として市場が決定するものであり､仲介業者に
よる不当利得を防止するための最低限の規制のみで
十分である。

宅建業法第46条
第１項
「宅地建物取引
業者が宅地又は
建物の売買等に
関して受けること
ができる報酬の
額」（昭和45年10
月23日建設省告
示第1552号）

国土交通省
総合政策局
不動産業課

　宅地建物取引業者が宅地・
建物の売買、交換、貸借の
代理・媒介に関して受けるこ
とのできる報酬（仲介手数
料）の額は、国土交通大臣の
定める告示により、上限が定
められている。

5053 5053A100
(社）日本経済団
体連合会

100 定期借家制度の見直し

①定期借家制度導入前に締結された賃貸住宅契約
についても既存の賃貸借契約を合意解約し､定期借
家契約に変更できるようにすべきである。
②定期借家契約に際し､書面交付・説明の義務を廃
止すべきである。
③床面積200㎡未満の居住用建物の借家人の中途
解約権を見直すべきである。

①既存の借家契約を定期借家に切り替えることが出
来ないことが定期借家制度普及のネックとなっている。
②契約上定期借家である旨明記されていれば十分で
あり､別途書面交付･説明をすることは手続を煩雑にす
るだけである。
③借家人の一方的な中途解約権は法的安定性を阻害
し､定期借家制度普及のネックとなっている。

良質な賃貸住宅
等の供給の促進
に関する特別措
置法附則第３条
借地借家法第38
条第２項､第38条
第５項

法務省民事
局総務課

①定期借家制度導入前に締
結された賃貸住宅契約は､当
分の間定期賃貸住宅契約へ
の切換が認められない（良質
な賃貸住宅等の供給の促進
に関する特別措置法附則第
３条）。
②定期借家契約に際しては､
契約の更新がなく､期間の満
了とともに契約が終了する旨
契約書とは別に書面を交付
の上説明しなくてはならない
(借地借家法38条２項)。
③床面積200㎡未満の居住
用建物の借家人は、当該住
居がやむを得ない事情により
生活の本拠とできなくなった
場合､特約がなくても中途解
約できる(借地借家法38条５
項)。
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5053 5053A101
(社）日本経済団
体連合会

101
立体道路制度の一般道路へ
の適用【新規】

　既存道路を公衆用道路として残しつつ、複数街区
の一体開発を行うことができるよう､特に緊急性を要
する都市再生特別地区における開発については、立
体道路制度の既存一般道路への適用を認めるべき
である。

　街区規模が小さな既成市街地を､時代のニーズに対
応した大きな街区に再生し、街としての連続性を確保
し､オープンスペースなどを創出することができる。

建築基準法第44
条
道路法第47条

国土交通省
都市・地域整
備局都市計
画課、住宅局
市街地建築
課、建築指導
課、道路局路
政課

内閣官房都
市再生本部

　細街路が多く、街区規模が
小さい既成市街地において、
ひとつの街区をまとめただけ
では十分な街区規模にもな
らず、計画的な街づくりを行う
ためには､道路をまたいだ複
数街区での一体開発が必要
となる場合がある。しかし､道
路上への建物建築は原則と
して認められない(建築基準
法44条)｡特定行政庁の認定
の下､道路内の建物建築を
認める｢立体道路制度｣があ
るが､同制度は一般道路に
は適用されないため､複数街
区の一体開発は事実上困難
である。

5053 5053A102
(社）日本経済団
体連合会

102
共同住宅の共用部の容積率
不算入の兼用住宅への適用
【新規】

　共同住宅における兼用住宅についても、延べ床面
積不算入対象とすべきである。若しくは、共同住宅に
おける兼用住宅を明確に定義し、良質な住環境を侵
害しない範囲については、同様に共用部不算入の適
用を受けられるよう検討すべきである。

　ライフスタイルの多様化に伴い､住まいながら仕事を
する人々（SOHO使用）が増えている中、共同住宅にお
ける兼用住宅の概念が明確でないため、入居希望者
がどのような制約を受けるのか曖昧である。また、この
規制は、特定行政庁が定住促進を目的に設置する付
置住宅への都心居住推進の弊害となっている。今後
は、多様な住文化を受け入れ､法52条４項の主旨であ
るゆとりある廊下等を備えた良質な共同住宅の環境を
提供すべきである。

建築基準法第52
条第５項
「都市計画法及
び建築基準法の
一部を改正する
法律の一部の施
行について」（建
設省住街発第73
号　1997年６月13
日）

国土交通省
住宅局建築
指導課

　建築基準法第52条第５項
において､共同住宅の共用廊
下､又は階段の用に供する部
分の延べ床面積は容積率不
算入と規定されているが､事
務所等を兼ねる兼用住宅に
ついては通達により対象外と
されている。
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5053 5053A103
(社）日本経済団
体連合会

103
都市再生特別地区における前
面道路幅員による容積率の制
限の緩和【新規】

①建築基準法第60条の２第４項を改正し、都市再生
特別地区については、建築基準法第52条１項に定め
られている容積率制限を適用しないよう措置すべき
である。
②仮に、第52条１項が適用されるとしても、｢都市計
画等によって道路幅員拡張の予定が明らかな場合、
容積率については拡張後の幅員を基準とする｣という
通達を出すことで容積率の拡大を可能とすべきであ
る。

①特定街区(建築基準法第60条第３項)、再開発地区
計画(同第68条の５第1項参照)については、建築基準
法第52条１項の容積率制限が適用されないことに鑑
み、都市再生特別地区についても同様の扱いとすべき
である。
②第52条１項が適用されるとしても、将来的に道路が
拡幅されることが明らかであれば、拡幅後の幅員を基
準として何ら問題ない。容積率の緩和によって土地の
高度利用、都市再生が促進される。

建築基準法第52
条１項、第60条の
２第４項

国土交通省
住宅局建築
指導課

　都市再生特別地区内の建
築物の容積率は、建築基準
法第52条１項に掲られた数
値が最高限度となる(建築基
準法第60条の２第４項)。しか
も、開発と併せて道路の両側
を拡張する予定があり、まず
道路の片側の拡幅のみを先
行する場合、片側拡幅の際
の道路幅によって容積率が
制限される運用となってい
る。

5053 5053A104
(社）日本経済団
体連合会

104
一団地認定に際しての地権者
全員同意要件の撤廃

　都市再開発法に基づく市街地再開発事業について
は、建築基準法に基づく地権者の全員同意要件の
適用対象から除外すべきである。

　一団地認定（第86条第３項）の下､同一敷地内に複数
の建物を建てようとしていたところ、地権者全員の同意
が得られなかった場合､都市計画を変更する必要があ
る。2002年１月23日の通達によって､｢都市計画の変更
等は建築計画に支障のないものとする｣よう配慮され
ており､この点は評価できるが、都市計画の変更には
審議会に諮る等の時間を要し､スケジュール的なロス
を被ることになる。一団地認定がそのまま認められれ
ば、そもそも都市計画の変更手続は不要であり､地権
者全員同意の緩和を行うべきである。　地権者全員の
同意が得られる見込がないのならば、最初から「同一
敷地に複数の建物を建築する」という一団地認定では
なく、（「１敷地１建物」という）通常の都市計画を策定す
ればよいという議論がある。しかし､一団地認定の方が
自由度が高く、効率的である。例えば､一団地認定を
受けていれば､都合によって建築計画を変更したい場
合（例えば３棟のビル建設の予定を２棟の高層ビル建
設に変更したい場合）、容積率等が許容された範囲で
自由に変更できる。しかし、通常の都市計画の場合､
同じような建築計画の変更を行うには審議会を経た上
で都市計画の変更をしなくてはならず、手続的にも時
間的にも問題がある。

建築基準法第86
条第３項、第６項
都市再開発法第
14条以下

国土交通省
住宅局市街
地建築課

　1998年６月の建築基準法
改正により、一団地の総合的
設計を行う際にも、全地権者
の同意が必要となった(第86
条第６項)。これにより、市街
地再開発事業において、一
団地の総合的設計を活用し
て、複数建物を建築する場
合は、権利調整手続に加え
て、上記建築基準法に基づく
地権者の全員同意要件が課
せられることとなった。
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5053 5053A105
(社）日本経済団
体連合会

105
地形地物に拠らない区域設定
の容認【新規】

　区域設定(特に都市再生特別地区の設定)に際して
は、地形地物に拠らない設定を認めるべきである。

　都市再生特別地区は殆どが従来からの既成市街地
であるため、プロジェクトを始動させる場合、限られた
時間の中で関係権利者の合意を得て道路等の地形地
物を境界として区域設定することが困難な場合が多々
ある。事業の早期実施の都合上、地形地物に関らず
柔軟に区域設定をしていくことが不可欠である。

都市計画運用指
針　4－2－1　D
（3）2）

国土交通省
都市・地域整
備局都市計
画課、住宅局
建築指導課
内閣官房都
市再生本部

　都市計画運用指針に基づ
き、用途地域の区域等の境
界は原則として道路、鉄道、
その他の施設、河川、海岸、
がけ、その他の地形、地物等
土地の範囲を明示するのに
適当なものによって定めるこ
とが望ましいとされている。こ
れに基づき、都市計画の区
域設定に際しても区域の境
界は地形地物であることが
求められている。

5053 5053A106
(社）日本経済団
体連合会

106
絶対高さ制限を定める高度地
区の指定について【新規】

　通達等を発布することで、①一律の基準として絶対
高さ制限を定める場合でも、計画的な街づくりについ
ては例外を認め得ること、②制限の導入に伴い地権
者・所有者等に不測の損害を与えないよう経過措置
を設けることを徹底すべきである。

　建物の高さは都市景観を形作る要素の一つである
が、それが全てではない。また､高さの上限を制限して
も､上限の範囲内で高さを自由に決定できるとすれば､
チグハグな都市景観の出現を防止できない。さらには､
高さだけを制限することで建ぺい率いっぱいに建物を
建設し､かえって緑地を増やすことがままならないとい
う悪循環もあり得る。このように絶対高さ制限は、街並
や市街地環境の向上に繋がらない可能性がある。建
物の集約化、広場や緑地の形成、災害に強い街への
転換、必要な都市機能の誘導を図るべく計画的な街づ
くりを推進する上で、絶対高さ制限はその妨げとなる。
さらに、過度な絶対高さの制限は、所有者の財産権を
必要以上に制約してしまう可能性もある。

自治体の条例等

国土交通省
住宅局市街
地建築課、建
築指導課

　新宿区をはじめとする都内
の自治体において､建築物の
絶対高さの制限を厳しくする
動きがある。
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5053 5053A107
(社）日本経済団
体連合会

107
緊急整備地域内における日影
規制の緩和【新規】

　都市再生を進めていく緊急整備地域内について
は、現行の日影規制を廃止又は緩和すべきである。
　もしくは､特区を活用し都市再生を図る区域の周辺
については､一定規模以上の空地を確保した場合に
は日影規制を緩和もしくは撤廃するなどの仕組みを
検討すべきである。
　また、日影規制に加えて建物の最高高さの限度に
ついても、柔軟に対応していく必要がある。

　容積利用面において高さが抑制されると、空地を滅
失して建築せざるを得ず、結果的に地域全体で多大な
オープンスペースを消失することになる。
　日影規制を緩和することで、建築面積を増やすことな
く、ある一定規模以上の緑地、オープンスペース等を
確保しながら建築計画を行なうことが可能となる。ま
た、このような開発を街区全体で連続して行うことで
ヒートアイランド化現象の抑制にも寄与する。

都市再生特別措
置法第36条
建築基準法第56
条の２

国土交通省
都市・地域整
備局都市計
画課、住宅局
建築指導課
内閣官房都
市再生本部

　都市再生特区(都市再生特
別措置法36条)であっても、
周辺地域に日影規制がある
場合、その適用を受けること
になり、建築の自由度が制
限される。

5053 5053A108
(社）日本経済団
体連合会

108

集合住宅における容積率算定
の緩和措置の対象設備の範
囲拡大及び運用方法の明確
化【新規】

①自然冷媒を用いたヒートポンプ・蓄熱システムに加
え、新冷媒ヒートポンプ給湯機（代替フロン系）および
電気温水器についても国土交通省通達に例示し、建
築基準法52条13項の容積率緩和の対象となるよう措
置すべきである。また、同通達の運用について、各自
治体に徹底すべきである。
②さらに、自然冷媒を用いたヒートポンプ・蓄熱シス
テム、新冷媒ヒートポンプ給湯機（代替フロン系）およ
び電気温水器について建築基準法52条13項の容積
率緩和措置の対象とするに止まらず、同52条5項の
容積率不算入の対象とすることを検討すべきであ
る。

　自然冷媒を用いたヒートポンプ給湯器に限らず、代
替フロン等の新冷媒ヒートポンプ給湯器および電気温
水器についても、環境負荷の低減に資する設備であ
る。中でも代替フロン等の新冷媒ヒートポンプ給湯器
は、自然冷媒を用いたヒートポンプ給湯器と仕組や機
能面で相違がないといえる。また、これら温水器は貯
湯タンク内の水を災害時等に非常用水として活用でき
るなど、防災面でも極めて有効である。家庭用の給湯
エネルギーの効率化の観点からすると、多様な熱源に
よる住宅形成が一層望まれ、自然冷媒ヒートポンプ給
湯機に限らず、広く省エネルギー機器の普及促進を図
ることが望まれる。従って、新冷媒ヒートポンプ給湯機
および電気温水器についても緩和の対象として明記す
るとともに運用に関する明確な通知、もしくは、容積不
算入の対象に追加することにより、普及促進を図るこ
とができる。
　これにより、家庭分野の省エネルギーの促進、機器
排熱の減少によるヒートアイランド現象の緩和が進む。
また、少子高齢化社会や多様な住環境ニーズに適し、
かつより安全な住宅の普及の促進へと繋がる。

建築基準法第52
条第５項、第52条
第13項
「中水道施設等を
設置する建築物
に係る建築基準
法第52条１項〈現
13項〉第１号の規
定の運用につい
て」（昭和60年12
月21日　住街発
第114号）

国土交通省
住宅局建築
指導課

①建築基準法第52条13項
は､特定行政庁が許可したも
のについて容積率の緩和を
認めている。この点に関し､
自然冷媒を用いたヒートポン
プ・蓄熱システムについて
は、国土交通省通達(昭和60
年12月21日住街発114)の改
正によって容積率緩和の対
象として例示されるに至った
が、電気温水器や新冷媒
ヒートポンプ給湯機（代替フ
ロン系）については明確な記
載がなされていない。②ま
た、同法第52条13項１号は、
「同一敷地内の建築物の機
械室その他これに類する部
分の床面積の合計の建築物
の延べ床面積に対する割合
が著しく大きい場合～」として
おり、上記通達に例示された
設備はｾﾝﾄﾗﾙ機器を想定し
た内容となっている。さらに、
上記通達が「技術的助言」と
いう扱いであるため、その運
用が自治体によって異なって
いる。
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5053 5053A109
(社）日本経済団
体連合会

109
圧縮天然ガス自動車燃料充て
ん設備の蓄ガス量上限の拡大
【新規】

　天然ガススタンドの蓄ガス量上限を拡大すべきであ
る。
　具体的には、現行で数量限度が最低な住居系地域
での上限を350Nm3から1,700Nm3まで拡大すべきで
ある。さらに、他の用途地域についても、最低
1,700Nm3まで拡大すべきである。

　圧縮天然ガス自動車は、運輸部門におけるNOx、PM
削減による都市内環境保全に加え、CO2排出量削減
による地球環境保全に資することができる自動車であ
り、早期の普及が期待される。しかし、燃料供給インフ
ラである天然ガススタンドの設備規模について、特に
普及効果の高い都市部における蓄ガス量の制限によ
り、実用に即した天然ガススタンドの建設が困難となっ
ている。
　そこで、蓄ガス量上限の拡大により燃料供給インフラ
の建設と既設スタンドの拡張を進め、天然ガス自動車
の普及を加速すべきである。なお、圧縮天然ガススタ
ンドは、高圧ガス保安法にて他の高圧ガス設備と比較
し、安全対策が追加(受け入れ配管、圧縮機出口、蓄
ガス器出口、ディスペンサ等への緊急遮断弁設置、感
震装置の設置等)されている。また、蓄ガス量が増える
ことによるリスクは隣地への影響を与えないという高圧
ガス保安法の各基準の考え方から、上記安全対策に
より変わらない。

建築基準法施行
令第116条、第
130条の９

国土交通省
住宅局市街
地建築課

　建築基準法施行令では、
圧縮ガスの貯蔵に関してガ
ス種、貯蔵形態に関係なく一
律に貯蔵上限量が定められ
ており、商業地域、住居系地
域にて実用に即した規模の
天然ガススタンドの建設が困
難となっている。

5053 5053A110
(社）日本経済団
体連合会

110

｢コンビニエンスストア等を使用
した主催旅行商品等の販売に
関する旅行業約款｣に関する
規制緩和【新規】

　オンラインシステムの端末機への電話機設置義務
を廃止すべきである。

　端末機自体に電話機が設置されていなくても、携帯
電話やコンビニエンスストアの電話機等で旅行者と旅
行業者とが必要に応じて連絡をとることは可能であり、
特段の支障はない。

コンビニエンスス
トア等を使用した
主催旅行商品等
の販売に関する
旅行業約款(平成
９年５月２日　運
観旅第273号)

国土交通省
総合政策局
観光担当参
事官室

　旅行業者がコンビニエンス
ストア等営業所以外の場所
を使用して主催旅行契約の
締結を行う場合には、当該コ
ンビニエンスストア等に旅行
者から旅行業者へ接続する
オンラインシステムの端末機
が整備されていることが要求
される。また、このオンライン
システムの端末機には､旅行
者が旅行業者と連絡がとれ
るよう、電話機が備え付けら
れていることが要求されてい
る。
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5053 5053A111
(社）日本経済団
体連合会

111
韓国に対する商用･観光ビザ
の免除【新規】

　韓国を商用･観光ビザ免除国に含めるべきである。
具体的には、現在、｢愛･地球博覧会｣の開催に伴い
９月30日まで暫定的に採用されている韓国への商
用･観光ビザ免除措置を恒久化すべきである。

  外国旅行者を対象とした観光は、「ビジット・ジャパン・
キャンペーン」に見られるように国の施策としても重要
な意味をもち、また地域活性化の手段としても注目す
べきものである。
特に、アジア諸国からの観光客は今後最も増加率が
高いと予想されるが、アジア諸国で現在、商用･観光査
証が免除されているのはシンガポール､ブルネイ､香
港､マカオのみである｡今後、査証免除対象国を増加さ
せていくべきであり､特に、韓国については
①現在訪日する外国人数の一番多い国が韓国であ
り、規制緩和が進めば日韓の交流が進み、一層の集
客が見込めること
②イギリス、フランス、ドイツ等は韓国を査証免除国に
していること
③韓国は日本人に対して査証免除措置をとっているこ
と
④現在万博に伴う期間限定査証免除が行われてお
り、過去にもサッカーワールドカップ日韓共催時に期間
限定査証免除を行った実績があること等に鑑み、早急
に実現すべきである。

出入国管理及び
難民認定法第６
条

外務省領事
局外国人課
法務省入国
管理局入国
在留課

　2005年３月現在、わが国は
59カ国に対して商用･観光ビ
ザを免除しているが、その中
に韓国は含まれていない。

5053 5053A112
(社）日本経済団
体連合会

112

中国からの訪日団体観光旅行
に対する本邦内における取扱
い旅行会社の選定審査の常
時受付【新規】

　日本側取扱い旅行会社の認可に関する旅行会社
からの申請を、常時受け付けるべきである。

　中国からの訪日団体観光旅行をビジネスとして取り
扱うかどうかは 各社の経営判断であるが、ひとたび当
該ビジネスに参入することが意思決定された際に、そ
の申請自体の受け付けを行っておらず、次の申請募
集時期を待つというのでは 機会損失が大きい。意思
決定がなされ、体制を整えた旅行会社の申請について
は、常時受け付け、審査を行うことで、特に問題はない
と思われる。

平成12年６月20
日の日中両国政
府間の合意事項

国土交通省
総合政策局
旅行振興課

　中国からの訪日団体観光
旅行については、日中両国
政府の指定する旅行会社が
取り扱うこととなっている。日
本側取扱い旅行会社の認可
は旅行会社からの申請を常
時受け付けているのではな
く、中国における査証発給対
象地域の拡大等の機会に合
わせ、取扱い希望旅行会社
を募り、国土交通省が追加
選定・認可している(平成12
年６月20日の日中両国政府
間の合意事項の2．(2)(ロ)は｢
日本側取扱旅行会社につい
ては、今後運輸省にて募集
を行う｣と記すのみ)。
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5053 5053A113
(社）日本経済団
体連合会

113
廃棄物処理法に係る許可手続
きの簡素化・電子化

①2003年度の規制改革要望を受けて2004年４月に
導入された「先行許可証の活用による申請手続きの
一部簡素化の措置」を徹底するよう、環境省は全国
の地方公共団体に対して指導・徹底を図るべきであ
る。
②産業廃棄物処理施設の許可について、役員の異
動に係る変更手続に要する添付書類（住民票・登記
事項証明書等）を削減する方向で見直すべきであ
る。
③廃棄物処理法上の行政手続について、環境省なら
びに地方公共団体間の情報化を推進し、民間事業
者が行う許可申請手続をインターネットで行えるよう
にすべきである。その際、許可情報について地方公
共団体間で共有し、民間事業者が複数の地方自治
体で許可を取得する場合には、ある一つの地方自治
体で手続を行えば、その他の地方公共団体への行
政手続は大幅に簡素化できるようにすべきである。
また、廃棄物処理法に基づく各種届出業務（多量排
出事業者による産業廃棄物処理計画・報告書、自治
体条例に基づく情報提供等）を簡素化・統一化するな
ど、民間事業者の申請手続の情報化・合理化を推進
すべきである。
④産業廃棄物処理業に係る許可権限を広域化すべ
きであり、少なくとも都道府県および政令指定都市単
位に集約すべきである。

（要望理由　右下の続き）④現在、保健所設置市
は全国に60近くある。とりわけ、産業廃棄物収集
運搬業の許可申請は、収集の場所と積卸目的地
の場所が許可権限の違う場所であれば、それぞ
れの許可を受ける必要がある。廃棄物処理法に
係る許可権限はより広域化することが望ましいと
考える。少なくとも、都道府県および政令指定都
市に集約化を図るべきである。

①2004年４月から、法人が、産業廃棄物処理施設の
設置、変更ならびに役員等の異動に関する申請手続
を行う場合に、代表者・役員の人的要件に係る添付書
類についての先行許可証の提出による書類の代替措
置が導入されたものの、地方公共団体によっては従来
の添付書類の提出を求められ、手続の合理化が進ん
でいない。②大規模製造事業者等においては、役員は
数十人にも及び、また、役員が外国に居住している場
合もある。このような場合において、役員の異動がある
度に、代表者や当該施設を所管している役員以外の
役員に係る個人情報についても、添付書類を求めるの
は非常に負担感が大きい。③将来的には、廃棄物処
理法の許可手続に係る全国的な情報システムを構築
し、民間事業者がインターネットでの申請手続を一括し
て行うことができれば（ワンストップサービス）、事務負
担の大きな軽減につながる。行政手続に係る事務負
担の軽減、電子政府化の推進等の観点から、民間事
業者にとっても使い勝手のよい廃棄物処理法に係る情
報システムを構築すべきである。

廃棄物処理法第
14条１項、第15条
１項

環境省大臣
官房廃棄物・
リサイクル対
策部

　産業廃棄物処理業ならび
に産業廃棄物処理施設の許
可申請にあたっては、当該業
を行おうとする区域ならびに
当該施設を有する区域を所
管する都道府県知事、保健
所を設置する市の市長、特
別区の区長の許可を個々に
取得する必要がある。
　また、許可申請・変更手続
に際して、全役員に係る住民
票や登記事項証明書等が求
められるなど、膨大な事務処
理が必要とされている。

5053 5053A114
(社）日本経済団
体連合会

114
廃棄物処理法に係る許可の欠
格事由の見直し

(1)廃棄物処理法において、役員等の欠格事由が自
動的に会社の欠格事由に該当してしまう規定を見直
し、欠格事由が無制限に関連会社等に波及しないよ
うにすべきである。
(2)廃棄物処理法違反のみならず、｢その他の環境関
連法令に違反した場合、業ならびに施設の許可を取
り消さなければならない｣とされている規定について、
「その他の環境法令」に違反した場合における「取り
消さなければいけない」事由、対象施設、業ならびに
事業所の範囲を見直し、適宜、許可権限を有する地
方公共団体の判断により「取り消すことができる」と
するなど、欠格事由が自動的に広く波及しないように
べきである。とりわけ、製造業等における生産設備の
稼動に影響しないようにすべきである。

（要望理由　右下の続き）
本規定により、下記のような事態が生じる。　①事
業所内の製造プラントにおいて、何らかの過失や
事故によってその他の環境関連法令違反を引き
起こしてしまった場合に、廃棄物処理施設の許可
を取り消されると、事業所内の廃棄物の自己処理
ができなくなる。ひいては製造業等の事業活動そ
のものが継続できなくなる（事業所敷地内の各製
造プラントから廃棄物処理施設まで一連のプロセ
スとなっていることから、廃棄物処理施設が使用
できなくなった場合、川上の製造プラントまで停止
しなければならない）。②複数の事業所を有する
製造業者の場合、ある一つの事業所の製造プラ
ントにおいて、上記①のような事態が発生した場
合、当該事業所のみならず、当該製造業者が有
する全ての事業所の廃棄物処理施設の許可が取
り消されるため、全事業所の廃棄物の自己処理
ができなくなり、ひいては全事業活動そのものが
継続できなくなる。③例えば、ある役員(執行役員
や支店長等含む)が、会社の業務と関連なく全く個
人的な用事で外出した際、交通事故を起こし禁固
刑以上の罰則が課せられた場合、これによってこ
の者が役員等を務める全ての会社が欠格事由に
該当することになり、自動的に全ての会社の全て
の事業場の廃棄物処理法上の許可が取り消され
る。さらにこのようにして許可が取り消された会社
の役員等の全員、５％以上の株主が欠格事由に
該当することになり、これらの拡大した欠格事由
者が役員等を務める全ての会社及び事業場の廃
棄物処理法の許可が取り消される。その上、この
連鎖はさらに連続的に拡大する。

　上記規制は、悪質な廃棄物業者の許可に対して、抜
本的な対応をとるために作られたものであり、零細で
同族会社又は個人会社に近い廃棄物業者が、次々に
会社を作って不法投棄などを繰り返すという例を念頭
においている。
　しかし、近年、廃棄物処理は製造工程の一環に組み
込まれていることが多く、上場企業の多くが、自ら及び
関連会社の事業活動において、廃棄物処理法上の施
設の許可又は業の許可を取得している。さらに、廃棄
物処理施設は、社会全体のインフラともいうべき施設
であり、電気・ガス・水道などと同様、企業としての生命
線であるだけではなく、この事業活動によって他の事
業者や一般消費者に対する商品の供給、返品、修理、
リサイクルなどの健全なマテリアルフローが可能となっ
ている。　したがって、廃棄物処理に直接関係のない
違反をもって廃棄物処理法の欠格事由が発生し、それ
が他の事業所のみならず、違法行為に全く関与しない
関連会社全体へ無限に欠格事由が拡大していく現在
の廃棄物処理法の規定は、企業活動の安定性及び社
会のインフラに対する重大な危機を生じかねない。

廃棄物処理法第
15条の３第１項
　（第14条第５項
第２号イ、第７条
第５項４号ハ、同
法施行令第４条
の６）

環境省大臣
官房廃棄物・
リサイクル対
策部

　廃棄物処理法は、悪質業
者を排除するため、廃棄物
処理業ならびに廃棄物処理
施設の許可について、非常
に厳格な欠格要件を設けて
いる。
　廃棄物処理法上の欠格事
由のうち特徴的なのは、①大
気汚染防止法や騒音・振動
規制法などの環境関連法令
違反など、欠格事由が生ず
る法令違反の種類が多いこ
と（7条5項4号ロ、ハ）、②法
人の許可取消しが、自動的
にその取締役、執行役、５％
以上の株主の欠格事由とな
り、また役員個人の欠格事由
が自動的に法人の欠格事由
へと広がるというように、連鎖
的に許可取消しが拡大する
こと（7条5項4号ニ及びリ）、
③欠格事由の対象となるも
のが、役員だけではなく、政
令で定める使用人にまで拡
大されていること（14条5項2
号ニ）、④不誠実な行為をす
るおそれがあるという抽象的
な欠格事由があること（7条5
項4号ト）という点である。※
その他の環境関連法令：大
気汚染防止法、騒音・振動規
制法、海洋汚染防止法、水
質汚濁法、悪臭防止法
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5053 5053A115
(社）日本経済団
体連合会

115
廃棄物を使用した試験研究に
係る規制の明確化

　廃棄物を使用した試験研究の扱い、とりわけ県外
からの廃棄物を使用した試験研究の扱いについて、
国が、廃棄物由来の供試材は有価物と同様な扱いと
する旨省令化するなど、地方公共団体によって廃棄
物処理法上の判断の差が生じないよう、地方公共団
体に指導・徹底を図るべきである。上記の要望を受
けて、規制改革・民間開放推進３か年計画(2005年３
月)において、2005年度中に「産業廃棄物の処理に関
する試験研究を行う者が、営利を目的とせず試験研
究に必要な最小限の量の産業廃棄物のみを取り扱
う場合は、処理業の許可を要しないという取扱につい
て、周知徹底を図る」旨明記されたことは評価でき、
確実に措置を講ずるべきである。

①試験研究等の供試物について、公共機関・団体から
有価物として購入しようとしても、会計処理上の理由等
により、販売してもらえないのが実情である。環境に配
慮した要件等の理由により無償で提供を受けることが
可能であっても、試験研究を実施する場所を所管する
地方公共団体において、廃棄物であるとの理由で廃棄
物処理法上の許可等の規制を求めることは、循環型
社会の促進といった趣旨に反する。②廃棄物処理に
関する技術的向上やリサイクル化を阻害することのな
いよう、不法投棄等の違法行為には厳しく罰する一方
で、適正に行う試験研究やリサイクル化については規
制を緩和すべきである。

廃棄物処理法

環境省大臣
官房廃棄物・
リサイクル対
策部

　廃棄物を使用した試験研究について、廃棄物
処理法上の明確な規定がなく、都道府県等が過
去の事例をもとに独自に判断しているため、都道
府県によってその扱いが異なっているのが実情
である。
　例えば、ある県では、条例もしくは指導要綱に
基づいて、県内で発生した廃棄物か県外で発生
した廃棄物かを問わずに、生活環境の保全に配
慮した試験研究計画書の提出を条件として、廃
棄物を供試材として、あるいは有価物と同等の扱
いとして、廃棄物を使用した試験研究が認められ
ている。他方、ある別の県では、条例や指導要綱
の規定も存在しないまま、過去の慣例による規
制・指導が行われている。この場合、県内発生廃
棄物の場合は、試験計画書を提出すれば認めら
れるが、県外発生廃棄物を供試材とする場合に
は、｢県外廃棄物の取扱いに関する指導要綱｣の
規定に基づいて、供試材といえども元は廃棄物
であることを理由に、廃棄物処理法の規制が適
用されると判断される。この結果、試験研究者で
はなく、排出責任者が県と事前協議を行い、廃棄
物処理法上の許可を取得しなければならないと
いう、極めて煩雑な手続きが必要になる。

5053 5053A116
(社）日本経済団
体連合会

116
廃棄物処理法上の｢建設汚泥｣
の取扱いの見直し

①建設汚泥のリサイクルを促進する観点から、｢建設
汚泥｣に係る廃棄物処理法上の扱いを見直すべきで
ある。建設汚泥改良土と建設発生土を一体化したリ
サイクルのルール作りを行い、再生利用された改良
土については廃棄物処理法の適用外であること」を
明確にすべきである。規制改革・民間開放推進３か
年計画（改定）(2005年３月)において、「平成17年度
中に、建設汚泥から再生される建設汚泥改良土の取
り扱いについて、廃棄物か否かの判断に係る解釈を
明確にする」旨が盛り込まれたところであり、解釈の
明確化にあたっては、上記の要望趣旨が実現するよ
うにすべきである。② 現在は、高規格堤防の築造材
に認められている、建設汚泥に係る環境大臣の再生
利用認定特例制度について、再生利用技術の進歩
等に伴って、その認定対象、認定方法について緩和
する方向で見直すべきである。国の公共工事に限定
しないものであることを明示するとともに、再生利用
認定制度の認可に係る審査時間を短縮すべきであ
る。

①建設汚泥は産業廃棄物として扱わなければならな
いため、改良すれば土砂と同様に再利用できるものが
多いにもかかわらず、管理型最終処分場で処分しなけ
ればならず、リサイクルへの取組みが遅れている。建
設汚泥と規定される物でも、性状が建設発生土と極め
て類似しているものが多く、用途によって柔軟に使い
分けることを可能とすべきである。②高規格堤防の築
造材として再生利用される掘削工事等に伴って生じた
建設汚泥については、環境大臣の認定を受けた場合
の特例の対象とされているが、実際に認められた件数
は10件程度の国の直轄工事のみと実績も少ない。再
生利用技術は進歩してきており、生活環境の保全上の
支障を生ぜず、使用場所の要求性能を満たす安定し
た品質を確保できるようになってきている。とりわけ、
国の公共工事のみならず、地方公共団体の公共工事
に積極的に適用するようにすべきである。さらに、構造
物の裏込めや土地の造成等について、公共工事のみ
ならず民間工事についても、特例対象として認定する
方向で検討すべきである。

廃棄物処理法第
２条第４項第１号
｢建設工事から生
ずる廃棄物の適
正処理について｣
（平成13年６月１
日 環廃産第276
号）
平成９年12月26
日「厚生省告示
第259号｣
平成９年12月26
日、改正平成11
年２月22日｢厚生
省告示第261号｣

国土交通省
総合政策局
環境省大臣
官房廃棄物・
リサイクル対
策部

①廃棄物処理法上｢産業廃
棄物｣とは、｢事業活動に伴っ
て生じた廃棄物のうち、汚泥
等の廃棄物をいう｣とされて
おり、｢建設汚泥｣も産業廃棄
物とされている。②｢土砂か
汚泥かの判断は、掘削工事
に伴って排出される時点で行
う｣とされ、「掘削工事から排
出されるとは、水を利用し、
地山を掘削する工法におい
ては、発生した掘削物を元の
土砂と水に分離する工程ま
でを、掘削工事としてとらえ、
この一体となるシステムから
排出される時点で判断する」
とされている。〔｢建設工事か
ら生ずる廃棄物の適正処理
について｣（平成13年６月１
日）〕
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5053 5053A117
(社）日本経済団
体連合会

117
アジアの資源循環に資する特
定有害物質含有物の輸入手
続の緩和【新規】

　わが国における製造・販売・輸出事業者が明確で
ある材料・部品が、輸出国で使用された後に発生し
た特定有害物質含有物であって、わが国においてリ
サイクル目的で適正処理することが確実なものにつ
いては、バーゼル法の適用から除外する等、アジア
圏においても、ＯＥＣＤ加盟国間と同等の手続きで資
源循環を図ることができるようにすべきである。

　上記のものは、アジアの諸外国で処理をしようとする
と廃棄物となってしまうが、わが国は高いリサイクル技
術を有していることから、わが国に逆輸入できれば、資
源として有効に活用できる。しかし、これらの有価物は
市況の変動が激しいため、行政手続に多大な時間が
かかってしまうと、ビジネスとして成り立たなくなり、資
源の再利用ができない。ちなみに、EU圏では、特定有
害物質を含有したものであっても、バーゼル条約よりＯ
ＥＣＤ理事会決議が優先され、廃棄物の再資源化循環
目的の輸出入が行われている。　一方、アジア圏で
は、ＯＥＣＤ加盟国が日本と韓国だけであるため、こう
した取り組みが進んでいないが、本年４月に日本で開
催された３Ｒイニシアティブ閣僚会議において、アジア
圏における資源循環体制づくりの必要性が認識された
ところである。この一環として、わが国にできることは、
他国への再資源化技術の供与等が考えられるもの
の、海外への技術移転については、現地国の規制や
経済状態等の条件を克服する必要がある。そこで、比
較的実現性の高い施策として、輸入に関する規制を緩
和することで、アジア圏における資源循環・再利用の
促進と発展に大きく寄与できる。

特定有害廃棄物
等の輸出入等の
規制に関する法
律(バーゼル法)

環境省大臣
官房廃棄物・
リサイクル対
策部

経済産業省
産業技術環
境局環境政
策課

 　日本国内で製造された材
料・部品が、海外企業に輸
出・販売され、海外の工場で
生産活動等に使用され後
に、使用済み触媒やめっき
液などが発生する。これら
（※）は有価物を含んでおり、
わが国の優れた技術でもっ
てすれば、有価物を取り出
し、リサイクルすることができ
る。しかし、こうした有価物を
含む特定有害物質含有物を
リサイクル目的で日本に逆輸
入しようとする場合、いわゆ
るバーゼル法の適用を受け
るために、行政手続等に例え
ば２ヶ月以上かかるなど、多
大な時間を要してしまう。※
生産活動後に発生する有価
物を含むものとして、例えば
下記がある。
プロダクト・スクラップ、使用
後のめっき材料等、製造工
程での金属付着物、使用済
触媒、めっき液等

5053 5053A118
(社）日本経済団
体連合会

118
「廃棄物処理法」等に係る事前
協議制の見直し

　地方公共団体による事前協議制を簡略化あるいは
廃止するよう、環境省は地方公共団体に対して通知
する等、引き続き指導していくべきである。
　少なくとも、「域外から産業廃棄物を搬入する場合
であって、最終処分や単純焼却処理を行わずにリサ
イクル等の資源循環を行うときは、地方公共団体へ
の届出で済むようにする」等、環境省は、資源循環型
社会の形成の阻害要因となる行政指導等について
は見直すよう、地方公共団体に対して指導の徹底を
図るべきである。

　事前協議が必要な場合は、許認可の取得までに非
常に時間がかかり、迅速な適正処理が困難となってい
る。とりわけ、産業廃棄物の域外からの搬入につい
て、持ち込み予定の処理業者が、最終処分を行うかリ
サイクル処理を行うかにかかわらず、一律の審査を受
ける必要がある。排出事業者の環境意識への高まり
やCSRの観点から、優良処理業者への域外からの処
理依頼が増加しているが、そうしたものについても一律
に取り扱われるため、事前協議の審査予約が取り難
く、リサイクル処理が進まないのが実情である。
　こうしたことから、排出者がリサイクルを志向しても、
事前協議の難しさから、結果的に近隣の最終処分場
に向かうケースもあり、循環型社会の構築への流れを
阻害する原因となっている。

地方公共団体の
指導要綱

環境省大臣
官房廃棄物・
リサイクル対
策部

地方公共団
体

　廃棄物処理法上、｢廃棄物
処理施設の設置｣や｢域外か
らの産業廃棄物の搬入｣等に
あたって、地方公共団体との
事前協議が必要であるとの
規定はない。にもかかわら
ず、地方公共団体の行政指
導等によって、各種許認可の
取得・更新の申請を行う際
に、事前協議を行うことが義
務付けられる。
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5053 5053A119
(社）日本経済団
体連合会

119
廃棄物処理施設の設置に伴う
都市計画審議会の開催頻度
の増大等

　廃棄物処理施設の設置に伴う都市計画審議会の
開催を定期化するとともに、現状よりも開催頻度を増
大するよう、環境省ならびに国土交通省は都道府県
に対して、引き続き指導の徹底を図るなど、廃棄物
処理施設が円滑に整備できるようにすべきである。

　都市計画審議会の開催が不定期で、なかなか開催
されないため、建築基準法に基づく諸手続きを経るの
に非常に長い時間がかかり、廃棄物処理施設の建設
が円滑に進まない。

建築基準法第51
条

国土交通省
住宅局市街
地建築課
環境省大臣
官房廃棄物・
リサイクル対
策部

 　一定規模以上の廃棄物処
理施設の建設にあたっては、
廃棄物処理法に基づく許認
可申請のほかに、建築基準
法に基づいて、都道府県都
市計画審議会の承認を得る
必要がある。
　しかし、廃棄物処理施設に
係る都市計画審議会の開催
が不定期で、なかなか開催さ
れないのが実情である。

5053 5053A120
(社）日本経済団
体連合会

120
　騒音規制法ならびに振動規
制法の特定施設の見直し

　騒音規制法ならびに振動規制法が｢特定施設｣と規
定する圧縮機のうち、スクリュー式圧縮機を対象外と
すべきである。
　規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）(2005
年３月)において、「平成17年度に、スクリュー式圧縮
機を含む現時点での規制対象となっている全ての圧
縮機に関する実態把握調査を全国規模で実施し、検
討し得るデータを蓄積し、平成18年度に検討会を設
定して検討を行う」旨、盛り込まれたことは評価でき、
上記の要望が実現するよう確実に措置すべきであ
る。

　騒音規制法ならびに振動規制法が定められた1960
～70年代に比べて、圧縮機の騒音・振動は格段に改
善されている。特に、スクリュー式コンプレッサーの開
発によって、今では高効率、高静寂性が確保されてい
る。
　従って、特定施設の｢圧縮機｣の定義を見直し、スク
リュー式圧縮機は対象外とすべきである。

騒音規制法第６
条、同法施行令
第１条別表第一
振動規制法第６
条、同法施行令
第１条別表第一

環境省環境
管理局大気
生活環境室

①騒音規制法において、指
定地域内における工場又は
事業場において、著しい騒音
を発生する施設であって政令
で定める｢特定施設｣を設置
しようとする者は、特定施設
の設置の工事の開始日の30
日前までに、市町村長に届
出なければならない。　その｢
特定施設｣として、圧縮機全
般が指定されている。②同様
に、振動規制法において、指
定地域内における工場又は
事業場において、著しい振動
を発生する施設であって政令
で定める｢特定施設｣を設置
しようとする者は、その特定
施設の設置の工事の開始の
日の30日前までに、市町村
長に届出なければならない。
　その｢特定施設｣として、圧
縮機（原動機の定格出力が
7.5ｋＷ以上のものに限る）が
指定されている。
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5053 5053A121
(社）日本経済団
体連合会

121
　ＳＯｘを排出しない施設に関
する公健法の申告手続に係る
添付書類の簡素化【新規】

　公健法の上記賦課金納付手続において、基準年度
当時にＳＯｘ排出施設として対象になっていた施設
で、現在はＳＯｘを排出しない施設については、ＳＯｘ
を排出しなくなった旨届出することによって、翌年度
以降はＳＯｘ年間排出量を証する書類の添付を不要
とするべきである。

　汚染負荷量賦課金は、基準年度を境に過去分と現
在分があり、ＳＯｘ排出量をもとに算出している。基準
年度以前の排出量は固定していることから、現在ＳＯｘ
を排出していない施設についても、毎年度その旨の証
明書類を提出する必要はない。従って、提出書類の簡
素化を図るべきである。
　ちなみに、本要望は、納付時の提出書類の簡素化で
あり、当該施設が基準年度時点で対象として指定され
ていることに影響するものではない。

公害健康被害の
補償等に関する
法律第52条、第
53条、第55条

環境省総合
環境政策局
環境計画課

　公害健康被害者の補償等
に関する法律(以下「公健
法」)により、基準日である
1987年４月１日において、一
定基準以上のＳＯｘを排出す
るばい煙発生施設を設置し
ていた事業者は、毎年度汚
染負荷量賦課金を納付して
いる。
　賦課金の納付にあたって、
同法所定の申告書にＳＯｘ年
間排出量を証する書類を添
付しなければならない。　そ
の際、基準年度時に対象と
なっていた施設は、基準年度
以降に、ＳＯｘを排出しない施
設に改造したり、ＳＯｘを排出
しない施設を増設するなどし
て、現在ではＳＯｘを排出しな
い場合であっても、上記添付
書類を作成しなければならな
い。

5053 5053A122
(社）日本経済団
体連合会

122
水質汚濁防止法・大気汚染防
止法における特定施設等に係
る届出の緩和

　水質汚濁防止法に基づく特定施設等ならびに大気
汚染防止法に基づくばい煙発生施設について、その
設置や構造の変更等に係る届出は、原則、着工予
定日の30日前に行えばよいこととし、届出施設の内
容が特に複雑であるなど特に問題がある場合には、
30日間に限って実施制限期間を延長できるようにす
べきである。

①着工の約30日前まで施設内容が確定できない場合
が多々あるため、着工予定日の60日前までに、設置及
び変更等の届出を行うことが難しいのが現状である。
②現行規定は、1960年代に設定されたものであり、現
在のように、環境保全に関わる体勢が整えられた状況
では過剰なものと言える。スピード経営が求められる
時代にあって、60日間もの遅れは非常に大きな事業機
会の損失になる。技術進歩や時代の要請に合せて、
自治体における審査も迅速化を図るべきである。③環
境省は、平成11年４月の｢大気汚染防止法および水質
汚濁防止法に基づく届出対象施設の設置等に係る届
出事務の処理について｣により、実施制限期間の短縮
措置を積極的に都道府県知事等に通知した。その結
果、審査に要した日数が30日以内である割合がおお
むね９割であり、ほとんどの届出が実質的に30日以内
で審査を終えている（環境省資料 2003年４月）このよう
な状況を踏まえれば、｢実施制限期間は原則30日間と
し、届出施設の内容が複雑である等の特別の場合に、
その制限期間を30日間を上限として延長すること｣とす
べきである。
　企業は、着工予定日に向けて様々なスケジュールを
組んでおり、法規定が｢着工予定日の60日前までに届
出をしなければいけない｣というままでは、都道府県等
の審査機関の短縮努力が、企業の実務上のメリットに
つながりにくい。

水質汚濁防止法
第９条
大気汚染防止法
第10条、第18条
の９

環境省環境
管理局水環
境部環境管
理課

　水質汚濁防止法に基づく｢
特定施設｣ならびに大気汚染
防止法に基づくばい煙発生
施設を新設・改造・変更・廃
止する場合、都道府県知事
に届出が必要とされる。法令
上、事業者は、届出受理の
日から60日間は、その届出
に係る特定施設等の設置・
変更等を行うことができな
い。
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5053 5053A123
(社）日本経済団
体連合会

123 保安法令の重複適用の排除

　装置を構成している一つ一つの機器・設備までが、
複数の法令によって重複して規制を受けることのな
いよう、各法の適用範囲に係る指定基準を策定し、
それに則って、重複適用を排除すべきである。
　少なくとも、さらなる合理化、整合化に向けた措置と
して、機器・設備に適用される適用法令を装置ごとに
一括して適用することとすべきである。
　第一段階として、例えば改造・増設を伴わない変更
（維持補修等）については、法令の重複適用を解消
すべきである。また、高度の保安管理体制の確立を
前提として、以下の点につき検討すべきである。
・設備設置・変更の許認可制（事前審査型規制）から
規定遵守状況を適宜確認する方法（実行監視型保
安規制）への移行
・技術的事項（設備設置、検査等）について法令の性
能規定化の下、民間規格の積極的活用
・国際整合性のとれた保安規制の整備

　コンビナート事業所の機器、設備は全体で一つのシ
ステムとして機能しており、保安諸法はそれぞれ異な
る目的と対象を有するものの、現状の規制はプラント
全体の総合的な保安確保の目的には必ずしもそぐわ
ないものとなっている。例えば、石油精製、石油化学の
プロセスは、貯蔵タンクを除きほとんどが気液混合の、
大気圧を超える状態であるため、消防法、高圧ガス保
安法または労働安全衛生法が複数適用され、許可申
請、完成検査（落成検査）、検査記録の作成・保存等に
おいて、重複して行うことになっている。（高圧ガス保安
法と労働安全衛生法は運用上、適用区分されてい
る。）　「石油コンビナートに係る保安４法の合理化・整
合化促進に関する実務者委員会」では、保安四法の
重複適用を排除し、整合化等合理化を進めるとしてい
るが、法改正を伴う抜本的な合理化は検討されていな
い。申請・届出書類の様式統一に止まらない合理化を
実施すべきである。一設備または一装置について一法
令の適用となれば、許認可にかかる手続が簡素化さ
れ、負担が軽減される。また、事業者の国際競争力の
強化に寄与することが期待される。

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法
石油コンビナート
等災害防止法

消防庁危険
物保安室
経済産業省
原子力安全
保安院保安
課

厚生労働省
労働基準局
安全衛生部
安全課

　石油コンビナートに適用さ
れる保安諸規制は、法ごとに
異なる省庁が所管することか
ら、技術基準、申請・立会要
件等が異なり、重複規制を受
けることとなっている。例え
ば、大気圧以上の機器につ
いて、消防法では「圧力タン
ク」、高圧ガス保安法では「ガ
ス設備、高圧ガス製造設
備」、労働安全衛生法では
「圧力容器」と、異なる名称で
規制され、装置を構成する一
つひとつの機器・設備までが
複数の法令により重複して規
制されている。
　こうした規制の重複は、技
術基準の性能規定化を推進
する上で妨げとなっているほ
か、事業者は、基準の解釈と
整合性の確保、申請手続き、
検査への対応等、多大な負
担を強いられることとなって
いる。

5053 5053A124
(社）日本経済団
体連合会

124
1-S型泡放射砲のリング火災
への適用

　リング火災の消火に対する1-S型泡放射砲の使用
を、１セット目から認めるべきである。

　タンクのリング火災に対し、消防自動車で地上から放
射しても、フォームダム内の火災状況や泡投入状況が
見えないため、殆どの泡が浮き屋根に落下することと
なり、浮き屋根の沈下に繋がりかねないなど、効率的
な消火が困難である。
　１-Ｓ型泡放射砲は、タンクのトップアングルに設置で
きるため、フォームダムの火炎に対してピンポイントの
消火が可能であり、効率的な消火が可能となる。な
お、１セット目からの適用に関して、防災要員がタンク
上部に上がる際の安全性については、耐熱服を着用
した場合の輻射熱の影響について実験データを得て
おり、また機材の設置についても、安全装置を備えたリ
フター設置の実験を実施しており、１-Ｓ型泡放射砲に
よる迅速かつ着実なリング火災の消火は可能と考えら
れる。

石油コンビナート
等災害防止法施
行令第８条

総務省消防
庁特殊災害
室

　タンクのリング火災につい
ては、法令上３点セット（大型
化学消防車、大型高所放水
車、泡原液搬送車）で消火す
るよう義務付けられている。
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5053 5053A125
(社）日本経済団
体連合会

125
圧縮天然ガス自動車燃料装置
用容器の再検査期間の見直し
【新規】

　ＣＮＧ容器再検査の起算日を車両の初度登録日と
すべきである。
　なお、製造後１年を経過した容器を車両に搭載する
場合には、再度検査を実施する等の方策で健全性を
担保すべきである。

　ＣＮＧ容器の再検査は、車載で行うことが可能であ
り、通常車検時に実施される。
　初回の容器再検査期間が刻印（製造）から４年であ
るため、車載までに１年以上を要した場合には、初回
車検（車両初度登録から３年目）を超過するため、車検
と容器再検査を一致させることが出来ない。　自動車
メーカーはユーザーの利便性を考慮して、車検に合わ
なくなったＣＮＧ容器は購入しないため、容器メーカー
は当該ＣＮＧ容器を廃棄している。
　起算日を車検初度登録日とし、容器再検査と車検を
一致させることにより、在庫容器の有効活用ができ、コ
ストダウンにつながる。また、車検時に容器の有効期
限が残っているため、容器再検査がされず、期限切れ
で走行する虞を防止することが出来る。　なお、車載す
る容器の安全性を担保するため、製造後１年を経過し
た容器を車両に搭載する場合には、再度検査をするな
どの方策を付加する。　容器の製造メーカーは、国内と
海外に分かれ、国内メーカーであれば、生産管理が容
易であるのに対し、海外製品は商社経由で購入するた
め、在庫管理が難しいという背景がある。

高圧ガス保安法
容器則第24条第
１項第５号

経済産業省
原子力安全・
保安院保安
課

　天然ガス自動車の容器検
査は車両車検時に同時に行
うことができるが、車検日と
容器の再検査期限は一致し
ていない。
　圧縮天然ガス自動車燃料
装置用の高圧ガス容器（以
下、ＣＮＧ容器）は高圧ガス
保安法の適用を受けており、
容器再検査の初回は４年以
内で、以降２年１月以内に再
検査を受けることが義務付け
られている。（一方で、主要
乗用車の車検サイクルは初
回車検は３年、２年目以降は
２年となっている。）また、新
たに自動車に装置する容器
は過去の使用実績のないも
のであることとなっている。
（容器則細目告示、第22条
「容器再検査における容器の
規格」）

5053 5053A126
(社）日本経済団
体連合会

126
高速電力線搬送通信(PLC：
Power Line Communication)の
早期実用化

　２MHz～30MHzの高周波数帯を用いる高速電力線
搬送通信の実用化を早期に認めるべきである。その
ために、総務省「高速電力線搬送通信に関する研究
会」における検討を進め、実証実験の結果、実用上
の問題がないことが確認されたものについては、早
期に関係法令の改正を行い、実用化を認めるべきで
ある。

　電力線搬送通信は、既存のインフラである電力線を
利用することから、新たな通信線を敷設する必要がな
く、家庭内の各コンセントからのブロードバンドアクセス
が可能となるなど、容易にネットワークを構築し、通信
を行うことができる。　しかし、現行で使用が許可され
ている周波数帯域（10KHz～450KHz）では、100kbps程
度の低速度の通信しか実現できず、また家電機器によ
るノイズ等の影響を受け、安定的な通信ができない。
一方、2MHz～30MHzの周波数帯を用いた高速電力線
搬送通信では、数Mbps～数10Mbpsの高速通信が実
現でき、ノイズの影響も少なく、安定的な通信が可能と
なる。高速電力線搬送通信は容易にブロードバンド環
境を実現するものであり、国家的課題である早期のブ
ロードバンドの普及、デジタルデバイドの解消に大きく
貢献することが期待されており、その早期実用化は国
家的課題である。

電波法第100条、
電波法施行規則
第44条、46条、
無線設備規則第
59条
「無線設備規則
第59条第１項但
書及び第60条但
書の規定に基づ
き、技術基準を適
用しない通信設
備を定める件」
(平成16年１月26
日総務省告示第
87号)

総務省総合
通信基盤局
電波部電波
環境課

　電力線搬送通信について
は、無線設備規則第59条に
より、10kHz～450kHzを使う
低速タイプが既に実用化され
ているものの、世界的に実用
化が進みつつある２MHz～
30MHzの高周波数帯を使用
した高速電力線搬送通信に
ついては、実用化は認めら
れていない。高周波数帯を使
用した高速電力線搬送通信
については、2004年１月に漏
洩電界強度の低減技術を検
証するための実証実験制度
が導入され、実験データの取
得が進められている。加え
て、総務省は高速電力線搬
送通信と無線利用との共存
可能性・共存条件等につい
て検討を行うため、「高速電
力線搬送通信に関する研究
会」を設置し、2005年１月より
検討を進めており、本年秋を
目処にとりまとめを行う予定
である。
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5053 5053A127
(社）日本経済団
体連合会

127
超広帯域無線システム(UWB：
Ultra Wideband)利用のための
早期制度整備

　UWB無線システムの導入、商用化に向けて、早期
に制度整備を行なうべきである。

　UWB無線システムは、無線による大容量データの高
速伝送を可能にするとともに、周波数の有効利用の手
段としても期待されており、ユビキタス社会の実現に向
けた基幹技術として、新たなアプリケーションの創出、
国民の利便性の向上等に対する期待が高まってい
る。既に米国連邦通信委員会(FCC)では一定の条件
の下で使用が許可され、米国内では様々な機器が開
発されている。わが国においても、実験局を申請し認
可を受ければ開発は実行できるが、認可に長期間を
要することや、機器毎に申請が必要とされるなど実際
に開発を進める環境にはない。また、商用使用につい
ては明確な認可時期が明らかになっていない。
UWB無線システム委員会の中間報告では、「ITU－R、
IEEE等における検討状況を踏まえつつ、国際的な検討
との整合性を図ることが必要」とあり、2005年１月の
「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対する各省
庁からの再回答」においても、「ITU等の国際的な検討
動向を踏まえつつ、今後検討を進める必要がある」と
ある。わが国においても、米国をはじめ、国際的な動
向に遅れをとることのないよう、既存の無線機器等へ
の混信など技術的な実証を早期に実施し、その評価を
踏まえたうえで、UWB無線システム周波数帯域におけ
る電波関連法令の制度整備を早期に行うべきである。

電波法施行規則
第６条第１項

総務省総合
通信基盤局
電波部移動
通信課

　UWB無線システムは、パル
ス状の電波を発射して数GHz
幅以上の非常に広い周波数
帯域にわたって電力を放射
するシステムであり、近距離
で大容量の高速通信を可能
とする無線方式である。
　総務省情報通信審議会情
報通信技術分科会UWB無線
システム委員会において、
UWB無線システムの技術的
条件について検討が行わ
れ、2004年３月に中間報告
が示されたものの、商用化に
向けた電波関係法令等の具
体的な制度整備が進んでい
ない。

5053 5053A128
(社）日本経済団
体連合会

128
自家用電気工作物の用に供す
る有線電気通信設備の届出の
廃止

　自家用電気工作物の用に供する有線電気通信設
備について、①二人以上の者が共同で設置するも
の、②他人の設置した有線電気通信設備と相互に接
続されるもの、③他人の通信の用に供されるものの
いずれかに該当するものであっても、省令第50条の
規定に基づき設置したものであれば、届出不要とす
べきである。

　省令第50条の規定に基づき設置される、自家用電気
工作物の用に供する有線電気通信設備については、
電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を満
たしていることから、脱法的に電気通信事業を営むこと
の未然防止、通信の秘密の確保等は十分担保でき
る。従って、電気事業の用に供するものと同様、届出を
不要とすべきである。

電気設備に関す
る技術基準を定
める省令第50条
有線電気通信法
第３条
同施行規則第６
条

総務省総合
通信基盤局
電気通信事
業部事業政
策課

　事業用電気工作物には、
電気事業の用に供する電気
工作物と自家用電気工作物
(電気事業の用に供さない電
気工作物)とがあり、事業用
電気工作物は、電気事業法
の規定に基づく「電気設備に
関する技術基準を定める省
令」(以下；「省令」)」に適合す
るように維持されなければな
らない。同省令では、変電所
等、保安確保及び運用のた
めに必要なものの相互間に
は、電力保安通信用の電話
設備として、有線電気通信設
備の施設の設置が義務付け
られている。有線電気通信法
では、このうち、自家用電気
工作物の用に供する有線電
気通信設備について、①二
人以上の者が共同して設置
するもの、②他人の設置した
有線電気通信設備と相互に
接続されるもの、③他人の通
信の用に供されるもののい
ずれかに該当するものにつ
いては、届出が必要とされて
いる。
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5053 5053A129
(社）日本経済団
体連合会

129
特定小電力無線局の無線設
備における給電線及び接地装
置の設置の容認　【新規】

　73.6ＭＨｚを超え1,260ＭＨｚ以下の周波数を使用す
る特定小電力無線局の無線設備について、給電線
及び接地装置を有することができるようにして、アン
テナを分離可能な無線設備の対象範囲を拡大すべ
きである。

　近年、防犯、防災、農業、土木をはじめ、遠隔地への
通信用無線機器の需要が高まっている。
　特定小電力無線局の無線設備の通信距離を長くす
るためには、アンテナを高い所に接地することになる
が、現行制度では、73.6ＭＨｚを超え1,260ＭＨｚ以下の
周波数を使用する特定小電力無線局の無線設備につ
いては、給電線及び接地装置を設置できないため、ア
ンテナと無線設備を一体化せざるをえない。その場
合、無線設備の筐体の防水・防塵対策を行う必要が生
じ、その分、無線設備のコスト上昇につながるととも
に、消費者の利便性を阻害する結果を招いている。現
行の無線設備規則による規制は、携帯電話が普及す
る以前に、特定小電力トランシーバの違法改造の横行
を防ぐため制定された経緯があるが、現在、携帯電話
が広く社会に普及し、規制を継続する必要性はなく
なってきている。また、世界的にも、アンテナ分離型の
無線設備が認められ、広く普及しており、市場の拡大
と消費者の利便性向上のためにも、アンテナが分離可
能な無線設備を認めるべきである。

無線設備規則
第49条の14第1
項ニ

総務省総合
通信基盤局
電波部移動
通信課

　73.6ＭＨｚを超え1,260ＭＨｚ
以下の周波数の電波を使用
する特定小電力無線局の無
線設備については、医療用
特定機器など一部の無線設
備を除き、給電線及び接地
装置の設置が認められてい
ない。そのため、無線設備と
アンテナを分離することがで
きない。

5053 5053A130
(社）日本経済団
体連合会

130
ＢＳアナログ放送の加入契約
約款変更の届出制への移行
【新規】

　有料放送の役務の料金等の約款内容の変更につ
いて、ＢＳデジタル放送、ＣＳデジタル放送と同様、Ｂ
Ｓアナログ放送についても届出制とすべきである。

　有料放送事業者が料金等の加入契約約款の変更を
行なう場合、現状では、ＢＳデジタル放送については届
出制、ＢＳアナログ放送については認可制という制度
の相違がある。そのため、デジタル・アナログ共通の
サービス・運用を行なう有料放送事業者は、デジタル、
アナログ放送の双方について、個別に手続を行わざる
をえず、大変な手間と時間を要している。新しいサービ
スの提供に際して、逐一認可が必要とされるのでは、
利用者のニーズに対応した機動的、迅速なサービスの
提供ができない。届出制となれば、行政、放送事業者
ともに事務負担の軽減につながる。従って、ＢＳアナロ
グ放送についても、早急に届出制に移行する必要があ
る。

放送法第52条の
４

総務省情報
通信政策局
衛星放送課

　有料放送を行なう一般放送
事業者が、受信者に提供す
る役務の料金等、約款内容
を変更する場合、ＢＳデジタ
ル放送やＣＳデジタル放送に
ついては、事前届出のみで
すむ一方、ＢＳアナログ放送
については依然として総務大
臣の認可を得なければなら
ない。そのため、ＢＳ放送に
おいて、料金等加入契約約
款を変更する必要が生じた
場合、ＢＳアナログ放送部分
のみ、その変更に先立ち認
可を受けなければならない。

188/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A131
(社）日本経済団
体連合会

131
ＢＳデジタル放送周波数帯域
(伝送容量)の柔軟な利用　【新
規】

　放送事業者の創意工夫により、柔軟にサービスを
組み合せて展開できるよう、電波法上で使用許可が
付与されている帯域の枠内であれば、放送法上も帯
域免許的な認定制度を認める方向で、委託放送の
種類、番組数、周波数帯域の利用を放送事業者の
裁量で自由に設定、変更することができるようにすべ
きである。

　デジタル放送については、放送法の規定により、当
初、免許申請を行なった放送の種類、番組数、周波数
帯域等の変更を行なう場合には、総務大臣の許可が
必要となっており、時々の視聴者ニーズに対応して機
動的な番組編成、放送を行なうことができない。デジタ
ル放送に係る技術進歩に伴い、映像の帯域を圧縮し、
余裕部分を別の放送に活用できる可能性もある。デジ
タル放送の特徴を活かし、周波数の有効活用と視聴
者のニーズに適った機動的なサービスの提供を行なう
ことができるよう、放送事業者の裁量の拡大を図るべ
きである。

放送法第52条の
13、14、17

総務省情報
通信政策局
衛星放送課

　ＢＳデジタル放送の委託放
送業務の認定は、委託放送
の種類、周波数・伝送容量、
番組数等の事項を指定して
行われており、これら委託放
送事項を変更する場合に
は、予め総務大臣の許可を
得なければならない。

5053 5053A132
(社）日本経済団
体連合会

132
技術基準適合自己確認制度
の適用範囲の拡大

　現在、技術基準適合自己確認制度の対象から除
外されている特定無線設備・端末機器について、除
外されている理由となる客観的なデータを開示し、正
当な理由がない場合には除外対象から外すなど、可
能なものから、技術基準適合自己確認制度の適用
対象を拡大していくべきである。特に、無線ＬＡＮ、
ADSLモデム、サーバー、IP通信網サービス端末、
OCUなど、消費者ニーズの高い設備・機器について
は、早急に規制緩和を図るべきである。

　国際競争の激化、急速な技術進歩、製品のライフサ
イクルの短期化など、市場環境が急速に変化するな
か、製造事業者は、新製品を迅速に、かつ低コストで
市場に投入する必要がある。諸外国において、自己適
合宣言方式が一般的となるなか、わが国では、技術基
準適合自己確認制度の適用範囲が限定されており、
消費者ニーズに対応した新製品の迅速な市場投入を
阻害し、利用者利益やわが国産業の国際競争力を損
なう結果を招いている。自己確認制度の対象範囲につ
いては、「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対
する各省庁からの再回答について」（平成17年１月19
日　内閣府　規制改革・民間開放推進室）で総務省
は、「規制改革・民間開放推進３か年計画（平成16年３
月閣議決定）を踏まえ、平成16年度以降、当該制度の
法令遵守の状況、市場における技術基準不適合設備
の発生状況、登録証明機関が行う審査に持ち込まれ
た無線設備の技術基準への適合状況等の結果も勘案
し、検討を行い、平成18年度までに一定の結論を得
る」と回答しているが、このような状況に鑑み、対象範
囲を拡大する形で、前倒しで結論を出す必要がある。

電波法第38条の
33、
特定無線設備の
技術基準適合証
明等に関する規
則第２条第２項
電気通信事業法
第52条、第69条
電気通信事業法
施行規則第32条

総務省総合
通信基盤局
電波部電波
環境課

　　　　　　　同
電気通信事
業部電気通
信技術システ
ム課

　電波法に定める特定無線
設備のうち、技術基準適合
自己確認制度の対象と認め
られているのは、現在、総務
省令で特別特定無線設備と
して定められている携帯電話
機、PHS端末機、コードレス
電話、及びデジタルコードレ
ス電話のみに限られている。
同時に、電気通信事業法に
定める端末設備についても、
自己確認制度の対象となっ
ているのは技術基準の定
まった機器に限定されてお
り、電気通信事業者が自ら定
め、国が定める技術基準と
同等の効果を持つ技術的条
件については、第三者指定
機関の認証を受けなければ
ならない。
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5053 5053A133
(社）日本経済団
体連合会

133
公共工事指名願い様式の統
一

①各地方公共団体に対して、「公共工事指名願い」
の統一様式を使用するよう適切な指導･助言を行う
べきである。
②①を行った上で、各自治体でも国土交通省と同様
のオンライン手続きを行えるようにするべきである。

　 国土交通省・事業団・道路公団等ではインターネット
による一括申請が可能となっているが、地方自治体に
おいては指名参加願いの様式・方法などが千差万別
であり、その確認および個別対応のために多大な労力
とコストを要している。よって、指名参加様式を統一す
るとともに、電子化することが望まれる。
　 これにより、入札参加者の業務の効率化を実現する
ことができる。

自治体毎の指名
願い様式等に関
する通達

国土交通省
大臣官房地
方課

総務省自治
行政局自治
政策課

 　公共工事指名願い（指名
競争入札参加資格申請書）
について、国土交通省は統
一様式を設定しているが、あ
くまで参考扱いのため、現状
は地方公共団体により様式
にかなり違いがある（特に、
資格所持項目・職員の分類
等の様式がまちまちであり、
逐一調査する必要がある）。

5053 5053A134
(社）日本経済団
体連合会

134
固定資産税の納付手続きに関
する電子化の推進

　固定資産税の納税通知書、課税明細書の交付、納
付手続きならびに償却資産税の申告手続きの電子
化を推進すべきである。その際には、入力フォーム、
入力手順などの仕様（インターフェイス）の標準化を
図るべきである。

　現状では固定資産税の納税通知書、課税明細書が
地方公共団体ごとに異なっている場合があり、全国展
開している企業や納付を受付ける金融機関にとって
は、事務が煩瑣であるばかりか、企業内部の電子化の
阻害要因となっている。例えば固定資産税の納税通知
書の様式については、定めはあるものの、実際には地
方公共団体ごとに大きさ等の仕様がバラバラであり、
企業の集計作業等において不便が生じている。固定
資産税の納付手続きの電子化により、企業、行政双方
において、納税事務が簡略化・効率化され、コスト削減
と生産性の向上が期待される。なお、現在、電子自治
体システムの共同化に向けた取り組みが行われてい
るが、総務省の調査によれば、2005年４月時点で地方
税の電子申告を開始した地方公共団体はなく、2006年
度までに開始が予定される団体も４つに過ぎない。納
税者の利便性向上の観点から、電子納税が行える汎
用システムの導入を早期に図るべきである。また、ごく
一部に固定資産税の課税誤りが散見される地方公共
団体もあるが、電子申告を可能とすることにより、多く
の資産を所有する企業が課税額の確認を容易に行え
るという利点もある。

地方税法第362
条、第364条、第
383条

総務省自治
税務局企画
課

①固定資産税の納税義務者
には、交付された納税通知
書、課税明細書に基づき、各
市町村が定めた納付書によ
り、各事業所等が所在する
市区町村長に対し、税金を納
めなければならない。
②固定資産税の納税義務が
ある償却資産の所有者は、
毎年、償却資産税課税台帳
の登録および当該償却資産
の価格の決定に必要な事項
を所在地の市町村に申告し
なければならない。
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5053 5053A135
(社）日本経済団
体連合会

135
貸金業規制法に基づく書面交
付の電子化

　貸金業者等と債務者・保証人の双方が合意する場
合、書面交付の代わりに、電子メール等の電子的手
段を用いることを認めるべきである。書面の交付に代
えて、電子的手段を用いることを認めるべきである。

　双方の合意を前提条件とすれば、書面交付の代わり
に電子メール等の電子的手段を用いても、債務者・保
証人の保護に支障が生じるとは考えにくい。なお、「e-
Japan重点計画-2004」(平成16年6月15日　IT戦略本
部決定)において、「2006年末までに、貸付契約締結時
及び債務弁済時における貸金業者から債務者等への
書面交付の電子化について、貸金業制度の在り方の
検討を踏まえて検討し、結論を得る」と明記されている
が、貸金業者の業務効率改善と消費者の利便性向上
に与える影響を考慮し、検討を前倒しで行い、早期に
必要な見直しを行うべきである。

貸金業の規制等
に関する法律第
17条、第18条、第
24条

金融庁総務
企画局信用
課

　貸金業者は、貸付契約等を
締結した時および、債権の全
部または一部について弁済
を受けた時は、所定の事項
を記載した書面を債務者等
に交付しなければならない。
　また、貸金業者から貸付け
債権を譲り受けた者も、同様
の書面を債務者等に交付し
なければならない。

5053 5053A136
(社）日本経済団
体連合会

136
コミットメントライン契約適用対
象先の拡大【新規】

　コミットメントライン契約の適用対象先を拡大し、中
小企業、地方公共団体、地方公社等をその範囲に含
めるべきである。

　コミットメントライン契約は、企業の資金繰りの安定化
の観点から、極めて有効である。しかし、対象先が制
限されていることにより、中小企業等の資金繰り安定
化、効率化のニーズに対応できていない。

特定融資枠契約
に関する法律第
２条

法務省、金融
庁

　2001年６月の法改正によ
り、それまで商法特例上の大
会社に限定されていた対象
企業に、資本の額が３億円を
超える株式会社、証券取引
法の規定による監査証明を
受けなければならない株式
会社等が加えられたが、資
本金３億円以下の中小企
業、地方公共団体等には認
められていない。
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5053 5053A137
(社）日本経済団
体連合会

137

投資信託及び投資法人に関す
る法律における投資信託の統
合を可能とするための規定の
新設【新規】

　投資信託の統合について、早期に検討を開始し、
具体的な手続き規定を整備すべきである。
　その際、被統合信託財産から統合信託財産への出
資については、金銭に加え保有有価証券によること
も可能とするよう、投資信託及び投資法人に関する
法律施行令第８条を改正すべきである。

　投資信託設定後の環境変化により投資信託の設立
目的や投資方針を維持できくなり、管理・運営コストが
投資信託の収益を圧迫しかねない場合、投資信託の
統合が認められないと、投資信託を繰上げ償還するし
かない。他の投資信託と統合する手段を法令化するこ
とにより、受益者に新たな選択肢を提供することが可
能となる。また、統合時に金銭以外の有価証券による
出資を認め、資産の効率的な活用が可能となれば、統
合時のコスト削減が可能となる。

投資信託及び投
資法人に関する
法律
投資信託及び投
資法人に関する
法律施行令第８
条

金融庁総務
企画局市場
課

　現行の投資信託及び投資
法人に関する法律には投資
信託の統合手続きに関する
規定がないため、ファンドの
資産規模が縮小し当初の目
的を達成できなくなった場
合、現実には、投資主総会
の決議を経て信託期間を変
更することにより繰上げ償還
を行うほかに手段が無い。
2005年３月の「規制改革・民
間開放推進３か年計画（改
定）」によれば、「投資信託の
統合について、投資家保護
等に留意しつつ、信託法の
改正や金融審議会における
集団投資スキームについて
の議論を踏まえ、平成17年
度中に検討を開始する。(平
成17年度検討開始）」とされ
ている。

5053 5053A138
(社）日本経済団
体連合会

138
投資信託約款変更手続きの簡
素化【新規】

　例えば、受益証券の無券面化など法令改正等を活
用した約款変更の場合には、「重大な約款変更手続
き」の対象から除外し、公告および受益者への通知
を不要とすべきである。

　法令改正による新制度等を利用することによって投
資家利益に資する約款変更であっても、受益者への通
知によりコストが増嵩すれば、投資家メリットは減少す
る。現に、そのことが受益証券を無券面化する際の障
壁となっている。

投資信託及び投
資法人に関する
法律第140条
同施行規則第46
条

金融庁総務
企画局市場
課

　「重大な約款変更」に該当
する際には、変更しようとす
る旨及びその内容を公告し、
かつ、これらの事項を記載し
た書面を当該投資信託約款
に係る知られたる受益者に
対して交付しなければならな
い。
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5053 5053A139
(社）日本経済団
体連合会

139
投資法人の規約変更手続きの
緩和

　租税特別措置法適用のための要件を満たしている
場合には、次期投資主総会までの間の暫定措置とし
て、官報への掲載あるいは投資主に通知することに
よって足りることとすべきである。

　租税特別措置法等の改正が行われた際に機動的な
規約変更を可能とすることが、投資主の利益向上につ
ながる。

投資信託及び投
資法人に関する
法律第140条

金融庁総務
企画局市場
課

　租税特別措置法の改正に
おいて、投資法人が優遇措
置を受ける要件として規約へ
の記載が求められる場合が
あるが、規約の変更には投
資主総会の承認が必要とな
る。

5053 5053A140
(社）日本経済団
体連合会

140
投資信託法上価格調査が必
要な特定資産の範囲の限定
【新規】

　投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第
33条第１項を見直し、指定資産（価格調査を必要とし
ない特定資産）を不動産、不動産関連資産及び不動
産を原資産とする資産以外の全てに拡大するととも
に、同第２項を改定し、価格調査が必要な行為を不
動産、不動産関連資産及び不動産を原資産とする資
産に係る行為に限定すべきである。

　店頭デリバティブ取引や非上場有価証券への投資の
場合、取引価格は実勢からかけ離れた価格で取引が
成立することは考え難い。
　また、投資信託の運用には忠実義務が課せられてお
り、利害関係人との間の取引に対する規制も措置され
ていることから、投資信託にとって不利となる価格での
取引は抑止できる。

投信信託及び投
資法人に関する
法律第16条の２
同施行令第３条、
第22条
同施行規則第33
条

金融庁総務
企画局市場
課

　投資信託の投資対象が不
動産等に拡大された際、不
動産以外の資産（店頭デリバ
ティブ取引や非上場証券へ
の投資など特定資産以外の
もの）についても、取得・譲渡
等の際には新たに弁護士・
公認会計士等の専門家によ
る価格調査が求められること
となった。そのため、調査に
要する費用や期間の面で新
たなコスト要因となり、取引
の拡大が妨げられている。
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141
投資法人の資金調達手段の
多様化

　投資法人が発行できる債券として、投資法人債に
加え、CP等の発行を可能とすべく、早期に結論を得
て関連規定を整備すべきである。

　CP発行は、借入れや投資法人債の発行に比して発
行金利が低く発行費用も安価である。資金の調達コス
トは投資法人の運用効率に直接影響を与えるため、投
資家利益の拡大のためにも、早急にCP発行等による
資金調達を可能とすることが求められる。

投資信託及び投
資法人に関する
法律第67条第１
項第16号、同条
第７項、第139条
の２
同法施行規則第
103条第１項第７
号

金融庁総務
企画局市場
課

　投資法人の資金調達手段
は、借入れ及び投資法人債
に限られており、超短期の資
金を必要とする場合、調達期
間とマッチせず、調達コスト
が高くついてしまう。
　政府の「規制改革・民間開
放推進３か年計画(改定）」
（2005年３月）によれば、「投
資法人のCPの発行につい
て、投資法人のニーズや投
資家保護の観点等を踏まえ
た上で、検討を得る(平成17
年度検討、平成18年度結
論）。」とされている。

5053 5053A142
(社）日本経済団
体連合会

142

「金融業者の貸付業務のため
の社債の発行等に関する法
律」の上場会社の適用除外
【新規】

　上場会社に対しては、①社債の発行等による貸付
資金の受入れ時の登録、②貸付状況等の項目を明
確に表示するための会計の整理、といった義務付け
を課さないこととすべきである。

　上場会社の場合、既に証券取引法に基づき監査法
人による監査を受け、有価証券報告書により企業内容
を開示しており、貸金業者であることのみを理由とし
て、更なる情報開示を義務付ける必要はない。

金融業者の貸付
業務のための社
債の発行等に関
する法律

金融庁総務
企画局

　「金融業者の貸付業務のた
めの社債の発行等に関する
法律」により、貸金業者が社
債等を発行する際には、上
場会社であっても、事前の登
録が義務付けられるととも
に、通常の有価証券報告書
による開示に加え、特段の情
報開示が求められている。
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5053 5053A143
(社）日本経済団
体連合会

143
国・地方自治体向け金銭債権
の証券化等に係る譲渡禁止特
約の解除

　各省庁・地方自治体向け金銭債権につき、速やか
に譲渡禁止特約を廃止すべきである。そのため、各
省庁共通のルール(①譲渡先が金融機関の場合は
債権譲渡禁止特約の適用除外とする、②事前承認
手続を大幅に簡素化する、③債権譲渡に対する取扱
を統一する）を策定することが求められる。地方公共
団体に関しても同様の取扱いが求められる。

　資産流動化を促進する上で、債権譲渡禁止特約の
存在が障害となっている。債権譲渡禁止特約の廃止に
向けて、各省庁、地方自治体が共通ルールの下で着
実に取り組むことが求められる。

全省庁、地方
自治体

　国の機関及び地方自治体
向けの金銭債権について
は、譲渡禁止特約が付され
ていることが多く、当該金銭
債権の証券化等を行うことが
できない。近年、一部の省庁
においては事前に承認を得
ることにより譲渡を認めたり、
特定の譲渡先については債
権譲渡禁止条項適用の例外
とする等、企業における売掛
債権を活用した資金調達の
支援・促進が図られている。
しかし、省庁による対応のバ
ラツキ、事前承認手続きの煩
雑さ、不透明さ等の問題が残
されている。

5053 5053A144
(社）日本経済団
体連合会

144
証券会社の付随業務としての
併営業務の契約代理業務の
位置づけ【新規】

　信託契約代理業務と同様、併営業務の契約代理業
務を証券会社の付随業務として位置づけ、内閣総理
大臣への届出で可能とすべきである。

　銀行その他の金融機関については、信託契約代理
業務と併営業務に係る契約代理業務の間に規制上の
取扱いに差異はなく、証券会社においてのみ取扱いを
異にする理由は無い。
　証券代行業務等の併営業務は、証券会社が本来実
施する業務とも関連性・親近性を有しており、証券会社
の付随業務として位置づけ、届出により業務実施を可
能とすべきである。

証券取引法第34
条
証券会社に関す
る内閣府令第25
条

金融庁

　2004年12月の信託業法等
の改正により、証券会社が付
随業務として信託契約代理
業務を行うことが可能となっ
た。しかし、併営業務を実施
するには、内閣総理大臣の
承認が必要である。
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5053 5053A145
(社）日本経済団
体連合会

145

信託兼営金融機関等による、
信託専門関連業務子会社が
営む業務の代理業務の解禁
【新規】

　信託兼営金融機関等が、信託専門関連業務子会
社が営む兼営法第１条第１校第４号から第７号に掲
げる業務の代理業務を行えるようにすべきである。

　信託兼営金融機関等が兼営法第１条第１項第４号か
ら第７号に掲げる業務を営むことが可能となったことか
ら、さらに同様の業務を行う信託専門関連業務子会社
の窓口業務を信託兼営金融機関等が担うことで、顧客
の利便性の向上および窓口業務の効率化が図られ
る。

銀行法第10条 金融庁

　2004年12月の信託業法等
の改正により、「金融機関ノ
信託業務ノ兼営等ニ関スル
法律」第１条第４号から第７
号に掲げる業務が信託専門
関連業務として規定され、信
託兼営金融機関等は、当該
業務を行う企業を子会社とす
ることが可能となった。しか
し、当該信託兼営金融機関
等は、当該信託専門関連業
務子会社の代理業務を行う
ことができない。

5053 5053A146
(社）日本経済団
体連合会

146
銀行子会社による併営業務受
託契約の締結の代理の解禁
【新規】

　銀行の金融関連業務子会社が、併営業務を受託
する契約の締結の代理業務を行えるようにすべきで
ある。

　金融審議会第二部会報告「信託業のあり方に関する
中間報告書」（2003年７月28日）においては、信託契約
の取次ぎのみを行う者の範囲を幅広く認める方向で検
討を行う」とともに、遺言関連業務に係る取次ぎ業務を
認めることについて「本業との親近性等にも十分留意
し、検討が進められるべきである」こととされている。
　既に銀行本体では、併営業務を受託する契約の代
理業務が認められており、金融関連業務子会社にお
いても取り扱うことを可能とすべきである。

金融機関ノ信託
業務ノ兼営ニ関
する法律第１条
第１項各号
銀行法第16条の
２
同施行規則第17
条の３

金融庁

　銀行の金融関連業務子会
社の業務として、併営業務
（金融機関ノ信託業務ノ兼営
等ニ関する法律第１条第１項
各号に掲げる業務）を受託す
る契約の締結の代理業務は
認められていない。
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A147
(社）日本経済団
体連合会

147
特定持分信託の信託法第58
条からの適用除外

　資産流動化法の特定持分信託に関わる法文にお
いて、信託法第58条の適用が除外されることを明ら
かにするか、あるいは、当局による解釈を明確にす
べきである。

　実務上、信託法第58条の適用を避けるために、あえ
て受益者を複数にせざるを得ない場合も多く、徒にス
キームを煩雑化させ、不要なコストを増嵩させている。

資産の流動化に
関する法律第31
条の２
信託法第58条

金融庁総務
企画局市場
課

　資産流動化法の特定持分
信託は、その制度趣旨上、
投資家が不測の損害を被る
ことを予防する観点から、信
託契約を解除できないものと
することが求められ、法文上
も「委託者または受益者が、
信託期間中に解除を行わな
いこと」という条件を付すこと
が求められている。しかし、
信託契約書にこのような条項
を入れたとしても、裁判所に
よる信託の解除命令を規定
した信託法第58条の適用が
あるのかどうかは明らかでな
く、制度趣旨が充分に活かさ
れていない。弁護士の中に
は、信託法第58条の適用に
よって信託の解除が可能と
する意見があり、格付けの評
価が難しくなっている。政府
の「規制改革・民間開放推進
３か年計画(改定）」(2005年３
月）によれば、「SPC法の特
定持分信託に関して、信託
法第58条の特例を設けること
について検討し結論を得
る。」とされている。

5053 5053A148
(社）日本経済団
体連合会

148
外為法に基づく「外国投資家」
規制の適用除外【新規】

　外国資本が50％以上であっても、株式公開企業で
あって、１株主あたりの議決権が一定比率（例えば
10％）以内の企業であるなど、単独で支配権を持つ
に至らない状況であることが認められれば、「外国投
資家」とみなさず、対内直接投資等に係る事前届出、
事後報告の義務付けを不要とすべきである。

　外国資本が事実上支配権を持たない企業に対して、
安全保障上の観点から直接投資を規制する必要性は
薄い。

外国為替及び外
国貿易法第26条
第１項、同27条、
同55条の５

財務省、内閣
府、文部科学
省、厚生労働
省、農林水産
省、日本銀行

　「外国投資家」が対内直接
投資等を行う場合には、外為
法に基づく事前届出または
事後報告が義務付けられて
いる。
　「外国投資家」の要件は、
外国資本が過半数を占める
かどうかの形式基準に拠っ
ており、支配の実質は勘案さ
れない仕組みとなっている。
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管理番
号

要望事項
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要望
事項
補助
番号
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要望
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5053 5053A149
(社）日本経済団
体連合会

149
保険会社本体による信託業務
の代理又は事務代行の解禁

①保険会社の付随業務として、信託業務（併営業務
を含む）の代理や事務の代行を行うことを認めるべき
である。
②信託契約代理店を兼営する保険代理店を対象とし
て、信託契約代理業の事務支援を行うことを認める
べきである。

①保険会社が顧客に対して信託商品の提示を行える
こととなれば、顧客利便性の向上、エクセスキャパシ
ティ活用の観点から極めて有効である。保険会社が実
施する年金関連業務、遺言信託など遺族保障関連業
務等は信託業務と関連性・親近性が強い。例えば、生
命保険会社が他の金融機関と共同してマスタートラス
ト業務等を行う信託銀行を設立している場合、マスター
トラスト業務等の代理を保険会社に認めることが考え
られる。今般の信託業法の改正により、金融機関はも
とより、一般事業会社を含めた幅広い主体が信託契約
代理店となることができるとされた中で、保険会社のみ
が信託契約代理業務を認められない理由はない。②
保険会社が信託契約代理業の事務支援を行うことが
可能になれば、保険代理店の信託契約代理業務の兼
営化が促進され、既存の保険会社ネットワークのさら
なる活用が考えられる。

保険業法第98条
第１項第１号
保険業法施行規
則第51条

金融庁総務
企画局企画
課

①保険会社が行うことのでき
る業務として、他の金融業を
行う者の業務の代理や事務
の代行が認められているが、
その詳細を定める施行規則
では、信託業務の代理や事
務の代行は認められていな
い。
②また、保険会社が、信託契
約代理店を兼営する保険代
理店を対象として、研修教材
の送付等の信託契約代理業
の事務支援を行うことは認め
られていない。

5053 5053A150
(社）日本経済団
体連合会

150
保険会社本体によるビジネス
マッチング業務の解禁【新規】

　保険会社のその他付随業務として、ビジネスマッチ
ング業務を行うことを認めるべきである。

　保険会社が、営業を通じて得た企業の事業戦略上の
ニーズをマッチングさせることにより、顧客向けのサー
ビスの向上を図ることができ、保険会社の既存の経営
資源の活用の観点からも有効である。

事務ガイドライン
１－６－５（16）

金融庁監督
局保険課

　保険会社のその他付随業
務として、既に銀行等で行わ
れているビジネスマッチング
業務が認められていない。
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5053 5053A151
(社）日本経済団
体連合会

151
保険会社の子会社による不動
産投資顧問業務の解禁

　保険会社の子会社の業務及び、保険持株会社傘
下会社で承認を受けずに行うことのできる業務として
不動産投資顧問業務を認めるべきである。

　投資家のニーズが有価証券のみならず、不動産に係
る投資顧問業務にまで多様化する中で、生命保険会
社が子会社において不動産投資顧問事業を行うことに
より、投資家（特に年金基金等）に提供するサービスの
充実が図られる（保険持株会社の傘下で承認された実
績がある）。生保会社においては、本来業務である資
産運用の一環として不動産投資を行っている。また、
既に認められている不動産投資信託に係る資産運用
業務は、不動産運用に関する投資顧問業務と機能的
に近接していると言える。

保険業法第106
条、第271条の22
同施行規則第56
条の２、第210条
の７
事務ガイドライン
1-8-1(2)⑥

金融庁総務
企画局企画
課、監督局保
険課

　保険会社の子会社で行うこ
とのできる子会社の業務ある
いは保険持株会社傘下会社
で承認を受けずに行うことの
できる業務の中に、不動産投
資顧問業務が含まれていな
い。

5053 5053A152
(社）日本経済団
体連合会

152
保険会社本体による投信販社
契約締結の代理もしくは媒介
の解禁

　保険会社の付随業務として、系列投信会社等にお
ける投信販社契約（投資信託委託業者が証券会社
または登録金融機関との間で締結する「投資信託受
益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」）締
結の代理もしくは媒介を行うことを認めるべきであ
る。

　保険会社が投資信託商品を販売することへのニーズ
は近年さらに高まっている。例えば、保険会社がその
顧客である証券会社や登録金融機関に対し系列投信
会社等の投信商品を提示できるようになれば、顧客利
便性の向上、保険会社のエクセスキャパシティ活用の
観点から極めて有効である。また、保険会社は、確定
拠出年金制度において、元本確保型保険商品を供給
しており、確定拠出年金制度の主な投資商品である投
資信託の提案を委託会社に代わって行うことは、顧客
のラインナップの充実につながる。

保険業法第98条
同施行規則第51
条

金融庁総務
企画局企画
課、監督局保
険課

　保険会社が行うことのでき
る業務として、他の金融業を
行う者の業務の代理や事務
の代行が認められているが、
その詳細を定める施行規則
では、投信販社契約（証券投
資信託委託業者が証券会社
または登録金融機関との間
で締結する「投資信託受益証
券の募集・販売の取扱い等
に関する契約」）締結の代理
もしくは媒介は認められてい
ない。
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5053 5053A153
(社）日本経済団
体連合会

153
保険会社本体による証券会社
への顧客紹介業務の明確化
【新規】

　保険会社が勧誘を伴わない単なる顧客紹介を証券
会社へ行うことが可能であることを明確化すべきであ
る。

　顧客の幅広い資産運用ニーズに対して、証券会社を
紹介することは、顧客向けサービスの向上につなが
り、保険会社の既存の経営資源の活用の観点からも
有効である。

事務ガイドライン
１－６－５（16）

金融庁監督
局保険課

　証券会社の事務ガイドライ
ンでは、銀行・保険会社等が
行う単なる顧客紹介業務は
証券業に該当しないと整理さ
れている。既に銀行等では、
顧客紹介業務がその他付随
業務として認められている
が、保険会社の事務ガイドラ
インに同様の記載がないた
め、保険会社による当該業
務の実施可否が明確にされ
ていない。

5053 5053A154
(社）日本経済団
体連合会

154
保険会社本体による投資顧問
契約等の締結の勧誘

　保険会社本体で、系列投資顧問会社等に係る投資
顧問契約等の顧客の勧誘を行うことを認めるべきで
ある。

　企業年金市場における保険会社の顧客を中心とし
て、投資顧問会社の商品に対する潜在的ニーズがあ
り、保険会社が顧客に対して投資顧問契約等の勧誘
を行えることとなれば、顧客利便性の向上、保険会社
のエクセスキャパシティ活用の観点から極めて有効で
ある。

有価証券に係る
投資顧問業の規
制等に関する法
律第２条
保険業法第98条
同施行規則第51
条

金融庁総務
企画局企画
課、市場課

　保険会社本体で、投資顧
問契約又は投資一任契約の
締結に関して、顧客の紹介を
行うことは可能であるが、顧
客の勧誘を行うことはできな
い。
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5053 5053A155
(社）日本経済団
体連合会

155
保険会社が議決権を一時保有
する特定子法人の業務範囲規
制からの適用除外【新規】

　保険会社が業務範囲規制に対応するため、出資比
率の引下げや定款変更による業務範囲の見直しを
行った企業について、事業の再構築等（業務範囲の
見直しや会社売却等）を保険会社主導で行うため
に、一定の条件（目的や期間を限定する等）のもと
で、再度保険会社の特定子（関連）法人等とすること
を可能とすべきである。

　過去にグループ会社の出資関係等の見直しにより、
特定子（関連）法人でなくなった企業について、事業の
再構築が必要となった際、いったん保険会社が当該会
社の議決権を取得し、業務範囲の見直しや株式売却
等を保険会社主導で行うことによって、当該企業の事
業再構築を円滑に推進することが可能となる。

事務ガイドライン
１－８－１(3)

金融庁監督
局保険課

　保険会社の特定子(関連）
法人等については、事務ガイ
ドラインにより業務範囲が制
限されている。

5053 5053A156
(社）日本経済団
体連合会

156
保険会社の代理代行子会社
による「金銭の貸付」業務の兼
営の解禁【新規】

　保険会社の代理代行子会社が「金銭の貸付」業務
を兼営できるようにすべきである。

　金銭の貸付については、保険会社本体に認められて
いる業務であり、これを代理代行子会社に禁ずる理由
はないと考えられる。
　保険会社の事務代行（住宅ローン保証保険・火災保
険などの異動・解約・質権設定の裏書承認など）と金
銭の貸付業との間には業務の共通性が認められ、こ
れらを兼営することが可能となれば、保険会社の経営
効率化、顧客の利便性向上につながる。

保険業法第106
条第１項第９号
同施行規則第56
条の２第２項第13
号及び第３項

金融庁

　金銭の貸付については保
険会社本体で認められてい
る業務である一方、同業務を
代理代行子会社が行うこと
は認められていない。
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5053 5053A157
(社）日本経済団
体連合会

157
保険会社による銀行代理店業
務の拡大【新規】

　資金の貸付以外の業務についても保険会社による
銀行代理店業務を認めるべきである。

　銀行代理仲介業については、事務ガイドライン１－６
－５（１７）に示された保険会社の付随業務としての要
件（①余剰能力の活用に資すること、②機能的な親近
性、リスクの同質性、③固有業務の規模に対して過大
でないこと、④保険会社本来の業務に類似しているこ
と）を満たしていると考えられ、顧客の利便性の向上の
観点から解禁することが求められる。

保険業法第98条
第１号
同施行規則第51
条

金融庁

　保険会社は資金の貸付の
代理・代行以外の銀行代理
店業務を行うことは認められ
ていない。2005年２月の金融
審議会の論点整理では、「証
券・保険といった銀行以外の
他業態の金融機関が、顧客
保護、安定的な業務の遂行
を図る観点からの一般的な
要件を満たせば、銀行代理
仲介業者になることができう
るようにする必要があるとの
意見があった」とされている。

5053 5053A158
(社）日本経済団
体連合会

158

保険会社の特定子会社（ベン
チャーキャピタル子会社）の保
有比率10％超投資対象企業
の範囲拡大【新規】

　保険会社の特定子会社が10％を超えて投資できる
企業の範囲を、例えば設立間もない企業など、幅広
いベンチャー企業に拡大すべきである。

　昨今、大企業からのスピンオフや大学発など多種多
様な企業が設立されている。これらの企業は技術、ビ
ジネスモデルの面で競争力を有しているにもかかわら
ず、資金や人材等が不足している場合が多い。現在、
特定子会社については、各種支援法に規定する企業
に限り、10年間に限り10％超の議決権を保有すること
が認められている。10年間の保有期間制限を維持しつ
つ、ベンチャー企業の範囲を拡大し、ベンチャー企業
の資金調達を容易にすべきである。また一定の出資割
合をもってベンチャー企業の経営状況を把握すること
によって、当該特定子会社のリスク管理にもつながる
と期待される。

保険業法施行規
則第56条

金融庁総務
企画局企画
課

中小企業庁
企画課

　保険会社の特定子会社が
10％を超えて投資を行うこと
は、保険業法施行規則によ
り、特別法で規定された企業
等に限定されており、幅広い
ベンチャー企業への投資を
行うことができない。
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A159
(社）日本経済団
体連合会

159
共済事業にかかる契約者保護
ルールの整備

　消費者保護の観点から、消費生活協同組合法を見
直し、経営の健全性規制（責任準備金の積立基準、
共済経理人の設置、ソルベンシーマージン基準およ
び早期是正措置等）、情報開示規制、募集規制等に
ついて、保険業法、農業協同組合法と整合的な規制
を整備すべきである。また、現行の最高限度額や許
可基準等にかかる通知を法令化すべきである。

　「保険」「共済」ともに一般消費者から見た保障の確
実性に対する期待に変わりはなく、対象を組合員に限
定している生協であっても、生協の大規模化、商品の
高額化・多様化といった実態を考慮すれば、消費者保
護のための規制は必要不可欠である。保険業法改正
により、根拠法のない共済については、特定・不特定
を相手方とするかどうかに関わらず、消費者保護ルー
ルの整備が図られることを踏まえれば、少なくともこれ
らの制度と平仄を合わせ、消費生活協同組合法につ
いても、パブリックコメント等の透明性を確保しつつ、制
度整備を行うことが求められる。

消費生活協同組
合法

厚生労働省
社会援護局
地域福祉課
金融庁総務
企画局企画
課等

　根拠法のある共済は、各々
の主務官庁の監督を受けて
事業を行っているが、それぞ
れの根拠法によって監督内
容が異なり、規制の整合性
がとれていない。
　特に消費生活協同組合法
については、保険業法、農業
協同組合法と比較し、健全性
規制、募集規制等の契約者
保護ルールが不十分となっ
ている。また、具体的なルー
ルは法令ではなく通達に規
定されている。

5053 5053A160
(社）日本経済団
体連合会

160
省庁へのコーポレートカード及
び購買カードの導入【新規】

　省庁における決済業務電子化の一環として、現
在、経済産業省が実験的に導入している出張、会議
開催などにおけるクレジットカードの活用を進め、
コーポレートカードや購買カードの本格導入に向けた
検討を進めるべきである。

　省庁の決済業務において、民間事業者のノウハウを
活用したクレジットカードや購買カードを活用することに
よって、業務の簡素化、コスト削減、会計の透明性向
上などが期待される。

全省庁

　現在、経済産業省におい
て、出張、会議開催用として
コーポレートカードが実験的
に導入されている。
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A161
(社）日本経済団
体連合会

161
株式公開買付制度の改善【新
規】

　公開買付者の情報開示の充実、株主の判断期間
や会社側の対案提示の十分な確保等が可能となる
よう、制度の改善を図るべきである。

 公開買付提案への対応について、投資家保護の観点
から、公開買付者の情報開示の充実、株主の判断期
間の確保を図り、投資家・株主が十分考慮して判断が
できるようにする必要がある。また、対象会社の取締
役会においても、公開買付提案への対応策を検討でき
るような情報の入手、検討期間の確保等を図ること
が、適切な資本取引の促進につながる。

証券取引法第27
条の２

金融庁総務
企画局市場
課

  証券取引所上場企業や、
未上場でも有価証券報告書
の提出が義務付けられてい
る企業の株を市場外で５％
以上買う場合、株式の買い
取りを希望する企業や個人
が買い付け期間や、買い取
り株数、価格を公表して、原
則、公開買付（TOB)を行う必
要がある。また、株式買取後
の議決権が全体の３分の１
以上になる場合には、TOB
が強制的に適用される。

5053 5053A162
(社）日本経済団
体連合会

162
株式大量保有報告書制度の
改善【新規】

　投資家、株主、会社等の関係者が、株式大量保有
に係る正しい情報が迅速かつ容易に入手できるよう
制度の改善を図るべきである。

  株式の大量保有は、株式取引、株価、さらには上場
会社の経営等に大きな影響を与える。したがって、資
本市場の透明性の向上、一般投資家への情報の充実
等のため、大量保有報告書制度の実効性を高める必
要がある。

証券取引法第27
条の23

金融庁総務
企画局市場
課

　上場会社の株券等（CBや
ワラント等の潜在株式も含
む）の発行済み株式数の５％
超を保有する株主（大量保有
者）は、大量保有者になった
日から５日以内に内閣総理
大臣へ株式大量保有報告書
を提出しなければならない。
大量保有者は当該報告書提
出後、保有割合に１％以上
の増減があった場合や、大
量保有報告書の記載内容に
変更が生じた場合等には、そ
の内容を変更報告書に記載
し、内閣総理大臣に提出しな
ければならない。
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A163
(社）日本経済団
体連合会

163

大量保有報告書・変更報告書
の公衆縦覧における公開買付
け等事実の公表の効力の明
文化【新規】

　大量保有報告書・変更報告書の公衆縦覧に、公開
買付け等事実の公表の効力があることを明文化す
べきである。

　５％以上の買集めの対象となった発行会社関係者
が、買集め者との接触により公開買付け等事実の伝
達を受ける例は少なくないが、この場合、大量保有報
告書等により当該買集めの事実は公知となっているに
も拘らず、明文で公表の効力が規定されていないた
め、証取法167条への抵触といわれる懸念から自己株
取得を躊躇せざるを得ないのが現状である。株式大量
保有報告書・変更報告書の公衆縦覧に公表の効力が
あることが明文化されれば、公表の当然の効果として
未公表の公開買付け等事実が消滅したことが明らかと
なり、他に未公表の重要事実等がない限り、インサイ
ダー規制への抵触に懸念することなく自己株取得を行
うことができるようになる。

証券取引法第
167条
同法施行令第30
条１項、第31条

金融庁総務
企画局市場
課

　現行法上、大量保有報告
書・変更報告書の公衆縦覧
後の自己株式取得について
は、インサイダー取引規制が
適用されないことが明確に
なっていない。

5053 5053A164
(社）日本経済団
体連合会

164
インサイダー取引規制におけ
る「知る前計画」等に基づく株
式取引の適用除外化

　重要事実の存在や、その発生を知る前に作成した
計画（「知る前計画」）に基づく株式売買(継続的な売
買でない売買を含む) 、取引先持株会による株式の
買入れも、セーフハーバー（適用除外取引）に追加す
べきである。

　適用除外となっている役員・従業員持株会による取
得と同様に、恣意が入る余地がない取引であることが
明確な場合には、インサイダー取引規制の適用除外と
するのが合理的である。

会社関係者等の
特定有価証券の
取引規制に関す
る内閣府令第６
条

金融庁総務
企画局市場
課

　現行法上、インサイダー取
引規制に係る適用除外取引
は、内閣府令で限定列挙さ
れている。
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A165
(社）日本経済団
体連合会

165
新株発行に係る軽微基準の見
直し

　公開買付に係る重要事実の軽微基準も踏まえ、年
間に発行する新株が、発行済株式総数の一定割合
(例えば、2.5％未満)であれば、重要事実に当たらな
いとすべきである。

　新株発行が株価に影響を与えるのは、議決権の希
釈化等が生じるためであり、資本金の規模の大小と無
関係に発行価額の総額を基準とすることは合理的でな
い。因みに、公開買付の軽微基準は年間の買い集め
株数が発行済み株式数の2.5%未満とされており、これ
を株式需給関連の情報についての軽微基準と位置付
けることも可能である。

会社関係者等の
特定有価証券の
取引規制に関す
る内閣府令第１
条の二第一号

金融庁総務
企画局市場
課

　現行法上、新株発行に関し
ては、発行価額の総額が１
億円未満の場合、軽微基準
に該当し、重要事実にあたら
ないとされている。

5053 5053A166
(社）日本経済団
体連合会

166
自己株式の取得・処分に係る
軽微基準の創設

　自己株式の取得・処分について、軽微基準を設け
るべきである（例えば、発行済株式総数の2.5％)。

　自己株式の処分と類似の性格を有する新株発行に
ついては、軽微基準が設けられていることと比べ、均
衡を失しており、これにより、発行体による株主への利
益還元が制約されているとともに、資本政策の機動的
な展開が阻害されている。

会社関係者等の
特定有価証券の
取引規制に関す
る内閣府令

金融庁総務
企画局市場
課

　現行法上、自己株式の取
得・処分に関しては軽微基準
が設けられていない。
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A167
(社）日本経済団
体連合会

167
子会社の解散に係る軽微基準
の創設

　営業または事業の全部又は一部の休止又は廃止
と同様、当該子会社の解散により減少する連結ベー
スの売上高が、解散後３事業年度にわたり、当該子
会社解散前の事業年度の連結ベースの売上高の一
定割合(例えば、10％未満)であると見込まれる場合
には、重要事実にあたらないとすべきである。

　営業または事業の全部又は一部の休止又は廃止に
ついて、軽微基準が設けられていることと比べ、均衡を
失しており、また、結果として、機動的な事業の再編が
阻害されている。

会社関係者等の
特定有価証券の
取引規制に関す
る内閣府令

金融庁総務
企画局市場
課

　現行法上、子会社の解散
に関しては、軽微基準が設け
られていない。

5053 5053A168
(社）日本経済団
体連合会

168
上場子会社等の業績予想の
変動の重要事実からの削除

　上場子会社等の業績予想の変動については、親会
社側にとっての重要事実から削除すべきである。

　親会社にとって重要でない小さな上場子会社であっ
ても、当該子会社にとって大きな業績予想の変動であ
れば、すべて親会社側の重要事実となることとなり、合
理的ではない。親会社の属する企業集団の業績予想
等の変動は親会社の会社関係者にとって引き続き重
要事実であり、特段の弊害はない。

会社関係者等の
特定有価証券の
取引規制に関す
る内閣府令第４
条の四

金融庁総務
企画局市場
課

　現行法上、上場子会社等
の業績予想の変動について
は、軽微基準に該当しない限
り、親会社の会社関係者に
とっての重要事実とされてい
る。また、当該軽微基準は、
当該子会社単体ベースで設
定されている。
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号
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その他
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5053 5053A169
(社）日本経済団
体連合会

169
証券会社が10％以上の株式を
一時保有する場合の規制の合
理化【新規】

　特定有価証券等の売買に関する内閣府令におい
て、株主が有している株式から除外するものに「証券
業を営むものが転売を目的として取得した株式」を追
加すべきである。

①証券会社が、発行会社の議決権の10％以上の株式
についてブロックトレード(証券会社を通じて、大口の注
文を相対で行う取引)を行い一時的に保有した場合、
発行会社によって当該重要事実が公衆の縦覧に供さ
れ公表されなければ、転売を行うことができない。証券
会社は、その間、当該株式を大量に保有した状況とな
り巨大なリスクに直面する。例えば、相場環境の変化
により転売に支障をきたし、また、公表内容を知った投
資家が転売に先立ち売却するなどによって執行コスト
が増大する可能性がある。こうしたリスクは取引価格
に反映せざるを得ないため、投資家の支払うコストを
増大させることになる。②ブロックトレードにおいて、証
券会社はポジションリスクや価格変動リスクの極小化
のために、一時保有した株式の速やかな転売を志向し
ているが、現行規制では、証券会社が一時保有した状
況で、当該報告が必要となるために転売までに一定の
時間がかかってしまう。

証券取引法第
163条（特定有価
証券の売買に関
する報告書の提
出）
証券取引法第
166条（会社関係
者の禁止行為）
上場会社等の役
員及び主要株主
の当該上場株式
等の特定有価証
券等の売買に関
する内閣府令第
１条（取得又は保
有の態様その他
の事情を勘案し
株主が有してい
る株式から除外
するもの）

金融庁総務
企画局市場
課

　証券会社が、発行会社の
議決権の10％以上の株式に
ついてブロックトレード（売り
手顧客による大口株式売却
と証券会社による一時的に
引取り、そして買い手顧客へ
の転売へと至る一連の取引）
を行い一時的に保有した場
合、証券会社は証取法163条
における「主要株主」となり、
「主要株主の異動」は証取法
166条によりインサイダー取
引規制上の重要事実に該当
する。証券会社は、発行会社
によって当該重要事実が公
衆の縦覧に供され公表され
なければ、転売を行うことが
できない。

5053 5053A170
(社）日本経済団
体連合会

170
ラップ口座に係る規制緩和【新
規】

（１）ラップ口座に組入れる投資信託については、契
約時に関して事前の交付・確認を行うこととし、その
後の契約期間中に発生する買付けにおいては、目論
見書に大幅な変更が無い限り、顧客への交付義務を
免除すべきである。
（２）ラップ口座で投資一任会社による投資一任運用
にかかる売買を行う場合、インサイダー規制等の適
用除外となる場合を設けるべきである。

（要望理由　右下の続き）
また、顧客が｢証取法166条第３項に規定する重要
事実の伝達を受けた者」または、「証取法167条第
３項に規定する公開買付け等事実の伝達を受け
た者」になったとしても、ラップ口座で運用する投
資一任会社の運用者が適時に把握するのは困難
なので、資産運用者は重要事実を知らずに、その
発表前に当該銘柄を売買してしまうこともありう
る。ラップ口座は、投資一任契約に基づき運用者
が顧客からの影響を一切受けることがなく独自の
判断で投資対象及び投資時期を決定するもので
あり、このような場合などは、インサイダー取引規
制の対象とする必要はない。

（１）投資信託の販売のうち、「勧誘」を伴わないものに
ついては証取法上の「募集」には該当せず、目論見書
の交付義務はない。例えば、累積投資契約、財形契約
または自動再投資契約に基づき、「勧誘」を受けること
なくファンドの買付けを定時・定型的に行なう場合は、
目論見書交付義務はない。ラップ口座においては、契
約時には目論見書を交付する必要はあるが、その後
の契約期間中に発生する買付けの際に、財務内容の
更新など投資一任契約の内容に変更を及ぼさないよう
な目論見書の変更については、その都度顧客に交付
する必要はない。
（２）上記の規制のため、上記法令の対象となる銘柄
（顧客が当該会社の役員または主要株主）について
は、顧客の申告により運用対象銘柄から除外する措
置をとって運用を行っている。しかし、ラップ口座開設
後に運用対象になっている会社の役員に就任した場
合、申告ミスによって、インサイダー取引規制に抵触す
るリスクがある。これは、ラップ口座の根幹にかかわる
問題である。

証券取引法　第
15条第２項、166
条、167条
会社関係者等の
特定有価証券等
の取引規制に関
する内閣府令第
６条、８条
累投契約等に基
づく投資において
の日証協の見解
（平成12年５月30
日付け会員通
知）

金融庁総務
企画局市場
課

  ラップ口座とは、①個人投
資家を中心とした投資家か
ら、証券会社又は証券会社
と提携している投資顧問会
社が投資一任の委任を受
け、②当該証券会社又は当
該投資顧問会社が投資一任
運用を行い、③当該一任運
用に係る取引の顧客口座が
証券会社に開設されるス
キームである。「ラップ」とは
英語の「Wrap」（「包む」の意
味）であり、当該口座におい
て徴収する種々の手数料等
は通常一括して徴収される。
（１）ラップ口座に組入れる投
資信託は、一般の投資信託
と同様に、目論見書の変更
がある度に、購入の前に目
論見書を送付し受取りの確
認を行う。
（２）ラップ口座内の運用ポ－
トフォリオ構成銘柄について
も、インサイダ－規制等の対
象になりうる場合がある。役
員・主要株主の売買報告義
務規制（証取法163条）
役員・主要株主の短期売買
差益返還規制（証取法164
条）
役員・主要株主の空売り規
制（証取法165条）
会社関係者の取引規制（証
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制度の
所管官庁
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5053 5053A171
(社）日本経済団
体連合会

171
第三者割当増資の際における
提出書類に係る見直し【新規】

　第三者割り当て増資に係る勧誘の対象が発行会
社の役職員、発行会社の100％子会社（完全子会
社）の役職員であれば、勧誘先対象の人数の計算か
ら除くべきである。

　現在証券取引法施行令第１条の４第３項において、
新株予約権の勧誘を行う場合、勧誘の相手方が発行
会社の役職員等のみである場合は、募集に該当する
か否かの人数の計算上これらの者を除外することに
なっている。また証券取引法上の少人数私募の考え方
においては、適格機関投資家は250名を上限に人数基
準から除外されることとなっている。これら規定との整
合性を踏まえて、発行会社の役職員および完全子会
社の役職員は発行会社の財務内容、経営内容を熟知
しているものとして、第三者割り当て増資に係る人数
基準から除外することが妥当である。

証券取引法第２
条第３項第２号
証券取引法施行
令第１条の５、１
条の７等

金融庁総務
企画局市場
課

　現在、継続開示会社が普
通株式に関し第三者割当増
資を実施する場合には、証
券取引法上の「募集」に該当
することから有価証券届出書
の提出が必要とされている。

5053 5053A172
(社）日本経済団
体連合会

172
弊害防止措置の合理化【新
規】

　非公開かつ顧客の投資判断に影響を及ぼす情報
又は顧客の注文の動向に関する情報について、自
己売買等又は当該情報を提供した勧誘に利用するこ
とを禁止する一方、発行者、顧客から明示的な非公
開情報等の提供禁止の意思表示がなされている場
合を除き、電子情報処理組織の共有ならびに情報の
共同利用を原則として認めるべきである。

（要望理由　右下の続き）④持株会社形態が一般
化しつつあり、またグローバルな顧客リスク管理
が要請されている現在、当該規制は過剰で形式
的な規制である。質の高い総合的な金融サービス
の提供は、発行者等の利便性にかなうので、適正
な情報管理の仕組みを構築しつつ、推進のため
の環境整備を図ることが望ましい。
⑤電子情報処理組織の共有については、外形的
にコンピュータを使った情報管理が親銀行等又は
子銀行等との間で禁止されているため、情報利用
の実態にかかわらず、同一グループ内のリスク管
理、情報管理が困難となっている。法律の趣旨に
沿って適正な情報管理を図る仕組みがあれば、コ
ンピュータを利用したという理由で弊害が発生す
ることはないので、電子情報処理組織の共有禁止
規定を存続させる合理性はない。

①禁止規定の例外措置として、顧客からの書面による
事前の同意を得れば情報の受領・提供を行うことがで
きるとされているが、情報内容や情報を共有する法人
の範囲等に制限を加えない包括同意書を取得すること
は通常の場合困難であるため、同例外措置だけで実
効ある対応や機動的な対応を図ることは極めて困難で
ある。また、「その他の特別な情報」の趣旨が不明であ
るため遵守の管理が困難な状況にある。
②発行者等の書面による同意がある場合であっても、
親法人、子法人の間又は同一法人内で、非公開かつ
顧客の投資判断に影響を及ぼす情報又は顧客の注文
の動向に関する情報等を有価証券取引に利用するこ
とは弊害となりうるので、現行規制は、法の意図する
弊害防止にとって必ずしも効果的な仕組みになっては
いない。
③発行者等に関する非公開情報の授受については、
親子関係等にある場合に、最も利益相反行為の危険
性が高いと思われる同一法人内での行為に適用され
る規制よりも更に厳しい規制を課すことの合理性はな
いと思われる。

証券会社の行為
規制等に関する
内閣府令第12条
第７号、８号

金融庁総務
企画局市場
課

　証券会社の役職員が、発
行者又は顧客（「発行者等」
という。）の非公開情報等 (発
行者等の重要な情報であっ
て、顧客の投資判断に影響
を及ぼす情報、または顧客
の注文の動向その他の特別
な情報) を親法人、子法人等
から受領もしくは提供するこ
とは、原則、弊害防止措置と
して禁止されている。ただし、
発行者等の書面による同意
がある場合には、非公開情
報等の受領及び提供は禁止
規定から除かれている。 ま
た、電子情報処理組織の共
有は、親銀行等又は子銀行
等との間で禁止されている。
ただし情報の伝達が行えな
いよう措置されている場合は
禁止規定から除かれている。
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5053 5053A173
(社）日本経済団
体連合会

173

投資顧問業者の役員または重
要な使用人の住所に関する公
衆縦覧の廃止および住所変更
に伴う変更の届出に係る規制
緩和【新規】

①投資顧問業法施行令第３条にて規定される重要な
使用人のうち、同法施行令第３条第２号及び第３号
に規定する者についてまで氏名及び住所の届出を義
務付ける趣旨を明確にするとともに、届出を必要とす
る「使用人」の範囲を、他の法令と平仄を合わせる方
向で縮減することを検討すべきである。
②また、投資顧問業法においては、「使用人」の範囲
が、投信法よりも広く、また、投信法では不要となって
いる役員及び使用人の氏名及び住所の公衆縦覧を
義務付けられていることについて、その趣旨を明確
にすべきである。
③金融審議会において、投資顧問業法を含めた投
資家保護のための投資サービス法制の検討がなさ
れているが、本件の検討はその場でなされるのか、
なされない場合には具体的な検討・結論の時期を明
確にすべきである。

①重要な使用人に該当する者が多数にのぼる場合に
は、当該者の転勤、退職、住所変更等の際の届出に
つき、実務上の負担が極めて重いものとなっている。
②個人情報保護の観点及びセキュリティー上の問題
により、近年、公衆の縦覧に供されている情報を利用
した犯罪が頻発していることを踏まえ、投資顧問業法
に関する制度を見直す必要がある。

有価証券に係る
投資顧問業の規
制等に関する法
律第５条、第６
条、第８条
同施行令第３条

金融庁総務
企画局市場
課

　投資顧問業の登録にあ
たって、投資顧問業者の役
員または重要な使用人の氏
名及び住所が記載されてお
り、それらは公衆の縦覧に供
されている。また、役員また
は重要な使用人の住所に変
更が生じた場合には変更の
届出を行うことが義務付けら
れている。

5053 5053A174
(社）日本経済団
体連合会

174 「持株会」の規制緩和【新規】
　上場親会社株式の取得を目的とする子会社持株会
については、ガイドラインの規制を緩和すべきであ
る。

　子会社役員の親会社株式購入については、親会社
の役員とは異なり、未公表の親会社の重要事実を知
得する機会が極めて少なく、インサイダー規制の観点
からも個人での購入は、比較的自由に行える状態であ
ることから、発行会社の役員持株会設置の趣旨と異な
る扱いをすべきである。　一方、子会社役員にも、従業
員と同様の財産形成目的の上場親会社株式持株会を
組成するニーズがあることから、親会社（株主）の承認
（役員報酬）を前提に、奨励金を付与することを認めて
も問題はない。

金融庁総務
企画局市場
課

日本証券業
協会

　日本証券業協会の持株会
制度に関するガイドライン（以
下「ガイドライン」）では、従業
員持株会と役員持株会は別
に組織し、株式の買付も合同
では行えないこととなってい
る。また、役員持株会は、福
利厚生目的ではないため、
奨励金支給は行えないことと
なっている。
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5053 5053A175
(社）日本経済団
体連合会

175 駆動軸重の軸重規制緩和

　２軸トラクタ（エアサス）の軸重規制について、フル
積載対応海上コンテナけん引用か否かの別に関係
なく、軸重制限を11.5トンまでとすべきである。
　「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対する
各省庁からの回答について」（平成16年12月14日
内閣府　規制改革・民間開放推進室）において国土
交通省は、「平成17年度までに緩和の可能性につい
て検討を行う」と回答し、実証的な検討が進められて
いるが、緩和の方向で結論を得るべきである。

　軸重制限の緩和により、物流効率化の促進及び物
流コストの低減が期待できる。

道路運送車両法
第40条
道路運送車両の
保安基準第４条
の２第１項
車両制限令第３
条第１項第２号ロ
海上コンテナ用セ
ミトレーラ連結車
に係る取扱につ
いて（平成15年５
月９日道路交通
管理課長通達）
特殊車両の通行
許可に係る許可
限度重量の特例
措置について（平
成15年３月20日
道路交通管理課
長通達）

国土交通省
道路局道路
交通管理課

　 軸重の制限値は、フル積
載対応海上コンテナけん引
の２軸トラクタ(エアサス）を除
き、10トン以下とされている。

5053 5053A176
(社）日本経済団
体連合会

176
特殊車両の通行許可期間の
延長

　特殊車両の通行許可期間を延長すべきである。
　申請事業者および行政事務に係る事務負担とコスト
を軽減できる。

道路法第47条の
２
車両の通行許可
の手続き等を定
める省令第６条

国土交通省
道路局道路
交通管理課

　一般的制限値を超える車
両が道路を通行する場合に
は、車両の構造または車両
に積載する貨物が特殊であ
るため道路管理者がやむを
得ないと認めるときには、当
該車両を通行させようとする
者の申請に基づいて、車両
の通行を許可することとなっ
ている。　2004年３月から特
殊車両通行許可の「オンライ
ン申請システム」が導入され
たことにより、申請手続の簡
素化が図られたほか、申請
手数料についても、同年６月
の規制改革・民間開放集中
受付月間の回答において示
された方針に基づき見直しが
実現した。一旦許可を得て
も、許可期間（６ヶ月～１年）
の更新が生じた場合は更新
申請が、また、申請者及び申
請経路等の変更が生じた場
合は変更申請が、それぞれ
必要となり、申請費用も別途
必要となる。
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5053 5053A177
(社）日本経済団
体連合会

177
特殊車両通行許可におけるＣ
条件の緩和（１）【新規】

　特殊車両の通行許可に付される重量に関するC条
件について、車両の前後に接近禁止プレート（点滅
式）又はパトランプ、音声アラーム等を設置し、車両
の接近を回避する安全対策を講じた場合には、誘導
車の配置を免除すべきである。

　誘導車の配置を免除することにより、物流コスト、
CO2の削減が期待できる。

道路法第47条第
２項
車両制限令

国土交通省
道路局道路
交通管理課

　一定以上の寸法や重量等
を超える特殊車両を通行さ
せようとする者は、道路管理
者の許可を受けることが義務
付けられており、当該許可に
あたっては、車体の総重量
や寸法に応じて以下のような
条件を付すこととされてい
る。
A条件：徐行等の特別の条件
を付さない
B条件：徐行及び連行禁止
（２台以上の特殊車両が縦列
をなして同時に橋、高架の道
路等の同一径間を渡ることを
禁止する措置）を条件とする
C条件：B条件に加え、当該
車両の前後に誘導車を配置
することを条件とする
D条件：C条件に加え、２車線
以内に他車が通行しない状
態で当該車両が通行するこ
とを条件とする等

5053 5053A178
(社）日本経済団
体連合会

178
特殊車両通行許可におけるＣ
条件の緩和（２）【新規】

　特殊車両の通行許可に付される寸法に関するC条
件について、車両の前後に接近禁止プレート（点滅
式）又はパトランプ、音声アラーム等を設置し、車両
の接近を回避する安全対策を講じた場合には、誘導
車の配置を免除すべきである。

　誘導車の配置を免除することにより、物流コスト、
CO2の削減が期待できる。

道路法第47条第
２項
車両制限令

国土交通省
道路局道路
交通管理課

　一定以上の寸法や重量等
を超える特殊車両を通行さ
せようとする者は、道路管理
者の許可を受けることが義務
付けられており、当該許可に
あたっては、車体の総重量
や寸法に応じて以下のような
条件を付すこととされてい
る。A条件：徐行等の特別の
条件を付さない
B条件：徐行及び連行禁止
（２台以上の特殊車両が縦列
をなして同時に橋、高架の道
路等の同一径間を渡ることを
禁止する措置）を条件とする
C条件：B条件に加え、当該
車両の前後に誘導車を配置
することを条件とする
D条件：C条件に加え、２車線
以内に他車が通行しない状
態で当該車両が通行するこ
とを条件とする等
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5053 5053A179
(社）日本経済団
体連合会

179
特殊車両通行許可における
ルート別許可条件の明確化
【新規】

　複数径路の許可申請をした場合、ルートごとの個
別要件を明示すべきである。

　ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）物流など、顧客のニーズ
に応じた配送が求められる中、現行の運用ではルート
選定の効率化が進まない。また、径路によっては、前
後の誘導車が不要なケースもあることから、物流コスト
とＣＯ２の削減が期待できる。

道路法第47条第
２項
車両制限令

国土交通省
道路局道路
交通管理課

　複数径路の特殊車両通行
許可申請を行う際、B条件で
通行可能な径路とC条件で
通行可能な径路の２つの
ルートがあるケースでは、径
路ごとの許可条件が示され
ることがなく、すべての径路
がC条件となってしまう。

5053 5053A180
(社）日本経済団
体連合会

180
車幅2.5m以上の幅緩和車両に
おけるバラ貨物積載の許可
【新規】

　車幅が2.5m以上の幅緩和車両に積載する貨物が、
例えば、一定の固縛基準を満たした幅広厚板（鉄鋼
製品）である場合には、バラ貨物積載を可能とすべき
である。

　現行の基準では、バラ積みが認められておらず、一
枚の厚板しか積載することができない。厳格な固縛基
準のもと、バラ貨物積載が可能となれば、積載効率が
向上し、物流コストやＣＯ2の削減に繋がることが期待
できる。

道路法第47条第
２項
車両制限令

国土交通省
道路局道路
交通管理課

　車幅が2.5m以上の幅緩和
車両に積載できる貨物は単
体物に限定されている。
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5053 5053A181
(社）日本経済団
体連合会

181
大量車両登録変更のための特
例措置

①リース会社等、使用者の異なる大量の車両を所有
する者が、その名称もしくは住所を変更しまたは大量
の車両の所有権を譲受ける場合、使用者による自動
車検査証記載事項変更の申請とは別に、従って自動
車検査証の原本提出なくして、車両変更登録または
移転登録の申請を行えるようにすべきである。
②当該申請は、電子申請により行うことを認めるべき
である。
③大量の車両を所有する所有者が変更登録または
移転登録の申請をなした車両の使用者は、次回の車
検までの間何時でも自動車検査証の記載事項変更
の申請を行うことができるようにすべきである。
④自動車登録番号の変更を伴わない限り、大量の車
両の所有者による車両変更登録または移転登録
は、車両の当初の登録地に関係なく、所有者の最寄
の陸運事務所に申請できるようにすべきである。
⑤現在開発中のワンストップ・サービスにおいて、こ
こに要望する車両変更登録または移転登録に関す
る情報が全国どこでも即座に入手できるようシステム
を構築すべきである。

①リース車の台数は、20年余りで約15倍の267万台
（2003年）に増加し、会社によっては10万台超のリース
車両を所有している。しかし、現行の自動車登録関係
諸手続きは、自動車リース業界のこのような状況を想
定していない。
②最近の経済情勢に伴う事業・業界再編等の増加に
より、車両登録変更・移転登録申請に関わる困難を経
験するリース会社が増加している。また、自動車ディー
ラーの再編の場合など、自動車リース業界以外の業
界も同様な困難を経験している。これら企業行動は、
生産性を向上させ、顧客により良いサービスを提供す
ることにつながる。現行の登録関係諸手続は、これら
の障害となっている。
③大量の車両の所有者による電子申請は、自動車登
録についての全国規模の電子システムの活用により、
車両の真の所有者を即座に特定することを可能とし、
自動車検査証の記載が一定期間変更されないことに
よる不利益を小さくする。さらに、車両の街頭検査等の
取締りや安全かつ円滑な中古車取引にも資する。

道路運送車両法
第12条、 第13
条、 第66条、 第
67条

国土交通省
自動車交通
局技術安全
部管理課

　車両所有者が、社名変更
や住所変更をおこなったり、
車両を他企業に譲渡した場
合、事由発生から15日以内
に、変更登録の申請（道路運
送車両法第12条１項）、また
は移転登録の申請（道路運
送車両法第13条１項）を行わ
なければならない。
　所有者による上記申請は、
申請時に自動車検査証の原
本を提出して行われる車両
の使用者による自動車検査
証記載事項変更の申請と同
時に行うことが義務づけられ
ている（道路運送車両法第12
条.第２項、第13条３項及び第
67条）。一方、車両を道路上
において運行する場合は、常
に車両内に自動車検査証原
本を保管することが義務づけ
られている（道路運送車両法
第66条）。

5053 5053A182
(社）日本経済団
体連合会

182
繁忙期における営業所間の車
両移動の更なる弾力化

　各業界の実態に即し、通達の「繁忙期」に、「年度
末繁忙期」として、「２月５日～４月５日」を追加すべき
である。
　また、「一定期間」に関しても、「30日以内」から「60
日以内」へ延長すべきである。

　以下に示すとおり、月別自動車登録台数をみると２
～３月にかけての年度末納期が最も多い。しかし、通
達の範囲外であるため、配車前と、配車後に、事業計
画変更の事前届出や、道路運送車両法に基づく変更
登録を行っている。
　（2004年国内市場実績で、１月404千台、2月535千
台、3月849千台、4月377千台。同2005年実績で1月
392千台、2月529千台、3月834千台、4月405千台）
　そのため、2月5日～4月5日が通達で指定する繁忙
期と認められれば、需要に即した機敏な応受援が各所
で可能となる。また、この期間は、２ケ月間を通して繁
忙期となるため、30日以内しか認められないと、当制
度のメリットが生かしきれない状況にある。当制度の更
なる効果的運用のためにも、一定期間の期間延長が
必要である。

「貨物自動車運
送事業に係る繁
忙期における営
業所間の車両移
動の弾力化につ
いて」（1993年11
月10日　自貨　第
97号）

国土交通省
自動車交通
局貨物課

　繁忙期におけるトラック輸
送対策として、通達で指定さ
れた繁忙期のうち、一定期間
(30日以内）に限り、事業計画
変更の事前届出や、道路運
送車両法に基づく変更登録
の申請を伴わずに、同一事
業者の他の営業所に事業用
自動車を配車することが認め
られている。（引越しシーズ
ン：３月15日～４月15日、夏
季繁忙期：６月20日～８月20
日、秋期繁忙期：９月１日～
11月30日、年末年始繁忙期：
11月10日～１月10日）
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5053 5053A183
(社）日本経済団
体連合会

183
繁忙期における貨物自動車運
送事業者によるレンタカー使
用制限の緩和

　貨物自動車運送事業者が、引越シーズンだけでな
く、夏期及び年末年始の贈答シーズン、秋の収穫
シーズンを含め、毎年の繁忙期にレンタカーを使用
できるよう認めるべきである。また、事故修理及び整
備・点検の代車におけるレンタカー利用を認めるべき
である。

　物流の需要が極端に増大する時期に対応するため
には、事業用自動車の臨時増車などもあるが、短期的
な需要に対応するためには、レンタカーを簡便な手続
きにより調達し利用するほうが容易である。
　現在、短期的な需要や臨時の需要が発生した場合
に対応するために、貨物自動車運送事業者とレンタ
カー事業者は、多大な負担を強いられている。具体的
には、レンタカーのナンバーを廃止（減車）し、その車を
貨物自動車運送事業者への短期リース車として青ナ
ンバーを取得し、使用後にレンタカーのナンバーに戻
す（増車）、ということが各地で行われており、車検の取
り直し、許可申請手続き、任意保険の付保変更を含
め、多くの手数と費用がかかっている。
　貨物運送業界の競争が激化する今日では、運送事
業者の効率的な経営体質への転換が急務であること
から、短期的な需要や臨時の需要が発生した場合に
レンタカーの使用が認められれば、増車による固定費
の増加を防止でき、スリムな経営が実現可能となる。
レンタカーの貨物車は、事業用貨物車と同一の点検基
準により点検整備が実施されており、安全面での問題
はないと考えられる。
　物流の需要が極端に増大し、事業用自動車のみで
はその輸送力の確保が困難となる時期は、年度末及
び年度当初の引越シーズンだけではなく、夏期及び年
末年始の贈答シーズン、秋の収穫シーズンなどの時
期にもあてはまる。

道路運送法第80
条２、貨物自動車
運送事業法第４
条３、
貨物自動車運送
事業法施行規則
第２条４、
自動車局長通達
（昭和44年10月6
日付・自貨第231
号・自通第143
号）、
自動車交通局貨
物課長通達（平
成12年２月８日
付・自貨第17号）

国土交通省
自動車交通
局貨物課

　年度末及び年度当初にお
いて人事異動等に伴う引越
輸送が極端に増大し、事業
用自動車のみではその輸送
力の確保が困難となってい
る。そこで、引越に係る輸送
力を確保し、利用者のニーズ
に的確に対応するために、貨
物自動車運送事業者が、３
月15日から４月15日までの
間に限り、15日未満の借受
け期間で、且つ延長しないこ
とを条件に、引越輸送にレン
タカーを使用することが認め
られている。

5053 5053A184
(社）日本経済団
体連合会

184
自動車整備工場の立地に関す
る規制緩和

　環境に配慮し、騒音対策を施した新築の整備工場
の場合には、通達レベルの「例外許可」による緩和策
ではなく、建築基準法における工場建築面積に関す
る規制を緩和すべきである。
　特に、第１・２種住居地域、準住居地域における現
有面積での建替えを可能にすべきである。

　建替えが困難な整備工場は、老朽化が進み、環境に
配慮した整備工場に建替えようとしても対応できず、工
場の環境対策においても、結果的に遅れをとることに
なる。（例：用途地域見直しにより、準工業等地域が近
隣商業・商業地域や、近隣商業・商業地域が準住居地
域などに変更があった場合）自動車整備工場は、顧客
にできるだけ身近な場所での営業を目指し、環境対策
にも積極的に取組んでおり、ISO14001の自主取得をす
る工場もある。また、人、環境にやさしい整備工場を目
指し振動・騒音等の低減を図った設備・機器・工具や
建物構造・材質を採用したり、廃棄物回収に関しても
積極的に実施している。充分な広さの整備工場を建設
する場合は、現状の場所から建替えの場所変更を余
儀なくされ、顧客から遠い場所の整備工場になってし
まい、利便性を損なわせることもある。

建築基準法第48
条

国土交通省
住宅局市街
地建築課

　建築基準法における土地
の用途制限により、住宅地に
おける自動車整備工場の建
築は厳しく制限されており、
ユーザーにより近い位置で
の工場の新設、既存の工場
の建替えは事実上困難と
なっている。
　実際の運用に当たっては、
公聴会の開催（自治体によっ
ては、周辺住民の同意を要
する）などの諸要件があり、
事業者からみると、なかなか
工場の建替えが進まない。
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5053 5053A185
(社）日本経済団
体連合会

185
ＥＴＣの民間利用の促進【新
規】

　既存のＥＴＣ車載器、ＥＴＣカードによる料金収受シ
ステムを駐車場での料金精算など、有料道路通行料
以外にも活用できるよう既存システムの用途の拡大
や改善などを行うべきである。

　ETCの仕組みを活用することにより、駐車場料金精
算、駐車場内の空きスペースの情報提供と誘導をはじ
めとして、自動車が出入りするあらゆる場所での応用
の可能性があり、低コストで利用者の利便性を向上さ
せることができる。

「有料道路自動
収受システムを
使用する料金収
受事務の取扱い
に関する省令」
（平成11年８月２
日　建設省令　第
38号）
「有料道路自動
料金収受システ
ムにおける個人
情報の保護に関
する指針」（平成
12年３月24日　建
設省道有発第19
号）

国土交通省
道路局高度
道路交通シ
ステム推進
室

　車に搭載されたＥＴＣやＥＴ
Ｃカードの用途は、有料道路
における料金収受のみにと
どまっている。

5053 5053A186
(社）日本経済団
体連合会

186
運行管理者制度に係る規制の
緩和

　運行管理者の一般講習受講間隔の期間を２年に１
度から４年に１度に延長すべきである。

　運行管理者の一般講習受講日には業務代行者を充
てる必要があることから、受講頻度を減らすことにより
業務代行者の手配や業務への負荷軽減を図ることが
できる。
※受講間隔の延長により以下の効果が期待される。
　①運行管理者の受講に係る拘束時間の減少
　（現状、平日昼間８時間／回／２年）
　②運行管理者受講時における業務代行者の手配軽
減
　③受講費用の軽減　（一般講習費用　3,000円／回／
人）

貨物自動車運送
事業法第18条第
１項
貨物自動車運送
事業輸送安全規
則第23条
独立法人自動車
事故対策機構法
第13条

国土交通省
自動車交通
局総務課

　現在、運行車両が１台で
あっても、当該車両が稼動し
ている限り、営業所毎に所定
数の運行管理者を選任しな
ければならない（貨物自動車
運送事業法第18条）。
　運行管理者は、自動車事
故対策機構（旧、自動車事故
対策センター）が開催する一
般講習を、２年間に１度受講
しなければならない（貨物自
動車運送事業輸送安全規則
第23条、独立法人自動車事
故対策機構法第13条）。
＜一般講習の受講対象者＞
既に運行管理者として選任さ
れている者又は運行管理者
の補助者として運行管理の
業務に従事している者が対
象。
①運行管理者（前年度に実
施した一般講習の未受講者）
②当年度中に初めて選任届
出をした運行管理者
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187
道路占用の復旧方法に関する
規制緩和【新規】

　道路法の「道路の構造を保全するために必要があ
ると認める場合」という規定に対し、｢原則として道路
管理者が工事を行う｣という取り扱いがなされている
例もあることから、｢道路の構造を保全するために必
要があると認める場合｣と道路管理者が判断する場
合に限って、道路管理者が自ら行うものであることを
道路管理者に周知すべきである。

　 「道路の構造を保全するために必要があると認める
場合」においてのみ工事を「自ら行う」と明示されてい
るのに対し、「原則として道路管理者が工事を行う」と
なっているケースがあり実質は全ての工事を「自ら行
う」場合がある。
　 事業者の工事完了後に道路管理者が実施する道路
復旧工事は、転圧期間を過ぎても復旧工事を実施しな
いケースがあるが、事業者が復旧工事までを一連で実
施した方が本復旧までの道路の維持管理、地元対策
等が効率的である。

道路法第38条
国土交通省
道路局路政
課

  道路法第38条では、｢道路
管理者は、道路の構造を保
全するために必要があると
認める場合又は道路占用者
の委託があった場合におい
ては、道路の占用に関する
工事で道路の構造に関係の
あるものを自ら行うことがで
きる｣となっている。

5053 5053A188
(社）日本経済団
体連合会

188
クレジットカードによる反則金
支払の容認【新規】

　反則金の支払手段として、クレジットカードによる決
済を容認すべきである。

　クレジットカードによる決済導入により、インターネット
を通じた反則金支払も可能となる。そのことで、警察側
も反則金支払有無の管理に要する事務手続きが簡素
化される。

道路交通法第
127条第１項
道路法施行令52
条第１項
道路法施行規則
43別記28

警察庁交通
局交通規制
課

　交通違反による反則金の
支払については、所轄の警
察署への現金持参または金
融機関を通じての支払いの
みが認められている。

217/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5053 5053A189
(社）日本経済団
体連合会

189 自動車保管場所標章の廃止 　自動車保管場所標章の貼付を廃止すべきである。

　標章購入コストを削減できる。
　自動車の保管場所の確保は、道路運送車両法第４
条に定める新規登録および同法第12条に定める変更
登録の要件となっている。したがって、道路運送車両
法において自動車登録ファイルに登録を受け、運行の
用に供される自動車は、その時点では、すべて保管場
所が確保されていることが確認されていることから、各
省庁間のデータの共有化が図られれば、その他に敢
えて車両に貼付し、保管場所が確保されている旨を明
示する標章に個別の機能はなく、貼付は不要である。

自動車の保管場
所の確保等に関
する法律第６条

警察庁交通
局交通規制
課

　自動車には、国家公安委
員会規則に基づき、自動車
保管場所標章を表示（後部
ガラスに貼付）しなければな
らない。

5053 5053A190
(社）日本経済団
体連合会

190 盗難自動車対策の強化

　自動車盗難対策については、政府の国際組織犯罪
等対策推進本部の下、関係省庁と民間団体による官
民合同プロジェクトチームが発足し、様々な盗難防止
対策が取られ、その効果が現れている。このような状
況のもと、自動車盗難犯罪の根絶に向けて、法整
備、イモビライザーの普及促進等に加え、以下のよう
な制度の見直し等を図ることが必要である。
　①中古車通関時における、輸出抹消仮登録証明書
または輸出予定届出書の厳密な確認（輸出抹消仮
登録証明書または輸出予定届出書の申請者が輸出
者本人と同一であることの確認）
②税関または第三者証明機関によるコンテナー内貨
物の現物確認の強化
③インターネットオークションにおける盗難自動車の
流通阻止（古物営業法21条の3の申告義務違反に対
する行政処分・罰則の制度化）

　2004年（暦年）の自動車盗難件数は58,737件を数え、
前年よりは減少したものの、5年続けて60,000件前後
の高い発生件数を記録している。また、自動車盗難に
関する支払保険金は毎年600億円弱に達し、経済的な
面からも深刻な社会問題となっている。これまでは外
国船員が中古車を持ち出す場合、旅具通関での取り
扱いが可能であったが、新制度では日本に居住しない
外国船員は輸出抹消仮登録証明書あるいは輸出予定
届出書を取得することができないことから、従来のよう
に旅具として中古自動車を輸出することはない。つい
ては、7月以降、外国船員が輸出抹消仮登録証明書付
きの中古車を譲り受けて旅具通関をするなど、道路運
送車両法等の主旨に合致しない行為があれば厳正に
対応(拒否)すべきである。

道路運送車両法
第15条の２
関税法基本通達
67-１-20
古物営業法第21
条の３

内閣府国際
組織犯罪等
対策推進本
部

　近年急増している自動車盗
難は、専門的かつ組織的な
犯罪集団による盗難車の海
外売却を狙ったものが多い。
防犯や盗難防止装置（イモビ
ライザー等）の普及などを通
じた盗難自体の防止が必要
であるが、その効果には限
界がある。
　道路運送車両法の改正に
より、7月から中古車輸出時
には輸出抹消仮登録証明書
を取得するか、一時抹消中
の車については輸出予定届
出書を取得し、税関において
輸出時にそれらを確認するこ
とになった。
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191
内航海運暫定措置事業の早
期解消

　暫定措置事業の現状に対応し早期解消に向けた
施策を構ずるべきである。

　計算上は納交付金の収支の目処は立つものの、建
造状況の如何によっては、同事業の解消ができないこ
とも考えられる。
　新規参入時に多額の納付金が必要なため、コストが
高くなり参入の障害となっていること、また既存業者の
リプレース時も納付金の差額納付が必要とされリプ
レースの障害となっていることから、コスト競争力のあ
る事業者が生まれにくくなっている。また、同事業をこ
のまま実施すると全船リプレースした場合は余剰金発
生が見込まれるが、実際は、ﾘﾌﾟﾚｰｽ時に支払う納交
付金差額が2002年度以降漸増し、船主の建造時の負
担が大きくなると見込まれるため、リプレース建造費が
確保できずに廃業する船主が多数発生し、輸送能力
不足に陥る懸念がある。
　先の国会において審議された「海上運送活性化３法
案」の付帯決議の中で、「暫定措置事業の円滑かつ着
実な実施」が謳われていたが、このままでは抜本的な
解決にならない。

内航海運組合法
第８条、第12条、
第57条
内航海運暫定措
置事業規程

国土交通省
海事局国内
貨物課

　船腹調整事業の解消に伴
い、1998年５月から、内航総
連が船舶を解撤する船主に
解撤交付金を支払うととも
に、新規に建造する船主から
は建造納付金を徴収するこ
とを柱とする「暫定措置事業」
が認可された。
　同事業は納交付金の収支
が相償った時点で解消する
こととなっているが、多数の
解撤に対して建造が少なく、
事業解消時期の目処がたっ
ていない。

5053 5053A192
(社）日本経済団
体連合会

192
船舶の検査期間の延長及び
検査内容の簡素化

　造船技術の向上、船舶機器の改善による船舶の耐
久性向上に対応し、内航船の検査期間を定期検査６
年毎、中間検査３年毎に延長すべきである。
　また、検査内容の見直しを行い、簡素化すべきであ
る。

　船舶の定期検査証書の有効期間は内航・外航及び
航行区域の区別なく５年毎に、また中間検査は定期検
査と定期検査の間に１回行うと定められているため、
定期検査及び中間検査に多くの費用と日数を要するこ
とから、物流コスト削減の妨げとなっている。
　船舶機器の改善等により、船舶の耐久性は飛躍的
に向上しており、検査期間を５年に１回から６年に１回
としても安全確保は十分に可能である。
　検査項目についても現状にそぐわないものがあるこ
とから、簡素化に向けて検査項目の見直しをはかるべ
きである。
規制緩和により、以下の効果が期待できる。
①検査申請費用等の削減効果
②ドック入り日数減少による機会損失低減効果

船舶安全法第５
条第１項、第10条
第１項

国土交通省
海事局検査
測度課

　船舶は５年に１回定期検査
を、また定期検査と定期検査
の間に中間検査を受けなけ
ればならない。
　外航船には、船舶の定期
検査等の検査間隔は「主官
庁の定める５年を超えない間
隔」にて実施することとするＳ
ＯＬＡＳ条約の適用がある
が、内航船に同条約の適用
は無い。
〈参考〉
ア．船舶の定期検査につい
て
　1997年７月より、船舶検査
証書の有効期間は４年から５
年に延長された。また中間検
査についても中間検査の時
期に一定期間を設け、その
受検の時期の弾力化が図ら
れた。
イ．検査内容の見直し、簡素
化について
　推進用機関及び発電用機
関については、1997年６月よ
り、中間検査における開放検
査に代えて、保守整備記録
及び効力試験によることと
なった。
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193 港湾関係工事手続の合理化

　港湾関係工事の届出窓口を一本化すべきである。
　申請書類の締切日を１ヶ月前程度（現行60日程度）
に短縮させ、さらに電子申請等の導入により届出業
務を簡素化すべきである。
　届出対象工事を明確にし、例えば以下のような軽
微な海上作業の届出は不要とする等の合理化も図
るべきである。具体的には、ガイドライン、通達等の
文書により明確化すべきである。
【軽微な海上作業(例)】
①既設設備上あるいは小型船舶によ簡易作業(目視
確認、測量)程度の工事
②工事期間が7日以内の工事
③海上汚染、落下等の危険のない工事

  桟橋、バース、護岸等工事の届出回数は、１社の例
をあげると年40～50回程度に及んでいるおり、往復の
移動時間も含め３～４時間／回を要している。届出窓
口が一本化され、さらに電子申請等が導入されれば、
届出に要する人件費あるいは業務委託費を削減でき
る。

港湾法第37条第
１項、港湾法施行
令第14条
港則法第31条、
第37条の３
港則法施行規則
第16条

国土交通省
海上保安庁
地方自治体

　港湾区域内で工事を行う
際、工事発注者と受注者は、
同内容の工事許可申請を異
なる様式で作成し、港湾管理
者(港湾事務所)と海上保安
庁(海上保安部)へそれぞれ
届け出なければならない。
　また、先に港湾管理者の許
可を得てから、海上保安部の
許可を受けなければならない
ため、両者の許可を得るまで
に60日程度のリードタイムを
余儀なくされている。工事内
容によっては、届出先が追加
され、異なる申請書類を作成
することが必要となる場合が
ある。（例えば、浚渫作業で
は埠頭公社建設発生土受入
事務所、埠頭事務所、航行
安全管理事務所が追加され
る）　届出対象となる工事の
範囲が明確ではないため、
軽微な海上作業も含めて全
て届け出なければならない
（2004年度に同様の要望を
提出した結果、｢明らかに船
舶交通に支障がない工事に
ついては許可は不要である｣
との回答がされているが、そ
の基準が明確でない)。

5053 5053A194
(社）日本経済団
体連合会

194
中型航空機の事業運航基準
の見直し

　事業運航基準を飛行機の重量・座席数・運航目的
等によって細分化し、より運航実態に則したものとす
べきである。

　中型機には、あまりにも過大な事業運航基準を要求
され、実態にそぐわない。
　わが国航空法令は、必ずしも国際標準に完全準拠し
ているというものではなく、国際標準を踏まえつつも、
実情に応じた取扱をしているものと考えられる。本件に
関しても、シカゴ条約附属書に定める国際標準を踏ま
えつつも、実態に即した基準の細分化を図ることは国
際標準の趣旨に抵触するものではない。平成15年５月
の内閣府「各府省等における規制改革に関する内外
からの意見・要望等に係る対応状況」では、当要望に
関して検討の必要が回答されており、民間サイドから
具体的緩和要求事項を文書にて当局に提出したもの
の、その後、検討の状況や結論に関して、何ら明らか
にされていない。

航空法第104条
航空法施行規則
第213条、第214
条
運航規程審査要
領

国土交通省
航空局技術
部運航課

　2000年の法改正により、不
定期航空運送事業が無くな
り、航空運送事業に統一され
たため、5.7ｔ以上の旅客機に
ついては、大型旅客機か中
型ビジネスジェット機かを問
わず、同一の基準が一律に
適用されている。
　シカゴ条約附属書に定める
国際標準に航空機の最大離
陸重量5.7ｔで安全基準の区
分けがなされている。
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195
航空機の航行援助施設利用
料の見直し

　15ｔ以上100t未満の重量カテゴリーを細分化し、き
め細かい料金設定をすべきである。

①30ｔクラスの中型航空機への負担が大き過ぎる。
②座席数の少ないビジネスジェット機の航行援助施設
利用料の利用者負担を軽減し、需要の拡大を図る必
要がある。
③シカゴ条約やＩＣＡＯの理事会声明などの徴収原則
には、重量カテゴリーまでの取り決めはなく、各国でき
め細かな料金設定は可能である。
④米国等に於いては、航行援助施設利用料は一切徴
収していない。

航行援助施設利
用料に関する告
示（昭和46年７月
１日運輸省告示
第238号）

国土交通省
航空局管制
保安部保安
企画課

　国際運航の航行援助施設
利用料は、15ｔ未満120円／
回、15～100ｔ未満180,000円
／回となっており、最大離陸
重量15ｔ以上～100ｔ未満が一
律基準となっている。

5053 5053A196
(社）日本経済団
体連合会

196
リースエンジンのエンジンログ
記載方法の簡素化【新規】

　オーバーホール終了後に返却するエンジンの場
合、ログブックは英文ログを継続使用し、英文で記載
しながら、エンジン返却まで使用できるようにすべき
である。

　リースエンジン入手時に英文ログから日本文ログに
翻訳転記する必要があり、また、リースエンジンを返却
する場合には、その逆を行わなければならず、転記す
る時間と労力が負担となっている。

航空法第58条
航空法施行規則
第142条

国土交通省
航空局航空
機安全課

　オーバーホール中のリース
エンジンでも、日本文ログ
ブックを作成し、英文ログの
内容を転記しなければならな
い。リースエンジンを返却す
るときも、英文ログに、日本
文ログの内容を転記しなけ
ればならない。
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5053 5053A197
(社）日本経済団
体連合会

197
耐空証明の検査認定機への
耐空証明書の発行場所の拡
充【新規】

　耐空証明書を地方の航空機検査官室でも発行でき
るようにすべきである。

　耐空証明書発行の手続きは、現在、郵送か担当者に
よる持込みで行う。郵送の場合、１ヵ月前からの受付
が可能であるが、申請後、耐空証明が届くまで数日を
要するほか、持込みの場合でも担当者による１日仕事
となり効率が悪い。たとえば、名古屋圏は、大阪航空
局管轄であることから大阪にまで出向くこととなる。検
査後、出来るだけ早く当該機を運航に復帰させる必要
があり、現行の方式では、ビジネスのニーズに対応で
きない。

航空法第10条第
６項並びに第７
項、第20条
航空法施行規則
第40条、第41条

国土交通省
航空局技術
部航空機安
全課

　認定事業場が検査を行っ
た航空機に対する耐空証明
書は、東京と大阪の航空局
本局でのみ発行される。

5053 5053A198
(社）日本経済団
体連合会

198
通関手続の簡素化・電子化の
推進、書類提出窓口の一本化
【新規】

　税関の地域による指定をなくし、電子通関を活用し
て国内どこの税関にでも申告できるようにすべきであ
る。また、同一法人が複数の税関で通関業務を行う
場合、主たる営業所が一括して税関に提出できるよ
うにすべきである。

　主たる営業所が一括して税関に提出するようにする
ことにより、事務作業の効率化が図れる。

通関業法第９条
財務省関税
局業務課

　輸出入申告手続きを行う
際、申告を受け付ける税関
が地域ごとに指定されてい
る。また、許可内容変更の届
出等を各地の税関ごとに行
わなければならない。
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5053 5053A199
(社）日本経済団
体連合会

199
輸出通関の保税搬入原則の
廃止、輸出通関の届出制の導
入【新規】

　輸出通関の保税搬入原則を廃止し、輸出通関を許
可制から届出制にすべきである。

①輸出貨物の保税搬入原則があるため、輸出のリード
タイムが延び、グローバルSCMオペレーションの効率
性が上がらず、わが国輸出企業の国際競争力向上に
とって障害となっている。
②輸出の届出制導入による手続簡素化により、使い
勝手の良い貿易手続電子システム、物流システムの
構築に道を拓くことになる。
③欧米先進国、韓国、香港、シンガポールなど主要ア
ジア諸国では、輸出通関は許可制ではなく事後届出制
となっており、輸出貨物の保税搬入原則はない。すな
わちわが国輸出通関制度は諸外国に例を見ない特異
な内容となっている。貿易立国を標榜するわが国の輸
出通関制度もグローバル・スタンダードに沿うものにす
る必要がある。
④なお、9.11同時多発テロ事件を契機として、米国の
24時間事前申告ルールの導入などサプライチェーン・
セキュリティ強化プログラムが実施されているが、諸外
国では届出制のままセキュリティ管理プログラムを実
施していることから、わが国においても輸出通関の届
出制の下で、セキュリティ強化と貿易手続・物流の効
率化を両立することは可能である。

関税法第67条、
第67条の２

財務省関税
局業務課

　わが国の輸出通関申告制
度は下記の内容となってい
る。
①税関長の許可を得て船
積・出荷（輸出）する。
②輸出通関申告は、保税地
域に輸出貨物を搬入しなけ
れば申告できない。

5053 5053A200
(社）日本経済団
体連合会

200
省エネ法改正に伴うエネル
ギー管理士制度の見直しにお
ける経過措置の検討【新規】

　スムースに新制度に移行するための経過措置を検
討すべきである。

　現行の熱・電気別々のエネルギー管理士資格を取得
するには、かなり高度の専門知識が必要とされてお
り、現行制度のまま両方の資格を兼ね備える人材を確
保することは事業者にとって非常に困難かつ過大な負
担となることが予想される。新制度への円滑な移行の
ためには、試験制度や研修制度を見直し、新制度の下
で十分な知識を備えた管理士が必要に応じて確保で
きるような、相応の経過措置が不可欠である。

省エネ法第７条
（改正法第８条）

資源エネル
ギー庁省エ
ネルギー・新
エネルギー
部省エネル
ギー対策課

　エネルギーの使用の合理
化に関する法律（省エネ法）
第７条により、事業者は、エ
ネルギー管理指定工場ごと
にエネルギー管理士の資格
を有するエネルギー管理者
を選任しなければならない。
現在、エネルギー管理士に
ついては、熱と電気という分
野に分かれて資格を取得す
ることになっているが、今般
予定されている省エネ法の
改正により、産業部門におけ
る省エネルギー対策につい
て、熱と電気の区分を廃止
し、両者を合算して規制する
ことになるのに伴い、エネル
ギー管理士についても、熱・
電気双方の専門的知識を備
えたエネルギー管理士の資
格保持者を設置することが
義務付けられることになる。
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5053 5053A201
(社）日本経済団
体連合会

201
１万ｋＷ未満の内燃力発電所
への随時巡回発電所の適用
拡大【新規】

　随時巡回発電所の施設が可能な内燃力発電所を１
千ｋＷ未満から１万kW未満に拡大すべきである。

　近年の技術開発の進歩により、中大型ガスエンジン
のシリーズ化・標準化及び市場導入が進み、安全性に
対する実績も積まれてきた。（2003年度末、都市ガス
燃料の１千～１万ｋＷの導入実績は71件116台）　ま
た、このクラスでは、随時巡回発電所の施設条件とし
て求められる保護装置類も標準で施設されているもの
がほとんどであり、本要望の実現による実効性は十分
に期待できる。随時巡回発電所になることで、技術員
が常駐する必要がなくなるため、人件費の削減効果
（年に数百万円／件）が期待でき、導入促進につなが
る。内燃力発電所とガスタービン発電所において、共
通で施す保護装置類については、「電気設備の技術基
準の解釈について」第51条第１項第１号により、12項
目が共通であり、それ以外については、内燃力発電所
とガスタービン発電所に特有の保護装置のみが施され
ることになっており、両発電所については、同等の安全
設備が施されている。

電気設備に関す
る技術基準を定
める省令第46条
（常時監視をしな
い発電所等の施
設）
電気設備の技術
基準の解釈につ
いて第51条第１
項第１号

経済産業省
原子力安全・
保安院

　随時巡回発電所は、技術
員の監視がなくとも異常が生
じた場合に安全かつ確実に
停止する保護装置の設置が
義務付けられていることによ
り（「電気設備に関する技術
基準を定める省令」第46条及
び「電気設備の技術基準の
解釈について」第51条）電気
主任技術者が担保すべき保
安を確保するため兼任が認
められている。１千ｋＷ未満
の内燃力発電所は必要な措
置を施設することにより、随
時巡回発電所の施設が認め
られているが、１千ｋＷ以上
では認められない。一方、ガ
スタービン発電所に関して
は、１万kW未満のものに対し
随時巡回発電所の施設が認
められている。

5053 5053A202
(社）日本経済団
体連合会

202
５万ｋＷ未満のガスタービンの
「変更の工事（取替え）」の工事
計画の届出廃止【新規】

　現在、ガスタービン発電所の「変更の工事（取替
え）」の際に、工事計画届出が必要な範囲を５万ｋＷ
以上とすべきである。

　近年、技術開発の進展により、航空機エンジン技術
を応用した5万ｋＷ程度までのガスタービン市場への普
及が進んでいる（2003年度末まで、都市ガス燃料の１
～５万ｋＷのガスタービンの導入実績は12件、14台。
現在は、年間２～３台の導入実績であるが、今後、電
力小売の自由化により、特定規模電気事業者（ＰＰＳ）
等への普及が進み、本クラスの需要が高まることが予
想されている）。航空機用エンジンは比較的軽量であ
り、メンテナンスを行う際には、ローテーション方式（取
替え方式）」が主流となっており、この方式を採用する
ことで、設備の停止期間が短縮でき、電力供給支障へ
与える影響が軽減される。しかし、電気事業法第48条
第２項により、１万ｋＷ以上のガスタービンの取替えは
事前届出が必要で、届出受理から30日経過しないと工
事を開始できない。従って、不具合により急な取替え
の必要が生じた場合、30日間の供給支障が生じるた
め、ユーザーには大きな問題が生じる。近年、メーカー
は５万ｋＷ程度までのガスタービンのシリーズ化を行っ
ており、１万ｋＷ未満のものと、構造・保護装置等の設
計思想が同じであるため、安全性についても１万ｋＷ
未満と同等程度が確保できる。　以上から、５万ｋＷ未
満のガスタービン発電所でも、工事計画の事前届出な
しで取替え工事を行うニーズが高まっている。

電気事業法第48
条第２項
電気事業法施行
規則別表ニ　ニ、
変更の工事
（ニ）　１　（２）　ニ
４

経済産業省
原子力安全・
保安院

　１万ｋＷ未満のガスタービン
発電所は「変更の工事（取替
え）」の際の工事計画の事前
届出が不要であり、届出なし
でローテーション方式のメン
テナンスを行っている。
　一方で、１万ｋＷ以上のガ
スタービン発電所では「変更
の工事（取替え）」の際、工事
計画の事前届出が必要であ
る。※ ローテーション方式と
は、ガスタービンの点検、故
障時等において、予備タービ
ンに取り替えることで、システ
ムの停止時間を短縮するメ
ンテナンス方式を指す。外し
たタービンは工場等に持ち帰
りメンテナンスを行う。
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5053 5053A203
(社）日本経済団
体連合会

203
電気事業法第９条第２項によ
る軽微な電気工作物変更届出
の廃止【新規】

　電気事業の用に供する電気工作物の軽微な変更
（事後届出）については、届出の対象外とすべきであ
る。

　電気事業法施行規則第11条における「軽微な変更」
は、件数が多く、届出の事務負担が大きい一方、届出
の政策的意図が明らかでない。軽微な変更の程度で
あれば、電気の安定供給政策に大きな影響を及ぼす
ものとは考えられず、電気事業者の自主保安に委ねる
こととしても問題はない。

電気事業法第９
条第２項
電気事業法施行
規則第11条

資源エネル
ギー庁電力・
ガス事業部
電力市場整
備課

　電気事業者は電気事業法
第９条第１項において、同法
第６条第２項第４号の事項を
変更しようとするときは、経済
産業大臣に事前届出を行う
ことが義務付けられている。
　ただし、電気事業法施行規
則第11条で定める軽微な変
更を行う場合には、事後届出
が認められている。
【参考】
　事前届出　2002年：５件、
2003年：６件
　事後届出　2002年：114件、
2003年：105件

5053 5053A204
(社）日本経済団
体連合会

204
消防法及び火災予防条例にお
けるＩＨ調理器と周囲との離隔
距離に関する規制緩和【新規】

　家庭における電気式調理器（IH調理器等）について
は、裸火もないことや熱源の容量なども限られている
ことなど、その特性から考えて、燃焼式に比べてもう
少し熱源の近くで換気することが省エネ上も使い勝
手上も非常に効果が大きいことから、離隔距離の再
検討が必要である。

　財団法人ベターリビングの「電化厨房における必要
換気量に関する基礎的研究委員会（委員長：村上周三
東京大学教授（当時））が2005年３月にとりまとめた「電
磁調理器を用いた住宅用厨房の必要換気量に関する
基礎的調査報告書」によると、電磁調理器の換気量を
従来の約半分に低減できるため、省エネルギーに資す
るということである。この報告書では、レンジフードと電
磁調理器との離隔距離を60ｃｍ、40ｃｍにした場合、必
要換気量はそれぞれ130㎥/ｈ（捕集率85％以上）、90
㎥/ｈ（捕集率90％以上）と、さらに低減できることが提
言されている。電気式調理器は裸火がないことから、
その安全性や特質を生かした直上での吸い込みや横
引きなど多様な方法がユーザーの使い勝手や省エネ・
省CO２の観点などから望まれている。また、非常に火
源容量も小さく、本人の使い勝手に任す家庭などに
あっては、裸火もなく、安全性は従来タイプと比べて格
段に大きいと考えられる。また、上記委員会報告書で
も、今後の課題は「火災予防上の安全性を低下させる
ことなく、電気式調理器と周囲の可燃物等との離隔距
離を短くするための措置を検討していくこと」と指摘さ
れており、現在の規制のあり方について再検討する必
要がある。

消防法第９条
　条例準則（平成
５年２月10日）
ガス式フィルター
　条例準則（平成
６年11月１日）
電気式フィルター
　省令（平成14年
３月６日）　ガス、
電気式レンジフー
ドや周辺物

総務省・消防
庁防火安全
室

　電気式調理器（ＩＨ調理器
等）は裸火もなく、安全性に
優れ、危険性も低いにも拘ら
ず、燃焼式と同様に火源の
上80ｃｍの換気扇との離隔
距離が設定されている。
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5053 5053A205
(社）日本経済団
体連合会

205
原子力発電所の設備利用率
に関係する規制の緩和等

①原子炉及びその付属設備の定期検査（定期事業
者検査の安全管理審査を含む）の間隔を2年程度に
延長すべきである。
②官庁立会検査における検査待ち時間の発生を回
避すべきである。
③定期検査と保安検査の一本化あるいは定期検査
の自主検査化及び当面における両検査の重複排除
を図るべきである。

（要望理由　右下の続き）
②「官庁立会検査における検査待ち時間発生の
回避」について：　従来の規制改革要望に対して、
国が直接行う検査については、国は「24時間検査
体制をとることは非常に困難」という回答が示され
たが、具体的に何が障害となってそのような体制
をとることが出来ないのか、どのように改めれば
達成可能なのか、ということが明確にされていな
い。どのような条件を整えれば24時間検査体制が
可能になるのか明確に回答すべきである。また、
国による24時間検査体制が不可能であるのなら、
「原子力安全基盤機構の検査官が立会い、その
結果を国が確認する」「電気工作物検査官の資格
を持つ保安検査官が土日の検査立会を可能な制
度とする」「事業者の検査に立会が出来ない場合
は、定期事業者検査記録の確認を行う」などの方
法により、検査による待ち時間発生が回避される
仕組みを構築すべきである。
③「定期検査と保安検査の一本化」について：　従
来の規制改革要望に対して、運用にあたり「当面
は効果的かつ効率的に組み合わせる」との回答
が示されたが、具体的な対応方針は示されなかっ
た。また、保安検査の検査対象となる保安規定へ
の要求は炉規制で項目のみが規定されている
が、具体的な記載、運用の幅や程度が不明瞭で
あり、担当官の裁量の余地が多分に残されてい
る。
このために、担当官の力量などで検査範囲、程度
及び判断が左右されないよう、法律の精神に則
り、具体的な記載、運用の幅や程度を明らかにす
ることで、裁量の余地を極小化するとともに、それ
ぞれの検査を具体的にどのように組み合わせて
行っていくのかなどを早急に明確にすべきであ

　地球温暖化問題への対応として、発電段階でCO２を
発生しない原子力発電を最大限に活用することは非常
に有効な方策である。そのため、原子力発電の設備利
用率の向上のため、現行法令内で実施可能な措置は
積極的に推進するとともに、2005年度規制改革・民間
開放推進３か年計画（改定）において今年度中に結論
を得るとされている原子力発電所の設備利用率に関
係する規制緩和の検討においては、以下を踏まえ、対
応すべきである。①「定期検査等間隔の延伸」につい
て：　従来の規制改革要望に対する回答では、国の定
期検査や定期事業者検査の間隔が13ヶ月とされてい
ることについて「一定の合理性」と説明されているが、
科学的合理性を持った説明とは言いがたい。運転期
間13ヶ月以内に発電を停止しての原子力設備の定期
検査が義務付けられていたり、蒸気タービンの定期検
査が義務付けられるなど、先進国で採用されていない
規制が未だに残っていることに関して、科学的合理性
を持った規制制度に見直すべきである。

電気事業法第54
条、第55条
電気事業法施行
規則第91条
核原料物質、核
燃料物質及び原
子炉の規制に関
する法律第37条
実用発電用原子
炉の設置、運転
等に関する規則
第16条の２

経済産業省
原子力安全
保安院原子
力安全技術
基盤課

①発電用原子炉及びその付
属設備は13ヶ月を超えない
時期に定期検査や定期事業
者検査の安全管理審査
（2003年10月より新規追加）
を受けなければならず、ま
た、経済産業省の直接立会
検査が実施されている。
②定期検査時の官庁立会検
査は休日及び夜間の受検が
出来ず、連続作業のホール
ドポイントとなっている。
③供用中の原子炉において
は、原子炉等規制法に基づく
保安検査と電気事業法に基
づく定期検査の両方を受検し
ている。

5053 5053A206
(社）日本経済団
体連合会

206
原子力災害対策特別措置法
の関係隣接都道府県の定義

　原子力災害対策特別措置法第７条第２項の「当該
原子力事業所の区域を含む市町村に隣接する市町
村を包括する都道府県の知事（所在都道府県知事を
除く。以下に「関係隣接都道府県知事」という）」につ
いて、「隣接」という基準ではなく、原子力事業所から
の距離を基準とした概念に改め、その細目は政令で
定めるよう変更すべきである。例えば、「当該原子力
事業所の防災対策を重点的に実施すべき地域の範
囲を含む市町村を包括する都道府県の知事（所在都
道府県知事を除く。以下に「関係周辺都道府県知事」
という）」という規制に変更すべきである。

　現法令では、都道府県境を有していない所在市町村
が、県境を有している周辺の市町村と合併することに
伴い、新たに関係隣接都道府県となる都道府県が発
生する可能性があるが、この場合、その都道府県が新
たに防災業務計画の協議対象となる。現在、その都道
府県については必要とされていない協議が、市町村合
併に伴う境界の変更という理由により必要となること
は、原子力災害対策特別措置法の本来の趣旨に合致
しておらず、非効率的である。従って、そのような都道
府県が新たに不要な防災対策を講じなくても良いよう
に、防災指針に定めているEPZの概念を考慮した関係
周辺都道府県の要件を政令により定めるべきである。
昨年の規制改革要望に対する回答では、10条通報を
行う際には、「市町村合併に伴って新たに隣接すること
となった市町村を有することになる都道府県について
も、このような必要性においては代わるところがなく、
仮にEPZの範囲外だったとしても、これを関係隣接都
道府県として扱うことが必要である」とのことであった
が、現在、必要とされていないことが新たに必要とされ
る理由が明らかにされていない。また、EPZの範囲に
かかる市町村がありながらもその市町村と所在市町村
が隣接していなければ、法律の定義上は「関係隣接都
道府県」とならないケースもありえる。法律の趣旨に鑑
み、距離を基準とした定義に改めるのが合理的であ
る。

原子力災害対策
特別措置法第７
条第２項

経済産業省
原子力・安全
保安院原子
力防災課

　原子力災害対策特別措置
法の関係隣接都道府県は、
原子力事業所からの距離に
関係なく、原子力事業所の区
域をその区域に含む市町村
と隣接する市町村を含むか
どうかだけによって定められ
る。このため、原子力事業所
から遠く離れていても関係隣
接都道府県になる可能性が
ある。逆に、防災指針（原子
力施設等の防災対策につい
て）のEPZ（原子力発電所か
ら半径８～10ｋｍ）内の地域
を含む都道府県であっても、
市町村同士が隣接していな
ければ関係隣接都道府県に
ならない可能性もある。さら
に、合併等で市町村の境界
が変更された場合、原子力
事業所の設備等になんら変
更がなくとも、関係隣接都道
府県が変更になる可能性が
ある。
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5053 5053A207
(社）日本経済団
体連合会

207
放射線障害防止法関係の届
出合理化【新規】

　放射線障害防止法に基づく設置届けについては、
工場や事業所毎に文部科学大臣に届け出ることと
なっているが、取扱容量で区分して、一定の場合（例
えば管理区域が機器内部にあるガスクロマトグラフ
など）については、届出先を工場・事業所が所在する
都道府県知事とすることを検討すべきである。

　密封された放射性同位元素を使用する場合、事業所
における線源の総量が3.7ギガベクレル以下であれば
文部科学大臣に予め届け出ることとされているが、添
付書類が多種多様に亘るため窓口での対応が必要に
なることが多い。当該届出は、工場又は事業所ごとに
行うことが義務付けられているため、地方の事業所の
届出の負担が大きい。

放射線同位元素
による放射線障
害の防止に関す
る法律第３条、第
３条の２
放射線同位元素
等による放射線
障害の防止に関
する法律施行令
第３条、第４条
放射線同位元素
等による放射線
障害の防止に関
する法律施行規
則第２条

文部科学省
科学技術学
術政策局原
子力安全課
放射線規制
室

　放射線障害防止法第３条
により、放射線同位元素又は
放射線発生装置を使用する
者は、文部科学大臣の許可
を受けなければならないとさ
れている。

5053 5053A208
(社）日本経済団
体連合会

208
放射線取扱主任者の選任規
定の緩和【新規】

　第二種免状の記載に10メガベクレル以下の電子加
速器を加え、第二種放射線取扱主任者が扱うことが
出来ることとすべきである。

　電子加速器については、工業分野、医療分野、環境
分野など様々な利用が進んでいる。（電子線について
は材料の改質、食品照射、医療器具の滅菌、X線ラジ
オグラフィ、非破壊検査、がん治療などの医療分野、
排煙中の窒素酸化物や硫黄酸化物の除去などでの利
用が広がっている。また、放射光については、物性の
研究、たんぱく質の構造解析、微量元素分析などで用
いられる。）わが国の放射線利用の経済規模は約8.8
兆円であり、今後も様々な応用が期待されている。中
でも利用目的に最適化した小型加速器については、近
年その利用が拡大しつつあり、第二種放射線取扱主
任者がこれを取り扱うことが出来るようにすることに
よって利用に弾みがつくことが期待されている。なお、
近年の技術発展により、小型加速器については、第二
種でも問題なく利活用できるようになっている。

放射性同位元素
等による放射線
障害の防止に関
する法律第34条
放射性同位元素
等による放射線
障害の防止に関
する法律施行規
則第30条

文部科学省
科学技術学
術政策局原
子力安全課
放射線規制
室

　放射性同位元素又は放射
線発生装置の使用者、販売
業者、賃貸業者及び廃棄業
者は、放射性同位元素等に
よる放射線障害の防止に関
する法律施行規則第30条に
定める区分に従い、放射線
取扱主任者を選任しなけれ
ばならない。（放射性同位元
素等による放射線障害の防
止に関する法律第34条）
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5053 5053A209
(社）日本経済団
体連合会

209
ハイサルファーＣ重油の関税
の早期撤廃

　2006年度以降のハイサルファーＣ重油関税のあり
方について、2005年度までの間に、Ｃ重油の需要家
の過大な負担が是正されるよう見直しを検討すること
となっている。実質上の輸入障壁となっている暫定税
率を早急に廃止する方向で早期に結論を出すべきで
ある。

　ハイサルファーＣ重油に対して高率の関税が課され
ていることにより、ハイサルファーＣ重油の輸入が非常
に困難になっており、結果として国内供給源に依存せ
ざるを得ない状況である。そのため、ハイサルファーＣ
重油の国内消費の５割を占める国内製造業の高コスト
構造改善や燃料調達ソースの多様化の大きな障害と
なっている。国際市場価格での燃料資材調達を可能と
し、海外事業者と対等の立場で公平な国際競争を行な
えるよう、早急に高率の暫定税率を廃止する必要があ
る。例えば、紙・パルプ業界では、2003年のC重油消費
量は3,498,816ｋｌであり、紙・板紙の生産量は
30,457,986トンであった。Ｃ重油1ｋｌ当たり3,202円の関
税が撤廃されれば、紙１トンにつき約368円のコストが
軽減されることになる。

関税暫定措置法
第２条第１項（平
成18年３月31日
まで）
別表第1：暫定関
税率表　（2710．
19　一､（三）B
（２）(ii)

資源エネル
ギー庁資源・
燃料部石油
精製備蓄課

　ハイサルファーＣ重油には
輸入に際して、基本の石油
税（2,040円／キロリットル）に
加え、関税暫定措置法により
高率の関税（3,202円／キロ
リットル）が課されている。

5053 5053A210
(社）日本経済団
体連合会

210
自家消費を目的とするＣ重油
の備蓄義務の軽減・免除

　自家消費を目的とする需要家の石油製品等の輸入
に関して、備蓄義務を軽減・免除すべきである。

　石油等の備蓄については、エネルギーセキュリティの
観点から「有事の際に一般消費者の生活に影響を与
えないこと」をベースに考えるべきである。その観点か
らすると、一般工業用で企業が自家消費することを目
的に石油製品等を輸入する場合については、企業の
自己責任で対応すべきものであり、制度として包括的
な備蓄義務を課す必要はない。
　自家消費のための輸入にまで備蓄義務が課されて
いる現在、輸入量をベースに換算される備蓄義務が課
されていることが、海外の事業者と比べて高コストの要
因となっている。自家消費を目的とする需要家と一般
の石油精製業者等とを区別し、前者については、制度
の趣旨にかんがみ、備蓄義務の免除あるいは軽減を
図るべきである。
　また、本来的には、国際的な備蓄水準の確保は国家
備蓄をその基軸として考えるべきであり、民間事業者
の過度の負担によって達成されるべきものではない。
現在、政府の総合資源エネルギー調査会石油分科会
石油部会石油備蓄専門小委員会において、国家・民
間を併せた備蓄のあり方について、総合的な見直し作
業が始められたところであり、この機を捉え、自家消費
用Ｃ重油の備蓄義務の軽減・免除についても、前向き
に検討すべきである。

石油備蓄の確保
等に関する法律
第５条、第６条

資源エネル
ギー庁資源・
燃料部石油
精製備蓄課

　石油備蓄の確保等に関す
る法律第５条ならびに第６条
により、石油精製業者等は、
前12ヶ月の石油生産量、販
売量、輸入量などの70日分
を基準備蓄量とする備蓄義
務が課されている。
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5053 5053A211
(社）日本経済団
体連合会

211
石油及び可燃性天然ガス資源
開発法による開坑届の事前届
出期間の短縮【新規】

　不作為期間を短縮（例えば、30日間程度）すべきで
ある。

　坑井掘削に関しては、既に施業案が認可されてお
り、開坑届を60日前に届け出なければならない必要性
に乏しい。また、60日前では、事業者が作業の進捗を
見ながら開坑日を決定するのに大きな支障となる。
　認可申請ではなく、届出であるため、届出受理後の
事務処理を効率化する余地は大きく、事業者が速やか
に掘削を開始できるよう配慮すべきである。

石油及び可燃性
天然ガス資源開
発法第35条

資源エネル
ギー庁資源・
燃料部石油・
天然ガス課

　石油及び可燃性天然ガス
資源開発法第35条により、鉱
業権者又は租鉱権者は、石
油又はガスの採取を目的と
する坑井を掘削しようとする
ときは、掘削しようとする坑井
に関し、開坑届を経済産業大
臣に提出しなければならない
が、届出受理後、60日を経過
するまで坑井の掘削を開始
してはならないことになって
いる。

5053 5053A212
(社）日本経済団
体連合会

212
鉱業法に基づく施業案の認可
に係る処理期間の明文化と処
理の迅速化【新規】

　施業案の認可の申請・受理から経済産業局長の認
可が出るまでの標準処理期間を定めるとともに、当
該処理期間を出来るだけ短縮すべきである。

　行政手続法第６条により、行政庁は申請が到達して
から当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき
標準的な期間を定めるよう努めることが規定されてい
る。
　現在、施業案については申請から認可に至るまで、
２ヶ月程度かかっている。申請後、申請者側は作業に
着手できる状況になっているにも関わらず、認可が下
りないために１ヶ月以上認可が下りるまで作業をストッ
プさせざるを得なかったという事例もある。施業案の認
可申請から認可にいたるまでのプロセスについての予
見可能性を高めるとともに、処理期間を出来るだけ短
縮するよう努めることにより、採掘事業の効率性を高
めることが求められる。

鉱業法第63条
行政手続法第６
条

資源エネル
ギー庁資源・
燃料部政策
課

　採掘権者は、鉱業法第63
条第２項により、事業に着手
する前に施業案を定め、経
済産業局長の認可を受けな
ければ鉱業を開始することは
出来ない。
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5053 5053A213
(社）日本経済団
体連合会

213
鉱業法に定める鉱区面積の拡
大

　海上での石油・天然ガス試掘権及び採掘権の鉱区
面積の上限を3,500ヘクタールまで拡大すべきであ
る。

　海洋での探鉱においては、広い範囲にわたって試掘
権の出願をせざるを得ず、現行では必然的に出願件
数が多くならざるを得ない。　そのため、手続が煩雑に
なるとともに、手数料（１件につき61,700円）や登録免
許税（１件につき90,000円）などの負担が重くなってい
る。鉱物の合理的開発上やむを得ない場合は面積を
超過しても試掘権・採掘権が付与されることになってい
るが、実際には上限をわずかに上回る程度しか面積
超過が認められていない。
　諸外国においては、このような小規模な鉱区設定の
制度は設けられておらず、比較的細かく鉱区設定がさ
れている英領北海ですら１ブロックは約250平方キロで
ある。

鉱業法第14条

資源エネル
ギー庁資源・
燃料部政策
課

　鉱業法第14条により、１鉱
区の面積の上限は350ヘク
タールとなっている。ただし、
鉱物の合理的開発上やむを
得ないときは、この限りでは
ないとされ、鉱業法施行規則
第５条により面積超過の場
合の手続が定められている。

5053 5053A214
(社）日本経済団
体連合会

214

外国企業との契約に基づく専
門的･技術的分野の外国人受
入れに係る在留資格の早期整
備

　政府は上記閣議決定に従い、極力早期に必要な在
留資格を整備すべきである。その際、事業活動の実
態を反映した現実的かつ柔軟な要件設定を行い、わ
が国企業、外国企業ともに過度な負担を課すことの
ないようにすべきであり、在留期間について極力長
期なものとすることほか、仮に労働基準関連法令等
の適用に関わる措置が必要とされる場合には、
(１)１名で来日する場合にはその者を管理者とみな
す、もしくは受入企業の社員に管理業務を認めるこ
と、（２）各種手続きにおいて処分性を伴った行為を
介在させないこと、

 近年、わが国企業の更なる国際競争力強化に向け
て、共同研究・開発、マーケティングやシステム開発の
アウトソーシング化等、国境を越えた様々な協力や事
業再編等が増えている中、これら外国人を受入れるた
めの制度の整備が強く求められている。しかし、現状
では、外国企業がわが国に本店、支店、その他の事業
所を有しない場合には、在留資格「企業内転勤」に該
当せず、また、わが国企業と当該外国人の間には契
約が存しない場合には、在留資格「技術」「人文知識･
国際業務」の要件も満たさない。

出入国管理及び
難民認定法
出入国管理及び
難民認定法第七
条第一項第二号
の基準を定める
省令

法務省入国
管理局
厚生労働省
等

　わが国企業と、わが国に本
店、支店、その他の事業所
がない外国企業とが一定の
契約を締結し、同契約を履行
するため当該外国企業に属
する専門的・技術的分野の
外国人を一定期間わが国に
受入れる必要性が高まって
いるが、このような高度人材
がわが国に滞在し必要な業
務を行うための在留資格が
整備されていない。
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5053 5053A215
(社）日本経済団
体連合会

215
外国人の介護分野での在留資
格の整備【一部新規】

　介護福祉士の資格取得者や外国における隣接職
種の資格者で一定の日本語能力を有する者等につ
いては、当該分野に関わる新たな在留資格を設け、
わが国における介護分野での就労を認めるべきであ
る。更には、日本の国家資格を取得するための準備
活動の一環として、一定の日本語能力を有する者が
ホームヘルパー等の公的資格を取得してわが国で
就労することを認めるとともに、これら資格を母国で
取得できるよう厚生労働大臣等が指定した介護福祉
士養成施設や訪問介護員養成研修事業者が日本語
教育ならびに日本と同様の課程を実施する分校を海
外で設置できる制度を設けることを検討すべきであ
る。

　介護は、少子化・高齢化が進む中、将来的に労働力
不足が深刻化すると予想される分野であり、わが国の
介護サービスの維持・充実の観点から、諸外国より優
秀な人材を受け入れることが重要である。今回の日比
合意は、とりわけこれまで専門的・技術的分野とみなさ
れていなかった介護分野での外国人の就労の途が開
かれた点で、その第一歩として評価できる。しかし、わ
が国の介護サービスの維持・充実の観点から、ＥＰＡ
交渉において合意した場合に限らず、同分野での外国
人受け入れの一層の促進に取り組むべきである。

出入国管理及び
難民認定法
出入国管理及び
難民認定法第７
条１項第２号の基
準を定める省令
社会福祉士及び
介護福祉士法
介護保険法

法務省出入
国管理局
厚生労働省

　2004年11月に日比経済連
携協定が大筋合意に達した
ことにより、一定の要件を満
たすフィリピン人の介護福祉
士候補者の入国を認め、日
本語等の研修修了後、日本
の国家資格を取得するため
の準備活動の一環としての
就労（滞在期間の上限４年）
や、国家試験を受験後、国家
資格取得者は介護福祉士と
して引き続き就労することが
認められることとなった。同
時に、日本語の研修修了
後、課程を修了した者に介護
福祉士の国家資格が付与さ
れることとなる日本国内の養
成施設へ入学する枠組も設
けられることとなった。しか
し、具体的な受入れ人数につ
いては、日本側がフィリピン
側と相談して決めるとされ、
与えられる在留資格も「特定
活動」と暫定的な対応となっ
ている。また、他の外国人に
ついては、たとえ介護福祉士
の国家資格等を取得しても、
介護分野での就労を目的と
した入国は認められていな
い。

5053 5053A216
(社）日本経済団
体連合会

216
高度人材に対する在留期間の
長期化【新規】

　わが国経済社会の様々な分野で活躍する（あるい
は活躍が期待されている）「高度人材」の受入れをよ
り一層促進すべく、わが国で長期的かつ安定的に就
労することを望む「高度人材」にとって阻害要因となっ
ている最長３年の在留期間について、例えば在留資
格「人文知識・国際業務」「技術」「投資・経営」等、総
じて専門性が高く不法滞在者も少ない分野の人材
（いわば「高度人材」）については、在留期間を５年に
伸張するべきである。同時に、労働基準法の改正に
より2004年度から高度専門知識を有する者の有期労
働契約期間が５年に延長されたこと等も踏まえ、これ
ら高度専門知識を有する外国人が５年の有期労働
契約を締結しわが国で就労する際には、その期間に
合わせて在留期間を設定すべきである。

　2005年３月29日に策定された『第三次出入国管理基
本計画』では、専門的・技術的分野の外国人を積極的
に受け入れる姿勢を引き続き示し、「経済、文化等
様々な面で我が国に貢献している高度人材に対して
は、１回の許可でより長期間の在留期間を決定するこ
ととし、安定的に我が国で活動しやすい方策を構築す
る必要性が指摘されている」として、「在留期間を伸長
しても不法就労等の問題を発生させない仕組みを確立
することを前提に、高度人材の在留期間の伸長を図っ
ていく。また、併せて高度人材に含まれない専門的、
技術的分野の在留資格に係る在留期間の伸長につい
ても検討していく」としている。　専門的、技術的分野の
中でも、上記の在留資格「投資・経営」等の「高度人
材」については、現行の在留期間（３年又は１年）終了
までに更新の手続きを行う制度に代えて、一定の報告
義務等を課し資格外活動等を行っていないことを証明
すること等の手続きを導入することにより、不法就労等
の問題の発生を防止することができる一方で、問題の
ない「高度人材」の身分の安定性は大いに高まる。

出入国管理及び
難民認定法第２
条の２第３項
出入国管理及び
難民認定法施行
規則別表第２

法務省入国
管理局

　出入国管理及び難民認定
法では、現在、一度の許可で
与えられる在留期間は、「外
交」、「公用」及び「永住者」を
除き最長３年となっている。
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5053 5053A217
(社）日本経済団
体連合会

217
専門的・技術的分野の外国人
労働者の範囲の見直し【新規】

　現在では専門的、技術的分野に該当するとは評価
されていない分野における外国人労働者の受入れに
ついて、内閣に必要な体制を整備し、政府全体として
結論を先送りすることのないよう期限を明確にした上
で可及的速やかに検討を進めていくべきである。当
面、例えば「技能」の在留資格で認められる活動とし
て、入管法別表第一に定められている「産業上の特
殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事
する活動」をより広く解釈して基準省令を見直すとと
もに実務経験要件を緩和すること等により、わが国
の産業競争力、地域経済、ならびに国民生活の維
持・強化の観点から必要な外国人受入れを推進すべ
きである。同時に、「企業内転勤」の在留資格につい
ても、上記見直しを進めつつ、現在認められている
「技術」又は「人文知識・国際業務」に加え、「技能」の
在留資格に該当する活動を適用する方向で検討す
べきである。

　今後、労働力人口の減少が不可避的な状況にある
中、わが国の国際競争力の維持・強化等を図る上で
は、わが国にとって付加価値の高い外国人労働者を
適切に受け入れていくことが重要である。とりわけ、わ
が国の競争力の源泉である生産現場や関連サービス
分野における高度の技術・技能、知識・ノウハウを有す
る人材や、豊かな国民生活や地域経済を維持する上
で不可欠な人材などをより積極的に受け入れる必要性
が高まりつつある。具体的には、①マシンキーパー（生
産システムのメインテナンスを迅速かつ確実に行うた
め電気機械等に関する高度かつ広範囲な専門的知識
と技能を有する）、②セールスドライバー（顧客満足度
の向上を図るため単なる商品の輸送だけでなく新規注
文・改善提案・要望の受付けや商品に係わる情報提供
等を行うための必要な専門知識・ノウハウを有する）③
バリ式エステのトレーナー（わが国ホスピタリティ産業
のサービス向上に不可欠であり日インドネシアＥＰＡ協
議においてインドネシア側からも関心が示されてい
る）、④技能実習修了後の就労（わが国の産業競争
力、地域経済、国民生活の維持・強化に必要な分野に
おいて特に高度な技能を修得した者の就労で日インド
ネシアＥＰＡ協議においてインドネシア側からも関心が
示されている(詳細は要望事項番号220参照））等の受
け入れにつき要望がある。、

出入国管理及び
難民認定法第７
条１項第２号の基
準を定める省令

法務省出入
国管理局

　現在、就労を目的とする在
留資格として出入国管理及
び難民認定法で定められて
いるのは、「投資・経営」、「研
究」、「技術」、「人文知識・国
際業務」、「企業内転勤」、
「技能」等の14資格（「外交」、
「公用」を除く）であり、このう
ち、主に企業活動の中で必
要とされる各資格の具体的
な要件は、出入国管理及び
難民認定法第７条１項第２号
の基準を定める省令にて定
められている。2005年３月29
日に策定された『第三次出入
国管理基本計画』では、専門
的・技術的分野の外国人を
積極的に受け入れる姿勢を
引き続き示し、「現行の在留
資格や上陸許可基準に該当
しないものでも、専門的、技
術的分野と評価できるものに
ついては、経済、社会の変化
に応じ、産業及び国民生活
に与える影響等を勘案しつ
つ、在留資格や上陸許可基
準の整備を行い、積極的な
受入れを進めていく」と指摘
するとともに、「受入れに伴う
プラスとマイナスの側面を十
分勘案しつつ、現在では専
門的、技術的分野に該当す
るとは評価されていない分野

5053 5053A218
(社）日本経済団
体連合会

218
短期滞在数次査証の緩和措
置の徹底と円滑な実施等【新
規】

　上記緩和措置に関し、各在外公館のホームページ
（現地語、日本語、英語）や査証申請窓口等における
周知・数次査証取得の奨励等の一層の徹底を図ると
ともに、査証発給体制の充実・強化により、緩和措置
のより円滑な実施を図るべきである。
　なお、短期滞在の一次査証の申請において、申請
日の翌日から渡航予定日までにワーキングデーが5
日間確保されない場合においても、例えば、申請者
が数次査証の発給要件対象者などの場合には、審
査の上で発給が間に合わない場合もあることを説明
した上で、申請者の事情を踏まえた柔軟な受付を実
施すべきである。

　アジア諸国等とわが国との経済関係の深化に伴い、
これら各国で事業活動を行っているわが国企業に所
属する各国社員やわが国企業とビジネス関係を有す
る各国企業に所属する社員が、商用目的でわが国に
随時・円滑に入国することが事業活動遂行の上で極め
て重要となっている。今回実施された短期滞在数次査
証の緩和措置は、これらに対応する上で極めて有効な
措置であり、その周知徹底と円滑な実施が求められ
る。しかし、在外公館のホームページ等を確認したとこ
ろ、現時点では、今回の緩和措置が必ずしも十分に掲
載されておらず、政府には在外公館の対応ぶりを把握
の上、必要に応じてなお一層の措置を講ずるべきであ
る。当会としても各種広報活動に協力していきたい。
　なお、数次査証を有しない者が緊急な商用でわが国
に出張することが必要な場合も増えているが、申請日
の翌日から渡航予定日までにワーキングデー（土日、
休館日を除く）が５日間確保されない場合は申請が受
理されないなど、査証申請窓口では硬直的な運用が
行われているとの指摘がある。

外務省設置法第
４条13

外務省領事
局

　2005年１月より、短期滞在
数次査証の緩和措置が実施
され、①発給対象国の拡大
（一部のアジア諸国16カ国→
全アジア大洋州諸国35カ国
及び３地域）、②発給対象者
の拡大（管理職→役職を問
わず在籍１年以上の職員）、
③有効期間の延長（１年→３
年（ロシア及び中国を除く
APEC加盟諸国人は５年））が
行われた。また、2005年３月
25日に閣議決定された『規制
改革・民間開放推進３か年計
画（改定）』において、「短期
商用等で我が国に入国する
アジア諸国人等に対して数
次査証を取得するよう奨励す
るため、数次査証の発給基
準を公表し、在外公館等にお
いて周知徹底に努めるととも
に、我が国国内においても適
宜広報を行う」（平成17年度
措置）とされたことを受け、外
務本省より在外公館向けに
ホームページへの掲載等の
周知徹底措置に関する通知
が発出された。また、同通知
において、上記の標準処理
期間については、問題がな
い場合は申請翌日から起算
してワーキングデー（土日、
休館日を除く）５日目に査証
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5053 5053A219
(社）日本経済団
体連合会

219
台湾修学旅行生等への査証
の免除【新規】

　現在、台湾住民の査証取得等に関し各種の緩和措
置が講じられているが、同住民の日本への更なる観
光誘致のためにも、短期滞在査証の免除措置が引
き続き実施されるよう（少なくとも修学旅行生に対
し）、関連法の改正も含め、所要の措置を早急に講
ずるべきである。

　わが国観光産業及び地域経済の振興ならびに人的
交流の促進による国際的な相互理解促進等の観点か
ら、わが国が観光立国を実現するための基盤整備は
極めて重要である。とりわけ査証については、規制改
革・民間開放推進３か年計画（改定）でも指摘のある通
り、日本の治安への影響を考慮しつつ、問題のない
国・地域に対する査証免除対象国の拡大を図っていく
必要がある。台湾住民（とりわけ修学旅行生）について
は、日本における治安等へのリスクは他の査証免除
対象国と比較しても高いとは言えず、査証免除は問題
ないと考える。

二千五年日本国
際博覧会への外
国人観光旅客の
来訪の促進に関
する法律
外務省設置法

外務省領事
局

　2004年９月１日より台湾修
学旅行生に対して査証申請
提出書類の簡素化、査証料
免除措置が実施されている。
また、「二千五年日本国際博
覧会への外国人観光旅客の
来訪の促進に関する法律」に
基づき、愛知万博期間中
（2005年３月11日～2005年９
月25日）は、身分証番号が記
載された台湾護照（旅券）を
所有する台湾住民に対して
短期滞在査証が免除されて
いるが、同法は愛知万博の
終了日に失効することなって
いる。なお、香港について
は、2004年４月１日より香港
特別行政区（SAR）旅券所持
者及び英国海外市民（BNO）
旅券所持者（香港居住権者）
に対して査証免除措置が実
施されるとともに、中国につ
いても、30日以内滞在予定
の修学旅行生に対し短期滞
在査証が免除されている。

5053 5053A220
(社）日本経済団
体連合会

220
在留資格認定証明交付申請
手続きの代理人範囲の拡大
【新規】

　代理人の範囲を拡大し、本邦に上陸しようとする外
国人に代わり、当該外国人と契約を結んだ本邦機関
の職員や当該外国人が転勤する本邦の事業所の職
員に加え、これら本邦機関・事業所の人事・採用業務
などを担当する機能分社（グループ会社）など密接な
関係を有する一定の本邦機関の職員も代理人とし
て、地方入国管理局に申請書を提出する手続きを行
うことを認めるべきである。

　経済のグローバル化が進展する中、わが国企業の
更なる国際競争力強化に向けて、国籍を問わず優秀
な人材を確保することが急務となっており、既に多くの
高度人材が国境を越えて頻繁に移動し活動する状況
となっている。一方で、グループ経営の法制度が整っ
てきたことなどを背景に、企業が専門機能を分社化し、
グループ内業務を集中管理する事例が増えているが、
在留資格認定証明書交付申請手続を含め現行法令
の多くは、こうした機能分社を想定していないため、事
業展開の妨げとなっている。機能分社の目的は、経営
の効率化、遵法の精神に則った当該業務の専門性強
化、品質の向上を図ることであり、例えば親会社の連
結対象子会社等で当該業務の委託契約に基づきグ
ループ企業の人事・採用業務を行う場合、これらの職
員は業務の遂行にあたって十分な専門性を有し当該
外国人が契約・転勤する機関の活動の詳細を理解し
ており、書類の提出を代理しても支障はない。

出入国管理及び
難民認定法第７
条の２
同施行規則第６
条の２
施行規則別表第
４

法務省入国
管理局

　出入国管理及び難民認定
法では、在留資格認定証明
書交付申請について、本邦
に上陸しようとする外国人に
代わり、当該外国人を受け入
れようとする機関の職員その
他の法務省令で定める者が
代理人としてこれをすること
ができると定められている
が、法務省令では、代理人
の範囲について、例えば、在
留資格「研究」「技術」「人文
知識・国際業務」では「本人と
契約を結んだ本邦の機関の
職員」に、同「企業内転勤」で
は「本人が転勤する本邦の
事業所の職員」に、限定され
ている。
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5053 5053A221
(社）日本経済団
体連合会

221

公表制度により公表されてい
る企業に対しての優遇措置
（輸出許可の申請時における
輸出管理社内規程受理書提
出の免除）【新規】

　上記の宣言を提出し、経済産業省のＨＰに公表さ
れた企業に対しては、既に輸出管理規程を届け出て
いるとみなし、輸出許可申請時に輸出許可書への輸
出管理社内規程受理書の添付を免除すべきである。

　輸出企業において、輸出許可の申請時毎に輸出管
理規程届出書受理書を提出することは、その受理書
が最新のものであるかの確認作業等を必要とするた
め、作業工程を増やすこととなり、作業効率の低下を
引き起こす要因となり得る。特に、一般包括輸出許可
の適用できない製品を取り扱う企業においては、個別
の輸出許可の回数が格段に増えるため、実務の煩雑
化を引き起こしかねない。更に、「輸出管理社内規程
の届出様式等について（輸出注意事項17第９号）」に
おいて、公表制度により公表されている企業は既に輸
出管理社内規程を提出し、それに基づき輸出管理を
実施しているものとする趣旨にそぐわないものである。
輸出許可申請時に輸出管理社内規程届出書受理書
の提出義務を廃止することにより、企業における作業
効率の改善が期待できる。

「輸出貿易管理
令の運用につい
て； １－１輸出の
許可（２）輸出認
可申請」
「輸出管理社内
規程の届出様式
等について（輸出
注意事項17第９
号）」

経済産業省
貿易経済協
力局貿易管
理部安全保
障貿易管理
課

　「輸出貿易管理令の運用に
ついて； １－１輸出の許可
（２）輸出申請」では、輸出許
可申請時、輸出許可書ととも
に、輸出管理社内規程受理
票の写しの提出を義務付け
ている。
　一方、2005年２月25日に公
布された「輸出管理社内規程
の届出様式等について（輸
出注意事項17第９号）」で
は、輸出管理規程届出企業
のうち、「輸出管理社内規程
の実施状況について（宣
言）」を提出した企業につい
ては、経済産業省のホーム
ページに公表されることと
なった。

5053 5053A222
(社）日本経済団
体連合会

222
ＷＴＯ政府調達協定の適用対
象機関からのＮＴＴグループ各
社の除外

　ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴ持株会社、ＮＴＴ東日本、Ｎ
ＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーションズ）を政府調達に
関する協定の適用対象機関から除外すべきである。
とりわけ、完全な民間企業となっているＮＴＴコミュニ
ケーションズ社の適用除外については、協定締約国
に対し、早期に必要な働きかけを行うべきである。

　民営化されたＮＴＴグループ各社は、通信業界におけ
るグローバルな競争が急速に進展している中での事
業展開を余儀なくされており、また経営努力により一層
の合理化、コストダウンを求められている。こうしたな
か、ＮＴＴグループ各社は、政府調達協定の対象機関
として、煩雑な手続きを行うことにより、購入に至るまで
2.4～5.5カ月という長期間を要したり、海外製品の調達
額の集計を求められる等、多大な負担を強いられてい
る。こうした手続きは、機動的なビジネスを阻害し、諸
外国の企業と比べて非常に不利な状態となっており、
対象機関から除外されれば、ビジネスのニーズに合せ
て迅速で柔軟な調達が可能となる。

政府調達に関す
る協定（1996年）
付属書Ⅰ付表３

総務省総合
通信基盤局
電気通信事
業部事業政
策課

　ＮＴＴグループ各社は、民営
化され市場の監視を受けて
いるにもかかわらず、「ＷＴＯ
政府調達に関する協定」にお
いて、中央政府、地方政府及
び他の特殊法人と並んで同
協定の適用対象機関として
定められ、協定で定める手続
きに従って調達手続きを進め
ることが義務付けられてい
る。
　また、わが国は、自主的措
置として、政府調達における
供給者の利便性向上等の観
点から、「物品に係わる政府
調達手続き」等を定めてお
り、協定対象機関には、より
詳細かつ対象範囲が広い調
達手続きが求められている。
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5053 5053A223
(社）日本経済団
体連合会

223
農業生産法人以外の株式会
社等の法人による農地の取
得・保有の容認

　農業生産法人以外の株式会社等の法人による農
地の取得・保有を認めるべきである。

　株式会社形態で農業経営を行うことにより、農業にマ
ネジメントの概念を導入し、資金調達や人材確保等さ
まざまな面で株式会社のメリットを活かすことが可能に
なるが、現行の農業生産法人制度のもとでは、出資比
率、役員構成などについて制約が多く、株式会社形態
の有利性を十分発揮することが困難となっている。
　これまで構造改革特区で認められていた農業生産法
人以外の株式会社等の法人によるリース方式での農
業への参入の全国展開が実現したことは評価できる。
今後は、農業経営の更なる基盤強化に向けて、農業
生産法人以外の株式会社等による農地の取得・保有
を認めるべきである。

農地法第２条第７
項

農林水産省
経営局構造
改善課

　農地法では、法人による農
地の所有は、農業生産法人
にのみ認められている。株式
会社形態の農業生産法人も
認められているが、株式譲渡
制限、出資比率、役員構成
などに関して厳しい要件が課
されている。

5053 5053A224
(社）日本経済団
体連合会

224

農業振興地域整備計画の変
更ならびに農地転用許可にか
かる申請受付頻度の見直し
【新規】

　農振除外ならびに農地転用許可の申請受付の頻
度を高めるべきである。
　少なくとも農振除外の申請については、農地転用
許可の手続きと同じく、毎月１回受け付けることとす
るよう、地方自治体の運用の改善を図るように周知
徹底するとともに、必要に応じて指導・勧告を行う等
適切な処置を行うべきである。

　 １回申請のタイミングを逃すと次回受付まで、農振除
外の場合は数ヶ月、農地転用の場合は１ヶ月待たなく
てはならず、新たな土地利用ニーズなど情勢の変化に
機動的に対応することができない。

農地法第４条、第
５条
農業振興地域の
整備に関する法
律第13条

農林水産省
農村振興局
農村政策課

　農地転用には農林水産大
臣または都道府県知事の許
可が必要となっている。な
お、農業振興地域の農用地
区域内の農地は原則として
転用が認められないため、当
該農地については転用許可
申請に先立ち、農用地区域
からの除外（農振除外）を受
ける必要がある。農振除外
の申請受付の頻度は市町村
により異なっており、例えば
各市町村ホームページへの
掲載情報によると、年２回
（群馬県高崎市、群馬県伊勢
崎市、静岡県掛川市）、年３
回（栃木県真岡市）、年４回
（愛知県豊田市、佐賀県佐賀
市）等となっている。また、農
地転用の申請については、
各市町村において毎月１回
締切日が設定されている。
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5053 5053A225
(社）日本経済団
体連合会

225
とうもろこしの関税割当制度の
見直し

　コーンスターチ用とうもろこしの国産いも澱粉との抱
き合わせ比率を緩和し、コーンスターチ用とうもろこし
に係るユーザー負担を軽減すべきである。

　「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対する各
省庁からの再回答について（2005年１月19日）」で農林
水産省は、「でん粉原料用のばれいしょ及びかんしょ
は、北海道及び南九州の畑作農業にとって不可欠な
作物であり、その再生産を確保する必要がある」と回
答しているが、ＷＴＯ国際交渉の進展等も踏まえ、関
税等の国境措置は縮小・廃止する方向で見直すことが
必要である。

関税暫定措置法
第８条の６第２項
関税割当制度に
関する政令第１
条
とうもろこし等の
関税割当制度に
関する省令第６
条

農林水産省
生産局特産
振興課

　コーンスターチ用とうもろこ
しの関税は、譲許税率では
50％または12円／㎏である
が、関税割当制度のもとで、
国産いも澱粉の購入を条件
として、コーンスターチ用とう
もろこしの関税を無税とする
措置が講じられている（国産
いも澱粉１の購入に対して12
のコーンスターチ用とうもろこ
しの関税割当枠）。

5053 5053A226
(社）日本経済団
体連合会

226
外国産小麦の政府売り渡し価
格の引き下げ

　外国産小麦の政府売渡価格を、小麦粉調製品・小
麦二次加工製品の関税水準(約20％)を目途に、計画
的かつ継続的に、1.2倍程度にまで引き下げるべきで
ある。

　小麦については国家貿易が行なわれており、わが国
の小麦需要量の約９割を外国産麦が占めている。「規
制の現状」にある通り、外国産小麦には70－80％の関
税が課せられているのと同様の状況であり、関税率
20％前後の安価な小麦粉調製品等の輸入が増加する
中で、麦加工産業は国際競争力の面で非常に不利な
状況に置かれている。2004年12月の麦政策検討小委
員会とりまとめ(案)において、「内麦助成金について
は、(中略)当面、引き続き、実需者の負担を求めること
が妥当」とされており、国内産麦の保護に要するコスト
を実需者・消費者の負担によるマークアップで賄う仕
組みは手付かずとされた。今後、経営安定対策の具体
的内容が固まった段階で最終的な取りまとめを行なう
とのことであるが、新たな「食料・農業・農村基本計画」
（2005年３月25日閣議決定）においても改革の方向性
としては品目横断的政策への移行が決まっている以
上、麦に係るコストプール方式を見直すべきである。ま
た品目横断的政策の財源については、麦のマークアッ
プに依存するのではなく、財政負担を基本とすることが
適当である。

主要食糧の需給
及び価格の安定
に関する法律第
43条

農林水産省
総合食料局
食料企画課

　生産者手取りの約７割を占
める麦作経営安定資金の財
源は、いわゆるコストプール
方式によって外国産小麦の
売買差益で賄われており、そ
の結果、麦加工産業への外
国産小麦の政府売渡価格は
輸入価格の1.7－1.8倍となっ
ている。
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5053 5053A227
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227 糖価調整制度の更なる見直し

　輸入糖に係る調整金徴収制度を見直すとともに、
国内産糖の位置づけ、国内産糖の生産振興とその
費用負担のあり方などについて検討を深め、国内砂
糖価格の引下げを実現すべきである。

　「砂糖及び甘味資源作物政策の基本方向（2005年３
月）」において糖価調整制度の維持が明示されたが、
現行制度の下では、国産糖生産者・製造者におけるコ
スト削減へのインセンティブが働かず、国産糖と輸入
糖の大幅な内外価格差は縮小しない。消費者・ユー
ザーに合理的な価格で安定的に砂糖を供給するため
に、生産者・製造者のみならず消費者・ユーザー等か
らも広く意見を聞いた上で、糖価調整制度を抜本的に
見直すべきである。

砂糖の価格調整
に関する法律第
３条、第５条、第８
条、第19条

農林水産省
生産局特産
振興課

　政府は砂糖の輸入業者か
ら調整金を徴収し、国内産糖
と輸入糖の価格が同水準に
なるよう調整している。また、
国内の農家から最低生産者
価格以上で甘味資源作物を
買い入れた国産糖企業に対
し、国内産糖交付金を交付し
ている。

5053 5053A228
(社）日本経済団
体連合会

228
幼児の定期健康診断における
検査方法の見直し【新規】

　視力、聴力について、乳幼児の実態を踏まえた簡
便な検査方法を認めるとともに、通達等によりその旨
を明示すべきである。

   聴力、視力の検査方法については、0歳～5歳の乳
幼児本人の判断を通して検査結果を求めることが困難
である。具体的には、（1）現行の視力検査器では、器
具に表示してある文字や数字などを識別できないケー
スが多い。（2）聴力検査について、必要な器具を使用
した場合でも、音の高低や、音の長さなどに関する判
断を乳幼児が行うことは難しく、検査が行いにくい。
   乳幼児の発達を踏まえた新しい検査方法や技術的
基準等を確立するとともに、書面にてその内容の周知
徹底を図るべきである。

学校保健法第６
条１項
同法施行規則第
１条、第４条、第５
条

文部科学省
スポーツ・青
少年局　学校
健康教育課

　学校保健法において、幼児
についても定期的に健康診
断を行わねばならないとされ
ている。検査項目のうち、視
力と聴力の定期検査方法・
技術的基準は以下の通りと
なっている。
　視力：国際標準に準拠した
視力表を用いて左右各別に
裸眼視力を検査し、眼鏡を使
用している者については、当
該眼鏡を使用している場合
の矯正視力についても検査
する。
　聴力：オージオメーターを用
いて検査し、左右各別に聴力
障害の有無を明らかにする。
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5053 5053A229
(社）日本経済団
体連合会

229
単位累積加算制度の導入【新
規】

　生涯学習の意識の高まりに対応する観点から、例
えば大学評価・学位授与機構の学位授与制度の活
用などを通じて高等教育の質の保証に留意しつつ、
高校卒業者が科目等履修生として大学の一定の単
位を修得した場合、学位を取得できようにすべきであ
る。

　「知識基盤社会」の実現には優れた人材の養成が不
可欠であり、実社会で働く人が高等教育で学びなおす
魅力を高めることが必要である。このため、高校卒業
者が科目等履修生として学位を取得し得る道を拓くこ
とが重要である。

学位規則第６条
文部科学省
生涯学習局・
高等教育局

　大学卒業者以外の者に対
する学士の学位の授与につ
いては、短期大学若しくは高
等専門学校を卒業した者又
は学位規則第６条のいずれ
かに該当することが要件とさ
れる。
　学位規則第６条
　　一   大学に２年以上在学
し62単位以上を修得した者
　　二   専修学校の専門課
程を修了した者のうち法第82
条の10の規定により大学に
編入学することができるもの
　　三   外国において学校教
育における14年の過程を修
了した者
四   その他前３号に掲げる
者と同等以上の学力がある
者として文部科学大臣が別
に定める者
   このため、高等教育未履
修者（高校を卒業後大学など
に進学しなかった者）は、科
目等履修生の立場で単位を
積み上げても、学位を取得す
ることができない。

5053 5053A230
(社）日本経済団
体連合会

230
企業グループ内における有償
での法務サービス提供の解禁

　企業グループ内における有償での法務サービス、
法務部門による自社の訴訟代理を解禁すべきであ
る。
　企業グループ内における有償での法務サービスと
は以下の通りである。
①親会社の法務担当者による子会社または関連会
社に対する法務サービスの提供
②子会社または関連会社の法務担当者による親会
社に対する法務サービスの提供
③子会社または関連会社の法務担当者による他の
子会社または関連会社(いわゆる兄弟会社)に対する
法務サービスの提供

  近年、各企業は、経営資源の大幅な見直しを行い、
経理、財務、総務、人事などの業務については、親会
社あるいは専門の子会社が、有償で企業グループ内
の各社にサービスを提供する体制を構築している。
  しかし、弁護士法の規定により、法務サービスの提供
が禁止されており、経営資源の適切な集中による企業
経営の効率化が図れない。　そもそも弁護士法の規制
の趣旨は、適切でない者が法務サービスを有償で引き
受けることを防止し、もって法律サービスの依頼者を保
護するものと考えられるが、グループ内の法律サービ
スの提供により依頼者の利益が害される恐れはない。
「全国規模の規制改革・民間開放要望に対する各省庁
からの再回答について」（2005年1月19日）において、
法務省は昭和46年の最高裁判例を引用して回答して
いる。しかし、同判決は規制違反の是非については述
べているが、規制存置の是非について述べているもの
ではない。企業グループ内で法務サービスを提供する
ことについて、具体的な弊害がないのであれば解禁す
べきである。また、上記の再回答において、法務省は、
「当事者・関係者が反社会的勢力であるかどうかと、他
人の法律事務を取り扱う者が反社会的勢力かどうかと
は、次元が異なる問題である」とも述べているが、規制
存置の観点から、どう次元が異なるのかが明確ではな
い。
　さらに、訴訟代理の問題について、法務省は、他人
の訴訟の代理は法曹資格がある者に限るという観点
から代理は認めないとしているが、要望の趣旨は法曹
資格を有する者に限らなくてもよい場合があるというも
のであり、その観点を踏まえて検討を行うべきである。

弁護士法第72
条、第77条第3号

法務省大臣
官房司法法
制部

　弁護士法第72条は、弁護
士資格のない者が、報酬を
得る目的で他人の法律事務
を取り扱うことを禁じている。
同条は、親会社の法務担当
者が子会社の法律事務を取
り扱うことも禁止していると解
釈されている。この点につい
ては、2003年12月8日に示さ
れた法務省の見解によって、
コピー代等の実費は報酬に
あたらず、「法律事務」に該
当するためには、事件性が
必要という方針が明らかにさ
れ、企業グループ内における
法務サービスの提供に一定
の理解が示されたものの、完
全子会社であっても法人格を
別にする以上は、あくまで
「他人」であることが明確にさ
れた。また、同見解によって
も、子会社から報酬を得て具
体的な紛争に関連した法務
サービスを提供することは、
依然として弁護士法第72条
に抵触することになる。
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5053 5053A231
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231
税理士試験における受験資格
の緩和【新規】

　税理士試験の受験資格を撤廃すべきである。

　税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びそ
の応用能力を有するか否かを判定するための認定試
験であるが、司法試験、公認会計士試験、弁理士試験
など、他の認定試験では受験資格は課されていない。
受験者層の多様化と受験者数の増加を図り、一定の
資質を有する多様な人材を多数輩出するため、税理
士試験についても受験資格を撤廃すべきである。

税理士法第５条、
第６条

国税庁国税
審議会

　 税理士試験の受験資格
は、税理士法第５条により①
一定の学識、②実務経験、
③他資格保有、のいずれか
に該当する者と定められてい
る。

5053 5053A232
(社）日本経済団
体連合会

232
国家公務員採用の受験資格
における年齢制限の撤廃

　国家公務員採用試験における受験資格としての年
齢制限を撤廃すべきである。

　 国家公務員の採用試験においては、人事院規則に
よって年齢制限が課せられており、採用に係る官民の
イコールフッティングが図られていない。
　「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対する各
省庁からの再回答について」（平成17年１月19日　内
閣府　規制改革・民間開放推進室）において人事院
は、「平成16年度中を目途に基本的な方向性について
結論を得たいと考えているところ」と回答しているが、
未だにその結論が公表されておらず、早期に基本的な
方向性を示すべきである。

国家公務員法第
44条
人事院規則８－
18（採用試験）第
７条、別表第３

人事院人材
局試験課

　人事院規則８－18別表第３
により、各試験ごとに受験資
格（年齢制限）が定められて
いる。例えば、国家公務員Ⅰ
種試験を受験できるのは、採
用試験の告知の属する年度
の４月１日における年齢が21
歳以上33歳未満の者とされ
ている。
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5053 5053A233
(社）日本経済団
体連合会

233
電子式複合計器における最大
需要電力計の検定試験方法
の見直し

　電子式複合計器の構造や動作原理に応じた検定
試験方式を採用すべきである。

  分離型の機械式最大需要電力計は、パルス信号の
受信に起因する機構誤差や表示部の表示誤差が発生
する可能性があるが、電子式複合計器は最大需要電
力計と電力量計が一体となっており、１つの電子回路
と演算を行うソフトウエアによって計量がなされるた
め、表示誤差も機構誤差も発生しないという特徴があ
る。
　したがって、電子式複合計器の最大需要電力計部の
検定試験は、電力量計部との表示の整合性を確認す
ることによって、計量の確かさを確認することが可能で
ある。　「全国規模の規制改革・民間開放要望」に対す
る各省庁からの再回答について（2005年１月19日）に
おいて、経済産業省は「本要望を踏まえ、計量制度全
体の整合性を勘案しつつ、適正な計量の実施を確保
することを前提とした検定試験作業の効率化に資する
検討を17年度に行う予定」と回答しており、上記の試験
方式を採用する方向で着実な検討がなされることを求
めたい。

計量法　第16条、
第71条
特定計量器検定
検査規則 第657
条、第658条、第
659条、第679条、
第680条

経済産業省
資源エネル
ギー庁　電
力・ガス事業
部電力市場
整備課

　機械式の電気計器は、計
器本体と分離型の最大需要
電力表示装置で構成されて
おり、計器本体と最大需要電
力表示装置との間でパルス
を受け渡すため、表示誤差と
機構誤差について検定を行
うことが義務付けられてい
る。この検定は、計器本体と
最大需要電力表示装置が一
体となっている電子式複合計
器にも義務付けられている。
　この結果、最大需要電力計
の検定試験では、表示誤差
と機構誤差を確認するため、
30分ごとの計測値を10回測
定して誤差変動を確認する
必要があるため、長時間の
検定試験作業を要している。

5053 5053A234
(社）日本経済団
体連合会

234
電子式時間帯別計器の検定
の見直し

　電子式時間帯別計器の検定対象を全日計量値の
み（時間帯別計量値の検定を廃止）とし、時間帯別計
量値の記録・表示については型式試験において確認
するよう見直すべきである。

　電子式時間帯別計器は、一つの検出部が計量した
全日計量値（デジタルデータ）を時間帯ごとに区分して
記録・表示する構造となっているため、検出部の確か
らしさが担保されていれば、機構上、時間帯別の計量
値に誤差は生じない。また、こうした機構上の特質の
確認は計器の型式試験において確認することが可能
である。規制改革・民間開放推進３か年計画（2005年３
月25日閣議決定）においては、「時間帯別電力計の検
定を廃止することは困難であるが、当該検定作業の効
率化等による手数料の見直しについて2005年度も引
き続き行う」とされているが、手数料の見直しではなく、
検定対象の見直しに向けた検討を行い、全日計量値
のみの検定を認める方向で結論を得るべきである。

計量法第16条
特定計量器検定
検査規則第13条

経済産業省
資源エネル
ギー庁　電
力・ガス事業
部電力市場
整備課

　複数の表示機構を有する
特定計量器は、全ての表示
機構について検定に合格す
る必要があり、一つの計器で
複数の時間帯の電力量等を
計量する時間帯別計器にお
いても、時間帯ごとに検定を
受けることが義務付けられて
いる。
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5053 5053A235
(社）日本経済団
体連合会

235
計量法におけるガスメーターの
型式承認機関の拡大【新規】

　民間機関においても、ガスメーターの計量機能部分
の型式承認ができるようにすべきである。

　一つのガスメータについて保安機能部分と計量機能
部分の型式承認を別の機関で行っているため、手続
が煩雑である。計量機能部分の型式承認を民間機関
にも認め、「ワンストップ承認」による手続の簡素化を
図るべきである。

計量法第76条、
計量法施行令第
22条、
計量法施行規則
第2条第5項

経済産業省
産業技術環
境局知的財
産基盤課

　ガスメータは計量機能部分
とマイコン制御による保安機
能部分から構成されている。
保安機能部分について法規
制はなく、民間機関において
型式承認を自主的に実施し
ているが、計量機能部分に
ついては、計量法第76条第１
項に基づく同法施行令第22
条の規定により、産業技術総
合研究所において型式承認
を受けることが義務付けられ
ている。

5053 5053A236
(社）日本経済団
体連合会

236
公共工事等のコスト削減に向
けた官公需法等の見直し

　 VFM（バリュー・フォー・マネー）の観点から、中小
企業者向け契約目標比率を段階的に適正化するべ
きである。中でも、直接的な請負（納品）業者に対象
を限定している契約目標額・目標比率の算定基準を
見直し、二次以下の請負（納品）業者を対象に加える
ことについて検討すべきである。

　中小企業者向け契約目標比率は、官公需施策発足
当時の1966年度の27％弱から、2004年度には45.7％
に上昇している。 中小企業者の受注機会の増大を図
るための措置として広く行われている分離・分割発注
は、公共工事等のコストアップと非効率性（工期の長期
化等）を助長するおそれが強い。分離・分割発注の是
正により、公共工事等の分野における技術力やコスト
に着目した健全な企業間競争が実現し、国等や地方
公共団体は低廉で質の高い社会資本の整備等が可
能となる。「規制改革・民間開放推進３か年計画」
（2005年３月25日　閣議決定）においては、「中小企業
政策審議会基本政策部会・中小企業経営支援分科会
取引部会中間とりまとめ～今後の官公需施策の在り
方について～」（平成16年６月17日）を取りまとめ、結
論を得た」とされている。しかし、「中間とりまとめ」は課
題を提起したに過ぎないため、官公需契約種別（物
件、工事、役務）について具体的な改善方策を検討し、
公共工事の非効率性を改善する観点から中小企業者
向けの官公需契約の目標額を再考すべきである。

官公需について
の中小企業者の
受注の確保に関
する法律
中小企業者に関
する国等の契約
の方針
各地方公共団体
の競争入札実施
要領

経済産業省
中小企業庁
事業環境部
取引課

　 官公需法第４条に基づき、
国は、毎年度、国等の契約
に関し、中小企業者の受注
の機会の増大を図るための
方針を作成し、閣議決定して
いる（2004年度の中小企業
向けの契約目標は約４兆
5023億円となっており、官公
需総予算額の45.7％を占め
ている。）この目標を達成す
るため、国等が行う公共工事
等の発注は、高度な技術力
やマネジメント力、品質保証
等を要求される大規模公共
工事等を含め、広く分離・分
割発注されるため、公共事業
の非効率性が改善されてい
ない。
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5053 5053A237
(社）日本経済団
体連合会

237
公共工事にかかる地域要件設
定の運用改善

　公共工事の入札参加資格にかかわる地域要件の
設定については、入札参加者を過度に制限すること
ないよう、運用の改善を図るべきである。

　過度の地域要件の設定により、地元事業者でない
（あるいは受注実績がない）という理由のみで、高い技
術力やコスト競争力を有する他の地域の事業者（ある
いは他の地域で同種工事の実績を有する事業者）が
入札に参加できなくなっている。こうした運用を是正す
ることにより、公共工事の分野における技術力やコスト
に着目した健全な企業間競争が実現され、国等や地
方公共団体は低廉で質の高い社会資本の整備等が
可能となる。　「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改定）」においては、「過度に競争性を低下させる運
用とならないよう、今後、国において、地方公共団体に
おける地域要件の設定の在り方について基本的な考
え方を検討し、その結果を地方公共団体に対して周知
する。また、地域要件設定の理由の公表については、
早急に実施するよう要請する」とされているが、実際に
は運用の改善が図られていない。

地方自治法第
234条
地方自治法施行
令第167条の４、
第167条の５、第
167条の５の２、
第167条の11

総務省自治
行政局自治
政策課
国土交通省
大臣官房地
方課

　公共工事の入札参加資格
については、地元の中小事
業者を優先する政策目的な
どから、発注者の行政区域
内に主たる事業所（本社）あ
るいは営業所を置いているこ
とや、過去の工事受注実績
等を入札参加資格としたり、
入札招請者の指名にあたり
考慮することなど地域要件の
設定が広く行われている。

5053 5053A238
(社）日本経済団
体連合会

238
警備業法における「機械警備
業務の一体化」の見直し【新
規】

　機械警備業務における監視業務のみを行うことを、
警備業として認めるべきである。

 昨今の機械警備業は、コンピューター及び通信ネット
ワークの導入により、様々なシステムと結合した多用
な業務の一部として行われる傾向にある。それに伴
い、警備業者間あるいは警備業者と異業種業者の業
務提携が増加しており、「監視業務」のみを行う警備業
も可能である。
　 監視業務と警備業務を分離した場合、両者間の情
報の通信方法、各業務の分担・責任範囲、緊急対応
連携体制が課題となるが、これらを担保するための標
準業務委託契約書の締結を義務付けるなど必要最低
限の規制を課せば、安全性は確保できる。　　　　　個
人情報保護法の施行等を背景に、監視システムはま
すます高度化が要求されている。映像監視、入退室管
理などを統合したセキュリティーシステムへのニーズが
高まる中、監視業務のみでも警備業として認めるべき
である。

警備業法第11条
の４～９

警察庁生活
安全局生活
安全企画課

　 機械警備業務は、対象施
設からの情報を受信し、指
令、通報等を行う業務（以下
「監視業務」）と指令を受けて
現場に赴き、必要な警備措
置を行う業務（以下「警備業
務」）とに分業される。警備業
法では、機械警備業者は即
応体制の整備義務が課され
るなど、監視業務と警備業務
を一体として行わなければな
らない。
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5053 5053A239
(社）日本経済団
体連合会

239
化審法における新規化学物質
の安全性試験に関しての規制
緩和【新規】

　少量新規申請による製造可能量を１t/年以下か
ら、10t/年以下まで引き上げるべきである。
　また、安全性試験の項目数を削減し、試験条件（反
復投与試験の日数や分解度試験の期間の短縮な
ど）を見直すべきである。具体的には、２～３ヶ月程
度で安全性試験が完了し、化審法の申請が可能に
すべきである。

  一般的に電子材料用途の新製品上市にあたっては
量産での実証試験が必要であり、実証テストには１t/
年以上の新規化学物質数量が必要であり、上市され
ることになった場合は、新規化学物質が10t/年以上使
用されることになる。
　しかし、少量新規申請による製造可能量が１t/年以
下では、実用検証に必要な数量に足りない。また、新
規化学物質の安全性試験には部分的な試験でも最短
で約１年が必要な現在の規制では、研究で新規化学
物質の機能が確認された後、実証試験着手までに年
単位の期間が必要になるため、新規化学物質は上市
のタイミングを失ってしまう。

化学物質の審査
及び製造等の規
制に関する法律
第３条、第４条

厚生労働省
医薬食品局
審査管理課
環境省総合
環境政策局
環境保健部

　 新規化学物質の製造に
は、下記の安全性試験が必
要とされている。
①少量新規申請：１t／年以
下の製造が可能。
②部分安全性試験を実施
し、難分解・低蓄積性と判定
されたもの：10ｔ／年以下の
製造が可能である。（テスト
費用：約600万円、テスト期
間：約１年）
③安全性試験の完了後、白
公示物質と判定されたもの
は製造可能である。
　一方、１種監視物質、２種
監視物質、３種監視物質と判
定されたものは製造可能で
あるが、数量公表が必要とさ
れている。

5053 5053A240
(社）日本経済団
体連合会

240
クリーニング業における都道府
県の衛生措置規制の見直し
【新規】

　各都道府県におけるクリーニング業における規制
を見直し、クリーニング業の取次所に求められる衛生
措置を緩和すべきである。具体的には、一定の基準
を満たすクリーニングボックス等を設置した事業者に
ついては、隔壁規制など必要最低限の規制以外の
衛生措置の適用を除外すべきである。

　営業面積が制限されたコンビニエンスストアでクリー
ニング取次サービスを提供しようとした場合、上記①～
④の規制が大きな障害となる。東京都では、障壁を設
けた上で、品物を預かる預かり庫と仕上がり品を保管
する保管庫が一体となったクリーニングボックスを設置
すれば、コンビニエンスストアの店内で取次ぎサービス
を提供することを認めている。こうした事例を参考とし
て、一定の要件を満たしたクリーニングボックスを設置
した場合には、隔壁規制以外の規制を適用除外とする
よう、厚生労働省は技術的助言を示すべきである。

クリーニング業法
第３条第３項第６
号
各都道府県の細
則

厚生労働省
健康局生活
衛生課

　都道府県が定める条例及
び細則によって、クリーニン
グの営業者が行わなければ
ならない衛生措置が都道府
県ごとに異なっている。この
結果、コンビニエンスストアが
クリーニング取次所を設置す
るにあたり、全国一律の対応
が困難になっている。　（具体
例）
①面積規制
千葉県・埼玉県・茨城県・群
馬県：6.6㎡
岐阜県：3.3㎡
②隔壁規制
　静岡県：食品とは完全に遮
断した構造
③受付け時の内容確認義務
　神奈川県：カウンターで数
量・内容の確認義務
④受付の専用レジ
　 神奈川県：専用レジでの受
付
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5053 5053A241
(社）日本経済団
体連合会

241
政令指定都市における戸籍事
務の管掌者の見直し【新規】

　 戸籍事務を電子情報処理組織によって取り扱う、
すなわち戸籍情報システムにより戸籍事務を電算化
する場合には、政令指定都市における戸籍事務の
管掌者を市長とすることができるようにすべきであ
る。

　戸籍法では政令指定都市における戸籍事務の管掌
者は区長とされており、一般市町村が使用するものと
同じ戸籍情報システムを政令指定都市の区が使用す
ると、区内の戸籍の処理しか行えない。
　そのため、一般市町村が行っているのと同様に市内
全部の戸籍を参照し証明書を交付するために、政令
指定都市の戸籍情報システムでは市内他区にある戸
籍を参照するための追加機能の開発が必要となる。こ
の結果、自治体は追加経費を負担することになるた
め、ベンダーが開発した戸籍情報システムの導入が進
みにくい。政令指定都市における戸籍事務の管掌者を
市長とし、一般市町村が使用する戸籍システムと同様
なシステムを使用できるようにすることで、政令指定都
市の戸籍事務の効率化に資する。これにより、証明書
の発行の待ち時間が短縮され住民サービスが向上す
る。

戸籍法第１条、第
４条、第117条の
２

法務省民事
局民事第一
課

　戸籍法では戸籍事務の管
掌者は市町村長であるが、
政令指定都市における戸籍
事務の管掌者は各区長とさ
れている。

5053 5053A242
(社）日本経済団
体連合会

242
指定管理者の選定プロセスに
ついての統一的な基準の策定
【新規】

　指定管理者の選定プロセスの透明性を確保するた
め、選定委員会や議事録の公開などについて統一
的な基準を定めるべきである。

　指定管理者の選定にあたっては、専門的知識、運用
経験、法規に沿った判断が必要と思われる。しかし、
地方自治体が任命した選定委員が指定管理者を選定
し、選定委員会やその議事録が非公開であった場合、
そのプロセスが不透明で、住民の意思が直接に反映さ
れるとは言いがたい場合がある。

地方自治法第
244条の２

総務省自治
行政局行政
課

　指定管理者の指定の手続
は条例で定めなければなら
ないとされ、指定自体も議会
の議決を経なければならな
いとされている。実際の運用
では、指定管理者の選定は
選定委員会に付託されてお
り、選定プロセスの透明性が
低い事例が散見される。
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243
防衛庁向債権の譲渡に関する
事務手続の簡素化

　防衛庁との単年度（予算）工事契約に係る債権譲
渡について、以下の３点を認めるべきである。
　①事前承諾なしの債権譲渡を禁止している「製造
請負契約条項」第３条第１項第２号を削除する、もしく
は、譲渡先が一定の条件を満たせば自由に譲渡で
きるようにする
　②債権譲渡手続の簡素化を図る
　③債権譲渡時の第三者対抗要件について、債権譲
渡登記の利用を可能とする

（要望理由　右下の続き）
③　債権譲渡登記は、債務者に承諾を得たり通知
をすることなく、比較的容易に手続できることか
ら、現在、債権譲渡の第三者対抗要件具備の方
法として広く利用されている。
　原契約において債権譲渡を禁止しない場合、第
三者対抗要件の取得方法について規定する必要
はないが、債権譲渡禁止条項が残る場合でも、包
括承認をされる場合は登記方式が有用な手段と
なる。なお、複数案件の一括承認を受ける場合
は、現状と同様債務者承諾方式となる。

①　債権譲渡の潜在的な需要は大きいと思われるが、
煩雑な手続が必要となっていることが、その実施の障
害となっている。債権譲渡を業者側の裁量で実施でき
るようになれば、実施案件も増加することが期待され
る。
②　対象案件が複数ある場合、通達で定められている
資料（債権譲渡基本契約書の写し、債権譲受人が譲
渡先としての要件に該当していることを証明する各種
資料、格付機関のレーティングレター、契約相手方及
び債権譲受人の印鑑証明、契約相手方による譲渡債
権の特定に関する確認書）全てを各案件ごとに揃えて
申請するのは大変煩瑣である。特に、譲渡希望がもっ
とも多くなる年度末は他業務も繁忙期であることから、
譲渡手続の簡素化のニーズは強い。事前承諾なしの
債権譲渡を認めるか、仮に認められない場合には、包
括的な債権譲渡承認または複数案件の一括申請、添
付資料の削減などにより、債権譲渡手続の事務負担
の軽減を図るべきである。

製造請負契約条
項第３条
「中央調達に係る
契約相手方が有
する債権の譲渡
の承認手続要領
について（通達）」
（平成17年２月10
日　契本企　第
733号）　第５条

防衛庁 管理
局 装備企画

課

   政府向債権の譲渡に関し
ては、近年、各省庁におい
て、売買契約等に債権譲渡
禁止条項を設けない等の動
きが進んでおり、企業におけ
る売掛債権を活用した資金
調達の支援・促進が図られて
いる。一方、防衛庁向けの債
権譲渡に関しては、事前の
承諾を得ることを条件として、
契約相手方の企業が債権を
譲渡することが認められてい
るが、個別案件毎に申請及
び債権譲渡を行うことになっ
ており、また、個別案件毎に
譲渡先（債権の譲受人）の登
記簿謄本、有価証券報告書
等、多くの添付資料を申請書
に添付せねばならないなど、
手続が煩雑であり、手間が
かかる。
　なお、第三者対抗要件は、
「債務者の承諾」（確定日付
も取得）により具備している。

5054 5054A001 その他の法人 1
社会福祉法人の事業用資産
要件の緩和

社会福祉法人の事業用資産の要件緩和し、多様な
事業形態に対応する。

　社会福祉法人が行う第一種社会福祉事業、第二種
社会福祉事業ついては、その用地・建物は基本財産と
して自己所有が原則となっている。一部賃貸が認めら
れる場合にも、賃借料の水準について無料又は極力
低額の記述があり、さらに当該法人の理事長又は当
該法人から報酬を受けている役員等から賃借により貸
与を受けることは、望ましくないとの記述がある。
社会福祉法人に対しては、地域の多様な福祉ニーズ
に対応するために、サービスの多機能化、地域分散が
求められている。しかし上記の規制により、不動産の
提供者にとってメリットが少なく、都市部に施設設置が
困難である。そのために新規参入の大きな妨げとなっ
ていると考えられる。

通知「社会福祉
法人の認可につ
いて」

厚生労働省
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5056 5056A001
特定非営利活動
法人瀬戸内医療
福祉団

1
地域高度密着病院(仮称）の新
設

・地域高度密着病院の新設を要望する。当該病院
は、医療計画における一般病床、療養病床、結核、
精神、感染症の病床数算定において、地域内の一般
病床数を療養病床の算定に準じて算出し、その数を
超えない範囲で、一定の紹介率と一定の住民要望者
数、その他、法令で定められた構造設備と人員配置
の各要件を満たす病院であって、市町村長が推薦
し、都道府県知事が承認する. 病床数は50床以下で
高度に地域へ密着した医療サービスを提供する病院
として称する。　　　　　　　　　・当該病院は、保険医療
機関または特定承認保険医療機関とし、厚生労働大
臣が定める選定療養を含む特定療養費とその他の
保険外費用の受領ができる医療機関とする。

　高度地域密着病院は、地域完結型の診療ネット
ワークの中核病院として、近隣のさまざまな標榜
科の医師または医療機関と連携し、地域が必要と
する、あらゆる診療に対応できる人的配置と、設
備、機器、施設を備え、救急医療へも対応できる
オープン型病院のシステムを整備する。また、こ
のネットワークの幹事施設として、連携する医師ま
たは医療機関への経営的、医学的支援を含む統
合的管理を行う。その財源となる診療報酬は、制
度的な規制緩和を受けて、寄付、寄託、健康保険
からの診療報酬をもってあてる。

社会保障給付費の伸びを抑制する政策にも係わる医療計画（医療法第30条の3）は、病院
病床数の規制と医療機関の相互連携による機能分化と効率化を意図し医療の提供体制を
規制するものだが、地域医療の実態にそぐわない面も少なくない。また、こういった制度その
ものが災いして医療費の無駄を生み、非効率化の温床になっていることも否めない。そこ
で、医療連携による機能分化の推進や医療圏ごとの医療水準確保において、既に設けられ
た地域医療支援病院や特定機能病院に、民意の色濃い医療をより強く反映できる医療機関
を加えることも必要な政策である。地域ごとに異なる医療事情を組み入れるために、優良な
小規模病院が新たに定められれば、医療の安全と質を確保しながら、医療の全国均霑化と
医療費の無駄を省き高齢化に伴う伸びを抑制するなど、将来的に望ましい新たな医療環境
を生む。これが本要望の理由である。こういった民意の色濃い病院の主導で構築される近
隣診療所や近隣病院から成る地域のチーム医療体制を整備することは日本型医療におい
て不可欠である。こういった形の医療ネットワークの中核病院の条件は、比較的小規模で小
回りが効き、院内の疎通の良いことが絶対的要件であり、このような病院を法的に定めよう
というのが本要望である。地域高度密着病院（仮称）と称して新設を提言する。この新設は、
既存の病院や診療所を巻き込み地域の医療体制を再編し、より現実的に地域医療の実態
にそった新体制をつくる切欠となるばかりか、医療のシステム的効率化と医療費の無駄を無
くす。この概念に基づく病院群は、当該病院とそれに連携する複数の医療機関で診療ネット
ワークの一単位を形成し、この単位を支持する地域住民の集団から、人的支援（ボランテイ
ア）や寄託、寄付等を受けるようにすれば、現行の官製医療分野における一部を民間市場
化でき、官の規制する医療提供体制と健康保険制度の両面からの改革が推進される。医療
提供体制に関しては、民の理念にもとづく新たな体制の創出が可能となり、健康保険制度に
関しては、預託金の寄託なども含み公的制度の一部を肩代わりする民の健康保険業務へ
の参入を実現する。更に、そういった財源がもとになり医療以外の介護サービスや、公的保
険の一部負担金、あるいは国内未承認薬や医療材料など、医療全般における保険外費用
へ充てることへの期待が膨らむ。こういった流れは、国の財政支援にもつながり、現行の社
会保険制度における一部負担金の引上げなどは今以上に容易となる。高齢社会における
社会保障給付費の抑制から持続可能な皆保険制度の維持へも大きく貢献する。他方、地域住

・医療法
・健康保険法
・療養担当規則

厚生労働省

5057 5057A001 鳥取県 1

　浄化槽法に基づく指定検査
機関の公益法人要件の撤廃
及び一地域一指定検査機関
の規制の緩和

　指定検査機関の中立性と公平性を担保しつつ、広
く民間検査機関の参入を促すことにより、未受検者
の掘り起こし努力やサービスの改善、検査を受けや
すくするため、公益法人要件を撤廃する。また、競争
原理を働かせるため、出来る限り複数の指定が望ま
しいので、地域要件等の規制を緩和する。

・環境省関係浄化槽法施行規則第５５条第２項第
１号の削除
・一地域一検査機関とする指導の中止

　浄化槽法第７条及び第１１条に基づく法定検査の受
検率は、平成１６年度の全国の結果として、それぞれ
84.4％、16.5％と低迷している。これら法定検査の受検
率を向上させるためには、広く民間検査機関の参入を
促すことにより、未受検者の掘り起こし努力やサービス
の改善が期待できる。また、複数の指定検査機関を指
定することで競争の原理が働き、相乗効果が期待でき
る。

・浄化槽法第５７
条第３項
・環境省関係浄
化槽法施行規則
第５５条第２項第
１号
・浄化槽法環境
省関係施行規則
第５６条の解説

環境省
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5057 5057A002 鳥取県 2

鳥取県生活衛生営業指導セン
ターが実施する国庫補助対象
事業に係る国の実施要領の改
正

指導センタ－の自主性を尊重する観点から、県との
協議は不要とすべきと考える。

実施要領に規定する県協議内容が不明確であり、セン
タ－に対して過度の負担を強いる事になる。

昭和61年7月9日
衛指第110号　に
よる厚生省生活
衛生局長通知

厚生労働省

5057 5057A003 鳥取県 3
理容師・美容師養成施設の指
定及び指定取り消しに係る事
務を都道府県に委譲

指定業務の迅速化及び申請者の利便性の観点から
都道府県に委譲を要望する。

現行では
①開設予定者　→　厚生労働大臣に指定申請
②厚生労働大臣　→　都道府県に調査依頼
　　・理容師法第４条・理容師法施行令第１条
　　・美容師法第４条第５項・美容師法施行令第１条
③都道府県　→　調査・調査結果の報告
④国は都道府県が実施した調査結果をもとに指定

する流れになっており、申請者の利便性を考えると、時
間がかかりすぎてしまうため。

・理容師法第４
条・理容師法施
行令第１条
・美容師法第４条
第５項・美容師法
施行令第１条

厚生労働省
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5057 5057A004 鳥取県 4
都道府県交通安全対策会議
委員にかかる選任基準の緩和

地域の実態に合った安全計画にするため民間等幅
広い層から委員を選任できるよう基準を緩和すべき
である。

都道府県交通安全対策会議の組織等は交通安全対
策基本法によって規定されている。本規定によって委
員が限定されているが、安全計画を策定する上で民間
を導入すれば、
①行政の透明性が確保できる
②地域の実情が鮮明になり、計画に具体性が出てくる
などのメリットがある。又、男女共同参画の観点から、
同委員の４割以上が女性で占めなければならない実
情からも、基準緩和が必要である。

交通安全対策基
本法第１７条第３
項第１号
（指定地方行政
機関の長又はそ
の指名する職員）
→管区警察局、
地方運輸局等：
委員数８名（平成
１２年１２月１５日
付総理府告示第
６１号）
交通安全対策基
本法第１７条第３
項第２号～６号
（県教育長、県警
察本部長、県知
事が県の部内の
職員のうちから指
名する者）

内閣府

5058 5058A001 任意団体 1
建設廃棄物処理指針（平成11
年厚生省通知衛産第20号別
添）の緩和

　地山掘削では元の土砂と水に分離する工程までを
掘削工事ととらえ、その時点で土砂か汚泥かの判断
を行っている。
　掘削工事においても排出される掘削物を現場内で
分級処理する場合はその装置から排出される時点で
土砂か汚泥かの判断をするべきである。

　建設廃棄物処理指針の代表的掘削工法に例示
されている柱列式連続壁工法（SMW工法等）で排
出される掘削物は現在、建設汚泥として処理して
いるが、最近、環境問題への対応に伴ない発生
汚泥を分級処理後、リサイクルする工法（ハイドゲ
ン工法等）が開発されている。
　この工法で排出される分級処理土は、振動ふる
いとサイクロンで、粗粒分は75μ以下の粒子を
95％程度除去しており、コーン指数は200ｋN/ｍ2
以上確保されているにも関らず、土砂か汚泥かの
判断は掘削工事に伴なって排出される時点で行
なっている為、汚泥となっている。
　処理土の性状は土砂としての基準を満たしてお
り、現場内で、発生する掘削残土より細粒分が少
なく性状的に優れている場合が多い。

　近年、行政指導により建設、土木工事において再利
用等、環境工法が推奨されている。掘削工事において
も再利用工法が採用されてきているが、設備導入費用
より産廃処理費の方が安く、設備が導入できない場合
がある。
　指針の緩和により、分級処理土を土砂で処理できる
と、産廃処理費が低減され環境工法の導入機会が増
加する。現在、建設汚泥はSMW工法だけで年間約35
万ｍ3、同様工法も含めると70万ｍ3になると考えられ
る。
　基準を満たした分級処理土を土砂として取り扱い、処
理液をリサイクルすることで、客先にもコストダウンメ
リットがあり、また、場外に持ち出す産業廃棄物をゼロ
にすることが可能となり最終処分場等、環境問題の改
善に大きく寄与する。

＊廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律
＊建設廃棄物処
理指　　針（平成
11年厚生省通知
衛産第20号別
添）

＊環境省
＊旧厚生省
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5058 5058A002 任意団体 2
建設廃棄物処理指針（平成11
年厚生省通知衛産第20号別
添）の表現の明確化

 処理指針で、基準数値が示されているが「おおむ
ね」という表現であり明確にしてほしい。

 我々の協会で展開しているリサイクル工法におい
ては土砂の基準値を「粗粒分は75μ以下の粒子
を95％除去。コーン指数は200ｋN/ｍ2以上」として
いる。

 処理指針では規制数値が示されているが、おおむね
と表現されており、規制範囲があいまいである。
　最近、環境問題への対応に伴ない発生汚泥を分級
処理後、リサイクルする工法（ハイドゲン工法等）が開
発されている。
　この工法で排出される分級処理土は、振動ふるいと
サイクロンで、粗粒分は75μ以下の粒子を95％程度除
去しており、コーン指数は200ｋN/ｍ2以上確保されて
いるが、指針が明確な表現になっていないため、土砂
か、汚泥かの判断ができない。

＊廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律
＊建設廃棄物処
理指　　針（平成
11年厚生省通知
衛産第20号別
添）

＊環境省
＊旧厚生省

5061 5061A001 株式会社ノヴァ 1 業者登録制度の緩和

民間事業者が地方自治体の事業を請負うためには、
事前の業者登録により参加資格を得なければなりま
せん。この業者登録制度の集約化、または資本金・
従業員数・キャッシュフロー等の基準を設け、基準以
上の企業については登録免除とします。

【具体的な提案】
各自治体が必要とする登録情報を1つにまとめた
ものを「業者登録共通ﾌｫｰﾑ」とし、全国の自治体
の業者登録の際に使用します。
※各自治体が必要とする登録の情報については
添付の資料を参照ください。各自治体に共通する
割合が高い情報については＊をつけております。
※添付の資料のように、各自治体が求める情報
のうち、共通する割合が高いものを「業者登録共
通ﾌｫｰﾑ」に盛り込みます。
※事情によりどうしても特定の情報が必要である
場合に限り、例外措置を認めることにすれば、地
域の実状を踏まえる事も可能です。

⇒現状の業者登録制度は、官民双方に煩雑な手間と
コストがかかる仕組みになってしまっており、実質的に
登録の制限につながっています。地方公共団体による
事業は、全て公益的な事業であり、税金の有効活用の
ためにも、入札等において、各事業に適した企業がよ
り容易に参加できるよう登録の仕組みを改善すべきで
あると考えます。
　行政手続オンライン化法においても、「手続等の簡素
化又は合理化」をはかることが定められており、東京
都下では本年度より51自治体が参加する協議会で業
者登録情報の共有が行われています。
　仮に全国規模での管理業務の集約が実現すれば、
ニ百億円規模の歳出削減にもつながると考えられま
す。
（※添付資料もご覧下さい）

地方自治法施行
令（第１編　普通
地方公共団体）
第167条の5

総務省

添付資料①（「要望理由」の
詳細）および、添付資料②
（（株）ノヴァ調査『業者登録
内容の調査』（2004.6.29））を
添付。
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5062 5062A001
日本ベンチャー
キャピタル協会

1

銀行の特定子会社（ベン
チャーキャピタル子会社）の保
有比率5％超、保険会社の特
定子会社の保有比率10％超
投資対象企業の範囲等の拡
大

銀行・保険会社の特定子会社が、それぞれ5％・10%
を超えて投資できる企業の範囲について、例えば設
立間もない企業など、幅広いベンチャー企業に拡大
する。
また、それぞれ5％超・10％超の投資を行った企業
が、企業成長により対象から外れた場合について
も、投資期間が10年に満たない場合は、追加投資を
可能とする。

昨今のベンチャー市場においては、大企業からのスピ
ンオフや大学発など、多種多様な企業が設立されてい
る。これらの企業は、技術的・ビジネスモデル的に競争
力を有しているが、資金・人材等が不足している場合も
多く、このような企業のニーズにベンチャーキャピタル
会社が適時・適切に応えて行くことの重要性が高まっ
てきている。
一方、現在、銀行・保険会社の特定子会社は、一定の
要件を満たすベンチャー企業についてのみ、10年間に
限りそれぞれ5％超・10％超の議決権を保有すること
が認められている。銀行・保険会社の子会社の業務範
囲規制の趣旨を踏まえ、１０年間の保有期間制限を維
持したうえで、ベンチャー企業の範囲が拡大されれば、
銀行・保険会社の特定子会社が多種多様なベン
チャー企業の資金ニーズに応えることができる。また、
追加投資が可能となれば、当該企業からの支援継続
等の依頼に応えることができる。
なお、ベンチャーキャピタルでは、一定の出資割合を
もってベンチャー企業の経営状況を詳細に把握するこ
とは、リスク管理に極めて有効な手段として認識されて
おり、銀行・保険会社の特定子会社においても同様の
効果が期待できる。

銀行法施行規則
第17条の2
銀行法施行規則
第34条の16
保険業法施行規
則第56条

金融庁総務
企画局企画
課

中小企業庁
企画課

5063 5063A001 長崎県 1
中国人団体観光短期滞在査
証の発給対象地域の拡大

　中国人団体観光短期滞査証の発給対象地域は、
北京市、上海市、広東省、天津市、山東省、浙江省、
江蘇省、遼寧省の３市５省に限定されており、発給対
象地域を中国全土に拡大してもらいたい。

　現在、発給対象地域を限定していない国が４０を
超えている中で、日本は３市５省に限定しており、
訪日観光客を増大させるにあたって大きな障害と
なっているため、発給対象地域を中国全土に拡大
する。

　発給対象地域を中国全土に拡大することにより、中
国からの観光客が大幅に増大すると考えられ、これに
伴い、地域経済の活性化及び雇用創出が期待でき
る。

出入国管理及び
難民認定法第６
条第１項

外務省
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5063 5063A002 長崎県 2
一定の条件を満たす中国人に
対す数年有効マルチビザの発
給

　所得や海外渡航実績等、一定の条件を満たす中国
人全てに対して数年有効のマルチビザ発給を認めて
もらいたい。

　現在、中国人に対する数年有効のマルチビザの
発給については、株式市場上場企業等の管理職
等にＡＰＥＣビジネス数次査証が発給されていると
ころであるが、発給実績が少ない状況にある。
　また、中国から日本へのビザについては、親族
の訪問、商務等の目的でしか個人ビザが発給さ
れず、その都度招へい状が必要であるため、観光
目的での訪日は、団体観光以外にはできない状
況である。
　今後、不法滞在を発生させることなく中国人訪日
観光客の増加を図るため、一定の条件を付してそ
れを満たす中国人すべてに対して数年有効のマ
ルチビザ発給を認め、この者については、個人で
の訪日も可能とする。

　中国人に対し数年有効のマルチビザを発給し、個人
での訪日観光を可能とすることにより、観光客が大幅
に増加すると考えられ、これに伴い、地域経済の活性
化及び雇用創出が期待できる。

出入国管理及び
難民認定法第６
条第１項

外務省

5063 5063A003 長崎県 3
韓国及び台湾居住者に対する
短期滞在査証の免除

　韓国及び台湾居住者に対しては、「愛・地球博」期
間中に限定して短期滞在査証が免除されているが、
「愛・地球博」終了後も引き続き免除措置を実施して
もらいたい。

　韓国及び台湾居住者の訪日観光客数は、第１
位、２位を占めており、両国・地域居住者の訪日を
促進するため、現在、「愛・地球博」期間中に限定
している短期滞在査証の免除を、「愛・地球博」終
了後も引き続き実施する。

　韓国及び台湾居住者に対する短期滞在査証の免除
を行うことにより、訪日観光客がさらに増加することが
考えられ、これに伴い、地域経済の活性化及び雇用の
創出が期待できる。

出入国管理及び
難民認定法第６
条第１項

外務省
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5064 5064A001

(財)新エネルギー
財団 新エネル
ギー産業会議 バ
イオマス委員会
(委員長：横山 伸
也 東京大学大学
院教授)

1
バイオマスである「生ごみ」の
利活用に関わる規制緩和

①現状、一般廃棄物の処分業の許可を得た者は事
業にあたって当該自治体の処分手数料を超える料
金を受けることができないが、バイオマスを利活用す
る場合にはこの適用を免除して頂きたい　　　　②現
状、新規に一般廃棄物の処分業の許可を取得しよう
とした場合 実質的には許可を取得しにくい面がある
が、バイオマスを利活用する場合には許可が容易に
得られるようにして頂きたい　　　　　　③（①②の規制
緩和が困難な場合）一般廃棄物の再生利用に係る
特例の認定対象として、バイオマスを利活用する場
合を追加して頂きたい

左記①及び②が実現した場合、「生ごみを原料と
してメタン発酵を行い、生成したメタンにより発電
を行う」事業の事業化が可能になり、バイオマスの
利活用に資することができると共に発電電力量に
相当する化石燃料の使用量低減を通じてＣＯ2の
削減に寄与することができる。　　　　　また、①及
び②の実現が困難な場合でも、左記③の再生利
用の枠組みを通じて上記の事業化が可能になり、
上記の効果が実現できる。

添付の事例に詳細を記述しているが　　　　　　①につ
いては、自治体の徴収手数料が必ずしも事業の収益
性の観点から設定されているわけではないように見受
けられ、現状の規制のもとで事業化した場合には事業
の収益性に著しい影響を与える可能性があるためで
ある。　　　　　　　②については、現状の法制の枠組み
では「処分業の許可」が得られなければ事業化が不可
能であり、バイオマスの利活用のために改善を要望し
たいためである。　　　　　　　　③についても、現状の枠
組みでは認定が著しく困難であるように見受けられ、
改善を要望したいためである。

①廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律第７条第
12項
②廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律第７条第
10項
③廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律第９条の８
第１項

環境省
添付資料「生ごみのメタン発
酵の事業化を断念した事例」
あり

5071 5071A001
社団法人信託協
会

1
信託法の見直しと併せて信託
業法の見直しを行うこと

・昨年12月30日に信託業法が改正されたところであ
るが、信託法については、現在法制審議会で改正の
検討が進められている。
・先般の信託業法の改正は喫緊の信託の活用の
ニーズに応えるため、信託法の改正に先駆けて行わ
れたものである。
・現在、法制審議会において、社会・経済情勢の変化
に的確に対応するために、受託者の負う忠実義務等
の内容の適切な要件下での緩和等を柱とした信託法
の現代化に向けた検討が行われており、かかる信託
法の改正に併せ、実務実態も踏まえて信託業法の２
次改正が行われることを要望するもの。

・平成15年7月28日金融審議会金融分科会第二部会
報告「信託業のあり方に関する中間報告書」「おわり
に」において、「今後、信託法の見直しと併せて信託業
法を見直すことにより、大正11年以来の信託業法の抜
本的改正が実現し、その結果、これまで以上に信託制
度が国民の多くに利用され国民経済の活性化に資す
ることを期待する。」とされている。
・信託法の改正においては、忠実義務、自己執行義
務、多数決による意思決定方法等が任意規定化を含
み見直し・創設される方向であり、信託業法においても
これを踏まえた見直しがなされることは、更なる信託ス
キームの活用を促進し、経済の活性化、市場型間接
金融という新たな金融の流れの構築に資するものであ
る。

信託業法、兼営
法

金融庁
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5071 5071A002
社団法人信託協
会

2
信託契約代理店制度における
「復代理」の許容

・昨年12月30日施行の改正信託業法において、「信
託契約代理店」制度が創設されたところであるが、
「復代理」までは認められていないと解される。
・所属信託会社の承諾がある場合には、信託契約代
理店が復代理を選任することを可能とすることを要望
するもの。

・平成15年7月28日金融審議会金融分科会第二部会
報告「信託業のあり方に関する中間報告書」「三　信託
業法等の見直しに係る具体的論点」「３ その他　（1）信
託契約の取次ぎ」において、「信託業の担い手に対し
信託契約の取次ぎのみを行う者について、その範囲を
幅広く認めることは、信託サービスの提供チャネルを
拡大し、利用者のアクセスを向上させることに資すると
考えられる」とされている。
・信託契約代理店に復代理が認められることにより、
例えば信託契約代理店たる親会社が、その子会社を
復代理として選任する、証券会社・保険会社を信託契
約代理店とし、当該者を所属会社とする証券仲介業
者・保険代理店を復代理として選任する、等、多様なビ
ジネスモデルが想定されるところである。
・本要望は、上記報告書の趣旨に合致するものであ
り、更なる信託の活用を促進し、経済の活性化、市場
型間接金融という新たな金融の流れの構築に資する
ものである。

信託業法第2条
第8項および第5
章

金融庁

5071 5071A003
社団法人信託協
会

3
信託兼営金融機関等による、
信託専門関連業務子会社が
営む業務の代理業務の解禁

・平成16年12月の信託業法の改正に伴う銀行法及び
銀行法施行規則の一部改正により、金融機関ノ信託
業務ノ兼営等ニ関スル法律（兼営法）第1条第1項第4
号から第7号に掲げる業務が信託専門関連業務とし
て規定され、信託兼営金融機関等は当該業務を営
む会社を子会社とすることが可能となった。
・しかしながら当該信託兼営金融機関等は、当該子
会社が営む当該業務の代理業務を取扱うことができ
ない。
・信託兼営金融機関等が、信託専門関連業務子会
社が営む兼営法第1条第1項第4号から第7号に掲げ
る業務の代理業務を行えるようにすること。

・信託兼営金融機関等が兼営法第1条第1項第4号か
ら第7号に掲げる業務を営む会社を子会社とすること
が可能となったことにより、業務の効率化等を目的とし
た組織再編成の選択肢が広がったところで、当該子会
社の営む当該業務の代理業務を当該信託兼営金融
機関等が取扱えるようになることにより、例えば窓口業
務を当該信託兼営金融機関等が担うことで顧客利便
の向上及び更なる業務の効率化が図られる。

銀行法施行規則
第13条第2項

金融庁
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5071 5071A004
社団法人信託協
会

4
銀行子会社への併営業務を受
託する契約の締結の代理業務
の解禁

・平成16年12月の信託業法の改正に伴う銀行法及び
銀行法施行規則の一部改正により、銀行の金融関
連業務子会社が営むことができる業務として、信託
契約代理業務は認められたものの、併営業務（金融
機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律第1条第1項
各号に掲げる業務）を受託する契約の締結の代理業
務は認められていない。
・銀行の金融関連業務子会社が営むことができる業
務に、併営業務を受託する契約の締結の代理業務
を加えること。

・金融審議会第二部会報告「信託業のあり方に関する
中間報告書」（平成15年7月28日）においては、「信託
契約の取次ぎのみを行う者の範囲を幅広く認める方向
で検討を行う」（P21）と共に、特に遺言関連業務につい
て「国民の金融ニーズに応えるとの観点から、当該業
務を取り扱える者の範囲を拡大するとともに、当該業
務に係る取次業務を認めてはどうかとの意見があっ
た。この点については、信託業に係るサービスの提供
チャネルを拡大し利用者のアクセスの向上に資するこ
とから、本業との親近性等にも十分留意し、検討が進
められるべきである」（P22）とされている。
・ここで、併営業務を受託する契約の締結の代理業務
については、銀行本体で営むことは認められており（銀
行法第10条第2項第8号および銀行法施行規則第13条
第1項第2号ロ）、上記金融審議会の報告の趣旨も踏ま
えると、金融関連業務子会社においても取扱えるよう
にすることが適当である。

銀行法施行規則
第17条の3第2項

金融庁

5071 5071A005
社団法人信託協
会

5
証券会社が併営業務の契約
代理業務を行う場合の手続き
規制の緩和

・平成16年12月の信託業法及び金融機関ノ信託業
務ノ兼営等ニ関スル法律（兼営法）の改正により、信
託契約代理業務及び併営業務（兼営法第1条第1項
各号に掲げる業務）に係る契約代理業務を行うこと
が、個人・法人を問わず広く認められた。
・証券会社についても信託契約代理業務は、内閣総
理大臣（金融庁長官）への届出を行うことにより、付
随業務として取扱うことが可能となった。しかしなが
ら、併営業務に係る契約代理業務については、内閣
総理大臣（金融庁長官）の承認を受けなければ、取
扱うことができない。
・併営業務に係る契約代理業務を信託契約代理業
務と同様に、証券会社の付随業務として位置付け、
内閣総理大臣（金融庁長官）への届出により取扱え
るようにすること。

・併営業務は信託業務との関連性・親近性があるもの
として、信託業務を兼営する金融機関に取扱いが認め
られている業務であるところ、その契約の代理業務に
ついて規制を異にする理由はない。事実、銀行その他
の金融機関については、信託契約代理業務と併営業
務に係る契約代理業務を同様の規制に服せしめてい
ることからも、斯かる規制に妥当性がないことは明らか
である。
・また、証券代行業務等の併営業務は、証券会社の取
扱う業務とも関連性・親近性を有していることからも、
証券会社の付随業務として位置付け、届出による取扱
いを可能とすべきである。

証券取引法第34
条及び証券会社
に関する内閣府
令第25条

金融庁
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5071 5071A006
社団法人信託協
会

6
銀行法における信託財産に係
る議決権保有規制の緩和

・銀行法では、第16条の3第2項但書きの承認を受け
ることにより、固有財産および元本補てんのある信託
に係る信託財産で保有する議決権の合算が5%以下
である場合には、元本補てんのない信託に係る信託
財産として総株主の議決権の5％を超える議決権を1
年超所有することが出来る。その場合の審査基準は
「信託会社等に関する総合的な監督指針」11-3-5に
定められている。
・斯かる審査基準のうち、11-3-5(2)②ハに関しては、
独占禁止法においても同様の規制があるが、これに
ついては平成17年3月25日閣議決定「規制改革・民
間開放推進3か年計画（改定）」において、「『信託財
産として所有等する議決権の増加割合が年1％以下
であること』という基準について認可後計画的に信託
財産において増加割合1％の範囲内で議決権を取得
したところ予期せぬ発行会社による自己株式の取得
により年1％を超えるようなこととなった場合も、一定
の条件の下で例外的に許容することなど、基準の弾
力化を図る」とし「平成17年度検討・結論」とされてい
る。
・銀行法における規制も、斯かる検討および結論と平
仄を合わせる方向での基準の弾力化を要望するも
の。

・元本補てんのない信託に係る信託財産において、ア
クティブ・ファンドにおける運用計画に沿った銘柄の新
規組入れ、追加取得、あるいは運用計画の変更に伴う
新規組入れ等により、個別銘柄によって議決権保有割
合が短期間で大幅に増加する実例が存在する。
・斯かる実例が存在するところ、“元本補てんのない信
託に係る信託財産において1年を超えて保有しようとす
る議決権数の増加割合が総株主の議決権数対比で年
1％以内であること”という基準により、信託財産の効
率的な運用を阻害し、投資家の利益を害する結果を招
来している。

銀行法第16条の
3第2項および銀
行法施行規則第
17条の6、第17条
の7
信託会社に関す
る総合的な監督
指針11-3-5

金融庁

5071 5071A007
社団法人信託協
会

7
個人向け国債を特定贈与信託
の信託財産の運用対象とする
こと

・「個人向け国債」の購入可能者は個人に限られてい
る（個人向け国債の発行等に関する省令第2条）。
・「個人向け国債」を特別障害者扶養信託（以下、特
定贈与信託）の信託財産で購入することを可能として
頂きたい。

・特定贈与信託は、相続税法第19条の4第2項に規定
された特別障害者の経済的な安定を図る目的で、個
人が特別障害者を受益者として金銭、有価証券等を
信託財産として設定される信託である。
・当該信託財産は個人である委託者を特定できるた
め、当該信託財産が「個人向け国債」を購入すること
は、個人が保有することを目的とした「個人向け国債」
の発行趣旨に沿うものである。
・購入が可能になれば信託財産の運用の選択肢が拡
充し、特別障害者の生活の安定を図るという特定贈与
信託の目的に資するものである。

個人向け国債の
発行等に関する
省令第2条

財務省
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5071 5071A008
社団法人信託協
会

8
地方公共団体の保有する財産
について流動化、証券化を目
的とした信託を可能とすること

・ 地方公共団体が保有する財産は、行政財産、普通
財産、物品及び債権並びに基金に分類されるが、普
通財産である土地（及びその定着物）以外を信託す
ることは認められていない。
・ 普通財産である土地（及びその定着物）の信託に
ついても、地方公共団体自らが受益者となる場合し
か認められておらず、公用又は公共用に供するため
に必要が生じたときは信託期間中であっても信託契
約を解除できるものとされている。
・ そこで、地方公共団体が保有する財産のうち、普
通財産である土地（及びその定着物）以外の財産に
ついても信託を可能とすること、及び、その場合に
（普通財産である土地（及びその定着物）の信託も含
めて）流動化、証券化が可能となるような法的手当て
をあわせて行うことを要望するもの。

・地方公共団体では現在、早期の財政健全化の必要
性が叫ばれており、保有する財産の売却を中心に財
政の健全化に向けた取組みがなされているところ、そ
の財産によっては、購入に多額の資金を必要とするた
めに、売却先が現れない場合も想定される。斯かる場
合において、その保有する財産を流動化、証券化のた
めに信託することにより、当該信託により生じる受益権
を小口化し、多数の投資家に売却することで資金調達
が可能となり、早期の財政健全化が図られることとな
る。
・また、地方公共団体において、資金調達手段の多様
化が図られることは、地方分権の推進という国家施策
にも合致するものである。なお、一部の地方公共団体
においては、保有する金銭債権をローン・パーティシ
ペーション方式で流動化した実例が存在する。
 現行、行政財産の用途を廃止し、普通財産としたうえ
で資金調達を行うことは制度上可能であるが、信託方
式による流動化は認められていない。例えば行政財産
について信託を設定し、その受益権を譲渡して資金を
調達する一方で、当該行政財産を引続き地方公共団
体が使用(賃借)する形態をとれば、一般のテナントが
賃借する場合と比べて、当該信託受益権の価値が高
まり、ひいては地方公共団体の早期の財政健全化が
達成できることとなる。
・以上のように地方公共団体の財政の健全化に資する
効果に鑑み、ローン・パーティシペーション方式と同等
の経済的効果を有する信託方式による流動化を可能
とすること、併せて行政財産の用途又は目的を妨げな
い限度で信託の設定を行うことを可能としていただきた
い。
・なお、国においては行政財産を普通財産に用途変更
したうえで、信託を設定し、当該財産を引続き国が使
用する方式が認められると解されており、地方公共団

地方自治法第
237条、第238条
の4及び第238条
の5

総務省

5071 5071A009
社団法人信託協
会

9
信託銀行による投資信託の効
率的運用を阻害する規制を撤
廃すること（その１）

・投資一任業務の認可を受けた信託銀行が、委託者
指図型投資信託あるいは投資法人より投資信託財
産の運用に係る権限の委託を受ける場合において、
当該信託銀行が自ら受託者となっている投資信託財
産については、「主として有価証券」に運用すること
ができない。
・投資一任業務の認可を受けた信託銀行が、投資信
託財産の運用の委託を制約なく受けられるようにす
ることを要望するもの。
・「主として有価証券」に投資する投資信託財産の運
用と管理を同一の者が行う場合は、有価証券の値動
きを利用して、受託者自らあるいは当該投資信託の
受益者以外の第三者を利するような行為を行うとい
うような弊害の発生の蓋然性が高いということであれ
ば、当該弊害を防止するための行為規制を課すこと
で対応は可能であり、信託銀行については信託業法
改正により受益者保護のための行為規制が課せら
れている。

・投資一任業務の認可を受けた信託銀行は、有価証
券運用にかかる専門的知識・経験を有しており、当該
規制の撤廃により、運用機関間の競争が一段と促進さ
れ、多様なサービスの提供・投資信託商品の組成が可
能となり、商品の選択肢の拡大等、投資家の利益に大
いに資するものである。
・本要望については、認可投資顧問業者である信託銀
行に自らが受託者となっている証券投資信託につき、
運用の外部委託を認めることとした場合、投信法第5
条の2、第49条の3の趣旨に反するため、自らが受託
者となっている証券投資信託の運用の外部委託を受
けることを可能とすることは困難とされている。
・しかし、投信法第5条の2の趣旨については、「有価証
券投資に関して、悪質な業者が法律の規制を受けず
に有価証券投資信託と同様の金融商品を作り出すこ
とを放置することにより投資者が被害を被るのを防止
するために設けられた規定である」（乙部辰良著「詳解
投資信託法」59頁）とされており、趣旨に反するとは考
えられない。
・また、第49条の3の趣旨については、「有価証券に投
資運用する仕組みとしては、投資者に販売される受益
証券が有価証券であるものは証券投資信託委託業者
のみが設定、運用でき、信託会社等は受益権が有価
証券でないものを扱ってきたという状況を変更しないこ
ととし、委託者非指図型投資信託としては、主として有
価証券に対する投資として運用することを目的として
はならない旨の規定が置かれたものである。」（乙部辰
良著「詳解投資信託法」105頁）とされているが、「状況
を変更しないこととし」とは、それまでの証券投資信託
委託業者と信託会社等の業務の棲み分けの状況を経
過的に維持するという趣旨であると考えられるが、既
に投信法改正から５年が経過し、その間に信託銀行に
投資一任業務を営むことが認められる状況となってい

投資信託及び投
資法人に関する
法律施行令第２
条

金融庁
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5071 5071A010
社団法人信託協
会

10
信託銀行による投資信託の効
率的運用を阻害する規制を撤
廃すること（その２）

・委託者非指図型投資信託について、信託銀行が信
託財産を「主として有価証券」に運用することができ
ないため、斯かる規制の撤廃を要望するもの。
・委託者非指図型投資信託の受託者たる信託銀行
は、信託業法等の規律の適用を受けるものであり、
諸規律を遵守すべく十分な運営・管理体制を整備・
構築している。
・「主として有価証券」に投資する投資信託財産の運
用と管理を同一の者が行う場合は、有価証券の値動
きを利用して、受託者自らあるいは当該投資信託の
受益者以外の第三者を利するような行為を行うとい
うような弊害の発生の蓋然性が高いということであれ
ば、当該弊害を防止するための行為規制を課すこと
で対応は可能である。
・また、そもそも信託財産の運用対象は信託契約に
より決定されるべきものであり、法令による規制は多
様な商品設計の阻害要因以外のなにものでもないこ
とから、早期の撤廃を要望するもの。

・信託銀行は、有価証券運用に係る専門的な知識・経
験を有しており、当該規制の撤廃により、斯かる知識・
経験が存分に発揮され、運用機関間の競争が一段と
促進され、多様な運用サービスの提供・投資信託商品
の組成が可能となり、商品の選択肢の拡大等、投資家
の利益に大いに資するものである。
・また、投資家による投資信託商品取引の拡大によ
り、有価証券取引が拡大し、有価証券取引市場の活
性化、安定的な成長も図られる。
・また、第49条の3の趣旨については、平成12年の投
信法改正により委託者非指図型投資信託が創設され
た際、「有価証券に投資運用する仕組みとしては、投
資者に販売される受益証券が有価証券であるものは
証券投資信託委託業者のみが設定、運用でき、信託
会社等は受益権が有価証券でないものを扱ってきたと
いう状況を変更しないこととし、委託者非指図型投資
信託としては、主として有価証券に対する投資として運
用することを目的としてはならない旨の規定が置かれ
たものである。」（乙部辰良著「詳解投資信託法」105
頁）と説明されている。ここで、「状況を変更しないこと
とし」とは、それまでの証券投資信託委託業者と信託
会社等の業務の棲み分けの状況を経過的に維持する
という趣旨であると考えられるが、既に投信法改正か
ら５年が経過し、その間に信託銀行に投資一任業務を
営むことが認められる状況となっていることに鑑みれ
ば、引き続き、当該条文の趣旨を堅持する合理性は既
に失われたものと考えられる。

投資信託及び投
信法人に関する
法律第４９条の３

金融庁

5071 5071A011
社団法人信託協
会

11
外国籍会社型投信に関する外
為法上の外為報告免除

・外国籍会社型投信に対して、10%以上の比率持分
で投資する場合は「対外直接投資」とみなされ、外為
報告が必要とされている。
・外国籍会社型投信に対する投資に関しては「対外
直接投資」とは異なるため、当該報告の免除を要望
するもの。

・「対外直接投資」とは、外国法人の株式投資や外国
法人に対する金銭の貸付けであって当該外国法人と
の間に永続的な経済関係を樹立するために行われる
ものや、外国における工場・事業所等の設置行為を指
している（外為法第23条第2項）
・外国籍会社型投信へ投資することは、永続的経済関
係の樹立を目的としたものでないことは明らかであり、
当該報告の対象外としていただきたい。
・なお、外国籍会社型投信の株式数は、他の投資家の
追加・解約等により非常に流動的であり、比率の算出
が極めて困難なケースも想定されることから、外国籍
会社型投信が敬遠され、コストが割高である契約型投
信が設定される要因の一つとなっている。

外国為替の取引
等の報告に関す
る省令第10条

財務省
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5071 5071A012
社団法人信託協
会

12

投資顧問業者の役員または投
資顧問業法施行令第3条に規
定する使用人の住所に関する
公衆縦覧の廃止および住所変
更に伴う変更の届出の廃止

・投資顧問業者登録簿には、投資顧問業者の役員ま
たは投資顧問業法施行令第3条に規定する使用人
（以下、「重要な使用人」という。）の住所が記載され
ており、それらは公衆の縦覧に供されている。
・また、役員または重要な使用人の住所に変更が生
じた場合には変更の届出を行っている。
・この「住所」に関する公衆縦覧の廃止と、住所変更
に伴う変更の届出を廃止していただきたい。
・少なくとも住所及び氏名の届出を必要とする「使用
人」の範囲を投信法と平仄をあわせる方向で縮減し
ていただきたい。

・投資顧問業者の役員または重要な使用人として氏名
を届け出ている以上、住所までを開示する必要性は乏
しく、住所などの個人情報を公衆の縦覧に供すること
は、個人情報保護の観点およびセキュリティ上の問題
より、近年公衆の縦覧に供されている情報を利用した
犯罪が頻発していることも踏まえ早急に廃止の方向で
対応いただきたい。
・また、住所に関する公衆縦覧が廃止されることによ
り、住所変更の届出も不要であると考えるが、仮に必
要であるとしても変更の届出は同法第3条に規定する
使用人に該当するものが多数にのぼる場合には、実
務上の負担が極めて重いこともあり、当該事由による
変更の届出の廃止を要望するもの。
・少なくとも、投資顧問業法において、住所及び氏名の
届出（同法第5条、第8条）、公衆縦覧（同法第6条）が
必要とされる者のうち、同法施行令第3条第2号及び第
3号に規定する者については、投信法（投資信託及び
投資法人に関する法律）における同様の規定には含ま
れていない。斯様に他の法令と比して投資顧問業法が
過剰な規制となっている趣旨を明確にし、届出を必要
とする「使用人」の範囲を他の法令と平仄を合わせる
方向で縮減していただきたい。
・また、金融審議会において、投資顧問業法を含めた
投資家保護のための投資サービス法制の検討がなさ
れている。本件の検討はその場でなされるのか、なさ
れない場合には具体的な検討・結論の時期を明確にし
ていただきたい。

有価証券に係る
投資顧問業の規
制等に関する法
律第6条および第
8条

金融庁

5071 5071A013
社団法人信託協
会

13

投資顧問業法第8条第1項およ
び第29条第1項第6号に基づく
変更届出書の提出期限の緩
和

・認可投資顧問業者は、投資顧問業者登録簿に記載
されている事項、投資判断者等に異動が生じた場合
および営業所に変更があった場合などにおいては、
変更の届出を2週間以内に行うこととされている。
・この期限を弾力化していただき、例えば1ヵ月として
いただきたい。

・2週間以内に会社の登記簿謄本、個人の住民票等の
公的書類を準備し、変更届出書に添付することは実務
上困難な場合もあるため、緩和を要望するものであ
る。
・投資顧問業法においては、投資顧問業の登録にあ
たって、同法第5条において役員及び使用人の氏名及
び住所の届出が義務付けられているが、同法施行令
第3条にて規定される「使用人」のうち、同法施行令第3
条第2号及び第3号に規定する者についてまで氏名及
び住所の届出が義務付けられている。
・昨年の投資顧問業法の改正により、信託銀行が投資
一任業務を営むことができることとなったが、一般に、
投資顧問会社に比べて信託銀行の組織の規模は大き
く、投資一任業務を営む信託銀行の中には、重要な使
用人を含めて１００名を超す役員及び使用人の氏名及
び住所を届け出ているケースがある。これは、投資家
保護の観点からも必要以上の開示となっていると考え
られ、これだけ多人数の届出を行っているケースにお
いては、定期及び不定期に発生する当該者の転勤、
退職、住所変更等に係る変更届の提出は、きわめて
事務負担が重いものとなっている。
・金融庁が指摘しているように、登録簿は公衆縦覧さ
れている情報であり、その内容に変更があれば迅速に
対応すべきものであることは勿論であるが、以上のよ
うに、役員及び使用人に該当する者が多人数にのぼ
る場合があること、及び、これだけ多人数の住民票等
を２週間のうちに準備することは、実務上極めて負担
が重く、事実上困難な場合も稀ではないと考えられる
ことに鑑み、役員及び使用人の氏名及び住所の変更
届の提出期限については、例えば、「２週間以内」から
「１ヶ月」に改正するか、少なくとも、他の法令（投資信
託及び投資法人に関する法律第１０条の３、前払式証
票の規制等に関する法律第１１条第１項）にも例が見

有価証券に係る
投資顧問業の規
制等に関する法
律第8条第1項お
よび第29条第1項
第6号

金融庁
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5071 5071A014
社団法人信託協
会

14
確定給付企業年金・厚生年金
基金における制度設計の自由
度向上

・確定給付企業年金では、適格退職年金や退職一時
金において認められている加入資格、給付設計等の
要件について適用できないものがある。また、キャッ
シュバランスプランに係る要件、老齢給付金支給要
件、選択一時金支給要件等により、円滑な制度移行
や、高齢者に係る勤労形態の多様化への対応に支
障をきたすケースが生じている。
・退職一時金制度や適格退職年金からの円滑な移
行を促進するために、以下の項目についての制限を
緩和ないし弾力化すること。
①加入者期間・加入待期期間に係る制限の緩和
②給付における完全調整の容認
③キャッシュバランスプランに係る選択肢の拡大（給
付額に下限を設けない制度の導入、下限を設ける場
合の運営の弾力化、再評価指標の拡大）
④確定給付企業年金法における老齢給付金の支給
要件の緩和（例えば、60歳以上の退職を支給要件と
することを可能とすること。）
⑤選択一時金の支給上限に係る制限の緩和（例え
ば、選択一時金の支給上限である「保証期間に係る
現価相当額」の計算に用いる割引率として、「一時金
選択時に支給されている年金額または支給される予
定の年金額の給付利率」を使用する取扱いを認める
こと。）

・①・②顧客ニーズに合わせた柔軟な制度要件による
制度間の円滑な移行を促進し、公的年金を補完する
役割を負っている各企業年金制度の普及、拡充への
基盤を整備するもの。
・③キャッシュバランスプランは、運用リスクの年金財
政への影響軽減が可能となる有意義な方式であり、確
定給付型の企業年金の一層の普及・充実のため更な
る選択肢の拡充を求めるもの。
・④現状、老齢給付金支給要件は60歳以上65歳以下
の規約で定める年齢に達したときとされている。高齢
者に係る勤労形態が多様化するなかで、企業として
は、雇用政策上「雇用か年金か」という選択肢を設ける
ため退職を支給要件としたいというニーズがあることか
ら、例えば60歳以上の退職を支給要件とする等の措
置を要望するもの。老後の安定という観点からも加入
者にとって特段の支障はないと考える。
・⑤現状、上記計算に係る割引率として、「前回の財政
計算の下限予定利率」を用いることとされており、今後
これが給付利率を上回ると一時金支給が年金支給に
対し不利益となるため、一時金支給への制限緩和を要
望するもの。なお、平成17年10月の省令改正において
割引率の一定の見直しは行われることとなるが、一層
の制限緩和をしていただきたい。

確定給付企業年
金法、厚生年金
保険法、関連政
省令及び通知

厚生労働省

5071 5071A015
社団法人信託協
会

15
確定給付企業年金における制
度設計の自由度向上

・掛金に加入者負担のある制度においては、加入者
負担をする者としない者の給付額には、「当該掛金
の負担額に相当する額程度の差を設けること」とされ
ている。
・「当該掛金の負担額に相当する額」より大きい差額
を設けることも認めていただきたい。

・適格年金において掛金の加入者負担を設ける場合、
加入者負担をする者について事業主も追加で掛金を
負担することにより、加入者が負担する掛金相当額以
上の給付の上乗せを行うことが多い。これは、加入者
と事業主双方で掛金を負担し、一層の給付の充実を
図るものである。
・しかし、確定給付企業年金においては、加入者負担
をする者としない者の給付額の差は「当該掛金の負担
額に相当する額程度」とされているため、加入者にとっ
ては、加入者負担をする場合の事業主による掛金の
上乗せというメリットが得られないこととなる。
・このため、適格年金から確定給付企業年金に移行す
る際に、加入者負担制度への理解が得られず、加入
者負担制度を廃止する事例がある。
・確定給付企業年金においても、掛金の加入者負担及
び事業主の追加負担に基づいて一層の給付の充実を
図ることができるよう、上記のとおり要望する。

確定給付企業年
金の規約の承認
及び認可の基準
等について（平成
14年3月29日年
企発第0329003
号）
別紙１：確定給付
企業年金の規約
の承認及び認可
の基準3-2-(4)給
付の額の算定方
法

厚生労働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5071 5071A016
社団法人信託協
会

16
確定給付企業年金･厚生年金
基金における財政運営の自由
度向上①

・確定給付企業年金及び厚生年金基金については、
制度間移行等の有無に関わらず、非継続基準の適
用により一定期間内の積立基準確保が求められて
いる。
・代行返上等の制度間移行によって大幅に掛金負担
が増加することがないよう、非継続基準に抵触した場
合の積立期限を弾力化していただきたい。

・企業年金制度は長期に亘って継続されることに鑑
み、環境変動による制度運営負荷を軽減する観点か
ら、非継続基準抵触時の積立期限の延長を求めるも
の。

確定給付企業年
金法、厚生年金
保険法、関連政
省令及び通知

厚生労働省

5071 5071A017
社団法人信託協
会

17
確定給付企業年金・厚生年金
基金における財政運営の自由
度向上②

・非継続基準の財政検証に抵触した場合の対応とし
て、現状の法令では
①積立比率に応じた掛金を追加拠出する方法
②回復計画を策定する方法
の2通りが認められている。
・財政検証に抵触した決算年度の翌々年度初におい
て制度変更や繰越不足金の解消を行うことを決定し
た場合、②では当該変更等を考慮した上で翌々年度
初からの掛金を設定することができるが、①では当
該変更等による最低積立基準額や翌々年度以降の
掛金水準の変動を見込んで追加拠出額を設定する
ことができない。
・この部分につき、②の取扱いと同様、決算以降の制
度変更や繰越不足金の解消による最低積立基準額
や翌々年度以降の掛金水準の変動を考慮して追加
拠出額を算定できるようにして頂きたい。

・給付減額や繰越不足金の解消のような財政健全化
策を実施した場合であっても、それとは無関係に追加
拠出の額が決まるとなると、財政健全化の意欲が削が
れ、健全な財政運営の遂行の妨げとなる可能性があ
るので、回復計画と同様の取扱いを要望するもの。

確定給付企業年
金法施行規則第
58条、第59条
厚生年金保険法
関連通知（厚生
年金基金の財政
運営について）

厚生労働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧
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管理番
号

要望事項
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要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
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要望理由 根拠法令等
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その他
（特記事項）

5071 5071A018
社団法人信託協
会

18
確定給付企業年金・厚生年金
基金における財政運営の自由
度向上③

・複数事業主が1つの年金制度を実施している場合、
一部の事業所のみ確定拠出年金へ移行したいという
ニーズも生じている。この場合、現状の法令において
は制度全体の最低積立基準額（もしくは数理債務）に
対する不足分を一括拠出しなければ、当該事業所に
係る年金資産を確定拠出年金制度へ移換することは
できない。
・このような場合においても、確定拠出年金へ移行す
る事業所に係る最低積立基準額（もしくは数理債務）
の不足分を一括拠出すれば、当該事業所に係る年
金資産を確定拠出年金制度へ移換できるよう、一括
拠出の範囲を緩和して頂きたい。

・現状の法令においては、確定拠出年金へ移行しない
事業所についても最低積立基準額（もしくは数理債務）
に対する不足分を一括拠出する必要がある。このよう
に確定拠出年金への移行とは無関係の事業所におい
ても追加負担が発生するスキームとなっており、結果
的に一部の事業所のみ確定拠出年金へ移行すること
は非常に困難な状況にある。
・この為、一括拠出の範囲を緩和することにより、確定
拠出年金への移行の自由度が向上するよう要望する
もの。

確定給付企業年
金法施行令第91
条
厚生年金基金令
第41条の6

厚生労働省

5071 5071A019
社団法人信託協
会

19
確定給付企業年金における財
政運営の自由度向上

・財政再計算を実施する場合の計算基準日につい
て、
①適用日前1年以内のいずれかの日
②適用日前1年6ヶ月以内の確定給付企業年金の決
算日
の何れかで定める必要があるが、確定給付企業年
金で初回決算を行っていない場合、②を採用するこ
とはできず、①に従って計算基準日を定める必要が
ある。
・この部分につき、確定給付企業年金で初回決算を
行っていない場合であっても、適用日前1年6ヶ月以
内の適格年金（権利義務承継の場合に限る）もしくは
厚生年金基金の決算月であれば、当該決算月を計
算基準日とする取扱いも認めて頂きたい。

・現状では確定給付企業年金の初回決算を行ってい
ない場合において、上記①により財政再計算を行う必
要があり、決算日以外を計算基準日として改めてデー
タ確定した後に財政再計算を行うこととなるので、円滑
な規約変更に係る認可申請の妨げとなっている。本要
望は、初回決算を行っていない場合であっても、初回
決算後の取扱いと同様の取扱いを要望するものであ
る。

確定給付企業年
金法施行規則第
49条

厚生労働省
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5071 5071A020
社団法人信託協
会

20
確定給付企業年金・厚生年金
基金における制度運営の自由
度向上

・「一部の実施事業所に係る権利義務承継」のように
対象者を区分して権利義務承継することは認められ
ているが、以下のように「一部の給付に係る権利義
務承継」は現状認められていない。
「第1年金と第2年金からなる2階建ての制度におい
て、一部の実施事業所の第2年金部分を別の確定給
付企業年金制度へ権利義務承継する場合若しくは
当該事業所のみで新たに確定給付企業年金制度を
実施する場合」
・このような「一部の給付に係る権利義務承継」につ
いても可能として頂きたい。

・今後、複数事業主による確定給付企業年金が増加し
ていくにつれて、上記のようなニーズも出てくると思わ
れるので、企業側のニーズに柔軟に対応できるよう要
望するもの。
・例えば、複数事業主が1つの年金制度を実施してい
る場合で、全事業主共通の給付設計に加えて親会社
のみが退職金を移行しているケースにおいて、親会社
の一部を共に確定給付企業年金制度を実施している
子会社に営業譲渡した場合に、当該退職金移行部分
に係る給付のみを子会社が実施する別の確定給付企
業年金に権利義務承継することを可能とするための措
置。

確定給付企業年
金法第79条、施
行規則第49条
厚生年金保険法
第144条の2、厚
生年金基金令第
41条の3

厚生労働省

5071 5071A021
社団法人信託協
会

21
確定給付企業年金における規
約の承認・認可申請手続きの
緩和

・確定給付企業年金制度では、規約（制度）の制定・
変更にかかる承認・認可申請手続について、適格退
職年金制度からの移行の場合を含め、原則として、
厚生労働大臣へ申請書を提出し、事前に承認・認可
を受ける手続きを行わなければならない。（届出で足
りる範囲は限定的である。）また、申請に要する書類
は多岐に亘っている。このため、円滑な規約の制定・
変更に支障をきたす恐れがある。
・一定の要件を充たす場合（転籍の発生に伴うポータ
ブルペンションの実施等）については、事前の承認・
認可手続を緩和し、事後の届出で足りる範囲及び届
出を不要とする範囲を拡大することを認めていただき
たい。
・また、事前の承認・認可手続を要する場合において
も、申請手続きに係る提出書類の簡素化を図ってい
ただきたい。

・現状の確定給付企業年金の承認・認可手続において
は、原則として事前の承認・認可手続が必要とされて
おり、過度の規制となっていると考えられる。特に、適
格年金では大多数が自主審査を経て受託機関が国税
庁へ届出を行っているのに対し、確定給付企業年金で
は事業主が厚生労働大臣へ承認・認可申請を行わな
ければならず、委託者の負担が大きく増加している。
・また、厚生年金基金は最多でも1,800基金程度であっ
たため認可申請制度でも可能であったと思われるが、
現在の50,000件以上の適格年金（100人以上でも
10,000件超）が確定給付企業年金へ移行するにあたっ
ては、スムーズな許認可運営のためにも、手続きの緩
和が不可欠と考える。
・確定給付企業年金の導入から約３年間が経過したと
ころで確定給付企業年金の実施件数は約1,100件を超
えたところであるが、一方で、適格年金の廃止までの
期間が約７年間であることを踏まえると、今後、確定給
付企業年金の承認・認可申請の件数は大幅に増加す
るものと予想される。このため、現実的には、受給権保
護にも配慮しつつ承認・認可手続きの一層の合理化を
図ることが求められる。
・上記を勘案し、かつ、現在の適格年金の運営を鑑
み、転籍の発生に伴うポータブルペンションの実施等
一定の条件を充たす場合につき、事後届出制を導入
すること、及び、届出不要とする範囲を拡大することを
要望するもの。併せて、事前の承認・認可手続を要す
る場合についても提出書類の簡素化を要望するもの。

確定給付企業年
金法第5条・第6
条・第12条・第16
条

厚生労働省
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5071 5071A022
社団法人信託協
会

22
確定給付企業年金における規
約の承認・認可基準の明確化

・確定給付企業年金においては、承認・認可基準が
法令等によって明確にされていない部分があるが、
こうした部分については事前に当局に個別照会を行
うことで対応しており、広義の規制が存在する状況で
ある。
・個別照会を行った結果、取扱いが認められるケー
スもあり、これまでの事例を踏まえて、取扱いが認め
られる条件等を明確化していただきたい。
・なお、当該個別照会が必要となる場合は少なくな
く、全体として規約の承認・認可手続きに時間を要し
ている。
・今後予想される適格退職年金からの移行を鑑み、
規約の承認・認可手続きの更なる円滑化を図る観点
からも、規約の承認・認可基準を可能な限り明確化
（法令等の解釈を当局から示す等）していただきた
い。

・確定給付企業年金法施行後３年を経過し、確定給付
企業年金の実施事例が増えていることも踏まえ、承
認・認可基準を可能な限り明確化することにより、承
認・認可手続きの効率化を進めるべきと考える。
・適格退職年金の廃止まで７年を切り、今後適格退職
年金からの移行が多数予想されるが、当該移行を円
滑に進めるためには不可欠な対応と考える。

確定給付企業年
金法、関係政省
令及び通知

厚生労働省

5071 5071A023
社団法人信託協
会

23
厚生年金基金から確定拠出年
金へ資産移換する際の一括拠
出の基準日に係る要件の緩和

・厚生年金基金から確定拠出年金へ資産移換する
際、規約変更日における年金給付等積立金の額が
最低積立基準額、数理債務いずれか高い額を下回
る場合（積立不足が発生する場合）には、当該厚生
年金基金は当該下回る額を一括拠出しなければなら
ないとされている。（基金令第41条の６）
・この一括拠出する金額の算定基礎となる最低積立
基準額、数理債務等は、厚生年金規約変更認可申
請を行う月の前々月の末日以降の日において算定し
たものを厚生年金基金規約を変更する際に添付する
「企業型年金の資産管理機関への資産の移換に係
る必要事項」に記載することが求められている。（下
記厚労省通知）
・一方、実際に一括拠出を行う際は、企業型年金規
約の承認日からその規約の実施日（厚生年金基金
の規約変更日以前であること）の前日までに払い込
むことが必要とされ、実際に払い込む一括拠出額
は、「企業型年金の資産管理機関への資産の移換に
係る必要事項」に記載した金額とすること（算定日以
降の相場変動を無視することになる）は「不可」とされ
ている。（厚生労働省HPの確定拠出年金Q＆Aの№
182）
・一括拠出額については、「企業型年金の資産管理
機関への資産の移換に係る必要事項」に記載した金
額を拠出することで基金令第41条の６の規定を充足
したものと認めて頂きたい。

・そもそも積立不足が発生するかどうかは事後でなけ
れば検証できないにもかかわらず、上記の規制に従え
ば、厚生年金基金の規約変更日以前に計算した金額
を、厚生年金基金の規約変更日以前に払いこむこと
で、規約変更日の積立不足の発生を防ぐことが要請さ
れる。
・仮に規約変更日以前に計算した金額より多めに拠出
したとしても、その後の相場動向等によっては、規約変
更時点では不足額が発生する可能性もあり実務運営
に支障をきたすことになる。

厚生年金基金令
基金令第41条の
６
厚生労働省年金
局長通知「厚生
年金基金の財政
運営について」の
別紙「厚生年金
基金財政運営基
準」の第８「企業
型年金の資産管
理機関に資産の
移換を行う場合
の要件等」の２の
(2)

厚生労働省

263/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5071 5071A024
社団法人信託協
会

24

確定給付企業年金・厚生年金
基金から確定拠出年金へ資産
移換する際の移換相当額等の
算定基準日に係る要件の緩和

・厚生年金基金に係る資産の一部を確定拠出年金に
移換する場合、その認可申請にあたっては、認可申
請日の前2ヶ月以内の日を基準日として、一括拠出
額および移換相当額の計算を行うこととされている。
（下記厚労省通知）
・厚生年金基金に係る資産の一部を確定拠出年金に
移換する場合の一括拠出額および移換相当額の計
算について、認可申請日の前2ヶ月以内の日とされて
いる計算基準日に係る期限を緩和し、適格退職年金
からの移換の場合と同様に、認可申請日の前3ヶ月
以内の日とすること。
・また確定給付企業年金に係る資産の一部を確定拠
出年金に移換する場合の計算基準日について明文
化されたものがないと認識しており、上記の厚生年
金基金と同様の取扱いを要望する

・適格退職年金から移換する場合については、最長
3ヶ月の期間を置くことが可能と解釈できる（「確定拠出
年金の企業型年金に係る規約の承認基準等につい
て」平成13年9月27日企国発第18号）。
 * 計算基準日は、規約施行日の5ヶ月前の日の属す
る月の末日以降の日（「確定拠出年金の企業型年金
に係る規約の承認基準等について」
 * 企業型年金規約の承認申請は、規約の適用日（施
行日）のおおむね2 ヶ前までに行うものであること
 * よって計算基準日は規約認可申請の3ヶ月前と解釈
できる
・厚生年金基金、確定給付企業年金から移換する場合
についても、適格退職年金の場合以上に数理計算等
に時間を要すこと、これまでは事例が少なかったもの
の、今後は事例が増えると想定されることから、認可
申請の基準日に係る期限の緩和を認めて頂きたい。

確定拠出年金法
施行令第22条第
2項第1号
確定拠出年金法
施行令第22条第
2項第３号
厚生労働省年金
局長通知「厚生
年金基金の財政
運営について」の
別紙「厚生年金
基金財政運営基
準」の第８「企業
型年金の資産管
理機関に資産の
移換を行う場合
の要件等」の２の
(2)

厚生労働省

5071 5071A025
社団法人信託協
会

25
確定拠出年金法　災害時等の
一時金引き出しの追加

・６０歳未満での一時金の引出しは、障害になった場
合の給付、死亡一時金を除くと、脱退一時金しか認
められていない。
・災害時等においては引出しを可能とする措置を設
けていただきたい。

・確定拠出年金は、厚生年金基金、適格退職年金等
の従来の企業年金と異なり、各人毎の保有資産・残高
管理されており、随時これを知ることが出来る。そのた
め、各人は自身の資産との意識が高く、災害時等にお
いてはその引出しを希望する可能性が高いと考える。
・また、こうした解約の道を作ることは、個人型、企業型
ともに、制度の普及にも資するものと考えられる。

確定拠出年金法
第28条、第35条、
法附則第3条

厚生労働省
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5071 5071A026
社団法人信託協
会

26
確定拠出年金法　投資信託償
還時の取扱いの明記

・確定拠出年金法第２６条では、企業型運用関連運
営管理機関等が、提示運用方法から運用の方法を
除外しようとするときは、当該除外しようとする運用
の方法を選択して運用の指図を行っている加入者等
の同意を得ることとされている。
・運用の方法として投資信託が提示されている場合
で、当該投資信託が投資信託及び投資法人に関す
る法律（以下「投信法」という。）に基づき償還される
場合、当該償還については企業型運用関連運営管
理機関等の意思に基づいたものとは認められないこ
とから、運用の方法の除外には該当しないこと、ま
た、当該投資信託に運用の指図を行っている加入者
等の同意取得は不要であることを確認し、省令に明
記していただきたい。

・確定拠出年金制度における運用の方法として、投資
信託を提示している場合、投資信託委託会社の意思
により、投信法で規定される手続きにしたがって償還さ
れるケースが想定される。
・当該投資信託の償還については、企業型運用関連
運営管理機関等の意思によるものではなく、商品保有
者の過半数の異議申し立てがない限り、投信法で定
める一連の手続き（「償還の公告」、「異議申述」、「償
還決定」、「買い取り期間」、「償還」）が進められること
となり、企業型運用関連運営管理機関等が専門的知
見に基づいて行う「運用の方法の除外」とは主旨を異
にするものである。
・また、投資信託が償還された場合、企業型運用関連
運営管理機関等は当該投資信託を提示し続けること
はできず、同意を得るべき当該投資信託の保有者も存
在しないこととなる。
・なお、企業型運用関連運営管理機関等は、確定拠出
年金法第２４条の規定に基づき、当該投資信託の保有
者に対して、償還に対する異議申述を行うことができる
旨等の情報提供を行い、加入者等からの異議申述を
運用の指図として記録関連運営管理機関・資産管理
機関との連携のもとに取り纏めを行うことは可能であ
るものの、当該加入者等全員の同意がないことをもっ
て当該投資信託の償還を差し止める権限は有してい
ない。
・以上のことから、投資信託の償還については確定拠
出年金法第２６条に規定する「運用の方法の除外には
該当しないこと」を確認し、省令に明記することを要望
するもの。

確定拠出年金法
第２６条、確定拠
出年金法施行規
則第２０条の２

厚生労働省

5072 5072A001

特定非営利活動
法人「子どもに無
煙環境を」推進協
議会

1
未成年者が店舗閉店後もタバ
コを買える自動販売機を稼働
停止する措置【新規】

タバコ自動販売機が店舗に併設（店舗内の従業員の
いる場所から当該自動販売機及びその利用者を直
接かつ容易に視認できる状態をいう）していても，休
日や営業時間外（深夜23時～5時の稼働の自主停止
を除く）には，従業員は視認出来ないことから，未成
年者は自由にたばこを購入できるので，未成年者喫
煙防止の観点から，休日や営業時間外も，自販機の
稼働の停止を義務づけ，あるいは自粛を指導すべき
である。

未成年者が，店舗の営業時間外に，タバコ自販機
によりタバコを買うことを防止することができ，未成
年者喫煙防止法による喫煙防止の担保が可能と
なる。

財務省は，たばこ事業法による「製造たばこ小売販売
業許可等取扱要領」の改定を行い，2004年12月1日以
降の小売販売業の許可申請にあたって，自動販売機
が店舗に併設（店舗内の従業員のいる場所から当該
自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認で
きる状態）でない場合は，許可しない，とのことである。
また既許可店では，自販機を設置する場合は店舗に
併設することを求め，平成元年６月以前の申請で許可
された店で，併設が不可能な場合は，未成年者喫煙
禁止の表示，深夜稼働の停止またはＩＣカード式自販
機の導入明示を指導し，従わない場合は許可を取り消
す，とのことである。店舗併設の趣旨からすれば，未成
年者のタバコ購入防止のために店舗閉店後の自販機
の稼働は当然に停止すべきである。

・たばこ規制枠組
条約（別添第16
条）資料１
・未成年者喫煙
禁止法（別添第4
～6条）資料２
・たばこ事業法
（別添第23条）資
料２
・たばこ事業法施
行規則（別添第
20条三）資料２
・製造たばこ小売
販売業許可等取
扱要領（別添，
抄）資料２
・「平成元年6月
以前の申請によ
り許可された製
造たばこ小売販
売業者に係る条
件について」通達
（案）等』に対する
意見募集につい
て（別添）資料３

警察庁，財務
省，外務省 ●一体的に実施希望事項番

号2，3
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5072 5072A002

特定非営利活動
法人「子どもに無
煙環境を」推進協
議会

2
未成年者喫煙禁止法による年
齢確認を遵守する措置【新規】

未成年者喫煙禁止法第四条（煙草又は器具を販売
する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資
する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるも
のとす）の「其の他」は，未成年者喫煙禁止の表示・
明示の自販機へのステッカーなどの貼付でも可と解
釈されていて，未成年者喫煙防止に有効に作用して
いないので，「其の他の必要なる措置」を削除する法
改正をすべきである。

本法第４条の年齢確認をする対面販売を基本と
することにより，未成年者のタバコ購入の防止効
果があがることが期待できる。

　2001年に本法に年齢確認措置の第４条が新設され
たが，「其の他の必要なる措置」により，対面販売は名
目だけとなり，未成年者はタバコを自販機によりほぼ
自由に購入できる状況がある。これは未成年者の遵
法精神をも蝕んでいる。
　2004.6.28の第8回たばこ事業等分科会で，本法所管
の警察庁生活安全局少年課少年保護対策室長は「未
成年者による喫煙を防止するためには、たばこの販売
にあたって、販売事業者が顧客に対面し、未成年であ
る疑いがある場合には年齢確認の措置を確実に講じ
る必要があると考えております。自販機による販売に
つきましては、対面による販売と異なり、年齢確認を確
実に行うことができないので、警察庁としては、たばこ
の販売方法としては適当ではないと考えております。」
と発言しており，年齢確認の遵守を阻害する「其の他
の必要なる措置」を削除する法改正が必要である。

・たばこ規制枠組
条約（別添第16
条）資料１
・未成年者喫煙
禁止法（別添第4
条）資料２
・2004.6.28の第8
回たばこ事業等
分科会での警察
庁生活安全局少
年課少年保護対
策室長発言（別
添）資料４

警察庁，外務
省 ●一体的に実施希望事項番

号1，3

5072 5072A003

特定非営利活動
法人「子どもに無
煙環境を」推進協
議会

3
未成年者喫煙禁止法違反の
起訴で略式命令の請求が可能
な措置【新規】

未成年者喫煙対策のために，2000年に本法第５条
の改正で，タバコ営業者が，未成年者自らが喫煙す
ることを承知してタバコを販売した場合には，罰金が
大幅に引き上げられ，50万円以下に処せられること
となった。翌年の2001年に本法に年齢確認措置の第
４条が新設されたにも関わらず，これら法改正の実
効性が全く上がっていない。これは，本法に関する事
件については、少年法第37条の規定により家庭裁判
所に対してのみ提起し，全部公判請求をしなければ
ならないために起訴件数が皆無に近いと思われる。
50万円以下の罰金刑のような罪の場合には、通常で
は略式手続により、簡易裁判所に対して略式命令の
請求をすることが多いので，略式命令の請求が可能
とする措置を採ることとすべきである。

略式命令の請求が可能とする措置により，タバコ
営業者が，未成年者自らが喫煙することを承知し
てタバコを販売した場合には，50万円以下の罰金
に処せられ，処罰が確定した場合には，財務大臣
はたばこ事業法31条によりタバコ店の許可を取消
すことが出来ることから，未成年者への違法販売
対策の実効性が上がり，未成年者喫煙対策が期
待される。

　未成年者喫煙禁止法第５条及び第６条で，タバコ営
業者が，未成年者自らが喫煙することを承知してタバ
コを販売した場合には，50万円以下の罰金に処せられ
ることとなっている。警察がこのような事件を検挙した
場合には、検察庁に送致することになる。検察庁（官）
は、送致された事件について、起訴するか否か、起訴
猶予とするかを独占的に決定することができるが，50
万円以下の罰金刑のような罪の場合には、通常では
略式手続により、簡易裁判所に対して略式命令の請
求をすることが多いが、本法に関する事件について
は、少年法第37条の規定により家庭裁判所に対して
のみ提起し，全部公判請求をしなければならない。そ
のために起訴件数は皆無に近く，平成元年（1989年）
以降これまで15年間，本法により検察官が公判請求
（起訴）した事例は１件しかなく，あとは起訴猶予になっ
ていて，警察がどんなに本法で検挙しても，ほとんど全
て起訴猶予になっているという実態がある。
　未成年者喫煙対策のために，2000年に本法第５条
の改正で，罰金が大幅に引き上げられ，（特記事項欄
に続く）

未成年者喫煙禁
止法
第四条　煙草又
は器具を販売す
る者は満二十年
に至らざる者の
喫煙の防止に資
する為年齢の確
認其の他の必要
なる措置を講ず
るものとす
（2001.12追加）
第五条　満二十
年に至らざる者
に其の自用に供
するものなること
を知りて煙草又
は器具を販売し
たる者は五十万
円以下の罰金に
処す（2000.11罰
金額改正）
たばこ事業法
第31条　財務大
臣は、小売販売
業者が次の各号
のいずれかに該
当するときは、第
22条第１項の許
可を取り消し、又
は１月以内の期
間を定めてその
営業の停止を命

警察庁，法務
省

（要望理由欄からの続き）
翌年の2001年に本法に年齢
確認措置の第４条が新設さ
れたにも関わらず，これら法
改正の実効性が全く上がっ
ていないので，略式命令の
請求が可能とする措置が必
要である。

・財政制度等審議会たばこ事
業等分科会（第８回）議事録
（平成16年6月28日）での
　保住・警察庁生活安全局少
年課少年保護対策室長の発
言（別添）資料４

●一体的に実施希望事項番
号1，2
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号
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事項
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要望主体名
要望
事項番
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要望事項
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5072 5072A004

特定非営利活動
法人「子どもに無
煙環境を」推進協
議会

4
受動喫煙防止について施設管
理者に義務化をはかる措置
【新規】

　2003年５月１日施行の「健康増進法」第25条で，公
共の場での受動喫煙の防止の努力義務が管理者に
課せられた。本法を受けて同年４月30日の厚生労働
省健康局長通知で，「全面禁煙は，受動喫煙防止対
策として極めて有効である」とされた。本法及び通知
を受けて，自治体庁舎の全面禁煙や学校敷地内禁
煙，金融機関のロビー・ＡＴＭコーナーの禁煙，警察
の公の場，航空機，首都圏の私鉄の禁煙などが進ん
でいる。
　しかし本法は努力規定であるために，レストラン・食
堂，理美容店，公衆浴場，タクシー，JRの一部，公
道，職場などの禁煙は必ずしも進んでおらず，受動
喫煙から国民の健康を守る対策が徹底しているとは
言えない。本法と同じ厚生労働省労働基準局が所管
している「職場における喫煙対策のための新ガイドラ
イン」（2003年５月）では，全面禁煙に触れず，「受動
喫煙を確実に防止する観点から，可能な限り，非喫
煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推
奨する」としている例を見るように，分煙は受動喫煙
防止策としては不十分であり対策を阻んでいる面が
あるので，管理者に全面禁煙を基本とした受動喫煙
防止の義務を課するべきである。

受動喫煙防止の施設管理者への義務付けによ
り，受動喫煙による健康損傷から国民の健康が
守られ，かつ喫煙者自身も禁煙への動機付けに
なることから，医療費減少や喫煙による社会的損
失の減少により，国民福祉の増進が図られる。

　「健康増進法」第25条で，公共の場での受動喫煙の
防止の努力義務が管理者に課せられ，厚生労働省健
康局長通知で，「全面禁煙は，受動喫煙防止対策とし
て極めて有効である」とされ，この本法及び通知以前
より，分煙・禁煙はわが国でも進みつつあったが，本法
施行以後，禁煙がよりいっそう進んでいるところであ
る。
　しかし本法は努力規定であるために，レストラン・食
堂，理美容店，公衆浴場，タクシー，JRの一部，公道，
職場などの禁煙は必ずしも進んでおらず，受動喫煙か
ら国民の健康を守る対策が徹底しているとは言えず，
分煙は受動喫煙防止策としては不十分であり対策を
阻んでいる面がある。例えば，レストランや旅行ツアー
などで，非喫煙者が喫煙席に座らされることは受動喫
煙防止上あってはならない。これらの抜本的改善のた
めに，管理者に全面禁煙を基本とした受動喫煙防止
の義務を課するべきである。

たばこ規制枠組
条約（第8条）資
料１
健康増進法（第
25条）資料６
厚生労働省健康
局長通知
（2003.4.30）資料
７
職場における喫
煙対策のための
新ガイドライン
（別添）資料８

厚生労働省，
外務省

・理戦７８　中田ゆり「サービ
ス業の分煙は遅れている」
（2004.10）資料９

●一体的に実施希望事項番
号6

5072 5072A005

特定非営利活動
法人「子どもに無
煙環境を」推進協
議会

5

たばこ事業法の健康関連条項
の改廃・見直しと厚生労働省
への移管措置【新規】

　本法の第一条（目的）「この法律は、（略）我が国た
ばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安
定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを
目的とする。」は，改廃すべきである。
　第三十九条(注意表示)「製造たばこに、消費者に対
し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を
促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定
めるところにより、表示しなければならない。」，及び
第四十条（広告に関する勧告等）「製造たばこに係る
広告を行う者は、未成年の喫煙防止及び製造たばこ
の消費と健康との関係に配慮するとともに、その広
告が過度にわたることがないように努めなければな
らない。　２　財務大臣は、前項の規定の趣旨に照ら
して必要があると認める場合には、あらかじめ、財政
制度等審議会の意見を聴いて、製造たばこに係る広
告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すこ
とができる。」の２条項は見直し，健康を所管する厚
生労働省に移管すべきである。

たばこ規制枠組条約に沿って，タバコの製造・販
売よりも，国の根幹である国民の健康づくりを優
先した施策を進めるために，たばこ事業法の健康
関連条項を改廃・見直しし，タバコの健康に関連
する施策を厚生労働省が一元的に所管すること
により，国内的・国際的諸対策がスムーズに進む
ことが期待される。

　本法の第一条（目的）の２箇所の「健全な発展」は，タ
バコの製造・販売の優先を唱う文言であり，たばこ規
制枠組条約が2005年2月27日にわが国でも発効し，ま
た喫煙及び受動喫煙の健康への悪影響が明らかにさ
れ，国民経済にも損失をもたらしていて，国の根幹で
ある国民の健康福祉の増進をはかるわが国の方向と
相容れないので，この条項を改廃・見直しすべきであ
る。
　第三十九条(注意表示)，及び第四十条（広告に関す
る勧告等）の２条項は，国民の健康に密接に関連し，
財務省が定めるのは不自然がある。注意表示は健康
警告表示として，健康を所管する厚生労働省が医学的
知見と責任により定めるべきであり，またタバコ広告に
ついては健康福祉面から公共の利益に反するので，
包括的な禁止を行うことを視野に，健康所管の厚生労
働省に移管すべきである。諸外国では既にこれらは健
康所管省の権限となっている。

・たばこ規制枠組
条約（第11条，13
条）資料１
・たばこ事業法
第一条（目的），
第三十九条(注意
表示)，第四十条
（広告に関する勧
告
　等）（上記に引
用記載）資料１０
・たばこ事業法施
行規則（昭和六
十年三月五日大
蔵省令第五号）
（別添）資料１１
・製造たばこに係
る広告を行う際の
指針（別添）資料
１２

財務省，外務
省

・新聞記事　大島　明（日本
禁煙推進医師連盟会長）「喫
煙対策推進－たばこ事業法
抜本改正を」（2004.3.12読売
新聞論点，別添）資料１３

●一体的に実施希望事項番
号6
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5072 5072A006

特定非営利活動
法人「子どもに無
煙環境を」推進協
議会

6
包括的なタバコ規制法を制定
する措置【新規】

わが国でも，たばこ規制枠組条約が発効したことか
ら，タバコの健康対策をメインにした包括的なタバコ
規制法を制定し，日本政府として整合性のある対策
を進めるべきである。この内容としては，受動喫煙防
止，家庭における受動喫煙防止，未成年者喫煙禁止
対策，喫煙防止教育，禁煙治療と喫煙者の禁煙推進
サポート，タバコ製品への健康警告表示，タバコ広告
とスポンサーシップ規制・禁止，タバコ消費税の対策
費への充当，タバコ消費税率の引き上げ，転業支
援，免税タバコの販売禁止，対策推進機構・態勢の
設置，調査・モニタリングと広報センターの設置など
を含む包括的な法律とすべきである。

たばこ規制枠組条約の発効を受け，現在政府に，
たばこ対策関係省庁連絡会議が12省庁で設けら
れている。タバコ対策は多岐に亘るが，これらを網
羅した包括的なタバコ規制法の制定により，国内
的且つ国際的なタバコ対策の推進が期待される。

　わが国でも，たばこ規制枠組条約が発効したことか
ら，タバコの健康対策をメインにした包括的なタバコ規
制法を制定し，日本政府として整合性のある対策を進
めるべきことが期待されている。
　タバコに関係した法律としては，たばこ事業法，及び
健康増進法第25条があるが，特に健康増進法につい
ては，受動喫煙防止が１条あるだけで，余りに不十分
である。上記の法の改廃を含め，たばこ規制枠組条約
を受けた法体系の構築整備が喫緊に不可欠であり，
条約第２条で「締約国は，この条約を越える措置をとる
ことが奨励される」ことからも，包括的なタバコ規制法
を制定すべきである。

たばこ規制枠組
条約　資料１

財務省，厚生
労働省，警察
庁，文部科学
省，外務省

●一体的に実施希望事項番
号1，2，3，4，5，7

5072 5072A007

特定非営利活動
法人「子どもに無
煙環境を」推進協
議会

7
タバコ対策費へのタバコ消費
税の充当措置【新規】

タバコ消費税の一部を，タバコの健康対策費用，タバ
コ耕作の転作費，タバコ販売店などの転業支援費に
充て，タバコ対策の進捗をはかるべきである。

喫煙者，受動喫煙者，未成年喫煙者，タバコ耕作
者，タバコ営業店なども，たばこ規制枠組条約に
沿ったこれら禁煙推進施策により，国民の健康的
な生活基盤が確保される。

たばこ規制枠組条約第17条では，タバコ関連の転業
支援として，タバコの労働者，耕作者，販売業者のた
めに，経済的に実行可能な，代替活動を促進する，と
されている。たばこ規制枠組条約の趣旨に添って，国
民の健康づくりを進めるためには，タバコの健康対策
費用を含め，タバコ耕作の転作費，タバコ販売店など
の転業支援費に，タバコ消費税の一部を充てるべきで
ある。そのためにタバコ税率を上げることも選択として
あり得る。そのためにタバコ消費が減っても税収は増
えることが試算されている。

たばこ規制枠組
条約（別添第17
条）資料１

財務省，外務
省

・新聞記事
　石　弘光中央大教授（税制
調査会会長）「喫煙大国日本
－禁煙強化へ4つの提案」
（2005.5.11読売新聞論点，別
添）資料１４
　大島　明（日本禁煙推進医
師連盟会長）「たばこ規制枠
組条約発効を機に，たばこ増
税で青少年守れ」（2005.5.26
読売新聞論点，別添）資料１
５

●一体的に実施希望事項番
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5075 5075A001
株式会社ジェー
シービー

1
交通違反反則金のクレジット
カードによるインターネット納付

インターネット上での反則金のクレジットカード納付実
現

クレジットカード会社が反則金納付ポータルサイト
を設置し、違反者は納付書の記載情報・クレジット
カード情報を同サイトに入力して、クレジットカード
会社へ決済可否を確認。
決済可能と判定した場合、クレジットカード会社は
入力された納付書記載情報・納付完了を電子的
な手段にて各県警等関係機関に通知。
後日国庫に対し当該反則金の支払いをクレジット
カード会社が立替払い方式にて行い、国から立替
払いに関して必要な費用の支払いを受ける。

・昨年度の規制緩和要求において同様の要望がなさ
れているが、明確な見解がなく否定されているところ。
国税・地方税については第三者納付が認められてお
り、本件に関して否定するのであればその論点を明示
いただくとともに、実現に必要な措置を願いたい。
・クレジットカードという支払い手段は既に各分野にお
いて一般化しており、利用者の利便性も高い。本件実
現により、納付書の再発行も減少し、各機関における
業務効率化・刑事手続き適用減少が見込まれる。
・電子化にあたっては、既に各公金においてマルチペ
イメントネットワークを活用した預貯金からの収納が実
施されている。反則金についても、同様の措置により
電子化自体は問題ないものであり、クレジットカードの
インターネット収納基盤を構築することにより実現可能
と考える。

道路交通法
日本銀行法

警察庁
財務省

5075 5075A002
株式会社ジェー
シービー

2
交通違反反則金のクレジット
カードによる窓口納付

日本銀行歳入代理店である金融機関における反則
金のクレジットカード納付実現

違反者が金融機関に納付書を持参して納付する
場合において、金融機関とクレジットカード会社が
立替払い加盟店契約を締結しておくことによって、
クレジットカードにより決済を完了。クレジットカー
ド会社は金融機関に対し、後日立替払い方式によ
り、当該反則金の支払いを行う。

・昨年度の規制緩和要求において同様の要望がなさ
れているが、明確な見解がなく否定されているところ。
国税・地方税については第三者納付が認められてお
り、本件に関して否定するのであればその論点を明示
いただくとともに、実現に必要な措置を願いたい。
・クレジットカードという支払い手段は既に各分野にお
いて一般化しており、利用者の利便性も高い。本件実
現により、納付書の再発行も減少し、各機関における
業務効率化・刑事手続き適用減少が見込まれる。

道路交通法
日本銀行法

警察庁
財務省
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管理番
号

要望事項
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要望
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要望
事項番
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5075 5075A003
株式会社ジェー
シービー

3
有価証券購入時のクレジット
カードによる決済

・証券購入の際の支払い手段としてクレジットカード
による支払いを認めていただきたい。現在既に可能
であるという見解であればその旨明示していただきた
い。また有価証券の種別により判断が異なる場合は
種別毎の判断を明示いただきたい
・証券会社は証券取引法４４条において『金銭を貸し
付けることを条件として有価証券の売買の受託等を
する行為』の禁止、また証券仲介業をなすものは６６
条１３項の『金銭を貸し付けることを条件として勧誘す
る行為』の禁止がうたわれているが、クレジットカード
決済は金銭の貸付（金銭貸借契約）を基本としておら
ず、顧客とは債権譲渡又は立替払いを基本とした契
約である為当該条項に抵触することは無いと考え、
現行法下においても証券の販売にクレジットカードを
決済手段とすることは問題無いと考えるが当法規上
に関する見解もいただきたい

顧客が証券を購入する際の窓口（対面販売、ネッ
ト販売、仲介業者経由での販売など）において、
決済手段としてクレジットカードを導入する。

以下の効果が見込まれる為、クレジットカードによる決
済を実現したいと考える。
・クレジットカードによる決済を可能とすることで、消費
者としては決済手段の選択肢が広がり利便性が向上
すること。
・クレジットカード会社が持つ販売チャネルの活用やク
レジットカード特有のポイントサービス等を付随するこ
とにより、証券拡販の一助になること。

証券取引法 金融庁

5076 5076A001
社団法人第二地
方銀行協会

1
保険募集における非公開情報
保護措置の撤廃

保険業法施行規則の非公開情報保護措置を撤廃す
る。

銀行が保険以外の商品を販売する場合や銀行以外の
代理店は、対象外であり、妥当性がない。また、銀行
が保険募集を行う際には、非公開情報利用を事前に
同意を得る必要があるが、実務上、募集、商品説明等
を行う前に同意を得ることについて顧客の理解を得る
のが難しい。なお、契約者の個人情報保護について
は、平成17年4月に施行された個人情報保護法の規制
で十分であると考える。

保険業法第275
条第1項第1号、
保険業法施行規
則第211条第1項
第2号

金融庁
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その他
（特記事項）

5076 5076A002
社団法人第二地
方銀行協会

2
信託代理店における信託併営
業務の取扱禁止業務の撤廃

信託代理店の取扱業務に不動産媒介業務を認め
る。

不動産の売買・賃借の媒介・代理等の不動産関連業
務が信託代理店に解禁されれば、不動産を含めた資
産に関する総合的なコンサルティングサービスの提供
が可能になる。

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律第5条
金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律施行
令第2条の2
金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律施行
規則第2条の2、
第7条の2の2第2
項

金融庁

5076 5076A003
社団法人第二地
方銀行協会

3
銀行による投資顧問業務の解
禁

銀行本体による投資顧問業務を解禁してほしい。

現在の投資信託は、直接金融でありながら、証券会
社・信託銀行・投資顧問会社・銀行など中間マージン
が大きく、コストが割高である。直接金融発展の観点
から、規制緩和の努力が必要であると考える。

銀行法第10条第
2項、第11条

金融庁
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補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
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5076 5076A004
社団法人第二地
方銀行協会

4

ビジネスマッチング業務等に係
る地域金融機関本体及びその
子会社への不動産仲介業務
の一部解禁

地域銀行において、ビジネスマッチング業務や不良
債権処理に関連する範囲で、不動産仲介業務を行う
ことを認めてほしい。

①ビジネス・マッチング業務や不良債権処理等から派
生して、不動産絡みの案件が生じていること、②従前
から、預貸業務（住宅ローン等を含む）においても、同
業務から派生して、不動産関係の相談を受ける機会が
あること、等から、不動産売買・仲介業務の取扱が可
能になれば、リレーションシップバンキングの機能強化
に役立ち、顧客に対して総合的な充実したサービスを
提供することができる。

銀行法第12条 国土交通省

5076 5076A005
社団法人第二地
方銀行協会

5
コミットメントライン契約適用対
象の拡大

コミットメントライン契約の適用対象を拡大し、中小企
業（資本金3億円以下）のほか地方公共団体・特別法
に定められた地方公社等を加える。

コミットメントライン契約は中小企業等にとっても有益な
資金調達手段であり、借主の対象に中小企業等を追
加し、資金調達手段の多様化を図ることが必要であ
る。

特定融資枠契約
に関する法律第2
条

法務省
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管理番
号

要望事項
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補助
番号
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号
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その他
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5076 5076A006
社団法人第二地
方銀行協会

6
信用保証協会の私募債の適
債基準の緩和

純資産額1億円以上3億円未満の中小企業も対象と
してほしい。

成長企業における資金調達がより柔軟に行えるように
なり、地元企業の成長・発展に貢献できる。

中小企業信用保
険法第3条の９
中小企業信用保
険法施行規則8
条

中小企業庁

5076 5076A007
社団法人第二地
方銀行協会

7
店舗の営業時間に係る規制の
撤廃もしくは届出の簡素化

店舗の営業時間の規制（午前9時から午後3時まで）
を撤廃するか、もしくは営業時間を変更する場合の
届出を事後届出へ移行する。

以下のような現状を踏まえると、現行の画一的な営業
時間規制を行っていかなければならない必然性は薄
まってきており、今後は各行の自己責任において、顧
客のニーズ、利便性の確保を踏まえた店舗運営を行う
ことで特に問題ないものと考えられる。
・現行の店舗の営業時間の規制は、窓口業務を想定し
たものであり、銀行業務の多様化や機械化、インター
ネットバンキング、コンビニＡＴＭの登場により、従来の
窓口業務を想定した営業時間の概念は陳腐化してい
る。
・インストアブランチなどでは、出店先であるスーパー
マーケット等の店舗の開店時間（例えば午前10時）に
合わせて営業を開始する事例も増えている。
・最小限の人員による小型店舗の場合、営業時間を地
域特性に合わせた時間帯に絞り込むことで、防犯上、
労務管理上の負担が軽減される。
また、個別事情を勘案して営業所ごとの規制緩和とし
た場合、顧客への周知等の措置を徹底したうえで、届
出を事後とすることで事務負担の軽減と店舗運営の機
動性確保を図っていただきたい。

銀行法施行規則
第16条、35条1項
７

金融庁
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5076 5076A008
社団法人第二地
方銀行協会

8
生命保険の構成員契約規制
の廃止

生命保険の構成員契約規制を廃止する。

構成員契約規制は、生命保険会社と募集代理店契約
を締結した企業が優越的な地位の濫用や圧力募集を
行うことを防止することを目的として設けられているも
のであるが、実態に係わらず事前かつ一律に募集を
禁止しているため、顧客の申し出による場合にも保険
の販売ができず、顧客利便性の観点で問題である。
また、生命保険を募集する際、顧客勤務先の確認が
必要であり、これが実務上の負担となっている。
損害保険や第三分野商品には構成員契約規制はな
く、生命保険だけ規制する理由はないと考える。
銀行による保険募集については、圧力募集防止のた
めの弊害防止措置が検討されており、構成員契約規
制は二重規制になる。

保険業法第300
条第1項第9号
保険業法施行規
則第234条第1項
第2号　　　平成
10年大蔵省告示
第238号

金融庁

5076 5076A009
社団法人第二地
方銀行協会

9
電磁的方法による決算公告の
許容

銀行も電磁的方法による決算公告が可能になるよ
う、銀行法上の手当てを行う。

インターネットの普及により、商法が改正されたことに
鑑みれば、銀行だけ制約を設ける理由はないと考え
る。

銀行法第20条、
第57条

金融庁
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5076 5076A010
社団法人第二地
方銀行協会

10
天災等により短期間臨時休業
した場合の公告の廃止

天災等により短期間（例えば1週間）臨時休業した場
合についての公告を廃止する。

臨時休業するのは、風水害、地震等の場合が考えら
れるが、そうした混乱時に公告の手配まですることは
負担が大きい。

銀行法第16条第
1項
銀行法施行規則
第17条第3項

金融庁

5076 5076A011
社団法人第二地
方銀行協会

11 裁量労働制の緩和

現在は裁量労働制の対象外となっている以下の業
務を、対象業務に指定してほしい。
ｏ専門業務型裁量労働制
　・対象業務に社会保険労務士、ＦＰ技能士を加え
る。
ｏ企画業務型裁量労働制
　・個別の営業活動の業務を加える。
　・営業店（支店）単位で、営業方針や営業に関する
計画を策定する業務を加える。

裁量労働制の対象業務を拡大することにより、業務内
容の多様化・成果主義が浸透した実情に沿う形の就
労形態をとることができる。

労働基準法38条
の3、4

厚生労働省
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管理番
号

要望事項
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事項
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要望
事項番
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制度の
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その他
（特記事項）

5076 5076A012
社団法人第二地
方銀行協会

12
信用保証業務を営む子会社の
業務範囲の拡大

信用保証業務を営む銀行の子会社が事業性ローン
に係る信用保証を行うことを可能とする。

事業性ローンに係る信用保証が追加されれば、銀行
が行う担保・個人保証に依存しない事業性ローンにつ
いて、債権回収管理上分離して扱うことが可能となり
貸出商品組成の自由度が増大し、地域の中小零細企
業に柔軟性のある保証サービスを提供できる。

銀行法施行規則
第17条の3第2項
第3号
平成10年11月24
日付金融監督
庁・大蔵省告示
第9号
中小・地域金融
機関向けの総合
的な監督指針Ⅲ
－２－７－１（3）
①

金融庁

5076 5076A013
社団法人第二地
方銀行協会

13
自己競落会社の対象物件等
に係る規制の緩和

親銀行の貸出金等に係る担保物件だけではなく、子
会社・関連会社の担保物件も可とする。

銀行グループとしての債権回収の円滑化に資すると考
えられる。

中小・地域金融
機関向けの総合
的な監督指針Ⅲ
－２－７－２

金融庁
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号
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制度の
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その他
（特記事項）

5076 5076A014
社団法人第二地
方銀行協会

14
複数銀行による従属業務会社
の共同設立の容認

銀行法施行規則第17条の3第1項第1号～第21号に
定める業務について、当該銀行及びその子会社の
収入依存度規制を緩和し、共同設立を容易にする。

複数銀行による従属子会社の共同設立ができれば、
銀行の経営の効率化を図ることができる。

中小・地域金融
機関向けの総合
的な監督指針Ⅲ
－２－７－１
金融庁告示第34
号、36号、38号
（収入依存度規
制告示）

金融庁

5076 5076A015
社団法人第二地
方銀行協会

15
銀行子会社が行う集配金業務
等に係る収入依存度の撤廃

銀行法施行規則第17条の3第1項第19号～第21号に
定める業務（現金・小切手輸送業務、集配業務、有
価証券の受け渡し業務）について、当該銀行及びそ
の子会社の収入依存度規制を撤廃し、集配金業務
等の受託を容易にする。

集配金業務は顧客からのアウトソースニーズが高い業
務であり、銀行が収入依存度に縛られることなく集配
金事務を受託できれば、顧客利便性の向上を図りつ
つ、銀行経営の効率化を図ることができる。

中小・地域金融
機関向けの総合
的な監督指針Ⅲ
－２－７－１
金融庁告示第34
号、36号、38号
（収入依存度規
制告示）

金融庁
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補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5076 5076A016
社団法人第二地
方銀行協会

16
債権管理回収会社（サービ
サー）の取扱い可能債権の範
囲拡大

サービサー会社の取扱対象債権として限定列挙され
ている「特定金銭債権」の範囲を見直し、拡大する。

不良債権の早期解決を図ることが可能となる。

債権管理回収業
に関する特別措
置法第2条
債権管理回収業
に関する特別措
置法施行令第3
条

法務省

5077 5077A001
株式会社ＮＴＴドコ
モ

1 UWBの技術開発について

平成１４年９月３０日に総務大臣から情報通信審議
会にUWB無線システムの技術的条件について諮問
され、情報通信技術分科会において審議されていま
す。当初スケジュールでは平成１５年９月頃答申予定
でしたが、平成１６年１月に第３回委員会において既
存の無線システムとの屋内で１台のUWBデバイスと
の机上検討の結果としてシステム毎に一定の離隔距
離が必要との中間報告がなされています。現在、審
議中のITU-Rでの議論を踏まえ、UWBの目標性能を
考慮しながら、第４世代移動通信システムを含めた
既存無線システムとの共用を図るため、現実的な技
術的条件を決めることが、早期導入に向けて肝要と
考えます。

e-japan重点計画－2004において「UWB（超広帯域無
線）の技術開発」について2004年度末を目途に結論を
得ることとなっております。一方、e-japan重点計画－
2004において「第４世代移動通信システム実現のため
の研究開発」については2010年までに実現を図ると
なっております。特に、第４世代移動通信システムは
UWB無線システムと同じ室内での同時使用が想定さ
れることより、互いに干渉を避けながらの共存が必須
となるためです。

・電波法
・電波法設備規
則
・電波法施行規
則

総務省
総合通信基
盤局
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5079 5079A001

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

1 過去勤務債務の一括償却

過去勤務債務の一括償却を含め償却期間の弾力的
な措置を可能とすべきである。具体的には、現在、償
却率の上限が５０％（定額償却の場合は３年）である
ところを、一括償却（１００％償却、１年償却）も含め５
０％（３年）以上の償却も認めるべきである。

確定給付企業年金制度と併せて、既存制度からの円
滑な移行を図る観点、並びに年金財政の健全化促進
を図る観点から、過去勤務債務の一括償却を含め償
却期間の弾力化が必要である。

確定給付企業年
金法施行規則第
４６条、第５８条

厚生労働省

5079 5079A002

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

2
確定給付企業年金における給
付減額に関する要件並びに手
続きの緩和・法的枠組の整備

給付減額の可否やその際の一時金支給の取扱いに
ついて、労使合意に基づく意思決定を可能とすべき
である。

（１）現行の制度では、加入者に対する給付引下げの
認可基準は厳しく、受給者に対しては給付引下げの法
的枠組みさえ整備されておらず、給付減額の実現は難
しい状況にある。

（２）給付減額時に支給する一時金の水準について
は、最低積立基準額の算定に使用する予定利率の取
扱いを労使合意（代議員会決議）により決定できること
から、既に一定の労使自治が認められているものと認
識しているが、さらにもう一段の規制緩和を要望する。
多くの企業では、退職一時金からの移行により年金制
度を導入しており、退職時点で一時金を選択した者と
のバランス維持の観点からも、選択（脱退）一時金と同
水準とした方が納得性は高いと考えられる。例えば、
退職時の選択（脱退）一時金を下限、最低積立基準額
を上限として労使の合意により決定できる仕組み等を
認めるべきである。

確定給付企業年
金法第５条
確定給付企業年
金法施行令第４
条
確定給付企業年
金法施行規則第
５条、第６条
厚生年金基金の
設立認可につい
て（昭和４１年９
月２７日年発第３
６３号）

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5079 5079A003

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

3
確定給付企業年金における財
政検証の割引計算に用いる予
定利率の水準設定の弾力化

確定給付企業年金制度に課されている財政検証に
つき、現実的な運用利率や運用上のボラティリティ等
を勘案し、非継続基準の予定利率の弾力化を認める
べきである。

（１）非継続基準の予定利率は、３０年国債５年平均の
１．２倍まで緩和されたが、実際の企業年金の運用の
期待収益率との乖離はまだ大きく、運用期待収益率と
予定利率の差は全て積立過剰となってしまい、企業に
余分な拠出金負担を強いることになる。又、企業の運
用に対する意欲・株式市場への投資意欲を、阻害する
ことになる。

（２）また、非継続基準の債務の概念は、実際の退職
金とは大幅に異なるものであり、企業からすると過大
な保全と言わざるを得ない。更に、非継続基準の評価
によって算出された不足分を埋め合わせるための資金
の確保ができず、結果として税制適格年金から確定給
付企業年金への移行を躊躇させる要因となっている。

確定給付企業年
金法第５９条～第
６４条
確定給付企業年
金法施行令第３７
条
確定給付企業年
金法施行規則第
５３条～第６６条、
附則第２条
確定給付企業年
金法施行規則第
５５条第１項第１
号に規定する予
定利率（厚生労
働省告示）

厚生労働省

5079 5079A004

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

4
確定給付企業年金における規
約・運用管理規定等に関する
手続きの簡素化

規約・運用管理規定等については、開示内容を必要
最低限にとどめ、特に、運用受託機関やシェアの変
更は頻繁に発生しうることから、運用受託機関の名
称・住所やシェアの記載に一定の幅をもたせる等の
簡素化すべきである。

（１）規約の別表に運用受託機関の名称・住所を記入
することになっており、規約申請から承認にかけての
数ヶ月間は運用機関の変更（シェアイン、シェアアウト）
が事実上困難になるという実務上の制約が存在するこ
とから、リスト掲載を省略（簡素化）が求められる。（確
定給付企業年金法-第四条第三号）
（２）規約もしくは規約とは別に「運用管理規程」を作成
し、運用受託機関のシェア（掛金払込割合、給付費等
の負担割合）を記すようになっているが、運用受託機
関シェアの変更の都度、労働組合の同意（事後同意を
含む）を得る必要があり手続きが煩雑であることから、
規約・運用管理規程への運用受託機関シェア記載の
省略（簡素化）を要望する。（平成14年3月29日厚生労
働省年金局長通知）

確定給付企業年
金法第４条
確定給付企業年
金制度について
（平成１４年３月２
９日年発第０３２
９００８号）

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5079 5079A005

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

5
確定給付企業年金（老齢給付
金）の支給要件の緩和

50歳未満で退職（加入者資格を喪失）した年金受給
資格者についても、50歳以上60歳未満の規約に定
める年齢に到達した時点で年金の受給開始を可能と
すべきである。

（１）既に退職（加入者資格喪失）という事象が発生して
おり、かつ50歳以上の規約に定める年齢到達という要
件を満たした状態であるにもかかわらず、退職（加入
者資格喪失）という事象の発生時期の問題のみによっ
て年金受給を制限されることは、受給権者本人の納得
性が低く、企業内における制度運営の観点からも、50
歳以上退職者とのバランス上問題である。

（２）ライフサイクル上の必要性等の観点からも、５０歳
未満退職者についても５０～６０歳の間における年金
受給ニーズは高いと考えられる。

確定給付企業年
金法第３６条、確
定給付企業年金
法施行令第２８条

厚生労働省

5079 5079A006

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

6
確定拠出年金における老齢給
付金の給付や開始年齢の弾
力化、中途引出し要件の緩和

６０歳未満の加入者で給付を受けられるのは、高度
障害（障害給付金）、死亡（死亡一時金）の要件に限
られているため、老齢給付金の給付や開始年齢の弾
力的な措置を可能とすべきである。

（１）６０歳まで中途解約が出来ないこと等の理由から
確定拠出年金の導入を躊躇、または慎重にならざるを
得ず、確定拠出年金市場の裾野がいつまで経っても
広がらない恐れがある。確定拠出年金があくまでも自
助努力による老後の生活保証の為の年金であること
に留意し、給付や開始年齢を弾力的に設定することを
可能にするなど、より使いやすい制度としていくことが
必要である。

（２）比較的短い期間の加入者が５０万円超の年金資
産を持ったまま退職し、第３号被保険者となる者や、転
職先で企業型確定拠出年金がなく個人型に移行する
者は、現行制度では６０歳に達するまでは、個人型運
用指図者とならざるをえず、足元の低金利の運用環境
では手数料や口座管理料を勘案すると資産の目減り
のリスクに晒されており、救済措置が必要と考える。

確定拠出年金法
第３３条、第３７
条、附則第３条

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5079 5079A007

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

7
確定拠出年金における掛金の
拠出可能限度額の引上げ

労使合意に基づき決定された掛金全額を拠出できる
よう、拠出限度額の制限を撤廃（又は大幅引上げ）す
べきである。また、企業型制度において、他の企業年
金制度の有無にかかわらず、拠出限度額は同額と
すべきである。

企業型制度の場合、拠出可能限度額が依然として低
水準であり、退職一時金制度からの移行についても、
企業が自由に制度設計を行える状況となっていない。

確定拠出年金法
施行令第１１条、
第３６条

厚生労働省

5079 5079A008

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

8
確定拠出年金（企業型）におけ
る加入者掛金拠出（マッチング
拠出）の容認

企業型制度においても、拠出限度額の範囲内であれ
ば、事業主の拠出に加えて加入者掛金拠出（マッチ
ング拠出）も可能とする措置を講ずるべきである。

（１）「高齢期における所得の確保に係る自主的な努力
を支援」するという確定拠出年金法の趣旨を踏まえ、
すべての加入社について個々のニーズにあった資産
運用を可能とする仕組みが不可欠である。

（２）企業年金の設計という観点からは、退職金や確定
給付企業年金等からの移行だけでなく、財形年金との
親和性や移行も視野にいれるとマッチングは不可欠で
あるといえる。

確定拠出年金法 厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5079 5079A009

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

9
確定拠出年金（企業型）におけ
る制度規約の分割の容認

確定給付企業年金や厚生年金基金制度等において
認められている制度(規約)分割を、確定拠出年金制
度においても可能とすべきである。

労働契約継承法に基づく分社等の際に、新会社にお
いて従来同様の年金制度を継続する場合は、規約分
割による制度導入を可能とし、グループ企業の円滑な
事業再編を支援する措置が必要と考える。

確定拠出年金法
施行規則第１５条

厚生労働省

5079 5079A010

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

10
確定拠出年金および確定給付
企業年金の加入者範囲の拡
大

確定拠出年金（企業型）及び確定給付企業年金は、
企業の私的年金であることから、加入者の範囲につ
いては、被用者年金の適用の有無ではなく、当該制
度を実施する事業主との雇用関係の有無を基本とし
て労働協約または就業規則で定める区分（例えば、
職種等）により決定するものとすべきである。

（１）会社との雇用関係が維持されているにもかかわら
ず、出向等により被用者年金の適用外となったことで
企業年金の加入者資格を喪失することは、従業員の
納得性が低く理解が得られない。特に確定拠出年金
制度においては、企業型から個人型（または出向先の
企業型）へ資産を移換する必要があり、制度の運営ス
キームや費用負担等について取扱いが全く異なってし
まうため問題が多い。

（２）適格年金制度の廃止を受け、確定拠出年金や確
定給付企業年金へ移行するケースも増えているが、制
度移行時点で出向等により被用者年金の適用をはず
れている者については、以下のような不利益が生じて
いる。
①移行前制度における過去分の資産移換ができない
ことから、新制度における運用資産（元本相当）が小さ
くなり、資産運用上の不利益が生じる。
②過去分の資産については、一時金で受け取る（分配
される）ことから、退職所得扱いとならず税メリットが享
受できない。

確定給付企業年
金法 第２５条
確定拠出年金法
第９条

厚生労働省
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁
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5079 5079A011

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

11
確定拠出年金制度における加
入者資格喪失年齢の見直し

公的年金支給開始年齢の引上げや、高齢者雇用安
定法の改正等に伴う６０歳以降の就労機会の拡大等
の環境変化を踏まえて、確定拠出年金の加入者資
格喪失年齢についても、確定給付企業年金と同様に
労使合意に基づく柔軟な設定を可能とすべきであ
る。

高齢者雇用安定法の改正により、企業には６０歳以降
の就労機会確保が義務づけられることとなったが、確
定拠出年金については６０歳到達に伴い一律的に加
入者資格を喪失させなければならず、柔軟性を欠いた
対応となっている。特に、処遇面で６０歳前との連続性
を維持しつつ定年延長を行うような場合は、確定拠出
年金の掛金拠出のみが６０歳時点で打ち切られること
となり、バランスを失した対応とならざるを得ない。一
方、確定給付企業年金においては、年齢による加入者
資格の喪失時期は特に定められておらず、老齢給付
金の給付に係る年齢要件が６０歳以上６５歳以下であ
ることを踏まえて、「６５歳以下の規約で定める時期」と
しているのが実態である。確定拠出年金においても、
確定給付企業年金と同程度の柔軟な対応が可能とな
るようにすべきである。

  確定拠出年金
法第１１条、第６２
条

厚生労働省

5079 5079A012

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

12
脱退一時金相当額の移換申
出期限に係る弾力的運用の容
認

企業年金における脱退一時金相当額の移換申出期
限については、税法上等の特段の事情が無い限り個
別企業の状況を踏まえて労使合意により定めるべき
であり、法令による一律的な規定は廃止すべきであ
る。

脱退一時金相当額の移換は、企業の私的年金制度に
おける取扱いに係る問題であり、申出期限等その詳細
運用については基本的に各企業の状況を踏まえて労
使合意により決定すべきであり、法令等により一律的
に規定(規制)すべきものではない。また、移換先(再就
職先)が未定である等の事由により、退職時に一旦脱
退一時金の支給を留保した者について、移換を義務づ
ける(事情変更等による脱退一時金の支給は制限す
る)こと、等についても労使合意により可能とすべきで
あり、退職者本人のニーズが過度に優先されるべきで
はない。さらに、移換の申出がないまま、移換申出期
限を超過した場合の取扱いに関しては、企業の負担と
ならないよう配慮が必要である。

  確定給付企業
年金法施行令第
５０条の２、第６５
の５、第７３条、第
８８条の２

厚生労働省
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5079 5079A013

企業の資金調達
の円滑化に関す
る協議会
（略称:企業財務
協議会）
http://www.enkt.o
rg/

13
企業年金制度における連合会
への脱退一時金相当額移換
対応義務の廃止

脱退一時金相当額の連合会への移換についても、
移換元となる年金制度における労使合意に基づき、
規約で定める場合に限り実施できるものとすべきで
ある。

企業年金制度の運営は、各社の状況を踏まえて労使
合意に基づき運営するのが原則であり、強制されるも
のではないと考える。

  確定給付企業
年金法第９１条の
２

厚生労働省

5080 5080A001 大阪府 1
中国に対する訪日団体観光査
証の発給に係る審査期間の短
縮化

査証発給の審査期間を３日以内に短縮する。
中国に対する訪日団体観光査証の発給業務の迅
速化を図り、中国からの観光客誘致を一層促進
する。

　中国人団体観光客が日本を旅行先の候補とすること
は多いが、他国に比べ、訪日団体観光査証の発給審
査期間が長いと言われている。諸外国で最短５日未満
で発給する国もあるが、日本の発給は最短でも土日を
除き５日以上必要（審査に時間を要する場合には発給
までに１～２か月程度かかる場合あり）となっており、
月曜日に申請しても実際に査証を手にするのが翌週と
なる。このことは、中国人の旅行の行き先として日本を
選択する際のマイナス要素となっており、他国との観
光ＰＲの競争上支障がある。
　そのため、他国で２～３日程度で発給している事例
があること、週の前半に申請すればその週のうちに発
給される魅力あるシステムを構築する趣旨から、中国
の審査期間の最短を３日以内とされたい。
　このことにより、「最短の場合、申請と同一週に発給
が可能な場合（月曜⇒金曜）があり、観光プロモーショ
ン上大きなセールスポイントとなる。」ことから、中国人
団体観光客の受け入れの増加が期待できる。

外務省設置法第
4条第１３項

外務省
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5081 5081A001
ケンコーコム株式
会社

1
医薬品のインターネット販売の
規制の緩和もしくは撤廃

医薬品のインターネット販売を規制する通知（昭和63
年3月31日薬監第11号　厚生省薬務局監視指導課
長通知）の緩和もしくは撤廃を要望いたします。

また、規制の緩和にあたっては、1)自治体の指導の
適正化・均質化のための措置・2)事業者による自主
的な秩序維持を図るためのガイドライン制定、をあわ
せて講じるよう要望いたします。

○問題の所在は、家庭用の医薬品を販売するこ
とが許されている薬店であっても、インターネットを
利用した販売については厚生労働省の通知に
よって範囲が著しく狭められており、風邪薬、頭痛
薬などの国民の健康管理のために家庭に常備さ
れているような重要な医薬品の販売さえ認められ
ていないところにあります。

○現在の厚生労働省の通知を緩和もしくは撤廃
し、豊富な情報提供が可能であり、相互の情報交
換が自由にできるインターネットという環境を活用
することによって、必要な医薬品を的確に消費者
に届けるとともにその医薬品に関する正しい情報
を国民に普及していくことによって国民自身の健
康管理（セルフメディケーション）の向上を図ること
を提案いたします。

○上記の提案と併せて、上記のような取組を国民
の健康管理という観点からさらに安定的・継続的
に行っていくために、セルフメディケーションの向
上を図っていくうえで重要な役割を担うことになる
医薬品と情報を消費者に受け渡す窓口となる事
業者、セルフメディケーションの当事者である消費
者の代表、客観的にリスクを評価できる専門家、
薬事法の所管部署である厚生労働省からなる委
員会を設立し、次のような活動を行うことを提案い
たします。
1) 医薬品のインターネット販売によるメリットとリス
クの評価
2) 透明でわかり易いガイドラインの策定
3) 同ガイドラインに基づいた事業者による相互監
視の実施
4）遵守状況、並びに不適切な業者に対する罰則

1）本要望は平成16年11月に健康関連EC協議会が提
出した規制改革要望（管理コード：z0900162）と同一の
ものですが、昨年度提示された問題点について改善が
なされないまま現在に至っているため、同事項を再度
提出し、その再審議を要望するものです。

2) 平成17年6月28日に経済産業省より発表された「平
成16年度電子商取引に関する実態・市場規模調査」で
は、2004年における日本の電子商取引は既に100兆円
を超え今後も更なる急成長が見込まれているとされて
います。その中で、「医薬品・化粧品・健康食品」の消
費者向け電子商取引（インターネット販売）の市場規模
は2,200億円、電子商取引化率は4.1％、対前年比
44.2％、680億円増と急増していることが同報告でも明
示されています。もはやインターネット販売は薬局・薬
店の販売形態の一つとして無視できないものとなって
います。

3) 一方で、高齢化の進展に伴ない、買い物等の外出
が容易ではない高齢者世帯や要介護者のいる世帯の
増加が確実視されています。また、少子化対策として、
同様に外出が容易ではない妊産婦や乳幼児がいる世
帯が暮らしやすい環境づくりが急務とされています。イ
ンターネットを用いた販売形態は、このような社会構造
の変化に即し、生活者の利便の向上を図る実効性の
高い手段であり、前述の調査報告はその変化を実証
するものだと考えます。しかしながら、大衆薬の販売に
ついては、このような社会変化の実態に即さずに、明
確な根拠の提示が無いまま漠然と、”インターネット販
売では対面販売の趣旨が確保されないおそれがある”
とした平成16年度の回答は納得性が低いといわざるを
得ないと考えます。

昭和63年3月31
日薬監第11号
厚生省薬務局監
視指導課長通知

厚生労働省

参考資料
1) 経済産業省「平成16年度
電子商取引に関する実態・
市場規模調査」

5082 5082A001 埼玉県新座市 1
2項道路（建築基準法第42条
第2項）後退部分の確保

　建築基準法第42条第2項の規定により指定された
道路（市道）に接する敷地において建築行為をする
場合、その道路の中心から2m後退した位置が道路
境界線とみなされるが、その後退部分について市に
寄附採納されない場合、所有はそのままである。
　この状況下で現在、当該道路を整備する場合、所
有者の承諾を要することとなり、中には承諾が得られ
ず再び自己敷地として占用してしまうこともある。
　安全で良好な住環境を維持していくためには、この
後退部分の空間を道路の通行に支障がないように
確保していく必要がある。
　建築基準法第44条に道路内の建築制限の規定が
あるが、建築行為に該当しない植栽、移動可能な物
の設置等については特に規制する法規定がないた
め、設置が可能であり、通行の障害となっている。
　道路の通行に支障となる植栽や移動可能な物の設
置等を制限できるよう法令改正をしていただきたい。

　2項道路の後退部分について、建築行為に該当
しない植栽等によって通行の障害となる等、道路
通行の自由権を阻害されないために、その障害を
排除・予防することができ、なおかつその道路とな
る部分の使用権を認めるよう法改正をお願いした
い。
　このことにより、2項道路の後退部分の空間確
保、迅速な面的整備を行うことができ、安全で良
好な住環境を確保しゆとりと潤いのある住宅地の
創出が図られる。

　地方自治体は危機的財政状況の中、2項道路（市
道）の後退部分について、買収もままならない状況に
ある。
　したがって、後退部分が市に寄附採納されない場
合、所有はそのままである。
　この状況下で現在、当該道路を整備する場合、所有
者の承諾を要しており、中には承諾が得られず再び自
己敷地として占用してしまうこともある。
　安全で良好な道路環境を維持していくためには、こ
の後退部分の空間を道路の通行に支障がないように
確保していく必要がある。

建築基準法
第42条第2項、第
44条

国土交通省

　建築基準法第42条2項に基
づき後退したにも関わらず、
後退部分の通行が実質的に
妨げられていては、災害時の
避難路、消防活動の場など
安全で良好な市街地を形成
する上で道路が持つ機能を
十分に果たせない状況にあ
る。幅員4mを確保するため
には、本来であれば寄附採
納などによる後退部分の市
への権利移転を可能とする
法改正等を求めたいところだ
が、本制度の趣旨に鑑み、
後退部分の占用を制限でき
るような法改正をお願いする
ものである。
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5083 5083A001
福島市長　瀬戸孝
則

1
国庫補助金採択基準の是正
（都市公園）

①(施設整備部門)補助事業採択事業規模要綱とし
て、単年度配分の国費が1個所当たり10,000千円以
上となっているが、全ての市街地において歩いてい
ける範囲に公園の整備を推進するには、緑化重点地
区総合整備事業の外に、1個所当たり3,000千円以上
で百万単位での採択をすべきである。②(維持管理
部門)現在ある公園施設の延命措置を図るため、遊
具のさびを塗装するなど遊具関係のリニューアルを
補助の対象とすべきである。

21世紀初頭まで公園、道路等の公的空間におい
て樹木を始めとする緑のストックを３倍に増やすこ
とを基本目標とし、具体的に都市公園等は、概ね
全ての市街地において歩いていける範囲に公園
の整備を推進するとともに、公園内の樹木面積の
積極的増加に努める必要がある。

福島市緑の基本計画では、都市公園等の施設として
整備すべき緑地の目標量を平成6年7月建設省決定の
緑の政策大綱が示す「住民1人当たり20㎡の都市公園
等を確保」を早期に達成することを念頭におき、計画目
標平成27年で市民1人当たり26㎡と設定している。地
方では、個性あふれる活力あるまちづくりを推進する
ため、住民と協働による身近な公園整備が不可欠であ
り、それぞれの自治体の財政状況や住民の要望に対
応できる支援策が必要である。

都市公園法第29
条   同法施行令
第31条

国土交通省・
地域整備局
公園緑地課

○添付資料：　　　　　　平成
16年4月30日産経新聞

5085 5085A001
（社）日本自動車
工業会

1
週休２日制の場合のﾌﾚｯｸｽﾀｲ
ﾑ制度の適用

適用にならない日のみ、フレックスタイムの除外日を
設定するなどが必要となり、労働時間管理の煩雑さ
が生じるだけでなく、そもそも、フレックスタイム制を
導入することの効果自体が薄れてしまっている。実
際には、完全週休2日制が実施され、年間所定労働
時間が週法定労働時間を下回る時間で協定されて
いる場合は、「１日の所定労働時間（８時間）×清算
期間の所定労働日数」としても、ご懸念の不当な長
時間労働を助長することにはならないと考えられる。
このことからも通達の4要件のうち、特に「③29日目を
起算日とする1週間における実際の労働時間の和が
週法定労働時間を超えるものでないこと」との要件の
緩和を要望する。

１ヶ月のフレックスタイム制度においては、清算期
間における法定労働時間の総枠は「40時間×清
算期間の暦日数／７」により計算するものとされて
おり、完全週休２日制で労働する場合でも、暦日
数や休日数に差異があることにより、計算上法定
労働時間の総枠を超えることがある。一方、完全
週休２日制を実施し、４つの要件を満たす場合
は、時間外労働として扱わなくても差し支えないと
通達されている。

通達で、時間外労働として扱わなくても差し支えないと
されている要件は、特定期間については実際の労働
時間の和が、週法定時間（４０時間）を超えるものでは
ないなど、厳しいものとなっている。このため、実際問
題としては、暦日数の多い月でフレックスタイムの除外
日の設定などの対応が必要になってくる。

労働基準法第３２
条の３
労働基準法施行
規則第１２条の３
平成９年３月３１
日基発第２２８号

厚生労働省
・重点要望項目
・平成16年11月度の再要望
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5085 5085A002
（社）日本自動車
工業会

2
有期労働契約に係る規制の緩
和

働く側の立場からは、就業意識の多様化に対応する
ため選択肢の拡大が望まれ、企業の立場からは、プ
ロジェクトなど中長期的な観点での要員ニーズが高
まってきており、双方のニーズに応えるためにも有期
雇用契約期間制限の緩和を要望するものであり、現
行の区分をなくし、全ての有期雇用契約において最
長5年の締結が可能となるよう、早急な検討と制限緩
和を要望する。

期間の定めのある労働契約については、契約期
間の上限を３年に制限されている。

働き方・雇用形態の多様化に充分対応できず、企業と
労働者双方のニーズに応えられない。

労働基準法第14
条

厚生労働省 ・平成16年11月度の再要望

5085 5085A003
（社）日本自動車
工業会

3
労働者派遣法における派遣期
間制度の見直し（製造業）

派遣は、製造業における生産量の変動に対応するた
めの選択肢の一つとして、短期のものから中長期の
ものまでを含めた要員対応の手段として非常に有効
なものであり、また、雇用の多様化という観点から
も、個々の技能・技術をもって派遣労働を選択する労
働者もおり、「一時的･臨時的な労働力需給システ
ム」ではなくなっていると思われる。激変緩和措置とし
ての制限とのことであるが、早急な期間制限緩和を
要望する。

改正労働者派遣法で、製造業務への派遣は可能
になったが、経過措置として施行後３年間は派遣
期間を１年としている。

製造業では、市場動向に伴う要員変動への対応とし
て、短期のみならず中長期の派遣社員を活用するとい
うニーズがあるが、それに対応できない。

労働者派遣法第
40条の２

厚生労働省
・重点要望項目
・平成16年11月度の再要望
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5085 5085A004
（社）日本自動車
工業会

4
労働者派遣法における派遣期
間制度の見直し（通常派遣）

派遣は、業務量の変動に対応するための選択肢の
一つとして、短期的なものから中長期的なものまでを
含めた、要員対応の手段として非常に有効なもので
ある。また、多様な働き方について論じられ、「長期
雇用慣行を前提とした雇用の安定」という考え方自
体が見直され、個々人の就業意識の多様化、仕事と
生活のバランスの取れたライフスタイルの選択が認
められる方向にある中においては、派遣期間の規制
は、派遣労働を選択した者にとってもその選択の自
由を阻害されるものと考えられることから、規制をなく
すことを要望する。

特定２６業種以外については、３年を超える期間
継続して労働者を派遣することは出来ない。

業務量の変化に対して、フレキシブルに対応出来な
い。また、短期のみならず、中長期の派遣社員を活用
するニーズに対応できない。

労働者派遣法第
40条の２

厚生労働省
・重点要望項目
・平成16年11月度の再要望

5085 5085A005
（社）日本自動車
工業会

5

特定労働者派遣事業におい
て、期間制限のない業務（専門
26業務等）に従事する派遣労
働者への直接雇用の申込み
義務の緩和

特定労働者派遣事業における派遣労働者は、その
業務の専門性により、法的規制による直接雇用では
なく、むしろ派遣労働を選択しているといえる。また、
派遣労働の形態が、既に労働者の意識・職務の多様
化、高度化等にからみても、1つの柱として確立して
おり、直接雇用機会の拡充を図るよりは、派遣先で
の長期的な人材活用計画に基づく雇用の安定を優
先すべきである。雇用契約の申込み義務について、
その状況等を踏まえ必要な検討を行うとのことである
が、申込み義務の撤廃につき、早急にご検討され、
緩和されることを要望する。

同一の業務に同一の派遣労働者を３年を超えて
受入れており、その業務に新たに労働者を雇入れ
ようとするときは、派遣先は、その派遣労働者に
対して雇用契約の申込みをすることが義務付けら
れている。

派遣受入期間の制限がない業務で、派遣労働者を受
入れているにもかかわらず、３年を超える期間受入れ
たという事実をもって、雇用契約の申込みを義務付け
ることは、企業の採用の自由を不当に制約している。

労働者派遣法
第40条の５

厚生労働省 ・平成16年11月度の再要望
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5085 5085A006
（社）日本自動車
工業会

6
裁量労働制に関する労働時間
の規制緩和

裁量労働制は、就労形態を労働者が選択できる制
度であり、生活の多様化、就労意識の多様化等が進
展する中、就労する時間帯についても労働者が自由
に選択できるものであることが望ましい。このようなこ
とからも、休日・深夜など時間を規定する規制は制度
の主旨に合っていないと思われることから、適用除外
とされることを要望する。

裁量労働制においても、休日労働・深夜労働に関
しては、割増賃金の計算対象となっている。

生活の多様化、就業意識の多様化、業務内容等か
ら、労働者自らが休日・深夜帯での勤務を望むことが
あり得るにもかかわらず、この規定では個人の裁量範
囲を制限することになる。

労働基準法　第
38条の３、第38条
の４

厚生労働省
・重点要望項目
・平成16年11月度の再要望

5085 5085A007
（社）日本自動車
工業会

7 単元未満株主の共益権

単元未満株主への共益権（特に代表訴訟提起権）の
付与は、平成13年6月改正単位株制度から単元株制
度への移行の中で付与されたもの。従来（単位株制
度）と同様に、単元未満株主の共益権はないものとし
ても、株主の権利を大きく損なうようなことにはならな
い。そのため、新会社法により定款で制限できるよう
になる予定だが、定款変更には特別決議が必要であ
り、共益権を制限することに関する株主への合理的
な説明が困難という、実務的な問題がある。単元未
満株主の共益権については、原則なしとし、定款で
認めたときのみ付与するものとすべき。

平成13年6月の商法改正により単位株制度が単
元株制度に置き換えられたが、これに伴い単元未
満株主にも共益権が付与されることとなった。
新会社法案において、共益権については、定款で
その制限をすることができるものとする方向で検
討中。

単元株未満株のような小さな単位の株主に対して共益
権を認めることで、代表訴訟などのリスクを抱え込む。
新会社法により､定款で排除できるようになる予定だ
が、定款変更には特別決議が必要。

商法 法務省 ・平成16年11月度の再要望
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要望
管理番
号

要望事項
管理番号
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事項
補助
番号
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要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5085 5085A008
（社）日本自動車
工業会

8
子会社による親会社株式保有
規制の撤廃

財源規制及び手続き規制を設ける上での技術的・実
務的課題はあるとしても、現行法の趣旨に鑑みて、
子会社による親会社株式取得を法をもって規制する
ことを合理的に説明できないことは明らかであると思
われる。
平成17年度までの結論は困難とのことだが、当該規
制を放置することも適当ではないため、今後の検討
の方向およびスケジュールを示されたい。

自己株式の取得については、平成１３年１０月１日
施行の改正商法により、一定の財源規制の下で
自由にできるものとされたが、「子会社による親会
社株式保有規制」については、親会社と子会社と
いう別法人への財源規制の困難などから、見直し
が行われていない。

新会社法案１３５条において、子会社による親会社株
式の保有規制が規定されているが、自己株式の保有
規制が撤廃された今、このような規制に合理的な意味
がない。
また、子会社による親会社株式の取得規制が撤廃さ
れたとしても、相当期間内に親会社株式を処分しなけ
ればならないとなると、親会社株式を長期にわたり保
有できない。

商法 法務省 ・平成16年11月度の再要望

5085 5085A009
（社）日本自動車
工業会

9
大規模会社の事業報告書の
廃止

事業報告書の存続には疑問が残るが、少なくとも有
価証券報告書提出会社については、事業報告書の
提出に代えて有価証券報告書を提出することで足り
るとすべき。
直ちに廃止できないとしても、フォローアップの結果
公表時期並びに当該フォローアップを受けての法改
正等を含めた一般集中規制見直し及びそれに基づく
事業報告書の報告義務見直しの実施時期を明確に
し、その時期となる理由も含め具体的に示されたい。

一定以上の規模を有する会社（大規模会社）に対
する一定額以上の株式保有制限（9条の２）が廃
止されたが、一方で、毎年度ごとに自社及び子会
社の事業報告書の提出が求められるようになっ
た。

事業報告書の提出は企業の負担が大。

①私的独占の禁
止及び公正取引
の確保に関する
法律第９条第５項
②私的独占の禁
止及び公正取引
の確保に関する
法律施行令第９
条
③私的独占の禁
止及び公正取引
の確保に関する
法律第９条から
第１６条までの規
定による認可の
申請、報告並び
に届出等に関す
る規則第１条の
２、第１条の３及
び第１条の４

公正取引委
員会

・平成16年11月度の再要望
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管理番
号

要望事項
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5085 5085A010
（社）日本自動車
工業会

10
二輪独自の高速道路料金設
定

二輪車と四輪車とを車両占有面積や道路損傷度の
面から比較し、その結果を反映した二輪独自の通行
料金を設定されることを要望。

二輪車の高速道路通行料金は軽自動車と同額に
なっている。

四輪車と比較して、占有面積・道路損傷度の小さい二
輪車が、高速道路通行料金の根拠である「車種区分」
ならびに「車種間料金比較」に二輪車区分がないた
め、二輪車専用料金の設定がない。
これは二輪車ユーザーに必要以上の経済的負担を強
いている。

道路整備特別設
置法　施行令

国土交通省
（道路公団）

・重点要望項目
・平成16年11月度の再要望

5085 5085A011
（社）日本自動車
工業会

11 自動二輪車の駐車場整備
駐車場法の対象に大型自動二輪車、普通自動二輪
車を含ませていただきたい。

自動二輪車（５０ｃｃを超えるもの）を受け入れる駐
車場が僅少である。

原動機付自転車（５０ｃｃ以下）は、平成５年の自転車
法の改正で自転車に原付自転車が含まれることに
なったため、自転車駐輪場への受け入れが可能にな
り、駐車スペースは徐々に増えつつある。しかし、自動
二輪車（５０ｃｃを超えるもの）は、「自転車法」の対象外
であるだけではなく、「駐車場法」からも除外されている
ため、自動二輪車の駐車可能な駐車場の設置及び改
善が進まず、自動二輪車のユーザーの多くは、心なら
ずも路上駐車を余儀なくされるなど、その行動を阻害
する要因となっている。

駐車場法
国土交通省、
警察庁

・重点要望項目
・平成16年11月度の再要望
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管理番
号

要望事項
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補助
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具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
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所管官庁
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（特記事項）

5087 5087A001 ソニー株式会社 1
その他金融業を行う者の資金
の貸付（住宅ローン）の代理業
務に係る規制の緩和

定められた施設以外での契約締結の媒介（勧誘行為
を含む）を認めていただきたい（渉外業務を行うことを
認める）。

保険会社が行うことのできる業務として、その他金融
業を行う者の資金の貸付けの業務の代理が認められ
たにも拘わらず、定められた施設以外での契約締結の
媒介（勧誘行為を含む）を行うことができないことは、渉
外業務ができないことであり、事業促進において極め
て大きな阻害要因となる。よって、保険会社が、定めら
れた施設以外での契約締結の媒介（勧誘行為を含む）
を行うことが可能となれば、事業促進の向上はもとよ
り、顧客利便性の向上の観点からも極めて有効であ
る。

保険業法第98条
第1項第1号、保
険業法施行規則
第51条第1項第3
号、銀行法第8条
第1項、銀行法施
行規則第8条第1
項、金融庁告示
第20号

金融庁
（総務企画局
信用課）
（監督局銀行
第1課）

5087 5087A002 ソニー株式会社 2 木くずリサイクルの処理方法

木くずの処理方法について、（排出規模などのある一
定条件によって）産業廃棄物とみなし、産業廃棄物処
理と同等の処理方法の適用が可能な措置を検討い
ただきたい。

現在、木くずについては、“建設業”および“木材又は
木製品の製造業”を除き、一般廃棄物として分類され
るため、木材パレットなど、事業所から出る木くずにつ
いて、産業廃棄物処理業者による処理が不可能であ
る。一般廃棄物として処理される際、焼却処理がされ
るケースが多く、資源の有効利用からは望ましくない
場合も生じる。資源のより有効な再利用を実施可能と
するためにリサイクルプロセスにのせられるよう、産業
廃棄物と同等の処理方法の適用をお願いしたい。

廃棄物の処理お
よび清掃に関す
る法律（廃棄物処
理法）、および施
行令（廃棄物処
理法　第2条第2
項・第4項、施行
令　2条）

環境省
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5088 5088A001
社団法人リース事
業協会

1
国及び地方自治体のリース契
約の取扱いについて

①国とのリース契約を地方自治体と同様に長期継続
契約の対象とすること。     ②地方自治体とのリース
契約（長期継続契約）に際して、地方自治体から付さ
れる契約解除条項を削除等すること。

①現在、各省庁がOA機器や車両を導入するに際して
は、複数年度の使用が明白であっても、手続上の煩雑
さゆえに国庫債務負担行為として扱わずに、単年度
リース契約を更新している。この単年度リース契約は、
ほとんどの場合にリース会社が投資元本の未回収リ
スクを負っている。投資元本の未回収リスクを負うか否
かはリース会社の判断であるが、現行制度が実質的
にリース会社のリスク負担を強いている。        ②地方
自治法改正により、リース契約は長期継続契約の対
象となっているが、一部の自治体ではリース契約書に
「翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額につ
いて、減額又は削減があった場合は、契約を解除す
る。」趣旨の条項が付されることがある。この条項によ
り、リース会社には解約リスクが残る一方、地方自治
体は解約を前提としないファイナンス・リースのメリット
を享受することになり、衡平を欠く。

①財政法第15
条、会計法第29
条の12、予算決
算及び会計令第
102条の2
②地方自治法第
234条の3、同法
施行令第167条
の17

①財務省
②総務省、地
方自治体

5088 5088A002
社団法人リース事
業協会

2
リースが不利となる諸制度の
改善等

リースによって設備を使用する顧客等は、次のような
設備投資に係る優遇税制等を利用することができな
い。また、リース会社間の競争条件が不公平なもの
がある。①補助金制度（クリーンエネルギー車導入補
助金 法定耐用年数の使用が条件となるが、車検期
間の関係により、リース期間を法定耐用年数より短く
設定した場合、制度の適用が受けられないなど）、②
税制（IT投資促進税制はリース利用の場合、資本金3
億円超の法人は利用できない）、③固定資産税減免
措置（所有した場合のみ適用が受けられる）

ユーザーの設備の利用・調達形態の選択肢が拡
大する。

①～③リースが取得と比べ競争条件で不利となってい
る。   ①自動車のリース期間は、通常、車検期間（3年
又は5年[3年＋2年]）に合わせて設定される。使用者
は、リース期間終了時に再リース（同一使用者が再び
賃借すること）又は返還することを選択できるが、リー
ス会社に返還された場合、第三者に賃借することは極
めて困難。したがって、補助金交付の条件が耐用年数
の使用とした場合、顧客のニーズとかけ離れたリース
期間（＝法定耐用年数）とするか、補助金の返還リスク
を負いつつ、顧客ニーズに合わせたリース期間（＝車
検期間）を設定することになる。

①クリーンエネル
ギー自動車等導
入対策費補助金
交付規程②租税
特別措置法  ③
地方税法

①経済産業
省②財務省
③総務省
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5088 5088A003
社団法人リース事
業協会

3
金融業者の貸付業務のための
社債の発行等に関する法律の
廃止

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関す
る法律により貸金業者のみに課せらている社債発行
の登録手続を廃止し、証券取引法により、貸付債権
を保有する発行会社に対して一律的な制度を構築す
ることを要望する。

貸付債権のリスクは他の事業会社が行う業として行う
ものではない貸付においても内在するリスクであり、金
融業者の貸付業務に固有なものではない。したがっ
て、規制の目的が投資家保護にあるのであれば、貸
金業規制法に規定する貸金業者等のみを規制の対象
とする合理的な理由はない。同要望に対して、金融庁
から「本法制定前は、出資法において、貸金業者等が
「社債名義」を使って預金まがいの勧誘を行うことを防
ぐため、貸金業者等が貸付資金に充てる目的で社債
等を発行することが禁止されていたところ、本法の制
定により社債の購入者等の保護を図りつつ解禁する
に至ったものである。以上の経緯を踏まえ、社債の購
入者等の保護に資する観点から、金融業者の貸付業
務のための社債の発行等に関する法律を廃止するこ
とは困難である。」と従前と同様の回答が示された。平
成9年5月「ノンバンクに関する懇談会」報告書　5.（2）
「ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰの強化」には、「社債を含む有価証券に
係る投資家保護は、証券取引法によるﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ
や公正取引ルールによるのが基本」としており、さらに
「社債発行ノンバンクに対するﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰの義務づ
けについては、本来、証券取引法で行うべきではある
が、･･･＜省略＞･･･当面、暫定的に、貸金業規正法等
の他の法令で手当てするのでもよいのではないか、と
の意見があった。」と「当面、暫定的に」と明記されてい
る。上記措置困難の回答は、報告書の内容に反するも
のであり、遺憾な回答である。すでに法施行から5年が
経過しており、見直しの時期となっている。

金融業者の貸付
業務のための社
債の発行等に関
する法律

金融庁

5088 5088A004
社団法人リース事
業協会

4
詐欺的金融犯罪の取締制度
の抜本的整備

出資法１,２条の立法論的妥当性を検討し、過剰規制
を廃して、詐欺的金融犯罪の取締制度を改めて整備
するべきである。<＊1>【参考】「1999/7金融審議会第
一部会中間整理(第一次)」東大･神田教授意見発表
資料『いわゆる悪質商品の取扱いをどうすべきかと
いう問題がある。この点については、我が国における
これまでの歴史に鑑みると、その対応等の面におい
て類型的に別物として取扱ってきた面もあるので、基
本的方向性としては、金融関連の詐欺的行為を禁止
する法律を制定し、そちらで取締ることを検討するこ
とが望ましい（現在では、いわゆる出資法で一部取
締りが可能であるが、出資法のように預り金を一律
に禁止するような法律は、その立法論的な妥当性に
つき再検討する必要がある）。』

・例えば、匿名組合契約による出資受入などにお
いて、出資金の全部または一部について営業者
が保証する。・エスクロー事業（二当事者の取引
のクロージングにあたり、第三者が資金を預かっ
て管理することにより、取引上の危険を転換して
取引を円滑にするもの）<＊2>

・1条は、そもそも全面禁止されるべきものではない。
出資者の認識と保証者の支払能力の問題であり、不
当表示規制や金融商品販売規制として整理されるべ
きではないか。・金融庁は、「安全であると誤信して出
資した一般大衆が不測の被害を被ることを防止する趣
旨」とし、法務省は、「誤解を与える危険性が高く、これ
を一般的に許容した場合、一般大衆に不測の損害を
与える危険が多分にある」とする。しかし、誤信による
ものであれば、誤信しないように表示、説明をさせると
いう規制であるべきであろう。また、誤解を与える危険
が多分にあるというのも、決して難しい話ではないので
あって、おかしい。これを全面的に禁止し、仮に被害が
発生していない場合でも３年以下の懲役という重い刑
罰の対象となるというのは、果たして制度として妥当で
あるといえるのであろうか。・一般大衆の被害・損害と
いうのは、実際は騙しによって起こっているのであり、
問題の捉え方を誤っている。つまり、禁止・処罰の対象
は、金融商品において約束された運用行為等が現実
に行われていないことであり、この点に焦点を当てた
新たな規制を構築すべきである。・2条は、預り金の概
念が曖昧あるいは広すぎる。刑罰があり、罪刑法定主
義の観点から妥当性に疑問ある。<＊3>・法務省は、
「その意義が明確に規定されており、その概念が不明
確であるとは言い難い」とするが、預金と同様の経済
的性質を有するものということの解釈の幅は相当広
い。また、「無条件に許容した場合、一般大衆に不測
の損害を及ぼす」というのも、１条と同様に騙しによっ
て起こっている問題である。・戒厳令型･前時代的処罰
法規は、金融取引その他サービスの発展に目に見え
にくいが悪影響を及ぼしている。・｢金融サービス法｣等
の金融関連法制と出資法との係わり合い、適用関係
等が、経済社会情勢の進展に対応し、その発展に貢
献するものとなるよう、引き続き制度整備の努力をして

出資法第1条、第
2条

金融庁、法務
省、警察庁

<＊1>出資法が現に果たす
役割は詐欺罪の前段階的な
処罰と思われ、これは不当な
表示･勧誘により行われるの
で、不当表示防止法を独禁
法の枠組みから切離して整
備し、罰則強化、警察管轄と
することは検討できないか。
相手方の属性（個人かプロ
か）の観点も必要と思われ
る。<＊2>エスクロー事業が
出資法２条に抵触するのか
判然とせず、抵触するとの解
釈も表明されており、事業を
行おうとする際の重大な障害
となる。<＊3>例えば、不動
産会社が賃貸事業で預かる
敷金等、継続取引業者間の
取引保証金などはどう解釈さ
れるのか。
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5088 5088A005
社団法人リース事
業協会

5
貸金業規制法の抜本的見直し
等

①銀行等がシンジケートローンのエージェントとなり、
貸金業者が貸付人として参加する場合における、貸
金業者の貸金業規制法の適用除外を要望する。②
貸金業者間の貸金取引については貸金業規制法の
適用除外を要望する。

①銀行等のエージェントに対し、銀行法等他の法令に
より、より厳格な業務に対する監督が行われている場
合には、単に参加貸付人として参加する貸金業者に貸
金業規制法の規制を課す必要性は認められない。ま
た、参加貸付人は原則として借入人と接触することは
想定されていないため、貸金業規制法の規定の一部
を遵守することは困難である。②貸金業者間の貸金取
引については、宅地建物取引業法（第78条第2項）に
倣い、貸金業規制法の適用除外とすべきである。

貸金業の規制等
に関する法律

金融庁

5088 5088A006
社団法人リース事
業協会

6
貸金業規制法の法定書面の
電子化

貸金業規制法１７条書面、１8条書面の電子受送信を
可能とするよう要望する。

貸金業規制法４３条のみなし弁済規定の適用を
受ける手段が多様化する。

資金需要者に資金借り入れに関する簡易性・利便性
や秘匿性のニーズが強く、自宅宛の郵便物は無断で
送付できないことが多い。顧客が提携ATMをご利用さ
れた場合、別途書面を郵送する必要が生じている。

貸金業の規制等
に関する法律

金融庁
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5088 5088A007
社団法人リース事
業協会

7
銀行法の代理店規制／貸付
業務に限定した代理店の貸金
業者への解禁

【規制内容】銀行の業務の全部又は一部を代理する
者は、金融機関を除く法人にあっては、委任銀行の
100％子会社またはその銀行持株会社の子会社でな
ければならない。【改革要望内容】銀行業務のうち貸
付業務に限り、貸金業者（貸金業規制法の登録を受
けた者）の代理を認める。

貸金業者が独自の営業店網で接触する顧客に対
し、銀行ローンの契約の成約業務を行う。

貸金業者は、貸金業規制法の規制のもと、金銭貸借
の媒介を行いうるところ<＊1>、銀行の貸付けについて
は、媒介は可能としても代理ができない。これからの貸
金業者は、いろいろな営業形態の展開が考えられるべ
きであり、それにより資金需要者のニーズに応え、融
資事業の正常化が図られる必要がある。その場合の
形態として、貸金業者が貸付金を自己の資産としない
で代理業を行い手数料を取得する形態がある。これは
銀行にとっても貸付を拡大する手法となるし、不適切な
者には委任しなければよいので問題もない。同要望に
対して金融庁から「代理店制度については、金融機関
の健全性や決済システムに与える影響等の観点を踏
まえつつ、資本関係等について見直しを行うこととし、
16年度中に検討を行い、措置することとする。」と回答
が示された。早急な措置を期待する。

銀行法施行規則
10条が引用する
同9条の3第2項8
号ﾛ

金融庁

5088 5088A008
社団法人リース事
業協会

8
信託法第58条の見直し・信託
宣言やチャリタブルトラストの
制度の創設

信託法58条の規定により、受益者が単独の場合にお
いては信託の解除リスクがあるため、証券化のス
キーム上問題になることがある。信託法58条の改正
を望む。また、英米法における信託宣言やチャリタブ
ルトラストの制度の創設を望む。

証券化のスキーム上倒産隔離性が高く税制上も
優遇性が確保できるビークルとして資産流動化法
上の特定目的会社（以下TMK）の制度があるが
TMKへの出資金を保有する者としては、いまだに
ケイマンSPCが使われることが多い。（特定持分
信託の制度は、左記の理由からリーガル的には
若干のリスクが残ると解されており、複数のものを
受益者にする必要があるなど使い勝手が悪くなっ
てしまっている。）

上記の通り、英米法における信託宣言やチャリタブル
トラストに代わる仕組みとして、資産流動化法上の特
定持分信託や中間法人が利用されることがあるが、使
い勝手などの理由からいまだにケイマンSPCが使われ
るケースが多い。信託法の見直しなどを行うことで証
券化の仕組み上、より使い勝手がよく、低コストで国内
完結しやすくなる制度の創設を望む。同要望に対して
法務省から「平成１７ 年度中に信託法の改正について
の関係法案を国会に提出することを目途として作業を
行っていく予定」との回答が示された。早急な見直しを
期待する。

信託法第1条、同
法第58条、資産
の流動化に関す
る法律第31条の
２

金融庁、法務
省
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5088 5088A009
社団法人リース事
業協会

9
社債及び短期社債に関する取
締役会決議の義務の見直し

社債の発行については、取締役会の決議が必要とさ
れている（商法２９６条）。また、短期社債（電子ＣＰ）
については、取締役会の決議により一定期間および
限度額内で特定の取締役に委任できる（社債等の振
替に関する法律８３条）、とされている。また、現在進
められている、会社法現代化要綱においては、社債
の発行に係る取締役会の決議については、一定の
条件を定め、個々の決定については、代表取締役に
委任することが認められている。会社法現代化要綱
において、これらの見直しが実施され、社債について
も短期社債の場合と同様、規制緩和がなされている
ものの、いずれにしろ取締役会の決議を経ることに
は変わりなく、さらなる規制の緩和を要望する。

資金調達の機動性向上

銀行借入等、他の調達手段における取締役決議要件
と区別して、取締役決議を義務付ける必要性がない。
企業の資金調達の機動性を損なっている。特に短期
社債に関しては、取締役会の決議を行うという行為そ
のものが、ＣＰという商品の機動性を損なうと考えられ
る。

商法第296条、社
債等の振替に関
する法律第83条

法務省、金融
庁

5088 5088A010
社団法人リース事
業協会

10

全ての信託銀行に対する不動
産処分信託の解禁および、信
託を兼営する金融機関に不動
産の売買、貸借の代理および
媒介を解禁

全ての信託業務を兼営する金融機関に対する「不動
産処分信託」の解禁を要望する。また、全ての信託
業を兼営する金融機関に「不動産の売買、貸借の代
理および媒介」「実質的に不動産の売買となる不動
産信託受益権の売買および貸借の代理」を解禁する
ことを要望する。

信託を兼営する金融機関の信託業務が円滑化
し、顧客の利便性を向上させるとともに、信託業の
競争が促進され、市場の発展に資する。

04年12月の信託業法改正、兼営法改正において、新
しい信託会社に処分型の不動産信託が認められたに
もかかわらず、信託業務を兼営する金融機関（信託銀
行等）においては処分型の不動産信託は認められな
かった。が、一部の旧来からの信託銀行には、過去に
おいて認められており、現在も業務を継続している一
方で、比較的新規に参入した信託銀行に認められない
というのは、非合理的であり、その不均衡を是正すべ
きである。また、処分型の不動産信託（不動産媒介業
務等）は金融機関の本業と親近性が小さいとの理由で
解禁が見送られたとのことであるが、信託銀行は不動
産管理信託を受託するなど、不動産売買と関連性が
高い業務を行っている。また、不動産の売買および貸
借の代理、あるいは実質的に不動産の売買となる不
動産信託受益権の売買および貸借の代理は、不動産
信託を行う場合に付随する取引である。これを信託会
社に認めながら、信託を兼営する金融機関に認めない
という不均衡を是正されたい。信託を兼営する金融機
関においては、この業務が認められないために円滑な
業務に支障をきたし、顧客の利便性も損なわれてい
る。同時に、信託業界内での既得権益を招き、公正な
競争が阻害され、市場の発展が抑止されている。（予
定されている信託法の改正に伴い、信託業法、兼営法
も見直しを検討したいとされていることから）早急に対
処願いたい。

金融機関ﾉ信託
業務ノ兼営等ニ
関スル法律、金
融機関ﾉ信託業
務ノ兼営等ニ関
スル法律施行令

金融庁

298/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5088 5088A011
社団法人リース事
業協会

11
証券取引法上の適格機関投
資家の範囲拡大

事業法人の対象拡大、個人投資家への適格機関投
資家の資格付与

資本市場の活性化、個人投資家の投資機会の拡
大

わが国資本市場の一層の発展と経済活性化のために
は、様々なニーズに対応した金融商品の普及が不可
欠。現行の公募ルールでは新しい商品に対する柔軟
性に欠けるため、まずは私募市場の拡大が喫緊の課
題と考えるが、従来の金融機関では積極的なリスクテ
イクに限界があり、資力とその意志ある投資家を増や
すことが市場の厚みに繋がる。なお、個人については
米国でも、資産規模等の制限をつけた上で適格機関
投資家の範囲に含めている。金融改革プログラムにお
いても見直しの検討を行うこととされていることから、早
急な検討をお願いしたい。投資者保護の観点は必要
であるものの、一定の資格要件に基づく届出制により
自己責任原則は確保されるものと思われる。前回の提
案時に、「適格機関投資家の範囲については、平成１
４年１２月の金融審議会第一部会報告を受けて、平成
１５年４月に事業会社の適格機関投資家の要件を緩
和するとともに、ベンチャーキャピタル会社等を新たに
加える見直しを行ったところ。さらに適格機関投資家の
範囲の見直しについては、昨年１２月に公表された金
融改革プログラムにおいて、私募市場の活性化を図る
観点から、その見直しの検討を行うこととしたところで
あるが、投資者保護全般の観点から、慎重な検討を要
することから、現時点において具体的な検討スケ
ジュールを示すことは困難。」との回答が示されたが、
でき得る限り早期に検討を行い、措置すべきである。

証券取引法第2
条第3項、証券取
引法第2条に規
定する定義に関
する内閣府令

金融庁

5088 5088A012
社団法人リース事
業協会

12
生命保険募集人が使用人に
対して行なう保険契約の申込
をさせる行為の規制の見直し

法人である生命保険募集人又は保険仲立人が使用
人に対して生命保険契約の申込みをさせる行為をす
ることを可能にすることを要望する。

構成員契約規制については、1997年12月に行政改革
委員会が内閣総理大臣に提出した最終意見の中で
「①圧力募集の防止措置として過剰規制である。②販
売チャネルについて消費者の選択を狭めるものであ
る。③法的根拠が明確でない。したがって、構成員契
約規制は妥当ではなく、廃止すべきであると考える。」
と指摘されていた。要望に対して金融庁から「構成員
契約規制のあり方については、規制改革・民間開放推
進3 か年計画において『金融審議会において構成員契
約規制の在り方について、結論を得るべく、引き続き
検討を進める。』とされているところであり、早急な検討
を期待する。

保険業法第300
条第1項第9号、
保険業法施行規
則第234条第1項
第2号、平成10年
大蔵省告示第
238号

金融庁
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5088 5088A013
社団法人リース事
業協会

13
生命保険の自己契約及び特
定契約に係る規制の明確化

生命保険代理店が行なう、自己または自己と密接な
関係を有する法人の保険契約の募集については、そ
の募集が保険料の割引、割戻しを目的としない限り
は、代理店手数料の支払が可能であることを明示す
ることを要望する。併せて、「保険料の割引、割戻し
を目的とする保険募集」の判断基準を示すことを要
望する。

＜要旨＞１．代理店の自己・特定契約の取扱い、とり
わけ手数料の取扱いについて、生損保間で規制内容
に格差が存在する。２．損害保険では取扱いを全体保
険料の５０％以下に制限しているものの、手数料の支
払いは認められているのに対し、生命保険では一切の
手数料支払いが禁止されている。３．保険業法で規制
している損害保険と比べてより厳しい制限を、法令等
の根拠がない事務ガイドラインで設けることは問題が
ある。＜内容＞損害保険の自己契約に関しては、保険
業法第２９５条で全体保険料の５０％を超える取扱い
が禁止される一方で、５０％以内の範囲内においては
手数料の支払いが認められている。また、特定契約に
ついても、事務ガイドライン３－１－２（１）②で同様の
規制がなされている。これに対し、生命保険の自己・特
定契約に関しては、保険業法に明文の規定がなく、事
務ガイドライン２－２（３）②ロで「生命保険会社は法人
である生命保険募集人に対し、自己又は当該生命保
険募集人と密接な関係を有する法人を保険契約者と
する場合には、手数料支払等による保険料の割引、割
戻し等を目的とした保険募集を行なうことがないよう指
導及び管理等の措置を講じているか。」と記されている
のみである。　ところで、事務ガイドラインが定められる
１９９８年以前は、生命保険会社の業務運営に関して
は蔵銀第５００号により規制がなされていたが、自己・
特定契約について「法人である生命保険募集人が自
己又は当該生命保険募集従事者と密接な関係を有す
る者として以下に掲げる法人を保険契約者とする保険
募集を行った場合は、生命保険会社は当該保険募集
に関し、手数料、報酬その他の対価を支払わないもの
とする。」と規定し、手数料支払いを禁止していた。当
該事務ガイドラインを蔵銀第５００号と照らし合わせる
と、表現の差こそあれ、両者の規制内容は実質的に同
一であると言わざるを得ず、これにより現在も自己・特

保険業法第300
条、同規則第234
条、事務ガイドラ
イン２－２（３）②
ロ，同３－１－２
（１）②、生命保険
会社の業務運営
について（蔵銀第
５００号）

金融庁

5088 5088A014
社団法人リース事
業協会

14

銀行が販売する住宅ローン関
連の長期火災保険について事
業の用に供する建物も対象に
含めること

平成13年４月、住宅ローン関連の長期火災保険、債
務返済支援保険、信用生命保険、海外旅行傷害保
険の銀行等による窓口販売が可能になった。しかし
ながら、住宅ローン関連の長期火災保険の販売につ
いては、居住の用に供する建物の建設等に係るロー
ン関連の保険は対象とするが、賃貸住宅など事業の
用に供する建物については対象としていない。

事業の用に供する建物の取得にあたっても、居住
用建物の取得と同じく銀行の資金融資を利用する
ケースは多い。取得目的の如何に関わらず住宅
ローンの融資にあたっては当該担保物件の損害
保険金請求権への質権設定が必須となる場合が
ほとんどである。事業用建物に関する火災保険に
ついても銀行が代理店となることで融資実行と同
時に保険付保が可能となり、事前に火災保険を手
配する手間が無くなり、銀行窓口でのワンストップ
手続きが可能になる。

現在、一部の保険について「保険契約者等の保護に
欠けるおそれが少ない場合」として銀行による販売が
認められているが、その他の保険について銀行が販
売することが「保険契約者等の保護に欠ける」とは思
われず、一方で、銀行の収益機会を奪い、契約者に
とっても得るべき利便性が阻害されている。本年6月、
同要望に対して金融庁から「銀行等による保険商品の
販売対象商品の更なる拡大については、規制改革・民
間開放推進3 か年計画（16 年3 月19 日）、金融審議
会金融分科会第二部会における報告（16年3 月31 日）
を踏まえて、引き続き検討を行っているところ。」との回
答が示された。早急な見直しを期待する。

保険業法第２７５
条、保険業法施
行規則第２１１条
第１項第１号

金融庁
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5088 5088A015
社団法人リース事
業協会

15
中小事業者に対する債務保証
制度の見直し

信用補完制度の対象の拡大について、迅速な検討
対応を要望する。特定の金融機関に限定されている
業務について、中小企業向けに信用・実績のある事
業会社に対象を拡大することを要望する。

資金の出し手が増加し、中小企業の資金調達が
円滑化する。また、金融機関・事業会社間の競争
が促進され、市場発展にも寄与する。

信用補完制度における対象者を特定の金融機関等に
限定する現行制度については、見直しの必要性は認
識されている。しかしながら、ここ数年検討されながら
結論を得るにいたっていない。中小企業社の資金調達
は、銀行等の特定の金融機関に限られており、金融不
安等の外的影響を受けやすい状況にある。ここに競争
を持ち込み、市場の発展と、中小企業者の育成に寄与
すべきである。

信用保証協会
法、中小企業信
用保険法、中小
企業金融公庫内
規

経済産業省

5088 5088A016
社団法人リース事
業協会

16
機械類信用保険（リース信用
保険）及び信用保証協会保証
付債権の譲渡対象先の拡大

①昨年11月に行った当協会の要望に対する経済産
業省の回答によると、「今後機械類信用保険につい
ても措置を検討していく予定」とされているが、具体
的な措置の内容、検討スケジュール等を明確にする
こと。機械類信用保険は、平成14年12月、「中小企業
総合事業団及び機械類信用保険法の廃止等に関す
る法律」が成立し、新規保険契約の引受けが停止
し、廃止が決定した。廃止が決定しているにも拘ら
ず、（１）回収業務についての期限の明示がないこと
から、業務量は縮小することは見込まれるものの、業
務効率化が阻害されている。（２）機械類信用保険付
債権のサービサー等への譲渡が認容されていないこ
とから、信用保険関係を終結させることができず、不
良債権を保有し続けなければならず、管理コスト負担
が大きい。よって、機械類信用保険付債権のサービ
サー等への譲渡を認容することにより、業務効率化
及び管理コスト縮減を図る。②中小企業保険法によ
り信用保証協会保証付債権の譲渡の相手方として
は銀行等の金融機関と整理回収機構・産業再生機
構に限定されている。現在、金融庁策定のﾘﾚｰｼｮﾝ
ｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、金融再生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等
に基づき、各金融機関はﾃﾞｯﾄ型の再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰﾋﾞ
ｻｰ会社などを活用し、債務者の再生を図ることを積
極的に企図しているが、再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰﾋﾞｻｰ会社に
保証付債権の売却ができないことが、金融機関の不
良債権の早期処理、債務者の再生にとって大きな阻
害要因となっている。一方で、保証付債権が整理回
収機構・産業再生機構に譲渡された債務者に対して
は同じく中小企業保険法によりｾｰﾌｲﾃｨﾈｯﾄ保証の拡
充が図られており、官民格差が大きい。よって、法改
正あるいは、一定の条件（ｅｘ.再生支援協議会が認
定した再生計画案に基づく、債権譲渡であれば認め
る）を付したうえでの、信用保証協会保証付債権の譲

①不良債権処理の促進、例えば、債権売却により
回収した額の50％を回収金として中小企業金融
公庫に納付することで、保険関係を終結させる。
②債務者の再生を前提とした信用保証協会保証
付債権の譲渡対象先の拡大により、金融機関の
不良債権の早期処理、債務者の再生が加速化す
ることが期待できる。

①機械類信用保険付保先の債権売却は容認されてい
ないことから、リース会社の不良債権処理の大きな阻
害要因となっている。この取扱いはサービサー法等債
権回収業務が法的にも認知され、不良債権処理の有
力な手段となっている現状にそぐわないものと考える。
本件を容認することにより、リース会社及び中小企業
金融公庫にとっても現実的な回収の実現及び回収業
務の効率化が図れる。②具体的要望内容に記載。

①中小企業総合
事業団法及び機
械類信用保険法
の廃止等に関す
る法律ほか②中
小企業保険法施
行令第１条の３ほ
か

経済産業省
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5088 5088A017
社団法人リース事
業協会

17
不動産特定共同事業契約締
結に係る説明義務の撤廃

｢金融商品の販売等に関する法律｣に列挙される金
融商品においては、読んで聞かせる説明義務を課し
ておらず、不動産特定共同事業法の説明義務の過
度な規制を緩和すべきである。

不動産特定共同事業商品の販売の効率化とマー
ケットの拡大に寄与する。

「説明」の概念の定義が法律上存在しないが、現在の
運用は宅地建物取引業法第３５条の重要事項説明と
同等と解釈されているのが一般的となっており、実務
上のコストは多大なものである。同要望に対して国土
交通省及び金融庁から「不動産特定共同事業商品の
契約の申込者が、契約の内容等について十分知らな
いままに契約締結を行うと、後々のトラブルの原因とな
る可能性があることから、適切に情報が開示されてい
ることが不可欠であり、契約成立前にその内容等につ
いて書面を交付して説明することが、消費者保護やト
ラブル未然防止の観点から必要と考えられる。また、
説明内容に関しても不動産特定共同事業商品は不動
産としての性格が強い商品であることから、金融商品
販売法上要求される説明事項に加えて、不動産特定
共同事業法上要求される個々の対象不動産に関する
独自の説明（賃貸状況等）がなされることが消費者保
護の観点からも不可欠である。」との回答が示された。
「金融商品の販売等に関する法律」においては説明義
務を販売業者に課しているが、対面による説明まで要
求しているものではない。REITを含めた投資信託や商
品ファンド等他の金融商品を販売する場合には書面の
交付義務こそあれ、読んで聞かせるような説明義務ま
では課していない。多数の不動産をパッケージしてい
る不動産特定共同事業はREITを含めた投資信託や商
品ファンドと同様に金融商品であり、同等の書面の交
付義務を課すことで投資家保護は図られる。

不動産特定共同
事業法第２４条第
１項

国土交通省、
金融庁

5088 5088A018
社団法人リース事
業協会

18
特定目的会社の借入先制限
の緩和

ＳＰＣの借入先について貸金業規制法に基づく貸金
業者などを追加する措置が講ざれることを要望する。

プレーヤーの増加により、資産流動化が促進され
る。特に不良債権処理に貢献するものと思われ
る。

ＳＰＣに対して貸付を行う者に対して投資者保護措置と
同様の保護を与える根拠はない。むしろ貸金業者に
とっては事業機会の拡大に繋がるメリットがある。業と
して貸付を行っている貸金業者がまさに本業の貸付を
行うことについて「必要なリスク判断・管理能力を備え
ていない者も含まれている。」という基本認識は妥当と
は思われない。

資産の流動化に
関する法律第１５
０条の６、施行規
則第４１条

金融庁
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5088 5088A019
社団法人リース事
業協会

19
特定目的会社の資金調達手
段の拡大

匿名組合契約に基づく出資などを追加し、その担い
手を増やすべきである。

プレーヤーの増加により、資産流動化が促進され
る。特に不良債権処理に貢献するものと思われ
る。

金融機関、特定の事業会社が特定目的会社に貸付を
行なうことが認められていることに鑑みれば、証券市
場の発展への寄与を理由に匿名組合出資を認めない
理由にはならない。また、例えば、特定目的会社に貸
付を行なう企業が匿名組合出資を行なうことを認める
ことは、投資家保護に欠けるものではない。同要望に
対して金融庁から「特定目的会社が特定目的出資によ
る資金調達を行い、かつ当該資産の流動化について
課税の特例を設けることを可能とするためには、税制
上の見直しが必要」との回答が示された。資産流動化
促進の観点から、税制上の優遇範囲の拡大も含めて
再度検討願いたい。

資産の流動化に
関する法律第２
条第２項

金融庁

5088 5088A020
社団法人リース事
業協会

20
商品ファンドに係る規制撤廃・
緩和（年金の運用制限緩和）

年金給付等積立金の運用方法として、商品ファンド
法上の商品ファンド（商品投資受益件）による運用を
明示的に認めることを要望する。具体的には、年金
給付等積立金の運用方法として、①厚生年金保険法
136条の３の三の投資顧問業者の定義に商品投資
顧問業者を加えること、ならびに②同136条の３の四
のイロハニに追加、ホとして商品ファンド法上の商品
ファンド（商品投資受益権）による運用を加えることを
要望する。

年金資金の運用、商品ファンドの運用に投資顧問
の起用

多くの年金基金が株式相場の下落によって3期連続の
マイナス運用に苦しんでいる状況において、既存の有
価証券のみに運用対象を限定しておく根拠は無い。商
品先物投資は年金資金運用の選択肢を増やし、リスク
分散の観点から運用成績の安定化への寄与も期待で
きる。同要望に対して厚生労働省から「自家運用の手
段としては不適当」との趣旨の回答が示された。商品
ファンドの大半は、Modern　Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ理論に基づき、
総合的にリスクをコントロールすることが特徴であり、
「リスク管理が難しい」という認識は改めるべきである。
また、年金資金の運用は、全てが一律に長期運用とす
るわけでなく、年金受給者の人数等の状況やMarketの
状況により、期間の長短、リスクの大小等を組替えるこ
とが必要となるのではないか。年金基金は、プロの投
資家であり、証券投資信託においても金融先物や為替
先物で運用しているものやレバレッジを用いてハイリス
ク＆ハイリターンとなっているものも多く、各基金の選
択に委ねるべきである。

厚生年金保険法
第136条の3

厚生労働省
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5088 5088A021
社団法人リース事
業協会

21
商品ファンドに係る規制撤廃・
緩和（契約成立時交付書面の
撤廃）

「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要望する。
バックオフィス業務の簡素化、商品ファンドの運用
コストの軽減

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品の情報開示後
退と取られる可能性もあるために措置が難しい項目で
あると考えられるが、この契約成立時書面を交付する
直前に、より詳細な目論見書（契約成立前書面）を交
付しており、同等以下の内容の書面を再度交付するこ
とは、投資家に時間的・金銭的コストを負担させるだけ
で、情報開示には役立っていない。契約成立時の書面
の交付義務は証取法など、他の類似の法律において
は存在せず、明らかに過剰規制である。いち早く撤廃
をすべきである｡同要望に対して金融庁・農林水産省・
経済産業省から「撤廃することは困難である」との趣旨
の回答が示された。しかしながら、実際には顧客は契
約書によって契約内容を把握しており、契約成立時交
付書面（１７条書面）を撤廃したとしても投資家保護上
問題があるとは思われない。早急な措置を要望する。

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律

金融庁、農林
水産省、経済
産業省

5088 5088A022
社団法人リース事
業協会

22
商品ファンドに係る規制撤廃・
緩和（クーリングオフの義務撤
廃）

大半の金融商品にはクーリングオフは無く、運用開
始と同時に資金の純資産価値が変動する資金運用
には馴染まない概念である。

バックオフィス業務の簡素化、商品ファンドの運用
コストの軽減

商品ファンド募集の実務においては、資料請求、申し
込み、契約締結、資金の払込と投資家が能動的に判
断する局面が多く、契約締結後、投資を取りやめる
ケースは時折存在する。一方、クーリングオフ制度を
活用した資金払込後の契約撤回は、ほとんど利用され
ていない現状である。クーリングオフの規制を維持する
合理的理由は見当たらない。合理的理由が存在する
なら、投資信託にも即刻クーリングオフを適用すべきで
ある。同要望に対して金融庁・農林水産省・経済産業
省から「撤廃することは困難」との趣旨の回答が示され
た。しかしながら、回答は投資信託には設けられてい
ない制度を商品ファンドに設けることに対する十分な説
明とは思われず、実際には、投資家が能動的に投資
の是非を判断する局面が多いことからクーリングオフ
の規制を維持する合理的理由は見当たらない。早急
な措置を要望する。

商品投資に係る
事業の規制に関
する法律

金融庁、農林
水産省、経済
産業省
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5088 5088A023
社団法人リース事
業協会

23
商品ファンドに関する投信法の
規制について

商品先物および商品オプションの組入れ比率が全体
の資産の１／３超で１／２以下の商品ファンドにおい
て、残余資産を普通預金や定期預金で運用している
商品ファンドは投信法の規制が及ばないことを明確
にすることを要望する。

投資家への多様な商品の提供

当協会の要望に対して「措置不可能」と回答されてい
るが、再度検討すること。商品先物および商品オプショ
ンの組入れ比率が全体の資産の１／３超で１／２以下
の商品ファンドにおいて、残余資産を当座預金、普通
預金、定期預金で運用しているファンドは商品ファンド
法の規定により商品ファンドと定義され、投資家保護を
含めた商品ファンド法の様々な規制の対象になってい
る。一方、上記構成のファンドを信託型で組成した場
合、現行の投資信託及び投資法人に関する法律の規
定では銀行預金が特定資産となっているため、投資信
託にも該当するという解釈が成り立ち、規制が二重に
掛かることになる。商品ファンドである限りは、商品ファ
ンド法の規制に従って組成および販売が行われてい
れば投資家保護上問題はないはずであり、さらに投資
信託及び投資法人に関する法律の規制が係るのは不
合理であり過剰規制である。従って、商品ファンドにつ
いては投資信託及び投資法人に関する法律の規制の
対象外にすべきである。具体的には、先物取引、オプ
ション取引では委託証拠金制度等によりレバレッジを
効かせた運用が可能であることから、残余資産を銀行
預金でリザーブして置くこととなる。主たる運用は、あく
まで商品先物取引であるため、商品ファンド法のみの
規制とすべきである。

投資信託及び投
資法人に関する
法律第2条

金融庁

5088 5088A024
社団法人リース事
業協会

24
短期社債に対する支払い調書
提出義務化について

平成16年度税制改正要綱にある「平成18年4月から
の短期社債等の譲渡及び償還等に係る支払調書の
提出義務化」を見送ること。

発行体（リース会社等）、金融機関、振替機関の
いずれか又は全ては、対応のための事務体制整
備、システム投資等の負担が新たに発生する懸
念がある。

・短期社債は手形CPを電子化したもので、流動性が高
まることが期待されているが、本件が導入されると
ディーラーである金融機関の負担が多大となる可能性
が高く、流動性が低下することが懸念される。・流動性
の低下は発行残高の減少や機動的な発行の妨げとも
なり、CPを主要な調達手段とする会社の影響は大き
い。

平成16年度税制
改正の要綱（平
成16年1月16日）

財務省
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5088 5088A025
社団法人リース事
業協会

25
自社リース物件に係る動産総
合保険の取扱の容認

銀行持株会社の子会社等が営むことができる保険
業務は、銀行法施行規則第17条の3第2項第3号の4
に列挙されている保険契約の締結の代理又は媒介
に限定されているが、取扱可能な保険契約に、自社
グループのリース物件に係る動産総合保険を追加す
る。

自社グループのリース物件に係る動産総合保険
の代理店業務の開始

銀行に対する保険業務の規制は、融資の見返りや顧
客に対する優越的地位の濫用等への懸念が要因と
なっている。これに対し、リース会社における動産総合
保険は、リース会社が自社リース物件に付保するもの
であり、また、銀行系以外のリース会社では通常の業
務として取扱っているにも拘らず、問題となる事態は発
生していないことから、そのような懸念はないものと思
われる。加えて、本取扱を認容することで、取引先へ
のリースに係る、新たな保険を使ったサービス内容の
充実が図られ、取引先の利便が向上する。

銀行法施行規則
第17条の3第2項
第3号の4

金融庁

5088 5088A026
社団法人リース事
業協会

26
従属業務を営む子会社の銀行
からの収入条項の廃止

銀行持株会社又はその子会社等の従属業務を営む
会社は、各事業年度においてその営む各々の従属
業務につき、当該銀行持株会社の子銀行からの収
入があることが定められているが、銀行からの収入
条項を廃止し、業務の自由度を高めるもの。

銀行持株会社の子会社等の事務受託業務、福利
厚生業務本体の業務を子会社にアウトソーシング
することにより、業務の効率化が図れる。又、同種
業務を他社から受託することにより事業拡大が見
込まれ、雇用拡大等に寄与する。

銀行持株会社の子会社等（甲）は、銀行法で認められ
た銀行業以外の業務(リース業務等）を営んでいる。甲
にとっても、従属業務を営む会社（乙）を活用した業務
の効率化が求められている。その従属業務は、銀行法
上、甲にとって認められた業務であり、乙はその一部
を分担するにも拘らず、甲にとっての兄弟会社である
当該銀行持株会社の子銀行からの収入を必要とする
ことから、甲固有の業務を分担することができず、業務
の効率化及び適正な人員配置が図れない。

金融庁告示第34
号

金融庁
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5088 5088A027
社団法人リース事
業協会

27
銀行法第10条第2項に規定さ
れる「その他の付随業務」の取
扱範囲の拡大

「その他の付随業務」として列挙されている、コンサ
ルティング業務、ビジネスマッチング業務、Ｍ＆Ａに
関する業務、事務受託業務については、銀行持株会
社の子会社等においても、その取扱が認容されてい
る。しかし、本業務を営む際、その対象は銀行の取
引先企業と限定されており、事業の拡大が阻害され
ていることから、対象を銀行の取引先に限定した規
制を撤廃する。

ビジネスマッチング業務、事務受託業務、設備投
資に係るメーカー・ディーラー等の紹介、他社の事
務受託等、業務の拡大に寄与する。

銀行持株会社の子会社等は既に独自の営業基盤を有
している。銀行持株会社の子銀行と一にするものもあ
るが、銀行取引先に対しては取扱可、銀行未取引先に
対しては取扱不可、という規制は主旨が不明瞭であ
る。子会社等が持つ経営基盤及びビジネスノウハウを
有効活用することにより、事業の拡大及び人員の適正
配置等が可能となり、経営の効率化等が図れる。

銀行法第10条第
2項、銀行法施行
規則第17条の3
第2項第3号、中
小・地域金融機
関向けの総合的
な監督指針Ⅲ-2-
2

金融庁

5088 5088A028
社団法人リース事
業協会

28
短期社債の公募発行に関する
証券取引法上の開示内容の
見直し

証券取引法上の発行登録や情報開示の規定を改正
し、企業グループ内の金融子会社が発行する公募
CPについて、発行会社の親会社が債務履行に関す
る保証を行う社債について、連結ベースでの開示に
より発行が可能となるようにすべきである。

資本市場の拡大・活性化。

短期社債についても、原則として証券取引法上の公募
の概念が適用されるが、CPは日々の発行が行われる
ため、届出書方式で対応することは現実的でなく、発
行登録方式で対応せざるを得ない。一方で発行登録
制度を利用できるのは、原則として、有価証券報告書
提出会社等であるため、現状、継続開示を行っていな
い格付けの高い会社がＣＰを事実上公募できない。
日々発行されるCPの商品特性、連結ベースでの決算・
企業情報開示、更に今後の金融業務の本体からの金
融専門子会社への移行の流れを鑑みると、企業グ
ループ内の金融子会社による公募を可能とするよう措
置が講じられるべきである。有価証券報告書における
連結経営情報の開示内容が拡充されていることから、
100％出資の親会社が連結ベースでの決算・企業情報
を開示する場合は、当該発行会社が個別の情報（個
別企業の財務情報のほか、資力、返済能力、デフォル
トの可能性等を含む。）を開示することは義務付けない
とすることに弊害はないと思われる。

証取法23条の３、
社債等の振替に
関する法律2条

金融庁
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事項番
号

要望事項
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具体的
要望内容
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要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5088 5088A029
社団法人リース事
業協会

29
社振法における「短期社債」の
要件見直し

社振法第66条1項イにおいて　「契約により社債の総
額が引受けられるものであること」が短期社債の要
件のひとつとして挙げられている。本要件の削除およ
び短期社債における「社債申込証」の取得不要措置
を要望する。

ダイレクトＣＰの公募発行の普及および発行手続
の簡素化

社債発行の際、商法により社債申込証の作成が必要
とされているが、商法302条において「契約ニヨリ社債ノ
総額ヲ引受クル場合ニハ之ヲ適用セズ」と規定されて
いる。短期社債の機動的な発行を担保するため（申込
証の作成を不要とするため）、立法の過程で「（商法に
おける）総額引受」を短期社債の要件としたものと考え
らるが、実務において円滑な発行を妨げる要因となり
得るため当該要件の削除を希望するものである。発行
登録制度において、証取法第23条の8第2項は、「短期
社債の募集」の場合には、一定の条件を充たせば通
常必要とされる「追補書類」の提出が不要とされてい
る。一方社振法において短期社債は「総額引受」が要
件とされているが、ダイレクトＣＰを発行体自らが募集
（公募）を行なおうとする場合には「総額引受」に該当し
ない場合も起こり得る。社振法及び証取法の関連法令
が予定している「短期社債の募集」の発行形態は、発
行体が引受人であるディーラー・投資者毎に短期社債
の発行条件を交渉することとし、両者が合意する都度
投資者による短期社債の引受があり、かつ発行体によ
る短期社債の発行があるという形態と考えられている
ため、発行実務においても、ディーラー・投資者毎に別
個の総額引受契約を取り交わす煩雑さが発生してい
る。とりわけダイレクトＣＰの公募発行においては、一
般債の公募における引受人（アンダーライター）が存在
しないため、「発行総額」を確定させたうえで投資者の
募集を行うことは事実上不可能である（ディーラーが一
旦総額を引受ける公募発行においてはこの問題は生
じない）。一方、「総額」が確定しないことによる弊害
は、予定していた調達額に募集金額が満たないケース
が想定されるが、それは発行体のリスクであり、発行
体がそのリスクを承知で募集を行うのであれば特段問
題はないものと思われる。一律の条件で投資者への
勧誘を行えず、個別投資者毎に条件を設定して発行

社債等の振替に
関する法律、商
法、証券取引法

金融庁

5088 5088A030
社団法人リース事
業協会

30 登記情報の電子化促進
商業登記・不動産登記の電子化の拡大を要望するも
の。

閲覧可能範囲の拡大による時間的節約が図れる。商
業・法人登記は平成17年度末まで、不動産登記は平
成19年度末までにおおむね完了させることを目標とさ
れているが、計画を前倒しにして電子化を行うこと。

商業登記法、不
動産登記法

法務省
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管理番
号

要望事項
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5088 5088A031
社団法人リース事
業協会

31
サービサー法に関する改正要
望

特定金銭債権に「売掛金」を含めること。平成13年9
月1日施行改正法により、貸金業者の有する貸付債
権、法的倒産手続中の者が有する金銭債権も扱える
ようになったが、現存する債権で最も金額が多い通
常の売掛金がまだ認められていない。

特定金銭債権の範囲が拡大されることにより、依
頼者（顧客）満足度が向上する。

特定の企業グループ各社、取引先等が有する売掛金
（商品、資材等の売買代金等）の請求、集金代行（口
座振替）業務を各社から受託しているが、上記債権が
扱えないため、業務拡大を行うことができない。

債権管理回収業
に関する特別措
置法

法務省

5088 5088A032
社団法人リース事
業協会

32 債権譲渡登記制度の拡充
①出頭による申請窓口を各出張所に広げること。②
オンライン申請のシステム拡充、手続の簡素化を図
ること。

債権流動化市場の発展に寄与する。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」（2004年3月19
日）においては、「オンライン申請について、債権個数
の上限は廃止し、情報量による制限のみとする」とされ
ている。しかし、情報量による制限が維持される限り、
オンライン申請の利便性が改善するとは言いがたい。
債権個数の上限を撤廃するだけでなく、情報量による
上限を大幅に引上げるべきである。併せて、申請窓口
の拡充も行うべきである。例えば、債権流動化を行う
場合、債権譲渡契約を締結後、即日（若しくは数日以
内）の債権譲渡登記を投資家から要求される場合があ
る。遠方の場合、窓口に出頭できず、郵送にて行わざ
るを得ないが、配達地縁、申請不備による却下等のリ
スクが発生する。オンライン登記申請については、手
続が煩雑で、データファイルサイズに制限があり、利用
できない。

動産及び債権譲
渡の対抗要件に
関する民法の特
例に関する法律

法務省
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制度の
所管官庁
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5088 5088A033
社団法人リース事
業協会

33 信託受益権の有価証券化 信託受益件を有価証券指定し、流通性を付与する。
・信託受益権の公募発行が可能となる。・特定目
的会社が不要となるため、調達コストの削減効果
がある。

流動化商品は広く投資家に浸透してきており、ABSと
比較してもその商品性にほとんど差はないものと考え
られる。一方、投資家側にとっても運用難の状況が続
いており、流動化商品は投資対象としてのニーズは高
いものの、社内規程あるいはB/S上の開示の問題か
ら、受益権には投資できないという投資家も存在する。

信託法、証券取
引法第2条

法務省、金融
庁

5088 5088A034
社団法人リース事
業協会

34
国・地方自治体向け金銭債権
の証券化に関する債権譲渡禁
止特約の解除

各省庁及び地方自治体において、統一的かつ早急
に債権譲渡禁止特約の解除の対象となる契約（リー
ス契約等）及び譲渡対象者の拡大（特定目的会社
等）を望む。

各省庁の対応が異なり、統一的かつ早急な対応を求
める。

全省庁、地方
自治体
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号

要望事項
管理番号
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5088 5088A035
社団法人リース事
業協会

35
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要となる諸行
政手続（検査・登録～国、車庫証明・納税～地方、自
賠責保険確認～国）等の電子化は、新車の新規登
録については平成17年12月から稼動とされ、その他
の手続きは平成20年を目途に段階的に進めるとされ
ているが、大量に自動車を所有する者の諸手続等を
充分に考慮し、早急に検討・具体化すること。

 電子化により、申請項目の共通化・統一化と申請
に必要な添付書類の削減化ができれば、自動車
関連業界の生産・販売・流通に係わる申請及び手
続代行コストは大幅に軽減され、その軽減分を直
接部門へ投入することで新たな自動車リース市場
の開拓が促進され、経済活性化に資する。

手続申請の電子化がなされていないため、その手続を
申請もしくは代行申請をする自動車関連業界（自動車
リース業界も含む）に多大な負担を強いている。また、
リース会社の税の申告・納付事務等は膨大であり、こ
れらの事務作業の効率化、円滑化の観点から、電子
化（書式の全国統一化）を図る必要があると考えられ
る。 電子化に際しては、大量に自動車を所有する者の
諸手続等を充分に考慮し、反映させること。

道路運送車両
法、自動車登録
令、自動車の保
管場所の確保等
に関する法律、
自動車重量税
法、自動車損害
賠償保障法、地
方税法、地方自
治体条例　等

国土交通省、
財務省、総務
省、警察庁
地方自治体

5088 5088A036
社団法人リース事
業協会

36
変更登録及び移転登録に係る
特例措置の創設について

・大量の車両を所有する者が変更登録・移転登録を
行うことを前提として、「所有者に係る自動車検査証
の記載事項に変更事由（所有者の合併、名称・住所
変更等）が生じた場合、特段の理由がある限りにお
いては、特例として大量一括処理を効率的に行える
ための申請手続きを認める。」等の措置を講じるこ
と。

厳しい経済環境に対応等するための企業の組織
再編等が容易となる。リース会社の申請及び自動
車検査証を収集するための過重な事務負担と経
済的負担等が緩和される。

・リース車両数は急速に拡大※１しているが、道路運
送車両法における登録関係諸手続き等はリース会社
のような大量の車両を所有する者※２を想定した手続
きが講じられていない。・厳しい経済環境の中、リース
会社においても企業の組織再編等が増加※３、また、
経費削減等の観点から本社移転が行われている。・こ
れら経済環境の変化が著しいなか、大量の車両を所
有するリース会社に合併、名称・住所変更等の変更登
録・移転登録の事由及び自動車検査証の記載事項の
変更事由が生じた場合、変更登録・移転登録の申請
及び自動車検査証を収集するため過重な事務負担と
経済的負担等がかかる。・自動車の登録制度について
高く評価するため、リース会社のような大量の車両を
所有する者に変更事由が生じた場合、特段の理由が
ある限りにおいては、特例として大量一括処理を効率
的に行えるための申請手続きについて認める等の措
置を講じること。※１ リース車両数（国土交通省調査）
1966年 1,489台  1980年 18万台  1990年 119万台
2004年 270万台※２  リース車両を１万台以上保有す
る会社数とシェア（日本自動車リース協会連合会調査）
1992年 37社・71.3％  2004年 42社・84.0％※２  社団
法人リース事業協会の会員数    1998年度末 370社
2004年度末 288社  減少（退会）の要因は合併・営業
譲渡等

道路運送車両法
第12条、第13条、
第66条、第67条

国土交通省
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実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5088 5088A037
社団法人リース事
業協会

37
自動車登録情報の電子的開
示について

自動車登録情報について、所有者に限定して、電子
的に開示すること。

リース会社が自動車登録情報を活用することによ
り、自動車に係る環境対策・安全対策等の公益の
増進に資する。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」（平成16年3月19
日閣議決定）において、利便性の向上、個人情報の保
護の観点からその方法、範囲について検討し、結論を
得る（平成17年度中）とされている。個人情報の保護の
観点については、所有者自身が電子的な情報開示を
望んでいること、使用者については、例えば、リース契
約と同時にユーザー＝使用者本人の同意を得ること
ができるなど懸念は極めて少ないと考えられる。また、
本件が「自動車ワンストップサービスシステム」の機能
の一つとして盛り込まれることにより、「自動車ワンス
トップサービスシステム」の利便性がさらに向上すると
思われる。

道路運送車両法
第22条

国土交通省

5088 5088A038
社団法人リース事
業協会

38 商業・法人登記の簡素化

本店所在地において登記すべき事項は、支店所在
地においても登記することを要するが、本手続きを簡
素化し、本店所在地管轄の法務局にて登記すること
により、支店所在地管轄の法務局の登記手続を代用
することとし、支店所在地管轄の法務局での登記を
不要とする。また、本登記のオンライン化を早期に実
現する。

登記手続の簡素化により、事務負担を軽減する。

商法第10条、商
業登記法第17
条、行政手続等
における情報通
信の技術の利用
に関する法律

法務省
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5088 5088A039
社団法人リース事
業協会

39 放射線障害防止法について
放射線発生装置をリースする場合、リース会社に使
用の許可が求められているが、当該規制を撤廃等す
ること。

高額な医療機器（放射線発生装置）等について
リースによる円滑な導入が可能となる。

平成15年10月10日「放射線障害防止法に係る規制改
革要望について」に対する回答において、一定レベル
以上の放射線発生装置を賃貸する場合は、リース会
社は使用の許可を取得することが求められている。
ファイナンス・リース取引の場合、リース会社が直接、
放射化物を所持することはないので、当該規制の撤廃
又は改正を行うこと。

放射性同位元素
等による放射線
障害の防止に関
する法律、平成
15年10月10日
「放射線障害防
止法に係る規制
改革要望につい
て」に対する回答

文部科学省

5088 5088A040
社団法人リース事
業協会

40
古物営業法の許可申請及び
変更届出の簡素化について

古物営業法の許可申請及び変更届出は、営業所が
所在する都道府県ごとの都道府県公安委員会宛行
うこととされているが、本店所在地を管轄する公安委
員会宛申請・届出を行うことにより、本店所在地以外
を管轄する公安委員会宛申請・届出を代用すること
とし、本店所在地以外を管轄する公安委員会宛申
請・届出を不要とする。また、本手続のオンライン化
を早期に実施する。

古物営業法第7条第2項により、法人の役員の変更届
は、二以上の公安委員会に許可を受けている場合で
あっても、一の公安委員会に届出をすること規定に
なっているが、営業所の管理者の変更届はその営業
所を管轄する公安委員会ごとに届出をする必要があ
り、届出事項により手続が異なり、煩雑である。手続要
領の統一及びオンライン化により、事務手続の簡素化
を図る。

古物営業法第3
条、第7条、行政
手続等における
情報通信の技術
の利用に関する
法律

警察庁
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管理番
号

要望事項
管理番号
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事項
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番号
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要望
事項番
号
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5088 5088A041
社団法人リース事
業協会

41 指定業者登録様式の統一化

通常２年に1回、各中央官庁および地方自治体に向
け「競争入札参加資格申請」の必要が生じている。旧
建設省統一様式の自治体も多いが、基本的には申
請のフォーマットと提出書類が区々である。全国にま
たがり申請を行なう場合、その申請書フォーマットや
提出書類のチェックに相当の労力を費やすこととなっ
ている。統一フォーマットを用意することで、資格申請
する企業が手続きを緩和され、申請が集中する毎年
1月～３月の事務軽減に繋がる。

統一フォーマットの設定により、リース会社のみな
らず全国の企業がこの官公庁向け入札資格申請
に係る事務負担の軽減に繋がる。

官公庁の入札（取引）には、入札資格申請が必須で、
毎年１月～３月にその資格申請受付が集中している。
その申請フォーマットや提出書類も地方自治体毎に
区々であり、その申請手続きは煩雑となっている。しか
も、同じ自治体でも毎回変更がされており、その申請
内容チェックに時間をとられる。全省庁統一申請が実
施され、各企業ともその利便性を充分に感じているとこ
ろでもあり、一ヶ所に出せばよいというのは難しくとも、
フォーマットの統一ぐらいは図っていただきたい。東京
都の「電子自治体共同運営」の方式も一つの方法であ
る。

地方自治法
総務省、地方
自治体

5088 5088A042
社団法人リース事
業協会

42
労働者派遣期間規制の撤廃
（特に中高年（45歳以上）にお
ける派遣期間制限撤廃）

労働者派遣事業の適正な運営の確保お呼び派遣労
働者の就業条件の整備等に関する法律第40条の2
の規定を撤廃し、派遣期間制限を完全に無くすことを
要望する。同規定の撤廃が難しい合理的な理由があ
る場合は、少なくとも雇用対策臨時特例法による中
高年労働者に対する制限期間の延長措置を恒久化
することを要望する。

雇用機会拡大、雇用形態の多様化が実現。

雇用流動化時代を迎え、労働力需給調整システムの
一翼を担い、労働力の再配置、失業なき労働移動に
寄与する産業であるべき人材派遣業において、多様化
する雇用形態・職種、柔軟な作業場・労働時間で実現
する多様なワークスタイルに応えていくことが使命であ
り、業界発展のキーである。雇用機会拡大の実現を確
かなものにしていくには上記規制の緩和・撤廃を求め
る。労働政策審議会においては、「派遣期間の一定の
限定は、いわゆる長期雇用慣行の我が国における位
置付けを踏まえると、今回の見直しにおいては、引き
続き維持することが適当」とされたが、就業者側での雇
用形態の多様化ニーズや高齢者人口の増加等時代
変化に応じて、柔軟に見直されるべきものと思料。

労働者派遣法 厚生労働省
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5088 5088A043
社団法人リース事
業協会

43
派遣社員の事前面接の自由
化

労働者派遣業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の就業条件の整備等に関する法律第26条第7項を
廃止し、事前面接を紹介予定派遣以外でも可能にす
ることを要望する。

雇用機会拡大、雇用形態の多様化が実現。

雇用流動化時代を迎え、労働力需給調整システムの
一翼を担い、労働力の再配置、失業なき労働移動に
寄与する産業であるべき人材派遣業において、多様化
する雇用形態・職種、柔軟な作業場・労働時間で実現
する多様なワークスタイルに応えていくことが使命であ
り、業界発展のキーである。雇用機会拡大の実現を確
かなものにしていくには上記規制の緩和・撤廃を求め
る。平成17年度中に検討を開始することとしているが、
議論を先延ばしにせず、早急に結論を得られるべく検
討が進められることを期待する

労働者派遣法 厚生労働省

5088 5088A044
社団法人リース事
業協会

44
外為法に基づく「外国投資家」
規制の適用除外

外国人株式保有比率５０％超の企業で、実質的に外
国人支配下にない企業における外為法上の「外国投
資家」規制の適用除外を要望する。

形式上の規制適用による不要な事務コストが削
減される。

「外国投資家」の定義のうち、「非居住者である個人」
または「外国法令に基づいて設立された法人その他の
団体または外国に主たる事務所を有する法人その他
の団体」により直接または間接に保有される議決権の
合計が50％以上を占める法人に関し、適用範囲の見
直しを行っていただきたい。株式公開企業で極めて多
数の外国機関投資家が株式市場で株式を取得したこ
とによって、その保有比率合計が50％以上となってし
まったような場合には、実質的に外国人が事業を支配
している場合に当たらないことから、何らかの適用除
外を検討いただきたい。例えば、上場会社の場合、い
ずれの特定の外国人（企業支配や議決権行使につい
て共通の意思をもった一団）の議決権比率が20％未満
である場合などは、規制趣旨の範囲外であるものと思
われ、適用除外とする措置を検討いただきたい。本来
この規制は、外国人による日本企業への経営支配を
管理するのが目的であるものと思われる。その法の趣
旨に鑑みれば、実質的に外国人が支配している場合
に当たらないケースで、この規制を適用する必要性は
無いものと考えられる。また、株式公開企業において
株主状況が把握できるのは半期毎であり、たまたまそ
の時の市場での株式売買の結果、形式的に外人保有
比率が50％を超えたかどうかで外為法上の属性が変
化するようでは、いたづらに混乱を招き、不用な事務等
が発生する。資本市場における国際化に配慮した対
応を願いたい。

外国為替及び外
国貿易法第26条
第1項、第27条、
第55条の５

財務省、日本
銀行

315/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5088 5088A045
社団法人リース事
業協会

45
株式の市場公募時における、
安定操作人リストの提出廃止

株式を市場公募するに際し、証券会社、証券取引所
に対して提出することとなっている「安定操作人リス
ト」について、証券会社以外に安定操作人を設けな
い場合は、子会社、関係会社及びその役員等のリス
トの提出を求めないこととしていただきたい。

現実的には形骸化している安定操作人リストに基
づく安定操作取引のチェックにつき、実態に合わ
せた規制の見直しを行い、株式の市場公募にお
ける発行会社の不必要な実務負担を軽減する。
その結果、資本市場へのアクセスがより容易にな
る。

株式を市場公募するに際し、証券会社、証券取引所に
対して「安定操作人リスト」の提出が必要とされてい
る。密接な関係にある会社とその役員は安定操作取
引が可能となっているため、実際にはそれらを安定操
作人として予定していない場合においても、実務上は
発行会社の全ての子会社、関係会社及びその役員の
リストを作成しなければならないこととされている。その
ため、海外まで含めて膨大な人名リストの作成が必要
となり、募集までの限られた時間内で膨大な作業負担
となっている。しかし一方で、安定操作取引自体を子会
社、関係会社及びその役員を通じて実施することは極
めてまれなこととなっており、幹事証券会社を通して安
定操作取引を行うことが通例となっている。また、提出
されたリストに掲げられた全てのものの取引について、
証券会社、証券取引所が現実的に監視を行っていると
も思われない。現代において意味を持たなくなった実
務であることが明らかであり、当然に廃止するか、少な
くとも実際に安定操作を予定しているもののみに限定
したリスト作成を要求されるべきである。

証券取引法施行
令および内閣府
令

金融庁

5088 5088A046
社団法人リース事
業協会

46
特定金融会社等の資本金額
の変更に係る届出等の見直し

新株予約権方式によるストック・オプション制度を導
入している会社や新株予約権付社債等を発行してい
る会社については、各根拠法令における資本金額の
増加による変更届出を以下のとおり見直していただ
きたく、要望する（特定金融会社等の資本金額の変
更に係る届出の見直し、銀行議決権大量保有者の
資本金額の変更に係る届出の見直し、保険議決権
大量保有者の資本金額の変更に係る届出の見直
し）。１．新株予約権の発行等を新たに変更届出事項
とし、これにより新株予約権の行使時における資本
金の変更は変更届出事項から除外する。またそうし
た場合は、決算期末の資本金額のみを当該期末日
から1ヶ月以内に届け出ることとする。２．（１が難しい
場合）新株予約権の行使等による資本金の変更を、
「変更のあった場合の毎月末日時点の資本金額につ
いて当該末日から1ヶ月以内」に届け出ることとする。

資本金額の変更について、これを現行法の規定
どおり（根拠法令により変更のあった日より５日ま
たは２週間以内）行うとなると、日々の新株予約権
の行使による資本金額の変更に応じて変更届出
も行なわなければならないことから、実際ほぼ毎
日の届出事務が発生しうることとなり、実務上非
現実的な業務負担となる。現在、運用として月末
日から一定期間（５日または２週間以内）の届け
出が認められていると理解しているが、さらに進ん
で届出制度を合理的なものとし、また法文におい
て事務負担の軽減が明確にされる。

１について、新株予約権の発行時点からの一定期間
内において、新株予約権の行使により株式を発行する
場合の発行価額の総額や資本に組入れざる額等につ
いて届け出することとすれば、その範囲内での将来の
資本金の増加が予測される。従って、新株予約権が行
使されたことによる資本金の変動（増加）がある都度、
変更届出をする意義は乏しくなり、一定の資本要件の
充足を確認するという法の目的に照らして妥当である
と思われる。実際の資本金額については、期末の資本
金額を届け出することで把握される。２について、会社
の登記事項において変更があったときのその変更登
記は「変更のあった日から２週間以内」（商法第188条
第４項、第67条準用）であるのに対し、資本金の変更
登記について、新株予約権の行使等による場合は商
法上の特則（商法第280条の37第4項、第222条の7準
用）があり、「変更のあった日の毎月末日現在より２週
間以内」に登記をすればよいことになっており、変更の
事由に応じた合理的な取扱いとなっている。（新株予
約権の行使は行使可能期間においては随時行われる
ため、その都度、状況把握し届け出することは実務上
難しく、変更のあった毎月末日を基準とする期日設定
が現実的である。）現行の各根拠法令では新株予約権
の行使等による資本金額の変更届出については、資
本の変更のあった日を期日設定の基準日としているた
め、現在の実務にそぐわない。また、変更届出には、
添付書類として、資本金の変更が反映された登記簿謄
本の添付が要求されることがある。通常登記簿謄本が
出来上がってくるのが月末から2週間では間に合わな
いため、変更届出を行った時点（変更届出書）と変更
登記の完了時点（登記簿謄本）の２回にわたって書類
の提出が必要となっている。資本金の増加による変更
届出については、法の目的からして、特にそれが即時
性を要求されるものではないと考えられることから、

金融業者の貸付
業務のための社
債の発行等に関
する法律第7条、
第4条第1項第2
号、銀行法第52
条の3第1項、第
52条の2第1項第
3号、保険業法第
271条の4第1項、
第271条の3第1
項第3号

金融庁
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5088 5088A047
社団法人リース事
業協会

47
有限責任中間法人による社
債・短期社債の発行

社債の発行については、取締役会の決議が必要とさ
れている（商法２９６条）。また、短期社債（電子ＣＰ）
については、取締役会の決議により一定期間および
限度額内で特定の取締役に委任できる（社債等の振
替に関する法律８３条）、とされている。また、現在進
められている、会社法現代化要綱においては、社債
の発行に係る取締役会の決議については、一定の
条件を定め、個々の決定については、代表取締役に
委任することが認められている。会社法現代化要綱
において、これらの見直しが実施され、社債について
も短期社債の場合と同様、規制緩和がなされている
ものの、いずれにしろ取締役会の決議を経ることに
は変わりなく、さらなる規制の緩和を要望する。

資金調達の機動性向上

銀行借入等、他の調達手段における取締役決議要件
と区別して、取締役決議を義務付ける必要性がない。
企業の資金調達の機動性を損なっている。特に短期
社債に関しては、取締役会の決議を行うという行為そ
のものが、ＣＰという商品の機動性を損なうと考えられ
る。

商法２９６条、商
法２６０条第２項、
社債等の振替に
関する法律第８３
条１項

法務省、金融
庁

5088 5088A048
社団法人リース事
業協会

48
銀行持株会社の子会社等に
中古物品販売業務の認容

不動産担保、保証人に依拠しない、新しいスキーム
の貸出、特に、企業が保有する資産を活用した資産
担保貸出が注目を集めている。動産を担保に徴求
し、それを処分、換価する場合、銀行グループには動
産を処分するノウハウが乏しい。一方、銀行グループ
では、リース会社がリースアップ物品処理にて培っ
た、動産処分のノウハウを有している。今後、従来型
の不動産担保、保証人に依拠しない、新しいスキー
ムの貸出の裾野を広げる為にも、動産処分のノウハ
ウ蓄積は必須であり、本ノウハウ蓄積の観点から、
リース会社に中古物品に係る仕入・売却を認める。
リース会社は、(1)環境負荷低減に向け、環境配慮物
件の普及促進(2) 循環型社会形成に向け、３Ｒ（リ
デュース・リユース・リサイクル）の徹底等、環境問題
に貢献している。特に、今後、循環型社会形成にお
いて、中古物品の再利用、廃棄物の適正処分におけ
るリース会社の果たす役割は一層大きくなる。一方、
銀行持株会社の子会社等であるリース会社は、中古
物品販売業務は、自社リース物件の売却に制限され
ている。リース会社の持つ上記ノウハウ・経営基盤を
有効活用し、循環型社会形成に一層貢献するため
に、銀行持株会社の子会社等であるリース会社に中
古物品販売業務を認容する。

中古物品販売業、中古物品の再利用、適正処分
を推進する為に、中古物品の買取、販売

中古物品販売業務を営むことで、動産処分のノウハウ
蓄積を図り、今後、拡大が見込まれる動産担保貸出の
拡大に寄与し、併せて、事業拡大を図る。自社リース
物件の売却に加え、物品販売のノウハウを活かし、そ
れ以外の中古物品販売業務を営むことにより、中古物
品の再利用、適正処分を推進する。これにより、循環
型社会形成に一層の貢献を果たし、加えて事業拡大
を図る。

・銀行法第12条、
銀行法施行規則
第17条の3第2
項、中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指針
Ⅲ-2-7

金融庁
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5088 5088A049
社団法人リース事
業協会

49
銀行法施行規則第17条の3第
2項第11号の要件撤廃

銀行等の子会社が営むリース業務は、各事業年度
において、銀行法施行規則第17条の3第2項第11号
イからハに規定する要件の全て満たす契約に基づく
収入の額が、同号に規定する機械類その他の物品
又は物件を使用させる業務による収入の合計額の
50％以上である旨、金融庁告示第33号第2条にて定
められている。このイからハに定める要件を撤廃し、
リース業務を「機械類その他の物品又は物件を使用
させる業務」とする。＜銀行法施行規則第17条の3第
2項第11号＞イ．リース物品等を使用させる期間の開
始の日以後又は使用開始日から一定期間を経過し
た後当事者からの一方又は双方がいつでも解約の
申入れをすることができる旨の定めがないこと。ロ．
使用期間において、リース物品等の取得価額から使
用期間が満了した後における当該リース物品等の見
積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、
保険料及び手数料の額を対価として受領することを
内容とするものであること。ハ．使用期間が満了した
後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方
に移転する旨の定めがないこと。

多様化する顧客ニーズに適格に対応するには、銀行
法施行規則第17条の3第2項第11号に規定するイから
ハを満たすスキームでは十分とは言い難い。ファイナ
ンスリース、オペレーティングリース、メンテナンスリー
ス、レンタル取引等、広く賃貸借取引を認容することに
より、顧客の設備投資の支援が可能となる。

銀行法施行規則
第17条の3第2項
第11号

金融庁

5088 5088A050
社団法人リース事
業協会

50
銀行等の子会社が営む保証
業務の規制撤廃

銀行等の子会社が営むことができる保証業務は、原
則として住宅ローン等消費者ローンに係る保証とさ
れ、事業者に対する事業の用に供する資金に関する
保証は取扱うことが出来ない。本規制を撤廃し、事業
者に対する事業の用に供する資金に関する保証の
取扱を認めるもの。

中小零細企業及び個人事業者向けの保証付リー
スの提供

銀行グループが持つ様々なノウハウを活用し、信用補
完を行うことで、対象顧客

金融庁告示第33
号、中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指針
Ⅲ-2-7-1①

金融庁
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5088 5088A051
社団法人リース事
業協会

51

有価証券届出書等における、
株式や新株予約権の発行時
における「価格」の用語の「価
額」への変更

現在、有価証券届出書や発行登録書・追補書類の
フォームを規定する、企業内容等の開示に関する開
示府令では、新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格を記載することとなってい
る。一方、商法第280条の20第2項において記載があ
るとおり、商法上は、新株予約権の行使に因り新株
を発行する場合におけるその新株の発行「価額」に
関して規定がされおり、証券取引法における各種提
出書類においても、当該商法の規定と合わせた価額
での開示を要望するもの。

開示手続き上の混乱を避け、投資家、発行者双
方にとってわかりやすいディスクロージャーに繋が
るものと思料。また、要請内容の不一致から生じ
る混乱に伴う発行体側の事務コスト及び法的リス
クの軽減。

商法や開示府令、証券取引所の適時開示ルールにお
ける「価格」「価額」等の用語の定義が不統一であり、
開示手続き上の混乱が生じる可能性がある。（最近で
は、証券会社の手数料が発行価額に含まれる事例も
多いことから、実務上、価格＝投資家が払い込む金
額、価額＝発行会社が受取る金額と解釈されるケース
も多い。）

企業内容等の開
示に関する内閣
府令第2号様式
等、商法第280条
の20

金融庁

5088 5088A052
社団法人リース事
業協会

52 耐用年数について

①無線LAN設備等の耐用年数の縮減を要望する  ②
産業廃棄物処理設備の耐用年数創設 ③耐用年数
短縮承認手続きを簡素化すること ④別表第2の見直
しを行うこと

①IT関連の民間投資の増大 ②リースにより機器
が普及することにより環境対策が推進される。

①IT関連機器の投資促進のため、パソコンの耐用年
数は6年から4年に短縮するなど、政府の進める「e-ＪＡ
ＰＡＮ戦略」とは逆行するかのように、2002年3月の耐
用年数通達の改正時に無線ＬＡＮ設備の耐用年数が6
年から10年とされた。製品寿命を考慮すると、10年の
耐用年数は長すぎる。ＬＡＮ回線を利用したＩＰ電話な
ども急速に普及する中、無線ＬＡＮへの投資の必要性
は拡大している。ＰＣと同様の4年の耐用年数とし、民
間の設備投資を推進すべきである。 ②産業廃棄物処
理設備は消耗が著しい。③短縮申請手続きは煩雑で
あるため等 ④経済実態との乖離がみられる

耐用年数省令等
財務省、国税

庁
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5088 5088A053
社団法人リース事
業協会

53
軽自動車届出事項の閲覧若し
くは、証明書交付

軽自動車について、現行制度では『届出事項』の閲
覧若しくは証明書交付ができない。リース会社が『自
動車税の納税義務者』の確認が必要な場合、例え
ば、納税確認の事由部分に限り、閲覧・証明書の交
付等を行うこと。

業務の効率化、放置車両の完全撲滅（環境対
策）、スムーズな納税行為の実現

『登録車両』については、道路運送車両法　第２２条
（登録事項等証明書）により現在登録証明書の取得が
可能（所有権移転・現使用者の確認等が可能）。軽自
動車の場合は不可能である。リース会社では、『リース
車両』と『所有権留保車両』が存在し、その中で自動車
税の『使用者課税』と『所有者課税』の区分が混在する
とともに、リース会社負担以外の納付書が送付される
ケースが散見される。※事務効率向上と、納税スピー
ド向上の為には、上記要望への対応が望ましい。

総務省、各地
方自治体

5090 5090A001 石油鉱業連盟 1
鉱業法に定める鉱区面積の拡
大

現行の350haを上限とする鉱区面積を、陸上は据え
置き、海上での上限を10倍の3500haとする。

海洋で石油・天然ガスの探鉱を行うに当っては、広い
範囲にわたって試掘権の出願をせざるを得ず、現行で
は必然的に出願件数が多くなる。そのため、手続きが
煩雑になるとともに、手数料（1件61,700円）、登録免許
税（1件90,000円）の負担が重くなっている。

鉱業法14条
経済産業省
資源エネル
ギー庁
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5090 5090A002 石油鉱業連盟 2
鉱業法に係る「受理」「認可」手
続きの効率化、迅速化

施業案の「受理」「認可」手続き等に関し、処理期間を
明文化することを含め迅速化を図る。

処理期間が長期化し、実作業に支障が出たケース(作
業開始予定日の直前まで認可がおりなかったケース
等)がある。

鉱業法施行規則
8条

経済産業省
資源エネル
ギー庁

5090 5090A003 石油鉱業連盟 3
補助井、基礎試錐の掘り止め
深度の確認方法の合理化

補助井、基礎試錐の掘り止め深度の確認は、古典的
な手法で行われているが、掘り止め後に測定される
電気検層深度で代替させることも可とする。

電気検層深度は十分に合理的なものであり、更に検
尺を行うことは屋上屋を架することとなる。また、電検
終了後に坑井トラブルがあった場合に、無意味な掘り
直しをしなければならないケースもあり得る。

根拠法令は不明
であり、慣例的に
現行の取り扱い
がなされているよ
うである。

経済産業省
資源エネル
ギー庁
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5090 5090A004 石油鉱業連盟 4
高圧ガス導管の道路占用に係
る規制緩和

以下の送ガスパイプライン（自噴線を含む）につい
て、道路法第36条による道路占用の特例措置を認め
ること。      ①　ガス事業法におけるガス導管事業の
用に供するガス導管　　②　鉱山保安法、又は高圧
ガス保安法の適用を受ける、ガスを供給する事業（ガ
ス事業を除く）の用に供する導管    ③　②の範囲に
属するものを除く、ガスを供給する事業（ガス事業法・
準用事業）の用に供するガス導管

①～③項の送ガスパイプラインは、いずれもガスを供
給する事業を営む他の者に対してガスを供給するガス
導管であり、特に、①のガス導管事業の用に供するガ
ス導管はガス事業法により託送供給が義務付けされ
ているなど、公共の利益に資する設備となっている。今
後、わが国がエネルギー供給において天然ガスの利
用促進を進めていくうえでガスインフラの整備、拡充に
不可欠な設備であるため、道路法第36条による水道、
電気、ガス事業等のための道路の占用の特例措置と
同等とすべきである。

道路法32条、36
条      道路局長
通達「高圧のガス
の供給施設の道
路占用について」

国土交通省

5090 5090A005 石油鉱業連盟 5
石油及び可燃性天然ガス資源
開発法による事前届出期間の
短縮

坑井掘削の開始の届出期間を、現行の60日前から
30日前（或いは更に短い期間）に改める。

坑井掘削に関しては、施業案が認可されており、必ず
しも60日前に届け出る必要性を認めない。また、60日
前では事業者が作業の進捗をみながら掘削開始日を
決定するのに大きな支障がある。

石油及び可燃性
天然ガス資源開
発法35条

経済産業省
資源エネル
ギー庁

322/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5090 5090A006 石油鉱業連盟 6
外国籍特殊船舶の外国船員
による国内運航作業の規制緩
和

海洋の石油探鉱開発作業に用いる外国船籍の作業
船において、現行では日本の船員手帳を持った日本
人しか就労を認められていないが、外国人船員の就
労を認める。

今後の日本国内での石油探鉱開発事業においては、
大水深化や三次元物探船や特殊調査船等、日本にな
い船舶や調査技術･専門家等を採用せざるを得なくな
ると考えられ、作業の安全確保及び効率を追求するた
めに、その作業に慣れた外国人船員を採用せざるを
得ない状況にある。

船舶法3条但し書
（不開港場寄港
及び日本各港間
運送従事の制
限）　　　      　船
員法50条

国土交通省

5090 5090A007 石油鉱業連盟 7 その他の検討課題

以下の事項を含めて、広く規制緩和問題を検討する
ことを提案する。①鉱業法の安全規制部分等につい
て改正鉱山保安法と同様に、事業者自己責任のもと
で事前の規制、許認可を極力排除し、可能な部分に
ついては許認可制から届出制へ移行する等全般的
な見直しを行うこと。②基礎調査、基礎試錐実施時
の委託契約関連の責任･権限の明確化

経済産業省
資源エネル
ギー庁
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5091 5091A001 つくば市 1
市町村窓口事務の民営化事
業

戸籍事務や住民基本台帳等一般的に市町村の窓口
で行われている事務について，民間企業等への業務
委託又は民間人による事務の執行を行うことを目的
として関係する法規制等の緩和及びこれに必要な制
度の確立等を求める。

一般的に市町村の窓口で行っている戸籍に関す
る事務や住民基本台帳に関する事務，あるいは，
墓地，埋葬等に関する法律に基づく事務等につい
て，受付業務や諸証明の発行，及び，戸籍簿や各
種台帳等への記載などの事務について，民間に
委ねる。

法定受託事務である戸籍法に基づく各種事務や住民
基本台帳法に基づく事務，あるいは，墓地，埋葬等に
関する法律等については，市町村長の執行する事務
として定められているが，これを民間企業等への委託
又は民間人の活用等により，窓口事務に係るコストの
削減を図り，更に民間のノウハウを窓口サービス等に
いかしていくことにより行政サービスの質的向上及び
市民満足度の向上を目指す。

・戸籍法，住民基
本台帳法，外国
人登録法，墓地，
埋葬等に関する
法律，国民年金
法，地方税法，そ
の他関連する法
律等により，これ
らに規定される事
務は市町村長が
行うとされてお
り，民間事業者の
参入は認められ
ていない。特に各
種届出や諸証明
等の発行に関す
る事務に関し，公
権力の行使に当
たる部分につい
ては，現行法で
は極めて困難で
あると考えられ
る。また，地方自
治法第153条の
規定により普通
公共団体の長
は，その権限に
属する事務を民
間事業者等に委
任することができ
ないとされてい
る。
・地方自治法第

総務省
法務省
厚生労働省

窓口事務等の民間開放に当
たっては，特に個人情報の
漏洩や悪用等に関し，必要
な措置を講ずることが求めら
れる。

5093 5093A001 大阪商工会議所 1
国家公務員の人員配置の流
動化

・その時々の状況に応じて国家公務員の適正な人員
配置ができるよう、法律の見直しを行う。

・現状、国家公務員の定員は法によって各省庁ごとに
細かく定められており、柔軟な人員配置ができず、公
共サービスの民間開放推進を妨げる一つの要因と
なっている。

行政機関・職員
定員令

各省庁
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5093 5093A002 大阪商工会議所 2 民間との人事交流
・一定の要件のもと、民間企業で公務員を現職と関
連の深い業務に従事できるよう、法律を見直す。

・国と民間企業との人事交流は、天下り防止の観点か
ら公務員を現職と関連の深い民間企業の業務に従事
することを禁じている。しかしながら、公共サービスの
民間開放を進めていく過程では、公の持つノウハウを
民間に伝えるため、一定期間、民間企業で公務員を現
職と関連深い業務に従事させる必要性が考えられる。

国と民間企業と
の間の人事交流
に関する法律

総務省

5094 5094A001
社団法人　新潟市
医師会

1
「地方財政再建促進特別措置
法」第２４条第２項の規制の緩
和

救急医療に協力している独立行政法人である大学
や旧国立病院には、民間病院と同様に、当劾費用に
対して、地方公共団体からの寄附金等を認めるべき
である。

「地方財政再建促進特別措置法」第２４条第２項
により、地方公共団体は独立行政法人に対し、寄
附金等を支出してはならない。とあるが救急、特
に小児救急については全国的に危機状態にあ
り、独立行政法人である大学や旧国立病院等に
参加をお願いせざるを得ない状況である。
　救急医療を充実させるためにも、「地方財政再
建促進特別措置法」第２４条第２項については救
急医療に協力している場合、例外として寄附金等
の支出を認めていただきたい。

新潟市の急患診療センターは、新潟市が開設者、新
潟市医師会が運営・管理し、市民の急患に対処し、当
センターで対応できない重症患者は二次輪番病院に
依頼している。
　小児科医の減少は当市においても例外ではなく、８
医療機関でスタートした小児科二次輪番病院も、平成
１６年度から５医療機関に減少した為、窮余の策として
新潟大学小児科に週１回の条件で依頼した。平成１６
年度の二次輪番病院に搬送された小児救急患者は、
一日平均約７人であり、新潟大学小児科としても通常
の当直スタッフとは別に医師や看護師等を配置する必
要があり、人件費等の待機料が必要となる。

「地方財政再建
促進特別措置
法」第２４条第２
項　地方公共団
体は当分の間、
国、独立行政法
人又は日本郵政
公社、（途中省
略）若しくは沖縄
振興開発金融公
庫（以下「公社
等」という。）に対
し、寄附金、法律
又は政令の規定
に基づかない負
担金その他これ
らに類するもの
（以下「寄付金
等」という）を支出
してはならない。
ただし、地方公共
団体がその施設
を国、独立行政
法人又は公社等
に移管しようとす
る場合その他や
むを得ないと認め
られる政令で定
める場合におけ
る国、独立行政
法人又は公社等
と当該地方公共
団体との協議に

総務省
平成１６年度小児科二次輪
番病院受診患者数　　2,517
名
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5095 5095A001
損害保険労働組
合連合会

1
日本版金融サービス・市場法
の制定

保険業法をはじめとする業態別の現行法体系につい
ては、金融商品販売法、消費者契約法や独占禁止
法等、業界横断の関係法令との整合性も含め、今日
的な存在意義を踏まえて大きく見直し、様々な留意
点を十分にふまえ、（左記要望理由に記載）金融
サービスの市場ルールに関する新しい枠組みである
「日本版金融サービス・市場法」の制定に向けた検討
を進めて頂きたい。

販売ルートが多様化するなか、各業法による業態
別の各種規制の存在は、消費者・業者双方にとっ
てもわかりにくいものであるほか、事後チェック型
行政への転換が進むなかでの事前規制のあり方
については、今日的に見直す必要がある。社会的
公正の担保とともに、消費者利益の保護がより一
層重要視されているなか、複雑な金融商品を業態
横断的に捉えた市場取引ルールの整備が急務で
あると考える。

自由化・規制緩和の進展に伴い、今や金融商品販売
業者においては、消費者の求める多種多様な商品の
販売が可能となりつつある。こうしたなか、重要事項説
明等、金融商品取引に着目した金融商品販売法が制
定されたが、一部の商品・販売業者が対象外であるな
ど、取引ルールとしては不十分な一方、既存の業法と
重畳的な面も否めない。
ついては、以下の観点を十分にふまえ、「日本版金融
サービス・市場法」の制定に向けた検討を進めて頂き
たい。
①民間金融商品のみならず、郵貯・簡保、制度共済、
金融類似商品なども含めた幅広い商品・サービスを包
含する業態横断的な取引ルールとする。
②商品説明に必要な事項、不適切な勧誘、不公正な
取引、広告に関するルール等を個別具体的に明示し、
消費者にとって理解しやすい法制度とする。また、商
品説明に必要な事項については、金融取引の効率化
をすすめるよう留意する。なお、民間だけでなく、国・地
方公共団体等も含めて勧誘方針の策定を義務付け、
勧誘の適正を欠くことのないよう備える。
③新たな取引ルールの構築に併せて、金融商品販売
法や消費者契約法・独占禁止法等、業界横断の関係
法令との整合性も含め、業法は経営の健全性確保等
の観点から必要最小限な業界固有の規制にとどめる
など、今日的な存在意義をふまえたうえで体系自体を
大きく見直し、決してダブルスタンダードとならないよう
抜本的に整理する。
④業態横断的な苦情・紛争解決のルールを整備・規定
する。
⑤金融商品取引の一方の当事者である消費者・利用
者への教育・啓発も重要であるとの観点から、消費者
教育にあたっては、業界・企業による適切な情報提供
等の拡充はもちろんのこと、学校教育や情報ネット

銀行法
証券取引法
保険業法
農協法　　　等

金融庁
経済産業省
農水省
等

5095 5095A002
損害保険労働組
合連合会

2
生命保険の構成員契約規制
の撤廃

構成員契約規制は、過剰な事前販売規制と言わざる
を得ないことから、早期に規制を撤廃して頂きたい。

自由化・規制緩和の進展は、生損保の相互参入
を実現し、クロスマーケッティングを通じた競争の
促進、消費者の期待に応える商品・サービス提供
を目指してきた。また一方で、銀行窓販の解禁を
はじめ、多様な販売チャネルの実現は、購入窓口
の拡大といった消費者利便の拡充の観点から、
着実にその進展が見られているところにある。
しかしながら構成員契約規制によって、企業の役
職員は、一部商品に限って当該企業代理店を通
じた契約締結が認められていない。これら企業代
理店は、ニーズに適った多種多様な商品を取り扱
うなど、役職員の福利厚生サービスの一翼も担っ
ているなか、本規制の存在は選択肢の制限に他
ならない。商品や購入ルートなど、消費者の選択
肢を充分に確保すべく、規制緩和の進展が図られ
てきている状況においては、本規制は、職制を通
じた圧力募集の懸念を過大に評価しているものと
いわざるを得ない。

企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して
生命保険商品の募集を行う場合、圧力募集が生じか
ねないとの観点から、当該企業及びその企業と密接な
関係を有する者（法人）の役員・従業員に対する保険
募集が一部の保険商品を除き制限されている。しかし
ながら、①そもそも圧力募集は、保険業法において禁
止行為と規定されていること。②行政においては事前
規制から事後チェック型への転換が進み、不適切な募
集に対する措置策も講じられているなかで、圧力募集
への虞を前提として一切の販売禁止を措置すること
は、もはや過剰な規制であること。③第二分野（損保
商品）、及び第三分野（生保・損保商品）については既
に販売可能とされているなか、第一分野商品のみ販売
規制とすることについて、合理的な理由が存在しない
こと。④銀行における保険窓販においては、本規制の
存在によって顧客に勤務先等の質問を行わざるを得
ないが、プライバシーに関わるなど顧客対応上も好ま
しい措置とは言えず、さらに円滑な募集実務を却って
阻害している虞があること、などの理由から、本規制を
見直す必要性は一層高まっている。
より着目すべきは、販売者による説明責任の着実な履
行と、不適切な募集に対する苦情対応等も含めた適
切な事後措置を講ずることである。よって今日的な取
引ルールの整備といった観点から、懸念される圧力募
集に対する弊害防止策など、消費者保護に留意したう
えで、本規制を早期に撤廃する必要があるものと考え
る。

保険業法第３００
条１項９号
同施行規則第２３
４号１項２号

金融庁
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5095 5095A003
損害保険労働組
合連合会

3
保険会社本体の業務範囲の
見直し

保険会社本体における「付随業務」「その他付随業
務」についての現行規定を見直し、対象業務の拡大
を図って頂きたい。
① 信託契約代理業務
② 資金貸し付け以外の銀行代理店業務
③ 投資信託委託会社が行う投資商品の商品提案等
の業務の代理
④ ビジネスマッチング業務（その他付随業務）

①保険商品に関連する信託業サービスを提供で
きることにより、顧客利便性の向上が図られる。
②保険商品自体に加えて関連する金融業サービ
スを提供できることとなり顧客利便性の向上が図
られる。
③投信窓販を行う金融機関または、確定拠出年
金制度上の運営管理機関等に対して、委託会社
に代わって商品提供等の業務を行う。
④保険会社の顧客情報ネットワークを活用し、顧
客同士の需要と供給をマッチングさせることによ
り、双方の利便性を向上させる。

保険会社は、顧客の様々なリスクを軽減するといった
観点から、既に顧客の資産運用、管理等に係わってお
り、以下の業務との強い関連性・親近性を有している。
ついては、保険会社の有するノウハウ等の活用によ
る、より高度な顧客サービスの実現や顧客の利便性向
上といった観点も踏まえ、保険会社本体における業務
範囲の拡大を図って頂きたい。

保険業法98条1
項1号
同法施行規則51
条
事務ガイドライン
1-6-5（16）

金融庁

5095 5095A004
損害保険労働組
合連合会

4
交通事故証明書の申請・交付
の電子発行

交通事故証明書を電子的に発行、ないしは記載内容
を電子的に確認できるよう、検討を進めて頂きたい。

損害保険業の事故処理現場においては、交通事
故証明書の取り付けに時間がかかることによっ
て、迅速な保険金の支払いに悪影響を与えている
ケースがある。発行を電子化することによって、保
険会社ならびに安全運転センターの業務が効率
化されるとともに、顧客サービスの向上に繋がる。

交通事故証明書の取得については、書面による申請・
交付とされており、その一連の手続に相当の事務ロー
ドがかかり、非効率な実態にある。ついては、行政手
続の電子化を一層進め、交通事故証明書の電子的発
行を可能にする、ないしは記載内容を電子的に確認し
得るよう、検討を進めて頂きたい。

自動車安全運転
センター法

警察庁
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5095 5095A005
損害保険労働組
合連合会

5
診療報酬明細書の電子化・電
子的取り付け

診療報酬明細書の電子化を一層推進するとともに、
本人同意に基づき、保険会社等第三者による電子的
取り付けを可能とするよう、そのあり方について検討
して頂きたい。

同右

自賠責保険の支払いに際しては、診療報酬明細書を
徴求し、これを確認しているが、その殆どが紙ベースで
の取り付けであるとともに、取り付けには一定の時間
を要することから、保険金の迅速な支払いにも影響を
及ぼしている。医療分野におけるＩＴ化推進の一環とし
て、カルテ・診療報酬明細書発行等の電子化が推進さ
れているが、電子的取り付けが可能となれば、効率的
なレセプトチェックが実現するとともに、保険金支払い
までの日数短縮に繋がるなど消費者サービス向上に
も繋がると考えられる。ついてはこれらの電子化を一
層促進するとともに、個人情報の取り扱いに留意しつ
つ、保険会社による電子的取り付けを可能とするよう、
検討を進めて頂きたい。

療養の給付、老
人医療及び公費
負担医療に関す
る費用の請求に
関する省令第３
条　等

厚生労働省

5095 5095A006
損害保険労働組
合連合会

6
原付二輪車のワンストップ
サービスの対象化

現在、地方自治体への届出制となっている原付二輪
車について、市町村ごとに異なる届出・変更等の手
続きを統一した上で、ワンストップサービスの対象と
するよう検討頂きたい。

自賠責保険の異動・解約事務の必要書類の取り
寄せが確実・簡易に行えることにより、契約者
サービスの向上と事務効率化が図られる。

自賠責保険の契約者が転居等を行った場合に、市町
村ごとに手続きや様式が異なることから、自賠責保険
の異動・解約等の際の書類の取り付けに支障をきたす
ケースがある。自賠責保険が国による強制保険である
ことをふまえ、契約者サービスの向上の観点から、市
町村がワンストップサービスのインフラに参加できるよ
うな仕組みを検討頂きたい。

各市町村の条例 総務省
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5095 5095A007
損害保険労働組
合連合会

7
自賠責保険の実務に関する各
種規制の緩和

① 異動手続き申し込みを受けた場合、証明書に直
接異動事項を記載するのではなく、後日、異動承認
書を発行する事務処理を可能とするようにして頂きた
い。
② 検査対象車種について、当該契約の終期にかか
わらず、他の契約が車検期間を満たしている場合
は、当該契約を解約できることとして頂きたい。

異動手続きの利便性向上により、迅速な異動手
続きが可能となり、結果、契約者の利便性向上に
つながる。
　

① 自賠責保険の異動手続きは証明書に直接異動事
項を記載することとなっているが、異動承認書の発行
により、契約者が異動手続き期間中でも車両運行が可
能となるなど、異動手続きの利便性が向上し、迅速な
異動手続きが可能となる。効率的な事務処理を可能と
するよう検討して頂きたい。
② 検査対象車種については、解約されない自賠責が
車検期間を満たしていることを前提とすれば無保険車
が発生することは考えられず、重複契約の解消と契約
者の利便性も向上することから、当該事務処理を可能
とするよう検討して頂きたい。

①自賠法第７条
第２項
②自賠法第２０条
の２第１第三号

国土交通省
金融庁

5095 5095A008
損害保険労働組
合連合会

8 確定拠出年金の制度拡充

確定拠出年金制度について、以下の制度拡充を検
討して頂きたい。
①専業主婦・公務員を加入対象とし転職時のポータ
ビリティを向上させる
②一定の要件を満たす場合は、別途課税等の対処
を講じたうえで年金資産の取り崩しを認める
③企業拠出に対する個人の上乗せ拠出を認める
④拠出限度額のさらなる引き上げをはかる
⑤１０年間の通算加入者期間による受給開始年齢の
制限を撤廃し、確定拠出年金の老齢給付金の支給
要件を緩和する

確定拠出年金の制度普及が図られる。従業員の
自助努力による老後資金形成の促進に寄与す
る。少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化
等の社会経済情勢の変化にかんがみ、国民の高
齢期における所得の確保に係る自主的な努力を
支援し、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与
する効果がある。

新たな企業年金制度として導入された確定拠出型年
金制度については、当該導入企業退職時のポータビリ
ティが不十分であるほか、年金資産の中途引き出しが
６０歳までは高度障害時を除き不可とされているなど、
老後の生活保障の確保の手段として、また資産形成
の手段の一つとしては、不十分な点が多く存在する。
ついては、制度面の拡充をはかるべく、検討を進めて
いただきたい。

①確定拠出年金
法第62条、法人
税法、所得税法
②確定拠出年金
法第２８条、法人
税法、所得税法
③確定拠出年金
第１９条、第２０
条、確定拠出年
金法施行令第１１
条,法人税法、所
得税法
④確定拠出年金
法第２０条、第６９
条、確定拠出年
金法施行令第11
条および第36
条、法人税法、所
得税法
⑤確定拠出年金
法第３３条

厚生労働省
財務省
金融庁
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5095 5095A009
損害保険労働組
合連合会

9
盗難自動車の不正輸出防止
策の強化

盗難自動車の海外不正流出防止に繋げるため、①
輸出通関時のチェックを強化する、②コンテナ詰込み
時におけるチェックを強化する、③インターネットオー
クションにおける盗難自動車の流通阻止などの対策
を講じて頂きたい。

これらの盗難防止対策を施すことにより、自動車
盗難件数が減少すれば社会的損失の低減に大き
く寄与することになる。また、盗難防止対策が進め
ば、暴力団等国内の犯罪集団のみならず、海外
のテロ組織とのつながりも懸念される国際犯罪組
織への資金源を絶つことが可能となり、日本ひい
ては世界の治安全体にいい影響を及ぼすと考え
られる。

重大な社会問題となっている自動車盗難に関し、社会
的な損失の低減や犯罪組織の資金源の根絶といった
観点から、盗難自動車の流通段階での様々なプロセ
スにおける多面的なチェック強化が重要である。具体
的には、①中古車の通関時における、輸出抹消仮登
録証明書または輸出予定届出書の厳密な確認を行う
②不正輸出を防御するため、輸出貨物積み込み時
に、公認検数検定機関による厳正な現物確認・施封を
実施する　③罰則の制度化など、インターネットオーク
ションで盗難自動車を流通させないような仕組みを構
築する　ことをお願いしたい。

①道路運送車両
法第１５条の２
②関税法基本通
達67-1-20（輸出
貨物コンテナー
扱い）
③古物営業法第
２１条の３

内閣府国際
組織犯罪等
対策推進本
部

財務省関税
局監視課、業
務課

国土交通省
警察庁

5095 5095A010
損害保険労働組
合連合会

10
事故発生時の飲酒事実調査
の強化

飲酒運転による交通事故防止の観点から、夜間発
生事故等での飲酒事実調査を一層強化して頂きた
い。

飲酒運転に対する大きな牽制効果が働き、ひいて
は、死亡事故を含めた交通事故の減少に繋が
る。

飲酒運転は、政府・警察等の積極的な防止策（広報や
取り締まりの強化）の実施により一定の効果が見られ
つつも、依然として死亡事故を含めた重大な交通事故
を引き起こすなど社会問題化している実態にある。交
通事故発生時における飲酒事実の調査・確認は法的
に規定されていないものの、特に夜間発生事故に際し
て調査を強化することは、飲酒運転への大きな牽制効
果が働くほか、結果として死亡事故を含めた交通事故
の減少に繋がるものと考えられる。ついては、安全で
安心して暮らせる社会づくりという観点から、飲酒運転
による交通事故を減少させるため、夜間発生事故での
飲酒事実調査を一層強化して頂きたい。

道路交通法 警察庁
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5095 5095A011
損害保険労働組
合連合会

11
保険会社による資産別運用比
率規制の撤廃

保険業法において、保険会社は、資産（株式・外貨建
資産・不動産等）毎に総資産等に対する保有比率が
定められているが、この資産別運用比率規制を撤廃
して頂きたい。

・資産運用の自由度が向上することにより、資産
運用ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの向上が期待される。
・当局への報告等の事務が軽減される。

資産運用規制は、保険契約者の利益を損なわない目
的を有する一方で、金融システムや市場の変化等に
対する機動性に欠けるとともに、契約者の利益にも繋
がる収益性の追求といった面からは運用の選択肢を
狭めていると言わざるを得ない。資産運用は保険会社
の自主ルール等によるリスク管理によって行われるべ
きものであり、かつオフサイト・モニタリングも導入され
ているなか、もはや一律の事前規制は適当ではないも
のと考えることから、資産別運用比率規制については
早期に撤廃して頂きたい。

保険業法第97条
の2第1項
同法施行規則第
48条

金融庁

5096 5096A001
株式会社クレディ
セゾン・株式会社
富士通総研

1
クレジットカード決済による支
払業務

各省庁で発生する出張旅費や物品購入などの支払
いを職員による立替精算や請求書支払でなく、クレ
ジットカード支払で行うことに対する規制緩和（運用
変更）をしていただきたい。

出張旅費や物品購入等の支払業務をクレジット
カード払いで行い、仮払・立替払や請求書払いな
どの業務処理を各職員にクレジットカードを配布
し、業務を効率化・簡素化する。

前回要望に対し御省より「コーポレート・カードによる決
済を行った場合、会計機関として、個々の具体的な支
払について事前に適否を判断し、予算執行管理を行う
ことが困難となる等の問題がある。また、他省庁と異な
り、当省においては、在外公館に資金管理に責任を有
する出納官吏を設置しており、クレジットカードを利用
することなく、各任地国において適切な支払いを行うこ
とが可能である。紛失の危険、一部諸外国での利用の
限界等を踏まえれば、各在外公館が直接現地業者等
に対して支払いを行うことが会計事務の安定性、透明
性に資する。」との回答をいただいた。
予算執行管理の困難性の問題については、多くの他
省庁が実施していることにかんがみれば、問題はない
と考える。また、在外公館のみならず、国内での支出
に関してもクレジットカード支払を導入して頂きたい。

各省庁の会計に
係る運用

外務省
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5096 5096A002
株式会社クレディ
セゾン・株式会社
富士通総研

2
クレジットカード決済による支
払業務

各省庁で発生する出張旅費や物品購入などの支払
いを職員による立替精算や請求書支払でなく、クレ
ジットカード支払で行うことに対する規制緩和（運用
変更）をしていただきたい。

出張旅費や物品購入等の支払業務をクレジット
カード払いで行い、仮払・立替払や請求書払いな
どの業務処理を各職員にクレジットカードを配布
し、業務を効率化・簡素化する。

前回提案に対し御省より「ご要望に関しては、運用上
の問題もありません。」との回答をいただいた。
クレジットカード支払を導入する制度・運用上の問題が
ないとのことなので、また多くの省庁では既に導入済
みであるので、御省においても導入をお願いしたい。

各省庁の会計に
係る運用

文部科学省

5096 5096A003
株式会社クレディ
セゾン・株式会社
富士通総研

3
クレジットカード決済による支
払業務

各省庁で発生する出張旅費や物品購入などの支払
いを職員による立替精算や請求書支払でなく、クレ
ジットカード支払で行うことに対する規制緩和（運用
変更）をしていただきたい。

出張旅費や物品購入等の支払業務をクレジット
カード払いで行い、仮払・立替払や請求書払いな
どの業務処理を各職員にクレジットカードを配布
し、業務を効率化・簡素化する。

前改定案に対し御省より「出張に係る経費について
は、厚生労働省においても個人所有のカードをもって
精算している事例はあるところである。要望の国が出
張者に対してクレジットカードを交付し、そのカードで決
済することは、使用にあたっての公私混同の問題、
カード決済が出来ない経費（バス代等）についての事
務の煩雑化などの問題があることから現状では困難で
あると考える。なお、物品購入については、支出負担
行為及び支出の確認、支出に関する書類が必要なこ
とから現行の法制度では困難である。」との回答をい
ただいた。
多くの省庁において既に実施済みであり問題が発生し
ていないことから、公私混同や事務の煩雑化の問題は
ないものと考える。物品購入についても現行制度内で
既に実施している省庁もあることから、確認や書類の
問題はクリア可能と考える。このため、御省においても
導入をお願いしたい。

各省庁の会計に
係る運用

厚生労働省
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5096 5096A004
株式会社クレディ
セゾン・株式会社
富士通総研

4
クレジットカード決済による支
払業務

各省庁で発生する出張旅費や物品購入などの支払
いを職員による立替精算や請求書支払でなく、クレ
ジットカード支払で行うことに対する規制緩和（運用
変更）をしていただきたい。

出張旅費や物品購入等の支払業務をクレジット
カード払いで行い、仮払・立替払や請求書払いな
どの業務処理を各職員にクレジットカードを配布
し、業務を効率化・簡素化する。

前回提案に対し御省より「要望の内容を確認したとこ
ろ、民間企業で使用されている「コーポレートカード」と
のことであり、当方においては既に外国出張時に限っ
て旅行者に同カードを使用させていることから制度上
は可能と考える。ただし、旅費の支払いをクレジット会
社あてと旅行者あてに分けて支払う必要があり、事務
が繁雑になり簡素化に資するものとは考えられないこ
とから本要望を促進するかどうか、なお検討を要す
る。」との回答をいただいた。
既に多くの他省庁でクレジットカード支払は導入されて
おり事務煩雑化などの問題はないものと考える。この
ため、御省においても導入をお願いしたい。

各省庁の会計に
係る運用

環境省

5097 5097A001 生命保険協会 1
保険会社本体による信託業務
の代理又は事務代行の解禁

保険会社の付随業務として、既に銀行等で行われて
いる信託会社または信託業務を営む金融機関の信
託契約の締結業務及び金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律第１条第１項各号に掲げる業務を受
託する契約の締結業務の代理や事務の代行を行う
ことを認める。

・保険会社が顧客に対して信託商品の提示を行えるこ
ととなれば、顧客利便性の向上、保険会社のエクセス
キャパシティ活用の観点から極めて有効である。
・生命保険会社では、他の金融機関と共同してマス
タートラスト業務等を行う信託銀行を設立しているケー
スがあるが、当該信託銀行の信託契約締結業務の代
理を保険会社に認めることにより、当該信託銀行の顧
客基盤拡充や経営効率化、保険会社の経営資源の有
効活用が促進される。
・なお、銀行等においては信託業務の代理が可能とさ
れている一方、主要な金融機関の中で保険会社のみ
が信託業務の代理等を行うことが認められておらず、
かかる点との公平性を図る必要がある。また、金融審
議会「信託業のあり方に関する中間報告書
（H15.7.28）」では、信託契約の取次ぎを行う者の範囲
を幅広く認めることが適切とされている。

保険業法施行規
則第51条

金融庁総務
企画局企画
課
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5097 5097A002 生命保険協会 2
保険会社本体によるビジネス
マッチング業務の解禁

保険会社のその他付随業務として、既に銀行等で行
われているビジネスマッチング業務を行うことを認め
る。

・保険会社が、営業を通じて得た企業同士の事業戦略
上のニーズをマッチングさせることにより、顧客向けの
サービスの向上を図ることができ、保険会社の既存の
経営資源の活用の観点からも有効である。

事務ガイドライン
（第二分冊）1－6
－5（16）

金融庁監督
局保険課

5097 5097A003 生命保険協会 3
保険会社本体による証券会社
への顧客紹介業務の明確化

保険会社が勧誘を伴わない単なる顧客紹介を証券
会社へ行うことが可能であることを明確化する。

・顧客の幅広い資産運用ニーズに対して、証券会社を
紹介することは、顧客向けサービスの向上を図ること
ができ、保険会社の既存の経営資源の活用の観点か
らも有効である。

事務ガイドライン
（第二分冊）1－6
－5（16）

金融庁監督
局保険課
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5097 5097A004 生命保険協会 4
保険会社の子会社による不動
産投資顧問業務の解禁

保険会社の子会社で行うことのできる業務及び保険
持株会社傘下子会社で承認を受けずに行うことので
きる業務として不動産投資顧問業務を認める。

・年金基金等を中心とする投資家のニーズが有価証券
に係る投資顧問業務に限らず、不動産に係る投資顧
問業務にまで多様化しており、不動産投資に係るノウ
ハウを有する生命保険会社が、子会社において不動
産投資顧問業務を提供することへの期待も高まってい
る。
・保険会社は本来業務である資産運用の一環として不
動産投資を行っているが、賃料収入によるインカムゲ
イン目的の投資のみならず、採算性や適格性を十分
に勘案した上で保有不動産の入れ替えを適宜行う等、
キャピタルゲイン目的の不動産投資についても十分な
ノウハウを有している。従って、保険会社の本業との親
近性においても問題はない。
・また、有価証券に係る投資顧問業務は既に子会社で
行うことが認められているが、有価証券投資と不動産
投資はいずれも保険会社の本来業務としての資産運
用業務の一環であり、蓄積された運用ノウハウとその
活用という観点では、有価証券に係る投資顧問業務と
不動産に係る同業務の本業との親近性は同等と考え
られる。
・さらに不動産投資顧問業務は、既に保険会社の子会
社に解禁されている不動産投資信託委託業務と投資
家のために不動産運用業務を行うという点において親
近性を有している。
・なお、保険持株会社の傘下で承認された実績があ
り、保険会社の子会社に認めることは問題ないものと
考えられる。

保険業法施行規
則第56条の2、第
210条の7、
事務ガイドライン
（第二分冊）1-8-
1(2)⑥

金融庁総務
企画局企画
課

5097 5097A005 生命保険協会 5

保険会社の特定子会社（ベン
チャーキャピタル子会社）の保
有比率10％超投資対象企業
の範囲等の拡大

保険会社の特定子会社が10%を超えて投資できる企
業の範囲について、例えば設立間もない企業など、
幅広いベンチャー企業に拡大する。また、10％超の
投資を行った企業が、その後企業成長により対象か
ら外れた場合についても、投資期間が10年に満たな
い場合は、追加投資を可能とする。

・昨今のベンチャー市場においては、従来からあるベン
チャー企業に加え、大企業からのスピンオフや大学発
など、多種多様な企業が設立されている。これらの企
業は、技術的・ビジネスモデル的に競争力を有してい
るが、資金・人材等が不足している場合も多い。こうし
た状況において、保険会社の特定子会社が10％を超
えて投資できる企業の範囲が拡大されれば、当該ベン
チャー企業の資金ニーズに応えることができる。
・また、投資した時点ではその対象であった企業につ
いて、成長により事業規模等が拡大した場合でも、追
加投資を行うことが可能となれば、当該企業からの支
援継続等の依頼に応えることができる。
・保険業法107条では、保険会社の業務範囲規制の潜
脱等を防ぐ観点から、保険会社の子会社が一般事業
会社の議決権を10％超保有することを禁止している
が、特定子会社については、一定の要件を満たすベン
チャー企業の議決権を10年間に限り10％超保有する
ことが認められている。したがって、10年間の保有期間
制限を維持した上で、保険業法施行規則56条に規定
するベンチャー企業の範囲を拡大することや追加投資
を可能とすることは、業務範囲規制等の趣旨からも問
題ないものと考えられる。
・なお、一般のベンチャーキャピタルでは、一定の出資
割合をもってベンチャー企業の経営状況を詳細に把握
することは、ベンチャー投資のリスク管理に極めて有
効な手段として認識されており、左記要望が実現され
れば、保険会社の特定子会社のリスク管理にも同様
の効果が期待できる。

保険業法施行規
則第56条

金融庁総務
企画局企画
課

中小企業庁
企画課
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5097 5097A006 生命保険協会 6
共済事業にかかる契約者保護
ルールの整備

消費者保護の観点から、消費生活協同組合法を抜
本的に改正し、経営の健全性規制（責任準備金の積
立基準、共済計理人の設置、ソルベンシーマージン
基準および早期是正措置等）、情報開示規制、募集
規制等について、保険業法、農業協同組合法と整合
的な規制を整備する。また、行政の透明性の観点か
ら、現行の最高限度額や許可基準等にかかる通知
を法令で規定する。

・「保険」「共済」ともに一般消費者から見た保障の確実
性に対する期待に変わりはなく、対象を組合員に限定
している生協であっても、生協の大規模化、商品の高
額化・多様化といった実態を考慮すれば、左記の消費
者保護のための規制は必要不可欠である。
・現行、通知に規定されている規制は、法的実効性に
欠けるうえ、改正の際にパブリックコメント手続に付さ
れないなど、行政の透明性に欠けている。
・今般の保険業法改正により、根拠法のない共済につ
いては、特定・不特定を相手方とするかどうかに関わら
ず、消費者保護ルールの抜本的な整備が図られること
を踏まえれば、少なくともこれらの制度の整備状況と平
仄を合わせ、消費生活協同組合法についても抜本的
な改正を検討する必要がある。

消費生活協同組
合法　等

厚生労働省
社会援護局
地域福祉課
等

5097 5097A007 生命保険協会 7
保険会社本体による信託業務
の実施

保険会社本体で、保険金信託以外の信託業務が行
えるよう、保険会社本体の業務範囲を見直す。

・保険と信託の親近性に鑑み、信託商品に対する潜在
的ニーズがあり、生命保険会社が資産運用に係るノウ
ハウを活用して信託商品を取り扱うことができれば、顧
客利便性の向上、保険会社の収益性向上等の観点か
ら有効である。なお、銀行等については、既に本体で
の信託業務の兼営による参入が認められている。

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律施行
令第2条

金融庁総務
企画局企画
課
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5097 5097A008 生命保険協会 8
保険会社本体による投信販社
契約締結の代理もしくは媒介
の解禁

保険会社の付随業務として、系列投信会社等におけ
る投信販社契約（投資信託委託業者が証券会社ま
たは登録金融機関との間で締結する「投資信託受益
証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」）締結
の代理もしくは媒介を行うことを認める。

・保険会社は、登録金融機関として投資信託委託業者
と投信販社契約を締結し、投資信託の募集・販売等を
行っており、投資信託の募集・販売の取扱い等のノウ
ハウを十分に有していることから、投信販社契約の締
結の代理もしくは媒介を行うことは保険会社の業務と
関連性・親近性を有している。
・保険会社がその顧客である証券会社や登録金融機
関に対し系列投信会社等の投信商品を提示できること
となれば、顧客利便性の向上、保険会社のエクセス
キャパシティ活用の観点から極めて有効であり、一層
の顧客基盤の拡充と当該投信会社の経営効率化が促
進される。

保険業法施行規
則第51条

金融庁総務
企画局企画
課

5097 5097A009 生命保険協会 9
保険会社本体による投資顧問
契約等の締結の勧誘

保険会社本体で、系列投資顧問会社等に係る投資
顧問契約等の顧客の勧誘を行うことを認める。

○顧客ニーズ・保険会社の経営の効率性企業年金市
場における保険会社の顧客を中心として、投資顧問会
社の商品に対する潜在的ニーズがあり、保険会社が
顧客に対して投資顧問契約等の勧誘を行えることとな
れば、顧客利便性の向上、保険会社のエクセスキャパ
シティ活用の観点から極めて有効である。
○投資顧問業法上の観点金融市場におけるリスクマ
ネーの必要性が唱えられる中、投資顧問契約等に係
る顧客ニーズの高まりを考えれば、顧客と投資顧問業
者との間で当該契約の締結を代理・媒介する行為を、
新たに独立した業として認めることは意義が大きいと
考えられる。保険会社がかかる業務を行う際には、保
険会社を当該業者として監督当局の認可又は登録に
係らしめ、所要の行為規制、監督規制を適用すること
とすれば、保険会社が行う当該行為が同法に抵触す
ることはないと考えられる。
○保険業法上の観点現在、保険会社は、投資顧問契
約等について顧客の紹介を行うことは可能であり、顧
客のニーズにより能動的に対応する観点からその勧
誘を行える事としても、保険会社の業務範囲の中に現
在行える業務と異質のものが混入する訳ではない。ま
た、信託銀行による投資助言業務・投資一任業務の本
体兼営が可能とされた中、信託銀行と同様に企業年
金受託機関として投資顧問業との親近性を有する保
険会社について、投資顧問契約等の締結の勧誘を認
めることは、規制の均衡という観点からも妥当なものと
考えられる。

有価証券に係る
投資顧問業の規
制等に関する法
律第2条等、
保険業法施行規
則第51条

金融庁総務
企画局市場
課企画課
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5097 5097A010 生命保険協会 10
その他金融業を行う者の資金
の貸付（住宅ローン）の代理業
務に係る規制の緩和

定められた施設以外での契約締結の媒介（勧誘行為
を含む）を認める。（渉外業務を行うことを認める。）

・保険会社が行うことのできる業務として、その他金融
業を行う者の資金の貸付けの業務の代理が認められ
たにも拘わらず、定められた施設以外での契約締結の
媒介（勧誘行為を含む）を行うことができないことは、渉
外業務ができないことであり、事業促進において極め
て大きな阻害要因となる。よって、保険会社が、定めら
れた施設以外での契約締結の媒介（勧誘行為を含む）
を行うことが可能となれば、事業促進の向上はもとよ
り、顧客利便性の向上の観点からも極めて有効であ
る。

金融庁告示第20
号

金融庁
総務企画局
企画課
監督局銀行
第1課

5097 5097A011 生命保険協会 11
特定子（関連）法人等に対する
業務範囲規制の一部例外取
扱いの容認

過去にグループ会社の出資関係等の見直しにより適
正化を行った会社について、事業の再構築等（業務
範囲の見直しや会社売却等）を保険会社主導で行う
ために、一定の条件（目的や期間を限定する等）のも
とで、保険会社の特定子（関連）法人等とすることを
可能としていただきたい。

・過去にグループ会社の出資関係等の見直しにより適
正化を行った会社において、当該会社が事業の再構
築等（業務範囲の見直しや会社売却等）を行う必要が
ある場合に、当該会社の議決権を保険会社又はグ
ループ会社で取得することによって、保険会社又はグ
ループ会社の主体的な関与が可能となり、当該会社
の事業再構築を円滑に推進することが可能となるた
め。

事務ガイドライン
（第二分冊）

金融庁監督
局保険課
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5097 5097A012 生命保険協会 12
特別勘定に関する現物資産に
よる保険料受入、移受管

株、債券等の現物資産による保険料受入、移受管を
可能とすべく法令上措置する。

・新会計基準の適用に伴い、企業サイドでは、保有し
ている株式を当該企業の年金制度に現物で拠出する
ことにより、退職給付に係る積立不足額を解消したい
というニーズが高まっており、企業の保有株式の年金
制度への現物拠出は、企業間の持合株式を市場に悪
影響を与えずに解消できる手段として有効視されてい
る。
・現金化のコストは顧客にとって不利益となり、単独運
用契約の場合、現物をそのまま移管できれば資産価
値を減じることなく移管が可能となる。
・現金化に伴い、大量の株式の売却が行われた場合、
株式相場等の下振れ要因になる。
・信託については、厚生年金保険法の改正により以上
の取扱いが可能であるが、生保が法的な解釈を理由
に取扱えないと利用者利便が著しく阻害される。

保険業法第97
条、第118条、附
則第1条の13他

金融庁総務
企画局企画
課

5097 5097A013 生命保険協会 13
確定拠出年金制度における支
給要件の緩和

企業型における退職時の脱退一時金について、年齢
到達要件および資産額の多寡にかかわらず支給可
能とすべく、支給要件を緩和する。

・昨今の雇用の流動化を背景に退職時の資金ニーズ
は今後より一層高まることが予想され、特に退職金規
定からの全面移行ニーズの強い中小企業等への更な
る制度普及を促進するためにも、支給要件の緩和は
非常に有効である。
・企業年金制度は一般的に退職金制度からの移行と
なっているのが現状であり、厚生年金基金、確定給付
企業年金等の企業年金制度では中途脱退に伴う給付
が認められている。これらの制度との整合性の欠如か
ら、円滑な制度間移行および制度普及の障害となって
いる。

確定拠出年金法
第28条、第33条

厚生労働省
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5097 5097A014 生命保険協会 14
確定給付企業年金制度におけ
る老齢給付金の支給要件等の
緩和

65歳超で定年年齢が設定されている場合、65歳超の
規約で定める年齢に到達した時点で年金の受給開
始を可能としていただきたい。60歳から65歳までの到
達日以外の、例えば退職日などの規約に定める到
達日から年金の支給開始を可能としていただきた
い。50歳未満で退職した者についても、50歳以上60
歳未満の規約に定める年齢に到達した時点で年金
の受給開始を可能としていただきたい。加入期間が
20年以上の場合でも、老齢給付金を設定しない取扱
いを可能としていただきたい。加入期間から労働協
約等に規定する休職期間を控除する取扱いを可能と
していただきたい。老齢給付金の支給年齢要件以外
の要件を満たす者に支給する脱退一時金の額につ
いて、老齢給付金の受給権者になったときに支給す
る給付の現価相当額と支給開始時点で比較する取
扱いを認めて頂きたい。

既に退職という事象が発生しており、かつ、50歳以上
の規約に定める年齢到達という要件を満たした状態で
あるにもかかわらず、退職という事象の発生時期の問
題のみによって年金受給を制限されることは、受給権
者本人の納得が得られない。また、企業内における制
度運営の観点から、50歳以上退職者との均衡を図る
必要がある。さらには、ライフサイクルなどの観点から
も、50歳未満退職者について、50歳～60歳の間におけ
る年金受給ニーズは高いと考えられる。
・年金は退職後の所得保障を目的とするため、在職中
に年金が開始することは制度の趣旨に合わない。ま
た、弾力化の措置により事務負担の軽減を図ることが
できる。加入期間が20年以上の場合であっても、年金
受給の資格を付与しないで、一時金だけの設定とした
いニーズが強い。また、制度設計の自由化により、適
格退職年金など企業の退職金制度からの円滑な移行
を促すことが期待できる。
・資格喪失により加入期間から休職期間の控除は可
能ではあるが、受給権の発生等が伴うため、取扱いの
緩和により複雑な制度運営の負担の緩和を図ることが
できる。
・老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を満たす者
に支給する脱退一時金を繰下げする際に、付利は要
件とされていないため、取扱いの緩和により適格退職
年金など企業の退職金制度からの円滑な移行を促す
ことが期待できる。

確定給付企業年
金法第36条、第
41条

厚生労働省
年金局企業
年金国民年
金基金課

5097 5097A015 生命保険協会 15
中小企業退職金共済制度から
の確定給付企業年金への移
行の弾力適用

中小企業者が確定給付企業年金制度を実施する場
合にも、中小企業退職金制度の解約手当金を被共
済者に返還せず、確定給付企業年金の掛金に充当
することを認めていただきたい。

・企業のアライアンスが活発化している現状において、
中小企業者が合併や営業譲渡などの組織変更を行う
ケースも多い。中小企業退職金共済契約を実施してい
る中小事業者が確定給付企業年金を実施している中
小事業者と合併するなど、確定給付企業年金に解約
手当金を充当したいとするニーズがある。

中小企業退職金
共済法第17条

厚生労働省
労働基準局
勤労者生活
部勤労者生
活課年金局
企業年金国
民年金基金
課
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5097 5097A016 生命保険協会 16

未公開会社（株式譲渡制限会
社）が特定の株主から自己株
式を取得する際に他の株主が
買取を請求できる期間の延長

株式譲渡制限会社が、株主総会決議によって特定
の株主から自己株式を取得する際に、他の株主が自
らも買取対象に含めることを請求できる期間（当該議
案の通知を受領した日から買取の請求締切日まで）
を１週間程度確保して頂きたい。

・現在の商法の規定においては、株主総会の招集通
知を総会前の１週間前に短縮できるよう定款変更を
行った会社が、特定の株主から自己株式を取得する
場合、他の株主は自らも買取対象に含めることを総会
開催日の５日前までに請求しなければならないため、
当該判断を極めて短期間に行わなければならず、郵
送の状況によっては、権利を行使できない場合もあ
る。現在国会審議中の会社法案及び関連政省令にお
いても上記の問題が改善されない場合、その他株主
が買取を求めることができるとする制度の趣旨が活か
されない場面が生じる。

商法第２１０条第
７項
※現在国会審議
中の会社法案第
１６０条第２項、同
第３項

法務省

5098 5098A001

株式会社日本総
合研究所

三井住友カード株
式会社

1
地方公共団体の支出における
クレジットカード払いの可能化

地方自治法第232条の5との関係において、クレジット
カードによる支出を可能としていただきたい。（もし現
在でも可能であるならばその旨明示していただきた
い。また、その他の規定でクレジットカード払いを妨
げている規定がもしあるならば、その規定及び問題
の所在を教えて頂き、クレジットカード払いを可能と
するよう改正していただきたい。）

地方公共団体の物品調達費、出張経費、車両関
係費等、支出全般におけるクレジットカード払いの
導入

地方自治法２３２条の５では、「普通地方公共団体の
支出は、債権者のためでなければ、これをすることが
できない。」と規定しているところ、仮に物品等供給店
舗が自治体に対する債権者となる場合はクレジット
カード会社が間に介在するカード払いは認められない
と考えられるが、他方で店舗からカード会社に債権譲
渡して、カード会社が自治体に対する債権者となる形
式であれば同条に抵触せず可能であると考える。債権
譲渡契約の場合、クレジットカード加盟店でクレジット
カードにより支払いをした場合、加盟店との契約によ
り、加盟店からカード会社に所定の売上票が到着した
時点で、加盟店からカード会社に債権が譲渡される。
したがって、地方公共団体の支出をクレジットカードで
行った場合も、債権者はカード会社となる。また、カー
ド会員からカード会社への支払いは口座振替により行
われるのが一般的であることから、地方自治法第232
条の5には抵触しないものと考える。クレジットカード払
いの活用による効果として、導入側の地方公共団体に
おいては、調達プロセスの簡素化・会計処理の単純
化・支払業務の軽減等が可能となり、事務コストの削
減・職員の生産性向上を図ることができる。また、取引
業者側においても、請求事務・入金管理業務等のコス
ト削減や、代金回収の早期化によるキャッシュフロー
の改善等、メリットが多い。また、カード会社が介在す
ることにより、取引データの提供による詳細な支出分
析、モニタリング等も可能となり、透明性の向上にも寄
与するものである。尚、米国政府では、クレジットカード
の活用によるコスト削減額は、年間14億ドルと推定し
ている。（2004年度実績、米国一般調達局[GSA]試算）
日本の行政ｻｲﾄﾞにおいても、これらの事例の検証も併
せてお願いしたい。

地方自治法第
232条の5

総務省
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5099 5099A001 国際銀行協会 1
コンピュータ関連業務に関する
届出業務の範囲の拡大につい
て

証券会社がその親法人等又は子法人等との間でコ
ンピュータ関連業務を統合して行う場合、現状、①証
券取引法（以下「法」という。）第34条第4項に基づく承
認による方式、②法第34条第3項に基づく届出による
方式又は③サービス会社を設立する方式のいずれ
かによっている。①の承認業務方式は、証券会社が
法第34条第4項に基づく承認を受けて親法人等又は
子法人等に対してコンピュータ関連業務を提供する
ものであるが、平成13年6月29日付の事務ガイドライ
ン一部改正の際に、当該業務の承認に関する記述
が削除され、以後この承認は与えられていない。②
の届出業務方式は、証券会社に関する内閣府令第
25条第13号に定める「他の事業者の業務に関する電
子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及
び計算受託業務」及びその附帯業務（同条第16号）
を法第34条第3項に基づく届出を行って営む方式で
ある。平成13年事務ガイドライン改定以降は、これが
証券会社がコンピュータ関連業務を親法人等又は子
法人等に対して提供し得る唯一の根拠となっている。
③のサービス会社方式は、コンピュータ関連業務を
提供する関連会社が、グループ内の証券会社及び
銀行の双方に業務を提供する方式である。　上記各
方式における業務範囲を比較すると、①の承認業務
方式と③のサービス会社方式では営むことのできる
業務の範囲として「保守管理、データの保管管理の
ためのハードウェアー及びソフトウェアーの管理」が
明確に含まれているのに対し、②の届出業務方式に
おいては、この業務が具体的に明示されていない。
従って、前記平成13年事務ガイドライン改正によっ
て、証券会社が親法人等又は子法人等に対して提
供することのできるコンピュータ関連業務の範囲は狭
められたか、又は不明確となった。改正前に承認を
受けた金融グループと改正によりその機会を失った

そもそも情報共有の禁止の趣旨は、一の法人の保有
する顧客の非公開情報に他の法人が同様に保有者と
しての権限を行使することによる弊害を防止することに
あると思われる。この保有者としての権限には、改変、
削除、利用、開示等が含まれるが、単に委託者のため
にデータの保管管理を行う場合や保守管理目的で情
報に機械的にアクセスするに過ぎない場合には、これ
らの権限を有さず、従って当該情報を保有又は共有し
ていると言うことはできない。　これらに照らして考える
と、「データの保管管理」の業務自体を情報共有禁止
に触れるとして禁止する必要性はないものと考えられ
る。コンピュータ関連業務の受託範囲を超えて情報の
不正利用が行われる懸念については、業務を受託し
た会社において二次的な不正利用を防止する措置を
講じることによって解消されるべきであり、適正に遂行
される場合を含め当該業務の受託自体を「弊害」とす
べきではない。　サービス会社や過去に承認を受けた
証券会社に認められている保守管理業務、データの保
管管理のためのハードウェアー及びソフトウェアーの
管理業務については、これを受託した情報技術部門が
当該業務を適切に遂行するためには、システム管理者
としてのアクセス権を有すべきことは自明であるから、
現行ルールはかかるアクセス権の設定自体が直ちに
弊害防止措置に抵触するとの前提に立っていないと考
えるべきである。

証券取引法第34
条第3項、証券会
社に関する内閣
府令第25条第13
号及び第16号、
証券取引法第34
条第4項、「証券
会社、証券投資
信託委託業者及
び証券投資法人
等並びに証券投
資顧問業者等の
監督等にあたっ
ての留意事項に
ついて」七－四、
証券取引法第45
条、証券会社の
行為規制等に関
する内閣府令第1
項第7号及び第8
号

金融庁

添付資料１：別紙参照 *1 こ
のため、①証券会社に関す
る内閣府令第25条第13号
を、「他の事業者の業務に関
するシステム開発、保守管
理、データの保管管理、電算
処理等の業務」と改正し、明
確化していただきたい。　②
現在まで証券取引法上の弊
害防止措置（情報共有の禁
止）に抵触するとして除外さ
れていた「データの保管管
理」業務を、サービス会社の
業務としても認めていただき
たい。

5099 5099A002 国際銀行協会 2 銀行代理店規制の緩和

（１）　「代理店」が行える業務の範囲を特定するので
はなく、「代理店」規制の対象となる業務を特定する
規制とし、当該規制対象の業務を銀行の固有業務に
限定して、銀行以外の者も行うことができる銀行の付
随業務を「代理店」規制の対象外とする。 （２）　「代
理店」の定義を限定して、銀行法が規制の対象とす
る「代理店」とは、単に銀行を代理して契約や取引を
締結するにとどまらず、「業務」、すなわち営業と観念
できる一定の分野についての業務全体を相当の裁
量権をもって自己に代わって行うことを代理人に対し
て委任する場合に限定する。

（１）　銀行も私的自治の拡張機能としての代理制度を
利用するニーズを有していることについては他の企業
と同様であり、免許業務たる銀行業務以外の一般的な
業務については代理制度の利用が制限される理由に
乏しいと考えられる。（２）　銀行代理店及び営業所規
制の趣旨は、代理店や営業所が預金吸収の基本的手
段であるとともに貸出等の拠点であり、その設置等が
地域の通貨供給・資金需要に大きな影響を及ぼすた
め、これを認可制にかからしめたものと理解されている
（昭和54年6月20日　金融制度調査会答申「普通銀行
のあり方と銀行制度の改正について」）。　かかる趣旨
からは、本規制が対象とする業務は銀行の固有業務
に限定されるべきであり、銀行以外の者も行うことがで
きる銀行の付随業務をも対象とする理由はないと考え
られる。（３）　かつての通達では明確に「代理店」には
付随業務のみを代理する者は含まれないとされていた
（蔵銀901号　第二、第三）。以降、銀行法施行規則
が、「代理店」の定義が付随業務を含むと解釈すること
もできるように改正されたが、一方では、付随業務の
みを代理する者も「代理店」に含まれるとした場合に当
然必要となる制度上の矛盾点には何らの手を加えるこ
となかった。これは、「代理店」の範囲を広げることをこ
れまでは意図していなかったのではないかと考えられ
る。本年の銀行法施行規則改正は、付随業務のみを
行う者も代理店規制の対象となるものとしているが、現
段階になって代理店に関しての規制強化を行う必要が
あるのか理解が困難である。（４）　現行の銀行法の体
系上、付随業務のみを代理する者も代理店に該当す
るとすると、重複して認可と届出が必要とされる等の制
度上の矛盾が生じている。（５）　他の業態の規制との
関係においても制度上の問題が生じている。たとえ
ば、証券会社が顧客を代理して行うことができる業務
には、証券取引法第34条第1項、第2項、第3項及び第

銀行法施行規則
第8条第5項、同
第9条の3第2項、
銀行法施行規則
第9条第3項第2
号の規定に基づ
き代理店契約書
の案の記載事項
等を定める件第2
条

金融庁

・添付資料１：規制の現状等
については別紙参照　＊1
（６）　シンジケート・ローン等
において、銀行が資金の貸
付を行う際に他の当事者を
エージェント等として選任して
エージェント業務を行わせる
ことは広く行われているとこ
ろであるが、かかるエージェ
ント業務の多くは事実行為で
あるものの法律行為的要素
を含む場合もある。　代理行
為の中でも代理店規制の対
象を、対象とする行為の種類
のみによって区別するだけで
なく、代理行為の内容や程度
によっても区別しうるよう「代
理店」の定義を限定し、明確
化するべきであると考える。
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5099 5099A003 国際銀行協会 3
非公開顧客情報の授受禁止
規定の廃止

発行者又は顧客（以下「発行者等」という。）に関する
非公開情報を証券会社の親法人等又は子法人等の
役職員と授受することを規制する現行の行為規制府
令第１２条第７号は廃止し、それに合わせて行為規
制府令第１２条第８号も廃止する。

発行者等に関する非公開情報の授受については、親
子関係等にあるもののみを対象として禁止している
が、このような関係にある者は、そうでない場合に比べ
情報の濫用による利益相反行為の危険が大きいとの
考え方が背景にあるものと思われる。そうであるなら
ば、もっとも利益相反行為の危険性が大きいと思われ
る同一法人内での行為に適用される規制よりも厳しい
規制を課すことの合理性はないと思われる。親子関係
等にある者の行う発行者等に関する情報を利用した利
益相反行為を防止するためには、具体的行為に着目
し非公開かつ顧客の投資判断に影響を及ぼす情報、
または顧客の注文の動向の情報を自己売買等又は当
該情報を提供した勧誘を禁止することとすれば十分で
ある。 また、個人顧客に係わる情報の保護について
は、個人情報保護法及び金融機関を対象とした個人
情報保護法制に委ねることとするべきである。  法律の
趣旨に沿って適正な情報管理が出来るのであれば、コ
ンピュータを使ったということのみに起因して弊害が生
じることはないので、電子情報処理組織の共有禁止規
定を廃止するべきである。

証券会社の行為
規制等に関する
内閣府令（「行為
規制府令」）第１２
条第７号及び８号

金融庁
・添付資料１：規制の現状等
については別紙参照

5099 5099A004 国際銀行協会 4
外国銀行支店への信託業務
の兼営の解禁にかかる兼営法
の改定

兼営法に、外国銀行支店については、合併に関する
規定（同法第６条以下）の適用がない旨又は銀行法
の外国銀行支店の規制と同様に届出制とする旨を
規定する。

銀行法第47条第２項は、外国銀行が主たる外国銀行
支店を定めて銀行法第４条第１項の内閣総理大臣の
免許を受けたときは、免許を受けた外国銀行の主たる
外国銀行支店および従たる外国銀行支店を一つの
「銀行」とみなしている。他の金融規制業法において
「銀行」と規定されている場合も、一般的に外国銀行支
店も含むものと解釈されており（証券取引法第２条第８
項、第65条第１項、第２項等）、「銀行」から外国銀行支
店を除外する場合には、「この法律の施行地外に本店
を有するものを除く」（預金保険法第2条第1項、金融機
関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第1項）
等の明示の規定が置かれている。信託業務を兼営す
ることができる金融機関には、銀行法第２条第１項に
規定する「銀行」が含まれる（兼営法施行令第１条第２
項、第２条第１号）が、同規定は、外国銀行支店が除
外していないので、外国銀行支店への同法の適用を
排除していないと考えられる。
金融庁が平成14年1月11日付でホームページにおいて
公表した「金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律施行令等を改正する政令案等に対するパブリックコ
メントの結果について」においては、「外国銀行支店
も、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条
第1項の規定による信託業務の兼営の認可の対象と
なるのか。」というパブリックコメントに対して、「現行の
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律において
は、外国銀行支店が信託業務を行うことは予定されて
いないものと考えております。」という回答がなされてい
るが、これは、外国銀行支店には、兼営法上の合併に
関する規定（兼営法第６条以下）の適用の余地がない
からであり、外国銀行支店への同法の適用を否定する
ものではないと考えられる。銀行法上、合併に関する
規定（同法第30条第１項等）は、同法第47条第２項で
外国銀行支店への適用が排除されており、兼営法上

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律第1条
第2項、
同第2条第1項
同6条以下

銀行法47条第2
項
同4条第1項
同30条第1項
同49条第1項第3
号

証券取引法第2
条第8項
同65条第1項、第
2項

金融庁
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5099 5099A005 国際銀行協会 5
外国銀行支店への信託業務
の兼営の解禁にかかる兼営法
の修正

兼営法施行令第２条第１号の「銀行」を「銀行（銀行
法第47条第２項に規定する外国銀行支店を含む。）」
と修正し、外国銀行支店も、「銀行」に該当し、兼営法
第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可の
対象となることを明記する。

1) 外国銀行支店は、銀行法上の固有業務（同法第10
条第１項）、付随業務（同条第２条）を営むことができ
（同法第47条第２項参照）、また、他業証券業務（同法
11条、証券取引法第65条第２項）についても解釈上営
むことが認められており、銀行と業務範囲の点におい
て差がない。したがって、法定他業（銀行法第12条）で
ある兼営法に基づく信託業務のみ認められないとする
規制上の理由はないと考えられる。

2) 信託業法第２条は、信託業を営むには株式会社で
なければならない旨規定しているが、同法を準用する
兼営法第４条は、信託業法第２条を準用していないの
で、外国銀行支店に信託業務の兼営を解禁する上で
支障とならない。

3) この点、外国銀行は、別途子会社として、株式会社
形態の信託兼営銀行を設立することも可能である。し
かし、平成14年２月１日施行の兼営法施行令第２条第
１号の改正により、それ以前は子会社である信託兼営
銀行を通じてのみ信託業務が認められていた都市銀
行本体において信託業務の兼営が解禁されたことに
鑑みると、同じく「銀行」とみなされる外国銀行支店に
ついて信託業務の兼営が認められないのは法律上不
均衡である。また、別途外国銀行支店とは別に子会社
として信託兼営銀行を設立しなければ、日本において
信託業務を営むことができないとするのは、当該外国
銀行に不当な経済的出捐を強いることになる。

4) なお、現在、衆議院で閉会審議中の「信託業法」案
においては、外国信託業者が、主たる支店を定めて内
閣総理大臣の免許又は登録を受けて、当該主たる支
店又は当該外国信託業者が国内において設ける他の
支店において信託業又は管理型信託業を営むことが

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律第1条
第１項
同法第4条、第5
条の2、第6条、第
7条の2、8条の3

金融機関の信託
業務の兼営等に
関する法律施行
令第2条第1号

銀行法47条第2
項
同法第4条第1項
同法12条

信託業法第2条

信託業法（案）53
条、54条

金融庁

5100 5100A001
日本行政書士会
連合会

1
商業・法人登記申請の行政書
士への開放

　司法書士法第３条により、法務局又は地方法務局
に提出する書類の作成と手続は司法書士の専管業
務とされているが、そのうち商業・法人登記申請に限
り、行政書士、税理士、中小企業診断士等も書類の
作成及び手続が行えるよう、規制を緩和すべきであ
る。

　会社・法人設立や各種変更では、定款や総会議事録
等、申請に必要な添付書類は行政書士が作成してお
り、登記申請書の作成及び手続のみ、規制があるため
本人申請又は本人が司法書士に依頼している。依頼
者は、一連の業務として迅速かつ廉価を望む中、制限
があるため、手続の煩雑さと負担を強いられている。
登記申請書の作成及び手続を行政書士等も行えるよ
うにすることで、依頼者たる国民は迅速かつ廉価な
サービスを享受することが可能となり、利便性が増す。
　なお、昨今の電子申請化に伴い、電子公証制度に基
づく定款の認証方法に「電子定款」があり、これに使用
する電子署名として、本会が行政書士会員向けに発
行している電子証明書が認められた。
＜再要望に伴う法務省回答への意見＞
（１）専門的知識について
　商業・法人登記に係る登記申請書の作成は、添付書
類で明確にされている事実を引き写して記載するもの
である。一方で、その記載事項を証明するために添付
する定款や各種議事録等の書類の作成など、登記申
請までの手続全般について、相談からの一連の依頼
案件として行政書士が行っている実態もある。また、会
社・法人設立、変更登記には、許認可申請を伴うもの
も多く、許認可の内容を熟知した上での登記申請が必
要。許認可申請は行政書士が専門分野として行ってい
る。申請書記載事項を証明するための添付書類を専
管業務として作成しており、また許認可申請も専管業
務としている行政書士に、商業・法人登記に関する専
門的知識がないとするのは、形式的な見解に過ぎる。
（２）能力の担保について
　行政書士試験は、幅広い業務内容に対応する能力
を担保するため、広範な法律分野が出題されており、
商法に加え、民法、税法、労働法など、会社・法人の経
営・運営に必要な法律分野が含まれている。また、行

司法書士法第3
条第1、2号

法務省

○添付資料
基準認証・資格制度ワーキン
ググループ会議(H17.2.14)へ
の法務省提出資料に対する
意見書
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5100 5100A002
日本行政書士会
連合会

2
行政書士による出張封印代行
業務の取扱範囲の規制緩和

　行政書士による自動車の出張封印代行業務は個
人ユーザーに関するものに限定されているところ、こ
れを法人ユーザーに関するものについても取扱範囲
に含めるべきである。

　現在、自動車の出張封印代行業務は甲種封印受託
者から行政書士が再委託を受け実施しているが、取扱
範囲が「個人ユーザーの変更登録及び個人ユーザー
と他の個人ユーザー間の移転登録」と限定されている
ため、法人ユーザーは、自ら運輸支局に出向き封印を
受けるか、別団体（全国自動車標板協議会等）に封印
のみを依頼するなど、利便性に欠ける点がある。
　また、業務範囲の限定により、甲種封印受託者から
行政書士が再委託を受けられない地域も一部存在し
ており、有益なサービスを全国あまねく提供することが
できていない。
　法人ユーザーも取扱範囲として認められれば、個人
ユーザーに対してと同様、登録業務を行政書士が一連
のものとして処理できることとなり、迅速かつ廉価な
サービスが全国で提供することができ、封印制度の更
なる発展にも寄与できる。

【法律】道路運送
車両法第11条
【通達】「甲種受
託者による出張
封印の実施につ
いて」（平成13年3
月27日・国自管
第22号　各地方
運輸局整備部
長、沖縄総合事
務局運輸部長宛
自動車交通局技
術案全部管理課
長文書）

国土交通省

5101 5101A001
在日米国商工会
議所

1
共済と民間保険会社間の平等
な競争環境の確立

制度共済と民間保険会社との間に規制面で平等な
競争環境を確立すること。平等な競争環境を達成す
るために実質的に不特定多数の人に販売している制
度共済に対して、①民間保険会社と同水準の課税を
行うこと②契約者保護のためのセーフティネットの整
備を行うこと③金融庁の監督下に置き、保険会社と
同様の規制の対象とすること。

平等な競争条件の確保と適切な監督・規制により
消費者保護が図られる。

共済は共通の利害をもつ者、同じ職業に従事する者
の集団により形成された協同組合類似の組織である
が、生損保商品、第三分野商品を幅広く提供しており、
消費者は誰でも出資金を支払い構成員になれば、こ
れらの共済の商品を購入することができるため、実質
的には不特定多数の人を対象として販売されており、
民間保険会社と実態は変わらない。
制度共済は根拠法に基づく主務官庁の監督を受けて
いるが、民間保険会社を監督している金融庁のそれと
比較すると透明性が低く、適用においても厳格性に劣
る。金融庁は財務の健全性、ルール遵守、リスク管理
を含めてこれら制度共済を監督する権限をもっておら
ず、民間保険会社と平等な条件での規制下に置くこと
ができない。
日本政府は「サービス貿易に関する一般協定」
（GATS）の下で保険・保険関連サービスを含む金融
サービスに関して具体的な合意事項を採決している。
これらの合意事項は共済を例外とすることを認めてい
ないにも関わらず、政府は共済に対して競争上重大な
優遇措置をとりつづけており、GATS上深刻な問題と
なっている。日本政府は、GATS上の義務に従い、実質
的に不特定多数の人に販売している制度共済に対し、
民間保険会社と同じ規制、つまり保険業法に基づく規
制およびガイドラインの下で金融庁の完全な監督下に
置く必要がある。

消費生活協同組
合法
中小企業等共同
組合法
農業協同組合法
等

厚生労働省
経済産業省
農林水産省
等

県民共済、JA共済、全労済
などの根拠法のある制度共
済は、根拠法に基づく主務官
庁の監督下にあるが、民間
保険会社に対して適用され
る規制との整合性が取れて
いないため、不平等な取扱と
なっている。それにもかかわ
らず、共済は民間保険会社
が提供する商品と直接競合
する生損保商品、第三分野
商品を幅広く販売している。
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5101 5101A002
在日米国商工会
議所

2
保険募集における書面交付説
明義務の電磁的方法の適用

保険契約者への書面の交付によることとされている
説明については、保険契約者の承諾を得て当該書
面に記載すべき事項を電磁的方法により提供し、契
約者へ説明することも合わせて認めること。（規則第
53条6第2項で認められている電磁的方法を認めるこ
と。）

顧客に対して幅広いサービスを提供することが可
能となり、顧客利便性の向上が図られる。

銀行取引や証券取引においては、為替リスク、変動リ
スクのある外国通貨建て預金取引や海外投資信託の
購入などに関し、目論見書の電子交付とともに電子取
引がインターネットで一般的に行われている。保険募
集分野においても、保険契約者の承諾を得て電磁的
方法による書面交付と同等の説明を提供できるよう認
可し、さらに署名または押印も電磁的方法で行えるよう
にする。

保険業法施行規
則第53条第１項
第1号-4号

金融庁
総務企画局
企画課

保険業法施行規則第53条第
1項において、保険募集に関
して、①特別勘定を設置する
保険契約、②為替変動リスク
のある保険契約、③解約返
戻金のない保険契約、④転
換の募集においては、書面
の交付による説明義務が規
定されている。

5102 5102A001

レッツスポーツ株
式会社
株式会社テクニカ
ルサプライ
NPO元気力向上
委員会
NPO健康医科学ト
レーナーズ協会
戸谷尚三（個人）

1
公共施設の有効活用における
民間による交付金の運用

公共施設の運営については、地方自治法の一分改
正により、公の施設の管理・運営を、地方公共団体
から指定を受けた民間企業や団体が受託できる制
度「指定管理者制度」が新たに導入され民間の参入
がし易くなったが、実際の運営は、規制的であり、企
画や集客のためのサービス内容等に魅力が乏しく運
営はままならないのが現状です。（利用料の収入で
の運営。スポーツ、運動＝各種教室等に留まってい
る）そこで、指定管理者としてではなく、地域の体育
館や健康増進施設等において、民間が「地域介護・
福祉空間整備等交付金」（現行は、自治体への交
付）を受けることができ、地域抱括支援センターとして
の役割りの一部をにないつつ、介護予防や生活習慣
病予防・改善、スポーツ等の拠点としの役割が果た
せるよう交付金の規制改革を要望する。

地域公共の体育館や健康増進施設等を拠点に生
活習慣病の予防・改善は、健康日本21にそくした
運動や健康啓蒙の場として、介護保険において
は、予防重視型システムの転換される事から地域
支援事業（介護予防サービス）・新予防給付（運動
器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等）の
場として運営する。

これまでの公共体育館や健康増進施設では、健康づく
りを主眼とした取り組み（スポーツ・運動＝健康教室
等）をしてきたが、それぞれが同じうな事業をしていて、
住民にとってはどの事業主体の事業に参加するか、ど
の施設に行けば良いのか選択に迷うのが現状です。
（管轄する部署の連携がないことも起因する）そのた
め、縦割り行政を是正、地域再生に資する民間活動へ
の支援の重点化の観点から、健康増進・介護予防・ス
ポーツ・運動等に関する事業の一本化を図り、一の場
所を総合的な拠点にとして、民間による運営により事
業の実施が必要と考えるため。

○地方自治法
（昭和22年法第
67号）○基盤整
備促進法に関す
る法令（平成17年
法25・改称）：地
域介護・福祉空
間整備等交付
金。

文部科学省
厚生労働省
総務省
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5107 5107A001 ＫＤＤＩ株式会社 1

超広帯域無線
(UWB)ｼｽﾃﾑの
利用に関する
規定の整備

　情報通信審議会においてUWB無線システムの導入
に向けた検討が行われているが、次世代携帯電話
等の移動通信システムや無線ブロードバンドシステ
ムの発展に支障が起きないよう、審議会の中間報告
にも示されているように、ITU-R勧告等を尊重し国際
的な検討結果と整合のとれた制度とすべきである。

　ユビキタスネット社会に向かう今後の社会経済の発
展にとって、次世代携帯電話、無線ブロードバンドシス
テムが、重要な役割を果たすものと期待される。その
ためには、良好な無線回線品質を実現する周波数の
確保とその維持が不可欠である。
　一方、UWB無線システムも情報家電など、家庭の情
報化を促進するものとして期待されているが、広範囲
の周波数帯の電波を発射するため、次世代携帯電話
や無線ブロードバンドシステムなど、今後の基幹となる
システムといかに共存するか（これらのシステムの発
展の障害とならないようにするか）が課題となってい
る。

・電波法

・電波法施行規
則

総務省
総合通信基
盤局

5107 5107A002 ＫＤＤＩ株式会社 2
ブロードバンドを利用した電気
通信役務利用放送の著作権
法上の位置づけの明確化

　ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利
用放送の著作権法上の位置づけについて期限を付
して検討するとともに、とりわけ、同放送における地
上波および衛星放送の同時再送信が著作権法第２
条第１項第９号の２の有線放送に該当することを明
確にすべきである。

　電気通信役務（FTTH）を利用した放送によって、
地上波および衛星放送の同時再送信を行いた
い。
　しかしながら、電気通信役務利用放送について
は、著作権法上、有線放送に該当するのか自動
公衆送信（著作権法第２条第１項第９号の４）に該
当するのか、位置づけが明確化されていないた
め、同時再送信を行うことができない。

　ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利
用放送は、ＩＰマルチキャスト技術を利用する等して、公
衆によって同一の内容（すべての内容）の送信が同時
に受信されることを目的として送信しており、著作権法
第２条第１項第９号の２の「有線放送」に該当するもの
と考えられる。電気通信役務利用放送のうち、地上波
及び衛星放送の同時再送信を行っている衛星役務利
用放送および有線役務放送の一部（有線テレビジョン
放送）については、運用上、「有線放送」とすることで特
に問題は生じていない。
　ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利
用放送は、デジタルデバイドの是正や地上デジタル放
送の整備を実現する上で重要な役割を担うものとして
注目されており、同様の目的で送信されている他形態
の電気通信役務利用放送との公正な競争条件を確保
する上でも、同放送の著作権法上の位置づけを明確
にすべきである。
　なお、米国、イタリア、フランス、香港では、既に同方
式による放送の同時再送信が行われている。

・著作権法

・電気通信役務
利用放送法

文化庁長官
官房、総務省
地域情報通
信政策局、情
報通信政策
局

内閣官房（知
的財産戦略
本部、IT戦略
本部）

　本件については、『知的財
産推進計画2004』において、
「こうしたコンテンツがブロー
ドバンドサービスを利用した
電気通信役務利用放送にお
いて有効に活用されるよう、
２００４年度も引き続き権利
者等の関係者間の協議を奨
励するとともに、著作権法上
の位置付けについて、市場
や国際的な動向を踏まえつ
つ２００４年度に検討する」と
されているところである。
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5108 5108A001
有限会社　アグリ
クリエイト

1
乾燥処理済み生ごみを再利用
する場合の輸送の規制緩和

現在、生ごみの減量または、リサイクルを目的として
生ごみ処理機が普及しています。しかし、環境省の
見解では、生ごみ処理機で処理した処理物（以下、こ
の処理物と言う。）は、その内容（処理状態）、その後
の廃棄または、再利用等の用途にかかわらず、すべ
て廃棄物としています。この場合、廃棄物及び清掃
に関する法律（以下、この法律と言う。）に従って適正
に処理しなければなりません。しかし、生ごみ処理機
の購入者の多くは、処理物の肥料化再利用を望んで
います。また、肥料製造業者は、都道府県の肥飼料
検査所から登録を受けることになっています。登録を
受けている肥料製造業者が、受け入れ処理物をすべ
て再利用することを条件に、この処理物について、こ
の法律の規制を緩和し、輸送及び処理できれば生ご
みのリサイクルは急速に進みます。今回の要望とし
て、処理物の輸送費の一部を排出者に負担しても
らった場合であっても、購入した処理物のすべてを使
用し、価値のある商品を製造する場合は、法令の規
制を受けず、有価物として取引できるよう規制緩和を
お願いします。

現在、世の中に普及している業務用生ごみ処理
機は、２０～５０K/日処理の小型のものが殆どで
す。その主流は乾燥型の処理機で、異物の分別
及び、適切な乾燥がされていると肥料原料に適し
ています。この処理物を原料に特殊肥料を製造
し、農家やガーデニング愛好家に販売すれば、十
分な事業採算性が望めます。さらに、この肥料を
購入した農家の農産物を、野菜のグリーン購入と
して、処理物の排出者に購入してもらえば、新た
な農産物の流通システムが生まれます。

現在、生ごみ処理機で処理した乾燥有機物を集めて
肥料加工する場合、①廃棄物及び清掃に関する法律
に従い事業を進めるか、または、②乾燥処理物を有価
で購入し、かつ収集に関する費用をすべて負担して肥
料製造業者として事業を進めるかどちらかです。①の
場合は、一般廃棄物の収集運搬業者が集めて、一般
廃棄物の処理業者が処理に当たるわけですが、この
場合一般的には、乾燥有機物の排出者は、処理費及
び運搬費を負担せねばならないので、生ごみ処理機を
購入した上で、更なる負担を強いられることになりま
す。②の場合は、排出者は、処理物を有価で販売で
き、かつ運搬費を負担することがないので助かります
が、肥料製造業者は購入費と運搬費のすべてを負担
することで、肥料の製造原価が高くなり、販売価格も上
がり、購入する農家の負担も増えます。このため、①
の場合、２の場合とも事業化が進みません。そのた
め、生ごみ処理機は普及しても、その処理物の有効利
用は進みません。運搬費の一部を排出者に負担しても
らうことで、肥料の製造コストが下がるため販売価格も
下がります。乾燥生ごみの肥料化リサイクルは確実に
進みます。生ごみ処理機で乾燥処理した有機物は、再
度水に濡らすことがなければ、そのままの状態で放置
しても腐敗せず、悪臭も出ません。また、適切な肥料
加工を施せば、十分価値のある特殊肥料に加工でき
ます。

廃棄物及び清掃
に関する法律及
び、関連法令で
は、有価で取引さ
れるものはその
対象外になって
います。ただし、
過去に悪質な運
搬業者が廃棄物
は購入するとして
運搬費を高く請
求した例があり、
逆有償になる場
合は、法令の規
制を受けるよう指
導されています。

環境省大臣
官房廃棄物
リサイクル対
策部リサイク
ル推進室

現在、有限会社アグリクリエ
イトでは肥料製造業者とし
て、この乾燥有機物を有価で
購入し、かつ運送費も負担し
て事業を進めています。しか
し、近年農産物の価格が下
がり、農家も高価な肥料は購
入できなくなりつつあります。
今後、肥料の販売価格をさ
げ、生ごみリサイクルを続け
るために今回の要望を出しま
した。現在の事業の取材記
事、乾燥有機物排出事業者
リスト、肥料製造業者の登録
書を添付します。

5111 5111A001
三井トラスト・ホー
ルディングス株式
会社

1
信託型ライツ・プランに係る受
益者の本人確認義務の緩和

・現在、金融機関等による顧客等の本人確認等及び
預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第３
条、同施行令第１条、及び同施行規則第１条等によ
り、適格退職年金信託等の一部の信託商品に係る
受益者については、同法に基づく本人確認義務が免
除されている。
・他方で、本人確認法施行後に開発された信託商品
については、同法に基づく本人確認義務が課されて
いる。
・敵対的買収防衛目的で導入する有価証券管理信
託等（いわゆる「信託型ライツ・プラン（ポイズン・ピ
ル）」）の受益者に係る本人確認手続きについて、同
施行規則 第１条の改正により、敵対的買収を防衛す
るという信託目的の達成のための円滑かつ迅速な信
託事務の遂行を可能とするために、本人確認義務の
適用除外を要望するものである。

・17年度になって複数の企業が、株主総会の承認等を
前提に信託型ライツ・プランの導入を検討しているとこ
ろである。信託型ライツ・プランにおける受益者は、敵
対的買収者が現れた日以降の特定の日における当該
企業の株主名簿上の株主とすることが一般的である
が、当該受益者については、受益者として確定した時
点で同法第３条に基づく本人確認手続きが必要とな
る。・信託型ライツ・プランの商品上の特性として、でき
るだけ早期かつ円滑に、敵対的買収者が現れた日以
降の特定の日における株主を受益者として確定し、信
託財産である有価証券（新株予約権）を当該受益者に
交付することが要請されるところ、受益者確定のため
に行われる前記本人確認手続きは、敵対的買収防衛
という信託目的達成のための円滑かつ迅速な信託事
務の遂行上、極めて大きな負荷となっていることから、
本人確認義務の適用除外を要望するものである。・な
お、信託型ライツ・プランについては、以下の点からも
本人確認手続きを行う意義は薄いと考えられる。ア．
信託型ライツ・プランの受益者は、上記の通り、当該企
業の発行する普通株式の株主であり、基本的には取
引証券会社等で本人確認手続きが行われていること
イ． 信託型ライツ・プランの受益権が行使された場合
の受託者たる信託銀行からの新株予約権の交付は、
対価無償の行為であり、マネーローンダリングの防止
という本人確認法の主たる目的からも、特段の問題が
生じるとは思われないことウ． 新株予約権の交付を受
けた受益者が新株予約権を行使する際、払込みをな
すべき銀行又は信託会社において本人確認手続きが
実施されること

金融機関等によ
る顧客等の本人
確認等及び預金
口座等の不正な
利用の防止に関
する法律第３条、
同施行令第１条、
及び同施行規則
第１条等

法務省、財務
省、金融庁ほ

か
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5112 5112A001 大垣市 1
老人保健施設入所者の投薬
についての規制緩和

現在、老人保健施設入所者の投薬に係る費用につ
いては、「介護老人保健施設入所者に係る往診及び
通院（対診）について（平成12年3月31日厚生省老人
保健局企画課長）」の規定により、原則として医療保
険請求できないことになっている。しかしＨＩＶの患者
に投与する薬剤については、1ヶ月15万円ほどになる
場合もあり、それが保険請求できないと全額が老人
保健施設負担となり、ＨＩＶ患者（急性期治療を終えた
患者）の老人保健施設入所を阻む一因になってい
る。そのため老人保健施設入所者の投薬に係る保
険請求について一部規制の緩和を要望するものであ
る。

老人保健施設入所者でＨＩＶ患者（急性期治療を
終えた患者）が服用するＨＩＶ治療薬については医
療保険請求を可能とする規制緩和を要望。

ＨＩＶに感染している高齢者等が円滑に老人保健施設
サービスを利用することができるように要望。

「介護老人保健
施設入所者に係
る往診及び通院
（対診）について
（平成12年3月31
日厚生省老人保
健局企画課長）」

厚生労働省

5114 5114A001 佐藤栄司 1
時間外労働の賃金割増率の
変更

時間外労働の賃金割増率の最低限度を５割としてい
ただきたい。

米国や韓国等海外で事業を行っている日本の企業
は、現地での時間外労働の賃金割増率を5割として事
業を行っている。よって、日本国内においても諸外国で
事業を行うのと同じように時間外労働の賃金割増率を
5割として、規制を緩和していただきたい。

労働基準法第３７
条第１項

厚生労働省
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5114 5114A002 佐藤栄司 2
民間企業の年次有給休暇制
度の変更

民間企業の労働者に対して、採用初年度より年間２
０労働日の有給休暇を取得できるようにしていただき
たい。

公務員は、新規採用の初年度より年間２０日間の有給
休暇が付与されており、このことについて、納税者や民
間事業者より異議は出ていない。民間企業の労働者
が公務員と一緒に旅行に行こうとしても、年次有給休
暇の付与日数が少なくて行けないので、民間企業の労
働者も公務員と同じように新規採用初年度より年間２
０日間の有給休暇がいただけるよう、規制を緩和して
いただきたい。

労働基準法第３９
条

厚生労働省

5115 5115A001 佐藤貿易 1
火薬類の譲受の許可に関する
変更

火薬類を譲受するには都道府県知事の許可を受け
ることとされているが、市町村長の許可を受けること
と変更して、市町村の役所でも許可申請書の受付及
び許可証の交付・再交付・返納が行えるるようにして
いただきたい。

火薬類の販売を行っていますが、譲受人は火薬類を
購入する際、その許可申請書の提出、許可証の受領、
許可証の返納を行うため、都道府県庁あるいはその出
先機関に何回も出頭しなければなりません。都道府県
の事務を扱う場所が限られているため、譲受人は少量
（小額の）の商品を購入するにも、役所への手続きに
時間と労力がとてもかかります。譲受人の住所の市町
村の役所でも許可の申請が行えるようにしていただき
たい。

火薬類取締法第
１７条第１項

経済産業省
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5115 5115A002 佐藤貿易 2
火薬類の消費の許可に関する
変更

火薬類を消費するには都道府県知事の許可を受け
ることとされているが、市町村長の許可を受けること
と変更して、市町村の役所でも許可申請書の受付及
び許可証の交付が行えるるようにしていただきたい。

火薬類の販売を行っていますが、消費者は火薬類を
消費する際、その許可申請書の提出、許可証の受領、
消費場所での立ち入り検査の立会い等、都道府県庁
あるいはその出先機関に何回も出頭しなければなりま
せん。都道府県の事務を扱う場所が限られているた
め、消費者は少量（小額の）の商品を消費するにも、役
所への手続きに時間と労力がとてもかかります。消費
地の住所の市町村の役所でも許可の申請が行えるよ
うにしていただきたい。

火薬類取締法第
２５条第１項

経済産業省

5115 5115A003 佐藤貿易 3
がん具煙火の製造の許可に関
する変更

1日に2キログラム以下の硝酸塩を主とする火薬を使
用してがん具煙火を製造する場合、火薬類の製造許
可がなくても製造が行えるよう法の適用除外範囲を
拡大してほしい。

特定のがん具煙火は、経済産業省令で定める数量以
下を製造する場合、製造許可の規定が適用除外となり
許可がなくても製造できることとされている。理化学実
験上で少量の火薬を製造する場合、無許可での製造
が認められているので、年間の製造量が少量の場合
は、全てのがん具煙火について無許可で製造が行え
るように規制を緩和していただきたい。

火薬類取締法第
５１条第５項、火
薬類取締法施行
規則第９１条第１
号

経済産業省
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5115 5115A004 佐藤貿易 4
火薬量を増量した製品の新規
がん具煙火としての指定制度
の制定

従来のがん具煙火より火薬量を増量した製品でも、
安全性が確認された場合は新規のがん具煙火として
指定していただける審査を受けられるよう制度を見
直していただきたい。

米国で新たにルールが定められ、新規に販売となった
模型ロケット自動車に使用する火薬4グラムを使用した
噴射推進器が、日本では従来2グラムまでの火薬の使
用を認められているがん具煙火の火薬量を増量したも
のとされ、新規のがん具煙火としては審査を受けられ
ないため、がん具煙火としての輸入販売が行えない。
よって、従来の商品の火薬量を増量したものでも、新
規のがん具煙火としての安全性の審査を受けられるよ
う、新規のがん具煙火の審査制度の見直しを行ってい
ただきたい。

火薬類取締法施
行規則第１条の５

経済産業省

5116 5116A001 尾身昭良 1
スパイクタイヤ粉じんの発生の
防止に関する法律の改正

スパイクタイヤは必要である。冬季間舗装路面に新
雪が降っても積雪が20糎か25糎くらいまでの高さなら
スタッドレスタイヤの走行は容易であると考えられる
が、車の走行台数が増えて時間が経つにつれ該路
面は次第にスタッドレスタイヤのトレッドによって踏み
固められて圧雪化するのが通常の状態であり、圧雪
の状態でもタイヤのトレッドのサイプ（刻み）で特有の
グリップ、アンド、ブローの作用ができるうちは、ある
程度スムーズに走行できるが、車の荷重による圧力
によって加圧されると、スタッドレスタイヤのトレッドの
サイプによるグリップ、アンド、ブローが効きにくくな
る。こうなると該タイヤははじめは少しだが空転（ス
リップ）しながら走行する。こうなればもうつるつる路
面製造えの序曲で車の走行台数が増える程つるつ
る化が促進拡大されて、本来のつるつる路面になる
と考えられる。勿論これに外気温及び湿度という条件
が加味されるのはいう迄もない。従って前述の如くス
タッドレス自体が造るつるつる路面を無くすには、こ
のつるつるが始まる前の段階でこのメカニズムを壊
す作用がどうしても必要で、その方法のひとつとして
スパイクスピンが効果的と考えられるが、これが従来
のスパイクタイヤのスパイクスピンの構造（単一形態
の硬直性ロッド）であってならない。必要なのは舗装
路面を損傷しないスパイクタイヤのスパイクピンの構
造である。
（改正すべき法律案の内容は別紙の通り）

粉じんを出さないスパイクタイヤはできる。従来の
スパイクタイヤが粉じんを発生したのは、該タイヤ
に装着（固定）されたスパイクピンが原因なのは衆
知の如くであるが、その構造（単一形態の硬直性
ロッド）を変えることで、材質が金属でも舗装路面
を損傷しないことは物理的にいっても明確である
ことは数多くの実験及びテストによって確定してい
る。本法律は、従来のスパイクタイヤが舗装路面
を損傷（粉じん発生）したのは金属製のスパイクピ
ンであったことから、全ての金属鋲その他これに
類する物を固定したタイヤの使用（舗装道路）を禁
止したのは正しくない。本来は粉じんの発生原因
を追究し、そのメカニズムを解明した上で規制す
べきところを単なる目視のみによって、金属が原
因と断定したものと推測されるが、この誤りを速や
かに是正するには、本考案のニュースパイク（ブ
レーキピン）ピンを使用（タイヤに固定）したスパイ
クタイヤを直ちに認めるべきである。
スタッドレスタイヤにニュースパイク（ブレーキピ
ン）をトレッドに固定すれば、粉じんの発生しない
スパイクタイヤになることは容易である。国がタイ
ヤメーカーに行政指導をすれば解決されるものと
考える。またタイヤメーカーにしても、スタッドレス
タイヤのサイプを減らし、その部分にブレーキピン
を固定するブロックを設けることで解決されよう。
何れにしても、国は一日も早くつるつる路面を解
決するよう善処されることを切に望むものである。

本法律が発令された最大の理由は、スパイクタイヤに
よる粉じんを発生させないためだが、その結果は交通
事故等の増大を余儀なくしている。しかも、本法律の規
制内容が、科学的、物理的根拠に欠けているばかりで
なく、これを改善するための提案や研究開発等をも著
しく阻害する根本的な要因となっている。故に、これを
改善するには本法律の部分的な手直しでは不可能で
あり、ほぼ全面的に改正する必要があると判断したも
のである。

スパイクタイヤ粉
じん発生の防止
に関する法律
（平成2年6月27
日法律第55号）

（要望理由より続き）
本法律が改正されない限り、
スタッドレスタイヤではつるつ
る路面を解消することは不可
能に近い。何故ならつるつる
路面を製造しているのは当
のスタッドレス自体であるか
らである。若しも、この説に疑
問を持つ人がいるなら説明し
よう。このスタッドレスタイヤ
の以前は問題のスパイクタイ
ヤである。それより以前は金
属製のタイヤチェーンであ
る。さらに、以前はスノータイ
ヤであることは、50歳以上の
年配者なら承知のことと思
う。何故スノータイヤからタイ
ヤチェーンにしたかというと、
路面がつるつるになり危険で
車が走れないため、金属製
のタイヤチェーンが雪道には
必要であったがこれが走行
中は騒音がひどく、しかも切
れ易くかつ装脱着に手間が
かかるので敬遠されがちで、
間もなくスパイクタイヤが登
場すると、誰もが装着を常識
とされていた。だが粉じんの
発生で、本法律第55号の発
令により（平成2年6月27日）
以来金属製スパイクピン装
着のスパイクタイヤの使用が
現在も禁止されている状況に
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5117 5117A001 愛媛県松山市 1
保護施設等の社会福祉施設
のうち通所施設においての栄
養士配置要件の緩和について

　給食を提供することとされている施設のうち通所型
施設に限り、調理業務受託者が雇用する栄養士が
毎給食時に当該施設に常駐する等の必要な要件を
整える場合には施設に栄養士を配置しなくてもよいも
のとする。

保護施設等における調理の外部委託を行なう場
合においては当該施設に職員として栄養士を配
置するよう指導している。
　しかしながら、昨今の調理技術の進歩や衛生管
理に関する技術の向上等により、必ずしも施設で
栄養士を雇用する必要性に疑問を感じているとこ
ろである。　そこで、給食を提供することとされてい
る施設のうち通所型施設に限り、調理業務受託者
が雇用する栄養士が毎給食時に当該施設に常駐
する等の必要な要件を整える場合には施設に栄
養士を配置しなくてもよいこととする。

　栄養士配置に掛かっていた人件費をもって直接処遇
職員の雇用等、より手厚い通所施設サービスの提供
が図られる。

　保護施設等に
おける調理業務
の委託について
(昭和62年社施第
38号通知)

厚生労働省

添付資料１－１
保護施設等における調理業
務の委託について（社施第
38号　厚生省社会局長・厚生
省児童家庭局長通知）

5117 5117A002 愛媛県松山市 2
公立学校施設整備費補助金
等の交付申請等の事務の簡
略化。

義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令第1条の2
第2項に規定する県による認定申請の審査の適用を
除外し、また平成12年4月3日付文部省告示第58号
「文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県
教育委員会が行うこととなった件」において定められ
ている都道府県教育委員会が行うこととなっている
補助金等から公立学校施設整備費補助金及び公立
学校施設整備費負担金を除外し、中核市規模以上
の市が直接文部科学省に対して負担金、補助金の
申請手続きができるようにする。

小中学校校舎の耐震改修工事及び大規模改修
工事の効率的な実施

学校施設は現在老朽化が進行しつつあり、耐震性が
十分でない校舎も多くあり、学校施設としての安全性
確保に加えて災害時には地域の避難施設としての機
能も果たさなければならないことから、これらの耐震補
強を効率的・重点的な整備を計画的に行うことが求め
られている。しかし、県を経由して行われている現行の
補助申請事務は期間を要するため､手続きの迅速化を
図り、効率的・主体的な学校施設整備を進めていくた
めに、多くの学校施設を抱えている中核市規模以上の
市については直接文部科学省に対して補助申請手続
きができるよう制度変更をしていただきたい。

義務教育諸学校
施設費国庫負担
法施行令第1条
の2第2項
及び
平成12年4月3日
付文部省告示第
58号「文部省所
管の補助金等に
関する事務を都
道府県教育委員
会が行うことと
なった件」

文部科学省

添付資料２－１
義務教育諸学校施設費国庫
負担法施行令、補助金等に
係る予算の執行の適正化に
関する法律、補助金等に係
る予算の執行の適正化に関
する法律施行令
添付資料２－２
文部省所管の補助金等に関
する事務を都道府県教育委
員会が行うこととなった件（文
部省告示第38号）
添付資料２－３
概要説明
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5117 5117A003 愛媛県松山市 3
公立社会教育施設整備費補
助金に係る財産処分の承認手
続きの緩和

公立社会教育施設整備費補助金に係る財産処分の
承認等についての取り扱いのうち、施設の一部につ
いて転用の処分する場合及び目的外使用について
は、文部科学大臣への報告書の提出を廃止し、各市
町村教育委員会の判断において財産処分を認める
ものとする。

住民サービスの向上を図るため、一部に役所の
支所機能を持たせた設備を設置する。また、空い
た管理人室等を有効利用することにより、生涯学
習推進に寄与できる。

公立社会教育施設整備費補助金に係る財産処分の
承認等については、要件を充たすものについては、文
部科学大臣への報告が義務付けられているが、施設
の一部転用処分及び目的外使用をする場合は、その
手続き承認権限を市町村教育委員会に委譲すること
により、手続きの簡素化を図り、施設の多機能化及び
有効活用が促進される。

公立社会教育施
設整備費補助金
に係る財産処分
の承認等につい
て
１
平成10年３月31
日
生涯学習局長裁
定
平成16年３月31
日改正

文部科学省

添付資料３－１
公立社会教育施設整備費補
助金に係る財産処分の承認
等について（生涯学習局長
裁定）
添付資料３－２
公立社会教育施設整備費補
助金に係る財産処分の事務
処理要領
添付資料３－３
概要説明

5117 5117A004 愛媛県松山市 4
公立社会教育施設整備費補
助金に係る財産処分の承認等
の該当要件追加

公立社会教育施設整備費補助金に係る財産処分の
承認等の取り扱いについて、「目的外使用」の場合、
現在の該当要件のほかに、「②社会教育施設で、事
務所等施設の一部を当該施設本来の業務に支障の
ない範囲で、地域を活動拠点とする社会教育関係団
体等の事務室等として、期限を限って目的外使用す
るもの。」を追加する。

地域を活動拠点としている総合型地域スポーツク
ラブの事務室を社会教育施設（公民館）に置くこと
により、公民館活動及びスポーツクラブ活動の活
性化、施設の多機能化・有効活用が図られる。

現在の規定では、教育委員会、役場支所、出張所の
事務室等地方公共団体の施設の新築、増改築（条例
設置）等に伴うものに限られている。
既存施設において、社会教育を推進していく上で、密
接なつながりのある地域を活動拠点とする社会教育関
係団体等の事務室等を施設内に置くことにより、連携
が図られるとともに、さらなる活動の推進が図れる。

公立社会教育施
設整備費補助金
に係る財産処分
の承認等につい
て
１-（３）
平成10年３月31
日
生涯学習局長裁
定
平成16年３月31
日改正

文部科学省

添付資料３－１
公立社会教育施設整備費補
助金に係る財産処分の承認
等について（生涯学習局長
裁定）
添付資料３－２
公立社会教育施設整備費補
助金に係る財産処分の事務
処理要領
添付資料３－３
概要説明
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5120 5120A001

ニュービジネス研
究所、日本ニュー
ビジネス協議会連
合会

1 自転車タクシーの普及
自転車タクシーの営業を、安全性、環境性、美観、観
光、生活ニーズ等の観点から妥当と思われる地区に
おいては、積極的に承認すること

地域範囲、営業時間等を限定した自転車タクシー
の営業

自転車タクシーの営業は、各自治体公安委員会の許
可が必要である。ところが、現状、京都市、東京都、大
阪市、名古屋市で認められているが、全自治体の半分
は「ノー」の方針である。安全性、環境性、美観、観光、
生活ニーズ等町づくりに貢献すると判断されるケース
においては、積極的な対応が望まれる

自転車タクシーを
規制する法令は
無い

国家公安委
員会

5121 5121A001

琉球ニュービジネ
ス協議会
日本ニュービジネ
ス協議会連合会

1
天然ガスを伴なう温泉が湧出
した際に、温泉権者が天然ガ
スを有効活用する。

　沖縄県では、浦添市以南の殆どの地域を1人の個
人が鉱業権の先願を復帰以前に提出し、先願順位1
位のまま鉱業権が降りていない状況で、鉱業権取得
の申請を（天然ガスを伴なう）温泉権の所有者が行っ
ても鉱業権を取得することが出来ず、天然ガスを空
中放散しているのが現状である。最近では、効率の
良い天然ガス発電機も開発されており、天然ガスの
湧出量に応じたエネルギーの有効活用が、ＣＯ２の
削減にもなる。また、温泉掘さく許可の際にも言われ
ている「天然ガスが湧出した際は有効利用するよう
に」を実行するためにも、鉱業権の確定していない地
域においては温泉に付随して湧出した天然ガスを有
効利用することができるように、先願順位に関係なく
温泉権者が鉱業権を優先取得できるよう改正して欲
しい

天然ガスを利用した発電事業

沖縄県では、深層地熱型の温泉開発が行われるよう
になってから10年余になるが、営業を行っている温泉4
件と準備中の2件の内、1件を除く全ての温泉で水溶性
天然ガスが湧出している。温泉掘さく許可の際には殆
ど必ず「天然ガスが湧出した際は有効利用するように」
との文言が付いている。しかし、天然ガスを利用するに
は鉱業法の「鉱業権の取得」が必要になる。鉱業権が
確定していない土地で開発された天然ガスを伴なう温
泉について、天然ガスを温泉権者が利用できるよう、
鉱業権を優先取得できるようにして欲しい。

鉱業法（鉱業権） 経済産業省

355/366



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革要望事項一覧

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名
要望
事項番
号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
制度の
所管官庁

その他
（特記事項）

5122 5122A001

社団法人 東北
ニュービジネス協
議会

日本ニュービジネ
ス協議会連合会

1 ＪＩＳ・ＪＡＳ規格制度の見直し ＪＩＳ・ＪＡＳ規格制度の見直し ＪＩＳ・ＪＡＳ規格制度の見直し

建築部材に関して、海外の公的な試験機関による検
査済データであればそのまま国内でも採用してほし
い。現状は例え試験結果が同等であっても、あらため
てＪＩＳ・ＪＡＳ規格を取らなければならず、スピーディー
さに欠け、事業競争の妨げになっている。

ＪＩＳ制度、ＪＡＳ制
度

経済産業省、
農林水産省

5122 5122A002

社団法人 東北
ニュービジネス協
議会

日本ニュービジネ
ス協議会連合会

2
防災実験実施のための大学研
究機関の解放

防災実験実施のための大学研究機関の解放
工学部系・建築学部系の大学での民間事業者と
連携した防災実験の実施

現状の防災実験などの実施には、防災科学技術研究
所（筑波）をはじめとして首都圏・関東圏の各種の研究
所へ出向かねば実験できない。各地域の拠点箇所に
ある産業技術総合研究所、出来れば各地域の大学研
究機関においても実験が可能としてほしい。

経済産業省、
文部科学省

安全工学関連研究課題の調
査としては多岐に亘り、火
災・爆発の研究実施機関だ
けでも科学警察研究所（警察
庁）、消防庁（総務省）、国土
技術政策総合研究所（国土
交通省）、消防研究所（総務
省）、産業安全研究所（厚生
労働省）があり、所在地は全
て首都圏にある。地方の工
学部系大学においても同等
の実験設備を有している。
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5122 5122A003

社団法人 東北
ニュービジネス協
議会

日本ニュービジネ
ス協議会連合会

3 信用保証制度の改定 融資対象事業者範囲の拡大
特定非営利法人（ＮＰＯ）への融資枠の創設また
は規定の撤廃

現在全国の特定非営利法人（ＮＰＯ）数は２１，０００を
超え、民間の立場で、社会的なサービスを提供したり、
社会問題を解決するために活動している。確かにＮＰ
Ｏ活動には、特定非営利活動だけでは表現しきれない
多様な活動があり、かつまた、ＮＰＯの活動資金の内
訳は、会費、寄付金、助成金・補助金、対価性の事業
から得られる事業収入など多岐に亘っている。企業と
比べて収入源が多様なことがＮＰＯの特徴の一つであ
る。だが昨今、国内においても、地域の住民・市民が
取り組む福祉、環境、まちづくり、商店街の活性化活動
から、高齢者や働く母親など生活者の多くが心から望
んでいるサービスや商品の提供といった、日常生活を
支えるコミュニティビジネスの浸透が著しい。コミュニ
ティビジネスはその事業活動の内容を指す言葉であ
り、その活動は、事業を継続的にそして活動組織を維
持するために対価を徴収し、無償で行うことは無い。ま
た組織形態としてＮＰＯ法人を設立して事業展開に望
むケースが増え、事業・ビジネスの領域が広範囲に及
ぶ中で、融資を含めた安定的な活動資金が強く求めら
れてきている。１９９８年に制定された特定非営利活動
促進法を踏まえ、現行の信用保証制度の規定ではＮＰ
Ｏという組織のみを捉え融資対象から除外している。
活動の多様化と社会ニーズの進展の中で、質の良い
サービスを安定的・継続的に提供していくためにも、事
業内容,法人または個人の確定申告等を精査し、実施
業種の発展可能性を推し量りながら、特定非営利法人
（ＮＰＯ）への融資枠の創設または現行規定の撤廃を
求める。

信用保証制度の
規定並びに中小
企業基本法

各県にある
信用保証協
会　　並びに
中小企業庁、
中小企業金
融公庫

《参考》コミュニティビジネス
への融資制度について
①横浜市のケース：コミュニ
ティ事業者への実地調査・認
定を行う横浜産業振興公社
と並びに金融上の審査・融資
を実行する横浜信用金庫と
の枠組みである。金融機関
に対する貸出原資の預託
や、貸倒れ時の金融機関へ
の損失補償は行っていない。
②川崎市のケース：コミュニ
ティ事業者への金融上の審
査・融資を実行する中央労働
金庫と並びにコミュニティビジ
ネスの適合性・事業性の審
査を行う川崎市との枠組みで
ある。金融機関に対する貸
出原資の預託はない。貸倒
れ時には、貸倒れ額の７０％
を労働金庫が川崎市へ請
求、川崎市は貸倒れ額の７
０％を補助金の形で支払う。
但し、設定枠の金額を上限と
する。　　　　　　　　　結論とし
ては、信用保証協会がそれ
ぞれの枠組みに入らないとき
つい。中小企業保険法では
貸出金の８０％を再保険で補
填でき、２０％を金融機関と
行政機関の両者で負担する
だけですむが、革新的な融
資制度を作りながら行政の

5123 5123A001
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 1

医療機関での患者給食業務の
委託において病院側に管理栄
養士の配置義務を無くす、及
び、全面委託とする（条件付き
で）。

給食業務を委託しているにも関わらず病院側の業務
を詳細に規定し、且つ、入院時食事療養Ⅰの特別管
理加算の認可条件に管理栄養士の配置義務を課し
ているため病院側の管理栄養士と受託側の管理栄
養士が重複して配置されている。患者給食の受託責
任者に管理栄養士が配置されておれば、病院側に
同じ資格の管理栄養士の配置は不要として欲しい。
同時に病院側の重複した業務を残さずに給食業務
の一部委託から全面委託に見直しをして欲しい。

患者給食の受託責任者に管理栄養士が配置され
ておれば、病院側に同じ資格の管理栄養士の配
置は不要とする。同時に病院側の重複した業務を
残さずに給食業務の一部委託から全面委託に見
直しをする。こうしたことによって患者給食の外部
委託が一層効率化される。

給食業務を委託しているにも関わらず病院側の業務を
詳細に規定し、且つ、入院時食事療養Ⅰの特別管理
加算の認可条件に管理栄養士の配置義務を課してい
るため病院側の管理栄養管理士と受託側の管理栄養
士が重複して配置されている。患者給食の受託責任
者に管理栄養士が配置されておれば、病院側に同じ
資格の管理栄養士の配置は不要として欲しい。患者
給食の質の向上と患者サービスの改善を目指して給
食業務の委託が国策として進められているが、この目
的に沿って給食業務のより一層の効率化が進むと予
想される。

業務委託に関す
る規定（平成5年
健政発第98号）
「第3　業務委託
に関する事項」に
病院側の業務と
して献立の確認、
食材の点検など
多数の業務が受
託側が実施して
いる業務と同種
の業務が規定さ
れている。

厚生労働省
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5123 5123A002
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 2

ワイン（果実種）定義における
熟成工程での貯蔵・熟成樽ﾁｯ
ﾌﾟ、粉末、抽出液使用の許可

海外ではﾜｲﾝの品質向上のため熟成工程での貯蔵・
熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉末、抽出液が使用されている。日本
では酒税法により当該行為が実施されるとﾘｷｭｰﾙの
定義に該当することになる。当該作業はﾜｲﾝ製造に
おける熟成工程で樽容器を使用するのと類似であ
り、その効果もほぼ同等である。当該行為のために
わざわざﾘｷｭｰﾙ製造の免許を取得しなければなら
ず、その煩雑さがあり、かつ、6kl以上の生産要件ｸﾘ
ﾔが困難であるため、当該行為規制の除外を提案す
る。同法の適用除外によりﾜｲﾝ品質向上など農業振
興の一助となる。

海外ではﾜｲﾝの品質向上のため熟成工程での貯
蔵・熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉末、抽出液が使用されている。
日本では酒税法により当該行為が実施されるとﾘ
ｷｭｰﾙの定義に該当することになる。当該作業はﾜ
ｲﾝ製造における熟成工程で樽容器を使用するの
と類似であり、その効果もほぼ同等である。当該
行為のためにわざわざﾘｷｭｰﾙ製造の免許を取得
しなければならず、その煩雑さがあり、かつ、6kl以
上の生産要件ｸﾘﾔが困難であるため、当該行為
規制の除外を提案する。同法の適用除外によりﾜ
ｲﾝ品質向上など農業振興の一助となる。

日本では酒税法により当該行為が実施されるとリ
キュールの定義に該当することになる。同法の適用除
外によりﾜｲﾝ品質向上など農業振興の一助となる。

酒税法 財務省

5123 5123A003
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 3

ワイン（果実種）定義における
熟成工程での貯蔵・熟成樽ﾁｯ
ﾌﾟ、粉末、抽出液使用の許可

農業生産のみならず消費者の口元までの広い範囲
を視野に入れた農業経営が昨今必要になっており、
特に、企業経営のノウハウを農業生産に取り入れて
いきたい。そのために役員には広い分野の識見を有
し、且つ、マーケティング等幅広い活動が必要で、農
業生産法人の役員要件を緩和すべきである。現在の
役員の過半は年間１５０日以上の農業従事が必要と
されているが、月に１－２回の従事に緩和して欲し
い。

農業生産のみならず消費者の口元までの広い範
囲を視野に入れた農業経営が昨今必要になって
おり、特に、企業経営のノウハウを農業生産に取
り入れていきたい。そのために役員には広い分野
の識見を有し、且つ、マーケティング等幅広い活
動が必要で、農業生産法人の役員要件を緩和す
べきである。現在の役員の過半は年間１５０日以
上の農業従事が必要とされているが、月に１－２
回の従事に緩和して欲しい。

現在の役員の過半は年間１５０日以上の農業従事が
必要とされているが、この規定があるため経営感覚に
優れた人材を経営陣に迎えることが難しい。

農地法第２条 農林水産省
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5123 5123A004
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 4 農業生産法人の構成員要件の緩

和

農業生産のみならず消費者の口元までの広い範囲を視
野に入れた農業経営が昨今必要になっており、特に、
企業経営のノウハウを農業生産に取り入れていきた
い。現在、議決権の過半は農業関連者が必要とされて
いるが、農業経営をより発展させるため豊富な経営経
験と知識をもった人材が出資できるよう農業生産法人
の構成員要件を緩和すべきである。

農業生産のみならず消費者の口元までの広い範囲を
視野に入れた農業経営が昨今必要になっており、特
に、企業経営のノウハウを農業生産に取り入れてい
きたい。現在、議決権の過半は農業関連者が必要と
されているが、農業経営をより発展させるため豊富
な経営経験と知識をもった人材が出資できるよう農
業生産法人の構成員要件を緩和すべきである。

現在の構成員（出資者）の過半は農業関連者が必要とさ
れているが、この規定があるため経営感覚に優れた出資
者を結集することが難しい。

農地法第２条 農林水産省

5123 5123A005
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 5 海外導入果樹の隔離栽培の条件

付きでの撤廃

海外導入果樹の導入に際し、植物検疫法施行規則第１
５条にて１年間の日本国内での隔離栽培試験が義務付
けられている。貿易障壁が撤廃されている現実に照ら
して、防御すべき病害、虫類、微生物の無いことの証
明書、及び何時、どんな手段で防御が成されたかの防
御実績表を添付することによって上記条項の適用除外
を提案する。同条による隔離栽培の期間は長く、ビジ
ネスチャンス逸失につながっており、同条の適用除外
により農業振興の一助となる。

海外導入果樹の導入に際し、植物検疫法施行規則第
１５条にて１年間の日本国内での隔離栽培試験が義
務付けられている。貿易障壁が撤廃されている現実
に照らして、防御すべき病害、虫類、微生物の無い
ことの証明書、及び何時、どんな手段で防御が成さ
れたかの防御実績表を添付することによって上記条
項の適用除外を提案する。同条による隔離栽培の期
間は長く、ビジネスチャンス逸失につながってお
り、同条の適用除外により農業振興の一助となる。

海外導入果樹の導入に際し、植物検疫法施行規則第１５
条にて１年間の日本国内での隔離栽培試験が義務付けら
れているため農業生産におけるビジネスチャンス逸失に
つながっている。

植物検疫法施行規
則第１５条 農林水産省
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5123 5123A006
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 6 学校給食調理業務の民間委託先

による食材発注

学校給食調理業務の民間委託が進んでいるが、「食材
は市町村が支給」と委託時に規定されている。民間の
給食事業者は、食材調達においてトレーサビリティ
（生産履歴の追跡）のシステムを備えるなど安心・安
全を確保した食材の供給を行える立場にある。民間業
者への食材発注権の付与により食材の安心・安全の確
保に加え、新鮮でかつ低コストの食材を供給すること
によって市町村、保護者の費用負担の軽減に貢献した
い。

学校給食調理業務の民間委託が進んでいるが、「食
材は市町村が支給」と委託時に規定されている。民
間の給食事業者は、食材調達においてトレーサビリ
ティ（生産履歴の追跡）のシステムを備えるなど安
心・安全を確保した食材の供給を行える立場にあ
る。民間業者への食材発注権の付与により食材の安
心・安全の確保に加え、新鮮でかつ低コストの食材
を供給することによって市町村、保護者の費用負担
の軽減に貢献したい。

学校給食調理業務の民間委託が進んでいるが、食材は市
町村が支給し、給食事業者は調理関連の労務に限定され
て委託されているに過ぎない。これは全国3000以上の市
町村すべてに共通した仕組みで規制に近い存在と言え
る。民間の給食事業者は、食材調達においてﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ
（生産履歴の追跡）のｼｽﾃﾑを備えるなど安心・安全を確
保した食材の供給を行える立場にある。民間業者への食
材発注権の付与により食材の安心・安全の確保に加え、
新鮮でかつ低ｺｽﾄの食材を供給することによって市町
村、保護者の費用負担の軽減に貢献したく、こうした事
実上の規制撤廃を政府から指導して戴きたい。

食材は市町村が支
給し、給食事業者
は調理関連の労務
に限定されて委託
されているに過ぎ
ない。これは全国
３０００以上の市
町村すべてに共通
した仕組みで規制
に近い存在と言え
る。

文部科学省

5123 5123A007
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 7 食育における栄養教諭業務での

民間栄養士への機会付与

　
今般、食育基本法が成立し、食品関連業者も食育の推
進に取り組むよう記載されている。学校での食育の授
業はH16年度に創設された栄養教諭が担当すると推察さ
れる。同時に教員免許を持たない学校栄養職員が栄養
教諭免許を取得する道が開けた。一方、長年に亘って
給食事業において栄養士が給食のみならず食材につい
て深い知見をはぐくんできたことを鑑み、民間栄養士
への食育の授業への機会付与と学校栄養職員が栄養教
諭免許取得する際の同等の条件整備を民間栄養士に付
与することを法律施行にあたって検討してほしい。

今般、食育基本法が成立し、食品関連業者も食育の
推進に取り組むよう記載されている。学校での食育
の授業はH16年度に創設された栄養教諭が担当する
と推察される。同時に教員免許を持たない学校栄養
職員が栄養教諭免許を取得する道が開けた。一方、
長年に亘って給食事業において栄養士が給食のみな
らず食材について深い知見をはぐくんできたことを
鑑み、民間栄養士への食育の授業への機会付与と学
校栄養職員が栄養教諭免許取得する際の同等の条件
整備を民間栄養士に付与することを法律施行にあ
たって検討してほしい。

学校給食の効率化を目的に調理業務の民間給食事業者へ
の委託が進んでいる。元来、給食事業者は長年に亘っ
て、調理のみならず生産履歴の追跡（ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ）のｼｽﾃ
ﾑを構築し、食材への知見も深いと考えている。こうし
た知見を食育へ貢献したく、民間の栄養士による食育の
授業への参加を提案したい。民間栄養士への食育の授業
への機会付与と学校栄養職員が栄養教諭免許取得する際
の同等の条件整備を民間栄養士に付与することを法律施
行にあたって検討してほしい。

食育基本法、教育
職員免許法５条 文部科学省
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5123 5123A008
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 8 食事療養に関する帳票簡素化

　
一般食（常食）の献立作成の手順・帳票は厚生労
働省の通知で定められているが、中央官庁と出先
機関とのギャップにより県単位・市単位の行政部
門からの指導が不統一であり、帳票が複雑化、細
分化されたり統一化されていない問題がある。特
に、全国展開している給食事業者にとって帳票類
に記載する時間と労力が膨大であり、事務コスト
アップの要因となっている。中央官庁から帳票簡
素化の指導を実施してほしい。例①病院給食食品
量表・食品構成表で、食品分類の方法に違いがあ
る。例②厚労省の通知では６ケ月に１回作成すれ
ば良い帳票を県・市は毎月作成するよう指導して
いる。

一般食（常食）の献立作成の手順・帳票は厚生労働
省の通知で定められているが,中央官庁と出先機関
とのギャップにより県単位・市単位の行政部門から
の指導が不統一であり、帳票が複雑化、細分化され
たり統一化されていない問題がある。特に、全国展
開している給食事業者にとって帳票類に記載する時
間と労力が膨大であり、事務コストアップの要因と
なっている。中央官庁から帳票簡素化の指導を実施
してほしい。例①病院給食食品量表・食品構成表
で、食品分類の方法に違いがある。例②厚労省の通
知では６ケ月に１回作成すれば良い帳票を県・市は
毎月作成するよう指導している。

一般食（常食）の献立作成の手順・帳票は厚生労働省の
通知で定められているが,中央官庁と出先機関とのｷﾞｬｯ
ﾌﾟにより県単位・市単位の行政部門からの指導が不統一
であり、帳票が複雑化、細分化されたり統一化されてい
ない問題がある。特に、全国展開している給食事業者に
とって帳票類に記載する時間と労力が膨大であり、事務
ｺｽﾄｱｯﾌﾟの要因となっている。中央官庁から帳票簡素化
の指導を実施してほしい。例①病院給食食品量表・食品
構成表で、食品分類の方法に違いがある。例②厚労省の
通知では６ケ月に１回作成すれば良い帳票を県・市は毎
月作成するよう指導している。

厚生労働省平成6
年8月5日保険発
104号1の(12）イ
では事務の簡素化
が謳われている
が、地方の社会保
険事務局ではﾏﾁﾏﾁ
の帳票を指示。

厚生労働省

5123 5123A009
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 9 カラオケに於ける音楽著作権使用

料徴収の見直し

ｶﾗｵｹでの音楽著作権使用料の支払いは歌った回数当た
りではなく、ﾙｰﾑ当たりで支払っている。現在、著作権
等管理事業法が適用されているが、徴収方法は当時の
仲介業務法が施行されていた時に設定されたものであ
る。ﾙｰﾑ当たりの著作権使用料単価設定は、’９０年代
のｶﾗｵｹﾌﾞｰﾑ時になされたので、今やｶﾗｵｹ人口は当時よ
り３０％程減少している。ｺｽﾄ負担は実態にあった形で
なされるべきもので、健全な事業展開の観点から見直
しをして戴きたい。なお、著作権の徴収団体はJASRAC
（日本音楽著作権協会）１社から複数の団体が可能と
なるなどの見直しがされているが、徴収方法は従来規
定が踏襲されたままになっている。

ｶﾗｵｹでの音楽著作権使用料の支払いは歌った回数当
たりではなく、ﾙｰﾑ当たりで支払っている。現在、
著作権等管理事業法が適用されているが、徴収方法
は当時の仲介業務法が施行されていた時に設定され
たものである。ﾙｰﾑ当たりの著作権使用料単価設定
は、’９０年代のｶﾗｵｹﾌﾞｰﾑ時になされたので、今や
ｶﾗｵｹ人口は当時より３０％程減少している。ｺｽﾄ負
担は実態にあった形でなされるべきもので、合理的
な徴収方法への変更（例：歌唱１曲当）、旧い時期
に設定された単価の見直等をして戴きたい。著作権
の徴収団体はJASRAC（日本音楽著作権協会）１社か
ら複数の団体が可能となるなどの見直しがされてい
るが、徴収方法は従来規定が踏襲されたままになっ
ている。

カラオケでの音楽著作権使用料の支払いは歌った回数当
たりではなく、ルーム当たりで支払っている。現在、著
作権等管理事業法が適用されているが、徴収方法は当時
の仲介業務法が施行されていた時に設定されたものであ
る。ルーム当たりの著作権使用料単価設定は、’９０年
代のカラオケブーム時になされたので、今やカラオケ人
口は当時より３０％程減少している。コスト負担は実態
にあった形でなされるべきもので、健全な事業展開の観
点から見直しをして戴きたい。なお、著作権の徴収団体
はＪＡＳＲＡＣ（日本音楽著作権協会）１社から複数の
団体が可能となるなど、文部科学省の主導のもと見直し
がされているが、徴収方法は従来規定が踏襲されたまま
になっている。

著作権等管理事業
法のもとでの音楽
著作権使用料徴収
の方法

文部科学省
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5123 5123A010
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 10

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ・ｽﾄｱ（例：病院施設内）
の食料品販売許可に係る要件の
緩和と統一

　
食品衛生法第５２条によって乳類販売業、乳類以外で
は食料品等販売業の営業許可が必要である。東京都の
場合、乳類のケース、その他食品のケースそれぞれ手
洗器の設置が必要で配管、排水工事によるコストアッ
プで困っており、手洗器不要の緩和を御願いしたい。
また、都道府県、保健所毎に許可条件が違っている場
合（水産加工物で冷蔵庫内温度計が必要など）も多
く、この許可条件の統一を図ってほしい。

食品衛生法第５２条によって乳類販売業、乳類以外
では食料品等販売業の営業許可が必要である。東京
都の場合、乳類のケース、その他食品のケースそれ
ぞれ手洗器の設置が必要で配管、排水工事によるコ
ストアップで困っており、手洗器不要の緩和を御願
いしたい。また、都道府県、保健所毎に許可条件が
違っている場合（水産加工物で冷蔵庫内温度計が必
要など）も多く、この許可条件の統一を図ってほし
い。

食品衛生法第５２条によって乳類販売業、乳類以外では
食料品等販売業の営業許可が必要である。東京都の場
合、乳類のケース、その他食品のケースそれぞれ手洗器
の設置が必要で配管、排水工事によるコストアップで
困っている。この規制は、牛乳が紙のフタ付き瓶で販売
されていた旧い時代の遺物であり、手洗器不要の緩和を
御願いしたい。また、都道府県、保健所毎に許可条件が
違っている場合（水産加工物で冷蔵庫内温度計が必要な
ど）も多く、この許可条件の統一を図ってほしい。

食品衛生法第５２
条 厚生労働省

5123 5123A011
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 11 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ・ｽﾄｱでの医薬品販売

の拡大

　
すでに３７１の医薬品が医薬部外品扱いとなり、コン
ビニエンス・ストアでの販売が可能となったが、湿布
薬、目薬、アルコールを含む綿はお客さまの問い合わ
せが多く、ニーズの高いものでありながら、コンビニ
での販売が許可されていない。身近で年中無休、２４
時間営業のコンビニ店で、多くの国民が服用、使用の
正しい知識を有しているこれらの医薬品販売の規制緩
和をお願いする。

すでに３７１の医薬品が医薬部外品扱いとなり、コ
ンビニエンス・ストアでの販売が可能となったが、
湿布薬、目薬、アルコールを含む綿はお客さまの問
い合わせが多く、ニーズの高いものでありながら、
コンビニでの販売が許可されていない。身近で年中
無休、２４時間営業のコンビニ店で、多くの国民が
服用、使用の正しい知識を有しているこれらの医薬
品販売の規制緩和をお願いする。

すでに３７１の医薬品が医薬部外品扱いとなり、コンビ
ニエンス・ストアでの販売が可能となったが、湿布薬、
目薬、アルコールを含む綿はお客さまの問い合わせが多
く、ニーズの高いものでありながら、コンビニでの販売
が許可されていない。深夜、早朝での急な痛みに伴い、
これらの薬による応急措置が求めらるケースが多いが、
身近で年中無休、２４時間営業のコンビニ店での販売は
十分こうした国民の強い要望に答えられることになる。
多くの国民が服用、使用の正しい知識を有している今
日、これらの医薬品販売の規制緩和をお願いする。

薬事法 厚生労働省
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5123 5123A012
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 12 学校給食調理業務委託入札参加

用申請書の様式統一の要望

　
自治体の学校給食調理業務の委託入札に給食事業者が
参加する場合、全国の自治体（現在は５００箇所、将
来３０００箇所）に、各自治体が指定するまちまちの
様式にて、且つ、年間の同じ時期（２月が多い）に集
中して提出しなければならない。民間の事業運営の効
率化が阻害されていると判断され、政府から自治体
に、様式の統一、また、届け方も手渡しを要求されて
いるところもあり、Eメールによる提出も含め、効率化
の指導をお願いしたい。

自治体の学校給食調理業務の委託入札に給食事業者
が参加する場合、全国の自治体（現在は５００箇
所、将来３０００箇所）に、各自治体が指定するま
ちまちの様式にて、且つ、年間の同じ時期（２月が
多い）に集中して提出しなければならない。民間の
事業運営の効率化が阻害されていると判断され、政
府から自治体に、様式の統一、また、届け方も手渡
しを要求されているところもあり、Eメールによる
提出も含め、効率化の指導をお願いしたい。

自治体の学校給食調理業務の委託入札に給食事業者が参
加する場合、全国の自治体（現在は５００箇所、将来３
０００箇所）に、各自治体が指定するまちまちの様式に
て、且つ、年間の同じ時期（２月が多い）に集中して提
出しなければならない。民間の事業運営の効率化が阻害
されていると判断され、政府から自治体に、様式の統
一、また、届け方も手渡しを要求されているところもあ
り、Eメールによる提出も含め、効率化の指導をお願い
したい。1985年、当時の文部省から「学校給食業務の運
営の合理化について」の通知が出されたが、この合理化
指示の具体的措置として自治体に指導願いたい。

文部省通知「学校
給食業務の運営の
合理化について」
（1985年）

文部科学省

5123 5123A013
日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合会 13 (財)全日本軟式野球連盟規定の

緩和

全日本軟式野球連盟に登録できる者の規定として、同
連盟以外の組織、硬式ﾎﾞｰﾙを使用する団体、日本Kﾎﾞｰﾙ
少年野球連盟の大会への登録・参加者が排除されてい
る。全日本軟式野球連盟を主管する(財)日本体育協会
のｽﾎﾟｰﾂ憲章には美しいｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｼｯﾌﾟの育成、健康な身
体をはぐくむことが謳われているが、軟式野球連盟の
規定は、中学生が軟式から硬式野球に移る成長時期に
おいてKﾎﾞｰﾙなどの成長時期にあわせた野球を選択し、
国内外の大会に参加することを奨励する立場にありな
がら、当連盟以外の野球や大会に参加することを阻害
しており、主管省の文部科学省により全日本軟式野球
連盟規定第2章,第5条3項(ｲ)、(ﾛ)の規定削除のご指導
をお願いする。

日本Ｋ－Ｂａｌｌ少年野球連盟は、中学生の成長時
期に合わせてゴム製ﾎﾞｰﾙの一種を使用し、硬式野球
への移行期に合わせた野球を普及し、かつ、国際試
合の場所を提供し、国際性豊かな人材育成を目指し
ている。しかし、全日本軟式野球連盟の規定が存在
するため、中学生が軟式から硬式に移行する段階
で、野球種類の自由な選択や国際大会の場所を提供
するＫ－Ｂａｌｌに参加ができない状態となってい
る。

種々の競技団体を主管する（財）日本体育協会のスポー
ツ憲章では、美しいスポーツマンシップの育成、健康な
身体をはぐくむことが謳われている。こうした目的を実
現するために同会に参加する競技団体への指導を行って
いる。こうした状況下、全日本軟式野球連盟は、アマ
チュア、とりわけ中学生が他の野球の連盟や組織に登
録・参加することを禁じており、こうした規定は上記協
会のスポーツ憲章に反していると考えられる。

(財)全日本軟式野
球連盟規定第2章,
第5条3項(ｲ)、
(ﾛ)、「次の者は
連盟に登録するこ
とはできない。ｲ.
学生生徒で連盟以
外の組織に登録し
ている者及び少年
部または学童部
で、硬式ﾎﾞｰﾙを使
用している団体に
登録されている
者。ﾛ.日本Kﾎﾞｰﾙ
少年野球連盟の大
会に登録、参加し
た役員、選手等は
加盟できない。た
だし、日本Kﾎﾞｰﾙ
少年野球連盟の大
会の登録、参加を
抹消した場合は、
翌年度から登録す
ることができる。

文部科学省
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5124 5124A001
外国損害保険協
会（ＦＮＬＩＡ）

1 制度共済と保険会社間の平等な
競争環境の確立

制度共済と保険会社の双方に規制面で平等な競争環境
を確立すること。
平等な競争環境を達成するために実質的に不特定多数
の人に販売している制度共済に対して、①保険会社と
同水準の課税を行うこと②契約者保護のためのセーフ
ティネットの整備を行うこと③金融庁の監督下に置
き、保険会社と同様の規制を整備すること

県民共済、農協（JA）共済、全労済など根拠法のあ
る制度共済は、それぞれの主務官庁の監督下にある
が、保険会社に対して適用される規制との整合性が
なく、不平等な取扱となっている。それにもかかわ
らず、共済は保険会社が提供する商品と直接競合す
る生損保商品、第三分野商品を幅広く販売してい
る。平等な競争条件の確保と適切な監督・規制によ
り消費者保護が図られる。

共済は共通の利害をもつ者、同じ職業に従事する者の集
団により形成された協同組合類似の組織であるが、生損
保商品、第三分野商品を幅広く提供しており、消費者は
誰でも出資金を支払い構成員になれば、これらの共済の
商品を購入することができるため、実質的には不特定多
数の人を対象として販売されており、保険会社と実態は
変わらない。又員外契約も多数存在している。
制度共済は根拠法に基づく主務官庁の監督を受けている
が、保険会社を監督している金融庁のそれと比較すると
透明性に欠け、運用においても厳格性に劣る。金融庁は
財務の健全性、ルール遵守、リスク管理を含めてこれら
制度共済を監督する権限を持つ必要がある。
現在の制度共済の例外的監督は「サービス貿易に関する
一般協定」に違反する恐れがある。

消費生活協同組合
法
事業協同組合法
農業共同組合法
等

厚生労働省
経済産業省
農林水産省
等

5124 5124A002
外国損害保険協
会（ＦＮＬＩＡ）

2 保険募集における書面交付説明
義務の電磁的方法の適用

保険契約者への書面の交付によることとされている説
明については、保険契約者の承諾を得て当該書面に記
載すべき事項を電磁的方法により提供し、契約者へ説
明することも合わせて認めること。（規則第53条第２
項で認められている電磁的方法を認めること。）顧客
利便性の向上

保険業法施行規則第53条第１項において、保険募集
に際して、①特別勘定を設ける保険契約、②為替変
動リスクのある保険契約、③解約返戻金のない保険
契約の募集においては、書面の交付による説明義務
が規定されている。

既に銀行取引や証券取引において、為替リスク、変動リ
スクのある外国通貨建て預金取引や海外投資信託の購入
などにおいて、目論見書の電子交付とともに電子取引が
インターネットで一般的に行われており、保険募集分野
においても、保険契約者の承諾を得て電子的な方法に
よっても書面交付と同等の説明が確保できる。

保険業法施行規則
第53条第１項第１
号
保険業法施行規則
第53条第１項第２
号
保険業法施行規則
第53条第１項第３
号

金融庁
総務企画局
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5125 5125A001
㈱日本教育クリエ
イト名古屋支社

1

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）及び介護福祉士の資格取
得する際の実務経験に看護助手
経験を含めてほしい。

現在、介護支援専門員（以下、ケアマネージャーと記
す）及び介護福祉士の資格を取得する際の対象職種
に、急性期及び療養型病院での病棟看護助手も含める
べきである。

看護助手従事者に対して将来が開けるので、現在医
療機関で大変不足している助手従事者の募集活動が
現状より容易になる。さらに、今後のケアマネー
ジャー及び介護福祉士が現状より多くなり、福祉業
界の人材不足を解消するとっかかりになる。

福祉・介護の利用者ニーズが高くなっていくなかで、ケ
アマネージャー及び介護福祉士の人材不足はま逃れない
事実。また、現在、厚生労働省の方針の中でホームヘル
パー2級資格の撤廃及び介護福祉士への吸収等が検討さ
れて中で、福祉業界の入り口であるホームヘルパー２級
資格への取得控えが起こっており、福祉業界への就業者
人口の裾のが広がらないのも現実。そのなかで、急性
期・及び療養型病院の病棟看護助手業務は、入院患者さ
んの介助業務が中心にもかかわらず、対象業務になって
いない。よって、今後は、対象職種に病棟看護助手をい
れる事によって、①ケアマネージャー及び介護福祉士の
対象人口がふえる。②看護助手業務はステップアップし
ずらい職種であったが、将来性が高い職種となる。③比
較的に若い世代（20～30代）でも、助手を経験し、将来
が更なるステップアップする事で、将来より安定的なケ
アマネージャーおよび介護福祉士として就業することが
できる。

介護保険法 厚生労働省

5125 5125A002
㈱日本教育クリエ
イト名古屋支社

2
介護福祉士になるにあたりホーム
ヘルパー２級取得者の実務経験
を撤廃して欲しい

ホームヘルパー2級取得者が介護福祉士の受験をしよう
とする際、必要となっている3年間の実務経験を撤廃す
べきである。

ホームヘルパー2級の資格撤廃・介護福祉士への1本
化が検討されている中、ホームヘルパーの資格取得
控えが発生しているが、実務経験を撤廃することに
より、ホームヘルパー2級の取得者から介護福祉士
を志す者も増加する。また、既にホームヘルパー2
級を取得している者が受験する事ができるため、介
護福祉士の人材不足を緩和することができる。

上記同様、福祉業界の人材不足は福祉業界においては深
刻な問題である。その中で今まで福祉業界の底辺を支え
ていたホームヘルパーの資格を撤廃及び統合されてしま
うと、それこそ福祉業界従事者が減少してしまいます。
あわせて、若手労働者の確保もさらに難しい業界にも関
わらず、何かしら門戸をひろげないと、今後の福祉業界
は破綻の一手をたどる方向になってしまう。そうした中
で介護福祉士の実務経験（従事期間・時間）を撤廃する
ことで、資格対象者の裾のを広げるかたちになるり、若
手労働者の確保も容易になる。

介護保険法 厚生労働省
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5127 5127A001 近藤歯科 1 最新医療器材試用システム化に
よる医療の質的向上

厚生労働省による既存の体制を維持しながら、現制度
の審査機構では対応不可能といえる最先端医療に付随
する医薬品・医療機器・歯科器材を試用出来る環境を
整える。海外の医薬品・医療機器・および歯科器材の
手続き簡素化。　　　　　　　　　医療・歯科医療に
おいては器材がなくては対応できないが、承認を得る
ことができた段階では時代遅れの器材となる場合が散
見される。具体的には何らかの新組織を設立による管
理が必要と思われる。

・ 厚生労働省の承認を得ていない最新鋭の医薬
品・医療機器・歯科器材を試用できる体制を整える
ことを主目的とする。
・ 但し一定の基準をクリアーした医師・歯科医師
等に限定する必要があるため、資格審査が必須とな
る。
・ 上記基準作りに関しては、厚生労働省を含めた
識者間で充分検討の上で設定することとする。
・ 基準の検討および資格付与に関しては、何らか
の新たな組織等により施行・管理される。
・ 上記の対象となる品目に関しては、生産国・販
売国の安全基準が満たされていることを必要条件と
する。
・ 安全性が懸念される場合は、管理組織により中
止勧告を含め強制的に試用を中断させることを可能
とする。
・ 対象となる品目の試用に関して問題が生じた場
合は、厚生労働省ではなく試用者が個人的に負う事
とするため、資格審査をクリアーした試用者は損害
賠償等を目的とした保険に加入することが前提とな
る。・新管理組織の設立が必要。独立行政法人医薬
品医療機器総合機構において対応部門を新生する事
も対応法の一つといえるが、一行政法人で二通りの
基準となるため困難が予想される。

日本の臨床現場において、使用出来る医薬品・医療機
器・歯科器材が厳しく制限されていることを主因とし
て、グローバルスタンダードから遅れを生じつつある。
現状で顕在化している例として、診療レベルの低下、海
外からの留学生数的減少、海外器材メーカー等がコスト
割れを危惧するあまり新規開発品の申請を諦める等が起
きており、今後更に連鎖的にこの傾向が下方に向かうこ
とが懸念され、医療後進国の枠内に入り込む可能性が大
である。厚生労働省の権限枠を崩すことなく、最新の医
薬品・医療機器・歯科器材を試用出来る環境を整えるこ
とが国民の健康維持のため必要であり、急務といえる。

独立行政法人医薬
品医療機器総合機
構、および薬事法

厚生労働省

医科の場合は伝聞で困ってい
るう声を聞くのみだが、歯科
医療においては切実な問題と
なりつつあることは事実で、
世界各国の歯科医・器材メー
カーから日本が見放されつつ
ある。また実際に日本の歯科
医療レベルの質が問われてい
る具体例として、海外駐在員
が増加しているため、在住国
の歯科医を訪れた場合に治療
レベルの低さが一目瞭然とな
り、彼らよりこの点が指摘さ
れる。最新の器材を使用出来
ないという現実が要因として
作用し、数年遅れの治療をせ
ざるを得ないのは明白であ
る。更に外国からの経済摩擦
を減少させることに繋がり、
波及される国内の経済効果も
見込めるはずである。この提
案は個人で経済的利潤を得る
目的ではなく、経済大国とい
われる日本が医療レベルでも
大国と言われるように、そし
て厚生労働省を非難させたく
ないため提出した。

5128 5128A001 亀澤　進 1 警察署の道路使用許可における
許可基準の追加

道路交通法第77条2項「前項の許可の申請があった場合
において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれか
に該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなけれ
ばならない。」に、4号として「当該申請に係る行為が
現に交通の妨害となるおそれはあるが、当該申請区域
の市町村長及び隣接する地域の市町村長の承諾を受け
たと認められるとき。」を追加すべきである。

　近年住民の希望に沿った道路の使用許可がなかなか得
られにくくなってきている。特に時間の規制に関して
は、年々厳しくなっていく傾向にある。小さな市町村に
とっては、祭礼行事が地域活性化の源であり、それが円
滑に進行できなければ、やる側にとっても見る側にとっ
ても面白くない状態になってしまい、地域の衰退の原因
になってしまう可能性がある。警察だけの判断に任せて
は、必ずしも地域住民のためになるとは限らない。そこ
で住民の希望を市町村長の承諾を得ることで許可しても
らえる様に規制改革してもらいたい。

道路交通法77条2
項 警察庁
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